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論文要旨 

本論文は、近代日本新漢語の中、とりわけ軍事分野に関連性が高い語類の成立

と体系化の実態を、日中両言語対照比較の視点から考察・解明する。近代新漢語

における日中間の移動、相互影響に関する研究はすでに多くの問題が解決され、

大きな成果が挙げられたが、軍事分野の語彙を考察対象として、日中対照比較の

視点から行う研究はまだ少ない。 

また、特に「中国語に存在した語彙が、近代日本による流用と拡大、具現化し

た後に再び中国への還流した語彙」に関する研究は、まだ多くの課題が残された。

本研究がその欠を補い、新漢語が多く現出した近代という時代において、専門用

語としての軍事用語語彙群の形成、体系化、さらに日中共通語彙として多く流用

になるまでの経緯を考証する。 

 その中において、特に上記のような日中両言語間による語彙の中→日→中の伝

播パターンに相当する語を重点に考察し、伝播していく中で発生した幾つか連動

的な影響と、近代日中語彙交流史における未知の部分の解明を目指す。 
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序 論 

 

 近代日本における新漢語の多用に関する研究は周知のようにすでに大きな

成果が挙げられている。これまでの新漢語研究の多くのパターンとしては、新

漢語の成立経緯、つまりそれを表す西洋の新概念そのものの受容状況を合わせ

て考察することによって、その成立過程やそこにどのような人物、制度などが

関わり、そしてその次に一般社会に展開し、定着していったかという過程を明

らかにするというようなものが一般的だと考えられる。 

 さらに、日中間語彙の相互影響に着目した場合は、主に訳語として創出の時

期の探究、比較、特に創出された新語が借用語として中国語への伝播、共有さ

れる現象などに注目し、その伝播ルートと経緯をめぐる研究が多く見られる

（図‐1）。 

図‐1 一般的な新漢語の研究方法 

 

 

また、日中語彙比較の場合、ここ十数年では蘭学などに示されたように日本

人独自によって創出した新漢語だけではなく、特に以下の二種類の漢語に焦点

を当てた研究も盛んに行われ、大きな成果が挙げられた： 

1 中国資料を利用し、漢訳洋書と英華字典類を通して、近世中国語に存在し

た「在華宣教師に用いられていた訳語」の日本新漢語としての流用と拡大、具

現化したもの。 

2 もともと中国の古典にも存在した語彙が、近代以降の日本が西洋語翻訳、

および知識教養の普及のために多用し、一般化して再び中国へ還流したもの。 

特に 2 の場合にはもう一つ注目すべき点としては、この種類の語の影響によ

って逆に近代中国語へも影響と刺激を与え、中国語としても使用頻度が急増し、

短期間の中に文字列の語彙化が達成できた、いわゆる沈（2014）に言う「日本

語刺激語」現象1が挙げられる。 

                             
1 沈（2014）一、演化の道程：近代語から現代語へ（p. 305～306）より：「多くが中国の古典に見られ

る文字列であり、意味も古典語と歴然とした断絶が確認しにくい（中略）そのほとんどは、19 世紀末

成立経緯＋新概念の受

容について
0 

翻訳、成立過程＋関連

人物、制度との関わり
妙

一般社会に展開し、定
着していく過程を解明

日中語彙比較と交流に着

目した場合は ：

1 近代訳語として創出

+I時期の比較
2 日本語⇔中国語の相

互影響、伝播・共有また
は転用の探究
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また、日中語彙比較に着目の有無に問わず、上記のような新漢語の成立問題

に関する研究はさらに a.新語の創出方法の細分（図‐2）と b.個別の語誌的な

研究に二分できる。 

図‐2 新漢語の大まかな分類 

a.の場合は、主にある文献中の特定語彙を選出し、その出自の分析と解明を

目的とする。比較的有名ものは森岡（1991） と陳（2001） が列挙できる。森

岡（1991）は、近代漢語特に訳語の創出について、置き換え、再生転用、変形、

借用、仮借、造語という六つの方法があると述べていた。特に、その中の借用

こそが中国語訳の借用、つまり前述の英華字典類などから訳語を近代日本語と

して流用するパターンに相当したものである。そして再生転用というのは、古

典語・死語となった語彙資源を、そのまま再生させたり、あるいは新しい意味

に転用させたりして復活させた場合のことを言う。 

一方、陳（2001）では、通時的な角度から和製漢語の発生から近代に至る展

開を全般的に考察している。日本製漢語の形成過程を通時的に分析した上で、

①音韻変化による表記の変容、②語構成による和製漢語の産出、③近代にお

ける新漢語の大量生産、その 3 つ造語パターンがあると述べていた。その中

で、特に③のパターンを重点として分析されていたことが見られる。さらに、

中国人の視点から中国語との対照も通して、現代中国語における和製漢語の受

容についても詳しく述べており、近代日中間語彙の移動現象を考察することを

目的とする研究であれば、その参考価値が高い。 

b.の場合は、沈（1994）における「関係」と「影響」 、荒川（1997）にお

ける「熱帯」 、木村（2013） における「生産」、「産業」、鳴海（2015） にお

ける「相当」、「真実」などが列挙できる。特に沈（1994）と荒川（1997）は日

中対照比較という視点から、語彙における両言語間の移動を重点に置いており、

上記における「もともとの中国語に存在した語彙が日本を経て再び中国へ還流

した」パターン（中⇒日⇒中伝播ルート）に相当する語誌考察例としては非常

に参考価値が高い。 

から 20 世紀初頭にかけて急に動きを活発化させられたものである。その活発化の過程に日本語の中国

訳が強い影響力を発揮した」とある。 

［既存の漠籍語、唐話語彙を日本語として使用 ］

三戸三三 ［中国近代翻訳語の受容 ］

［和製翻訳語 ］
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これに対して、木村（2013）と鳴海（2015）は該当語が使用された文献から

の引用を時系列に並べ、その語誌変容を記述する研究であることが見られる。

また鳴海（2015）では特に日本における中国古典漢語の受容、漢語における日

本の独特な理解と解釈、特に副詞としての意味用法の発生をめぐって考察を進

めていた。要するに伝播ルートの中の中⇒日の部分、そして「漢語の日本語化」

現象を理解するために参考する必要がある。 

 しかし、上記のような中⇒日⇒中伝播ルートに属する新漢語の数だけでもか

なり膨大である2ため 、近代日中語彙交流の全貌を明らかにするには、多くの

課題が未解決である。 

 そこで、筆者は近代日中両言語間における漢語の相互交流、影響現象に着目

し、多くの研究者がまだ注目されていないと思われる軍事分野の用語の成立、

体系化及びその過程の中での日中両言語間漢語の移動と相互借用現象、そして

それにより発生した語義の変化現象を考証し、日中軍事用語の全体像を解明す

ることを本研究の目的としようと考えている。 

これまでの関連研究により、軍事分野の漢語（日中問わず）はまだ十分注目

されていないことが分かる。以上のことによって、先に言えることとしては： 

① 軍事分野の漢語を考察対象とする。

② 近代日中語彙交流、比較を視点に入れる。

以上二点を接合した先行研究は管見の限り見られないことが明らかである。 

それまで近代軍事用語を対象とする研究は、信岡（2003～2008） シリーズお

よび胡（2014） が列挙できるが、両方ども辞書解題、訳語の成立経緯をメイ

ンとして考察していたことが窺える。信岡（2003～2008）シリーズは各ドイツ

語と日本語との対訳辞書の比較、その日、独両言語間の翻訳特徴を明らかにす

ることを目的としている、中国語との関わりは言及してない。胡（2014）は『五

国対照兵語字彙』3が収録した二字漢語を中心として考察し、それらの語にお

ける『日本国語大辞典』（以下『日国』に略す）に記載されていた初出例との

比較を行っていたが、日中語彙交流の部分として見られるのは「服務」という

語をめぐる個例研究部分に留まっている。 

 よって、本研究の研究範囲とオリジナリティーとしては、図‐3 のようにま

とめることができる： 

2 沈（2014）によれば、語源的には中国語の古典語で、名詞のみならず、動詞、形容詞、副詞も含まれ

ている。数千語の規模である。 
3 『五国対照兵語字彙』（1880）参謀本部編。近代日本最初の軍事用語を収録することを目的とする対

訳辞典。フランス語 abc 順。これに対応するドイツ語、英語、オランダ語、日本語を付す。 
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図‐3 本研究の研究範囲設定 

 

 

 本研究は日中漢語における軍事分野の用語を対象とし、その同時にこれらに

関連する漢語の日中両言語間の借用とその影響を考察することを目的とする。

特に、「古典漢籍語⇒日本近代語⇒中国へ還流」というような中⇒日⇒中伝播

ルートに相当する語彙の考察を重点とする。要するに、近代新概念を翻訳する

際に「既存の漢語資源」（古典漢籍語、近世中国語）の利用状況と活用の実態

を考察し、語彙における日中両言語間の流動の中で発生した幾つか連動的な影

響を解明しながら、研究を進めたいと考えている。 

 よって、本研究は各対象文献の中で軍事分野用語として用いられた専門性の

高い語彙、かつ中国語としても理解できる、要するに日中同形漢語として見ら

れるものを研究対象とし、その全体的な特徴を分析する上、語誌調査によって

一部代表的な語の出自や変遷過程そして日中現代語としての使用状況を明ら

かにすることを主な目的とする。 

また、対象文献は、主に幕末から明治、大正時代の日本側のものから選出す

る。その理由としては、明治時代は日本語語彙史の中の一大変動期のため、幕

末から明治初期の漢語と明治中期から大正時代までの漢語と比べても異なる

特徴があり、また中国語より日本語の近代化が先で、前者への影響も大である、

というような一般的なものが挙げられる以外、さらに軍事用語成立、及び日中

両国軍事制度の近代化に関する歴史背景も考慮しなければならないのである。

近代中国の方は 1860 年代からの洋務運動によって近代化を図っていたが、軍

隊組織としての制度を整備するスピードはある程度遅くなっていた。ことに対

して、日本の方では同じ 1860 年代の後半の明治維新以降、いち早く西洋を学

んで近代的な軍事制度の整備を行い、結局近代化のスピードや効果の面では中

国を越えていたのである。日清戦争後、中国は日本からそれに関連する知識を

学んでいた理由もそれであろう。 

そのため、関連軍事用語について、日本は中国より早い段階で西洋の軍事制

度を研究、理解していたため、中国語より早い時期でその方面の訳語が創出、

1 近代日中両言語間に
おける漢語の相互影響

2 軍事分野の語丞を考
察対象

3 その中における元中国

語由来語彙の中⇔日間の
移動を重点として考察
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整備されたことも想像でき、さらに実際本研究によって明らかになった点も多

く存在していたである（後述）。さらに、日本は幕末からすでに蘭学を通して

西洋の兵学を積極的に導入していたことも無視できないため、その軍事用語の

成立時期は、江戸末期まで遡らなければならないと考えている。 

 よって、本研究は「序論」と「結論」を除く、「第一部 幕末日本の兵学翻

訳書においての訳語」、「第二部 明治期以降の兵語辞典の語彙」「第三部 個

別事例の研究」という三部 9 章から構成である。以下、順を追って各章で検討

する内容について紹介する。 

 「序論」部分では、上記の通り本研究の目的を明らかにし、論文構成及び各

章の内容について紹介する。 

次の第一部と第二部はそれぞれの文献資料による考察の部である。 

 第一部は幕末までの漢籍兵学書の語彙と明治以前の西洋翻訳兵学書の語彙

を対象とし、関連語彙の使用状況、存廃変化の有無を確認した上で、明治期の

軍事用語の体系化にどのぐらい影響を与えたのかを明らかにする。 

第二部は明治、大正時代の「兵語辞典」類文献を調査対象とし、辞書の解題

を行う上で、近代日本の翻訳語、軍事用語の整備体系化により日本語全体、さ

らに中国語への影響状況を把握することを目的とする。具体的には 1 翻訳によ

るドイツ語⇔日本語間の訳語形成事情 2 日本語⇔中国語間の語彙影響事情を

それぞれ調査する上で、3 現代の日中両言語にも受け継がれた軍事用語の実態

を検証する。 

そして第三部はケーススタディの部である。第一、第二部に関する調査によ

って判明された特徴を持つ語を例として、各自の成立事情、語義変化、関連語

彙への影響、日中間の語彙移動について詳しく考察する予定である。 

最後の「結論」の部分では、全体をまとめ、本研究の意義と今後の課題につ

いて述べる。 



6 

第一部 幕末日本の兵学翻訳書においての訳語 

はじめに 

まず、すでに周知のようであるが、現代における日本語と中国語に、「大砲」、

「地雷」などの兵器名や、「会戦」、「突撃」、「殲滅」などの軍事戦術用語があ

る。これらには、同形の漢語が多く用いられていたことがイメージされる。一

部に、意味上の相違という問題もあるが、多くの場合、同じ漢字が使用されて

いた中国と日本において別々に造語されており、一方が他方から借用していた

と考えられる。つまり、古代中国由来の漢籍語もあれば、和製の新漢語もある。 

こうした日中同形軍事用語について、中国古代文献から使用例が発見できる

中国由来の漢語と思われる語は、調査対象全体に大きな割合を占め、圧倒的に

多いことがこれまでの研究によって明らかになった。この点に関する詳細な検

討は後述することとするが、ここで一先ず結果として先に言いたいのは、現在

日中両国に使用されていた軍事用語では、その多くが古代漢籍などに由来して

おり（在来漢語、伝統漢語）、それをそのまま使用していたのである。 

伝統漢語が、なぜこれほど大きな割合を占めるのかについて、恐らく江戸期

における儒学の隆盛によって漢籍が多く読まれる4影響から窺える。また、前

にも少し触れたように、日本近代兵学の始まりは蘭学、つまり「洋学」を通じ

て「西洋兵学」を導入して来たのである。また、その「洋学」と「漢学」との

関係も岸田（2010）に述べられたように密接に関係している5ため、近代軍事用

語成立の必要条件とする基盤、つまりその知識の由来ルートは「兵学⇒洋学⇒

漢学」というように遡られることは言うまでもなかろう。よって、近代軍事用

語の形成に資する江戸時代の漢籍とその語彙の分析を行い、後の明治以降の近

代漢語、さらに中国の漢語との比較において軍事用語の漢語多用問題、さらに

その成立と体系化、及びその他の問題が解明されていくことになろう。 

以上のことのため、この第一部は近世日本兵学並びにその代表的な文献著作

の成立経緯、さらに中国から流入した漢籍資料とのかかわり、そしてそれに関

する時代背景から考察を行いたい。その上で、上記のような古代中国語由来の

語彙が多く使用された要因や後の幕末・明治期における近代軍事制度成立の際

に、どのような役割を果たしたのかについて解明することを目的としたい。 

4 沖森（2010）第 6 章「江戸時代の日本語」（p.273‐274）より。 
5 岸田（2010）（p.37）は洋学と漢学の関わりについて、「洋学は漢訳洋書を読むことから始まった。そ

のため、最初から漢文力が必要とされた。また、基礎的学識は漢文で得られるという共通認識は、洋学

をこころざすものにも存在していたと思われる。漢文を学ぶには儒者が開く漢学塾に通う」とあるよう

に述べている。 
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第 1 章 幕末までの兵学書概観及び中国語資源 

1.1 近世日本における漢籍兵書の受容 

日本における軍事理論が、本格的な学問研究として始まったのは江戸幕府成

立以降である。天下がすでに安泰であり、戦争など稀な時期となると、戦国時

代に蓄積された軍事知識を体系化しようとする動きの出てきたことがその理

由であると考えられ、すなわち、これは兵学の成立である。 

前田（2006）では、江戸時代兵学の成立経緯について、 

 

近世日本の兵学は、基本的には戦国末の軍隊組織の統制法をベースにしていたが、そ

の理論化にあたっては、中国の朱子学や兵学の言説を利用していた6。 

 

と述べている。そして、中国の兵学の受容について、①兵法の代表的古典とさ

れる七つの兵法書である武経七書の出版と解読と②中国明代の兵家思想と兵

学書の受容であるというような二つのルートがあることを主張している。 

このような中国の兵書典籍について、まず『四庫全書総目提要』 7からその

代表的なものが観察される。表‐1 と表‐2 では、それらを整理して例示する。 

表‐1『四庫全書総目提要』に紹介されている兵書（卷九十九・子部九・兵家類より） 

著作名 巻数 著者 版本 

握奇經 一卷 漢・公孫弘 浙江范懋柱家天一閣藏本 

六韜   六卷 周・呂望 通行本 

孫子 一卷 周・孫武 通行本 

吳子 一卷 周・吳起 通行本 

可馬法 一卷 戦国・穰苴 通行本 

尉繚子 五巻 周・尉繚 通行本 

黄石公三略 三卷 漢・黄石公 通行本 

三略直解 三卷 明・劉寅 浙江範懋柱家天一閣藏本 

素書 一卷 宋・張商英 江蘇巡撫采進本 

李衛公問對 三卷 唐・李靖 通行本 

太白陰經 八卷 唐・李筌 浙江範懋柱家天一閣藏本 

武經總要 四十卷 宋・曾公亮丁度など 江蘇巡撫采進本 

虎鈐經 二十卷 宋・許洞 安徽巡撫采進本 

何博士備論 一卷 宋・何去非 浙江鮑士恭家藏本 

守城錄 四卷 宋・陳規 永樂大典本 

                             
6 前田（2006）第一章 兵学（p.74）より。 
7 『四庫全書』の編纂の過程で作成された、経・史・子・集の四部分類に区分した各文献の提要をまと

めたもの。合計 10,254 種、172,860 巻の、春秋戦国時代より清朝初期に至る文献が収録されている。 
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武編 十卷 明・唐順之 江蘇巡撫采進本 

陣紀 四卷 明・何良臣 浙江鮑士恭家藏本 

江南經略 八卷 明・鄭若曾 兩江總督采進本 

紀效新書 十八卷 明・戚繼光 山東巡撫采進本 

練兵實紀 九卷 明・戚繼光 山東巡撫采進本 

表‐2『四庫全書総目提要』に紹介されている兵書（卷一百・子部十・兵家類存目より） 

著作名 巻数 著者 版本 

握機經 三卷 明・曹允儒 浙江巡撫採進本 

握機緯 十五卷 明・曹允儒 浙江巡撫採進本 

握機經解 一卷 清・王㬚 山西巡撫採進本 

太公兵法 一卷 （不明） 浙江範懋柱家天一閣藏本 

孫子參同 五卷 （不明） 江蘇巡撫採進本 

孫子彙徵 四卷 清・鄭端 直隸總督採進本 

十六策 一卷 三国・諸葛亮 永樂大典本 

將苑 一卷 三国・諸葛亮 浙江範懋柱家天一閣藏本 

心書 一卷 三国・諸葛亮 陜西巡撫採進本 

兵要望江南歌 一卷 唐・易静 浙江巡撫採進本 

武經體註大全會解 七卷 清・夏振翼 內府藏本 

將鑑論斷 十卷 宋・戴少望 兩淮鹽政採進本 

江東十鑑 一卷 宋・李舜臣 兩淮鹽政採進本 

美芹十論 一卷 宋・辛棄疾 浙江鮑士恭家藏本 

南北十論 一卷 宋・許學士 永樂大典本 

百將傳 一百巻 宋・張預 浙江范懋柱家天一閣藏本 

八陣合變圖説 無卷數 明・龍正 兩淮鹽政採進本 

北邉事蹟 一卷 明・王瓊 戶部尙書王際華家藏本 

西番事蹟 一卷 明・王瓊 戶部尙書王際華家藏本 

海寇議 一卷 明・萬表 戶部尙書王際華家藏本 

塞語 一卷 明・尹耕 浙江范懋柱家天一閣藏本 

備倭記 二巻 明・卜大同 編修程晉芳家藏本 

兩浙兵制 四卷 明・侯繼國 浙江巡撫採進本 

將將紀 二十四卷 明・李材 內府藏本 

運籌綱目 八巻 明・葉夢熊 浙江巡撫採進本 

軍權 四卷 明・何良臣 浙江巡撫採進本 

倭情考略 一卷 明・郭光復 兩淮鹽政採進本 

長子心鈐 無卷數 明・戚繼光 兩江總督採進本 

莅戎要略 一卷 明・戚繼光 編修程晉芳家藏本 

武備新書 十四卷 明・戚繼光 江蘇巡撫採進本 

古今將略 四卷 明・馮孜 浙江巡撫採進本 

嶺西水陸兵紀 二卷 明・盛萬年 浙江巡撫採進本 
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劍草 一卷 明・熊明遇 兩淮鹽政採進本 

嶺南客對 一卷 （不明） 浙江范懋柱家天一閣藏本 

左氏兵略 三十二卷 明・陳禹謨 浙江巡撫採進本 

類輯練兵諸書 十八卷 明・董承詔 浙江巡撫採進本 

火器圖 一卷 明・顧斌 浙江巡撫採進本 

兵機類纂 三十二卷 明・張龍翼 江蘇巡撫採進本 

廣名將譜 十七卷 （不明） 浙江巡撫採進本 

左略 一卷 明・曾益 浙江汪啓淑家藏本 

談兵髓 七卷 （不明） 安徽巡撫採進本 

殘本金湯十二籌 八卷 明・李盤 江蘇周厚堉家藏本 

左氏兵法測要 二十卷 明・宋徵璧 江蘇周厚堉家藏本 

兵鏡 十一卷 清・鄧廷羅 兩江總督採進本 

武備志略 五卷 清・傅禹 內府藏本 

歷代車戰敘略 一卷 清・張泰交 兩江總督採進本 

練閲火器陣紀 一卷 清・薛熙 兩江總督採進本 

この『四庫全書総目提要』の調査結果と前述の前田（2006）を合わせて分析

してみたい。 

①については、まずは 1606 年三要元佶によって、伏見版の武経七書8が刊行

されたことが窺える。また、近世の日本では、数多くの『孫子』注釈書も書か

れていた。林羅山『孫子諺解』（1626）や山鹿素行『孫子諺義』（1673）、新井

白石『孫武兵法択』（1722）、荻生徂徠『孫子国字解』（1750）、佐藤一斎『孫子

副註』（1840）、吉田松陰『孫子評註』（1859）といったものが代表的なもので

ある。さらに、戦国時代の戦史研究とも合わせて、兵学自体は儒学、易学、医

学などと並ぶ主要な学問として確立されていたと見られる。 

また②の場合、つまり明の兵家の受容については、表‐1 と表‐2 からは、

明代の兵家著作の数が圧倒的に多いことが観察される。もともと、明の時代は

中国の兵家が隆盛になる時代である。火薬兵器などの発展やそれに伴う技術、

戦術の変化と革新、また長期間に渡る北方民族や倭寇などとの抗争、いわゆる

南寇北虜によって戦乱が頻発した社会環境など、いずれもがその理由であると

思われる。新しい軍事制度や技術を論じた兵学著作が多く現れ、これらの兵書

は新たな用兵思想や戦略思考を論じたり、新たな軍事領域の技術を解説したり、

そして前人の経験をよりよくまとめたものであったりもする。9また、明代以

降は印刷業の発達や書籍の流通と商業化もその要因であると思われ、多くの兵

8 武経七書：中国における兵法の代表的古典とされる七つの兵法書：『孫子』、『呉子』、『司馬法』、『尉

繚子』、『三略』、『六韜』、『李衛公問対』。 
9 王（1996）p.1 による。 
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書がその時期から日本へも流入したと考えられる。 

これについて、大庭（1967）でも、江戸時代における唐船持渡書の記録が示

されている。それに従い、また上記の『四庫全書総目提要』の調査結果を参考

とし、日本に伝わった兵学、軍事関係のものを整理したものが、以下の表‐3 で

ある。 

表‐3 江戸時代における中国兵書の伝来記録（大庭（1967）に基づき作成） 

書名                    巻数 日本に入った時期とその記録 

孫子答問略 一部六本共六

巻 

1694 年（元禄七年大意書控） 

江南経略 一部一套 1694 年（商舶載来書目古字号 元禄七甲戌年） 

孫子明解 一部五本 1694 年（商舶載来書目曽字号 元禄七甲成年） 

武経全題講義通

考 

一部四本 1698 年（商舶載来書目不字号 元禄十一戊寅年） 

武備要略 一部十一本 1700 年（商舶載来書目不字号 元禄十三庚辰年） 

武経正説 一部四本 1705 年（商舶載来書目不字号 寶永二乙酉年） 

武備志 一部八套 1710 年（商舶載来書目不字号 寶永七庚寅年） 

武経全解 一部十本一套 1714 年（齎来書目 正徳 正徳四年甲午） 

籌海図編        一部一套 1724 年（商舶載来書目志字号 享保九甲辰年） 

登壇必究 一部四喜 1725 年（商舶載来書目登字号 享保十乙巳年） 

紀効新書 一部二套 1727 年（商舶載来書目幾字号 享保十二丁末年） 

武経七書全文 一部四本 1727 年（商舶載来書目不字号 享保十二丁未年） 

兵鏡備考 一部二套 1727 年（商舶載来書目邊字号 享保十二丁末年） 

虎鈐經 一部一套 1731 年（商舶載来書目古字号 享保十六辛亥年） 

兵録 一部四套 1734 年（商舶載来書目邊字号 享保十九甲寅年） 

左氏兵略 一部六套 1765 年（商舶載来書目佐字号 明和二乙酉年） 

武備志略 一部二套 1767 年（商舶載来書目不字号 明和四丁亥年） 

武経七書匯解 一部二套 1768 年（商舶載来書目不字号 明和五戊子年） 

武経大全纂序集

註 

一部一套 1783 年（商舶載来書目不字号 天明三癸卯年） 

練兵纂要 一部一套 1783 年（商舶載来書目多字号 天明三癸卯年） 

練兵實紀 二部各二套 1841 年（書籍元帳 天保十二丑歳） 

武経七書合箋 一部八本 1841 年（書籍元帳 天保十二丑歳） 

武備秘書 二部各一套 1848 年（書籍元帳 弘化五歳申四月） 

防海備覧 三十部各一套 1852 年（書籍元帳 嘉永五年） 

海國圖志 三部各六套 1852 年（書籍元帳 嘉永五年） 

武経七書集注 一部一套 1853 年（書籍元帳 嘉永六年丑四月） 

神致理兵法心要 四本一部一套 1855 年（卯壹番船書籍元帳 安政二年卯十一月） 

戰守鈔略 一部一套 1855 年（卯壹番船書籍元帳 安政二年卯十一月） 

 

表に示すように、『孫子答問略』、『武経全解』、『武経七書集注』などの在来

兵書の注釈本の伝来記録も多く見られるが、中国の文献資料を調べた結果では、

その作者や成立時期が判明しないものも多く存在している。いずれも、明の時

代以降における兵学書の煩雑を反映していると思われる。 

また、『練兵実紀』、『神致理兵法心要』のように、一部には江戸末期で、や
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や遅い時期の伝来記録しか残されていないものもある。前述したように、明の

時代は印刷業の発達から書籍が多く出版、流通されたという時代背景もあるた

め、そのような書物は長崎船に経由して早い時期から日本へ流入することも不

可能ではないと考えられる。次節では、これらの漢籍とその語彙が、近世日本

兵学にどのような影響を与えたのかについて検討を行う。 

 

1.2 江戸時代の兵学思想の特徴と中国兵書の影響 

 周知のように、江戸時代の日本では、武士階級により統治されていた。武士

が制定する法によって支配された日本社会にとって、兵学の隆盛は日本という

国を治め、その武士支配の国家体制を正当化し、完備させるためでもあった。 

 また、前述したように、この時代では戦争がほとんどなかったため、具体的

な作戦部隊の運用や編制などのいわゆる陣法、戦法部分についての研究は下火

になり、形骸化した側面もある。当時の兵学そのものは用兵法の研究というよ

りも、武家政権である江戸幕府により国家支配の価値観の強化の方がよく論じ

られ、このことには武士道などのような思想学と倫理学といった部分も多く含

まれていた。そして、当時の日本では西洋諸国に対する警戒から鎖国政策がと

られた事情もあり、西洋の勢力が日本に進出すれば幕府の支配を揺るがすだろ

うと恐られているからだと思われる。 

それに対し、当時の中国では、明の時代以降、海上か来襲した敵つまり倭寇

の脅威は歴代王朝にとって未曾有の事態であった。対策を考えることは、もち

ろん当時の兵家にとって一大事であったと思われる。そのため、明代の兵書の

中では特に海防を論じたものが現れ、こうした部分では中国軍事史において画

期的なものであった。 

たとえば、茅元儀著『武備志』は、海防について以下のように述べている。 

 

茅子曰、防海豈易言哉、海之有防自本朝始也、海之嚴于防自肅廟時始也。 

（茅子曰ク、海ヲ防グコト、豈ニ言ヒ易カランヤ、海ノ防ギ有ルコト、本朝ヨリ始マ

ルナリ、海ノ防グヨリ厳クコト、肅廟ノ時ヨリ始マルナリ） 

『武備志』巻 209 

 

このように、情勢がよく似ていた日本は、海防思想を論じた明代の兵家著作

から影響を受けたと思われる。前述の前田（2006）でも、 

 

近世日本の人々は、ちょうど明代の人々が倭寇＝夷狄に抱いたような恐怖感をもっ

て、西洋列強＝夷狄を受けとめ、もともと倭寇の侵略に抗するための明代の海防論を

自らの国を守るための一つのモデルとして受容していったのである。 
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と述べている。また江戸時代に出版された明代の兵書については 

 

近世前期には劉寅『武経直解』25 巻（1643 年和刻）、黄献臣『武経開宗』14 巻（1661

年和刻）などの明代の注釈書が和刻され流布したが、それとともに注目すべきは、

戚継光撰『紀効新書』18 巻（1788 年和刻）、『練兵実紀』9 巻・雑集 6 巻、茅元儀編

『武備志』240 巻（1664 年和刻、鵜飼信之訓点）、王鳴鶴編『登壇必究』40 巻、何汝

賓編『西洋火攻神器説』1 巻（1802 年和刻、平山潜校）、趙士楨撰『神器譜』1 巻（1808

年和刻、清水正徳校）などの兵書である。 

 

というような例を挙げ、江戸幕府は中国明代の兵家思想の資料を積極的に受容

していたことを説明している10。 

実際、日本近世兵学の代表流派である長沼流兵学の祖である長沼澹斎も、明

の兵学書『武備志』や『紀効新書』を熟読し、その著書『兵要録』（1666）11に

もそれら明の兵学書から多く引用したというような例も見られる。 

また、前節で述べたように、『孫子』の各注釈書の作者の中には、林羅山、

新井白石、荻生徂徠が含まれ、いずれも純然たる兵学者ではなく、多くは漢学

者でもある。そのため、兵書の釈においては、漢籍経典からの発想を活用し、

用兵思想と国を治めること、つまり軍事と政治などの接点を探してその対立の

部分に向かい合ったことがある。その時に漢籍に使われていた用語を用い、取

り入れることもあると思われ、また、前述の江戸時代における漢語多用の一つ

の要因でもあると思われる。 

もともと、近代まで日本における漢語受容の根本理由としては、日本にとっ

てはそれまで存在しなかった新概念や事物を日本固有の言葉に当てはまるこ

とができない時の補足である。その点について、鳴海（2015）においても 

 

基本的に、漢語を受容するということは、それまで日本及び日本語に無かった概

念や思想を取り入れるということである。概念や思想を言葉とともに受け入れるわ

けであるから、最も取り入れやすいものは体言的なものであるといえる。何らかの

概念・思想を表す体言を、いわば生の外来語として受け入れたのがはじめであろう。 

 

と述べる。前節で述べたように、中国の明代は軍事科学技術の進歩によって

作戦方式などの変化と革新が著しく、それに伴い新語が創出され、さらに兵家

                             
10 前田勉（2006）Ⅰ「兵学」付論 1．中国明代の兵学思想と近世日本（p.74, 76）より。 
11 兵要録：長沼流の主要兵書で、1666 年（寛文 6）長沼澹斎（たんさい）（1635～90）32 歳のころの著

作。（中略）澹斎は初め甲州流など和流兵法を修めたが、ついで戚継光の『紀効新書』や茅元儀の『武

備志』など中国明代の兵書に着目し、理論よりも節制や実事を主体とする斬新（ざんしん）な学風を唱

えた。『日本大百科全書(ニッポニカ)』により。 
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著作のものを多く出版することで、世の中に迅速に広げることも可能だと思わ

れる。その影響が、さらに明代兵学の吸収を重視する江戸時代の日本にも及ん

だのではないかと推測される。 

 

1.3 近代兵学までの道とそれにおける漢籍語の役割 

では、前節に述べていた中国明代の兵書が具体的にどんな用語を使用してい

るか、その具体的な特徴、また日本語への影響はどうであろうかについて検討

を進みたい。 

ここではまず『紀効新書』を例として簡単にふれたい。金（2009）では、『紀

効新書』に使用されていた軍事用語は、かなり豊富で専門性も高いということ

を明らかにしている。たとえば、戦術動作用語には、戦闘については「出戦」、

「交戦」、「接戦」、「迎戦」など、後退については「退還」、「退縮」、「却回」、

「逃走」、「敗走」などに明確に使い分けがされているという。12さらに、それ

らの用語は在来の用語を継承しながら、明代から出現した新語（たとえば火薬

兵器の名称やその使用方法に関する用語）も多く使用されていたというような

その時代色が強く反映されていたと述べている。13 

本研究は、後ほど取り上げる文献の一つ（文献自体については本研究第二部

にて詳しく検討する）である『和独兵語辞彙』（1909）の一部の収録語彙を先

に例として挙げて見よう。以下の 24 語は『和独兵語辞彙』（1909）という辞書

の見出し語として収録され、そして現代日中両言語ともに使用されている14、

つまり日中共通の漢語である。語源調査により、全てが中国の明代の文献、特

に兵学書より出典を発見したものであることが明らかになっている。 

（見出し語、用例文、出典文献の順） 

爆破「如陸戰對敵、放去爆破砂下」『武編』前集卷五 

彈藥「用子砲五門、并彈藥逓减」『軍器圖説』 

號砲「如有倭犯情形、則舉放號砲、島島相傳」『明經世文編』卷四百一 

軍歌「軍歌凱曲、捷傳金馬之門」『經略復國要編』卷九 

軍艦「當道有知之者委造軍艦、其利頗餘」『本朝分省人物考』卷九十八 

飯盒「硃紅竹絲茶飯盒一副」『工部廠庫須知』卷十一 

砲弾「砲彈、以碎鐵蘸藥、可一發傷兩人」『武備志』卷二百三十九 

砲撃「乃砲撃其壘、虜死砲下者萬計也」『皇明經濟文録』卷二 

補給「急宜修築補給、以備不虞」『國朝獻徵録』卷十五 

                             
12金（2009）p.10 により。 
13金（2009）p.51 により。 
14 『日本国語大辞典』、『漢語大詞典』、『中日大辞典』、『現代漢語詞典』いずれ収録されているため、

現代の日中両言語においては、常用語であると判断される。 
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歩哨「歩哨把總趙應㨗帶領歩軍五十名、設防大康堡」『撫遼奏議』卷十七 

地雷「地雷、製以圓䂖爲砲、繇中鑿空、其口内寛外狹」『軍器圖説』 

實戰「學戰、實戰皆照此攻撃、進止不易」『兵録』巻二 

海戰「往歲用師、凡克捷者、俱在海戰」『倭變事略』巻二 

近戰「近戰則以鎗筅鎲牌之類、當彼長刄」『海防奏疏』 

攻勢「葛隆屯賊綠堞、而攻勢甚急」『國朝獻徵録』卷一百二十四 

挾撃「左右挾撃、前抄其胸、後掩其尾」『武備志』卷六十一 

立射「軍士皆下馬立射、殺百餘人」『弘簡録』卷二百三十二 

炸藥「鑿以孔。内入以炸藥、築之以土」『戰守全書』卷十二 

支隊「支隊哨長教習缺、或於本隊哨或於别隊哨」『南京都察院志』卷九 

哨兵「雖有哨兵探馬、恐一時捜索不到」『戰守全書』巻二 

哨所「莫先于獨石之哨所、謂薊得其情」『全邊略記』卷一 

水雷「水雷入水丈餘、沈伏港 」『陣紀』卷四 

停戦「楚與宋戰、宜僚披胷受刃於軍前弄丸鈴、一軍停戰、遂勝之」『南華真経循本』 

増援「覆昌平陳總兵請増援」『度支奏議』卷三十三 

 

これらの語では、明代以降における新兵器、新戦術の出現によって新語を創

出した時代背景を強く反映していたと考えられる。こうした用語は、一見近代

以降の日本製漢語に思われ、誤認されやすいものも多い。さらに、大庭（1967）

における明末から清代舶来の漢籍文献の伝来記録と合わせて見ると、中国の漢

籍兵書出自の用語は大量に日本に伝わり、定着したこともあり得ると考えられ

る。また、近世日本の兵学言説は、いずれも中国の明代の漢籍兵書に大きな影

響を受けていたのではないかと考えられる。 

しかし、前述したように、江戸時代の兵学では具体的な戦術戦法に関する内

容は形骸化されたことも多いため、以上のような専門性の高い軍事用語は、実

際近世の日本語の中にすでに活用されていたのかどうかは疑問である。これら

の語は、むしろ一種の語彙資源として一時的には保存されていて、そして後の

幕末以降の西洋語を翻訳する際にようやく用いられ、訳語として大きな役割を

果たしたのではないかと想像される。 

そして、江戸時代後期の 1800 年代以降になると、ロシア人の択捉攻撃（1797）

やイギリス軍艦フェートン号の長崎侵入（1808）などといった事件の勃発が相

次いで、東アジアに漲る不穏な情勢、つまり西洋列強からの脅威が迫る危機意

識がますます高くなっていた。そしてアヘン戦争における清の敗北という衝撃

を受けて、幕府は旧来の兵学流派の反対にもかかわらず、さっそく高島秋帆の

『天保上書』という意見書を受け入れ、彼は自費でオランダから学んで完成さ

せた高島流洋式砲術を採用している。そしてこれを契機に、幕府や諸大名たち
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は蘭学に通じて、海軍、陸軍、砲術や築城といった軍事分野での専門知識を一

挙に導入する。すなわち、西洋兵学への転身である。 

ただ、ここで一つ忘れてはいけないこととして、幕末に至り、蘭学の兵学を

興しても、実際当時の日本における西洋列強へに対する戦略の原点は、前述の

前田（2006）が述べたように、依然として明代兵家の倭寇対抗策と一致してい

る点がある。それが、幕末の兵制転換と海防論を中心とする内容であれば、蘭

学から兵学の導入時にも、中国から受容された在来兵学の影響を大きく受けた

のだろうと思われる。それが理由の一つとして、さらに前述にもすでに触れて

いた「漢学が洋学の基礎」という点と合わせて見れば、蘭学の知識を利用して

西洋の兵学著作を翻訳する際には現存の漢籍兵書の語彙資源が利用されてい

たことも十分確信できよう。 

元来、翻訳という形式は、自国語の中にその外国語の意味に相当する言葉

を当てはめ、そして置き換えることが基本である。森岡（1959）ではそうし

た現象についての主張は： 

 

漢語は、長い歴史を通じて、日本語のあらゆる部分に食いこみ、公用語はもちろ

ん、民衆の日常語にいたるまで、大量に使用されていたことはいうまでもない。外

国語の翻訳の必要が生じた場合、まず、これら在来の漢語で置きかえるということ

は、最も自然な勢いであったであろう。確かに、これらの漢語が訳語の際の重要な

資源であったことは疑えない15。 

 

とある。つまり、このような近代以前からすでに日本に伝わっていた可能性

の高い伝統漢語は、むしろ近代翻訳語の素地となっていたのではないかと考

えられる。 

ここで「素地」となった漢籍兵書から伝わってきた語彙の特徴を再度目に

向けてみよう。金（2009）では、以下に述べている。 

 

     我们可以根据意义把其分为以下两类:其一是表示军事动作类。（中略）其二是表示

军事名物的词语。军事词语中表示军事动作的词语时代性不强，毕竟，军事动作很难

随时代的变化而变化。而军事专有名词却不一样，其时代性非常强。军事专有名词富

有时代性，大致是有以下几个原因决定的。首先，兵器与旗帜等军用物品总是随时代

的发展而改进，新的不断产生，旧的逐渐退出舞台。 

   （用語の語義別によって二種類に分けられる：その一つは軍事動作類の用語であ

る。（中略）そして軍事用品、器物に関する用語である。その中の軍事動作に関す

る用語の時代性は、特に強くない。なにしろ、軍事動作は、時代の変化に従って変

化することがあまりないのである。しかし、軍事用品、器物に関する専門用語では

違う。まず、兵器や旗などの軍用品は、時代の発展とともに改良され続けている。

                             
15 森岡（1959）2．置きかえ（p.40）により。 
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新しいものは随時に生まれ、古いものはいずれ歴史の舞台から去るのである） 

 

幕末の日本において、実際この金（2009）の主張と類似している特徴を見え

る、同時に江戸期に蓄積した漢学と兵学両方の知識を同時にも反映させられた

代表文献としては、1840 年代成立の初期洋式兵法書 Leiddraad bij het onderrigt 

de zee‐artillerie の訳本である『海上砲術全書』（以下『海上』に略す）が挙げら

れる。当書の凡例に次のような説明文が述べられている。 

 

書中説ク所熕砲及ヒ其他諸器ノ名。若シ偏ニ原名ノミヲ挙ルトキハ。啻ニ冗長厭フ

ベキノミナラズ。コレヲ読テ異言ノ多キニ堪へザルベシ。故ニ幸ニシテ漢名ノ填スベ

キ者アレバコレヲ填シ。其無キ者ハ皆務メテ新タニ訳名ヲ下ス。庶幾クハコレヲ読テ

耳目ニ記シ易カラムコトヲ欲シテナリ。但其新名ノ極メテ典雅ナラザラムコトヲ恐

ルヽカ為ニ。其初見ノ下ニハ必原名ヲ細注ス。 

 

要するに、漢籍などの文献資料にその意味に相当する漢語が該当すれば、そ

れを優先的に活用し訳語として当てはまるであろう。森岡（1959）のいう翻訳

の際における伝統漢語が、優先的に使用された原則を再度鑑みれば、むしろ一

致している点があるのではないかと思われる。だが、「熕礟及ヒ其他諸器ノ名」

のような銃砲と器物名の多くは、その時代特有なものであるため、漢籍兵書か

らその意味に相当する語彙を探すことは多少困難だと思われ、苦労して独自に

訳語を創作しなければならないと言えよう。 

ただ、このような翻訳方法、またそれによる後世への影響について、片岡

（1989）では 

 

洋学は漢学の上に築き上げられたものである。洋学者たちは旧思想を徹底的に攻撃

しても、根底にある儒教そのものは否定しなかったし、学習形式をはじめ多くの点で

洋学は漢学の祖型に従っている。そもそも漢学を修めないことには、洋書を解する語

彙力がないと考えられていた。（中略）漢学者にとって、原理原則は古代の聖人が生み

出した所与の存在であり権威であり、原理原則の新たな創出は関心の外にあった。他

の洋学の部門と同様、幕末の洋式兵学は、西洋軍事科学の全てを導入したのでは決し

てない。出版された書目は、砲術や操練など実践的実用的な領域である。 

 

と述べ、漢学者は伝統、在来のものを重視し、新たに取り入れるものはあくま

でも己の短所を補足であるというような保守的な一面を持っていたことを主

張している。 

つまり、明治維新以降、完全に西洋式の軍事制度に転換された後でも、中国

由来の兵家思想やそれに関する漢籍兵書の影響は、依然として根が深くて、ほ

ぼ動きのないまま続いていたと見られる。終戦まで、日本の軍事用語には漢語
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が多用されている慣習も、むしろ漢学者なりの方法が受け継がれ、それはこう

したことから出発していたものではないかとも想像できる。 

しかしながら、当『海上』は幕末における最初の翻訳兵学書であり、その成

立以前には、同様な西洋兵書の訳本がほぼなかったため、その影響は兵学に関

してだけではなく、軍事用語の成立についても大きな影響を与えたことはいず

れ否定できないであろう。松井（1979）でも、『海上』の出版した数年後、相

次ぎ成立した他複数の翻訳兵学書が、『海上』からその訳語を多く流用してい

た可能性が高いことを主張している。 

つまり、後の各翻訳兵学書は『海上』の影響を強く受けていたことから、用

語の翻訳方法などは引き続き流用されていたことが想像できよう。よって、本

研究は次の第 2 章を以て、その詳細を検証していきたい。 

 

1.4 まとめ 

 本章は、近世日本兵学の成立発展に資していた中国の漢籍兵書の伝播ルート、

それに伴って伝ってきた語彙の特徴そして後世への影響について調査を行っ

た。以下では、要約および若干の補足について述べたい。まず、江戸時代の兵

学研究が整備される際に、中国の漢籍兵書の説を多く受容していたと見られ、

そしてその用語は後の幕末・明治期以降における西洋語を翻訳する際に訳語と

して活用したことはほぼ確信できる。また、前述の片岡（1989）が述べるよう

に、洋式兵学に転換されたとは言え、漢学という祖型から脱却することがない。

その影響下で、後の翻訳制度がすでに完熟し、新造語による外来の新概念を当

てることも一般的になった時代に至っても、軍事分野の用語は依然として伝統

漢語が多用され、その分野の用語の全体に大きな割合を占めていたと想像でき

る。特に、金（2009）にも述べられたように、軍事動作類の用語はほぼ変わる

ことがなく、その在来性が高いからであると思われる。よって、抽象的軍事動

作な軍事概念は、多くに古来中国由来の伝統漢語に訳成することも多く観察さ

れるであろう。そのようなこともあるから、後の時代における翻訳事業が整備

による関連語彙の体系化と意味の再構築が行われることがあり、今日が使われ

ていたような漢語の用法に至ったであろう。 

 

第 2 章 『海上砲術全書』とその訳語 

2.1『海上砲術全書』の成立背景と書誌情報について 

 前章においても触れていたように、『海上』とは、オランダの海軍兵学校砲

術教官カルテン J.N.Calten が著した Leiddraad bij het onderrigt de zee‐artillerie

（1832 年オランダ刊）に対し、幕府の命を受けた洋学者の宇田川榕菴、杉田成

卿ら数名によって翻訳されたものである。また、同じく前章にも述べた通り、
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当時アヘン戦争（1840）の衝撃で西洋列強の脅威に対する強い危機感を覚えた

幕府が、高島秋帆による西洋式砲術を受け入れた。恐らく、この西洋式砲術の

先進さに驚くことこそが、後に蘭学を通じて西洋兵学を全面的に導入する契機

であり、よって『海上』の訳出もこの導入事業として重要な一環であろう。 

 櫻井（2005）によると、カルテンの原書は全 11 章であるが、翻訳版の『海

上』は幕府の命により、28 巻に分け、宇田川榕菴、杉田成卿ら六人に分担させ

て翻訳を行ったという。全巻の内容とそれぞれの翻訳担当者について大まかに

紹介すると以下のようである。 

巻 1（原序・発端・火薬篇）、巻 2（火薬篇 2）、巻 3～5（熕砲篇）訳者：宇田川榕菴 

巻 6～8（熕車篇）訳者：箕作阮作 

巻 9～10（弾篇）、巻 11～12（装薬用熕器什篇）、巻 13（熕砲使用篇）訳者：品川梅次

郎 

巻 14～16（火料篇）訳者：竹内玄同 

巻 17～21（射放擲放篇）、巻 22～23（帯仗篇）、巻 24～26（築堡篇）訳者：杉田成卿 

巻 27～28（海岸攻守篇）訳者：箕作阮作 

『海上』の原本訳は 1843 年に成稿した後、正式の刊行までの約十年間の間、

すでに西洋砲術の宝典として広く利用され、写本の形で流布した。1854 年（安

政元年）には越前大野藩主土井利忠が幕府の許しを得て正式に刊行していた、

いわゆる大野版16である。 

図‐4 大野版『海上』の扉と凡例の頁

 

 

図‐4 の通り、大野版『海上』の扉には「安政紀元新刻/海上砲術全書/大野文

庫藏版」にそれぞれ記されており、そして「新譯」「砲術必用」の朱印が押され

                             
16 本論文における参照と引用に際しても、東京大学国語学研究室所蔵の大野版（1854）を使用した。 
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ている。本文の大きさは約 18×12.6cm の内框廓の中で、左右双辺無界 10 行 22

字の排列（左右見開きの寸法で、凡例、本文の頁同）であり、漢字片仮名交じ

り文の構成である。上記通り全 28 巻があるが、帙入りの 2 帙に、14 冊17ずつ

収められている。 

大野版と写本との比較や内容上の異同について、主に大野版は訳者名及び目

録部分を省略していること、また一部の訳語が変更されたことが挙げられる。

この点は松井（1980）と上記の櫻井（2005）に既に詳しく考察されているので、

ここでは詳しく展開しない。本章は、主にこの『海上』が使用していた語彙を

取り上げ、近代日本訳語、軍事用語が成立初期の状況を探り、とりわけこれら

の語彙の成立過程中における漢籍語彙資源の働きや後世明治以降の日本語、中

国語への影響などの問題について、分析と検討を進めてみたい。 

 

2.2『海上』の訳語における全体的特徴 

前述の松井（1980）は、以下の漢語を取り上げて分析がなされている。 

円錐 滑車 虚線 仰角 金属 結晶 原料 死角 樹液 真空 正方形 潮解  

長方形 直径 定理 鉄分 腐蝕 平射 摩擦 木質 融解 容積 溶解 溶液 

落角 

これらの語は漢籍に出典が発見されなく、天保 14 年（1843 年）以前の用例

が示されていないと判断されていたが、『海上』において初出の造語であるとい

う主張ではない。当時の蘭学や兵学関係者の間によく使用されており、後に成

立した『三兵答古知幾』や『砲科新論』などの兵学訳書に流用されるものが多

く、近代語として定着されるものがほとんどであると指摘されている。 

この松井（1980）の説に対する疑問を持ちながら、筆者は改めて上記の語に

対し語誌調査を行っていたが、驚くほど結果が異なる点が多かった。上記の語

の中、「仰角」、「金属」、「結晶」、「死角」、「樹液」、「真空」、「潮解」、「鉄分」、

「木質」、「落角」、「溶解」こそ漢籍に出典が確認できなかったが、そのほかの

14 語は全て中国明の時代までの漢籍に見られるものであり、また現代語として

特に意味上の変化がなく、一貫していることから、中国語から継承されたもの

であることはほぼ確定できる。 

なぜ一見して近世日本による造語の可能性が高いと思われるが、実際中国の

漢籍文献にもすでに出典があるかの問題については、これらの語の学術用語と

しての専門性に注目してみよう。「円錐」、「正方形」、「長方形」、「直径」、「融解」 

「容積」、「溶液」は数学用語と物理用語であるイメージが強いことがほぼ間違

                             
17 本編以外には附録としての「図」一帖がある。恐らく、本文は「図」を参照する形で解説されてい

ると考えられる。しかし、櫻井（2005）によると、実際写本の伝本の多くはすでに「図」を備えていな

い、大野版の「図」は『海上砲具全図』の名で刊行されたことから、『海上砲術全書』から独立したも

のとして扱われたと窺える。 
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いなく、実際調査しているところ、上記の諸語は全て漢籍の学術類の文献に見

えるものであることが確認できた。なお、「円錐」は『九章算術』（晋）、「直径」

は『營造法式』（宋）に典拠が示されるほか、残りの数語は全て近世明清時代の

科学書である『定法平方算術』、『幾何原本』、『格物中法』から出典を発見でき

た点が興味深い。すでに周知のようであるが、『幾何原本』はイエズス会のキリ

スト教宣教師は明代官僚かつ知識人であった徐光啓の協力を得て漢訳した初

期洋学書である。つまり上記のような学術用語は宣教師による造語である可能

性が窺える。また、『定法平方算術』の編者も同じく徐光啓であるため、前者の

用語が流用されたことも想像できよう。 

そのほか、「滑車」という語についても、『宋史』卷九からは「鐵龍爪揚泥車

法」という兵器の使用法に対し、「以石壓之兩旁、繫大繩兩端矴大船、相距八十

歩、各用滑車絞之」のような説明文が使われていたことが確認できた。恐らく、

「溝に綱をかけて回転するようにした車」という構造は、『海上』に描写された

ものとは近いため、「滑車」という既存の漢語に訳されたと思われる。 

以上のような発見した現象について、実際松井（1979）からも「蘭学者は『明

人訳書』の自然科学書を読んでいるし、また英華字典を使用しているから、さ

らに白話小説を媒介とする流入も考えられるから、近代中国語の借用である可

能性が強い」という主張であろう。また、同松井（1979）に「兵学が化学・物

理学・医学・測量学・建築学・地理学などの総合的な学問であり、そのために

兵学書には種々の分野の語彙が現われる」とあり、『海上』における数学や物理

用語を多く取り入れた理由についても説明していた。 

ただし、1980 年頃の情報環境は限られたため調査が徹底的になれず、上記の

ような「中国の古い出典がない」という結論が下されたと考えられる。しかし、

調査条件が著しく改善された今日では、更なる幅を広めて、詳細に調べること

ができるため、前述のような新しい発見ができたと言えよう。 

いずれにせよ、『海上』という翻訳書は兵学に関してだけではなく、用語につ

いても大きな影響を与えたと同松井（1979）が強く主張していたため、数年後

に成立した他の複数の翻訳兵学書、さらに後述における明治時代の兵語辞典も

『海上砲術全書』からその訳語を多く流用した可能性が高いであろう。 

表‐4 では、まず松井（1979）が挙げた例の中で、『海上』以降成立したほか

の複数の翻訳兵学書（3 部以上）が使用したものを抽出し、その上で漢籍出典

について改めて調査した結果を示した（用例は『海上』のものを基準とし、“○”

の有無は各翻訳書が使用しているかどうかを示す。一番右の列は各語における

漢籍文献の出典も併記する）。表に示されるように、翻訳の際、偶然にして伝統

漢語と一致した語を造っていた可能性も考えられるが、大部分の語は漢籍資料

（特に兵学関係の著作）を利用し、意味が相当するものを借用してきたと思わ
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れる。そして、同じく松井（1979）に述べた通り、後の各翻訳兵学書は『海上』

の影響を強く受けていたため、用語自体はもちろん『海上』のものから流用し

てきたことが多い、この点についてはすでにはっきりであるが、これのみなら

ず、翻訳方法なども引き続き流用されていただろうと考えられる。 

表‐4 『海上』と幕末の兵学書に見える翻訳語（松井（1979）に基づき作成）18 

  
『海上』

の所在 

①

海

岸 

②

遠

西 

③

三

兵 

④

生

兵 

⑤

散

兵 

⑥

築

城 

⑦

砲

科

新 

⑧

和

蘭 

⑨

慕

氏 

⑩

野

戦 

⑪

祓

隊

龍 

⑫

歩

操 

⑬

兵

家 

⑭

歩

兵 

⑮

仏

蘭

西 

⑯

砲

科

日 

明代文献(特に

史学、兵学書）

の出典 

圧

迫 
4 巻 4   ○ ○   ○         ○ なし 

外

部 
1 巻 11  ○ ○             ○ 

度支奏議堂稿卷

十二 

活

用 
26 巻 6   ○   ○       ○ ○   

弇州史料後集卷

三十五 

距

離 
5 巻 10   ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 賜餘堂集卷十 

僅

少 
19 巻 1   ○      ○    ○    

元史卷一百七十

六 

経

験 
10 巻 1   ○    ○  ○      ○  馬政紀卷二 

原

因 
17 巻 5   ○    ○  ○ ○       

武備志卷一百八

十二 

固

定 
11 巻 5   ○  ○ ○        ○  ○ 右編卷二十三 

最

良 

22 巻

15 
  ○         ○ ○  ○  

武備志卷一百三

十 

算

定 
18 巻 5   ○   ○   ○    ○    兵録卷十 

時

間 
24 巻 1         ○   ○ ○  ○  

兩朝憲章録卷十

六 

時

限 

15 巻

2、3 
   ○ ○        ○ ○   なし 

                             
18 表-4 の中の各文献略称に対する説明： 

①海岸：『海岸砲術備要』（1852）本木正栄訳 ②遠西：『遠西武器図略』（1853） 市川恭訳 

③三兵：『三兵答古知幾』（1856）高野長英重訳 ④生兵：『生兵教練』（1857） 訳者未詳  

⑤散兵：『散兵定則』（1858）安場敬明訳  ⑥築城：『築城新法』（1859） 広瀬元恭訳 

⑦砲科：『砲科新論』（1861）大鳥圭介訳  ⑧和蘭：『和蘭王兵学校掟書』（1861） 神田孝平訳 

⑨慕氏：『慕氏兵論』（1863）曽田勇次郎訳 ⑩野戦：『野戦要務』（1863） 大鳥圭介訳 

⑪祓隊龍：『祓隊龍図解』（1866）訳者未詳 ⑫歩操：『英式歩操新書』（1867） 瓜生三寅訳 

⑬兵家：『兵家須知戦闘術門』（1867）大村益次郎訳  ⑭歩兵：『英国歩兵練法』（1867）赤松小三郎訳

⑮仏蘭西：『仏蘭西答屈智幾』（1867）村上英俊訳  ⑯砲科：『砲科日新』（1868） 橋爪貫一訳  
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『海上』

の所在 

①

海

岸 

②

遠

西 

③

三

兵 

④

生

兵 

⑤

散

兵 

⑥

築

城 

⑦

砲

科

新 

⑧

和

蘭 

⑨

慕

氏 

⑩

野

戦 

⑪

祓

隊

龍 

⑫

歩

操 

⑬

兵

家 

⑭

歩

兵 

⑮

仏

蘭

西 

⑯

砲

科

日 

明代文献(主に

史学、兵学書）

の出典 

実

弾 
5 巻 19         ○    ○   ○ なし 

瞬

間 
1 巻 11   ○  ○        ○  ○  

明經世文編卷四

百三十三 

水

平 
2 巻 15 ○      ○ ○         なし 

説

明 
27 巻 8   ○           ○ ○  戰守全書卷八 

総

称 

1 巻発

端 1 
  ○       ○   ○   ○ 本草綱目卷十四 

装

置 

1 巻発

端 3 
     ○ ○  ○ ○  ○    ○ 兵録卷四 

遂

次 

10 巻

12 
  ○ ○ ○    ○  ○ ○ ○    

登壇必究卷之二

十五 

通

常 

22 巻

19 
○  ○ ○ ○ ○   ○    ○ ○ ○ ○ 皇明書卷四十四 

抵

抗 
7 巻 11   ○      ○    ○   ○ 陣紀卷四 

定

量 
2 巻 9 ○  ○             ○ 

度支奏議堂稿卷

十一 

適

宜 
5 巻 6   ○ ○ ○  ○  ○    ○   ○ 武備志卷十二 

内

部 
10 巻 5   ○   ○  ○  ○      ○ 遼東疏稿卷三 

必

要 
1 巻 13   ○      ○   ○ ○    練兵實紀卷四 

表

面 
7 巻 29 ○     ○ ○          多能鄙事卷五 

物

件 
8 巻 17   ○    ○   ○  ○ ○    武備志卷七十五 

編

成 

1 巻原

序 1 
   ○ ○     ○ ○ ○ ○    戰守全書卷十五 

用

法 

28 巻

21 
○  ○   ○ ○  ○    ○  ○  兵録卷二 

 

この方面の研究成果としては、櫻井（2005）も挙げられるが、語源の面や後

世の明治日本語に継承されるかどうかに関する言及が特になかった。日中近代

訳語、軍事用語全体の継承関係の研究は、通時的な視点を導入しなければなら

ないと考えている。そうして初めて全容、つまりこの分野の語彙の発生、体系
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化、そして代表例としての成立の全過程を明らかにすることができる。ただし、 

全体の問題を解決には、明治時代の文献資料に関する調査結果と比較しないと

検証できないため、後の章節の内容と合わせて検討していたい。ここでは、ま

ず当『海上』に使用された用語自体を抽出し、その特徴に焦点を絞って具体的

に検討してみよう。 

 

2.3『海上』からの語彙抽出と整理 

用語の抽出については、まず日中同形語を目安に筆者の判断で行った。とり

わけ、軍事分野に関連性が高い専門的なものに注目し、重点的に抽出している。

このような用語は、前述のように中国語に由来しているものが多い。その一方、

逆に日本による造語、近代以降の中国に流入、借用された語も含まれている可

能性も高い。また、時間上の制約もあることから、軍事分野との関係が薄く、

むしろ他の分野でよく使用されており、軍事用語であるかどうかの判断のし難

い語は割愛した。 

抽出した対象語彙の 370 語について、日中両国の歴史文献、辞書や近代の新

聞資料（表‐5）を利用し、その意味調査も行った。 

そして、次の表‐6 は、抽出語の語誌調査結果に基づいて、漢籍出典の有無

を確認した上で整理分類し、その異なり語数を記している。さらに、それらの

使用分野とその意味特性から、①「行動、戦術」関係、②「現象、状態、場所

位置」関係、③「制度、組織、職務」関係、④「武器、道具、装備」関係のカ

テゴリー別に振り分けた結果を示している。 

表‐5 語誌記述に関する主な調査資料 

日本側の記述資料： 

辞書類 日本国語大辞典  大漢和辞典  英和対訳袖珍辞書  和英語林集成   

附音插図英和字彙 中日大辞典 日中辞典 

英和/独和辞書ほか（国会図書館デジタルコレクション） 

文献類 明六雑誌、太陽、国民之友ほか（日本語歴史コーパス） 

新聞類 朝日新聞（聞蔵 II ビジュアル）  読売新聞（ヨミダス歴史館） 

中国側の記述資料： 

辞書類 英華字典類（中央研究院近代史研究所近代史数位資料庫）  辞源 

漢語大詞典 現代漢語大詞典 現代漢語詞典 

文献類 漢籍文献全般（中国基本古籍庫） 

新聞類 申報（中国近代報刊庫） 

 

その中、漢籍（1840 年以前の中国文献）に出典あり、古来中国語に受け継が

れたと思われる語は表‐6 の通り合計 235 語があり、約全体の 6 割を占めてい

る。一方、漢籍未見、つまり近世日本による造語の可能性があると推測される

語は合計 135 語程度となっている。もちろん、関連の語誌記述の不備を考慮に
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入れて、出典なしだけで日本による造語であると断言すべきではないが、現段

階では、調査範囲を限定するための目安に必要なデータである。 

表‐6 抽出語彙の調査結果と分類 

 行動、戦術 現象、状態、場

所位置 

制度、組織、職

務 

武器、道具、

装備 

合計 

漢籍あり 77 59 23 76 235 

漢籍未見 7 14 0 114 135 

総計 84 73 23 190 370 

 

そこで、注目すべきところとしては、上記 4 つカテゴリー分類の中、「武器、

道具、装備」関係の語が最も多く 190 語である。この部分は抽出語全体の 370

語のうち 51％を占めていることを示されながら、うち 76 語を除くほかの 114

語全てが「漢籍未見」の部類に属したのである。一方、ほか 3 つカテゴリー分

類の語を合わせて 180 語があるが、うち 159 語が「漢籍あり」の部類に属し、

つまりこの三種類の語を合わせて、その数の約 88％は中国由来の語である可能

性が高いことを示している。 

さらに、この結果と沈（2016）に指摘された「中国の人文科学の用語は非常

に遅れていた」、「宣教師による造語は実学の分野に偏り傾向があり、そのため

か自然科学面の新造語は豊富であるに対して人文科学の造語はほとんど皆無

に近い状態」19という説と合わせて見ると、これら軍事分野に属し、さらに「戦

術名」、「現象名」の語は、「武器装備」のような具体的な器物名とは異なる「抽

象概念」を意味する語であるため、近世宣教師の造語との関連性も薄く、基本

的に古来中国語から継承された伝統漢語であることはほぼ認定できる。 

この統計結果について言えることとしては、「行動、戦術」関係の用語の場合

は、なにしろ前章に引用した金（2009）に述べられたように、軍事戦術および

それに関する現象の一部は世界共通で、古来の軍隊体系から受け継がれたこと

が多いため、中国古代の兵法書や歴史書から関連語彙の発見もされやすいので

ある。また、前章にも述べた蘭学と漢学の関わりもその理由の一つとして、こ

のカテゴリーの語は多く『海上』のような翻訳兵書に借用され安いと思われる。 

一方、「武器、道具、装備」関係の場合では、近代以降の西洋文明の発達によ

り創造された「実物」が多い。『海上』が成稿したのは 1840～1850 年代という

時代背景も照らし合わせて、当時大半の兵器装備名は、日本にとってはまった

く斬新なものであり、同じ漢字文化圏の中国にも日本にもないものであること

も想像される。このようなパターンでは、古来の中国語から相当する語彙を探

り、それを当てはまることは不可能であろう。よって、このカテゴリーの語は

                             
19 沈（2016）「中国語の場合 2：新教宣教師の来華」（p.27）より。 
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新造語であるものが多いと思われ、むしろ前章にも示した凡例の「漢名ノ填ス

ベキ者アレバコレヲ填シ。其無キ者ハ皆務メテ新タニ訳名ヲ下ス」の点と一致

し、本書の用語特徴をもう一度確認できるであろう。 

そのほか、「制度、組織、職務」関係の語は 23 語がある、数的には一番少な

いではあるが、全てが「漢籍あり」の部類に属したことに興味深い。本来なら

ば、近代式の軍隊制度組織名は兵器装備名と同じく当時の日本も中国もないも

の斬新なものであり、よって新造語が一部含まれていたと想像される。しかし、

同じく時代背景をもう一度振り返って見ればこと理由が分かる。なぜなら、当

時の幕府における西洋兵学の導入は開始したばかりで、かつ明治期のような全

面的な軍事改革による近代軍制の整備すること（この点については第二部に詳

述する）でなく、あくまで「技術面」や「兵器自体」の先進さに着目していた

からである。『海上』の翻訳目的も恐らくそれであり、そのためか、「武器、道

具、装備」関連の内容に注目することが多く、多くの新造語が訳語として作ら

れたことに対して、全体の軍事制度や軍組織に対する認識は依然として旧来兵

学思想の考え方で見ているからであろう。この点では前章に述べた片岡（1989）

の主張と一致した部分があると思われ、ある程度では『海上』の兵学書として

の欠点や不足な部分も反映されていると思われる。またそのような理念の元で

翻訳作業が展開されていたこそ、本書が使用された語彙から上記のような特徴

が発見できるではないかと推測される。 

このような考えに基づき、以下では、漢籍出典の有無別に抽出語の性格を見

ていくことにする。 

 

2.4『海上』の「漢籍出典あり」の訳語について 

 この部類の語は、前掲の表‐6 に統計された通り 235 語がある。いずれ 1840

年以前の中国文献に出典があるものであり、またその多くは日中両国とも現在

まで使用されていると考えられる。そして、同じ上記通り 4 つのカテゴリーに

振り分けて例示しておくと次のように挙げられる。 

「行動、戦術」関係（77 語）： 

指揮 用兵 照準 射放 擲放 滾射 射法 陸戦 築堡 攻撃 方策 守備 攻戦 

教導 兵学 調練 編成 志願 攻敵 守防 野戦 海戦 対戦 造艦 戦争 換装 

守御 保護 射弾 実験 点放 連発 迅発 製作 運搬 猛発 破壊 抗拒 鍛造 

鋳造 進退 点検 戦闘 攻城 搬送 旋転 填充 守備 接戦 近戦 放射 仰射 

俯射 平射 照視 躍射 準射 運輸 試放 侵入 狙射 防戦 防御 防護 殿軍 

警備 哨報 巡邏 帰陣 暗號 擾乱 防守 警衛 護衛 厳備 掩撃 整備 

「現象、状態、位置」関係（59 語） 

教場 命中 堡寨 武庫 砲墩 陣営 撑頽 大堡 城堡 海墩 威力 名城 堅固 

金湯 隙地 無敵 四散 飛散 威勢 番兵 密盖 当前 弾径 口径 堅牢 軍中 
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当中 猛勢 離散 牢固 舷側 断裂 堅実 貫穿 滾転 貫通 応当 突出 射出 

曠野 堡壁 両軍 敵軍 掀飜 敵陣 敵兵 対抗 外濠 敵襲 襲来 遅滞 内堡 

外郭 野堡 営内 精兵 城郭 軍事 勇猛 

「制度、組織、職務」関係（23 語） 

海軍 憲官 兵士 提督 隊伍 軍兵 軍用 城兵 騎兵 槍隊 総督 陸軍 都督 

軍鎮 将校 将士 長官 副将 歩兵 水軍 守兵 兵卒 邏卒 

「武器、道具、装備」関係（76 語） 

熕砲 照門 㮶杖 手銃 馬銃 銃眼 武備 火薬 軍艦 火門 砲床 鉛弾 熕器 

装薬 瀝青 松脂 絞索 火筒 燃薬 号火 火石 熕床 連堡 軍備 軍器 兵器 

横軸 銃門 輥馬 小銃 大熕 火器 機関 銃架 火銃 短銃 剣戟 銃槍 車機 

火機 薬弾 隔壁 糧食 抽斗 薬桶 薬庫 煙筒 木格 碾車 鉄弾 龍骨 軍船 

鉄熕 鉄格 砲座 甲板 車輪 銃弾 装置 弾薬 鉄棍 鉄匡 鉄環 弾丸 索杖 

剪刀 火料 料薬 火箭 火具 号砲 照星 銃筒 薬線 地雷 水雷 

 

以上のような、この部分の語の全体数は 235 語がある。少なくとも、『海上』

が使用した訳語の中、特に軍事分野との関連性が高い語彙において、その半分

以上古来の中国語語彙に由来し、それをそのまま使用していることが判明した。 

その中特に注目すべきところとしてやはり「武器、道具、装備」関係の 76 語で

ある。この部分の語は前章 1.3 節に列挙した「彈藥」、「爆破」のような例と比

べると、やや古い言い方、あるいは現代語として明らかに使用されていないイ

メージをする語が含まれていることが分かる。これは、前述の片岡（1989）に

も述べられた「馬具や大砲の部品の名など、技術が変われば、死語になってし

まう言葉が多かった」20というようなことと一致しており、当時が軍事技術な

どを反映する用語ではあるものの、その時代の軍隊特有の専門用語であるため、

使用範囲がかなり限定され、結局一般用語として定着し難い。 

また、調査により、上記の語の中、以下の数語は実際『日国』に収録されな

かったことも明らかであり、現代日本語としてはすでに退化し、使用率の低下

によりほぼ死語化となったことがあると推測される。 

熕砲 㮶杖 馬銃 鉛弾 熕器 擲放 滾射 撑頽 熕床 連堡 銃門 輥馬  

碾車 守御 当中 鉄熕 鉄棍 鉄匡 索杖 哨報 躍射 準射 

 なぜ、このような一部の語が後世に定着されなかったのかについて、やはり

『海上』の翻訳者及び翻訳方式が要因であると考えられる。松井（1980）も『海

上』の漢語の性格は翻訳者の一人である杉田成卿による影響が大と述べており、

そしてこの杉田成卿及び彼の訳語について、「福沢全書緒言」を引用して以下の

ように説明していた。 

 

                             
20 片岡（1989）五 戦法（p.8）より。 
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成卿は「真実無垢の学者にして、其蘭書を翻訳するには用意周到一字一句を苟くも

せず原文の儘に翻訳するの流儀なれば、文句文章極めて高尚にして俗臭を脱し、一寸

手に執りて読下したるのみにては容易に解す可らず、熟読幾回趣味津々として尽き

ざるの名文にして、此先生の世に出したる訳書も亦尠いなからず」 

 

 つまり、翻訳者である杉田成卿は「高尚な文句文章」を追求するために、漢

籍から確実な出典の求められる漢語を見つけて、置き換える方法で訳出作業を

進んできた可能性があると思われ、そのためか、上記のような一般の人々にと

っては難解の語彙をよく使っていたので、後世に定着し難い要因となると考え

られる。 

 その代表な例としては「剪刀」、「掀飜」、「当前」、「当中」が挙げられる。こ

の 4 語はいずれ漢籍に出典あり、さらに現代中国語としても普通に使用されて

いたと思われる一般的な用語ではあるが、日本語としてはあまり見慣れないも

のであろう。以下、『海上』の原文例を照らしながら分析してみよう21。 

  

 ①剪刀：尋常ノ擔棒ニシテ。正中ニ索ヲ附ケ。其両端ニ二個ノ鈎ヲ附ク。剪

刀三個、小刀三個、垂縄三個。（巻十二の十六） 

 『日本語大辞典』における「剪刀」の解釈に「鋏（はさみ）のこと。特に外

科医が用いる洋式のものを呼ぶこともある」とある。また語誌部分の記述は『経

国集』（827）一三「四阿向暁風蕭踈、剪刀欲倦玉手冷」の語例を挙げているた

め、古い時代から日本に伝わった伝統漢語であると想像されるが、恐らく使用

範囲は文語に限定されていた。そのためか、近代語は「外科医が用いる洋式の

もの」というような「専門性の高い道具名」の訳語の場合のみに対応されたと

想像される。よって、『海上』の場合も同じく、特にふりがなも付けられず説明

もなく道具名として使われていた。 

 ②掀飜：土ニ入ルヿ一「エル」余ナルヰハ。恰能ク土ヲ 掀 飜
ハ子カヘス

シテ。其穿ツ

所ノ孔。実弾ニテ穿テル孔ヨリハ甚タ大ナリ。（巻二十一の十） 

 『日本語大辞典』における「掀飜」の解釈に「きん‐ぽん。あがりひるがえる

こと。また、高くもちあげてひるがえすこと。きんはん」とあち、語誌に「若

木集（1377 頃）掀飜円覚伽藍、掃除平等姓智」とある。同じく古い時代から使

用例があるものの、難解な漢語のためふりがなに「ハ子カヘス」を付け、その

意味を説明していた。また、上記中の「堅固」と「装置」における用例22もそれ

                             
21 紙幅のことは考慮するため、用例は原則として 1 例に止める。また、入力便宜上のため、資料中の

一部本来旧字体表記のものを新字体で表すこともある、以下同。また、本論文において、全ての下線は

筆者によるものである。 
22 巻一の二に「要害甚堅固（カタク）」とある。巻八の四に「其故ハ此ノ如キ装置（シカケ）ニテハ。

葛龍砲躍起スルヿ頗ル烈シケレバナリ」とある。 
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ぞれ「カタク」と「シカケ」のふりがなが確認され、同じような工夫された例

であろう。 

 ③当前：衝底ノ当 前
ヂキマヘ

ニ小孔ヲ穿ツ、是ヲ火門ト名ヅク。（巻三の八） 

『日本語大辞典』における「当前」の解釈に「とう‐ぜん。（副詞的にも用いる）

眼前にあること。また、当面している事柄であること。さしあたり。まのあた

り。目前」とある。しかし、この例のふりがなから推測するとむしろ「直前」

となり、また文面の意味から理解すると中国語古来意味の「当前」に相当する

「真ん前にある、目の前にいる」の意味である。つまり場所と方位を示す語と

して使われていたと思われ、現代語における着目点と多少異なっているのであ

ろう。 

 ④当中：故ニ火門ハ装薬ノ当 中
マンナカ

ニ開クヲ。（巻三の十六） 

『日本語大辞典』は未収したため、現代日本語としては使用されていないと

認定できる。漢籍の出典としては『通典』（唐代）「其明堂院、每面三百六十步、

當中置堂」の例が挙げられる。ふりがなは「マンナカ」であるため、中国語の

「当中」における「…の中、真ん中に」の意味とは一致していることが明らか

である。また、これと同じパターン語としては「 哨 報
ツゲシラセ

」23として挙げられる。 

また、以上 4 語のほかは、また輥馬、火銃、火石以上 3 語のような、ふりが

なこそ付けられていないものの、それぞれ傍注にロルパールド、ヒュールルー

ル、コンストステエンとある。漢語の出典としてはそれぞれ『中州集』（金代）

『皇明通紀法傳全録』（明代）、『兵録』（明代）に見え、同じく翻訳の原則に基

づき漢語に置き換えたが、前章 1.2 節にも述べた「江戸時代の兵学における陣

法、戦法部分についての研究は下火になる」という点をもう一度想起すれば、

こうした実際の戦闘はほぼない、普段弓や槍さえ嵩張る時代の中、上記のよう

な専門的な戦闘兵器はめったに接触しなかったと思われ、漢語であっても概念

としては難解で想起されにくいと考えられ、よって片仮名の傍注を併記によっ

て意味を補完したと思われる。また、この併記の方式は、後述の「漢籍に出典

なし語」、つまり新訳語の場合はさらに確認できる語が多く、これについては次

節の内容と合わせて改めて分析を展開する。 

さらに、漢籍に出典はあるが、『海上』に用例文から見ると元来の中国語の意

味用法とは異なる語が 5 語発見した。 

①対抗：空気ノ対抗ノ力ヲ測リ知ルヲ要スへシ。（巻二一の二十） 

漢籍語の「対抗」は『日国』の記述と同じ、「互いに勝利を争うこと。はりあ

                             
23 巻二六の十六に「常ニ一二ノ騎兵ヲ交ヘテ。哨報（ツゲシラセ）ヲ速ナラシムベシ」とある。『日本

語大辞典』は未収である。 
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うこと。きそいあうこと。対立すること」の意味に相当する用例しかなく、物

理学の「対抗力」つまり「張り合う力、対立する力」として用いる意味の派生

は当時の蘭学者の翻訳による新出と考えられる。 

 ②抗拒：其座ハ此勢ニ抗拒スベキ程ニ牢固ニ造ルヲ要ス。（巻六の二） 

 「対抗」と同じ。漢籍語の「抗拒」あくまで「抵抗して相手の行為を妨害す

る」を意味する。ここでは「加えられた力に対して、それと反対の方向にはた

らく力」を意味する「抵抗力」に近い使い方に見える。 

 ③離散：各部 離 散
トリハヅシ

スべク作レル様ナリ。（巻五の一） 

 漢籍も『日国』の記述においても、いずれ「はなればなれになる」という意

味の用例しか認定できない。ここの「離散」はふりがなの通り、恣意的に「取

り外し」に解釈したと窺える。 

 ④甲板：漢籍における「甲板」は現代語（日中共通）のような「船に敷きわ

たした広く平らな床」のような意味はない。一種の軍艦、大型戦闘艦だと思わ

れる意味用例24しか発見できない。現代語として「甲板」の意味は日本による

新出したと考えられる。 

 ⑤戦争：（この語の語義変化の経緯については第三部の個別事例部分にて詳

しく検討する） 

 中国において、上記 5 語の新義部分の意味を用いる語例は清末以前の文献か

ら発見されず、『海上』の用例がそれより早いことから、蘭学の訳語として先に

漢籍の原義から転用した可能性が高いと推測される。また、①～③の例の場合

は、同じ特性分類であり意味も近いため、旧来の意味から直接派生された可能

性が高いと考えられる。 

しかし、④の場合では、古来、現代語両方の意味特性は多少差が存在してい

ることが見られる。極端に言えば、単なる同じ漢字によって組み合わされた同

形異義語の可能性もある。前挙における「番兵」はこの例に当たる。「番」の漢

字について、日本語の場合では「見張り、当直」という意味を持っているため、

「番兵」はつまり「見張りをする兵士、哨兵」の意味に相当する。一方、中国

語では古い時代から「未開の民族、異民族、または外国のものに冠する語」と

して使われていた。従って中国語の番兵では「外族の軍隊」のことを指してい

たのがほとんどである。よって両者の関連性は薄く、必ずしも漢籍にある語彙

から継承、あるいは派生された語ではないものである、と認識しなければなら

ないであろう。しかし、「甲板」の場合ではいずれも同じく「船」の発想から外

されていないため、①～③のように、旧来の意味を拡大解釈によって転用され

                             
24 『閩海紀要』（明代）に「紅夷先以甲板接戰」、「甲板十四隻泉州戰艦三百餘號」とある。 
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る可能性ももちろんある（第二部にて詳述）。そのため、この種類の漢語の出自

判断は極めて難しく、両者の意味の比較考証をしっかり行わなければ、漢籍資

料に語例があり、そのまま古典語から継承されたものと誤認する恐れがあるこ

とを言えよう。 

以上のように、『海上』の漢語は明治期のもののような難読難解のものを制限

されることがなく、またその意味の範囲も縮小が行われていないものが多いに

見える。特に「剪刀」のような現代日本語としては医療道具以外ほぼ使われて

いない専門用語であるに対し、『海上』の時代では純然たる軍事用語の意味に限

られているわけでもなく、もっと意味の広い一般用語として使われていたと見

られる。むしろ前述の松井（1979）に指摘された通り、兵学の語彙は軍事用語

だけでなく、普く蘭学に携わる人によって異なる分野の語を取り入れたことの

証拠である。このような語彙特徴は、蘭学者の訳書理念を反映しながら、その

訳語が新出したため体系化されていないことも確認できる。また、この問題に

ついては次の部を以て詳しく比較と検討を展開する。 

2.5『海上』の「漢籍出典なし」の訳語について 

 この部類の語は、全部で 135 語があり、語誌調査により、清末（1840 年以降）

以前の中国文献からはいずれも用例発見できないため、本節に挙げられた語は

日本による造語であるという可能性が高いと推測される。以下、例示する。 

「行動、戦術」関係（7 語）： 

砲術 装填 躍射 装熕 圧迫 狙放 上陸 

「現象、状態、位置」関係（14 語） 

仰角 落角 距離 内巓 海営 痴兵 貨艙 重心 弾道 躍角 照線 稜堡  

離堡 陣所 

「武器、道具、装備」関係（114 語） 

臼砲 洗銃箒 転弾杖 自在砲 雷砲 珠頚 橇車 護胸壁 榴弾 十字火 加農 

熕包 銃包 葛龍砲 拂郎察機 忽微砲 熕腹 熕車 実弾 霰弾 棍弾 虚弾 

鉄葉弾 蒲桃弾 諸弾 撞薬杖 抓腹杖 刺包針 捩鑚 匙鑚 拇嚢 薬角 捻杖 

火管袋 伝火紙 牛脚梃 熕梃 扛梃 熕塞 冷桶 駐退索 引進索 両搭 鉛板 

風塞 喙帽 火索桶 転螺錀 末薬 銃包紙 火牟弾 弾托 虚包 熕底 焼夷弾 

転弾子 転螺梃 換具 覰放銃 舶刀 刀櫃 鈎斧 発條鈎 打撃機 熕坐 曲堡 

直堡 焼弾竃 槌坐 騃器 長熕 熕耳 重熕 古熕 軽熕 半甲板 葛龍熕  

新熕 熕工 短熕 熕機 爆発機 銃剣 手弓 足弓 擲石弩 鍛棍 鈎銃 薬池 

火縄銃 鋼車 発條 聖機銃 銃熕 熕薬 薬室 射熕 擲熕 駐退 熕尾 熕体 

火管 瓦斯 螺池 弾量 軸臂 砲室 弾数 弾槽 蓋螺 鏈弾 母螺 拇囊 錨索 

 

 前述にも触れた通り、この部分の語の特徴としてはまず「武器、道具、装備」

関係の語が圧倒的に多い。21 語を除く、ほか 114 語全てこのカテゴリーに相当

し、135 語の中に約 84%に占めている。また、この 114 語の中、『日本語大辞
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典』に収録されたのが以下の 17 語のみである： 

 

臼砲 榴弾 十字火 加農 実弾 霰弾 鉛板 末薬 焼夷弾 刀櫃 銃剣 火縄

銃発條 薬室 火管 瓦斯 弾量 

 

さらに、前節の漢籍関係語はほとんど二字語であることに対し、こちらでは

三字語も多く含められた。これは恐らく、松井（1987）に言う「漢訳書では三

字漢語がもっとも落ち着きがわるいようである」と同じような、この時代特有

な器物と概念を反映するための一時的な造語が多く、後世に残れるものは少な

いに見える。 

一方、「行動、戦術」関係及び「現象、状態、位置」関係部分の語では、全体

的な数は多くないものの、「装填」、「仰角」、「落角」、「弾道」のような純然たる

軍事用語のほか、「圧迫」、「距離」、「重心」、「上陸」のような現代語から見れば

ほかの意味分野の用語としても通用できるものも一部含まれていたことが明

らかである。もちろん、こちらの数語は今日になっても、日中共通語として用

い続けられていた。 

 この調査結果は、まず前掲した当『海上』の凡例における「故ニ幸ニシテ漢

名ノ填スベキ者アレバコレヲ填シ。其無キ者ハ皆務メテ新タニ訳名ヲ下ス」と

いうような翻訳原則と合致していたことが実証された。前章にも触れた通り、

当時の兵学は蘭学の基準に逸脱することなく、確実な出典の求められる漢語を

見つけて、置き換える「翻訳」が訳出作業の基本であったと思われるが、上記

多くの「武器、道具、装備」関係の語こそが前述における「熕砲及ヒ其他諸器

ノ名」に相当するもののため、当時の日本、または中国にとっては相当する概

念がない、つまり、沈（2008）に言う「翻訳」の方法25は通用できないので、

「義訳」または「直訳」（音訳）によって独自の新語を創作しなければならない

であろう。 

 しかし、恐らくこれらの語は前節に挙げられた多くの語とは異なり、抽象概

念を示す語ではなく、専ら武器道具などのみを指すもの、つまり専門度、専用

度が高い狭義語が大部分に占められたことが理由のためか、後には意味の拡張

または転用がほぼできない、よって後世の近代語に継承されるものが少なく淘

汰されるものがほとんどである。 

 実際、この『海上』大野版の訳語は最初の写本のものと比べるとすでに一部

が改変されていたことも松井（1980）によって検証されていた。より理解しや

                             
25日本では西洋語を日本語に翻訳する場合には、『解体新書』を始め、訳出に際して既成の漢籍の語彙

を用いる「翻訳」、既成の語彙が存在しない場合に、訳語を創作する「義訳」、それに漢字音訳式の「直

訳」の三つの翻訳法がある。沈（2008）より。 
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すいため、当時より普及していた訳語に変更したのであろう。ここで、大野版

凡例にある訳語の種類についての説明部分を取り上げて論証しよう。 

 

物名中漢名アル者ハ。臼砲・照門・㮶杖・洗銃箒・装薬鍬・転弾杖・手銃・馬銃・

銃眼等ノ如シ。固ヨリ漢人云フ所ノ者トハ其物異ナルモアルベシト雖。姑ラク仮リテ

コレヲ用フ。 

其和漢名詳ヵナラザル者ハ加農・自在砲・雷砲・轅馬・橇車・護胸壁・榴弾・仰角・

落角・命中ノ値・十字火等ノ如シ。加農原名「カノン」ト云フ。故ニ加農ノ字ヲ填ス。

自在砲・雷砲・十字火・護胸壁等ハ。並ニ皆直チニ原名ヲ訳セルナリ。 

又慢坡・三稜堡・五稜堡・鈍三稜・歪三稜・熕包・銃包等ノ如キ。其原名ノ義並ニ

考フベカラズ。故ニ姑ラク其形ニ拠リ。或ハ其用ニ拠リテ新訳名ヲ下ス。固ヨリ杜撰

ニ出ツト雖。亦務メテ異言ヲ省カムガ為ナリ。 

又舶名及ビ葛 龍
カルロン

砲等ノ如キ。人名ヨリ転セル物名ノ類ハ。訳ヲ下スニ由ナシ。故

ニ其原名ヲ存ス。火牟
ボ ム

ノ如キハ。既ニ世人ノ慣レ知ル所ナレバ。直チニ原名ヲ用フ。 

（『海上』大野版 凡例の一）26 

 

この 4 種類の訳語についての記述から、まず第四段落に相当する語は当時す

でに一般化、周知の音訳語そのまま流用してきたことを言っているのはほぼ疑

問がなかった。これを除けば、ほか三段落の語はいずれもそれぞれ異なる訳し

方による造語であることがその特徴である。前述の調査結果と合わせて見れば、

次のようなことを言える。 

まず、第一段落の「漢名アル」語（松井 1980 に言う「オランダ語の意味にほ

ぼ当たる漢語があればそれを流用する」ものに相当）はつまり既存の漢語を以

て置き換えたものであり、一見漢籍語を流用するものが多いが、「臼砲」、「洗銃

箒」のような実際調査により漢籍出典未見のことを明らかにした語も存在した。

つまり、これら「出典なし」の漢語は江戸後期に創出された和製漢語である可

能性が高く、中国由来ではないものの、当時の日本ではすでにその多くが訳語

として普及したため、『海上』の翻訳の際にはこれら「漢名」を典拠とすること

ができ、躊躇なく用いられたと考えられる。 

また、一部の語は意味範囲が広い、包括的な解釈ができる。たとえば「手銃」、

「馬銃」のように「漢人云フ所ノ者トハ其物異ナルモアルベシト雖」、「銃」そ

の意味としては古い時代のものと幕末当時の近代的なものと共通しているた

め、新語として近代的な意味を当てはめても特に原義から外れることがなく、

「仮リテコレヲ用」られるのが可能である。 

第二段落はつまり松井（1980）に言う「オランダ語の意味に当たる和語に対

                             
26 この説明文は一章引用した部分のすぐ後にあり、原文は段落に分けずに記してあるが、ここでは松

井（1980）の説と合わせて、その 4 種類の訳語について論述したいため、4 段落に分けた。 
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応する訓をもつ漢字を当てて漢語をつくる」パターンであり、要するに逐語訳

に相当ものである。上記の調査結果も示した通り、「榴弾」、「仰角」、「落角」の

ような数語は現代語にも残られている。また「榴弾」という語について、松井

（1980）に述べたように、『海上』の写本、またそれ以前の文献では「柘榴弾」

として訳されており、大野版から「榴弾」に改変され、またこれと同じ、「加農」、

さらに第一段落中例挙された「臼砲」もそれぞれ「常熕」、「天砲」から改めた

という。ここで、興味深いところとしては、「柘榴弾」⇒「榴弾」27の変更は三

字語から二字語へ短縮方法に対し、「常熕」⇒「加農」は意訳語の代わりに音訳

語を使用、そして「天砲」⇒「臼砲」は同じく意訳語同士の入れ替わる、とい

うようなそれぞれ異なるパターンの改訳である。いずれにせよ、櫻井（2005）

に主張されたように、大野版において、一部の訳語は「より一般的になりつつ

あった訳語に変更している」ことが確認でき、またこの変更によって、もとも

と難解の外来語概念をより適切かつ分かりやすい語で描けることができ、上記

のような今日までの日中両言語の中に残った語が普及されたではないかと思

われる。 

第三段落の語は第二段落と同じ意訳によるものではあるが、翻訳者にとって

原語の意味をなかなか理解できないため、松井（1980）に言う「その物の形や

用途に基づいて新訳語をつくる」方法によって訳出した語である。要するにピ

ラミッド⇒「金字塔」のような訳し方に相当し、本来の意味とは関係なく、「三

稜堡」、「五稜堡」のような外見から判断、または「熕包」のような用途から判

断によって造語されたと思われる。こうした造語されたものほとんどが「武器、

道具、装備」関連の部類に属したと見られ、また櫻井（2017）によれば、この

部分の語は恐らく「指し示すものの性質に対して適切な熟語を考えて作りされ

た翻訳語」28に相当したものであろう。 

ここで、砲弾関連の「弾」の字に関連する語例を見てみよう。まず前節に挙

げた漢籍語彙からは、「薬弾」、「鉄弾」、「銃弾」この 3 語が確認できる。そし

て、上記の松井氏による「形と用途から新訳」の説と合わせて考えると、本節

に取り上げた「弾」の関連語彙は、漢籍語を参考し、その意味から類推によっ

て訳出したものがほとんどであろう。 

 

①形状や用途の連想と類推による造語：実弾 霰弾 棍弾 虚弾 鉄葉弾 蒲桃弾  

諸弾 焼夷弾 

②さらに「砲弾」、「銃弾」に関連する物品や使用法に関する造語：弾量  弾数 弾槽 

                             
27 松井（1980）によれば、「柘榴弾」、「榴弾」両方ども訳語として併用される時期があるが、次第に

「榴弾」の方の使用率が上昇、慶応年間になると圧倒的に優位となった、というような経緯があったの

である。 
28 櫻井（2017）1.7 和製漢語（p.33）より。 
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恐らく、以上のように、まず「弾」の字を語基にして、それぞれ異なる意味

要素と接合によって、多くの「異なる種類の砲弾」を意味する新語が成立され

（ステップ①）、そしてその影響によって、次に周辺語彙にも連動され（ステ

ップ②）、関連表現を補完する役割も果たしたであろう。 

こうした造語の方法は、やはり漢語の強力な造語力、及びその接辞的、接尾

的な造語が可能である特性を利用したと考えられる。沖森（2010）も初期の翻

訳造語について、『解体新書』の訳語を例として挙げ、その特徴を以下のように

述べていた。 

 

結膜 bind(結)vlies(膜)『解体新書』 粘膜 slijm(粘)vlies(膜)『解体新書』 

引力 antrekkin(引)karacht(力)『暦象新書』 球根 bol（球）wortel（根）『厚生新編』 

角膜 hoorn(角)vliies(膜)『眼科新書』 炭素 kool(炭)stof(素)『遠西医方名物考』  

水素 water(水)stof(素)『遠西医方名物考』 

ここでは、vliies(膜)や stof(素)を軸にして、語的に漢字が当てられています。こうし

た手法も訳語創出の一つの手がかりになったことは疑いありません。 

 

 本来ならば、この主張は第二段落の逐語訳のパターンの語を指すのであるが、

漢語のつよい造語力、特に上記のような「軸字」を利用し、その同時に既存と

既訳の漢語の特質を参考した後には、意味の類推によって意訳的な造語にも通

用できると考えられる。たとえば、Lamp⇒「洋燈」、stick⇒「洋杖」のような

訳し方もこれに相当したものである。この場合は、外来語の原義を特に気にせ

ず、漢語独自の発想で「洋」の字を軸にして、それぞれの語に漢字が当てられ

ることができる。 

 また、この現象について、鈴木（1980）は前述の「洋燈」、「洋杖」のような

「洋」を軸字とした漢語をめぐって、「洋学」、「洋語」、「洋書」、「洋食」のよう

な数語を例挙し、このような軸字を用いた造語は中国語による影響の部分を明

言している29。よって、前頁に例挙した「ー弾」のような軸字による造語、つま

り漢籍語からの類推により新語を創出するパターンであることを一層確信で

きる。特に、今回『海上』から抽出した語例の中、「熕」の字を使っていた関連

語もその典型的な例に当たる。 

 

漢籍語：熕砲 熕器 熕床 大熕 鉄熕 

非漢籍語：熕包 熕腹 熕車 熕梃 熕塞 熕底 熕坐 長熕 熕耳 重熕 古熕  

軽熕 葛龍熕 新熕 熕工 短熕 熕機 銃熕 熕薬 射熕 擲熕 熕尾 熕体 

                             
29 鈴木（1980）は、上記の数語は近世中国語の「洋貨」、「洋船」などの語の影響を受け、前者と同

じ、「新しい文物・制度に対応する新しい軸字」として「洋」の字を使い始めたと主張している。 
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 以上のように、前述の「その物の形や用途に基づいて新訳語をつくる」方法

をもう一回思い出すと、こちらの非漢籍語、つまり新造語である可能性が高い

と思われる「熕」に関する語は、漢籍兵学書の関連語彙の語構成を参考した同

時に上記の鈴木（1980）に主張した漢語の「軸字によってその造出と享受が容

易であった」という利点を活用したため、外来語の概念を簡単に対応すること

ができ、上記のような多くの漢語に訳成し、造語ができたのだ。同鈴木氏の主

張である「新漢語といえども、既存の漢語の体系と無縁ではあり得ない（中略）。

普通は、何らかの意味で既存の語彙体系に基づいて居り、それ故にこそ、造語

も割合容易となり、享受する側の理解も可能であったと言える」30も参照でき

るため、両者の関わりを一層確信できるであろう。 

さらに、このような軸字を利用した造語のもう一つの利点としては、軸字の

一括交替によって、関連語群は一気に新語に転換、別の意味に対応する新語と

して切り替えることができる。同じく鈴木（1980）からも、以下のような相当

例とそれに関する論述が挙げられる。 

 

旧漢語 再版 新版 船旗 船首 船尾   

新漢語 再刊 新刊 艦旗 艦首 艦尾 

 

例のように、「版」、「船」を軸字としたものは従来の意味を表す語に対し、

「刊」、「艦」を軸字としたものは新義を強調する新漢語である。こうした軸字

の交替により、意味上の役割分担が行われ、新旧はっきり分かれると言われて

いる31。ここで、「艦」、「船」の字を軸字とした関連語を例として分析してみよ

う。周知の通り、現代語の意味における「艦」と「船」の根本的な違いはその

用途であり、「船」は一般的な「水上を進む交通機関」を指すことに対し、「艦」

は専ら「戦争用の船、いくさぶね」を指すのであろう。しかし、鈴木氏の指摘

では、「幕末になり、近代的な動力船が齎らされるに及んで、それを表わす軸字

として「艦」が使われるようになったものと思われる。従って、「船ー」という

軸字を持つ漢語の多くは旧漢語である」とある。つまり、従来の「フネ」とい

う意味を表すため「船ー」のような表現が使われていたが、「近代的な動力船」

の意味を強調、旧来の「フネ」と区別するため、「艦ー」のような新造語が使わ

れるようになる。さらに後には動力船そのものが普及となり、ほぼ「フネ」＝

「動力船」を言ってもよい時代になると、「艦」の意味はさらに狭まるとなるた

め、新たな意味上の役割区分が必要となり、今日に言う「船」＝「一般的なフ

                             
30 鈴木（1979）一（p.144）より。 
31 鈴木（1980）一（p.55）より。 
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ネ」、「艦」＝「戦争用フネ」のような使い分けになったではないかと思われる。 

それと同じように、前述における「熕」を軸字とした語彙からも同様な変化

を発見できる。それはつまり後の時代、「熕」という従来からの軸字に対して、

より近代的で、「新型の銃砲」を意味する別の軸字として、「砲ー」または「ー

砲」のような新語が多用になったのである。同鈴木（1980）も、「軍事関係には、

新しい軸字が多いが、「砲ー」もその一つである」32を言及しているため、現代

語の中における「砲」の軸字を用いた語彙の多くは、こうした幕末明治期にお

ける急劇的な西洋式の軍事技術の導入、その概念への対応によって造語された

のではないかと思われる。 

『日国』の検索によって、前頁に列挙した「熕」の関連語彙に対応があり、

新たに「砲」の字を軸字とした語に見えるものは次のようであると判明した（表

‐7）。 

表‐7 に見えるように、「大熕」、「鉄熕」を除く、他の「砲」を軸字とした語

例の初出時期はほとんど明治期以降であることが明白である。その中、「大熕」、

「鉄熕」、「大砲」、「鉄砲」この四語はいずれ漢籍語であり、さらに近世日本語

からすでに多く使われていた可能性が高い。そのため、上記のような意味用法

の使い分けは早い時期からすでに定着していたと思われ、上記のような対応関

係でもないであろう。 

表‐7 『日本国語大辞典』からみる「砲」の関連語彙の対応 

 初出年代 出典文献 『海上』の原語 

大砲 1807～1808 捕影問答 大熕 

鉄砲 1551 石山本願寺日記 鉄熕 

砲床 1881 五国対照兵語字書 熕床 

砲車 1869 改正増補和訳英辞書 熕車 

砲座 1894～95 愛弟通信・海軍従軍記 熕坐 

重砲 1875 文明論之概略 重熕 

軽砲 1871 新聞雑誌・一六号 軽熕 

銃砲 1875～81 近世紀聞 銃熕 

砲薬 記述なし 記述なし 熕薬 

砲尾 1928 歩兵操典 熕尾 

 

もちろん、辞書記述の不備を考慮に入れて、語誌記述も不十分であり 100％

幕末明治以降による新造語であると断言すべきではないが、現段階では、比較

ための目安としてのデータにして、前挙した「熕」の関連語彙より、「砲ー」、

「ー砲」のような造語はやや遅い時期から多くなること、さらに前者の代わり

                             
32 鈴木（1980）一（p.56）より。 
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に現代語としても定着されていたものも多いことを証明できる。こうした「熕」

から「砲」への軸字の一括交替により、語義の新旧がはっきり分かれることも

なるであろう。 

一方、「熕」を軸字とした語は本章初頭に述べた通り、全て『日国』に収録さ

れていなかったため、現代語としては使用率が低下し、ほぼ死語に近いと推測

され、もしろ 2.4 節に引用した片岡（1989）による「馬具や大砲の部品に関す

る語は技術の更新によって新旧交替が多い」のような意見に合致した例証の一

つであろう。そして、表‐7 に列挙した「砲」を軸字とした語例の初出時期か

ら見すれば、こうした軸字の活用による新語の創出、そして関連語群における

軸字の一括転換による意味交替現象の多くは『海上』発刊以降やや後の 1870 年

代であることはまず確定できる。また、以上のような造語現象とその特徴には

むしろ明治時代の独特な時代背景にも繋がっている。 

なぜなら、まず全体としては周知のように、明治維新後の日本政府は欧化政

策を取っていたため、近代化、西洋化を進めようとした日本にとっては、西洋

の思想、政治、軍事などの分野の用語をいち早く理解しなければならない。そ

のため、明治時代は、語彙の意味や解釈に加えて、その意義を実行するという

ことも非常に重要であった。また、それらの語彙を肉付けすることが要求され

た。そのような背景の中で、異なる言語を自家薬篭中のものとするためには、

翻訳事業のより整備と拡大により、前述のような多くの新漢語を一層大量に創

出し、新たな概念に対応させたことがその理由であると考えられる。そして、

特に軍事の面でも、「殖産興業、富国強兵」の政策の元で、完全なる西洋式の軍

事制度を導入していた。その成果として、最初の開始時期と規模の面では中国

の「洋務運動」よりやや遅れていたものの、後にはこれを追い抜けより早い時

期で軍備の近代化革新を成功させたことが挙げられる。よって、この時期では、

西洋の軍隊に関する事情や用語の理解にとって西洋諸国の言語の占める重要

度も一層高くなり、上記の「砲ー」のような軍事関係の新漢語が多く造語、体

系化されたと考えられる。さらに、後には「兵語辞典」と呼ばれた軍事専門用

語の辞典が刊行されることもこれらの語彙を理解し、普及させるためであろう。 

 

2.6 まとめ 

 本章は幕末期初の、かつ代表的な翻訳兵学書である『海上砲術全書』に使用

されていた漢語の中、とりわけ専門性の高い軍事用語を例として取り上げ、近

代西洋兵学導入の黎明期における翻訳語の実態とその歴史的な役割を検証し

た。その調査対象とした語を出典、語誌調査により二大別に分類した。前者が

幕末以前の中国から伝えられたもの、すなわち伝来漢語、伝統漢語である。後

者は近代以降の造語によるもので、いわゆる新漢語だと思われるものである。
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前者は特に「行動、戦術、現象状態」関連の抽象的な物事を表す語の数が多く、

全体的に大きな割合を占めている。また、その大半は現代の中国語、日本語と

しても通用できると見られ、古代中国語からの継承性、語義の一貫性、そして

日中両言語においての共通性が強い。 

一方、後者は近代以降の西洋文明の発達により創造された文物、つまり「新

概念」、特に兵器、装備などのような「実物」を意味するものが多いことがすで

に判明したと考えられる。この部分の語はむしろ前者と対照的で、専門性と時

代性がかなり強く、これらの語の翻訳と成立には、それぞれの外来専門知識と

技術が関わっていたと見られ、ある意味では幕末という特別な時代が投影して

いるとみることができるだろう。また、この部分の語は現代語として継承され

るものがすくない、結局その多くの語は定着せず、衰退していた理由は、片岡

（1989）に言う軍事技術の更新による交替、また専門用語のため一般社会での

使う道が少ないなどが挙げられるほか、『海上砲術全書』は近代最初の翻訳兵書

であることも無視できない。つまり翻訳による新漢語造出の黎明期であるため、

「漢名詳ヵナラザル者」のような原文の意味も詳しく理解されていない、また

翻訳システムも未熟な状態の中の暗中模索では、試行錯誤なども必ずあると想

像される。結論として言えることは、こんな最初期に創出され、加えて軍事用

語というもともと専門性の高い分野の語はむしろ試作品的なものも多く、よっ

て難解のため後には更なる新訳語に取って代われ淘汰されたというケースに

あたる可能性も高いのである。 

また、本章における研究は時間上と個人都合上の理由で、『海上砲術全書』の

オランダ語原作に当たる Leiddraad bij het onderrigt de zee‐artillerie（1832）を入

手することはできなかったため、原語と漢訳との対照比較が欠けていることも

本研究の不足なところである。よって、具体なる翻訳事情との特徴をめぐる研

究、特に外国語原語と訳された新漢語との対照研究は、次の第二部、つまり明

治期のものを以て展開し、こうした中はまた幾つかの連動的な語彙変化現象も

留意しながら、その詳細を検証する。 
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第二部 明治期以降の兵語辞典の語彙について 

 

はじめに 

時代は明治の 1868 年以降になると、前述のようなオランダ兵学受容の動き

は終焉を迎えた。なぜなら、明治政府は、海軍についてはイギリスから、陸軍

についてはフランスやドイツから学ぶ道を選択したのであった。明治 3 年 10

月 2 日の「太政官布告第六百四十九号」では 

 

「兵制ノ儀ハ皇國一般之法式可被為立候得共今般常備兵員被定候ニ付テハ海軍ハ英

吉利式陸軍ハ佛蘭西式ヲ斟酌御編制相成候條先ツ藩々ニ於テ陸軍ハ佛蘭西式ヲ目的ト

シ漸ヲ以テ編制相改候様被 仰付候事｣ 

 

というような命令文も出されている。 

その理由については、当時の海軍と陸軍の中心は薩摩藩と長州藩がほぼ独占

されていたことが窺える。その薩摩藩の洋式軍制の整備はイギリス式で行った

ことに対して、長州藩ではフランスであったことから由来したと思われる。 

そして第一部最後にも触れた通り、明治期における西洋の文物や概念などを

大量移入とそれを理解するための翻訳作業によって新漢語が大量に現れた背

景の中、軍事用語の理解と整備事業は「富国強兵」のスローガンが理由のため

特に明治政府に重視されていた。そのため、明治から昭和時代にかけて数多く

の対訳辞典が刊行された。こうした西洋由来の軍事専門知識を普及させるため

のほか、当時は幕末以来各藩が持つ軍を統一の「日本軍」への統合事業が進ん

でいて、よってそれぞれ異なる軍事教義を一元化するためにも使用した術語を

統一しなければならない、というような目的も窺える。 

これらのような「兵語辞典」と呼ばれた軍事用語の専門辞典は前述の幕末時

代に出版された翻訳兵書などの類と比べると、もう一つの異なる点としてはそ

の出版の認可権は全て軍首脳部が握っていたと言われている。なぜなら、軍事

分野に関する事情や用語の理解にとって西洋諸国の言語の占める重要度は特

に高いため、軍事用語辞典の編纂と刊行が主として官製であるという特徴が見

られる33。そのため、ほかの分野たとえば医学や政治関係の専門用語辞典の刊

行およびその収録用語の成立とは多少異なるであろう。 

たとえば、同じ信岡（2003A）によると、明治 10 年以降世に出た本格的な

                             
33 信岡（2003A）1.五国対照兵語字書（P.119）より。「兵語の辞典が民間の事業でなく、先ず官製版と

して参謀本部で編纂・刊行された事実からしても明らかである。もっとも、兵書の出版の認可権は陸軍

省・海軍省が握っていた」とある。 
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兵語辞典としては、主に以下のようなものが列挙できる：  

1881(明治 14)年『五国対照兵語字書＝附兵語字書附図』 参謀本部編 

1887(明治 20)年『仏和陸海軍術語字彙』 引田利章編 日仏学会 

1887(明治 20)年『仏和対訳兵語学類』 茂木 幸編発行 

1888(明治 21)年『改正兵語辞書』 仏和対訳之部 参謀本部編 

1888(明治 21)年『改正兵語辞書』 独和対訳之部 参謀本部訳 内外兵事新聞局 

1899(明治 32)年『独和兵語辞書』 藤山治一・高田善四郎著 独逸語学雑誌社 

1905(明治 38)年『和英英和兵語辞典』 元田作之進著 英学新報社 

1906(明治 39)年『露和兵要辞典』 小島察次郎他著 丸善 

1907(明治 40)年『英和和英兵語辞典』 カルロップ著 丸善  

1909(明治 42)年『最新独和兵語辞典』 兵藤三郎著 兵事雑誌社   

1909(明治 42)年『和英兵語辞彙』 司馬亨太郎 高田善次郎編 精華書院  

1909(明治 42)年『和独兵語辞彙』 高田善次郎 司馬亨太郎共編 精華書院 

1910(明治 43)年『英和陸海軍兵語辞典』 山口造酒，上野義太郎著 

1911(明治 44)年『英和海軍術語辞彙』 堀内良雄 博文館 

1911(明治 44)年『独和兵語辞典』 藤井信吉編 金港堂 

1912(明治 45)年『最新和独兵語辞典』 兵藤三郎著 兵事雑誌社   

年代不詳『独仏和兵語字叢』 偕行社蔵版 

 

 以上のような、西洋諸国の兵制・兵法を多く知るために、数か国語の辞書が

必要であることが理由の一つであるとは考えられるが、その刊行時期から見る

と、「軍事用語をめぐる翻訳作業の中心が時代の変遷とともに、フランス語から

ドイツ語へ，さらに英語へと移行していった現象」が多少反映されていたとい

うことも留意すべきであると思われる。 

その中、英和対照のものは仏和や独和対照のものより遅れて、1905 年になっ

て初めて刊行されるようになっていた。これは、前述のように陸軍はフランス

式、海軍はイギリス式で編成されていたため、明治政府の国防方針が最初の「陸

主海従」から後の「海主陸従」に転換することによって、必然的に海軍に影響

を与えたイギリスから学ぶことをより重視した結果であろう。 

一方、フランス語からドイツ語への転換については、同じ前述のように、明

治初期の陸軍はフランス軍制を採用しているが、普仏戦争（1870）でドイツが

勝利したことがきっかけとして、後に陸軍軍制を逐次にドイツ式に改編するよ

うになった歴史背景も原因だと想像され、明治二、三十年代以降には数種の独

和対照軍事用語辞書が刊行されるようになった。 

そして、この第二部はこれら辞書資料の収録した語彙を取り上げ、辞書の解
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題を行いながら、明治以降の新漢語の大量使用による軍事用語の具現化、体系

化現象、またその同時に発生した連動的な言語変化現象を探ることを目的とす

る。その中特に、本研究第一部述べていた「古代中国語の語彙資源」に由来の、

翻訳語と近代語彙として活性化したものを重点として考察する。また、関連語

彙の再び近代中国語への還流現象（逆輸入と再輸入）の実態はどうなるかを明

らかにすることも考察目的の一つとする。 

 

第 3 章 独和対訳兵語辞典とその語彙 

3.1『独和兵語辞書』における調査資料としての意義 

 前記の明治期兵語辞典資料群のうち、1899 年に刊行された『独和兵語辞書』

（以下『独和』に略す）が嘱目される。その発刊時期からから見れば、ちょう

ど 1890 年代末という日本は軍備の増強と近代化の推進によって国力が強くな

る時期である。日清戦争に勝利したこともその近代的軍隊制度の確立と軍事力

完備化の証拠として挙げられる。その同時に、言語の面では、明治初期の漢語

大量急増のブームから一旦下火となり、またこれまでの翻訳事業の推進などに

よって、近代日本語への変貌しつつあるといった点が挙げられ、訳語の整備、

システム化（後述）とする動きもはじめられていたと想像される。このような

複雑な時代背景と社会状況のもとでの軍事用語専門な辞書資料は、当然多岐に

わたり、収録した語彙も豊富であると思われる。 

 また、『辞書解題辞典』（1977）によれば、当『独和』の編纂は以下のような

多くの資料を参考したという。 

『陸海軍兵語辞書』（1896）         『独仏対訳兵語辞書』（1894） 

 『兵語辞書』（1881）            『独英仏対訳工芸辞書』（1877） 

 『仏独英関和五国対照兵語辞書』（1881） 

 『改正兵語辞書』独和対訳ノ部（1890）    『独仏対訳兵語辞書』（1894） 

 『独仏和兵語辞叢』（東京偕行社編、時期不明） 

 

よって、明治初期から中期の軍事用語を多く探るという目的とするならば、

その辞書の資料的価値が高いと思われる。 

さらに、前述の通り日清戦争直後の時期でもあり、中国ではちょうど日本を

学び始まり、日本語から近代漢語を借用、その影響を受ける最中の時期でもあ

る。陳（2001）も、後に中国の『徳華大字典』（1920）は『独和字典大全』『独

和新辞書』、『独和大字典』そしてこの『独和』その四冊の日本の辞書を参考し

たことを明言しているため、日本の軍事用語から日中同形語、共通語を探る、

という目的に基づいて考えれば、同辞書には対象語彙が含まれる可能性が高い

と考えられる。 
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以上のような特徴があることが、この『独和』を本章の調査範囲として選択

した積極的な理由である。 

 

3.2『独和兵語辞書』の著者について 

 まず、本辞書は藤山治一、高田善次郎この二名が合著であるが、日本語、ド

イツ語両方に書かれた序文（詳しくは後述）が前者単独によるもののため、そ

の方が主作者と判断される。そして、当辞書の序文及び信岡（2003B）の叙述

によれば、主作者の藤山治一の略歴は主に以下のように概括できる。 

 1862 年,佐賀藩士の家に生まれる。 

  1880 年,ドイツに留学、農業経済学と動植物学を学んだ。帰国後、東京外国語学校な 

どでドイツ語の教員として勤務。 

  1887 年,陸軍大学校のドイツ語教官と通訳に任命された。 

  1896 年,二度目のドイツ留学兵制やドイツ語の教授法を学んだ翌 1897 年に帰国と復 

職。 

  1902 年～,早稲田大学の嘱託講師としても勤務。 

  1904 年,大本営附きとなるが，まもなく辞職。 

  1909 年～1916 年,海軍経理学校教授嘱託。 

  1910 年,早稲田大学ドイツ語科初代主任教授。 

  1917 年,年４月急性腹膜炎のため急逝。 

  また、本辞書の他，多数の独逸兵書の翻訳，ドイツ語教科書・学習書の著述があると 

も言われている34。 

 

 この略歴からは、まず当『独和』（1899）は 1897 年、藤山がドイツから帰国

した直後に編纂されたと推測できる。また、当辞書の序文も、以下のように書

かれており、著者本人の経歴を窺える。 

 

   軍ノ獨逸兵學ノ思想ヲ得タルハ「メッケル」將軍ノ功トナス將軍ハ明治十六年普國

參謀少佐ノ言ニアリテ我國ニ招聘セラレ陸軍大學校教官及軍事顧問ノ職ヲ奉シ居ル

ヿ四年間軍制ヲ改革シ兵棋及參謀旅行ヲ齎ラシ以テ我軍ヲシテ今日ノ進歩ヲ得セシ

メタル盖シ我軍人ノ永ク忘却セサル所ナルヘシ將軍ノ後ヲ嗣キテ我國ニ来レルハ「フ

ォン，ブランケンブルヒ」大佐，故「フォン，ウヰルデンブルッヒ」大佐及男爵「フ

ォン，グルートシュライペル」大佐トス，男爵ハ我軍ノ招聘セル普國將校ノ最後者ニ

シテ明治廿七年二至り男爵歸國スルヤ幾何ナラスシテ日清ノ戦役起り爾後傭聘ノ事

止ムニ至レリ 

予ヤ明治二十年以来從軍期八ケ月獨乙再度ノ漫遊一ヶ年（明治廿九年ヨリ同三十年

二亘リ）ヲ除クノ外十有餘年陸軍大學校ニアリテ獨逸語學教官ノ職ヲ奉シ親シク前記

諸氏授業ノ席ニ陪シテ通譯シ或ハ譯官トシテ諸氏ノ參謀旅行ニ隨從シタルヿ十四回

ノ多キニ達シ加フルニ私暇ヲ得ル毎ニ獨乙兵書ノ反譯ニ從事シタリ是レ予カ聊ヵ獨

                             
34 信岡（2003B）5.独和兵語辞書（P.125）より。 
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乙兵語ニ通スルヿヲ得タルノ所以ナリ 

   予ノ獨和兵語辭書ヲ世ニ公ケニセントスルノ志望八年既ニ久シ是レ我國從来此類

ノ省ニ乏シク二三之レナキニシモアラスト雖モ未タ以テ完全ヲ得タルモノゝ存セサ

レハナリ然ルニ近年同僚高田氏幸ニ志ヲ予ニ寄セラレ助クルニ編纂ノ事ヲ以テセラ

レ爰ニ始メテ多年ノ宿望ヲ遂ケ劣カニ小冊子ヲ脱稿スルノ時運ニ會スルヲ得タリ盖

シ其意獨逸兵學ヲ研究スル諸君ノ便ニ供セントスルノ微衷ニ外ナラサルナリ 

以上『独和兵語辞書』の序文より 

  

このように、藤山自らの経歴、特に本人はいかにして軍教育におけるドイツ

語学関連の仕事に携わっていた部分が述べられているほか、当時日本軍の用兵

思想はどのようにしてドイツから影響を受けていたのか、また関連する軍制改

革に貢献したドイツ人将校であるメッケルなど数名の功績はどうであろうか

が分かる。また、その同時に作者自身の知識源も推測できる。 

そして、第三段落の「是レ我國從来此類ノ省ニ乏シク二三之レナキニシモア

ラスト雖モ未タ以テ完全ヲ得タルモノゝ存セサレハナリ」では、当時の日本に

おいてこのような独和対訳の兵語辞書がまだかなり少ないことを言及してお

り、当辞書の完成により軍人たちのドイツ兵学研究の一助になれることこそ作

者長年の願望であることもそれによって明らかにした。当辞書の編纂目的とそ

の資料としての意義価値もこの部分から窺える。 

一方、共著者である高田善次郎の略歴について、信岡（2005）によると主に

以下のようである： 

1866 年,生誕、兄はドイツ語学者、獨逸学協会学校校長の大村仁大郎である。 

  1892 年,獨協学校別科卒、ドイツ語を修めた。 

  1902 年～1907 年,獨協学校学校専任教員。 

 

 また、当辞書編纂の前後時期は第二高等学校教授、学習院の教員、陸軍大学

校教授も歴任したと言われているが、具体的な時期は不明。そして、辞書の序

文に署名がないことと、その序文自体が「近年同僚高田氏幸ニ志ヲ予ニ寄セラ

レ助クルニ」に書かれていたことから、主作者ではない、あくまで協力的な立

場で、そして辞書編纂の時期もちょうど藤山と同じように陸軍大学校の教官を

担当していたと推測される。また、当高田は後述する本辞書との比較の対象と

する『和独兵語辞彙』（1909）（以下『和独』に略す）の共著者でもあるため、

両辞書の関連性と相互影響があると想像され、これについてはまた次章で詳し

く検証する。 

 

3.3『独和兵語辞書』の書誌資料について 

 国会図書館が公開されている『独和』初版は明治 32 年（1899 年）11 月 30 日
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発行されたものであるが、後の明治 34 年 12 月 24 日はさらに第二版が発行さ

れたと言われており、またその第二版は初版に 36 頁増補したもの（序文の補

足部分とその増補分以外は初版と同じ）とされている35。 

 前述の『辞書解題辞典』によると、本書の大きさは，縦 18.4cm×横 12.4cm と

なっており、四六判よりやや小さめのサイズである。その最初の扉の頁はそれ

ぞれ日本語、ドイツ語の書名と作者が記されている（図‐5）。 

図‐5 『独和』の扉 

 

 

 図‐5 の通り、扉は見開きになっていて，左扉が日本語で，作者の藤山治一、 

左から高田善次郎二名合著とのこと、書名、版本、そして出版社というような

内容をそれぞれ記されている。右扉はドイツ語で、同じく上からドイツ語とし

ての書名、著者、版本36、出版社名が記されているほか、出版社名の上では Tokio, 

1899.というような発刊年代と東京という発行地方も表記されている。 

 次の頁には、中央にドイツ語の Alle Rechte vorbehalten（「版権所有」の意味を

表す）とある。その次は日本語、ドイツ語それぞれ 4 頁ずつからなる序文であ

る。日本語の序文（図‐5 左）は前節に示した部分のほか、さらに以下のよう

に、参考文献に関する情報も序文で明記されたことが注目すべきである。 

 

本書ノ參考ニ供スル書類次ノ如シ 

  普魯士王國休職大佐「エ，ハルトマン」著陸海軍兵語辭書（千八百九十六年「ライプ

チヒ」刊行 

「べ，マナッセウヰッチ」著露獨及獨露對譯兵語辭書（伯林「カール，マルコメス」

發兌） 

佛國參謀本部出仕歩兵第四十一聯隊附大尉「エル，ロアー」著獨佛對譯兵語辭書（千

                             
35 信岡（2003B）5.独和兵語辞書（P.115）より。 
36 ドイツ語の ERSTE AUFLAGE とは「初版発行」の意味である。（筆者注記） 
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八百九十四年巴里刊行） 

  普魯士王國退職大尉「アウグスト，ニーマン」著兵語辭書（千八百八十一年「スツッ

トガルト」刊行） 

  「カール，フォン，アルべルト」著獨英佛對譯工藝辭書（千八百七十七年「ウヰース

バーデン」刊行） 

  佛獨英蘭五國對照兵語辭書（明治十三年東京參謀本部編纂） 

  改正兵語辭書獨和對譯ノ部第一及第二（明治二十三年東京參謀本部編纂） 

  獨佛和兵語辭叢（東京偕行社編纂） 

以上『獨和兵語辭書』序文より 

  

 一方、ドイツ語の序文は信岡（2003B）の主張によると、日本語の序文をそ

のまま独訳していたものとされる（図‐6 右）。 

図‐6 『独和』日本語/ドイツ語序文の第 1 頁 

 

 さらに、ドイツ語の序文に続いては略語表がある（図‐7）。 図‐7 に示し

た通り、実際本辞書収録語彙の品詞については、名詞、動詞、形容詞、副詞、

間投詞以外のもの（冠詞や接続詞、代名詞など）は全て収録対象ではないと見

受けられ、また語法説明表や不規則動詞変化表などの付録もないことから、専

門対象である軍事用語を網羅する目的に専念するのみ、というような編纂目的

も一層反映されていたと思われる。 
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→ 
Die japanische Arn1ee verdankt dem General Meckel 

die. Anschauungen der deutschen Militarwissenschaft. 

Der Genannte kam im Jahrc 1885 als Major A la Suite 

des preussischen Generalstabs nach Japan, wo er 4 Jahre 

als Lehrer an dcr Kriegsakademie und als Ratgcber for 

das Milit釦rwesenthNtig war. Sein Name wird bei der 

japaniにhenArmee unverges記nbleiben ; sic hat ihm zu 

verdanken, dass sie auf dem heutigen Sfandpunkt steht. 

Es war Meckel, dcr unser Heer reorganizirt und Kriegs・

spiel und Generalstabsrcisen eingeJUhrt hat. Auf Meckel 

folgtcn der Oberst v. Blankenburg, der verstorbenc Oberst' 

v, Wildenbruch und der Oberst Freiherr v. Grutschreiber. 

}'reiherr v. Grut&ehreiber war dcr letzte preuasische Offi• 

zier, den wir in unserem Dien&le hatten; er verliess 

Japan im Jahre 1894 kurz vor dem Kriege mil China. 

・ Mit Ausnahme ciner Unterbrechung von 8 Monaten, wo 

ich im Feldzuge in China war, und einer solchen von r 

Jahre (18例97),wo ich mich zum zweiten Male in 

Deutschland au{hiclt, bin ich seit 1887 als Lehrer der 

deutschen Sprache an der Kriegsakademie thli.tig. Ich 

haue das Glock wihrend meiner Jang祖hrigenLehrer-

thatigkcit den oben erwlihntcn preussischen Offizieren bei 

Ertheilnng ihrts Unterrichte als Dolmetscher und Uber• 

紀tzerbcigegeben zu scin und nahm in dieser Funktion 
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図‐7 『独和』の略語説明表 

図‐8『独和』の本文（10～11 頁の例） 

 

  

その次は 432 頁からなる本文である37。 

本文の書式は図‐8 示した通り、横書きで一頁 30 行の配列で、ほぼ１行に見

出し一語とその訳語が収録されている。訳語表記は漢字と片仮名交じりで、二

次派生語と慣用例は一字下げて一行に一例ずつ、見出し語の重複は－で示して

                             
37 信岡（2003B）によると、第二版ではそれに加えて増補が 36 頁あって、472 頁となる。 

ERKLARUNG DER IN DIESEM BUCHE 

GEBRAUCHTEN ABKURZUNGEN. 

本書二使用セ）レ暑語之解

..鴫

呼.= Adjectiv ... ... ... ..• .．．形容詞

巫 v.= Adverbium............．躙翫

/. = Femininum... ... ・...…女姓（名詞）

int. = Interjection... ,.. .., ．．． 間投謁

,,.. = Masculinum...... … -．．男蛙（名謁）

11. = Neutrum. ... ... ... ．．．中蛙（名詞）

v. = Verbum....... ...... ．．．動詞

s. = siehe......... :....．見ヨ

ABW [ 10 ] ABZ 

＇ 
B̂Z [ II ] ACH 

abwer£en,'ll． 投グ落ス。破壊ス以橋”

Abwesenheit, /. 不在
abwetzen,'ll．． 研磨スル。磨キ落ス

abwinken,'ll． 散膿チ辟スル

abzlhlen,'ll， 計算スル。敷ヘル

abzaumen,'ll． 勒刃脱スル

Abzeichcn,＂． 徽章。別鰤馬/)

・ abzichcn,'ll． 退却ス）レ

- (ein geladencs Gewehr)．装穣ガ貞出スル

ー (ausder Festung)・ 退城スル

ー (vondcr Wachc). 下番スル（衛兵 9)

ー (dasBajonctt)． 祓れ銃鎗チ）

ー (denHahn des Gewehrcs)・卸ス（鵡頭チ）

— ・(das Wasser des Grabens~・ 排水スル

aus einer verlorencn Fcstung mit Sack und Pack-

武チ墜ヤズ退城スル

狙ブ。猥定スル

拉縄（大蘊／）

雨脚器テ以テ測.,.,

退却

退却（守備兵／）

下番（青兵/)

徘水
引金（銃i)

引金／身

引金飯

用心鐵

E: 

abziclcn, v. 

Abzichschnur,.f・
abzirkeln,ッ．

Abzug,,n. 

ー (cinerBesatzung). 

ー (dcrWache). 

ー (desWasscrs). 
ー (amGewehrc). 

Abzugsbalken, m. 

Abzugsblech, n. 

Abzugsbilgel, m. 

Abzugsgraben, 111. 

Abzugskana!, m. 

Abzugsriihre, f 

ー

ー

＼

遭

ッ占『

量̀’’’ 

＇ 

Abzugsscbleuse, f・ 節水闊

Abzugsschnur, f. s. Abziebschnur. 

Abzugsstift, m. 引金駐釘
Abzugsstiftloch, n. 引金駐釘孔
Abzugstriiger, m. ． 引金栓

Abzugsvorrichtung, f.・ 引金機
Acceleration, f. s. Bescbleunigung. 

Accord,,n. (von dcr Kapitulation)． 協諾（降服 9)

ー (vonder Ar恥it~ 受負（工事／）

accordi~rcn, 11. 一致スル。和合スル。協諾
Achsarm,況 ． 軸噴 L,.,ス

Achsband・＇”. 軸帯
Achsblcch,”． 車軸包飯

Ac証biichse,f. 輪筒

Acbsc, f. 車軸

ー (dcrSeel~). 腔軸（銃砲／）

Achseinschnitt，加． 軸身室

Achseisen, n. s. Acbsblecb. 

Achscl,f.・ 肩
Achselband, n. 肩章

Achseldeckc, f. 肩甲
Acbselh叫le,/. ． 旗
Achselbolendccke,/． 腋甲
Achselklappe, f.・ ． 肩章（下士卒／）

Achselriemen, m. 負革
Achsclschild,加 肩甲
Achselschnur, f. 働緒
Achselstilck, n, 肩章

Achscltresseふ 園條肩章

Achsen bindschiene, f. 軸帯
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ある。また、一行に収まらない場合は折り曲げを用いている。 

 最後に、初版の奥付は図‐9 のように、左から右へ縦書きで、印刷日、発刊

日および著作者、発行者、印刷者、発行所、印刷所、さらに販売書店の名称と

それぞれの住所を示してある。 

 以上のような情報から見ると、まず前述における『五国対照兵語字書』のよ

うな完全なる官製版の軍事用語辞典とは少し異なり、出版許可権は軍が握って

いるかどうかはともかく、その出版、印刷および発売は民間に委ねたことは明

らかである。恐らく、この時期では、訳語としての軍事専門用語はすでにある

程度で軍内に普及されていたため、「外国の専門知識用語を学ぶ軍人を優先的

対象」という主な編纂主旨は変わらないものの、民間人を対象としても適用と

いうような販売対象を徐々に拡大していく側面もあるに連想される。これも、

明治という漢語の急増期において、一部の軍事専門用語が一般社会へ浸透、定

着によって後世つまり現代日本語に残すルートの一つであると示したのであ

ろう。 

図‐9 『独和』の奥付 

 

3.4『独和兵語辞書』収録語彙の全体的性格 

 前節にも少し述べたように、当辞書収録した語彙の品詞について、一番圧倒

的に多いのが名詞、その次が動詞である。その両者合わせての数は、少なくと

も収録語全体の 7 割以上を占めていると見られる。また、形容詞の数も特に多

いではないことも見受けられる。 

 次に、訳語の語構成については、全体的には 2 字漢語が圧倒的に多い。その

中、まず第 2 章にも触れた「砲」の字を軸字とした名詞が多く確認できる。以
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下、一部を例示する。 

（見出し語⇒訳の順、以下同） 

Artillerie⇒砲兵、大砲 Artilleriegeschoss⇒砲弾 Artilleriefeuer⇒砲火 

Geschützbank⇒砲座 Geschützkanonier⇒砲手 Gebirgskanone⇒山砲  

Feldkanone⇒野砲 leichtes Geschütz⇒軽砲 Schweres Geschütz⇒重砲  

Geschützkampf⇒砲戦 Geschützkunst⇒砲術 Geschützpulver⇒砲薬 

Geschützrohr⇒砲身 Kanonenmündung⇒砲口 Kanonenboot⇒砲艦 

 

 『海上』の訳語からよく見える「熕」を軸字とした関連語彙が、『独和』にお

いてはほとんど未見であり、以上の例のようにほぼ全て「砲」の字を以て置き

換えたと判断できる。前章に述べた明治期の軍事技術の導入と近代化による関

連知識概念の更新、また軸字の変換による新概念への対応という点が実証され

るほか、上記の例からもう一つ確認できるのが、ドイツ語の語構成を利用する

翻訳法である。周知のように、ドイツ語は中国語、つまり漢語と同じ造語性に

優れた言語であり、複数の単語を組み合わせた複合であれ、接頭辞や接尾辞を

用いた派生であれ、かなり自由に新しい単語を作れるのである。 

そのため、造語力の高さという共通点を持つドイツ語から日本語に翻訳する

場合は、英語などよりさらに簡単に転換できる利点があるだろう。

Geschützkampf、Geschützkunst、Geschützpulver、Geschützrohr この 4 語を例とし

て分析してみれば、いずれも Geschütz（銃砲の）＋kampf（戦い）/kunst（技、

技術）/pulver（粉末、粉薬）/rohr（管状物、パイプ）のような「修飾部＋主要

部」の構造（中国語に言う「偏正構造」）となっていることが分かる。つまり、

右側の単語が主要内容を表しているに対し、左の部分は新しくできた複合語全

体共通の意味に関しているため、「砲」という軸字を利用し、右にそれぞれの意

味に相当する漢字を充てれば、簡単に 2 字漢語に置き換える。このような翻訳

法が活用により、大量な新漢語が訳出できたと考えられる。 

そして、4 字漢語の場合は、2 字語＋2 字語の接合でできた複合語がほとんど

であると見られる。その中、120 頁にある Feld‐と 203 頁にある Krieg‐この二語

を接頭語とする複合語の収録、及びその訳語の掲出がもっとも多いと見られる。 

図‐10 に示したように、Feld⇒「野戦」に置き換えた方式に基づいたため、

それに関連する訳語はそれぞれ「野戦砲兵」、「野戦大隊」、「野戦車輌」などに

対応だれたように、前の語基「野戦」を造語要素（軸語）とし、接頭部分の Feld

に対応してそれぞれ類推によって訳語が創出されたと想像できよう。また、次

の Krieg‐の訳語例のように、その語構成については、「戦闘＋準備」、「開戦＋宣

告」、「戦時＋編成」のような組み合わせが多いのである。 
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図‐10 見出し語 Feld‐、Krieg‐の関連訳語の頁 

 

 

実際、本辞書に訳出された 4 字漢語の中の大半も同じく、その前の語基が造

語要素であると同時に、後の語基の意味内容、つまりその種類を修飾する機能

もしている。この点では、前述の 2 漢語における「修飾部＋主要部」の構造と

は同様で、中国語に言う「偏正構造」に相当しているものが多いのがその最大

FED [ I20 ] FEL 

Feder, f.・ 吼。吼毛o筆o弾機。疲鏃
Federbusch, m. 毛章
Federkraftmesser m. 顎條聴力儀 「紺ス．ル

fehlen,ッ． 欠乏ス）％欠席スル。誤
Feblschuss, m. ． 誤紺

Fehlstoss, m. 失衝
Fehltritt, m. 失脚o 失蹟
1''eigheit, f. 臆病。遁走

Feilc,f， I 鑢
Feind,加．敵

markirter - 領設敵
supponi rter — 同上

Feindesland,”・ ・ 緻國 ・

は悶二・ig竺亙｝ 敵 lo紐 9o敵費9.

Feindseligkeit, f. 敵憮心— eroffnen . 敵慄9るチ起ス
Feinkorn, n. 蝕星
Feld, n. 田o畝o野っ野寧。野外

ebenes 
offenes= 

平野
開濶旭

auf freiem - 膿原二於デ
- der Ehre 修羅場。暇場

Feldadmimistration, f. 野戦経理 「野暇簗割部
Feldapotheke, f. 野瑕病院.,一部（澳國 9)。
Feldapotheker,’”・ 野暇菓剛官
Feldarmee, f".・ 野暇軍
Feldartillerie, f.・ 野取砲兵o野砲
Feldartille1・ieinspekteur,,広野暇蒐兵監

F eldartillerieinspeはion,f.・野暇砲兵監部

,KRE [ 203 ] KRr 

Gescllschalt des Roten - es.赤十字社

kr<t匹 ll；ッ． ｀ ・ 交叉スら行キ違ブ．o巡遍
Krcu公 r,’’‘・ 巡洋震 lス,.,0交尾サセル

Kreuz(euer, 11・ 十字火。炎射

krcu1.rnrmig, adj.. 十字形I . 

Krcuzrcdou tc, f. 十字方形堡

Kreuzscl).iff, "・ s. Kreuzer. 
Kreuzschraube. /. 

Kreuzung, f. 
Kreuzweg, "'・ 
Kreuzzug, fIヽ‘

Krieg,"ヽ．
kle[ner — .-— lilhren 
den - erkl~rcn 

十字蝶釘o長螺旋銃身n
交叉o．十字形
十字跨

十字軍

載争o載役
兵姑厭
厭チ鴬ス
宜駿ス9

cinen―mitmacl,en 従軍ス）レ
kriegcn. "・ 
Kr涵er,• 999、

kriegeriscb,“が
Kriegcrv・crcin,,11. 

Kricgfilhru ng, f.・
・ Kricgsakadcmie, f, 

KriegsbGndnis,.'‘・

KriegsaUia如， f.
Kriegsaint,か

Kriegsan£fihrer,,“・
Kri喀sanst2lten,が．
.Kriegsatchiv, n. 

Kri咤迂rtikel,が
Kriegsaufruf, 111. 

載争スル

箪人o兵士o載士
緞争Jo武勇J

軍人協會
戦衛b.Ill兵。兵法
陸軍＊學
共歌同盟
紅

ば。省司令官o指揮官

戦闘穐備
軍事記録。戦誌

讀法
出暇9僅呼。内感

Fi::L [ 121 ] FEL 

Feldartillerieregiment, n. 野暇磁兵聯朦

Feldartillerieschiessschule, f.野暇砲兵射繋學校
Feldausrustung, f.・
Feldblickerei, f.・
Feldblickereikolonne, f.・
Feldbackofen,況

Feldbataillon, n. 

F e]dbatterie, f.・
Feldbefestigung, f.・
Feldbett, n, 

Feldbinde, f. 
FeldbrUcke, f.・
Feldbrlickenbau, m. 

Feldbmckenschlag，加．｝

野暇装具。野暇装備
載地燐餅所
野暇燃餅縦獄
暇地燐餅寵
野暇＊脈
野暇砲兵中隊。` 野砲壷

臨時築城
野床
陣中綬章

暇・

暇地努凜。野暇架橋工事

Feldcha屯 irung,f. 取時用弾薬

. Feldcorpsintendantur, /. 野暇軍関監督部
Felddiacon, m. ． 篤志看護僧

Felddienst, m. 野外勤務
Felddienstbestimmungen，社 野外勤務放合
Felddienstordnung, f. 野クト要務合
Felddie,:>stubungen, pt.・ 野外勤務演習
Felddivisionsintendant,,,ヽ ．野暇師隈監督
Feldeisenbabn, f.・ 野暇鐵道
Fcldequipage, f. 野載器具
Feldfahrzeug, n. 野暇車輛
Feldfahraeugschuppen,元野戦運搬器具庫
Feldflasche, f.・ 水 筒

Fcldformation, f. 野取編成
Feldfussartillerie, /'・ 野暇徒歩砲兵
Feldgeistlicher, 11ヽ． 軍僧

KRI [ 204 ] KR! 

Kriegsausrustung, f.・
Kriegsbataillon, n. 

Kriegsbaukunst, f.・
Kriegsbedarf, m. 

kriegsbedurfnjsse, pl. ｝ 
kriegsbereit,“か
Kriegsbereitschart. f. 
Kriegsbesatzung, f. 
Ktiegsbeute, f. 
Kriegsbriicke, f.・
Kriegsbudget,,ヽ．
Kriegsdampfer, m. 

Kriegsdampfschifl. ＂. } 

載備
載時編成大朦
築城術

軍需
「セル

出師準備セル。 厭闘準庸
出師準備。駁闘準備
戦峙守備隊
載利品

軍
陸軍定額

軍艦

Kricgsdenkmunze, f.・ 従軍記章 ． 「／）
Kriegsdepartement,、.（allgemeinesー）繕務局（筐軍省
Kricgsdienst, m. 軍務o軍役o兵役
Kriegsehren, pl.. 渾人榮馨o武動
kricgerische Ehren 同上
Kriegsentschadigung, f. 暇争賠償金

Kriegscrklarung.f・｝ 開戦宜告o宜瑕
Kriegseroffnung, f.・
Kriegsctat, "'・ 戦時定員
Kriegsfahrzeug,,ヽ． 軍艦

kriegslertig,叫 慟員9。暇備セル
Kriegsleuer,,ヽ． 弾菓（弾丸、信管、装菓、爆

裂議、信蒙火等／穏得）
Kriegsflagge, /. 

Kriegsllotte, f.・
Kriegsformation, f.・
Kriegsluss,,'‘・

；： 
蝦時編成
載蒋定員 ・
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な特徴である。以下、一部現代日本語に継がれる、そして中国語にも共通でき

ると考えられる語の代表例を示す。 

 Admiral⇒海軍大将 Defensivstellung⇒防御陣地 Einzelfeuer⇒随意射撃。各個射撃 

Konzentrirter⇒集中攻撃 Peloton⇒歩兵小隊 Schlachtordnung⇒戦闘序列。戦隊列次  

 Lehrbataillon⇒教導大隊 Sicherheitsposten⇒警戒哨兵 Tetenabteilung⇒先頭部隊 

 

一方、語構成は上記のものとは同じだが、後の語基を造語要素として複合語

を訳出し、展開する 4 字漢語の例は少ない。そのパターンに相当し、訳出した

複合語が一番多いと見られる語は Batterie の関連訳語であり、Batterie その語自

体は「砲兵中隊、砲台、電池、電槽」に訳されていたが、関連する複合語はほ

とんど「◯◯砲台」の軸語要素になっている（図‐11）。 

図‐11 見出し語 Batterie の関連訳語   

5 字漢語の収録数も少なくない

が、3 字漢語に 2 字漢語が前接す

る形（さらに 2+(2+1)の語構成に

細分もできる）で訳語を表すもの

がもっとも多いと見られ、また品

詞の面では大部分は名詞であると

いうような特徴が明らかである。

以下、一部代表的な例を示す。 

Angriffslinie⇒攻撃方向線 

Eskadronschef⇒騎兵中隊長 

Etappenkommandant⇒兵站司令官 

Fahnenjunker⇒士官候補生 

Feldpostamt⇒野戦郵便局 

Generalkommando⇒軍団司令部 

Hochseetorpedoboot⇒外海水雷艇 

 

『明治期専門術語集』（森岡（1985））に収録された用語の特徴を参照し比

較した上で、こうした 2+(2+1)の語構成に相当するものは 5 字漢語における最

も多いで、一般的な形であると判断できる。もちろん、これらの例とは逆

に、「弾薬盒＋帯革」「後備軍＋将校」「狙撃兵＋大隊」のような 3+2（厳格的

に言うと 2+1+2）構造のものも一定的な数があるが、相対的に少数である。 

6 字漢語はほとんど「機動砲兵中隊」のような 2＋2＋2 構造、あるいは「負

傷兵運搬車」のような 3＋3 の構造に相当するものがほとんどであり、また前

者の数が圧倒的に多いのである。 

その以外、漢字の当て字による音訳語（漢語、音訳語組み合わせの混種語も

- . 
Batterie, f.・ 砲兵中隊。磁壷。電池。電
bedeckte― 掩覆砲壼 L槽
bespannte - 繋駕砲蚤
. bestreichende― 

遊縦動射砲砲蚤壷bewegliche -

direkte― 直射砲蚤
eingegrabene― 低坐地壷
erhohte — 高坐砲壷
fahrende — 乗車砲兵中隊
fliegende — 腑砲兵（古語）
gebrochene― 

直屈射折砲砲壷憂
gerade― 
gesenkte - 低坐砲壷 ．
leichte― 軽砲兵中隊

mas駈rte -―― 蔭蔽砲蛋
mobile - 遊動砲壼
offene― 砲坐砲憂
rasierende― 薙射砥壷
reitende - 騎砲兵中隊
s抱eformige - 鋸歯砲蚤
sc;hiefe― 斜射砲壷
schrage― 同上
schwere - 重砲兵中隊
schwimmende - 浮砲壷
senkrechte - 直射砲壷
stehende― 永久砲壷
uberbaute - 盲障砲斎
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含む）、カタカナ語はもちろんあるが、その数は漢語より遥かに少ない、全部合

わせても僅か数十語であり、またほとんどは固有名詞である。以下、一部例示

する。 

Kosak⇒胡索
コザック

兵 Janitscharen⇒土耳其ノ近衛兵 Fregatte⇒弗列厦艦。三本檀ノ軍艦38 

Chassepotgewehr⇒シヤスポー銃（佛國ノ） Mausergewehr⇒「モーゼル」銃 

Wootzsthl⇒印度鋼 Zar⇒露西亜皇帝  

 

 また、号令などの表現もすでに語彙だけの範疇ではなく、短語や慣用句に近

い存在であるため、単純な漢語訳ではなく、和語や混種語に訳される場合もあ

る。たとえば links の関連訳語では以下のように訳されている。 

  Links⇒左ニ Links abmarschiert!⇒左向ケ進メ！ Links geschlossen! ⇒左へ約メ！ 

  Links um! ⇒左向ケ左！ Links brechtab! ⇒左へ開ケ！ Links Front! ⇒左向ケ！ 

Links richtetEuch！⇒左へ準へ！ 

 

 一方、中国語におけるこのような 4 字漢語、5 字漢語の語構成による造語現

象については、朱（2008）に主張されたように、清末までに複合の形（2+2）で

四字語を構成する造語意識が確立されていないため、こうした 4 字漢語はごく

一部を除いて、ほとんど日本から輸入した和製漢語であると確信する。また、

それまでにおける中国語の 4 字以上の語連結で表現されるものは、「明治期の

日本語では四字漢語の形に圧縮されて、語として定着させたのである」（例：君

主之専制⇒君主専制 財政之改革⇒財政改革）39という。よって、上記におけ

る「戦闘序列」、「先頭部隊」のような語例は「戦闘の序列」、「先頭の部隊」か

ら由来したと簡単に想像できるが、「防御陣地」、「警戒哨兵」の方では、恐らく

「防御のための陣地⇒防御の陣地＝防御陣地」、「警戒のための哨兵⇒警戒の哨

兵＝警戒哨兵」のような変化過程があって中国語に定着しただろう。 

 以上のように、まず 2 字漢語が圧倒的に多数であり、4 字、5 字漢語もほぼ

それを基本造語要素としていてできた複合語であるため、1 字漢語または和語

などを独立した造語要素とした語構成がほぼ取っていないと判断され、その造

語パターンは第一部における『海上』の語例に比べるとより安定的な傾向であ

ろう。また、前述の森岡（1985）や朱（2008）の語例との比較により、これは

明治当時他分野にも見える共通の造語パターンでもあると確信する。つまり、

漢語の語構成から見れば、当辞書における訳語の造語パターン 

                             
38 英語の Frigate に相当、つまりフリゲ‐ト艦である（筆者注）。 
39 朱（2008）5.『清議報』にある四字語（p.138）より。また、本来の日本語原義ならば、「財政を改革

する」、「門戸を開放する」に解釈された方が正しい語もあるが、中国語の文法構造とは異なり、このよ

うな述語を後置する語は違和感を生ずるため、上記のような「之」によって連結する解釈法に移行し、

それによって日中両言語構造上のずれが解消された、というようなことも指摘されている。 
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は他の分野の専門用語と同様のあり方をしているとも言える。 

 

3.5『独和兵語辞書』収録語彙の訳語としての位置付け 

 前節に挙げた語例からも反映されたように、当『独和』に収録されている用

語の語種自体、また複合語の造語成分この両者ども、2 字漢語の割合が圧倒的

に高い。これは、第一章最後にも述べた通り、漢語の造語力が強いという利点

があるほか、中国古来の漢学、兵学思想とそれに関わる漢籍兵書の影響から脱

却されていない事情も窺える。 

 当『独和』からは、一部現代日本語とは使われていない古い表現、あるいは

近世中国語由来のものを使っていた訳語が発見できる、これこそ上記の影響の

存在を実証したと思われる。例： 

Befriedigung⇒圍牆  Bombe⇒炐彈 Cernierung⇒圍繞 Feldkessel⇒飯盒   

Kundschafter⇒間諜、細作、捜索兵 Rakete⇒火箭 Registrator⇒主簿、記録掛   

  Succurs⇒幇助、援兵 Wartturm⇒望楼 

 

上記の語例はほぼ全て（捜索兵、記録掛のような三字語を除く）古代中国文

献に発見できる語であり、近世中国伝来の兵学書あるいは白話小説から継承し

た語である可能性が高い。たとえば Rakete はつまり英語の Rocket に相当する

ものであり、現代日本語は専ら音訳の「ロケット」に訳すことが普通であるが、

当時では「火箭」という漢語を以て当てはまることは明治中期までにおいて漢

語多用の時代背景も反映しているが、後に「ロケット」の音訳が多用になると

ともに衰退、淘汰されたのであろう（一方、現代中国語では Rocket＝「火箭」

の訳がほぼ固定的で、一貫している）。また、「幇助」の語例もそれと同様で、

現代中国語では「助ける」の意味から広い範囲で使われていることに対し、現

代日本語では「犯罪幇助」のようなほぼ法律分野にしか見られない、意味範囲

はかなり限定されているからである。一方、「細作」、「主簿」は「間諜」、「捜索

兵」、「記録掛」のような現代日本語の視点から見ればより通俗で理解しやすい

表現と併記されたが、この二語自体は同じ古語で、現代日本語、中国語とも馴

染めない「異物」的なような存在であろう。しかし、前述における明治から第

二次世界大戦敗戦まで全時期にわたる「漢学の祖型から脱却することがない日

本兵学」点を思い出せば、むしろ、「この明治中期という和製漢語も多く造出さ

れた時代に至っても、軍事分野の翻訳語は依然として中国由来の旧漢語を多く

流用し、訳語として活用する」ということを実証しただろう。 

 そして、「望楼」という語はもともと一種の中国古代兵器の名称から由来する

ものであり、「遠くを見渡すためのやぐら」という意味から Wartturm（英語の

watchtower にも相当）における「監視塔」の用途に共通しているため、訳語と
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して流用されたと思われる。しかし、現代日中両言語の軍事専門術語の視点か

ら見れば、この「望楼」はやや馴染まない、恐らく軍事史の関連用語以外には

使う道がない廃語となったというようなイメージが強い。これとは同様に、明

治当時の時代背景を強く反映し、その時期あるいはより古い時代の軍に特有な

もの、特に装備品などを表す語例は以下のようなものが挙げられる： 

   Bauchgurt⇒肚帯(乗馬ノ)  Bauchriemen⇒肚帯(挽馬ノ)  

Bettung⇒砲床,基匡(石橋等ノ)  Brustharnisch⇒胸甲 Halsring⇒頸圏  

Fechtmaske⇒面鎧 Jalon⇒標旗、標桿  

  Lancier⇒鎗兵 Pikenier⇒鎗兵 Prolonge⇒拉縄   

 

 上記の語例からは、まず「面鎧」、「胸甲」、「鎗兵」この 2 語は文字通りそれ

ぞれ古代武具である「顔面を守る鎧」、「胸当て」そして「槍使い」の意味を表

す語であり、前述の「望楼」と同じ現代語では軍事史用語しか使われていない

ことが明白である。ただ、同じ火器はすでに発達、刀槍と甲冑がすでに過去の

ものになった明治においては、恐らく江戸期の残存影響はまだ忘れ去られてい

ないため、この二語のような既に淘汰された冷兵器を表すものも依然軍事専門

知識として扱いられ、訳語収録範囲の一部になったのであろう。そのほか、「肚

帯」、「頸圏」、「拉縄」もそれぞれ軍馬と（当時の）火砲の関連部品名であるが、

いずれ後の時代における騎兵の衰退と火砲技術の革新によって淘汰されたた

め、それに関連する語彙も廃語になった、現代の辞書からはめったに見られな

いのであろう。これらの語例は、いずれも第一部に検証した『海上』の語彙か

ら反映された現象、また前述に引用した片岡（1989）の「馬具や大砲の部品の

名など、技術が変われば、死語になってしまう言葉が多かった」に相当したも

のと考えられる。つまり、どんな時代に至っても、技術や部品などを表す専門

用語は、専門すれば専門するほどその時代に左右、限定されやすく、またその

専門のため一般社会にも認識され難く、結局時代が進むと共に忘れ去られた死

語となった。これに対して、同じ兵器名、道具名ではあるが、「重砲」、「砲弾」、

「軍艦」のような大まかなカテゴリー分類用語や「榴弾」、「銃剣」のような現

代においても依然使用されている兵器名は特にその影響を受けず、また一般社

会にもある程度認識されているため、今日においても引き続き多く残られてい

て、広く使われていたのである。 

 前述の『海上』の訳語についても 2.3 節に述べた通り、むしろ上記のものに

相当する「技術面」と「兵器自体」関連のものを中心とした特徴が反映されて

いる。これに対して、当『独和』では、それとは別に、「軍事制度」および「戦

術思想」に関する訳語の収録が大幅に増加されたのがはっきりである。これは、

日本近代兵学の発展過程において、幕末最初期からの単なる「西洋兵器とその
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使用法」に対する関心から「軍隊を運用、指揮する戦略、戦術」、さらに「軍制

度全般」への理解、吸収段階を経て、遂に完成に近いことを表しており、前述

における明治政府の富国強兵策によっていち早く西洋の近代的な軍事制度を

導入、整備した成果でもあろう。 

 また、『海上』の訳語と同じように、当『独和』においても、上記の「軍事制

度」および「戦術思想」に関する訳語は引き続き漢籍などから継承された伝統

漢語が大きな割合を占めている特徴を反映している。ただし、ここには、翻訳

語として一つ重要な問題点も現れている。これは、既存の漢語（漢籍語、唐話

語彙また近世早期の中国の翻訳語）を使って新概念に当てはめる時には画然と

表現できない場合の対応手段である。特に、戦術動作などの抽象概念を表す動

詞の場合がその傾向が著しい。 

表‐8 『独和』に収録された「襲撃」の関連訳語 

見出し 和訳 見出し  和訳 

Anfall 襲撃、衝撃 anfallen 襲撃スル 

Attake 襲撃、攻撃 attakieren 襲撃スル、攻撃スル 

Charge 
貨物、装載、官職、爵位、

襲撃、襲撃信号 
chargieren 

載貨スル、装填スル、襲撃ス

ル 

Entreprise 企図、計書、軍務、襲撃 Sturm 暴風、暴動、襲撃、進撃 

stürmen 進撃スル、襲撃スル Sturmlaufen  進撃、襲撃 

Überfall 奇襲、襲撃 überraschen 奇襲スル、襲フ、襲撃スル 

 

 表‐8 に載せた通り、多くのドイツ語の概念を同じ漢語である「襲撃」を以

て翻訳されており、これを整理すると、「襲撃」、「襲撃スル」はそれぞれ以下の

ような異なるドイツ語の見出しに対応されていることを明らかにした。 

襲撃：Anfall、Attake、Charge、Entreprise、Sturm、Überfall 

襲撃スル：anfallen、attakieren、chargieren、stürmen、Sturmlaufen、überraschen 

同じ表‐8 からも見られるのが、「攻撃」という語もよく「襲撃」と併用され

ていることである。しかし、この「攻撃」さらに以下のようなドイツ語の概念

にも対応されていて、またその場合は同時に「打撃」、「進撃」のような語との

併用も可能であり、その類義語範囲がさらに拡大されていくのであろう（表‐

9）。 

表‐9 『独和』に収録された「攻撃」の関連訳語 

見出し 和訳 見出し  和訳 

Aggression 攻撃 Angriff 攻撃 

Attake 襲撃、攻撃 attakieren 襲撃スル、攻撃スル 

augreifen 攻撃スル berennen 攻撃スル、侵襲スル 

Coup 打撃、攻撃 einstürmen 乱入スル、攻撃スル、進撃スル 
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 こうしたように、上記の「攻撃」、「襲撃」とは関連に、「攻撃」、「襲撃」、「衝

撃」、「暴動」、「進撃」、「奇襲」、「侵襲」、「打撃」、「乱入」など大量な類義語群

が発生している。さらに、現代語の視点から見れば関連性が薄い、この二語の

類義語とは思われない「暴風」、「企図」、「計書」、「軍務」、「載貨」、「装填」も

含まれている。要するに、一つの外国語概念に多数の漢語で対応する場合があ

れば、逆に多くの異なる外国語を同じ漢語に訳された場合もある、一見概念の

整理がまだ十分ではなく，意味上の精密さに欠けている特徴が見える。 

 上記のような問題について、沈国威氏の主張は「明治期において，大量の外

来新概念に対しては訳語を考案しなければならないが，短時間内に正確に対応

しきれない場合もあるだろう。特に動詞、形容詞の場合，文脈、文体に基づき

最もふさわしい語が求められる傾向があり，そのため，一つの外来概念に対し

複数の漢字訳語が用意されるのが普通である」とある。40 

つまり，類義漢語が多く存在することにより，単語同士の縄張り争いが生じ，

意味用法上の棲み分けが発生し、棲み分けの発生によって，語の意味範囲が狭

められ、物事の精密描写により適した。これがまた厳密に定義を施さなければ

ならない学術用語，専門用語の特徴でもある41。 

しかし、後に外国語に対する理解力の向上および翻訳方法の整備によって，

類語の棲み分けが次第に形成されていくと思われる。本章 2 節にも触れた当

『独和』の同作者である高田が後の 1909 年に編纂した『和独』との比較によ

ってその傾向がはっきり見える。 

表‐10 は『独和』と『和独』両辞書における前述の「攻撃」、「襲撃」二語の

関連条目を参照しながら、そのドイツ語との対応する訳を統計整理し、振り分

けた結果を示したものである。 

表‐10 『独和』と『和独』における「攻撃」、「襲撃」のドイツ語対応の一覧 

 『独和兵語辞書』（1899） 『和独兵語辞彙』（1909） 

攻撃 Aggression、Angriff、Attake、Coup Angriff,Anlauf 

攻撃スル attakieren、augreifen、berennen、einstürmen augreifen，anlaufen 

襲撃 Anfall、Attake、Charge、Entreprise、Sturm、

Überfall 

Überfall、überraschender 

襲撃スル anfallen、attakieren、chargieren、stürmen、

Sturmlaufen、überraschen 

Attackieren 、 überraschen 、

überraschend angreifen 

 

表の左のように、『独和』は、多くのドイツ語概念の和訳語として、それぞれ

「攻撃」と「襲撃」二語を以て和訳していることが明らかである。一見概念の

区別がはっきりしていない、精密さが欠如であることに対し、右の『和独』で

                             
40 沈国威氏のご教示による。 
41 沈（2017）三，語彙体系の近代化と基本語化（p.56～57）より。 
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は、「攻撃」の独訳に Angriff,Anlauf，augreifen、anlaufen のみ保留されていて、

『独和』に見られるほかの多くの対応が使用されていない。「襲撃」に関して

も、Überfall、überraschen 関連の訳のみ『独和』と一致している。 

また、『独和』からにしては同じ「襲撃」の独訳としても通用できる Angriff 、

Sturm、Überfall などに対し、『和独』では、それぞれ以下のように別の漢語を用

意して訳し分けている（表‐11）。 

表‐11『独和』と『和独』における Sturm、Überfall の関連訳語比較 

 辞書の見出し 和訳/独訳（一部抜粋） 

『独和兵語辞書』

（1899） 

Anfall 襲撃、衝撃 

anfallen 襲撃スル 

Sturm 暴風、暴動、襲撃、進撃 

Sturmlaufen 進撃、襲撃 

Überfall 奇襲、襲撃 

überraschen 奇襲スル、襲フ、襲撃スル 

『和独兵語辞彙』

（1909） 

Kyushu 急襲 Plötzlicher Angriff、Überfall、Überraschung 

Shugeki 襲撃 Überfall、überraschender 

‐suru ‐スル Attackieren、überraschen、 

überraschend angreifen 

Kishu 奇襲 Überfall、Überraschung、überraschender Angriff 

‐suru ‐スル überraschen、Überfallen、Überrumpeln 

Shigeki 進撃 Sturm、Ansturm、Anlauf 

Shinshu 進襲 Sturm 

 

表‐11 に示したように、『和独』における「襲撃」の独訳は、Überfall、

überraschender のみ保留されていて、『独和』に使われていた Sturm との対応は

調整され、「進撃」、「進襲」の対訳語になった。また、Angriff も Überfall、

Überraschung とは併用されるながら、新たに Plötzlicher Angriff の短語として、

急襲の対訳語として用いられていた。ただし、「襲撃」のもう一つの類義語であ

る「奇襲」の方は、依然として同じ独訳である Überfall、überraschen に対応さ

れることも確認できる。「襲撃」、「奇襲」両者の意味において、同じ「不意をつ

いて攻めること」というような類似部分を持つためであろう。これも、漢語の

具体的な意味を考慮し、もっとも近いものだけを同じ外国語の概念に対応させ

る工夫をした結果であると言えよう。 

そして、同じ抽象的な戦術概念に相当する「戦闘」の関連語彙からも、上記

のような特徴が観察される。『独和』における「戦闘」に対応するドイツ語項目、

およびこの「戦闘」と併記する類義語に関する『和独』の記述と合わせて整理

した結果は、表‐12 の通りである。 
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表‐12 『独和』と『和独』における「戦闘」の関連訳語比較 

『独和兵語辞書』（1899） 『和独兵語辞彙』（1909） 

Aktion 戦闘 戦闘 Gefecht、Kampf、Treffen 

Affaire 事件、戦闘、小戦 小戦 Scharmützel、Kleinkrieg、 

Kleins Gefecht Gefecht 戦闘、小戦 

fechten 戦闘スル、撃剣スル 撃剣 fechten 

Kampf 交戦、戦闘 交戦 Kriegfühung 

kämpfen 格闘スル、戦闘スル、交戦ス

ル 

交戦スル ein Schlacht schlagen 

格闘（戦） Handgemenge 

scharmützeln 戦闘スル、小闘スル 戦闘スル sich schlagen、 

in ein Gefechttreten 

Scharmüztzel 小闘、戦闘 小闘 Scharmüztzel、 

kleines Gefecht 

Streit 喧嘩、争論、争闘、戦闘 争闘 Kampf 

streiten 喧嘩スル、争論スル、争闘ス

ル、戦闘スル 

争闘スル kämpfen 

  

表の左に示した通り、『独和』において、多くのドイツ語の概念に対して、同

じく「戦闘」という漢語を使い、置き換えていていたことが確認できる。その

同時に、現代語の視点で言えば別意味になる「小戦」、「撃剣」、「交戦」、「格闘」、

「小闘」、「喧嘩」、「争闘」なども併記しており、訳し分けがあいまいなことが

看取できる。これに対し、右の『和独』においては、1 漢語対 1 ドイツ語のよ

うな 100％厳密的な区分には至らないが、『独和』と比べて少なくとも意味がよ

り厳密に定義されたことがはっきり分かる。 

たとえば、「小戦」の関連訳から見ると、『独和』は Affaire、Gefecht の訳語と

して使われていてことが確認できる。しかし Affaire、Gefecht の現代日本語訳

はむしろそれぞれ「事件」、「戦闘」という異なる概念に相当しており、「小戦」、

つまり「小さな戦闘」の意味が含まれていないと思われる。これに対して、『和

独』の方では、Scharmützel（現代日本語で言えば「小競り合い」の意味に相当）

のほか、Kleinkrieg、 Kleins Gefecht を以て対応し、それぞれ「小さな」＋「戦

争」、「小さな」＋「戦闘」の意味を強調し、より正確な概念内容を表したこと

が確認できる。 

 以上のような現象をめぐる研究結果としては、田中（2013）が挙げられる。

当田中（2013）は「あらわす」、「あらわれる」の漢語類義語である「実現」、「表

現」、「出現」、「発見」などの例を挙げ、その使用率および意味の変化の分析が

なされている。その意味区分問題に対して 

 

  明治前期から中期にかけては、近代化の流れの中で非常に多くの漢語が、書き言葉に
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動員されていきます。（中略）口語体書き言葉が成立していき、多くの人に受け入れら

れる読みやすい文章が必要とされるようになると、使用される語彙の範囲も限定されて

いき、当初あった多くの漢語の中から真に必要とされるものが絞られていったのでしょ

う42。 

 

という意見を述べている。つまり、前述と同じ通り、類義漢語の多く存在す

ることにより意味範囲の設定に縄張り争いが生じたため、以降における翻訳に

際してもより精密な訳し分けが求められ、現代語における意味の棲み分け現象

に繋がるのであろう。 

 この第二部のはじまり部分にものべた通り、1880 年代以降、当『独和』のよ

うな「兵語辞典」、つまり軍事用語を収録する専門辞書が多く編纂出版された。

これは後の時代の翻訳方法の整備、そして前述のような既存訳語の再構築にお

ける重要な出来事の一環だと思われる。前述の沈（2017）の主張に相当する「専

門用語は厳密に定義を施す必要がある」という原則に基づき、『独和』のような

専門辞書が起用していた漢語は、後により厳格に再定義と区分の必要性が高く

なることが想像される。後に日本語語彙を出発点とする『和独』のような兵語

辞典の編纂にも繋がり、またそれによる訳語の意味を再確認と語彙体系の再構

築が行われ、本日に見える現代日本語、そして中国語の意味用法に辿る経緯に

ついても検証必要があるため、また次の第 4 章において展開していきたい。 

3.6『独和兵語辞書』の訳語における中国語への影響 

 本章 3.1 節にも述べた通り、中国の『徳華大字典』（1920）（以下『徳華』に

略す）も当『独和』から訳語を多く参照し、中国語として取り入れた一面があ

るため、本節はそれについて検証してみよう。 

 ここで、まず『徳華』の書誌情報について簡単に紹介する（ただし、紙幅の

関係で、『独和』に対するような具体的な解題とその収録語についての論述は省

略。この問題については今後また別稿を用意して述べる）。 

 当『徳華』は 1920 年（中華民国 9 年） 1 月にて中国の商務印書館により発

刊（初版）されたドイツ語と中国語との対訳辞書である。発表者所持したのは

1933 年（民国 22 年）3 月発刊の「縮本初版」（サイズ：縦 15×横 10）であるが、

印刷頁全体が縮小される以外の変更、内容の増減は特にないと判断される。そ

の本文は 1289 頁で、さらに各種の略字表や符号解説表などの付録は 48 頁があ

る。本文の前はドイツ語の書名が書かれた頁、中国語に書かれた使用説明に当

たる「例言」の頁（図‐12）、さらに品詞/分野別の「略字解」（図‐12 と図‐13）

がそれぞれある。 

                             
42
 田中（2013）第 4 章 言葉の縄張り争い（p.158）より。 
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図‐12 『徳華大字典』の「例言」の頁と品詞に関する説明である「略字解」の頁 

 

 

図‐13『徳華大字典』の用語分野に関する説明である「略字解」の頁 
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 図‐13 に示した内容から見ると、当『徳華』の語彙収録に基準に関しては、

専門を問わず各分野の用語を網羅した大型の総合辞典であることがほぼ疑え

ないと判断できよう。 

図‐14『徳華大字典』の奥付の頁 

 そして、最後の奥付（図‐14）には初版/

縮本版におけるそれぞれの発刊年月、本書

の販売価格、編者は瞿侃、黄巽、余雲岫三

名であること、および印刷者と発刊所に関

する情報が記されている。 

 そこで、まず 3.4 節に例挙した『独和』に

おいて最も多くの複合語を掲出した見出し

項目である Feld‐とKrieg‐この二語について

検証してみよう。 

 『徳華』における Feld と Krieg の見出し

項目を参照しながら、そこから『独和』に

おいての訳語との一致する部分を掲出する

と、以下のようである43。 

Feld‐armee,野戰軍 ‐artillerie,野戰礮兵 ‐batterie,野戰炮兵中隊 

‐brückenbau,戰地架橋，野戰架橋 ‐hospital,野戰病院 ‐herrnkunst,戰略 

‐geschrei,1 吶喊，鬥聲，2 暗號，答號 ‐infanterie,野戰步兵 ‐jäger,遊獵者，野戰獵兵  

‐lager,野營 ‐kessel,軍用鍋，飯盒 ‐marschall,元帥，大將 ‐mörser,野戰臼礮 

‐polizei,野戰警察 ‐schlacht,野戰 ‐schanze,野堡，戰地堡壘 ‐telegraph,野戰電信，軍電  

‐telegraphenabteilung,野戰電信隊 ‐truppen,野戰軍隊   

 

Krieg‐führung,1 戰術,兵法 2 用兵 3 交戰 

Kriegs‐dienst,軍務,兵役 ‐erklärung,宣戰 ‐eröffnung,開戰 ‐feuer,兵火,彈藥    

‐Kriegs‐flagge,軍旗 ‐flotte,艦隊 ‐gefährte,戰友 ‐gesetz,軍律,軍制 ‐heer,軍勢,軍隊 

‐lied,軍歌 ‐musik,軍樂 ‐schauplatz,戰場，戰地 ‐schiff,軍艦 ‐waffe,兵器  

‐wissenschaft,兵學,軍事學 –zeit,戰時 ‐zucht,軍規，軍紀 ‐zug,遠征,出征,出師 

 

以上二語において、一部少数の関連語訳は中国語独自の語釈が追加される以

外、ほかの大半が『独和』の漢語訳と一致していることが確認され、前者から

訳語を参考、取り入れていたことは疑えないであろう。また、関連する複合語

は一致しているものが多いものの、Feld と Krieg 二語自体の訳をもう一回確認

すると、下記のような異なる部分も確認できる。 

                             
43 下線の部分は見出し項目こそ『独和』に一致しているものの、その部分の語釈自体は『徳華』のみ

見られるもので、新たに追加された中国語特有な語義付けに見られる。つまり「完全一致」になってい

ないものに相当する項目。（筆者注記） 
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Feld 田。畝。野。野戦。野外 

Krieg 戦争。戦役 

以上『独和兵語辞書』より 

Feld,1 田野,郊野,平原,田地 2 戰場 3 地面 4 区劃 

Krieg, 1 戰爭,戰役,爭闘,交戰 2 爭論,喧嘩 

以上『徳華大字典』より 

 

 このように、Krieg における「戰爭,戰役」の部分以外は、全て中国語独自の

理解で加えた語釈である点が特に興味深い。以上のような特徴をめぐって、3.4

節に述べた「ドイツ語の造語力」に関する特徴と合わせて分析してみよう。両

辞書における記述を比較するより、以下のような現象を明らかにした。 

 ドイツ語の原語が複合語である場合、語が長ければ長いほど、その漢語訳の

一致率が高い。特に、前述に言う「修飾部＋主要部」構造の名詞類がそのケー

スに相当するものが多いのである。その代表例として以下のようなものが挙げ

られる（表‐13）。 

表‐13 『独和』、『徳華』両辞書おける完全一致の訳語例とその語構成の分析 

見出し語 対応する漢訳 構成要素 

Geschossbahn 弾道 Geschoss（弾丸）+bahn（軌道） 

Landesverteidigung 国防 Landes（土地の、国土の）+verteidigung（防御） 

Landmiliz 民兵 Land（土地、地方）+ miliz（民兵） 

Pulvermine 地雷 Pulver（火薬、粉末）+mine（地雷） 

Schanzwehr 堡塁 Schanz（城塞、砦）+wehr（防衛、守備） 

Militärarzt 軍医 Militär（軍事の、軍隊の）+arzt（医者、医師） 

Schifffahrt 航海 Schiff（船舶）+fahrt（渡航、運航） 

Vollgeschoss 実弾 Vollges（完全な、丸ごとの）+choss（発砲） 

 

 表の通り、「堡塁」、「航海」この二語はある程度の意味解析と想像が必要であ

る「意訳」のケースに相当するが、そのほか全ては意味構造が一目瞭然でわか

る「直訳」である。これらの語例はむしろ前掲の Feld と Krieg 二語の関連語か

ら見られる特徴と同じ、つまり同じ二字漢語ではあるものの、ドイツ語原語は

複合語のためその語構成が複雑で意味の専門性と排他性も高いと考えられる。

そのため、より精密な語義付けが求められ、翻訳の際に対応できる漢語に関す

る選択肢も少なくなり、よって日本語から訳語を借用するのが一つ便利の手段

として活用され、上記のような訳語の一致率が高い理由となるだろう。 

 これに対し、同じ名詞ではあるものの、複合語ではない短い単語、特に 2 章

にも述べた「実物ではない抽象概念」を表すドイツ語は、既存の中国語語彙、

つまり漢籍語、あるいは近世中国語からもそれに相当するものが多いため、『独
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和』から訳語を参考、流用する同時に、中国語独自の理解で解釈も加えたこと

が多いのである（表‐14）。これらの語は恐らく表‐13 に相当する「専門性の

高いもの」と比べるとより理解されやすいため、中国語特有の語彙から訳語を

選択し、『独和』の訳と併記していただろう。もちろん、こうした「本土化」の

訳語はより近代中国語の新語として普及されやすく、今日の中国語に普及され

る傾向も高いだと考えられる。 

表‐14 『徳華』より新たな語訳が多く追加された名詞語類 

見出し語 『独和』と一致する語訳 『徳華』より追加する独自の語訳 

Etappe 兵站 驛站 

Kaserne 兵營 兵房 

Schiess‐bedarf, 弾薬 軍火、軍器 

Adjutant 副官 副將 

Offizier 將校 官吏、武官、軍官 

Heerwesen 軍制 軍務 

Taktik 戦術 戰法、戰策、兵學 

そして、動詞関連語の場合では中国独自の語義付けがさらに多いと思われる。

同じ前節に論述した「戦闘」の語例をもう一回取り上げて見よう。『徳華』にお

いて、それらと同じ見出し語としている項目を探しだし、比較整理すれば、表

‐15 のような結果である。 

表‐15 『徳華』より新たな語訳が多く追加された「戦闘」の関連訳語 

見出し語 『独和』と一致する語訳 『徳華』より追加する独自の語訳 

Angriff 攻撃 侵襲、誹謗、把手、柄開始、端緒 

Aktion 

(Schlacht) 

戦闘 動作、行動、作用、戰、役、訴訟 

fechten 戰闘、撃剣 爭鬥，比武 

Gefecht 戦闘、小戦 戦、戦争、格闘 

Kampf 交戦、戦闘 爭論、喧嘩、爭闘、格闘、奮進、奮往 

Krieg 戦争、戦役 爭闘、交戦、争論、喧嘩 

Sturm 暴風、暴動、襲撃、進撃 大風雨、暴風雪、暴風雨、狂風、大風、旋風、

風潮、騒動、騒乱、衝撃、撲撃、急襲 

Scharmüztzel 小闘、戦闘 小戰 

Schlacht 合戦、会戦 役、戦争、交戦、屠殺 

Streit 喧嘩、爭論、爭闘、戦闘 反目、嫌隙、絕交、爭端、不和、口角、辯駁、

舌戰、辯論、爭辯、競爭、衝突 

streiten 喧嘩、爭論、爭闘、戦闘 戰、爭、討論、訴訟、輿訟、涉訟、訟獄、唆訟 

überfallen 奇襲、襲撃 不意之攻撃、突然攻撃、侵入、侵伐 

 

 以上のように、これら「戦闘」の関連訳語において、『徳華』の訳はいずれも
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『独和』の訳と一致したものが持つほか、中国独自の語義付けが多く追加され

たのがその特徴である。表‐12 に掲出した『和独』の語例から窺える、意味の

棲み分けによる訳語の再構築現象とは異なり、『徳華』の方は発刊年代が遅いに

も関わらず、逆により多くの訳語を一つの見出し語に対応させ、あるいは異な

る見出し語を同じ漢訳に対応させたことが多い。 

もちろん、新たな中国語独自の理解で語義付けは追加されたものの、上記の

特徴とは逆に、『独和』の訳語に対して、その追加された中国語訳より原義が細

分化による意味が再構築された例もある（表‐16）。 

表‐16 に掲出した「工作」と「工廠」この二語がこの一例である。まず『独

和』において、工作は bauen の訳語として扱われて、「建築スル」との同義語と

して使われていることが分かる。一方『徳華』においては、bauen のほかに Arbeit、

Werk の訳語としても使われており、つまり現代中国語に通用する「工作」＝

「仕事」のような意味への対応であろう。 

表‐16 『徳華』における「工作」と「工廠」の関連訳語 

 『独和』の記述 『徳華』の記述 

工作 bauen 建築スル、工作ス

ル、耕ス 

Arbeit,工作，用功，勞役，力役，職業，2 著

作，作成之物，活，3 動作，變動，   

bauen,1 建築，2 耕種，3 採掘 

Werk,1 動作，活動，2 行為，所行，3 事業，4

書籍，著作物，5 工作，工夫, 6 工廠，工場 

工廠 Arsenal 武庫、工廠 Arsenal,兵工廠，武庫 

Zeughaus 武庫、工廠 Zeug‐haus,1 倉庫，2 軍械局 

Werk,1 動作，活動，2 行為，所行，3 事業，4

書籍，著作物，5 工作，工夫，6 工廠，工場 

 

そして、「工廠」の場合、『独和』においては Arsenal と Zeughaus の訳語とし

て扱われて、つまり武器庫、武器工場の意味に理解している。これに対して、

『徳華』においては、そのほかに Werk の訳語としても通用できるようになっ

ている。つまり「工作場」、「工場」の意味が新たに付与されたのが明らかであ

る。現代中国語の「工廠」は、むしろ Werk の意味である「工作場」、「工場」が

メイン意味として強調されるため、恐らく Arsenal、Zeughaus に対応する部分、

つまり「兵工廠」としての意味が衰退、意味範囲の縮小される一面もあると窺

える。また、これによって、日本語の「工廠」とは完全なる同形異義語になる

と考えられる44。 

以上のような現象に対し、一見『徳華』の訳語は整理が足らず、精密さを欠

                             
44当の「工廠」の意味変化について、第三部の第 9 章においてその詳細経緯を検証する。（筆者注記） 
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けているに見える。またこれは『独和』の欠点部分を受け継がれ、影響されて

いる可能性もあると連想されるが、辞書自体の性格が異なることも考えなけれ

ばならない。つまり、『独和兵語辞書』と『和独兵語辞彙』は軍事用語を収録と

する専門辞書であるため、軍事理論とリンクされていて、その定義付けに厳格

さと精密さが求められている。また特に後者は「和独」という銘打で日本語の

語彙を見出しとしている以上、漢語としての概念区分はさらに強調される点無

視できないため、前述のような棲み分け現象が多く確認できる。 

これに対して、『徳華大字典』は大型の総合辞典であるため、全面的、包括的

な語義付けが求められていたからである。たとえば表‐15 にも例示された

Sturm の訳語に「大風雨」、「暴風雪」、「暴風雨」の追加、また streiten の訳語に

「訴訟」、「輿訟」、「涉訟」、「訟獄」、「唆訟」などの追加については、それぞれ

軍事専門分野とは関係の薄い自然科学と法律分野関係の専門用語であろう。3.1

節に引用した陳（2001）の指摘、つまりほか三冊の日本辞書である『独和字典

大全』、『独和新辞書』、『独和大字典』も多く参照した説から推測すると、恐ら

くそちらから取り入れた可能性も高いだろう。 

いずれにせよ、多くの訳語が同じ記述部分が確認されるため、『独和』から訳

語を確実に参考し、多く借用したことはほぼ疑えないである。もちろん、『徳

華』に収録されることを実証しただけでは、これらの語における後の中国語と

しての展開、定着についての全体状況の把握にはなってない。それぞれの訳語

の出自や意味の変遷過程、また日中現代語として使用状況を明らかにするため

には、更なる詳細な語誌調査が必要である。そのため、次章における「日本語

兵語辞書類」を以て、すでに明治の近代日本語語彙として活用された語例を検

証範囲として設定し、これらの軍事用語はいかにして日中共通語になっていっ

たのか、また後の使用状況の変遷はどうであるのかという、造語と伝播のパタ

ーンについて検証と論述を展開してみる。 

 

3.7 まとめ 

 本章は『独和兵語辞書』所収漢語の代表例を取り上げ、その訳語としての特

徴およびその後の対応変化について調査考察を行った。これによって、一部の

訳語に関する訳成パターンを解明した。特に、ドイツ語と漢語は同じ強い造語

力を持つ、「漢字+漢字」、「単語+単語」で簡単に新語が成立できるというよう

な共通点があるため、ドイツ語より漢語に訳す時は簡単に転換できるため、多

くの新漢語がこの方法によって訳成されたと判断できる。 

同じように、語と語の接合により新たな四字漢語、五字漢語の複合語の訳成

も通用できる。さらに、こうやって成立した複合語は、特に「修飾部＋主要部」
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のような中国語に言う「偏正構造」に当たる名詞が多いのがその特徴である。 

また、日中両言語間における漢字文化が共通されるため、中国語もその影響

を受け、上記のような方法を流用し、日本語から新漢語を受け入れたことも想

像できる。前述における「中国の翻訳語において、人文科学分野の訳語の整備

が遅れていた」ことと、日本は中国より早い時期で「近代軍事制度確立、およ

びその概念用語整備」が完成させたという歴史背景も照らし合わせ、今日の日

中間に至っても多く通用できる軍事分野の新漢語語彙は近代日本によって先

に翻訳、整備によって体系化され、その後に中国語へも借用されたというよう

な経緯があることが一層確信できる。 

 また、訳語の成立から意味細分化、体系化までのルートについては、主に以

下のように概括できる： 

 ①明治期（特にその初期）は大量の外来新概念に対しては訳語を考案が必要

のため、多くの新漢語が訳成された。軍事分野において、戦術行動や制度など

抽象的な概念の用語は中国古典語から相当するものも多くあるため、そこから

流用されるのも普通である。 

 ②しかし、既存の漢語を使って新概念に当てはめる時には画然と表現できな

い時がある。特に動詞、形容詞の場合がその傾向が著しい。軍事用語のような

学術専門用語は、用語の定義付けに厳格さと精密さがもちろん求められないと

いけないが、短時間内では正確に対応しきれない場合もある。 

 ③当面の手段としては一つの外来概念が複数の漢語と緩やかな対応関係を

作る、それよって多くの類義語も発生していた。類義漢語が多くなるため、単

語同士の縄張り争いが生じ，意味用法上の棲み分けが必要となる。 

 ④外国語に対する理解力の向上および翻訳方法の整備によって、類義語の棲

み分けによる意味の再構築が進められた。これによって、語の意味範囲が元来

の意味より縮小となり、外国語概念への精確な対応が可能となる。また、この

訳語の再構築により、近代専門用語としての軍事用語語彙の体系化もほぼ完成

となり、今日のような意味用法に至るのを言えよう。 

 

第 4 章 日本語兵語辞書とその語彙 

4.1『和独兵語辞彙』の研究意義について 

 前章述べたように、明治中期以降の日本語においては、新漢語の大量起用、

急増傾向は一旦下火となり、そして、特に学術専門用語においては厳密な定義

区分が必要のため、翻訳時における意味の縮小と棲み分けによる訳語の再構築

も行われた。軍事用語においても、多くの語彙が田中（2013）に主張された通

り「意味範囲が限定されていく」、さらに、これによって使い道が狭まり、「真
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に必要とされるもの」にはなれなくなるため淘汰され、廃語化になる語も現れ

たと想像される（後述）。また、この時期の時代背景として、大学・高等教育の

充実と文化創造のための施策、また、軍備の増強と近代化の推進など近代国家

への体制の確立といった点があげられ45、文化教育の面と軍事技術の面両方の

発展も上記のような事業を成功させた有利な条件となったと考えられる。いず

れにせよ、この第二部はじめに部分にも述べた通り、兵語辞典の多く編纂と訳

語の整備によって、時代が 1900 年頃になると、近代軍事用語の体系化がほぼ

完成されたと思われる。 

そのような時期の中、1909 年にて『和独兵語辞彙』が刊行された。本書は日

本最初の日本語語彙を見出し語基準として、ドイツ語との対訳語を収録の兵語

辞典である。信岡（2005）によれば、兵語辞典類資料において、「和独兵語対訳」

と銘打った辞典は、本書の他にはただ一点、1912 年刊行された兵事雑誌社出版

の『最新和独兵語辞書』のみである。 

また、当辞書の発行に関する情報として、独逸語学雑誌社刊『独逸語学雑誌』

第 12 年第 6 号の裏表紙に、この『和独』関連の広告が掲載されていることが

挙げられる（図‐15）。 

 図‐15『独逸語学雑誌』に掲載された『和独』の新刊広告文 

図に掲示された通り、その紹

介文は「本書は戦術居職略語は

勿論、歩騎砲工に関する兵居、

経理其他人馬衛生等の術語を網

羅した」とある。このことか

ら、本書はドイツ語を学ぶ軍人

を対象としたものであり、日本

語の語彙の元で、それぞれドイ

ツ語に訳す方法で編纂されたも

のであると判断できる。 

 なお、前章にも述べた通り、

作者の一名の高田は前章取り上

げた『独和』の同作者であるた

め、両辞書における継承性と関

連性も窺える。なお、『独和』の

全体収録語彙量はあまりにも膨

大（約 1 万 3 千語）、かつドイツ

                             
45 佐藤（2013）第六章 「明治中期以降大正中期に用例ある語」（P.282）より。 
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語を見出し項目としているため、各々の見出し語の訳語表現から対象語彙を

選出、整理した上でさらに語誌調査まで展開するには短時間内が完成不可能

と判断した。しかし、このような継承性と関連性を確認した上で、『和独』か

ら対象語彙を抽出し、その調査および前者との比較により、結果として同じ

く明治中期の軍事用語の全般特徴を明らかすることが可能である。 

実際、『和独』収録語の全体特徴について、まずその第一に『独和』と同

じ、その見出し語から漢語の名詞が圧倒的に多いことが挙げられる。上記の

「日本語語彙が多く中国語へ移入の時代」という点と合わせ、日本の軍事用

語から日中同形語を探る、という調査目的に基づいて考えれば、同辞書には

対象語彙が含まれる可能性が高い、調査の対象資料としても最適であろう。 

最後に、当『和独』の序文からも、その編纂目的が確認できる。その序文

は図‐16 の通りドイツ語で書かれていたが、信岡（2005）による和訳文も参

照されるおかげで、それは以下のような内容であると確認できる。 

 

図‐16『和独兵語辞彙』の序文 

 

 

ここに出版者と著者は新たな和独兵語辞書を世間に送る。かかる企画にとって今が

その好機と考えてのことである。なにしろ藤山・高田両氏の辞典の刊行以来既に多年
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が経過したことでもあり，数多の事件が契機となって軍事においてさまざまな改革が

行われ，最近の列強の平時演習が如実に示す如く軍事技術は予期せぬ速度で発達を遂

げて，軍事専門語にもその痕を残しているからである。 

「休めば身体に錆びが付く」。旅順口や奉天の砲声が止んで以降も，天皇陛下が一九

○六年四月三○日の大閲兵式後に宣われたお言葉を肝に銘じて，何時なりとも国家の安

全と名誉の為に必要とあれば直ちに武器を取るべく準備万端を整えて軍は待機し剣は

磨かれている。 

一九世紀の最も傑出した兵士の一人である皇帝ヴィルヘルム一世は嘗て，軍事に細

事なしと言った。されば我々は，我が軍事用語を可能な限り数多くそろえ，正しく相

当する意味のドイツ語にすべく努めることで，練兵場から帰営するや演習室で，綿密

徹底の精神をもってーそれのみが先の戦争が世界に実証したように圧倒的な成果をも

たらすのであるがー知識の増加に励む士官や生徒の力にならんと願うものである。 

                著者一同 

東京 明治四十二年 冬46 

 

 序文の通り、「軍事用語を可能な限り数多くそろえ，正しく相当する意味の

ドイツ語にすべく努める」というような主旨から、本書に収録された語彙が

ある意味では明治期兵語辞典類資料において集大成したものであると考えら

れる。また、発行期はちょうど 1909 年という年代から、日露戦争によって実

践、革新された戦争理論、および 20 世紀初頭において次々と登場した新技

術、新兵器概念も多く反映され、まさに「軍事技術は予期せぬ速度で発達を

遂げて、軍事専門語にもその痕を残している」というような明治末期社会の

一縮図であろう。 

一方、中国においては、日清戦争敗北後における日本から近代文明を学

び、日本への留学ブームがあったため、これよりは日本語で多く活用された

新漢語が大量に中国へ移入した中心時期である47。 

本章は、明治後期、大正期において、すでに体系化、完備化されたと思わ

れる軍事用語を考察、またその時期における新出の軍事語彙の成立事情およ

びそれらの語彙における中国への還流、影響部分を明らかにすることを目的

であれば、当『和独』を調査範囲として選択する価値も十分である。 

 

4.2『和独兵語辞彙』の書誌資料と作者情報について 

信岡（2005）によると、国会図書館収蔵の『和独』は、大きさは、縦 15.1cm、

横 8.5cm、厚さ 1cm で、左開きである。その扉は図‐17 の通り、まず左のから

日本語による縦書きで、作者名とその官職名、書名、出版社がそれぞれ記され

ている。そして、右のドイツ語の扉に上から書名、著者、版本、発行地、発刊

                             
46 信岡（2005）8.和独兵語辞彙（p.7）より。 
47 日本語導入期：1895～1919 年。沈（2008）より。 
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年代の順に記されている。前章に掲出した図‐5 も参照しながら、『独和』とは

まったく同様な書式を採っていたのは明らかである。 

扉の次頁が前節の図‐16 に掲出したドイツ語の序文である。そして序文の次

はすぐ本文が続くが、『独和』と同じく凡例や文法説明などの付録が一切なく、

さらに『独和』見られる日本語の序文、略語表さえ付けられていない。  

本文は、横組み１頁で 33 行、256 頁があって、最後の 257 頁に相当する頁が

奥付となる。見出し語を１頁当り 30 と見ると、全体で約 7500 語の見出し語を

収めていることになる。 

図‐17『和独兵語辞彙』の扉 

 
 

図‐18 のように、見出しの日本語はローマ字表記で、大文字で書き始めて

太字、配列はローマ字の ABC 順に並ぶ。ローマ字見出しの直後には 

Shiki，式/Shiki，志気/Shiki，指揮 

というような漢字で併記して、同音異義語の多い日本語を区別し、誤解を防

止している。 

Kōsōju,後装銃, Hinterlader m. 

Kōsōju,口装銃, Vorderlader m. 

また、語に始まる、もしくは終わる複合見出し語は行を改め、頭を１字下

げてそれぞれの見出し語の下に続けて記載するが、見出しの漢字は１字を｜

と略しているという方式で収録されている。 

  Shidan,師團, Division f. 

   ‐cho, ｜｜長, Divisionskommandeur m. 

   =kwaigi, ｜｜｜合議, Rat m. der Divisionskommandeure. 

  Hohei,歩兵, Infanterie f.， Fuβvolk n.，Soldat zu Fuβ, Fuβganger m. 
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   senretsu‐,戦列｜｜, Linieninfanterie f. 

   ‐butai, ｜｜部隊, Infanterie‐Truppenteil m.， I. abteilung f. 

   ‐chutai, ｜｜中隊, Kompagnie f. 

   =cho, ｜｜｜｜長, Kompasnie‐Chef, K. fiihrer m. 

   =sharyo, ｜｜｜｜車輛, Kompagnie‐Fahrzeug n.  

 

図‐18『和独兵語辞彙』の本文第 2 頁 

 

 

 以上のように、見出し語とその複合語の記述方式においても、『独和』と類似

した点が見られる。しかし、『独和』はドイツ語を見出し項目としている、また

前章述べた通り異なるドイツ語の概念を同じ漢語に置き換えたことも多いた

め、調査対象語抽出に不向きと判断される。また、語彙の抽出調査においては

時間上の制約もあり、本章における調査では、上記の「歩兵」、「師団」の例の

ような複数以上の複合語が存在する場合、その原型の語を基準とした「師団長」

や「歩兵中隊」のような二次造語はほとんど対象外にしている（ただし、「曲射
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砲」、「巡洋艦」のような一部の三字語は全体一語、つまり独立語彙としてのイ

メージが強いため、対象語彙から除外せずとする）。当『和独』のように、原語

と複合語がはっきり分けられた収録方式は、抽出する際容易である。さらに『独

和』とは逆に、日本語を見出し項目としているため、対象語の選択、抽出際に

しては一目瞭然で、データを重複させる恐れもないと考えられる。 

 最後の奥付は図‐19 のようとなり、横書きの 1 頁収まりで、上から印刷日、

発刊日、販売価格、著作者、発行者、印刷者、印刷所、発行所の名称とそれぞ

れの住所の順で示してある。 

図‐19『和独兵語辞彙』の奥付 

 

 

収録語彙について、前述のように見出し語は圧倒的に二字漢語の名詞、その

次に動詞が多い。他の品詞、特に以下のような特殊的な語彙表現も見受けられ

るが、全体的な数は非常に少ない。これは、全て『独和』と同じ性格を示して

いる。また、漢語ではない、または固有名詞であることから、本章における調

査対象から除外される。 

①和語の動詞： 

 Mizukau,水飼フ⇒tränken  Tsumeru,填ル⇒laden  Tsumikaeru,積換ヘル⇒umladen 

 ②号令表現： 

 Maware migi!,廻レ右！⇒Rechts um!  
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Tsuke ken!,著ケ劍! ⇒Seitengewehr pflanzt auf! Uchikata!,打方⇒Feuer! 

③カタカナ語： 

Merinitto,メリニット⇒Melinit Saberu,サーベル⇒Säbel 

Sanchira，サンチラ⇒Säbelgehänge、S.koppel 

➃固有名詞（主に歴史事件名、また部隊組織名など）： 

Hoten kwaisen，奉天会戦⇒Schlacht bei Mukden 

Junebu joyaku，活那伯條約⇒Genfer Konvention 

Tokyowan yosaishireikwan， 

東京灣要塞司令官⇒Kommandant der Festung am Hafen von Tokyo 

 

 次は、当『和独』の作者について少し述べる。 

うち一名の高田善次郎に関する情報は前章においてすでに述べていたため、

ここでは省略する。もう一名の司馬亨太郎について、信岡（2005）にも述べら

れたが、その略歴について簡単にまとめると以下のようである。 

1862 年：医学者、語学者の司馬凌海の長男として平戸で生誕。少年の頃より、大学東

校招聘教授 Dr. Hoffmann の夫人からドイツ語を学んできた。 

1878 年：父凌海の経営する私塾の春風社で独習字を教え始めた。 

1883 年：山口中学にドイツ語教師として赴任。 

1885 年：獨逸学協会学校の教師となる。 

1888 年：陸軍大学教授となる。 

1915 年：獨逸学協会中学校に戻り、その教頭に任命される。 

1929 年：第 8 代獨協中学校長となる。 

1936 年：死去、享年 74。 

 以上のように、特に 1888 年から 1915 年まで陸軍大学教授を担当していたこ

とが注目される。藤山、高田二名は陸軍大学教授の在職期間がはっきりしてい

ないことに比べ、こちらの方は長い間に在任していたのが確認できる。また、 

前節の序文からは「藤山・高田両氏の辞典の刊行以来既に多年が経過したこと

でもあり」というような一段もあり、『独和』との関連性をアピールしたもの

の、新たに編纂を参与していた司馬との関わりは言及していない。また、図‐

17 にも示した通り、編者名においてもう一人の高田の名前は司馬の右にあり、

恐らく『独和』と同じ、第二編者という立場から変わっていないであろう。 

また、三名の肩書は共に「陸軍大学校教官陸軍教授」という一致していた点

から、両辞書は同じく陸軍大学校主導の下での出版物であることはほぼ疑えな

い。最後に、出版発行は精華書院によるものの点も確認できる。これも『独和』

と同じ、軍関係の人間による編纂、そして民間の業者による出版、印刷という

性格を示している。 

このことから考えると、恐らく『和独』の編纂においては、藤山が先に陸軍

大学教授職から離れていたため関与できなくなり、後任として司馬が引き受け
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たのではないかと想像される。 

以上のように、作者情報、収録語彙の品詞特徴、また見出し語に関する記録

方式、そして前節に掲示した序文の叙述も合わせて見れば、いずれも『独和』

との関連性がはっきり分かる。よって、本章は以下の節を以て、分類別に抽出

語の性格を見ていくことにするが、ここで筆者が目指していることは、単に日

本語の視点から語の初出年代と造語パターンを追いかけるのではなく、主に対

象語彙はいかにして日中共通になっていったのか、また後の使用状況の変遷は

どうであるのかという、「伝播のパターン」を明らかにすることであった。 

 

4.3 用語の抽出と整理 

 対象語彙の抽出と整理について、第一部 2. 3 章に示した『海上』の語彙と同

じ基準で選出した。さらに、それらの使用分野とその特性から、①「行動、戦

術」関係、②「現象、状態」関係、③「制度、組織、職務」関係、④「武器、

道具、装備」関係、⑤「位置、地形、施設」関係、⑥「複数」関係（①～⑤

のうち、意味に 2 個以上の特性のある多義語）のカテゴリー別に振り分けて整

理すると、以下の表‐17 となる。 

表‐17『和独兵語辞彙』の調査結果と分類（1） 

  
行動

戦術 

現象 

状態 

制度 

組織 

職務 

武器 

道具 

装備 

位置 

地形 

施設 

複数 

関係 

合

計 

漢籍に出典あり、日中間意味共

通の語類 
143 89 75 56 38 38 439 

漢籍に出典あるが、日中同形異

義語に相当する語類 
14 13 22 2 3 24 78 

近代以前に出典なし語類 15 28 21 36 5 0 105 

総計 172 130 118 94 46 62 622 

  

 そのうち、漢籍に出典あり、つまり意味上の異同はともかく、出自だけで判

断すると中国語に由来すると思われる語は表の一、二行合わせて合計すると

517 語もあり、全体の大きな割合を占めている。これもまた、2 章の表‐6 に示

した『海上』の調査結果とは同じ、つまり軍事用語分野において、依然として

古代中国語由来の伝統漢語が多用される、というような傾向を反映している。 

一方、近代以前出典がなく、日本による造語の可能性が高いと推測される語

は 105 語程度となっている。しかし、本章の抽出語においても、あくまで 1909

年代という限定的な範囲内のもので、これらによって反映された結果である。

後の時代では、これまでに見出せない新出語も創出されていたこともあると考

えられ、必ずしも「軍事分野の漢語が中国語から由来のものが大半である」と
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断言すべきではないと考えられる。 

そして、抽出語を前述のように使用分野と特性別に六つのカテゴリーに分類

してみると、次の図‐20 のような統計結果である。その内訳では、「行動、戦

術」関係のものが最も多く 172 語であり、抽出語全体の 622 語のうち 28％を占

めている。また、表‐17 のデータも合わせると、172 語中の 143 語、つまり約

82％が「漢籍にあり、基本共通」の部類に属することには注目される。これは

すなわち、2 章に主張した「戦術行動などのような抽象的な用語は伝統漢語か

ら継承されたものが多い」点を再び実証したと思われる。 

図‐20『和独兵語辞彙』の調査結果と分類（2） 

 

  

一方、「武器、道具」関係のものとしては、全体的な数は 94 語があるが、そ

のうち 36 語は表‐17 の 3 行目に相当する「近代以前の出典なし、日本の造語

の可能性が大」の部類に属している。それほど多くない 105 語の中に、「武器、

道具」関係の語は約 33％という大きな割合を占めていることになるが、『海上』

の語彙と比べると減少している傾向があり、つまり、「武器、道具」関係の語に 

おいても、中国由来の伝統漢語がより起用されていたのが確認できる。 

 もう一つ注目すべきところとしては、「制度、組織、職務」関係の語の割合が

大幅に増加していたことである。これも、2 章に主張していた「西洋兵学の導

入と整備において、最初は「技術面」や「兵器自体」の先進さのみに着目、そ

の後に全体の軍事制度や軍組織への整備も展開される」という流れの通りであ

る。要するに、明治における近代化の完成により、軍制度に対する認識が高め

たため、そちら方面の用語が増加されたと考えられる。 

 また、表‐17 の第 2 行全体にも示した通り、『和独』の収録語の中は、同じ

漢語ではあるが、日中現代語の視点から見れば、意味用法上に異なる部分を持

行動戦術

28%(172語)

現象状態

21%(130語)制度組織職務
19%

(118語)

武器道具装備
15%

(94語)

位置地形施設

7%(46語)

複数関係

10%(62語)
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つ語、つまり日中同形異義語が多く発見できる。このような日中同形の漢語の

出自や使用状況を明らかにすることは、日中語彙交流を考える際の重要課題で

あり、本章においてもその例外ではないと考えられる。このような考えに基づ

いて、本章は以下各節を以て、分類別に抽出語の性格を見ていくことにする。 

4.4『和独』に見える「漢籍に出典あり、日中間意味共通の語類」 

 本節に挙げた語は、全て漢籍文献に出典があり、そして一部比喩的な意味以

外では、基本的に日中両国に共通されている語彙である。さらに、現代日中両

言語における使用状況により、①日中両国の辞書とも収録されているもの（両

国の辞書とも収録）、②中国の現代語辞書に収録されていないもの（中国現代

語辞書未見）、③漢籍の語とは異なる意味を持つ、日本による転用した可能性

があるもの（新義あり）、の 3 パターンに細分化される。 

4.4‐1「両国の辞書とも収録」の語類 

 「両国の辞書とも収録」の語とは、語誌調査により、日中両国とも現在まで

使用されているとされているものである。このパターンの語を以下のように例

示しておく。 

  「行動、戦術」関係（96 語）： 

爆破 防備 防御 分遣 分列 築城 徴発 徴兵 駐屯 掩護 閲兵 奮闘  

凱旋 迎撃 迎戦 撃破 合撃 合囲 反撃 発射 匍匐 砲撃 捕獲 包囲  

封港 補給 威嚇 警備 警戒 牽制 決戦 決死 帰順 攻撃 行軍 抗命  

助攻 抗戦 固守 駆逐 訓練 訓示 挟撃 強攻 強行 救援 降伏 猛進  

入隊 応戦 立射 作戦 征服 戦術 戦略 宣戦 戦闘 射撃 進発 進軍  

侵略 招降 襲撃 守備 出兵 襲取 出征 出戦 出撃 出陣 召募 狙撃  

操練 争闘 退避 対陣 退却 撤兵 突撃 討伐 逃亡 統御 投降 遁逃  

追撃 迂回 扼守 夜襲 誘致 要撃 用兵 佯攻 遊弋 前駆 前進 増援 

「現象、状態」関係（51 語）： 

爆鳴 爆裂 暴露 中立 大軍 援兵 鋭気 伏兵 俘虜 近戦 軍機 攻守  

敗北 敗軍 敗兵 敗績 敗退 兵力 砲火 威力 事変 実戦 重囲 海戦  

奇兵 口径 攻勢 会戦 苦戦 潰滅 命中 内乱 入寇 鏖戦 鹵獲 新兵  

精鋭 戦時 戦敗 戦勝 戦争 新鋭 尚武 勝算 殊勲 守勢 大戦 停戦  

敵情 敵対 夜戦  

「制度、組織、職務」関係（49 語）： 

幕僚 武官 部隊 中隊 大隊 衛兵 義勇 軍団 軍務 軍法 軍医 軍事  

軍人 軍籍 軍制 軍隊 兵役 兵員 兵卒 兵隊 歩兵 砲兵 方略 砲手  

歩哨 上官 海防 海軍 間諜 騎兵 旗手 国防 訓令 嚮導 民兵 陸軍  

参謀 戦備 支隊 射手 小隊 哨兵 将帥 壮丁 水師 水兵 隊長 都督  

兵士  

「武器、道具、装備」関係（30 語）： 

武器 弾丸 弾薬 号砲 軍備 軍費 軍歌 軍艦 軍旗 軍衣 軍刀 軍用  

白旗 飯盒 兵器 兵書 砲弾 砲架 砲車 砲座 地雷 口糧 火砲 火器  
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火薬 糧秣 炸薬 輜重 水雷 大砲  

「位置、地形、施設」関係（20 語）： 

隘路 武庫 営舎 軍港 外囲 兵営 方陣 砲台 陣地 城堡 堡塁 両翼  

戦場 死地 哨所 舟橋 退路 要塞 塹壕 前衛  

複数関係（26 語）： 

攻陥 休戦 交戦 衝破 突破 連発 対峙 対戦 諜報 駐軍 伝令 衛戍  

分隊 護衛 制服 斥候 守衛 武装 通牒 標的 露営 宿営 屯営 野営  

軍楽 軍需  

 

以上のような、このパターンの語だけの数はすでに全体 622 語の中の約 43％

を占めていること、つまり、少なくともその時代の軍事分野の用語では、依然

として多くが古来の中国語語彙に由来し、現代においても活用されていること

が判明した。 

表‐18 漢籍兵書『六韜』に見える漢語を用いる訳語例 

見 出

し語 

対応する 

ドイツ語訳 

『六韜』での用例文 出処 

隘路 Wegeenge,Hohlweg,Denlee 必以日之暮、伏於深草要之隘路 巻四 

鋭気 Mut,Tapferkeit,Eifer,feuer, 

Lebhaftigkeit,Frische 

有銳氣、壯勇、強暴者、聚爲一卒、名曰

陷陳之士 

巻六 

伏兵 Hinterhalt,Versteck 材士強弩爲伏兵、居後 巻四 

分隊 Sektion,Korporalschaft, 

Abmarsch 

別將分隊、以踰於水 巻五 

敗兵 Geschlagene Truppen 如此者謂之敗兵、善者以勝、不善者以亡 巻五 

兵器 Waffe 兵法九人、主講論異同、行事成敗、簡練

兵器、刺舉非法 

巻三 

歩兵 Infanterie,Fußvolk,Fußgänger 歩兵與車騎戰、奈何 巻六 

警戒 Sicherung 凡攻城圍邑、車騎必遠、屯衛警戒 巻四 

攻守 Angriff und Verteidigung 王者舉兵、三軍器用、攻守之具、科品衆

寡、豈有法乎 

巻四 

精鋭 Schärfe,Vortrefflichkeit 如此、則吾三軍皆精銳 巻四 

斥候 Patrouille 溝壘悉壞、隘塞不守、斥候懈怠 巻四 

戦勝 Sieg 戰勝於外、功立於内 巻三 

將帥 Feldherr 里有吏、官有長、其將帥也 巻四 

守備 Besatzung,Besetzung 列旌旗、擊鼙鼔、完爲守備 巻四 

出戦 Ausrücken ms Feld 利以出戰、不可以守 巻五 

出兵 Entsendung der Truppenmasse 

ins Feld 

如此者、急出兵擊之、以少擊衆、則必敗

矣 

巻五 

大戦 große Schlacht 大戰之法、教成合之百萬之衆 巻六 

遁逃 Entfliehen,Flucht 深草蓊蘙者、所以遁逃也 巻三 
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第一部にも述べた通り、軍事用語の翻訳は、多くは翻訳書と同じく、確実な

出典の求められる漢語を見つけて、置き換える「翻訳」が訳出作業の基本であ

ったと思われる。たとえば、中国の上古時代である周の時代の兵法書である『六

韜』に見られる語に以下のような例がある（表‐18）。 

つまり、既成の漢籍語がある場合は、迷わずそれを優先的に選択するのであ

る。そして、本節に挙げた多くの語も、翻訳の際に優先的すでに日本語として

馴染みの深い漢語、つまり古くから日本に入ってきた漢籍語からもっとも意味

が相当した語を起用した可能性が高いと推測される。また前章に述べた訳語の

整備と意味の棲み分け対応により、『和独』発刊時期の 1909 年代に至ると、す

でに漢語による翻訳のシステム化、軍事用語の体系化が完備されたと思われる。

よって、表－18 のように、本日の意味用法にも通ずる、かつよく使用されてい

る漢語を見出し項目として選べ、適切なドイツ語訳への対応ができただろう。 

そして、もう一つ注目されるところは、本節に分類された語の中に「行動、

戦術関係」のものは 96 語があり、全体の 172 語の半分以上というような大き

な割合を占めていることである。このことは注目すべきだと考えられ、現象に

ついては、やはり漢語の構造は簡潔かつ明晰であり、そのため行動や戦術関係

のような抽象的な概念に対応しやすいのだと思われる。 

和語の場合、動詞から名詞を作る手段は、「戦い」「撃ち」のように連用形を

そのまま名詞とする、あるいはそのあとに「もの」や「こと」をつけるぐらい

の手段しかなかった。このような方法で作られた語は、「戦い」を例にとってみ

ても分かるように、動詞くささを引きずっており、思考の中心となる名詞とし

てはいかにも頼りない感じがあったと思われるだろう。 

和語には、「もの」とか「こと」とかいうきわめて抽象的な名詞があるが、

これにすると、「訓練」が「訓え練れるもの」とか「進軍」が「軍を進めるこ

と」になるような名詞節的な用法になってしまい、一つ迫力に欠けるようにと

思われる。また、「強攻」のような語があるが、これを「強く攻める」とした

のでは、何とも落ち着きが悪い感じがしてしまうだろう。特に、翻訳語の場合

は新しい概念に洗練で分かりやすい名詞で対応しなければならないため、「迎

い撃つ」「撃ち破る」「前へ進む」などの和語的な言い方は、それぞれ「迎撃」

「撃破」「前進」のような音読語に言い直された場合もあると考えられる。以

上のことは、もともと中国由来の漢語が多用されることとなる原因の一つだと

考えられる。 
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4.4‐2「中国現代語辞書未見」の語類 

 この種の語も、抽出した対象語彙全体の約 2 割を占めている。128 語があ

り、次のような語があげられる。 

「行動、戦術」関係（42 語）： 

尾撃 防戦 暴進 直進 駐留 脱剣 掩撃 遠射 布陣 撃沈 撃攘 撃滅  

撃退 発航 発砲 発進 合戦 銃撃 警守 帰営 攻囲 攻城 攻略 降参  

警護 強襲 急襲 猛射 肉薄 乱射 列伍 索敵 制圧 接戦 設営 射的  

宿直 装弾 掃攘 剿討 退軍 突入  

「現象、状態」関係（30 語）： 

爆煙 武威 武勲 遠戦 軍議 軍勢 敗滅 敗戦 敗走 兵事 被弾 砲声  

欠員 潰走 来襲 臨戦 老兵 両軍 炸裂 新参 傷病兵 勝敗 殊功 襲来 

集屯 総員 帯剣 探知 敵軍 全滅  

「制度、組織、職務」関係（13 語）： 

軍夫 軍律 軍職 兵学 兵籍 歩卒 戍兵 陸兵 射法 諸兵 将卒 守兵  

首将  

「武器、道具、装備」関係（22 語）： 

爆薬 佩剣 佩刀 兵備 砲尾 砲口 砲身 銃弾 銃架 銃眼 銃器 銃口  

銃身 銃床 巨砲 戦記 小銃 照門 照星 装具 装薬 薬包  

「位置、地形、施設」関係（16 語）： 

幕営 幕舎 望楼 掩堡 軍衙 軍路 兵舎 本営 本軍 本隊 陣形 海堡  

廠営 敵地 敵前 野堡  

複数関係（5 語）： 

直射 分屯 反乱 攻戦 守戦  

 

上記の語も前節のものと同じく、清の時代以前の用例が発見できる。しかし、

『日国』には収録されているが、中国現代語辞書に相当する『現代漢語大詞典』

および『現代漢語詞典』では未収録であり、またそのうちの一部の語では、『漢

語大詞典』（以下『漢語大』に略す）および『中日大辞典』さえ収録されなかっ

たことを考えると、現代中国語としてはすでに退化し、使用率が低下したこと

があると推測される。 

もちろん、「布陣」、「撃沈」、「砲声」などのように、辞書に収録されていない

ものの、実際現代中国語では慣用的に使用されていると思われる語もあり、辞
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書類の不備を考慮にも入れて、この節の全ての語が「現代日本語としては用い

られるが、中国語ではすでに退化している」とは断言すべきではないが、現段

階では、調査範囲を限定するための目安に必要なデータである。 

そして、上記の語のうち、先に挙げた「布陣」、「撃沈」、「砲声」のように、

一部の語は『現代漢語大詞典』および『現代漢語詞典』には収録されていない

ものの、日本出版の辞書である『日中辞典』におけるこれらの語に対する説明

では、同じ漢語が用いられて解釈されている場合がある（表‐19）。 

表‐19 日中辞典から見る日中同形語の解釈 

見出

し語 

漢語

大詞

典の

収録 

『日中辞典』の記述 
見出し

語 

漢語

大詞

典の

収録 

『日中辞典』の記述 

望楼 ○ 望楼、瞭望塔 急襲 × 急襲、突然襲撃。 

直射 ○ 
①直射、直照。②

「軍」直射、低射。 
強襲 × 強襲、猛攻、強攻 

布陣 ○ 布陣、布好陣勢。 猛射 × 猛射、猛烈射撃。 

撃沈 × 撃沈。 来襲 × 来襲、前来襲撃。 

撃滅 ○ 撃滅、消滅、殲滅。 臨戦 ○ 臨戦、臨陣。 

撃退 × 

①（敵を）撃退、打

退。②（追い払う）

遂出、趕走。 

老兵 × 

①（年取った兵）老兵。

②（熟練の兵）老練的

兵。 

軍職 ○ 軍職。 両軍 × 両軍；比賽双方。 

軍勢 ○ 

①（軍事力）軍勢、

軍威。②（兵力）兵

力、軍隊（的数量） 

戦記 × 戦事記録、戦記、戦史。 

佩剣 ○ 佩剣、佩刀。 接戦 ○ 接戦、短兵相接。 

佩刀 ○ 佩刀、帯刀。 勝敗 × 勝敗、勝負。 

兵事 ○ 兵事、軍事。 守兵 ○ 守兵、守備兵。 

兵籍 ○ 兵籍、軍籍。 襲来 × 襲来、攻来 

砲口 × 砲口。 装薬 × 装薬。 

本隊 ○ 

①中心部隊；主力部

隊。②（この隊）本

隊、這個隊。 

探知 ○ 探知、探査。 

砲声 × 砲声。 敵軍 × 敵軍。 

砲身 × 砲身。 敵前 × 敵前。 

陣形 ○ 陣形、隊形。 突入 × 突入、衝進、闖進。 

巨砲 × 大砲、巨砲。  

 

このように、概して現在の中国でも用いられることが少ない可能性があるが、

少なくとも理解語彙としては多少共通すると思われる。 
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 一方、『漢語大』にも収録されていない、『日中辞典』における解釈も異なる

表現が用いられた語は以下の 33 語が挙げられる。 

 （対象語彙⇒『日中辞典』の記述の順） 

幕営⇒営帳、野営           爆薬⇒炸薬 

防戦⇒防御戦             武勲⇒武功 

敗戦⇒戦敗、輸掉           発砲⇒開槍、開砲 

発進⇒出発、進発、起飛、起航     兵備⇒軍備 

兵学⇒兵法、軍事学          兵舎⇒兵営、営房 

被弾⇒中弾              銃弾⇒槍弾 

銃撃⇒用槍射撃、槍撃         銃眼⇒槍眼、「防壁の」堞口 

銃器⇒槍械              銃口⇒槍口 

銃身⇒槍筒、槍管           欠員⇒空額、缺人、缺額、出缺 

帰営⇒回営              降参⇒投降、降伏、投誠、折服 

警護⇒警衛、護衛、警衛者、警衛員   乱射⇒乱放、胡乱射撃        

索敵⇒捜索、偵察           炸裂⇒爆炸 

設営⇒設置、建立           新参⇒新来、剛来          

傷病兵⇒傷病員；傷病軍人       小銃⇒歩槍  

照星⇒准星              将卒⇒官兵、将兵 

宿直⇒値宿、値夜班、値宿員      総員⇒全体人員 

全滅⇒滅絶、覆滅、毀滅 

 

この現象に関して、鈴木（1978）では次のように述べている。 

 

日本人は漢籍に親しむとともに、大量の中国古典語を日本語の語彙としてとりこ

み、こんにちにいたるまでだいじに守り続けてきた。（中略）本場の中国において、

古典語はしだいに忘れ、用いられなくなり、かわって新しい語彙がくふうされ、使

用されてゆく。（中略）日本人が現在使用している中国古典語は、文化における「陸

封」現象の代表をなすといってよいであろう。（中略）こうして日本人が使う漢語に

は、紀元前の中国古典語すら生き続けているという、特異な現象が示されるように

なった。 

 

また、輿水（1998）では、次のように述べる。 
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日本語から中国語の歴史を探れる例も多く、いわば日本語は中国語の博物館とな

っている。たとえば、日本の漢字の読み方には音と訓がるが、音読みは漢字が日本

に伝来したときの中国の漢字音をうつし、日本語には中国歴代の字音が骨董品とし

てのこっている。（中略）意味の面でも、日本語で使われている漢字や漢語には古代

中国語の名残りをとどめる例が多い。文語的表現としては通用しても、現代中国語

の口語における用法とは隔たりがあるので、結果的に日中同形異義の漢字と漢語は

枚挙にいとまがない。 

 

以上のような説に従えて考えると、つまり、これらの語は、中国の現代社会

から遊離した語であるが、日本語の中では用いられ、少なくともその使用率は

中国語の場合より高いことが窺える。また、図‐21 は『申報』 における「急

襲」、「強襲」、「索敵」の 3 語の使用頻度の変化を示している。この 3 語につい

ては、いずれも『漢語大』に収録されていないものである。 

図‐21『申報』に見る「急襲、強襲、索敵」の使用率 

 

 

まずは古代文献に用例があるもののかなり少数であることが判明したが、こ

れも本研究最初に引用していた沈（2014）に言う日本語刺激語（この問題につ

いては次章で詳述）が理由だと思われ、一時的に再び使用率が上昇したことも

見られる。特に、1940 年代ではその傾向が著しく、日本占領下にあった時代背

景も考えられ、いわゆる時事語の流通で確実に日本語の影響を受けたことによ
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り使用頻度が上昇したと考えられる。ただし、「強襲」の場合、1910 年代でも

一度上昇したことが見られるため、早い段階ですでに日本から流入したと考え

られる。これも、前述の通り、1895～1919 年の中国における日本語導入期であ

る、日本書の翻訳と語彙借用のブームが理由だと思われる。 

しかし、いずれにせよ、一時的には使われたものの、やはり現代中国語との

相性の悪いことが理由だと思われ、最終的には定着しなかったのである。この

ような語はむしろ「万年筆」⇒「鋼筆」、「車掌」⇒「列車長」、「残念」⇒「遺

憾」のような和製漢語のパターンと同じであり、最終的には別の語に取り替ら

れ、中国語としては定着することができなかったと考えられる。 

中国語では、唐の時代以降になると、言語の口語化によって語彙の意味変化

が起きていることが定説だとされる。その意味変化には、上記のような陸封現

象の影響もあり、部分的にしか日本に伝わらなかったと考えられる。ここで、

陳（2005）から例挙された江戸時代の『唐音和解』（1716）の語例を参照し、

その特性を検証してみよう。その『唐音和解』（1716）の語は以下のように、

中国語で口語化した語（左側）に対して、右側の旧来の漢語（近世中国語から

の視点から見ると日本語に残留されていた古語でも言える）のように対訳をし

ている48。 

 

早‐朝  晩‐暮  辣‐辛  書‐文  去‐行  好‐善 

農夫‐百姓  評論‐評定  太平‐静謐  仔細‐丁寧  消息‐音信  

未詳‐不審  性急‐短気  指教‐指南  小心‐用心  許多‐沢山 

 

例のように、江戸時代からすでに同じ漢字漢語でも意味の面ではかなりの差

が生じた現象が見られるだろう。つまり、古い漢語について、中国では新しい

表現により取って代わることがあり、そのため、もともと共通した意味の枠組

みが崩れていく可能性もあると思われる。 

鈴木（1978）、輿水（1998）の説と合わせて見ると、前述の 33 語のように、

中国語の場合ではすでに退化し、逆に日本語の場合は「陸封語」として残され

ている現象として生じた原因だと考えられる。 

                             
48 陳（2005）二・三「日中同形語」および三・一「日本語に使われる唐話語彙」（p.72～p.73）の抜粋

により。 
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4.4‐3「新義あり」の語類 

 「新義あり」の語とは、古来の漢籍に出典はあるが、近代以後の日本で新し

い意味が生じたものである。特に西洋伝来の新しい事物を訳すために、一部の

古典語はかなり意味の違う新概念が付与され、新しい意味の語に転用されるケ

ースがある。「共和」、「革命」、「自由」、「経済」のような語がその種類に相当

することはすでに定説であるが、この場合、「既成の語形に新しい概念を結合

させたにすぎないという意味では 100％日本人による新造語と言えない」と沈

（2008）も述べるように、現代中国語においてもその影響を受け、一部を除く、

そのほかの多くの語では元の古典語の用法が取って代わられ、日本語と同じ意

味に使われるようになった場合が多い。 

次の諸語も、それに近い存在ではあるが、全てが上記の「共和」などのよう

に意味の違いが歴然とした新概念を古典語に付与させ、新しい意味の語に転用

させるケ‐スに相当するかどうかは断言できず、あくまでも「古典語から新義

の派生がある」ものが多いと判断される。 

「行動、戦術」関係（5 語）： 

動員 編成 編組 開進 入営 

「現象、状態」関係（8 語）： 

火力 復員 再役 散兵 射角 戦役49 退役 搭載  

「制度、組織、職務」関係（13 語）： 

兵站 中尉 中将 副官 元帥 兵団 尉官 海兵 教官 司令 少尉 将官  

大尉 

「武器、道具、装備」関係（4 語）： 

軍装 甲板 装甲 操典 

「位置、地形、施設」関係（2 語）： 

縦深 側翼  

複数関係（７語）： 

封鎖 撃発 衝撃 側射 給養 装備 陣営  

 

 以上の語は、いずれも漢籍文献からでは現代の新義として用例が発見できず、

                             
49 この語に関しては、後述の 6 章を以て、類義語の「戦争」と合わせて論述する。 
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前述の『漢語大』を含む中国現代の辞書類にもその新義部分の解説については

清末以前の用例がほとんど載っておらず、しかも中国の用例と比べ、日本の方

がそれより早いことから、日本が先に新義語として転用した可能性が高いと推

測される。 

 この中、まず確実に日本による転用したことの判明できるのが「制度、組織、

職務」関係部分中の官職名である。「中尉、中将、元帥、少尉、大尉」いずれ

も古代中国でも見られる官職名であるが、これを新式軍隊の階級として使用し

たのは、明治二年一二月の太政官令である（図‐22）。 

図‐22「太政官布達第 604 号」『法令全書』（明治 3 年）より 

 

 

一方、中国では、19 世紀 80 年代の日本に関する研究書の出版、及び『申報』

のような新聞記事による日本事情紹介の場合も少なくない。たとえば、傅雲龍

の『遊歴日本図経』（1889）では、以下のような記述がある。 

日本国近衛武職有大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉、其属有曹長、軍曹。

陸軍海軍大将有事則置、平時置中将、少将等官。 

 このように、日本軍の階級名は、解釈をつけないままで直接述べられている

ことが見られる。朱（2008）では、上記の『遊歴日本図経』の特徴について、
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以下のよう述べている。 

 

   『図経』に取り入れた日本語の語彙を調べてみると、和語と漢語の分別がなく、

専ら漢字の字面によって語の意味を理解していることが強く印象付けられた。（中

略）中国語の原文を見ると、「地租」「所得税」「国立銀行税」「証券印紙」「郵便所」

などの音読みの漢語については、漢字の字面で語義の理解ができたためか、とく

に解釈が加えられなかったのに対して、「紙幣下渡高税」「渡し」「高」「切手」「手

形」「為換手形」などの訓読みの和語については、漢字本来の意味に合わず、字面

で語義の理解ができないので、それぞれ解釈があたえられている。 

 

以上のことを合わせて見ると、確かに上記の階級名では「少将」、「大佐」、

「中佐」、「少佐」（別途後述）を除いて全て中国の古典語に存在した語あるた

め、たとえ日本による転用があっても、漢字の字面から意味の類推ができるこ

とから、そのまま中国語として直接借用される場合でも理解されやすいと考え

られる。そのほか、「尉官」、「教官」、「司令」などはいずれも中国古代の官職

名であるが、前章述べた通り、日本は中国より早い段階で近代化の軍事制度の

整備を完成していたため、西洋式の軍隊役職名を訳す時は中国の古代語を活用

し、その意味を当てることもあるだろうと考えられる。このよな影響により、

後の時代には多くの中国の軍隊階級名、役職名としても採用されることとなる

のである。 

 また、そのほかの語では、全てが上記のような「まったく新しい意味に転用」

するのではなく、一部の語では古来の意味を保留したまま、新しい意味と合わ

せて併用することとなっている。次の表‐20 は、この語例における『日国』、

『広辞苑』、『デジタル大辞泉』といった現代日本語辞書及び前述の『漢語大』、

『現代漢語詞典』といった現代中国語辞典が記述する意味解釈に基づき、さら

にこれらの語における漢籍出典により用法も調査、整理した上、その意味を「古

来」、「新出」別に振り分けて示している50。 

表‐20 の記述から、「動員」、「衝撃」は古来の意味を保留したまま、新しい

意味と合わせて併用することとなっていることが見られるが、そのほかは前述

の通り、日中現代語の場合は同じく基本右側の新義部分の意味がメインとして

多用され、旧来の部分の意味が退化していったと見られる。また、前述の『申

報』及び英華字典類資料のような近代中国語資料を利用し、日本側の新聞資料

                             
50紙幅を節約するため、表中における語義解釈の一部に対し、筆者自身による添削と修正が行われてい

る。次の表‐21 から 27 においてもこれと同じ方法で整理した結果を反映している。（筆者注記） 
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による新義語初出例の比較より、ほとんど日本側がより早い時期に初出例が発

見されていたことから、先に新義を付与させ、派生したのが日本である可能性

が高いと推測される。 

表‐20 日中現代辞書における意味の記述分類調査 

 漢籍出典 漢籍出典における古来の意味 近代以降新出の意味（漢籍未見） 

動員 明『明政統

宗』 

ある目的のために、人や物を

かり出すこと 

軍隊と国家が戦争のため編制と管

理方法を戦時体制に切り替えるこ

と 

封鎖 宋『宋九朝

編年備要』 

封じ閉ざすこと。閉ざして出

入りさせないこと 

艦船その他の実力で敵国、または

敵国占領地への、海上からの交通

を遮断すること；対外的な経済交

流をさえぎること 

火力 戰國『孫

子』 

火の力。火の強さや勢い 大砲、機関銃、小銃などの威力 

兵站 明『元史』 軍が防衛や資源調達のために

本拠地から離れた地点に設置

された拠点 

前線の作戦を支援するために、後

方との中間において、軍需品など

の整備補給などにあたり、また後

方連絡線の確保などにあたる機関 

給養 南北朝『水

經注』 

物を与えて養うこと 軍隊で、人や馬に衣食などを供給

すること 

衝撃 五代『舊唐

書』 

敵などに激しく突きあたって

うつことまたは物体に瞬間的

に、急激に加えられる力 

人の心に激しい感情のたかぶりを

起こさせること。激しい感動。心

に受ける強い刺激 

射角 明『術堂遺

詩』 

光などがさしこむ角度 弾丸の射線と水平線とのなす角度 

装備 明『練兵實

紀』 

備品・付属品などある目的に

必要なものをとりつけるこ

と。また、それらがとりつけ

られていること 

行軍・登山・旅行などで、その目

的にかなった服装をしたり、必要

な物品をととのえたりすること。

また、そのもの。特に軍隊に言う 

操典 明『古儷

府』 

「模範的な経典」の意味に相

当する「五經操典」という語

例があり。つまり易・書・

詩・礼・春秋という 5 種の典

籍である 

軍隊の各兵種の、教練および戦闘

に関する制式・法則を規定した典

拠書 

退役 明『度支奏

議』 

役職を退くこと。役をやめる

こと 

軍の将校、准士官が後備役満期に

なり、または、傷痍、疾病などの

ため軍務にたえなくなって兵役を

退くこと 

搭載 宋『宋九朝

編年備要』 

人員、物品、馬匹などを車

両、船舶、飛行機などに積み

のせること 

兵器を車両、船舶、飛行機などに

装備すること 

 

さらに、分野別に見れば、「動員」、「火力」、「衝撃」、「装備」、「操典」、「退役」、

「搭載」はもともと古典語としてはいずれも軍事分野とは関係の薄い一般用語

であるが、恐らく近代以降は前章述べた訳語としての整備、再構築によって意

味が縮小され、専ら軍事用語分野の意味のみが保留されたと思われる。これに
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対して、「衝撃」の方は逆にもともと主に軍事分野の意味を表す語から一般用語

へ意味拡大、転用された点も留意すべきで、この場合は語義本来の特質を連想

してから派生したものであろう。 

 そのほか、表‐21 の 2 語は、漢籍文献には新義の用例を発見できず、しかも

その出典の記述から、日本、中国両方の辞書に記録されていない古代中国語の

意味が発見されたが、現代語においては、ほぼ完全に使用されず、新概念に当

たる意味しか使用されていないものである。 

表‐21 辞書に相当の記述がない古代語の意味を持つ語例 

 漢籍の例文 意味の推測 

（筆者による） 

現代語の意味 

（日中共通） 

甲板 「紅夷先以甲板接戰」 

「甲板十四隻、泉州戰艦三百餘

號」明『閩海紀要』により 

大型戦闘艦だと思

われる意味である 

船の上部にあって、梁に

木または鉄板を一面に敷

きわたした広く平らな床 

陽動 「南方陽極而生熱、熱生火、東

方陽動以散而生風、風生木」      

春秋戰國『子華子』により 

「故陽動而外、陰靜而內」                

唐『晋書』により 

易の用語として多

用していたことが

判明。積極的・能

動的なものの意味

があると思われる 

敵の注意をそらすため

に、わざと目立つように

本来の目的とは違った動

きをすること 

 

 このように、「甲板」の場合は、第一部の 2.4 節においても述べたように、同

じ「船」という共通の発想から、意味上の連想により、そのまま現代語の意味

である「船構造の一部」に転換された可能性が高いと考えられる。しかし、「陽

動」の場合は両者の意味特性は多少差が存在していることが見られ、現段階で

は資料も不足しており、在来の漢籍語から取り替えたものであるかどうかは判

断し難い、同じ文字列ではあるものの、漢籍語との繋がりがない別語の可能性

がある。 

 

4.5『和独』に見える「漢籍に出典あるが、日中同形異義語に相当する」語類 

 前節における調査結果からも見られるように、多くの漢籍から由来する軍事

用語は古い時代にすでに成立していた語であることにも関わらず、現在の両言

語の中に生き続け用いられていたのが明らかである。ただし、古代中国で用い

られた語であるために、長い歴史の中で、使用状況の変化を生じているものも

含まれ、4.3‐2 節にも述べたように、中国では一部の語を新語に取って代わり、

使用率の低下した現象が見られる。さらに、『和独』の収録語彙の中は、近代日

本が転用したと思われる語の一部も含め、現在では日中両言語において共通し

ない部分の意味の生じた語が多く発見される。 

これらの語は前章に取り上げたものと同様に、漢籍に出典がある。つまり、
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中国から日本に伝わった語がほとんどであると考えられる。この点から見れば、

当初両者の関係は密接であっただろう。しかし、異なる言語文化環境に長い間

浸された結果、両者には表象面での相違が少しずつ生じたと見られる。 

日本の場合では、中世後半から近世にかけて、一般庶民のことばの中にも漢

語が浸透し、漢文脈以外でも使用されるようになったことから、漢語の意味と

使用方法に大きな変化があったと言われている。一方、中国における漢語変化

の大きな時期は、本章の 4.3‐2 節に述べた唐の時代以降になると言語の口語化

という現象があるほかに、19 世紀末から日本語借用語の移入したこともあっ

て、これによる新たな意味変化が生じ、さらにその影響のもとで中国独特な新

造語も生み出されていることもあっただろうと考えられる。 

筆者の判断では、抽出語の内には 78 語がそのパターンに相当する。 

本節では、このような同形異義語をさらに 4 タイプ、すなわち、①同義の部

分をもち、同時に日本に異なる意味がある（「共通＋日本」形）語類②同義の

部分をもち、同時に中国に異なる意味がある（「共通＋中国」形）語類③同義

の部分をもち、同時に日本語・中国語とも異なる意味がある（「共通＋日本＋中

国」形）語類④現在では共通部分は持たず、日本語・中国語それぞれに異なる

意味がある（「中国＋日本」形）語類に分け、抽出した 78 語における日中両言

語の相違部分を検証してみる。 

4.5‐1「共通＋日本」形の語類 

 この部分に取り上げたものはつまり日中両言語における同義部分があるほ

かに、日本語の場合ではさらに独自の意味を持つというような語である。これ

らを例示すると、以下のような 27 語がある。 

「行動、戦術」関係（4 語）： 

護送 捜索 吶喊 突貫 

「現象、状態」関係（6 語）： 

服役 現役 掩蔽 蜂起 陥落 免役 

「制度、組織、職務」関係（7 語）： 

軍令 特科 伍長 軍曹 兵曹 従卒 主計 

「武器、道具、装備」関係（2 語）： 

暗号 戦艦 

「位置、地形、施設」関係（1 語）： 

陣中 

複数関係（7 語）： 

抵抗 演習 提督 行李 階級 儀仗 酒保 

 

この中、「伍長」、「軍曹」、「兵曹」、「従卒」、「主計」のような「制度、組織、

職務」関係の語は、前節に述べたパターンと同じ、いずれも古代中国でも見ら
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れる官職あるいは軍制度名から起用したものである。しかし、「中尉」、「中将」、

「元帥」のような語の場合と異なり、やはり現代語としては語感上のギャップ

があり、現代中国語として還流できず、また還流できたが、最終的には定着し

ていなかったと考えられる（この現象については第三部にある第 7 章にて、具

体の例を取り上げて論証する）。 

日本と中国とでは、風土、風習や歴史および制度が異なる部分があるため、

人々の感覚や思考にも差が生じたことがあると考えられる。そのため、以上の

ように、同一の漢字・漢語であっても日本と中国では想起される内容・実体に

何らかの異なる点をもつはずである。これも古来漢語における日本独自の意味

変化の現象が生じた理由の一つだと考えられる。 

例えば、上記の「提督」からもその使用上の差が見られる。古来中国語意味

としての「提督」はもともと「全体を統轄して取り締まること」の意味であり、

近世以降は官職名として知られているのである。しかし、現代日本語のように、

専ら「海軍の司令官」の意味に指すではないと考えられる。また、民国以降こ

の官職は廃止されていたため、これ以降艦隊司令官に対して日本語のように

「〇〇提督」というような呼びかたは存在しない。しかし、日本語では、恐ら

く「水師提督」の官職名から強く印象を残られたため、英語、ドイツ語共通の

Admiral という語の訳語として定着された。これ以降、中国語に見られない「提

督」＝「（海軍の）司令」という呼びかけ部分の意味も強調され、現代語に至る。 

この現象について、木村（2013）が以下のように述べていた。 

   日本語の意味は本義とは異なるものの、立場の置き換え、原義の特質からの連

想、縮小や拡大がある。時には、それらが交じって生まれたのであろう。 

また、それ例として以下のような語も挙げている： 

（順に文献名、漢籍・漢訳仏典での意味、現在の日本での意味） 

我慢（『唯識論』 他人を軽んずる。我意を張る⇒こらえしのぶ） 

稽古（『書経』いにしえの道を考える⇒武芸・芸能などを学ぶ。練習する） 

痴漢（『北史』愚かな人（男）⇒異性にみだらなことをする人） 

退屈（『宋史』しりぞき屈する⇒することがなくひまをもてあます） 

馳走（『史記』馬を走らせる⇒食事などのもてなし（をする）） 

皮肉（『列子』皮と肉⇒あてこすり。意地悪い非難） 

不義（『論語』義理・道理に反していること（行為）⇒男女の道にはずれた関係。密

通） 

迷惑（『晏子春秋』道に迷う、心が迷う⇒不利益や不快さなどを感じる） 

料理（『晋書』ものごとをうまく処理する⇒食べ物を調理する。調理した食べ物） 

（中略）『論語』の中の語で、この「民間おける意味変化の漢語」にあたるものに、



90 

「百姓」「遠慮」などがある。「百姓」は本来文字通り「多くの姓」であり、「一般の

人々、人民」の意味を表している。日本の文献でも同様であったが、独自に「農

民」の意味が生まれる。（中略）中国では、「百姓」は、現在も「人民」「民衆」を表

し、農民の意味は持たない51。 

 

この説に合わせて見ると、本節に挙げた語の内、以下の語（表‐22）がむし

ろそのような「原義の特質から連想、縮小や拡大」によって新しい意味に転換

されたパターンだと考えられる。 

表‐22 原義の特質から連想、縮小や拡大による日本語独自の新義転換（1） 

 日中共通の意味 
軍事 

分野 
日本語独自の意味 

軍事 

分野 

吶喊 
大勢の者が一時に大声をあげ

て叫ぶこと 
× 

とき声をあげて激しく敵陣へ突

き進むこと。また、その鬨の声 
○ 

暗号 
符号で定めた合図。ある取り

決められた方法で合図する 
× 

暗号を使った電報、暗号電信、

暗号文(中国語に言う「密碼」) 
○ 

軍令 

軍中の命令。陣中の命令 

○ 

最高指揮官の作戦用兵について

の統帥事務；天皇の決定（勅

定）を経た軍事法規 

○ 

陣中 
陣屋のなか。軍隊のなか。ま

た、戦場 
○ 

近衛府が警衛を管轄する内裏 ○ 

第一線、現場 × 

階級 

地位や身分などまたは身分、

職業、財産などを同じくする

者によって形成された集団 

× 

軍人の等級、ラング（中国語に

言う「軍銜」）  ○ 

行李 

使者。つかい；旅行に携える

荷物。荷物；旅 × 

竹、柳などで編んだ箱、物入れ × 

弾薬、補給品などを運ぶことを

任務とした部隊 
○ 

戦艦 

戦争に用いる船。いくさぶ

ね。軍艦 ○ 

英語の battleship の訳語に相当す

る、最大級の軍艦（中国語に言

う「戦列艦」） 

○ 

酒保 

酒を売る人。また、酒屋のや

とい人 × 

旧日本軍の兵営や艦船内で、士

官、兵に日用品・飲食物などを

売った店 

○ 

特科 

特別な科目。特別な学科 

× 

旧日本陸軍で、歩兵科以外の兵

科；陸上自衛隊の職種、「砲

兵」に相当する 

○ 

 

表に示したように、「吶喊」が特に「吶喊して突撃する」、「暗号」が特に「暗

号電信」、「行李」が特に「行李箱」または「行李を輸送する部隊」を指す、と

いうような中国語にはない意味に転換した語例が見られる。この場合はむしろ

前述の「意味の縮小化」のパターンに相当すると考えられ、一方、「酒保」が

                             
51 木村（2013）第一章「『論語』の漢語」四.現代日本語と意味の異なる漢語（p.28～30）より。 
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「酒を売る人」から「軍内部の売店」のようなパターンでは、特質の連想から

転換されたと見られる。また、「吶喊」、「暗号」、「階級」、「行李」、「酒保」、「特

科」の場合は、もともと中国語としてはいずれも軍事分野とは関係のない一般

用語であるが、日本によって軍事用語に転換されたという点も留意すべきだろ

う。 

一方、以上の現象とは逆パターンとして、元来の軍事用語であるものがそれ

以外の分野に意味範囲を拡大したものにも以下のような語がある（表‐23）。

その派生した部分の意味もいずれ中国語とは共通していないことが判明した。 

表‐23 原義の特質から連想、縮小や拡大による日本語独自の新義転換（2） 

 日中共通の意味 日本語独自の意味 

掩蔽 おおいかくすこと、かくしてわから

なくすること 

月が天球上を動いている間に、惑星や

恒星を隠す現象。星食 

演習 学問、技芸などを繰り返して習うこ

とまたは軍隊で、実戦の状況を想定

して行なう練習行動 

大学などの授業方法の一つ。ゼミナー

ル。セミナー 

服役 夫役と兵役に服すること 刑務所で懲役の労役に従うこと 

儀仗 儀礼用の武具、武器 儀式 

現役 軍隊で常備兵役の一つ。所属部隊に

編入されて常時軍務に服すること 

実際に活動している、ある職務につい

ていること。学校に学生、生徒として

在籍した者（中国語に言う「応届」） 

護送 付き添って護り送ること。保護しな

がら送り届けること 

犯人や捕虜を拘束したまま送致するこ

と（中国語に言う「押解」、「押送」） 

陥落 穴などに落ち込むこと、城、要塞な

どが敵に攻め落とされること 

口説きおとされること 

免役 賦役、労役を免除されること 服役囚が就役を免ぜられること（中国

語に言う「獲釈」） 

突貫 つきつらぬくこと 一気に仕事を完成させること 

以上のように、これは前述に言う明治以降の訳語として起用により、意味上

の調整がある語もあり、木村（2013）に挙げられたもののように、明治以前の

時代で、一般社会による意味変化した語も多くあると考えられる。前者のよう

な「知識人による再生の漢語」か、それでも後者のような「民間における自然

的に意味変化されたもの」か、まだ判明していないものもあるが、これからの

研究課題の一つとしてさらに資料を収集し、調査が進むにつれ、その区別が次

第に明らかになってくると考えられる。 

4.5‐2「共通＋中国」形の語類 

 この部分に取り上げるものは、前節とは反対に、日中両言語における同義

部分があるほかに、中国語の場合さらに独自の意味を持つというような語で
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ある。これらを例示すると、以下のような 26 語がある。 

「行動、戦術」関係（7 語）： 

掩蓋 解囲 突進 敬礼 照準 死守 偵察 

「現象、状態」関係（5 語）： 

爆発 発火 出師 大兵 大勢 

「制度、組織、職務」関係（4 語）： 

長官 将校 水夫 隊伍 

複数関係（10 語）： 

斜射 衝突 侵入 練兵 列兵 統帥 殿軍 軍馬 人馬 火線 

「武器、道具、装備」関係（なし） 

「位置、地形、施設」関係（なし） 

  

前述の 4.4‐2 節にも述べた通り、中国語の場合は唐の時代以降になると言語

の口語化によって、語彙の意味変化が起きていることがある。しかし、その

変化したものは、部分的にしか日本に伝わっていなかったこともあると想像

される。また、中国では、明の時代以降、庶民層の台頭や白話文の普及によ

って新たな意味変化を起こし、古来の漢語が新たな意味に転換させたことも

想像される。以上のような経緯があって、現代中国語にはすでに日本語の古

来漢語とは共通しない語彙が多数存在したと考えられる。本節に挙げた 26 語

は、むしろこのパターンに相当するものであろう。 

 この中、次の表‐24 に挙げた語例は、日中共通/中国語独自の意味両方にお

いても、いずれも近代（清朝前期、日本の幕末以前）以前の漢籍に用例が存在

したものではある。にもかかわらず、日本語とは共通しない中国語独自の意味

部分が存在したことが認められる。 こうした現象を引き起こした経緯につい

ては、以下のような二つのパターンがあると考えられる。 

 ①前述のように、同じ漢語ではあるが、その意味の面は部分的にしか日本に

伝わっていなかった、あるいは受容されても後には衰退し、現代まで残されて

いない。「掩蓋」、「統帥」のような共通しない意味部分の出典例が先の時代に

ある語がそれに相当すると考えられる。 

 ②唐の時代以前に出典がある語の場合、日本に伝わった以降の時代に、前述

のように中国では言語の口語化の原因で、新しい意味が派生した可能性があり、
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その派生した部分も一部しか日本に伝わっていなかった可能性がある。「軍馬」、

「練兵」、「侵入」、「出師」、「水夫」のような共通しない意味部分の出典例が後

の時代に現れた語がそれに相当したと考えられる。またこのパタ‐ンでは、派

生した意味は軍事分野ではなく、中国ではすでに軍事用語以外の面で使用され

ていた語も存在したことには留意すべきである。 

表‐24 漢籍語における意味の共通点と相違点 

  日中共通部分 
漢籍の出

典 

軍

事

分

野 

中国語独自の意味 漢籍の出典 

軍

事

分

野 

掩蓋 

物の上にかぶせる覆い。

特に軍隊で塹壕などの上

を覆ったものをいう 

明『新列

国志』 
○ 

収蔵する；覆い隠

す、包み隠す 

春秋戦国

『荀子』 
× 

解囲 
敵の兵のかこみを解くこ

と 

漢『韓詩

外傳』 
○ 

人のために困難を

取り除いて救う。

助け船を出す 

唐『晋書』 × 

軍馬 軍用として使う馬 
漢『史

記』 
○ 軍隊を指す 

晋『三国

志』 
○ 

練兵 

兵士をきたえること。戦

闘に必要な動作などを身

につける訓練。調練 

漢『漢

書』 
○ 

（訓練された）精

鋭部隊 
唐『北史』 ○ 

斜射 
目標に対して斜めの位置

から射撃すること 

唐『北

史』 
○ 

（光線が）斜めに

さす 

宋『存雅堂

遺稿』 
× 

照準 

射撃で、弾丸が目標に命

中するようにねらいを定

めること 

明『戰守

全書』 
○ 

願いのとおり許可

する 

明『太函

集』 
× 

衝突 

攻撃すること。突入する

こと；言論や腕力・武力

で争い合うこと。また、

その争い 

唐『南

史』 
○ 

水流が岸に激しく

ぶつかること 

唐『重夸州

宅景色』 
× 

凸出すること、き

わだつこと 

明『長安客

話』 
× 

侵入 

他の領分に、不法に押し

入ること。無理にはいり

こむ 

漢『史

記』 
○ 

外部の有害物が進

入してきたこと 

明『督蜀疏

草』 
× 

出師 
軍隊をくり出すこと。出

兵 

周『春秋

左伝』 
○ 

徒弟、見習工が修

業の期限を終わっ

て一人前の職人に

なる 

宋『誠齋易

傳』 
× 

水夫 船乗り。水手 
宋『太倉

考』 
○ 水汲み人夫 

清康熙年間

『池北偶

談』 

× 

大勢 

大づかみにとらえた形

勢；特に、世の中のなり

ゆき。天下の趨勢 

周『呂氏

春秋』 
○ 

大軍、特に軍隊の

強さを指す時に言

う 

宋『宋季三

朝政要』 
○ 

統帥 

全員をまとめひきいるこ

と。軍隊をすべひきいる

こと。統率 

宋『建炎

以來繫年

要録』 

○ 
統帥者。総帥。最

高司令官 

南北朝『宋

書』 
○ 
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そのほか、「斜射」の場合では、『和独』においてのドイツ語表記が Schrägfeuer

であり、前章に述べた複合語翻訳ルールに従えば「斜め」+「射撃」の構造に

見えるため、ドイツ語から日本語に直訳することによって造語され、それが偶

然にして中国語の「斜射」と同じ形に取る可能性もある。また、前挙の「火線」

の例もドイツ語 Fererlinine の訳語として対応しているため、「火」+「線」の組

み合わせから由来かもしれない。 

また、当「火線」における日中共通の意味である「戦闘の最前線で、直接敵

と銃火や砲火を交えるところ」の漢籍出典は発見できないため、漢籍にある語

とは別語の可能性が一層高いと見える。ただし、漢籍語の用例は「導火線」の

意味に相当する例があり 、「線」がドイツに置き換えると同じ linine であるた

め、意味上はある程度通じている。よって、直接関連性があるかどうかは断言

すべきではないと考えられる。 

表‐25 近代中国における独自な意味変化がある語類 

 日中共通部分 漢籍の出典 

軍

事

分

野 

中国語独自の意味 

軍

事

分

野 

爆発 
急激な化学、物理反応によっ

て激しい勢いで破裂する 

明『求是堂文

集』 
○ 

（事件や革命などが）

勃発する 
○ 

殿軍 
しんがりの軍隊。あとぞなえ

の兵。後軍 
唐『晋書』 ○ 

（運動競技などで）最

後の一名の意に用い

る。入賞者のうちの“ビ

リ” 

× 

発火 

火が燃え出すこと。火薬など

が瞬時にして火を発する 
晋『三国志』 ○ 

怒り出す。かんしゃく

を起こす。腹をたてる 
× 

銃砲に実弾を入れず、火薬だ

けで空砲を打つこと 
（なし） ○ 

人馬 
人と馬。また、人の乗る馬。

にんば 

春秋戦国『呉

子』 
○ 

ある組織の中のメンバ

ー。仕事仲間たち 
× 

列兵 隊列をなす兵隊たち 漢『漢書』 ○ 
階級、兵の最下位のも

の 
○ 

死守 
死ぬ覚悟で守ること。命がけ

で守ること 
漢『孔叢子』 ○ 頑固に守る。墨守する × 

将校 

士卒を指揮する職。また、そ

の職にある人。軍隊で、少尉

以上の武官の総称52 

南北朝『後漢

書』 
○ 

将官と佐官、広く高級

将校をいう 
○ 

大兵 多くの兵士。大軍 周『六韜』 ○ 

軽蔑と嫌悪の情をこめ

て“兵隊”という意味に

用いた。怖い兵隊 

○ 

偵察 
敵や相手の様子・動きなどを

ひそかに探ること 
漢『後漢書』 ○ 

（事件を）調査する。

捜査する 
× 

                             
52 「少尉以上武官の総称」部分の概念が近代以降の日本による転用したと考えられ、しかし全体的の

「指揮官」に相当する意味は古い時代から存在、共通していると見られる。（筆者注記） 



95 

一方、漢籍資料から中国語としての独自な意味に相当する用例を発見できず、

中国における近代以降の意味変化によって日本語とは異なる意味の生じたと

思われるものは、以下のような語が相当する（表‐25）。このような近代以降に

おける意味変化があるものには、多く軍事分野以外に意味を拡大、転用してお

り、それが半分以上占めている。これは、日本における言文一致運動と同様の

事情であるとも言われる中国清末以降の「白話運動」による文章の口語化が原

因だと思われる。それによって語彙の面でも、新たな意味要素が生じられたと

思われる。この場合はやはり 4.4‐3 節に述べた「同じ文字列の別語」の可能性

があり、今後は更なる考察が必要であろう。 

そのほか、表の中にある「発火」における「空砲射撃」の意味も古来の漢籍

に存在したことのない用法である。前述の通り、日本は中国より早い段階で近

代化の軍事制度を整備していたため、この部分の意味には、日本語による転用、

後に中国へ流入したものである可能性が高いと推測される。 

4.5‐3「共通＋日本＋中国」形の語類 

 本節に取り上げるものは、日中両言語における同義部分があると同時に、日

本語と中国語両者ともそれぞれ独自の意味を持つというような語である。これ

らを例示すると、以下のような 13 語がある。 

  「行動、戦術」関係（1 語）： 

転進 

「制度、組織、職務」関係（5 語）： 

軍政 下士 士官 大将 特務 

「位置、地形、施設」関係（1 語）： 

工廠 

複数関係（6 語）： 

部署 兵法 教練 検閲 将軍 野戦  

「現象、状態」関係（なし） 

「武器、道具、装備」関係（なし） 

 

 前節にも述べた通り、同形の漢語であっても日本と中国では想起される内

容・実態に何らかの異なる点をもつため、木村（2013）でいう原義の特徴であ

る「連想」があるような場合、異なる方向へ連想するパターンが存在したと考

えられ、その結果、時間の推移と共にずれが生じ、互いに通じなくなっている

意味が現れたと考えられる。 

 本章の語例から見ると、特に「制度、組織、職務関係」の 5 語ではその傾向

が著しく、もともと官職名や制度名などの定義が固定されておらず、また日中

両国における制度の差もあり、そのため時代が進むにつれて異なる方向へ派生

されやすいとも考えられる（表‐26）。 
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 表‐26 に示されたように、「士官」が「将校」（日）と「下士官」（中）へ、

「特務」が「特別に任用されたもの」（日）と「スパイ」（中）へなどのように、

元々は同一の漢語にも関わらず、それぞれ異なる意味に転用されたことが明ら

かである。また、「大将」の場合では、前述のように近代軍隊の階級名としては

日本によって転用され、後に中国へも流入したものと思われる。しかし、その

他の面では、日中がそれぞれ「集団の長、最高リーダー」、「集団内の重要人物」

という異なる認識を持っていることも見られる。 

表‐26 元来の漢語から異なる意味方向への派生、転用した語類（1） 

  漢籍出典 意味の比較 

軍政 
周『春秋

左伝』 

共通 一国の軍事に関する政務。 

日 

軍隊の編制、維持、管理に

関する国務事項、軍令事項

と区別される；（軍が行う

政治）軍事政権、軍事管制 

中 

軍事と政治、軍隊と政

府、政界。また、明清

時代には軍人に対する

定期審査制度をいう 

下士 
春秋戦国

『老子』 

共通 教養、品性の低い人；身分の低い士人 

日 
「下士官」（准士官と兵と

の間の階級）の略 
中 

階級名、下士官の最下

位のもの。 

士官 

春秋戦国

『韓非

子』 

共通 兵の指揮をとる武官の通称 

日 

陸軍の大・中・少尉および

同相当官の総称。海軍の将

官、佐官、尉官の総称（中

国語に言う「軍官」） 

中 

古代は裁判官・司法官

をいう。現代語では日

本語の「下士官」の意

味に相当する。 

大将 
春秋戦国

『墨子』 

共通 
全軍または一軍の指揮・統率をつかさどるもの；軍隊の階

級の一つ。将官の最上位で、中将の上に当たる 

日 
一群の首長。かしら。長。

頭領 
中 

高級将校、またある集

団内の重要人物。転じ

て、スポーツチームな

どのエース 

特務 
明『吳興

備志』 

共通 特別の任務。特殊な任務 

日 

特務曹長や特務士官などの

略。前者は陸軍で各兵科の

准士官。後者は海軍の准士

官で、下士官と兵から特別

に抜擢されたもの 

中 

謀略・スパイ・破壊・

かく乱などの特殊（非

合法）工作員 

検閲 

南北朝 

『洛陽伽

藍記』・ 

崇真寺 

共通 調べあらためること、検査すること 

日 

出版物や信書などの表現内

容を強制的に調べること、

またその制度 

中 軍隊を観閲すること 

 

 また、「下士」という語の共通部分である「教養、品性の低い人；身分の低い

士人」のような記述では、両国の辞書には共に収録されているものの、実際現

代語として両言語ともほぼ使用されていない。つまり、実際現代語として残さ

れたのは日中両国それぞれ派生した部分の意味のみである。その場合では同じ

4.4‐3 節に述べた「同じ文字列の別語」として扱うことも可能であり、一応辞書
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記述上には関連する部分を持っているため、現時点は共通語としての判断を保

留する。 

ほかに、表‐27 に示された「複数関係」の類にも 5 語がある。 

表‐27 元来の漢語から異なる意味方向への派生、転用した語類（2） 

  意味の比較 

教

練 

共通（行動、

戦術） 

教えならすこと。教えて、熟練させること②軍隊で、軍人に必要

な戦闘動作を教え、訓練すること 

日本（制度、

組織、職務）    

学校で教科の一つとし

て行なわれていた軍事

的な教育と訓練。軍事

訓練。学校教練 

中（制度、

組織、職

務）     

（スポーツなどの）コー

チをする。（指導員）コ

ーチ 

兵

法 

共通（制度、

組織、職務） 
いくさのしかた。戦争の方略。兵学。軍学。戦術。 

日本（制度、

組織、職務）    

剣術などの武芸。武

術。 

中国（武

器、道具、

装備） 

兵法書。特に『孫子』を

指す。 

部

署 

共通（行動、

戦術） 
役割を定めること。役目を割り当てること。手くばりすること。 

日本（制度、

組織、職務）

/（位置、地

形、施設） 

定められた役割の場

所。割りあてられた役

目。持場。また単に、

ところ。場所。 

中国（制

度、組織、

職務） 

部下・側近のこと、また

は軍隊中の武官のことを

いう。 

野

戦 

共通（現象、

状態） 

平野で戦うこと。山野での戦闘。また、攻城戦、市街戦、要塞戦

以外の陸上戦。 

日本（位置、

地形、施設） 

戦地。戦場。特に大陸

の戦場。 

中国（現

象、状態） 

通常の戦法を使わず、予

想以外の方法を用いて戦

うこと。 

 

その中に、たとえば中国語の「教練」53の場合、「教えて熟練させること、軍

隊を訓練すること」（行動、戦術関係）の意味から「訓練指導をする人、つまり

コーチ」（制度、職務関係）の意味に転換されたと見られる。一方「部署」のよ

うに、日中両言語はそれぞれ「定められた場所」（位置、地形、施設関係）、「部

下、側近」（制度、職務関係）のような少しも共通しているところも見られない

意味まで派生されたこともある。つまり、これらの語は、品詞あるいは固有性

質の面でも変化が生じており、異なる意味の面に拡大したということが留意す

べきである。 

以上の現象については、やはり両国語間で同じ漢字の意味に対する理解の差

があり、その食い違いが原因だと考えられる。この問題については、機会を改

め次節に挙げた語例現象と合わせて述べたい。 

 

                             
53 この語に関しては、後述の 7 章を以て詳しく論述する。（筆者注記） 
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4.5‐4「日本＋中国」形の語類 

本節に取り上げた語は、いずれも同じ漢語の形であるにも関わらず、現代語

としては意味と用法の面で共通部分がなく、つまり完全なる同形異義語と思わ

れるものであった。これらを例示すると、以下のように 12 語がある。 

「行動、戦術」関係（2 語）： 

伏射 退営 

「現象、状態」関係（2 語）： 

火戦 廃兵 

「制度、組織、職務」関係（6 語）： 

番兵 部将 軍属 軍吏 兵科 曹長 

「位置、地形、施設」関係（1 語）： 

営倉 

複数関係（1 語）： 

査哨  

「武器、道具、装備」関係（なし） 

 

まず、前節に挙げた現象と同様に、「制度、組織、職務」関係の語が多く、一

方、「武器、道具、装備」関係の語がないことが見られる。やはり官職名や制度

名などは抽象的なもののため、定義が転換されやすいのに対して、兵器装備な

どでは、もともと具体的に存在していた実物であるため、意味の面が固定され

たものが多く、拡大、派生や転用され難いと考えられる。 

 そして、上記のような同形異義現象の発生については、前節にも述べた通

り、両国語間における構成要素の意味が食い違うことが主な原因だと考えられ

る。こうした特に二字漢語の食い違い方について、張（2002）では、語の要素

間の文法関係などによって、以下のように分類している。 

①前構成要素の意味の食い違いによって生じた意味の違い、②後構成要素の意味の

食い違いによって生じた意味の違い。③前、後構成要素の意味の食い違いによって生

じた意味の違い、④日中両国語間の語の構成要素間の文法関係の違いによって生じ

た意味の違いである。 

この分類に基づいて、以下は、本節に挙げられた語をそれぞれ 1 例挙げて分

析してみたい。 

①前構成要素の意味の食い違いによって意味の違いが生じた語例：  

「番兵」第一部 2.4 節にも触れた通り、「番」の漢字について、日本語の場合

では「見張り、当直」という意味を持っているため、「番兵」はつまり「見張り

をする兵士、哨兵」の意味に相当する。一方、中国語では古い時代から「未開

の民族、異民族、または外国のものに冠する語」として使われていた。従って
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中国語の番兵では「外族の軍隊」のことを指していたのである。 

（例：日中別、例文、出典文献の順、以下同） 

（中）「邊方有事、暫可赴戰、常戍宜遣番兵代之」唐『北史』 

 （日）「或は武器をそなへ或は番兵を置いて内外の非常を禁じ」（1665）『山鹿語類』 

 

つまり、この種の語では、後の一文字の意味は両国語間で同じであるが、前

の一文字の意味が異なっていると考えられる。 

②後構成要素の意味の食い違いによって意味の違いが生じた語例： 

「軍吏」この語における「軍」は両国ともに「軍隊」の意味で、後の一文字

の「吏」の意味によって意味が左右される。ここの「吏」について、中国語は

普通の「官吏、官僚」の意味であるから、「軍の干部、将校」という意味であ

る。一方、日本語の場合は「役人」、特に「行政事務などをつかさどる役人」

の意味を取っていたので、「軍の事務官、吏僚」、後に「軍の会計経理事務を担

当した主計官」の意味として転用したのではないかと考えられる。 

（中）「屯留軍吏皆斬、遷其民於臨洮」漢『漢書』 

（日）「列印（レイン）の軍に赴むきその隊中に入りけるが、やがて軍吏に昇された

り」（1870～71）『西国立志編』 

 

 つまり、前述の①の現象とは逆で、前の一文字の意味は両言語で同じである

が、後の一文字の意味は異なっていると見られる。また、これまで何度も述べ

た通り、同じ漢字に対して、両言語間でそれぞれ異なる発想と理解で取られた

ことが原因だと考えられる。 

③前、後構成要素の意味の食い違いにより意味の違いが生じた語例： 

「軍属」ここの「軍」も「属」も異なる意味を示されていたと見られる。中

国語の場合では、「軍」は「軍人、特に現役の軍人」を指している意味である。

「属」では「一族のもの、家族」の意味を取っているため、合わせて「軍属」

は「軍人の家族」という意味である。一方、日本語の場合では「軍」は「軍隊、

軍事組織」という意味で、属では「属す、所属する」の意味を取っていること

から、「軍属」は「軍に所属する者だが、軍人でない人、文官、技師、嘱託、

雇員、給仕などの総称」の意味であり、中国語の「文職人員」にあたる。この

ように前後の構成要素の意味の違いが生じたのである。 

（中）「優恤軍屬 凡陣亡病故官軍回鄉、家屬行糧脚力、有司不卽應付者、遲一日 
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笞二十」明『大明律』 

（日）「其軍属と称するは陸軍出仕の文官、其他陸軍各衙門、城堡、武器火薬、糧 

食等の倉庫草秣の諸廠に於て監守、支給、使役、運輸等の役に供する者 

とす」（1875）『軍制綱領』 

 

以上のように、前の①、②項目で述べた同形異義語は、語構成において前

か後いずれかの構成要素の意味の違いによって生じたものであるが、この 2 語

では前、後両構成要素の意味の食い違いによって意味のずれの生じた語だと考

えられる。 

ちなみに、近代中国の新聞記事からも日本語と同じ意味の「軍隊に属すもの」

としての用例も少数存在していた記録がある54。これは、恐らく日本語の影響

を受け、近代の中国でも一時的にこの用法で使用されたと見られるが、辞書で

はこの意味を収録していないため、やはりこのような用法は中国語に定着され

ることがなく、後の時代では衰退したと見られる。この現象に関しては、また

次の 4.6 節で論述する。 

④日中両国語間の構成要素間の文法関係の違いによって生じた語例： 

「退営」この語について、中国語の「退」は「後退、撤退」の意味である。

つまり「述語＋目的語」の構造で、「屯営を後方に移す、後退する」という意

味で用いられた。一方、日本語の場合では「兵役を退き、兵営を去ること」ま

たは「通勤の軍人などが、一日の勤務を終えて兵営から帰ること」の意味であ

る。一見前述の③の項目に属するようだが、「兵営から去る、兵営から帰る」

の意味から見ると、「営」は修飾語として「退」を修飾する働きをしているで

はないかと考えられる。従って、文法面での用法の違いによって中国語と異な

る意味を取っていると見られる。 

（中）「為存敬所敗、退營沙河」五代『舊唐書』 

（日）「たうとう検閲中の関所も通りぬけた。これでこの歳暮（くれ）には無事退営 

や」（1920）『初年兵江木の死』 

 

ここで挙げる例に関する現象について、まず張（2002）では以下のように述

べた。 

                             
54 『申報』第 20165 号（1929）に「其他職員、而非軍隊或軍事學校出身者、均爲軍屬」とある。 
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周知のごとく,日本語は中国語から大量の言葉をそのまま借用語として用いて

いるが,日本語と中国語は本来異系統の言語である。中国語は孤立的な言語で,言

葉の屈折もなければ,助詞や接辞もきわめて少ない。日本語はこれに反して,用言

の屈折があり,助詞や接辞は広くかつ多様に使われている。音節の構造も著しく異

なり,構文上の言葉の順序も違っている。（中略）日中同形語の中には語の構成要

素間の文法的関係の相違いにより生じた異義語がある。 

 

上記の「退営」はこのような構成要素間の文法関係の異なることによって意

味の違いが生じたものだと考えられる。 

そのほか、「営倉」と「曹長」この 2 語では以上に挙げられた 4 つの現象に

いずれも相当していないと思われる： 

「営倉」中国語の場合では、辞書は収録していないものの、漢籍文献からは

以下のように文字通り「倉庫、特に穀物倉庫」の意味としての使用例が見られ

る55。一方、日本語の場合では、「罪を犯した軍人を拘禁する、兵営内の建物、

また、そこに入れられる罰」の意味として使われていた。これは、「牢屋とし

ても使えられる倉庫」、「倉庫に拘禁する」のことから発想されたものではない

かと思われる。 

「曹長」中国古代の官職名としての用例も存在していたが、日本語の場合で

は近代以前の出典が見られていないため、漢籍からの借用語であるかどうかは

現在の段階では判断できない。一方、近代軍隊の階級名としては下士官の最上

級の階級で、「軍曹」の上の位であるため、「軍曹の長」の意味から取った可能

性もあると考えられる。 

以上のように、漢字の用法と取り方の違いによって、お互いに通じなくなっ

ている意味が生じたことが見られる。こうした語例は同じ漢字によって組み合

わせたものではあるが、同形異義語であることは明らかなため、必ずしも中国

の漢籍にある語彙との繋がりがあるとは断言できない。4.5‐1 節に挙げた「斜

射」、「火線」に相当する現象と同じだと思われる。また、「軍属」、「退営」のよ

うな語の場合では、特に前章で判明した近代日本によって独自に漢字の接合を

以て翻訳造語を行う時、偶然にして古来の漢語と同じ形を取っていた可能性が

ある。つまり、4.4‐3 節に挙げられた「陽動」、「甲板」の特徴に近いとも連想さ

れるが、その実際の繋がりがあるかどうかは判断しにくい。それを解明するた

めには、今後更なる調査が必要だと思われる。また、それとは関連として、す

                             
55 宋『新唐書』に「十日、糧進營倉」とある。また、明『四鎮三關志』に「糧二百八十七石、米豆俱

猪圈頭營倉收貯」とある。 
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でに「同じ文字列の別語」として判明された語に関する論述は、次の 5 章にお

いて展開する。 

 

4.6『和独』に見える近代以前に出典なし語類 

本節に分類された語は、全部で 105 語があり、抽出した語の約 16％を占めて

いる。語誌調査より、清末以前の文献からはいずれも発見できないのである。 

しかも管見の限り、多くの語の場合では、日本側による用例が中国側のものよ

り最低でも数年以上早いことが明らかである。また、中国側におけるこれらの

語の用例は、日本から転載の記事や日本関連記事中に現れたことが多いと見ら

れる。以上のことから、本章に挙げられた語は日本語による造語であるという

可能性が高いと推測される。もちろん、資料不足の可能性を考慮に入れて、語

誌記述も不十分であり 100％日本による造語であると断言すべきではないが、 

現段階では、調査範囲を限定するための目安としてのデータである。 

  「行動、戦術」関係（15 語）： 

脱営 逆襲 排開 上陸 行進 掃射 装填 縦射 銃殺 回航 後送 担銃  

擲射 点呼 揚陸 

「現象、状態」関係（28 語）： 

跳弾 緒戦 弾道 激戦 仰角 砲戦 持久戦 落伍 流弾 戦況 戦友 初速 

爆沈 着発 弾着 不発弾 除隊 白兵戦 本戦 十字火 解隊 帰休兵 欠伍 

観艦式 局地戦 正攻法 戦歴 市街戦 

「制度、組織、職務」関係（21 語）： 

別動隊 軍管 国民軍 砲術 縦隊 常備軍 艦長 艦隊 憲兵 工兵 陸戦隊  

尖兵 少将 予備役 中佐 師団 聯隊 旅団 少佐 大佐 輸卒 

「武器、道具、装備」関係（36 語）： 

爆弾 備砲 導火線 曳火弾 複座 軍帽 軍服 迫撃砲 兵棋 巡洋艦 肩章 

旗艦 空包 勲章 教範 曲射砲 胸章 臼砲 雷管 榴弾 榴霰弾 山砲 祝砲 

野砲 霰弾 信管 銃丸 銃剣 滑腔砲 拳銃 後装銃 甲鉄艦 施条銃 焼夷弾  

衝角 照尺   

「位置、地形、施設」関係（5 語）： 

営庭 掩壕 側防 戦線 梯隊    

複数関係（なし） 

  

 以上の語例からは、まず前述における「武器、道具、装備」関係と「制度、

組織、職務」関係の語類が大きな割合を占めていることが確認されるほか、も

う一つの特徴として、この種の語では「複数関係」類の語がなく、しかもその

内大半の語では、『日国』のような大型の辞書においても、その記述が一義しか

掲載されていないことが確認できる。 

つまり、前節に挙げられた多くの語とは異なり、多義語ではなく、専門度、
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専用度が高い狭義語が大部分に占められたのである。また、もともと新概念に

対応することを目的として造られた新語であるため、短期間内では意味の拡張

がないことも一つの理由であろう。 

そして、次の表‐28 では、『申報』に見られる上記一部の語彙の初出例、お

よび日本文献にあるその語の出典例との時間上の比較結果をおおまかに示し

ている。この表の「初出例のタイトル」列にも見られるように、『申報』に示さ

れた当該語彙の初出例は、全ては日本関連の記事中に現れた語である。 

 

表‐28『申報』における対象語彙の初出例、及び日本文献の用例との比較 

  
日本文献の出

典例 

申報

の初

出年 

初出例のタイ

トル 
  

日本文献の出

典例 

申報

の初

出年 

初出例の

タイトル 

導火

線 

五国対照兵語

字書（1881） 
1906 

東京學界公憤

事 
旗艦 

読売新聞

（1880） 
1887 日報載 

軍帽 
読売新聞

（1882） 
1883 譯錄東報 教範 

朝日新聞

（1886） 
1900 

日本友人

致書本館

云 

軍服 
西洋見聞録

（1869） 
1882 摘譯東報 雷管 

慶応再版英和

対訳辞書

（1867） 

1910 
電八（東

京） 

逆襲 
兵語字彙草案

（1888） 
1904 

日本東京某日

報云 
落伍 

読売新聞

（1906） 
1918 東京電 

国民

軍 

軍制綱領

（1875） 
1903 

辯日本徵召後

備兵之誣 

陸戦

隊 

海軍省令第百

三拾弐号

（1886） 

1895 倭報姑譯 

縦隊 
兵語字彙草案

（1888） 
1900 日本報云 

榴霰

弾 

五国対照兵語

字書（1881） 
1897 日本報云 

巡洋

艦 

読売新聞

（1885） 
1889 東報彚譯 山砲 

五国対照兵語

字書（1881） 
1883 彚譯東報 

上陸 
航米日録

（1860） 
1887 日報載 戦況 

朝日新聞

（1882） 
1895 日臺紀要 

常備

軍 

軍制綱領

（1875） 
1884 

日本研究水陸

兩軍不遺餘力 
戦線 

読売新聞

（1877） 
1874 東洋亂事 

艦長 
読売新聞

（1877） 
1883 日本報載 装填 

五国対照兵語

字書（1881） 
1888 東瀛秋報 

艦隊 
西洋事情

（1870） 
1883 

東京日日新聞 

中國兵備論 
憲兵 

軍制綱領

（1875） 
1888 東報雖譯 

 

具体的な記事内容として、以下に二、三の例を挙げたい。 

  （対象語、例文、下線部における筆者訳、『申報』の出処の順） 

憲兵：「東報雖譯 西曆去年十二月三十一號日本特命檢閱（中略）其餘衙署各派巡查合 

憲兵巡行（訳：そのほかの部署は各自に巡査は派遣し、憲兵とともにパトロールする）」 

『申報』第 5297 号（1888） 

旗艦：「日報載（中略）海軍中艦隊應用、沿海艦隊旗艦現以扶桑艦派充、漸將小艦 
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編入隊内、當命扶桑爲第一等旗艦（訳：まさに扶桑を第一等旗艦に設定すべき」 

『申報』第 5073 号（1887） 

 

 表‐28 の内容と合わせて見ると、日本の新聞記事による転載、翻訳のものが

ほとんどであることが明らかである。これは、本章最初に述べた通り、日本語

から直接新漢語を借用する可能性が高いと判断してもよいだろう。また、4.4‐3

節にも触れた『遊歴日本図経』の例の現象とは同じだと考えられ、つまり、日

本で造語された新漢語とは言っても、多くの場合では漢字の字面から意味の類

推ができるため、そのまま直接借用されても中国人にとっても理解されやすい

と考えられる。 

 また、4.5‐1 節にも挙げられた例のように、日本における中国の漢籍などで用

いられた漢語の意味が、日本独自の意味に変化した語はいくつか存在していた。

それと同じように、中国による日本の新漢語を取り入れる際にもきっとこうい

った現象の生じることがあると考えられ、本節に挙げられた「別動隊」と「陸

戦隊」はむしろこのパタ‐ンに相当するものである。 

 「別働隊」の場合は、日本語の意味では「本隊と別に組織された隊。本隊の

作戦の遂行を援助したり、独立して他の目的で行動したりする部隊・集団」で

あり、1888 年に出版された『兵語字彙草案』にも 

「別働隊 遊撃隊ト同義ナリ即チ永ク独立シテ動作シ百方手段ヲ施シ以テ敵ニ損害 

ヲ加ンカ為メ小戦ヲ為ス所ノ部隊ナリ」 

 

とういうような定義が見られる。 

しかし、中国語の場合、さらに「武装する特別工作部隊、コマンド部隊」の

意味が付与された。そのような意味での例として、以下のようなものが見られ

る。 

「另有别動隊（即便衣軍士）二百餘人（訳：ほかには別働隊（即ち私服で偽装した 

軍人）200 人あまり）」『申報』第 18518 号（1924） 

「圖謀乘機與南軍勾通、組織便衣别動隊擾亂津埠治安（訳：偽装のゲリラ部隊を組 

織し、津埠の治安をかく乱しよう」『申報』第 19440 号（1927） 

 

以上の例に示されるように、特に「偽装された、非正規戦を任務とする」意

味を強調したことが、中国語における「別動隊」の意味であると考えられる。

この点については、『漢語大』におけるこの語の記述の「特指武裝特務組織（訳：

特に武装工作員の組織をいう）」の部分からも見られるだろう。 

ちなみに、『兵語字彙草案』に記述された別動隊とは同義の「遊撃隊」にお
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ける中国語の用法にも、同様に日本語にはない「ゲリラ部隊、パルチザン」の

意味が付与され、この意味が特化したこともあり、「別動隊」のパタ‐ンと同じ

だと考えられる。 

一方、「陸戦隊」という語の場合、管見の限りでは『朝日新聞』の記事から

最初の定義付きのものが見られる。 

「雑報 陸戦隊 海軍にて陸上の戦に用ゐる為め臨時に軍艦又は屯営より平常小 

銃を携帯せしむる下士水兵又は平常砲手たる下士水兵を採りて小銃隊野砲隊を編 

 制し之を陸戦隊と称する」『東京朝日新聞』1889 年 2 月 22 日朝刊 

 

中国語の文献における「陸戦隊」の初期の用例では、上記の表‐28 に示され

るように、『申報』による日本の新聞転載の時に借用したものである。当時の意

味は、日本語と同じように「海軍が必要に応じ軍艦乗組員による編制した部隊」

として使用されたが、後には日本語の「海兵隊」に相当する意味として転用さ

れた。20 世紀 20 年代以降では、中国語におけるアメリカ海兵隊を指す時には

「美陸戦隊」、「美国海軍陸戦隊」などの用法が次々と見られるようになった。 

「派有英美陸戰隊三十餘名及騎巡西印各捕在該處防衛」（訳：英米の海兵隊員 30 名お

よび騎馬警官、欧米人、インド人巡察が派遣され、ここの防衛を担当する）『申報』第

18522 号（1924） 

 

また、中国語辞書における「陸戦隊」という語の解釈では、以下のような記

述が見られる。 

海军陆战队（hǎijūnlùzhànduì）：〈軍〉海兵隊.海軍陸戦隊→“陆战队”とも。 

 『中日辞典』より 

陆战队：〈軍〉 marine corps;marines;（筆者訳：海兵隊、海兵隊員） 

『漢英大詞典』より 

 

この解釈の内容から見ても、同じ日本語における「海兵隊」という語の意味

に相当すると考えられるため、日本語の辞書および文献資料から「海兵隊」の

定義を探る。 

海兵隊（marines）上陸作戦における地上戦闘を主な任務とする部隊。「アメリカー」 

『広辞苑』より 

海兵隊（｛アメリカ｝Marine Corps の訳語）アメリカの陸軍・海軍・空軍にならぶ独立

軍で、主として水陸両用作戦における地上戦闘を担任する。 

 『日本国語大辞典』により 

英米等の列強には「海兵隊」と云ふ特種の部隊があり、海軍兵と陸軍兵との中間的存
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在として平時軍艦に乗り込んで居るが、主として陸上戦闘に従事する部隊である。こ

れは専門的で便利な編成であるが帝国の如き余裕のない海軍ではまだかかる組織を

持ち得ないのである。 

『官報附録週報』第 74 号「海軍陸戦隊の話」（1938）より 

 

以上の内容を比較すると、中国語としての「陸戦隊」という語は、日本語の

原義から脱却し、日本語の「海兵隊」に相当する語として転用されていたと考

えられる。また、日本の場合、敗戦で海軍が消滅し、現代では伝統の意味の「陸

戦隊」のような部隊は各国に存在しないため、日本語としての「陸戦隊」とい

う語彙は「日本海軍陸戦隊」を指す時以外はほぼ使い道がなく、死語に近いよ

うに思われる。 

つまり、日本語で造語したものは、中国語による転用、また別の意味として

再生される現象も存在したのである。4.5‐1 節に述べた「中国古来の漢語に対し

て、日本による独自な意味を付与させることがあり」という現象と、同じパタ

ーンだと考えられる。日本が中国語を借用する場合では、前述の木村（2013）

に挙げられた「百姓」の例もあり、逆に現代中国語が日本語の造語を借用する

場合では、「陸戦隊・別働隊」のような例も見られる。今後、「中国語に取り入

れられた日本語借用語」を調査する際、特にこのような「一見同義ではあるが、

実際微妙に意味転換が生じられた」現象を留意すべきと考えられる。 

 そのほか、本節に挙げた語の中には、近代における使用例はあるものの、し

かし後には中国語としては使用率が低下、最終的には淘汰された語も少なくな

い。 

たとえば、「拳銃」という語を例に見ると、日本における出典は、1881 年の

『五国対照兵語字書』からすでに見られ、これに対し、『申報』の使用例では、

1912 年のものが最初である。また、『申報』全体における「拳銃」の用例は 13

例あるが、1920 年代以降に見られるものは全て日本関連の記事である。つまり、

日本関連の記事には転載、引用による日本語の借用現象が見られるが、それ以

外は、特に使用されていないと考えられ、やはり 4.5‐1 節に述べたように、中

国語とは語感上のギャップがあるため、後に定着できなかった。同時期におけ

る「手槍」という中国独自の造語が普及され、「拳銃」のような用法は一時使用

されていても後には衰退されただろう。これは、4.4‐2 節に挙げた「万年筆」、

「車掌」のパターンと同じだと考えられる。 

これと同じように、「脱営・曳火弾・営庭・掩壕・不発弾・複座・本戦・縦射・

銃丸・十字火・銃殺・滑腔砲・帰休兵・甲鉄艦・局地戦・戦歴」この数語も、

全て 10 例以下しか発見できない。また「着剣・着発・欠伍・後装銃・施条銃・

焼夷弾・衝角・照尺・担銃・揚陸」について、『申報』からは全て用例を発見さ
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れず、「拳銃」と同じように、中国語として使用されていた可能性が非常に低い

と見られる。 

一方、「師団・旅団・聯隊・大佐・中佐・少佐」の場合では、用例が多く存在

していたものの、一時期を除いて、ほぼ日本軍の組織や階級を指す時のみ使用

され、そのような専門用語以外の用法では中国語として定着されていないと見

られる。つまり、最初は一般用語として日本以外の事情を指す時にも使われて

いたが後に中国語の造語に取って代られた。しかし、日本由来であるもののた

め、日本に関連することを指す時にはそのまま保留され、一種の固有名詞化し

たと考えられる。 

 紙幅の関係もあり、ここで「大佐」という階級用語の例のみ挙げてみたい。

「大佐」という階級名の由来は、図－22 の『太政官布達』第 604 号にも見られ

るように、兵部省に設けられた陸海軍大将から陸海軍權曹長までの 11 等級の

4 番目として、「陸軍大佐」と「海軍大佐」が設けられたのが最初である。現代

中国語の「上校」に相当する階級名でもあるが、現代中国語では日本軍将校を

指す時のみ「○○大佐」と称し、それ以外のほとんどの場合では、この階級に相

当する軍人はどこの軍であるのかは関係なく、全て「○○上校」で称すことが一

般的である。 

図‐23『申報』の用例に見る「大佐」の使用頻度 

 

  

図‐23 に見られるように、最初の 1882 年から 1904 年までかなり長い年間の

中、『申報』における「大佐」という語は使用されていたものの、日本関連の記

事から日本語を借用する、あるいは日本の新聞報道から直接引用する以外の用
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例はなく、むしろ一種の固有語や専門用語として使われていたと考えられる。

ただし、日本人将校のみではなく、他国の将校に対しても、日本の記事を引用

する時はそのまま日本語の「大佐」を借用して表記することもある。これは、

当時の中国では、近代化の軍事制度はまだ整備されていないため、明確な階級

名が決められていないことも原因だと考えられる。 

そして、1900 年代以降の『申報』記事からは、外国軍将校のその階級該当者

を指す時は、以前と同じようによく「大佐」という語に訳され、「上校」と併用

する時期が長らく続いていることも見られる。1910 年代から 20 年代にかけて、

むしろ日本軍以外の者を指す場合に多数用いられていたことが明らかである。

その具体例を若干挙げたい。 

「近聞政府由小吕宋領事之介紹、聘有美國武員二位教練新軍、一爲哈司大佐、一爲虚 

式爾少佐（訳：米国武官 2 名を雇って新軍を教練する、１名はハース大佐であり、も 

う一名はキュヒラー少佐である）」『申報』第 11655 号（1905） 

「意大利聯隊長陸軍大佐加里巴爾蒂奮勇攻入柯爾特旭斯（訳：イタリア軍連隊長陸軍 

大佐カリバルテ氏は奮闘し、（その軍は）コルトヒス（地名）まで突進した）」『申報』 

第 15057 号（1915） 

 

つまり、この時期の「大佐」という語はむしろ一般の階級名として使われて

いたと考えられる。しかし、1930 年代以降では、前述の「上校」という語がさ

らに普及したことも理由の一つだと考えられ、日本軍以外を対象とする「大佐」

の用法が減少、衰退していたと思われる。1940 年代では、戦時中日本に占領さ

れたこともあり、日本軍関連報道が増加し、「大佐」という語がいわゆる「時事

語」の影響で、日本軍将校を指す時にのみ使用されるという習慣が生まれたと

考えられる。また、それが原因だと思われ、戦後では「大佐」の使用例が急激

に減少しており、『申報』における日本軍将校対象以外を指すものとしては、

1946 年の記事が最後であった。 

「來賓除包毅德中將外、尙有魏亞特中將、（中略）英籍海軍大佐多人，以及中國海軍高 

級長官等。（訳：来賓はホイド中将を除く、他にはワイアット中将、（中略）イギリス 

海軍大佐数人及び中国海軍高級将校などがいる）」『申報』第 15057 号（1946） 

 

「大佐」の例を含め、ほかの「師団・旅団・聯隊・中佐・少佐」の場合にお

いても同様に、後には日本軍を指す時にのみこのような用法を使用し、ほかの

場合には現代中国語では全て中国語独自の造語としてそれぞれ「師・旅・団・

中校・少校」と称されていたと見られる。 

このような例に近い例としては、ドイツ語由来の「U‐Boat」もある。もとも

とドイツ語の「U‐Boot（ウーボート）」は「Unterseeboot（ウンターゼーボート、

水の下の船）」の略語であり、ただ普通の潜水艦の意味で、時代・国籍なども問
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わず、全ての潜水艦を意味する一般用語として使われているが、イギリスやア

メリカなどの敵役としてあまりにも有名すぎるため、英語にも借用され、U‐boat

（ユーボート）という固有名詞として、専ら第一次大戦・第二次大戦時期のド

イツの潜水艦を意味する語として使われていた。このことから、上記のような

「固有名詞化」された語は、むしろ「U‐Boat」のパターンに近いと考えられる。 

 

4.7 まとめ 

 本章は、『和独』に収録され、主に軍事分野用語として用いられた専門性の高

い漢語を研究対象とし、日中比較の視点から、日中同形語として見られるもの

の数やその性質および両言語の中での位置づけなどを調査した。その結果、4.6

節に相当するもの、つまり「近代以降の造語と思われるもの」は全部で 105 語

があり、約 16％である。これに対して、「近代以前の漢籍に見られるもの」は、

4.4・4.5 節の項目を合わせて 517 語もあり、全体約 83％を超えている。これは、

ある意味で、明治後期の軍事用語における旧来の漢語・新造語の占める比率を

表していると考えられる。1 章に挙げた『海上』の語彙調査結果と比べ、新造

語に相当する語は依然少ない、むしろその割合がかなり減っていく傾向が見ら

れる。1、2 章において、何度も触れてきた明治前期における翻訳事業の整備、

よって漢籍文献などにある語彙資源から多くの漢語を利用し、訳語として大量

起用されたの点をもう一度確認すると、むしろ当然の結果を示されただろう。 

 ところで、問題になったのは、4.4‐3 節および 4.5 節にある「同形ではあるも

のの、翻訳の時偶然にして同じ漢字の組み合わせを取っていた、必ずしも古来

の漢籍語から転用したのではないと見られる語」がある。実際、『和独』の収録

語において、そのケースに相当する可能性がより高いと判断した語としては、

ほかに「掩体」、「機動」、「敵意」、「参戦」、「兵種」この 5 語がある。同じく文

字列が一致するものの、意味上では伝統漢語との繋がりがほぼないと判定した

ため、一旦保留として本章の調査分類に入れず、次章においてまた詳しく論証

を展開としよう。 

 

第 5 章 現代語視点から見る日中軍事用語の交流とその受容 

5.1 二十世紀 10 年代以降の日中軍事用語の概観について 

 前章までの調査により、近代日中軍事用語体系化の流れ、およびそれと同時

に発生した幾つかの連動的な言語変化現象、また一部の関連語彙の中国語との

関連性はどうなるかを明らかにした。しかし、あくまでも『和独』の収録語彙

を最後に、つまりこの辞書が出版年代に相当する 1909 年までの軍事語彙を対

象にした、というような限定的な範囲内のものが反映された結果である。 

だが、明治後期、また後の大正期の新造語について、沖森（2010）では、 



110 

翻訳を通してではなく、新たに登場した漢語を少しあげておきましょう。（中略）大正

時代以降のものには「弾圧・発禁・洗脳・団地・公害・留年・時効・協賛・駅弁・公開・

観光・派遣・電子」など、時勢を反映するものも少なくありません。 

 

 と述べる。また、佐藤（2013）でも、大正末ごろから昭和二十年代ころまで

の漢語について、以下のように「時局および軍事に関わる主な語と用例」を挙

げている。 

 

 愛機 観閲（ス） 艦載（機） 機銃 基地 強行軍 魚雷 空軍 空襲 空爆  

空母 軍縮（ス）撃墜（ス） 建艦 高射砲 炸薬 残敵 銃座 手榴弾 戦車  

前線 潜望鏡 弾頭 敵性 撤収 伝声管 内火艇 防空 歴戦 練度56 

 

この中には、一見すると現代中国語とも馴染み深い語があるのではないかと

思われる。たしかに、20 世紀前半では軍事科学や戦争理論などの進化があまり

にも急速であった時代背景もあり、戦車、飛行機、電子機器などといった新兵

器も次々と登場していた。それらに合わせるために、新たな造語（特に 4 章最

初に述べたような「武器、道具、装備」関係の語がメインだと思われる）によ

って新概念の補完を行うことも当然の結果だと考えられる。従って、上記のよ

うな、本章対象範囲には含まれていない、大正、昭和年代以降に出現した軍事

用語も多く存在したと思われる。また、後の時代では日中戦争もあり、前章に

例挙した『申報』の記事にも見られるように、中国では日本に関する報道や紹

介が増加している。そのため、後の時代には、日本の新造語の流入、借用され

る現象が継続していたのであろう。 

 よって、本章は現代日本語、中国語の角度から視点を入り、前章までの論述

にはまだ触れていない、あるいは解明していない幾つかの問題をめぐり、その

補完、およびまとめとして『中日近代新詞詞源辞典』（後述）の編纂作業に関す

る語誌調査結果を利用し、現代中国語の視点から日中両言語にも受け継がれた

軍事用語の実態を検証する。 

 

5.2『中日近代新詞詞源辞典』の編纂概要及び本研究との接点 

『中日近代新詞詞源辞典』は沈国威氏が発案で現在編纂中の大型辞書である。

沈（2015）にも既に紹介されたように、その編纂目的は主に以下の二つに概括

できる： 

 ①近代漢語研究のためであり、究極的には大型国語辞書の語源記述のためで

ある。前述の『漢語大』は、出典、意味の変遷に関する記述において大きな不

                             
56 佐藤（2013）第六章 「明治中期以降大正中期に用例ある語」（P.283～295）より。 
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備がある。特に 19 世紀以来の新語、訳語の場合、その欠落が一層顕著なもの

である。 

 ②近代新語の成立過程を追跡するためである。16 世紀以降宣教師の東来を

皮切りに、西洋の新事物、新概念が伝来した。その過程で漢字文化圏において

同形語の形を有する近代新語訳語が形成された、近代新語訳語の成立過程を追

跡することが必要である。 

 そのため、本辞書における収録対象語彙については、「日中同形の近代新語訳

語を中心に、その語源、語誌、初出、造語者、理據（外部、内部）、伝播、定着、

変容等を明らかにする」ことを目的とし、「できるだけ出典を時代順に示し、語

形、意味の変遷を明らかにする」ことを目指し作業を進めるという。 

また、当辞書の見出し語については、『現代中国語常用詞表（草案）』（商務印

書館 2008）、『広辞苑』第 5 版を含む日中近代漢字語研究の諸リストの収録語彙

を参考した上で、「日中同形」および「意味、文体等に見る近代的特徴を持つも

の」から選出したため、本章における調査対象である「現代の日中両言語の中

でもよく使われていた軍事分野の漢語」が多く含まれていたと考える。なぜな

ら、近代漢語体系の変化について、日本の場合は飛田（1966）が以下のように

指摘している。 

 

漢語は明治以後にあらわれた語の中心をなし、おそくも大正七年までには、ほとんど

形成されていたと思われる。 

 

つまり、3 章、4 章において何度も触れていた通り、明治初期における西洋

文化などの輸入に従い、それらの概念を表すために大量の漢語が借用・造語さ

れたと思われるためである。更に大正期には一般化され、広く使用され始めた

が、その後では 3 章の 3.5 節にも引用していた田中（2013）の説のように、多

くの漢語が淘汰され、周辺語化したと見られる。 

一方、中国語における日本製漢語借用の場合でも、同じ陳（2001）に言う「時

間が経つとともに、これらの語はいくつかの淘汰を経て中国語に定着しはじめ

たが、文法上ではやはり馴染まないところを見せている」57とのような現象が

存在しており、一旦中国に流入したが、現代中国語の意味用法に適応できない

ためか後のいつの間にか使われなくなって、新しい言葉に取り代わられた語が

あると思われる。前章の 4.6 節からも見られる一部の語例は、むしろそれに相

当したものである。また、そのような現象は後述の 8 章に挙げる「爆撃」の例

のような、「近代以降の日本によって再生転用された漢籍語」も含まれていたと

考えられる。 

                             
57 陳（2001）第五章「現代中国語における和製漢語の受容」第一節（p.368）より 
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よって、「現代にまで生き残った日中同形漢語」を基準として、その逆方向か

らこれらの語に おける現代語としての成立、及びその過程の中での意味変遷、

または日中両言語間における移動と相互影響を検証し、最終的には「これらの

語における現代日中両言語の中に果たしていた役割はなんだろうか」を明らか

にすることを目的とすれば、この辞書の見出し語範囲から対象語彙を選択する

ことがもっとも適切かと考えている。 

そして、筆者はこれら収録語彙の出典調査と語誌考証に協力しているため、

同時に同じ方法 によって自身の研究テーマである軍事用語の調査が可能であ

る。また、その調査により、当辞書見出し語の中における軍事分野に関連する

と見られる用語の語誌と意味変容を明らかにし、辞書全体の編纂の一助となれ

ば幸いであると考えている。 

 

5.3『中日近代新詞詞源辞典』所収軍事用語の全体特徴 

 本章の調査対象とする語彙の抽出についても、同じく軍事分野に関連性が高

い専門的なものに注目するという方針から変わっていない。よって、前節で述

べていた「日中同形」および「意味、文体等に見る近代的特徴を持つもの」に

当たる『中日近代新詞詞源辞典』の候補語彙リスト（沈（2015）は 5100 語を選

出したと述べられていたが、後にはさらに調整があったため現段階では 6400

語まで増加した）から、その基準に相当する 256 語を対象語として選出した。 

 

そして、上記の対象語における全体的な特徴について、まず言えることとし

ては、漢籍出典が発見できない語が 68 語に対して、ほかの 188 語が全て清代

前期（1840 年前）の文献から使用例が見られる中国固有語であることが挙げら

れる。つまり、現代日中両言語共通に使用されていた軍事分野の語彙において、

これまで検証してきた幕末、明治時代のものとは変わらなく、依然として近代

新造語よりはむしろ旧来の古代、近世中国語から受け継がれた伝統漢語が多い

という傾向がある。 

特に、第一部の 1 章にも述べた通り、語感上では一見「西洋の近代文明吸収

によって造語された」新語と思われるが、実際漢籍資料に存在し、翻訳の際に

流用されたものが多くと見られる。その典型例としては以下のようなものが挙

げられる： 

 

  弾薬、地雷、海軍、減員、警戒、軍閥、軍官、軍需、砲兵、砲台、司令、現役、 

砲弾、砲火 

 

 実際、語誌調査を行わない限りは近代製漢語、場合によっては特に日本製漢
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語だと思われ、誤認されやすいと思われる。もともと、近代漢字文化圏におけ

る翻訳作業の共通ルール及びその利点として、古典漢籍などにその意味に相当

する「既存の漢語資源」があれば優先的に訳語として活用、置き換えることが

できる、というような理由は 3 章においても強調していたが、中国語の場合で

は、全てが古典漢籍の漢語が元来の意味が一貫したまま継承、流用されること

ではなく、何かのルートを経由し、日本に伝わり、そして近代日本語としてア

レンジされ、再び中国語へ還流したパターンに属する語がある。 

 もともと、近代漢語における日本語⇒中国語への影響ルートについては、沈

（2014）の説58に従い、以下のような三つのパターンにまとめられる： 

①日本語借形語：日本語から漢字形のまま、言葉を借りるというケース。 

⇒「哲学」、「義務」、「起点」の類。 

②日本語借義語：文字列は漢籍にあるが、意味は漢籍のものではなく、日本

語から借りた新しい意味である。意味の拡大や更新が日本で完成されたもの。 

⇒「革命」、「共和」、「社会」の類。 

③日本語刺激語：日本語の刺激によって活性化された漢籍語で、語源的に「和

製漢語」ではない。20 世紀初頭まで中国での使用例が少なかったが、中訳日本

書によって頻繁に使用するようになった。 

⇒「熱帯」、「細胞」、「学校」、「方案」、「改善」の類。 

つまり、①の場合は日本で造語され、日本語から借用するまでは中国語には

このような漢語 の使用例がなかったと考えられるものであろう。これに対し

て、②、③の場合こそが近代西洋の新概念を取り入れる際、古典漢語をその意

味に合わせて改造し、さらに中国語に移入した場合に相当するもの59であり、

上記の近代日本によってアレンジされ、そして中⇒日⇒中伝播ルートによって

中国へも拡大し、共有された語だと考えられる。 

また、本章における調査対象の語彙が辞書リストの候補語としてすでに確定

したことから、まず言えるのは、これらの語彙は「日中間近代語彙の相互影響

によって一般化されたものであり、基本的には現代語として両言語の中に定着

されたものである」というように認定できるのであろう。そして、本章は上記

のような異なる伝播パターンに注目し、「現代の日中両言語にも受け継がれた

軍事用語の共有経緯はどうなっていたのか」という疑問から、その具体的な実

態といくつかの特徴を明らかするために、次なる部分を以て検証していこうと

考えている。 

                             
58 沈（2014）一「演化の道：近代語から現代語へ」（p.305～306）より。 
59金（2005）より。当金（2005）では近代に改造された漢字語について、「近代に日本人が欧米の諸言語

の言葉を翻訳する際、古代中国語の漢語をその意味に合わせて改造し、その改造された漢字語を中国語

に移入した場合」がそれに相当したと述べている。ただし、「日本語借義語」と「日本語活性語」のよう

な細分化した説明が見られない。 
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5.4 漢籍出典なしの語について 

前述の通り、今回の調査によって漢籍出典がなく、近代以降の造語と見られ

るものは 68 語であることが判明した。これは、全体 256 語の中ではむしろ少

数である。そして中国におけるこの種類の語の使用、普及時期はどうであるか

との疑問から、前述にも触れていた英華字典類の資料を参考してこれらの語を

初出別で整理し（中の 5 語は別途で論述）、列挙すると、表‐29 の通りである。 

表‐29 英華字典類収録時期（初出例別）における「漢籍出典なし」の語類 

初出の辞書 年代 見出し語 

華英字典集成 

（鄺其照） 
1899 回収 

英華大辭典 

（顏惠慶） 
1908 

無線、船体、船長、弾道、敵視、港湾、行進、航線、航

路、航線、艦隊、艦長、軍帽、領土、砲艦、旗艦、潜航、

射程、射線、憲兵、魚雷、戦線、反抗、榴弾、砲撃、砲

塔、騎手、少将、勲章 

德英華文科學字典 1911 軍服 

華英字典 1912 冷戦、領海 

商務印書館英華新字典 1913 搭載、巡航 

官話 1916 弾頭、干部、公海、航空、情報、実弾 

無所見 － 

触雷、番号、防弾、防空、防線、航速、航向、尖兵、艦

艇、拠（據） 点、軍犬、空軍、空襲、領空、前線、肉弾、

戦犯、戦友、空域、空戦、掃射、着陸 

 

表‐29 に示した通り、まず「前期英華字典」60に当たる五冊の英華字典（モ

リソン（馬礼遜）、ウイリアムズ（衛三畏）、メドハースト（麦都思）、ロブシャ

イド（羅存徳）、ドーリットル（盧公明）がそれぞれの編者に相当）から、いず

れもその語例を発見することができなかったため、近世中国における来華宣教

師の翻訳造語ではないと言える。もともと、宣教師訳語の分野はほぼ自然科学

の領域に集中しており、軍事分野との関わりが薄かったと想像される。これに

ついて、むしろ 1 章にも引用してきた沈（2016）の説の「中国の人文科学の用

語は非常に遅れていました。実学の方はいろいろありましたが、哲学を始め、

人文学の言葉はほとんど皆無に近い状態」とも合致しているのである。 

                             
60  陳（2001）によると、十九世紀の英華字典の中、日本近代語に関係の深いものは、次の五冊である：

① モリソン（馬礼遜）：A DICTIONARY OF THE CHINESE LANGUAGE PART Ⅲ（1822）; ②ウイリア

ムズ（衛三畏）：An English and Chinese Vocabulary in Court Dialect（1844）；③メドハースト（麦都思）： 

English and Chinese Dictionary（1847～1848）; ④ロブシャイド（羅存徳）：English and Chinese Dictionary, 

with Punti and Mandarin Pronunciation（1866～1869）；⑤ドーリットル（盧公明）：Vocabulary and Handbook 

of the  Chinese  Language。また、意識的につかわけるため、十九世紀までのものを「英華字典」、そ

れ以降のものを「英華辞典」と呼ぶことになった。その前者こそ筆者が呼ぶ「前期英華字典」類に相当

したものである（一方、表‐29 に示したものが「英華辞典」にあたり、「後期英華字典」類にも言える）。 
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そして日中両国軍事制度の近代化経緯から見れば理解しやすいと思われる。

これについて、本研究の序論部分もすでに一部述べた通り、中国の方は 1860 年

代の洋務運動によって、近代軍備を自前で整備しされ始め、江南製造局に代表

される武器製造廠や造船廠を各地に設置した。対して、日本の方では同じ 1860

年代の後半、明治維新以降の富国強兵策が打ち出されたため、いち早く近代的

な軍事制度が整備され、結局時期的にはやや洋務運動より遅れていたものの、

近代化のスピードや効果の面では中国を越えていた。 

一方、日本の場合では、第一部 1、2 章による検証結果の通り、明治維新以前

の幕末時期から既に蘭学資料翻訳を通じて、海軍、砲術や築城といった軍事分

野での専門知識を導入されたことが窺える。つまり、日本は中国より早い段階

で西洋の軍事制度を研究、理解していたため、中国語より早い時期でその方面

の訳語が創出、整備されたと言える。 

また、同じ 3、4 章の検証した通り、特に兵器名や道具名がそれに相当する

「まったく斬新なもの」は同じ漢字文化圏の中国にも日本にもないものである。

このような場合は、古来の中国語から相当する語彙を見つけ、それを当てはめ

ることはできないため、幕末、明治以降の日本による造語であるものが多いと

思われる。表‐29 に示した語例も同じように、近代文明により創出された新概

念をイメージした名刺類のものが多いに見えるが、その同時に、関連の造語方

法から考えれば、以下の数語は、名詞ではないものの、その名詞らとはなんら

かの関わりによって形成された動詞派生語であると確信する。 

 

触雷、搭載、防空、防弾、空襲、空戦、砲撃、巡航、掃射、着陸 

 

 たとえば、「触雷」の場合は近代兵器である「機雷」が出現し、その語の使用

により派生したと見られる。「砲撃」、「掃射」の場合は、それぞれ「大砲」、「連

射できる銃」の使用と普及によって、その使用法、使用動作を示す新概念であ

ろう。 

また、特に表‐29 の「無所見」の項目にはこれら時代背景と直結し、それを

強く反映した語が多く見られる。「空軍」、「領空」を例として見れば、まず飛行

機の発明及び軍事領域への投入によって生まれた新概念を表す語であり、さら

に上記の動詞派生現象と同類と思われる「防空」、「空襲」、「空戦」のような「空

軍の運用」によってその運用法を表すための近代新語が造語された。それらの

語の造語時期は飛行機のような近代兵器が活用された 20 世紀 10 年代以降であ

ると 見られ、またそのためか、表－29 に示した 20 世紀初頭に出版されてい

た「後期英華字典類」からも発見することが不可能ではないかと思われる。 

しかし、これはむしろ本章最初に述べた通り、「20 世紀前半における軍事科
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学と戦争理論の急速進化」というような時代背景を反映している。また、それ

らに合わせるために、新たな造語によって新概念の補完が行われたことも当然

の結果だと考えられる。そして、同じく表に示した英華字典類に収録されてい

たのは 20 世紀初頭までの造語にあたり、さらにその時期の中国は前述の沈

（2008）が主張したように、ちょうど日本語を大量に移入した中心期でもあっ

たため、その多くはそのまま中国へも伝わり、中国語の語彙として共有された。

いわゆる前節に言う「日本語借形語」のパターンにあたるだろう。 

ただし、唯一例外なものと見られるのは「冷戦」の例である。『華英字典』

（1912）に収録したその語に関する記述は「打冷戦 to quake with fear; to give a 

start」になっている、これは「寒さにぶるっと震えること」の意味に相当する

もので、後の coldwar の訳語ではないことは明らかである。さらに漢籍文献に

は見られないものの、日本語ではそのような意味用法もないため、近代中国独

自の造語であろう。これも、前章の 4.5‐4 節に述べたパターンとは同じ、つま

り偶然にして後の時代に生成された軍事用語である「冷戦」とは文字列が同じ

ではあるが、その意味上の関連性がなく、本章の分類にも属さないのである。

その部分について次の節で論述を展開する。 

5.5 文字列が同一ではあるが、古典漢籍語との繋がりがない語について 

前節の最後にも触れたように、文字列は同じであるものの、実際それぞれ異

なる意味を表すための造語であり、互いの関連性のない語が存在している。ま

た前章からもこの現象が何度も見られるように、近代新造語に見られるのみな

らず、古典漢籍語との間にも存在したと見られる。 

 本章における調査範囲の中では、以下の数語（勿論、語義の面では伝統漢語

との関連性がないと見られるため、全体的な分類としては前述の「近代以降の

造語」に相当する 68 語に部類にも入れる）がそのケースに当たると判断した： 

①掩体：『水經注』に「夷皆裸身、男以竹筒掩體、女以樹葉蔽形」とある。文

字通り「体を隠す」の意味を表す語として使われたが、近代日本によって造語

された軍事用語（英華字典類資料から中国の翻訳例が一切発見されていないた

め）、前述の『和独』に見られるドイツ語の Deckung、Deckungskörper、Eindeckung 

の訳語である「掩体」（射撃しやすくするとともに、敵弾から射手を守るための

工事などを意味する）とは別の語であると言える。 

ちなみに、『独和』における Deckung の記述は「掩護物、蔭蔽、遮蔽、蔽障」

に訳された、「掩体」としてまだ成立していないが、後の『和独』からは「Entai, 

掩体，Deckungskörper,Eindeckung」のような記述があり、また両辞書の編者の一

人は同じ高田であるため、当編者の考案によって Deckung（掩護物）⇒ 

Deckungskörper（掩体）へのように造語され、訳語の改良、継承関係があると想

像される。 
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②機動：『淮南子』「説林訓」に「設鼠者機動、釣魚者泛杭」とある。「機械で

動かす物事」の意味である。その意味の相当する近代訳語例としては、注 55 に

掲出したロブシャイド『英華字典』（1866～1869）の記述である「Automaton：

1. a machine which moves by invisible machinery 機動之器、行動被暗機所致」の

ようなものが挙げられる。また現代中国語中にも「機動車」（日本語に言う「自

動車」）という派生語がよく使用されている。 

しかし、軍事用語としての「機動」についてはまた別の語義がある。兵林館

出版『兵語辞彙草案』（1888）の記述に「機動 戦場ニ於テ軍隊ヲ進退スルヲ云

フ」とあち、また、『独和』に「Evolution 隊伍ノ変転、機動，Manöverieren 機

動スル，Manöverkrieg 機動戦」とある。よって、ドイツ語の訳語としては恐ら

く「部隊を移動、展開させること、または機略的な運動」の意味をとっている

ため、上記の「機動」とは関連性がないである。 

③敵意：宋代文献『建炎以來繫年要録』に［敵朝夕下陝、莫以為憂者、殆未

知敵意也］とある。その下線部分の意味は「敵の意図を知らないためである」

であり、現代語における「敵対しようとする心、憎む気持ち」の意味を、つま

り英語の Hostility、Enmity の漢訳との関連性はないと言える。 

表－29 に掲出した『英華大辭典』（1908）の記述にある「Hostility：Enmity，

對敵，敵意，怨恨，仇對」もむしろその後者の使い方に相当する。 

 ④参戦：古典漢籍からは官職名（例：『宋書』［相國府置中衛將軍、驍騎將軍、

左右長史、司馬從事中郎四人、主簿四人、舍人十九人、參軍二十二人、參戰十

一人、掾屬三十三人］）のような用例しか見られない、現代日中両言語に共通す

る語である「戦争、戦闘に参加する」を意味する「参戦」とは関連性がないと

判断される。また、英華字典類を含む中国近代訳語資料からもその近代的な用

例が発見できなかった（中国における初出例は 1910 年以降）ため、日本によ

って先に造語されたもの）と考えられる。ちなみに、日本において、当「参戦」

の初出例としては、『和独』による記述である「Sansen suru. 参戦スル，an einem 

Gefecht teilnehmen」が挙げられる。 

⑤兵種：この語のみまだ疑問点が残されている。なぜなら、漢籍の出典及び

英華字典訳語資料からは、明代の『兵録』にある［長短兵種類甚多、而惟此一

品可撃］のような微妙な例があるが、下線の部分が「長短兵、種類が甚だ多い」

あるいは「長短兵種、其の類が甚だ多い」のどちらに解釈するかという問題が

ある。恐らく、後者においても「長兵器と短兵器の種類」を意味し、現代語に

おける「軍隊の任務による種別」とは関連性がない。 

また、この「軍隊の任務による種別」の意味に相当の初出例としては、『陸軍

一年志願兵条例』「明治二二年一条」（1889）にある「徴兵令第十一条に拠り一

箇年間陸軍現役を志願する者は兵種及衛戍地を選び服役することを得」が挙げ
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られ、日本の造語である可能性が高いと判断される。 

以上のような現象について、日本において同じ漢語の語構成に対する認識の

相違点があることを思い出せばそれほど理解し難い問題ではないと思われる。

陳（2001）も和製漢語について、その多くは「語構成を細かく分析することに

よって、明らかに中国語において未発達な部分や漢語構造以外の部分で和製漢

語が量産されていることが分かる」と指摘し、「日中間のその格差がそもそも和

製漢語の造語面における最大の特徴と言えよう」61というように結論付けてい

る。つまり、たとえ文字列が偶然にして一致しているように見えても、実際日

中それぞれ全く異なる発想から生 み出された語である可能性がある。 

上記における「機動」の語を例としてもう一回取り上げて分析してみよう。

恐らく古典中国 語において「機械で動かす」という動作の「道具」を言うのに

対して、近代軍事用語の「機略的に運動」は動作の「方式」を言っているので

あろう。またそれが「機に臨んで動かす」から「機動性のある、融通性のある」

のような意味までに拡大され、後に「機動部隊」、「機動作戦」のような語が派

生されたのであろう。「掩体」の場合でも、古典語が「体を隠す」というような

動詞目的語構造であるのに対して、近代軍事用語の「体を隠す工事」は連体修

飾構造になっているではないかと思われる。 

以上のように、用例としては古典漢籍資料に同じ文字列で構成された語が発

見できるが、それは現代語のものとは意味上の繋がりがない、単なる同じ漢字

によって組み合わされた同形異 義語であり、必ずしも古典漢籍にある語彙か

ら継承、あるいは派生された語ではないものである、と認識しなければならな

いであろう。そのため、両者の意味の比較考証をしっかり行わなければ、漢籍

資料に語例があり、そのまま古典語から転用されたものと誤認する恐れがある

ことを言えよう。 

 

5.6 漢籍由来の語の変容について‐‐近代漢語としての転換 

 前述の通り、本章の調査において、漢籍に出典が見られる語は 188語があり、

前節において、すでに「現代の軍事用語として、実際古典漢籍語との繋がりが

ない語」と判明された 5 語を除く、残りの 183 語を開示すると、以下の通りで

ある。 

「行動、戦術」関係（38 語）： 

暗殺 動員 防毒 防備 防御 防止 妨碍 妨害 爆破 管制 集合 堅守  

監視 検閲 教習 救援 求援 駆逐 決戦 吶喊 配置 侵略 守備 巡邏  

訓練 戦闘 戦略 戦術 奪取 発射 反撃 聯絡 挑戦 越境 整備 志願  

自衛 陸戦 

                             
61 陳（2001）第三章「語構成から見る和製漢語の特質」第一節（p.191）より。 
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「現象、状態」関係（26 語）： 

爆発 爆裂 兵力 敵手 闘争 飛行 服役 復員 紛争 火力 機密 集団  

減員 警報 軍容 内戦 人員 実戦 事変 武力 現役 宣戦 戦役 戦争  

精鋭 砲火 

「制度、組織、職務」関係（55 語）： 

衛兵 海軍 間諜 教官 教義 旗手 下士 国防 軍功 軍官 軍部 軍隊  

軍閥 軍法 軍籍 軍紀 軍令 軍区 軍人 軍士 軍医 軍用 軍事 軍職  

軍制 元帥 将領 将帥 将校 参謀 支隊 大尉 隊伍 隊長 本部 副官 

編制 兵士 兵団 兵役 兵員 兵站 兵制 歩兵 歩哨 部隊 部下 砲兵 

砲手 陸軍 民兵 騎兵 騎士 少尉 尉官 

「武器、道具、装備」関係（21 語）： 

暗号 兵器 弾薬 地雷 毒気 機械 軍備 軍刀 軍費 軍歌 軍艦 軍楽 

軍糧 軍旗 軍需 軍装 武器 信号 砲弾 砲口 鉄砲 

「位置、地形、施設」関係（15 語）： 

辺疆 辺境 兵営 港口 工廠 工場 国境 国土 基地 海域 軍港 軍営  

領地 砲台 前衛 

複数関係（28 語）： 

保安 部署 発動 封鎖 工作 集結 集中 教練 階級 解放 警告 警戒 

看守 露営 命令 前哨 巡警 訓令 訓示 野営 野戦 制服 将軍 聯合 

通牒 圧制 陣営 装備 

 

 この結果からは、まず、前章で取り上げた『和独』の語との類似点が多く見

られると言える。漢籍から由来の語は、全体的に「行動、戦術」関係と「現象、

状態」関係が多いままに対し、「武器、道具、装備」関係の語は少ないに見える。 

また、「制度、組織、職務」関係の語は増加した傾向に見えるが、語の文面から

見れば、その多くも抽象的な名詞がほとんどである。 

また、このような増加した新語の割合について、前述に引用した片岡（1989）

における「技術の更新よる用語の新旧交替」の説をもう一度思い出すと、むし

ろこの「制度、組織、職務」関係に相当する官職名、組織名および「武器、道

具、装備」関係の語に相当する武器名、道具名こそが特に「技術の更新と軍隊

組織の改良」に影響されやすく、時代が進むとともに、この二種類の語が続出

してきたと確信できる。 

なぜなら、まず「武器、道具、装備」の語についてはこれまで何度も述べた

通り、近代以降の西洋から伝来された「まったく斬新のもの、しかも実物」に

相当するものが多いため、翻訳の造語によって対応されていた。しかし、「制

度、組織、職務」関係に相当する官職名や制度名などは前者と同じ時代に左右

されやすく、用語の新旧交代も多いに見えるが、前章の 4.5‐3、4.5‐4 に述べた

通り、この部分の語の多くは古代中国語の語義の派生、転換によって新たな概
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念に対応させたものである。なにしろ、この種類のごは抽象的な概念であるた

め、その語義が特に固定されておらず、新たな方向へ転換、あるいは派生され

やすいからである。よって、上記のような、軍制度の改良、組織の改編とは連

動に、より多くの伝統漢語が起用される。 

ただし、本章による抽出調査の語の範囲内には、「大尉」のような一部の軍階

級名を除く、周知の「共和」、「革命」、「経済」のように意味の違いが歴然とし

た新概念を古典語に付与させ、新しい意味の語に転用させるケースに相当する

語例が発見されず、その大部分はあくまでも「古典語から新義の派生がある」

ものだと判断される。また、こうした「根本上の意味が変わっていない」、「新

語として再生と使用頻度の上昇」という点からは、本章 3 節に触れた「日本語

刺激語」の現象も想起される。現代中国語におけるこの種類の語の増加は、こ

うした日本の影響を受けた結果であると確信できる。 

この現象とは相対的に、多くの戦術行動あるいはその行動状態の現象を意味

する動詞、またはそれによって派生された動名詞の場合は、漢籍文献由来の語

彙が多く含まれていたことも本節に相当する語の分析から明らかになった。し

かし、一つ注意するべきことは、一見動詞類に属したものの、多くは、実際名

詞としても使用できるため、品詞の区別が難しい場合（中国語に言う「兼類」）

がある。また、その現象は当時の日本側における翻訳作業及び訳語の整備対応

の中にも見られ、上記に挙げた「複数関係」の 28 語も、このケースに相当した

ものであろう。 

ここで、3 章取り上げた『独和』の語例を以てもう一度検証してみよう。 

表－30『独和兵語辞書』（1899）の関連語彙記述から見るドイツ語訳語への対応 

名詞への対応 動詞類への対応 

動員 Mobilisierung,f. 動員スル Mobilisieren,v. 

封鎖 Blockade,f. 封鎖スル Blockieren,v. 

間諜 Kundschafter,m.Auskundschafter,

m.späher,m.Spion,m. 

間諜スル Kundschaften,v.Auskundschaften,v.S

pähen,v. spionieren,v. 

侵略 Eroberung,f. 侵略スル erobern,v. 

駆逐 Vertreibung,f. 駆逐スル vertreiben,v. 

露営 Bivouak,m. 露営スル bivouakieren,v. 

防禦 Abwehr,f.Beschützung,f. 防禦スル Abwehren,v.beschützen,v. 

戦闘 Kampf,m.Scharmüztzel,n.Streit,m. 戦闘スル Kämpfen,v.scharmützeln,v.streiten,v. 

警戒 Sicherung,f. 警戒スル sichern,v. 

 

 表‐30 は『独和』の訳語資料を利用し、上記の対象語彙に当たる動詞類の漢

語（全てが中国の古典漢籍文献に出典がある在来語彙）におけるドイツ語との

対訳を表している。同じ漢語ではあるが、異なるドイツ語の概念へ対応させる

際、表の右側のように動詞類の単語には、「＋スル」といった派生辞を後接さ
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せ、一種の合成語が発生させたとも考えられ、そしてこれによって他の品詞と

区別するようになった。しかし、表左側の名詞類のドイツ語（厳格に言うと動

名詞に属し、右側の動詞とはリンクしているし、その語幹から派生され、動詞

の意味を表す名詞である）では、語幹部分が共通しているので、語形だけでは、

品詞の区別がつかない場合がある。もともと、日本語の動名詞を和語で表す時

は、「歩く」⇒「歩き」のように連用形、つまり体言によって動詞から名詞へ転

換とする。従って、上記の漢語の場合、このような形態変化がない。 

しかし、周知のように漢語が訳語として活用される最大の理由としては「2 

字 3 字程度の語の形に圧縮し得るかつ造語力を持つ」62であることから、長っ

たらしい部分の制限と省略により、更なる洗練な合成により二次造語（上記の

例を言えば「侵略＋者⇒侵略者」、「拠点＋防禦⇒拠点防禦」にように）ができ

る。また、もともと動名詞は主語になることができるため、「防ぎ守るは大事

だ」より「防禦は大事だ」のほうがより簡潔な文章を組み立てられるメリット

がある。この点については、前章の 4.4‐1 節にもすでに述べたため、ここでは

もう一度言うまでもない。  

しかし、以上のことのためか、上記における「品詞の混同」がゆるがせにな

り、中国語に言う「兼類」現象を普及させた現象は無視できない。表右側に示

した動詞部分の語例は全て前述に言う「＋スル」の方式によって作られた合成

語であり、そのため一見は「名詞から動詞化への転用」に相当するものと見え

るが、近代漢語における「二字語化現象」（二文字漢語の大量創出と活発化）63

を考えれば、その順序は逆な部分（動詞から名詞への転換により形成された二

字漢語）があると言ってもよい。 

 周知のように、従来の中国語の語彙は一漢字ずつそれぞれ各自の意味を持っ

ている、いわゆる「孤立語」に属し、原則として一文字で一語が形成され、そ

れが各造語要素として組み立てられることによって漢語が造語された。高野

（2004）も「進化」（進すすみ＋化かわる）と「安価」（安やすき＋価あたい）

二例を挙げ、「漢字をそのまま音読し語基として組み立ててゆくと漢語を造る

ことができる。そして、これを再び漢字に戻し、その漢字の訓をたどって理解

することになる。その意味では、音訓両用の漢字が造語力に優れていることに

なる」と主張し、さらに「造語の視点からすれば、この経過を逆にたどること

になる」64と強調している。要するに、二文字の漢語の語基は再び解析するこ

とによって、その各語基の機能した意味を辿ることができる。 

                             
62 吉野（2015）序篇「蘭書の訳述」4 ．漢語蘭語の造語力（p. 11～p. 12）より。 
63 沈（2014）二、近代訳語と語彙の二次語化（p. 314）より。「日本と中国の訳語の創出においての大

きな相違点は日本人が二字語を多用し、それでも意味が通じないものは四字語で表現する」とある。ま

た、このような二字語化は訳語のより「「精密さ」を追究した結果となり」と主張している。 
64 高野（2004）Ⅶ章「近代漢語の造語法・訳語法」1.蘭学から英学へ（p.244）より。 
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そこで、その理解方式に従い、上記における「兼類」に相当したと思われる

語類を分析して見よう。 

表‐31 語基要素による意味解析 

対象語 構成要素 現代語として主な意味 

解放 解く＋放つ 自由にすること 

看守 見る＋守る 刑務所などで監督、警備に従事する人 

訓示 教え＋示す 訓示規定、訓示項目 

侵略 攻め入る＋略奪する 他国の主権を侵害すること 

防禦 ふせぐ＋まもる 敵の攻撃などから防ぎ守ること 

戦争 たたかう＋あらそう 国家同士などの間の武力衝突をしている状態 

警告 警める＋告ぐ 事前に告げて注意を促すこと 

 

表‐31 は前述における「兼類」属性に相当する語の意味を分析した結果を示

している。これらの語における現代語としての意味から見れば、名詞として使

用されているイメージが強いと思われるが、高野（2004）の説に従って考えれ

ば、もともとは動詞として二語の組み合わせによって形成された複合語である

と見てもよいであろう。さらに、翻訳の際、これらの語を同じ訳語として外国

語の動詞概念に対応させる場合では前述のでは「＋スル」の方式で活用され、

これによって二文字語の動詞としても派生されたのではないかと考えられる。 

 さらに、近代の日本は中国より早い段階で近代化の軍事制度およびその関連

用語の翻訳と整備をしていたことをもう一回確認すると、後の時代（同じく沈

（2008）に言う 1895～1919 年頃だと考えられる）にて、上記における訳語、新

語として活用されていた伝統漢語も、新造語と同じく近代の中国語へ影響を与

えたことも窺え、いずれも「日本語刺激語」現象に繋がっていると考えられ、

その影響を反映する具体の分析は本研究の第三部を以て、特徴がある個別例を

数語用意し、改めて述べる。 

5.7 まとめ 

 本章は、『中日近代新詞詞源辞典』に収録予定の日中同形漢語リストを調査対

象として、その中の軍事分野用語として現代日中両言語に用いられたと思われ

る専門性の高い漢語として見られるものの数やその性質および両言語の中で

の位置づけなどを分析した。取り上げた語の出自やその使用状況における変遷

過程を明らかにするため、以下では、要約および若干の補足、また今後の課題

について述べたい。 

 まず、3 節にも述べた通り、今回の調査対象として抽出した 256 語の中、漢

籍にあり、中国由来の伝統漢語から継承したと思われるものは 188 語である。

これに対して、近代以前に出典例がなく、さらに 19 世紀の前期英華字典類に

も収録例が発見されず、日本による新造語の可能性が高いものが 68語である。
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よって、前者の数が圧倒的に多いと見られ、全体の大きな割合を占めている。 

 これは前章に取り上げた 20 世紀初頭の語例と同じ、特に軍事戦術、動作な

ど抽象的な事象を表す語が集中している。そのほかにも、一見西洋の新概念が

反映され、近代以降の新造語のイメージが強い語も存在したが、実際漢籍資料

に存在し、いずれも翻訳の際に起用、再生されたものである。また、現代中国

語における上記の語類の位置付けについては、同じく 3 節で述べた通り旧来の

意味用法を継承し、使用上にも変化なく現代語に至るではなく、多くの語は近

代日本語の訳語、新語として活用した後に再び中国語へ影響を与え、それによ

って中国語の現代語として確立された（本研究冒頭に言う漢語の中⇒日⇒中伝

播ルートおよび沈（2014）に言う「日本語刺激語」現象に当たる）というよ 

うな経緯があったのである。さらに、その過程の中には、5 節に言う使用上の

品詞用法の変化も見られるであろう。 

 一方、後者である「近代以降の新造語」と見られるものが 20 世紀初頭の語

例と比べ、全体的には依然少数に見られる。また、前述の前期英華字典類には

いずれも用例がなく、中国語としての使用と普及は 19 世紀末から 20 世紀以降

の時代から始まった可能性が高いと見られ、よってその多くは近代日本による

造語で、後に中国に流入、借用されたことが想像される。 

 そのほか、4 章に言う文字列上には漢籍語と同形ではあるものの、翻訳の時

偶然にして同じ漢字の組み合わせを取っていた、意味上は必ずしも伝統漢語か

ら転用したのではないと見られる語については、現時点において 5 語が確認さ

れた。ただ、これはあくまで筆者による判断であり、それを確実に証明するに

は今後更なる語誌調査が必要だと考えられる。 

 以上のようなことがあったため、今後は、各々の対象語について、引き続き

英華辞典資料、さらには、日本明治初期の訳語辞典や新聞雑誌を利用して、そ

の詳細な語誌調査を進めたいと思っている。それによって、これらの語におけ

る訳語として創出された新漢語の成立及びその伝播の経緯、また現代の日本語、

中国語の中での位置付けが明らかになっていくと考えている。 
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第三部 個別事例の研究 

 

 これまでの考証と論述により、軍事用語分野において、現代まで日中両言語

が使用し続けられた共通の語彙は、その総数のうち、かなりの部分は中国の古

典語から由来した伝統漢語であった。しかし、その中は、また相当な一部の語

が近代の日本で新たな意味が付与させ、新語としてアレンジされた現象が確認

できる。沈（1994）はこの現象について、「その場合は同じ語形における新旧意

味の衝突が必然的に起こる。これは個別の語の内部に収まるというより、語彙

体系の組織に跳ね返し、特に類義語群において連鎖的な変化を引き起こすこと

が多い」65と主張していた。また 4.4‐1 にも引用した木村（2013）の主張に相当

する「同じ漢語においても、日中それぞれ語彙の原義から連想、縮小や拡大が

あり、よって意味変化が生じる」というような指摘もある。つまり、これら日

本によってアレンジされた語は、日本語借用語として再び中国語への戻った後

に、更なる意味変化を起こす場合もあると想像される。 

 この第三部は、以上のような現象を特に注目し、もともとは中国に由来する

漢語はどのように日本語の近代語彙として活用されたか、またその後はさらに

中国語の近代語彙にどのような影響を与えたのかという問題を巡り、「戦争」、

「戦役」、「教練」、「爆撃」、「工廠」のような数語について考証する予定である。 

 

第 6 章 「戦争」と「戦役」の語誌 

6.1 問題提起 

まず、現代語の「戦争」と「戦役」の意味を確認しておきたい。日本語の「戦

争」の意味について、『日国』には、①「軍隊と軍隊とが、兵器を用いて戦うこ

と。特に、国家が他国（交戦団体を含む）に対し、政治的意思を貫徹するため

にとる最終的かつ暴力的手段」、②「比喩的に、①を思わせるような激しい競

争や混乱」とある。一方、「戦役」は「たたかい。戦争。役」とあち、「戦争」

とほぼ同じ意味である。 

 一方、現代中国語においては「①民族、国家、集団などの間における武装闘

争。②広く言えば争い」66という語釈が見え、日本語の用法とほぼ同じに見え

る。しかし、「戦役」（campaign）は「一定戦略目的を実現するため、統一的作

戦計画により、一定の方向と時間内に進める作戦行動」67と強調され、「戦争」

（war）と使い分けている。そのため、「戦争」、「戦役」そして 2 語との関連す

                             
65 沈（1994）第五章「中国語における日本語の受容について」（p.223）より。 
66 『漢語大』の記述により。原文：①民族、国家、階級、集団之間的武装闘争。②汎指争闘、闘争。 
67 『漢語大』の記述により。原文：為実現一定的戦略目的、按照統一的作戦計劃、在一定的作戦方向

和時限内所進行的一系列戦闘的総和。『漢英大詞典』第 3 版における英語との対訳、「戦争」を

war;warfare、「戦役」を campaign;battle に訳し分けており、日本語とは異なっていると見られる。 
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る「戦闘」の間の類義関係を示せば、図‐24 のようになる。戦役を除けば、「戦

争」と「戦闘」の意味範囲は日本語と共通で、日中同義語であると判断できる。 

図‐24 現代中国語における「戦争」，「戦役」，「戦闘」の意味範囲 

 

簡単に言えば、「戦役」は「戦争」の中の一部分、さらに「戦闘」は「戦役」

または「戦争」という全体の中の一部分（戦争＞戦役＞戦闘）を意味する。ま

た、「戦争」と「戦役」はともに漢籍に見られる古典中国語である。「戦争」の

用例は古く、春秋戦国時代の『吳子』にも見られが、今日的な war の概念、つ

まり上記の辞書が記述した「国家政権同士などの間の争うこと」＝「戦争状態」

の意味を特に強調した語ではない。「戦役」も唐代李白の詩である「門有車馬客

行」に出典が見えるが、近代までは基本的に「戦争」の同義語として、「戦いを

すること（＝戦闘）」を意味する。 

一方、日本語の場合、『日国』では「戦争」と「戦役」の文献について、それ

ぞれ『白石先生手簡』（1725）にある「中々それらの事に貪着に及ばぬ事にて、

百廃し後に天下の戦争は相止み候て」と『異人恐怖伝』（1850）にある「此時諸

将既に異国に在て、劬労なる戦役の艱難を経て大に疲倦し、財宝涸竭し」とい

う例が挙げられ、少なくとも近世に用例があり、両方とも「戦闘、合戦」と意

味的に近い、漢籍語と同義であることが分かる。 

 要するに、近代までの中国、日本の双方、上記のような「戦争」と「戦役」

の意味について区別が明確になされていない。この二語がいかなる変遷を経て

現代語のような「戦争」＝war、「戦役」＝campaign までに変化したのか。本章

は、以下の節を以て詳細に検証し、その経緯を明らかにしようと考えている。 

 

6.2 漢籍資料における「戦争」と「戦役」 

6.2‐1「戦争」の用例について 

 前述の『吳子』をはじめ、漢籍に、「戦争」の用例が多く見られる。しかし、 

片岡・福川（2003）が指摘したように「史記や後漢書にも「戦争」が使われて

いる。古語であるけれども、今日的な war に対応する語として定着したのは、

明治に入ってからのことである」とある。「戦争」には「争い」、「戦い」、「いく

さ」などの意味が混同しており、厳密に言えば、現代語の war の概念に対応し

戦争＝war 

戦役＝campaign/battle  

戦闘＝ 

battle/fight 

国家政権同士などの争う＝戦争状態 

戦争の中で、一定の方向と時間内に進 

める作戦行動（ある地域の戦い） 

 
両軍お互いに実際の戦いに投入す

る状態＝戦闘進行中、戦闘行為 
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ていない、むしろ前述のように「戦闘」を主な意味とした（例 1～3） 

（用例、出典文献、（下線部分の筆者訳）の順、以下同） 

(1)輕進速退、弊而勞之、勿與戰爭、其軍可敗。『吳子』卷上（春秋戦国）（接戦、交戦 

してはいけない） 

(2)而以非陽居之、或有戰爭之事。『周易』（周）（たぶん戦争ごとがあるだろう） 

(3)項彊漢弱、相與戰爭、無日寧息。『三國志』卷四十二（晋）（お互い戦争する、争う） 

 

 ただし、唐代以降の文献からは「○○戦争」（交戦する両者＋戦争すること＝

戦争の名前）のような「事件名」に近い例（例 4～5）が少しずつ現れてきたこ

とは留意すべきで、それは現代語の「戦争」の主な意味、つまり前述の「国同

士などの間の戦争状態」により近いと思われる。 

  (4)漢書云、京索之間、亦楚漢戰爭之所。『太平寰宇記』卷十（宋）（楚漢戦争の地） 

(5)暨近代金宋戰争、疆場更變者、或得于圖經地志、或聞諸故老舊家流風遺俗。『羽庭 

集』卷五（元）（近頃の金宋戦争に至っては） 

  

しかし、近代日本語の中に現れ始めた「日清戦争」、「日露戦争」の用法が上

記の例の用法から直接受け継がれたかについては疑問点があるため、現時点で

は断言できない。「金宋戦争」は①金、宋両国間の敵対状態、戦争状態、②金、

宋両国間が戦い、争いをすること、のような二通りの解釈ができる。前者は前

述の「事件名」に近いが、後者は「戦い」＋「争い」という別々の二語からな

り、極端に言えば二字漢語としての「戦争」自体が成立していない可能性もあ

る。 

また、片岡・福川（2003）によると、「史記や後漢書にも「戦争」は使われて

いる、古語であるけれども、今日的な war に対応する語として定着したのは、

明治に入ってからのことである」68とある。そのため、漢籍文献の用例だけで

は現代語の「戦争」の成立を検証し難く、更なる考察が必要だと考えられる。 

6.2‐2「戦役」の用例について 

一方、「戦役」の使用例は、「戦争」と比べれば遙かに少ない。『中国基本古籍

庫』69における検索結果では 30 数例しかない（これに対して「戦争」は 4000 

例以上）。本章冒頭に引用した李白の詩（例 6）を含め、全てが唐以降の文献か

ら現れたことがわかる。 

(6)生苦百戰役、死托萬鬼鄰。『李太白集』門有車馬客行（唐）（生涯苦労して百戦を経 

歴し） 

                             
68 片岡・福川（2003）1.戦争の階層概念（p.22）より。 
69 北京愛如生数字化技術研究中心編『愛如生数據庫』による。先秦から中華民国時代までの歴代名著

と文献 1 万種を収録、１万種の古籍に対してフリ‐ワ‐ドによる全文検索が可能、以下『古籍庫』と略

す。 
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(7)賦功於諸侯戰役之事。『莊子口義』（宋）（諸侯の紛争に加担することで戦功を立て 

た） 

(8)扼張士誠、討樅陽、戰役于陣。『楚紀』卷三十四（明）（陣頭において戦闘を行う 

(9)鄉良民新習戰役、戸重遭傷。『陶學士集』卷三（明）（初めて戦うことを習う） 

 

以上の例から見ると、漢籍における「戦役」の意味は日本語の「戦い」、「合

戦」、「いくさ」に当たるであろう。つまり「戦争」、「戦闘」とは意味的に必ず

しも区別されない。例えば、例（8）の「戰役于陣」は「陣頭において戦闘を行

う」＝「合戦」、「いくさ」の意味だと思われるし、例（6）では「百回の合戦（役）

にて戦う（戦）」との解釈も可能で、前節に述べた「戦」「争」の二字からなる

例と同じく、二字語としては必ずしも熟していないという見方もできる。 

 また、このことから、『日国』の記述、すなわち現代日本語の「たたかい。戦

争。役」の部分とは合致するが、『漢語大』の記述に相当する現代中国語におけ

る「一定戦略目的を実現するため、統一的作戦計画により、一定の方向と時間

内に進める作戦行動」の意味は含まれていないと見られる。 

 以上、漢籍語としての「戦争」と「戦役」は同義語に近い、またその意味は

一貫しており、変化を認めることはできない。すなわち「戦争」＝war、「戦役」

＝campaign というような棲み分けは近代以降のものである。 

 

6.3 漢訳洋書と英華字典類の訳語としての「戦争」と「戦役」 

6.3‐1 訳語としての「戦争」とその関連語彙 

中国では 19 世紀に入ってから、「戦争」という語が最初に確認できたのは英

華字典類資料からの例（10）である。 

(10)NEGOTIATIONS for peace being finished hostilities ceased 則和議成而戰爭息（『モリ

ソ 

ン英華字典』（AN ENGLISH AND CHINESE DICTIONARY）（1822）） 

 例（10）の「戦争」とは hostility（敵意、敵対状態、武力衝突の意）の訳語

にあたり、前述の war とは対応していないものの、現代語の「戦争」の意味に

近い例と言えよう。また、辞書以外の文献における「戦争」の用例は、『万国公

法』70の 訳文（例 11～14）から多く見られる。 

(11)允許助兵、卽是與同彼國之戰爭也。『萬國公法』卷二・論諸國自然之權（軍事援助 

を許可すれば、即ちその国と戦争状態になる） 

(12)每遇戰爭、或地位大變、致其約有不合而廢者。『萬國公法』卷三・平時往來之例 

（その条約は、戦争が起こっていた時、あるいは地位の変化があって守り難くなって 

しまうと、破棄する場合がある） 

(13)或存銀於國庫、或存於民間錢莊、如兩國有戰爭時、凡此不可取之。『萬國公法』卷 

                             
70『古籍庫』に収録した清同治三年京崇實館刻本を参照した。 
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四・論交戰條規（例えば両国が戦争状態に突入した場合） 

(14)船主知有戰爭、且無風浪之危乃自改向、竟至敵國海口貿易裝貨、亦可入公。『萬國 

公法』卷四・論交戰條規（船主は戦争が勃発することを知っている、さらに海難に遭 

遇する可能性が全くない場合でも自ら進路を変更し） 

 

上記のように、『万国公法』における「戦争」は「戦争が起こっている」、「戦

争が勃発」、「戦争状態に入る」という意味である。これは恐らく中国 19 世紀

の訳語において現代語の概念（＝war）に一番近いものであろう。しかし、当『万

国公法』の訳語の特徴と伝播ルート71を考えれば、「戦争」という語も他の訳語

と同じく、最初から順調に中国で普及し、定着したのではなく、『万国公法』な

ど漢訳洋書に対する関心度がより高い日本による受容と活用の後に再び中国

へ広がった可能性が高いと推測される。 

そのためか、上記のような洋書翻訳に際しては例（11～14）に相当する訳語

例があるものの、辞書への対応と普及は遅れている。19 世紀の英華字典類資

料、つまり前章に言う「前期英華字典」における war の訳語としては「戦争」

ではなく、「打仗」、「交戦」、「交兵」のような語が用いられたことが分かる。そ

の中、『ロブシャイド英華字典』の例では、今日における「国同士などの間にお

ける武装闘争」＝war という概念を指す場合は between two nations や war of 

nations のような注釈をつけ、同時に「国戦」、「攻国」などの語に充当させてい

たことも明らかである（表‐32）。 

表‐32 英華字典類における war の訳語 

辞書名 年代 辞書記述（一部抜粋） 

モリソン英華

字典 
1822 

(between two nations)兩國交戰;國戰;作打仗(The miseries of war)干戈

之苦 

英華韻府歷階 1844 交戰;打仗;動干戈 

メドハースト 

英華字典 

1847‐
48 

戰;打戰;相戰;打仗;交戰 (between two nations)兩國交戰;二國交兵 

(the business of war)戰事 (the WAR of nations)國戰 

ロブシャイド 

英華字典 

1866‐
69 

打仗;戰;交戰;交兵(to make war upon a state) 攻國;打國 (to make war 

upon a refractory state) 征國;伐國 (between two nations) 兩國相戰;

兩國交兵 (war of nations)國戰 (to make war) 出戰 

英華萃林韻府 1872 
(or fight, to)交戰;打仗;動干戈;交兵 WAR (business of)戰事 (of 

nations) 國戰;國打仗 

華英字典集成 1899 
接仗;戰;交戰;交兵;動干戈(to go to war)征戰;征伐(to make war)戰;出

戰 

英華大辭典 1908 
打仗;戰鬬;交戰;戰爭;戰役(to go to war)出戰;動干戈;動兵(to make 

war upon a state)攻國(to make war upon a refractory state)征國;伐國 

英華新字典 1913 n.打仗;戰;交鋒;役 v.i.戰、戰鬬 

                             
71 林（1995）では、「中国において『万国公法』の影響は緩慢であったため、その中で使用されている

新語彙が中国で普及し、それが日本に伝播したわけではない。新語彙のほとんどは、『万国公法』が日

本に伝えられた後に一旦日本で定着し、日清戦争後に起きた留学ブ‐ムによって日本に訪れた中国人留

学生が再度中国に持ち込んだものである」と述べる。 
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 いずれにせよ、19 世紀の「英華字典」には war の意味に相当する語例を発

見することがほとんどないため、20 世紀以前では今日に言う「戦争」＝war と

いう概念の対応がまだはっきり成立していないと思われる。もちろん、当時の

英語における war の意味自身もまだ現代語のように「国の間の戦争状態」を指

すのではなく、もっと広い意味を持っている可能性もあるが、上記の「打仗」、

「交戰」のような現代語から見れば異なる定義が混同され、区別し難い問題点

がある。 

表‐33 『英華大辭典』（1908）における「戦争」の記述 

見出し項目 辞書記述（一部抜粋） 

Combat contest, 戰爭, 舌戰 

Contest A combat, 戰爭, 爭鬬, 交戰, 交鋒 

Hostility Acts of war, 戰爭, 交鋒 

Strife fight, 爭鬬, 爭打, 戰爭 

Sword war, 戰爭 

War A contest between nations or states, or parties in the same state, carried on by 

force of arms, 打仗, 戰鬬, 交戰, 戰爭, 戰役 

Warfare Contest, 戰爭; war, 交鋒, 戰事 

Militate To stand opposed, 禦, 敵, 對敵; to make war, 攻, 戰爭 

 

 そして、二字漢語の訳語として、「戦争」を用いる辞書記述例が『華英字典集

成』（1899）から確認できる。その記述も「Combat、to. 爭鬬;戰爭;交戰;打仗」

であり、むしろ現代語の「戦闘」の意味に近い。後の顔恵慶編『英華大辭典』

（1908）では、「戦争」＝war という対応の訳語例がようやく見られるになるが

（表‐33）、それでも現代語で言えば Combat（戦闘）、Contest（闘争）、Strife（争

い）の訳語にもなっており、訳し分けていないことが看取できよう。 

6.3‐2.訳語としての「戦役」とその関連語彙 

 一方、英華字典類において、「戦役」が訳語としての登録がかなり遅い。本章

冒頭で述べた campaign の訳語状況は、表‐34 の通りである。「戦争」と同じ

く『英華大辭典』（1908）までに訳語としての「戦役」が全て未見である。訳語

には「出師」、「随戦」、「従軍」が使用されているが、いずれも既存の漢語を使

って新概念に当てはめようとしたのであろう。この点は、前節の「戦争」の訳

語における「打仗」、「交戰」の混在と同様である。さらに「平原」、「戦場」と

いた現代語から見れば別語に相当するものも併記され、前述に言う「戦争」の

場合における「打仗」、「交戰」との混用と同様で、いずれ既存の漢語語彙を使

って新概念に当てはめる時にははっきり表現できない現象が見られる。 
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表‐34 英華字典類における campaign の訳語 

辞書名 年代 辞書記述（一部抜粋） 

英華韻府歷階 1844 行營 

メドハースト 

英華字典 

1847‐
48 

Campaign,( an open space) 平原,平地 (a field of battle) 戰塲 

ロブシャイド 

英華字典 

1866‐
69 

Campaign, (an open field)平原,平地,平田 (the time that an army 

keeps in the field)出師,出師者 (the first campaign) 先出師者 (a 

field of battle)戰塲 

英華萃林韻府 1872 行營;戰塲 

華英字典集成 1899 平地、戰塲、出師、隨戰 

英華大辭典 1908 
n. (1 An open field)平原,平地 (2 The time that an army keeps in the 

field)出師,出師之時,戰役 vi. (To serve in a campaign)隨戰, 從軍 

英華新字典 1913 n.平原、戰場、曠野、征役  v.t.隨營、出戰 

 

以上のことから、訳語としての「戦争」と「戦役」も 1900 年代頃の『英華

大辭典』までは、war と campaign の違いを必ずしも訳し分けていないことが

わかる。『英華大辭典』は日本の英和辞典を多数参考したと序文で述べている72。

20 世紀初頭は前述に言う日本製訳語が大量に中国語に流入した時期であり、

「戦争」「戦役」が訳語として成立する過程に日本語の影響が存在することが十

分考えられる。以下、日本語における「戦争」と「戦役」を見ることにしよう。 

 

6.4 近代日本語辞書における「戦争」と「戦役」 

 前述したように、日本では近世以降の文献に「戦争」の使用例が見られる。

『書言字考節用集』73（第 12 冊 言辭 九下）に「戰爭」（ふりがな：センサウ）

とあるが、明治中期まで、漢籍資料における意味と同じ、英語の war やオラン

ダ語の oorlog など訳語ではなかった。 

 明治初期の対訳辞典の多くは war とその訳語については、漢語「戦争」と対

応せず（表‐35）、「戦争」は conflict、battle、fight の訳語として使われており、

「交戦」、「敵対」、「合戦」、「いくさ」と併記されることも多い（表‐36）。むし

ろ「戦争」＝battle という理解が多く、今日に言う「戦闘」の意味に相当する。

また、この点では前章述べた通り、当時の中国の訳語と同様である。 

ただし、conflict、battle、fight などの訳語として「戦争」を使用し始めたのが

1860 年代からであったことも確認でき、中国の訳語より早い時期で普及したと

思われる。 

 

                             
72 『英華大辭典』（1908）例言八則「一 是編採用諸書。暨所參考。不下數十百種。有為中國教育會本

者。有為江南製造局本者。有為嚴氏所著本者。有為英和字典本者」により。 
73 『書言字考節用集』（1717）：近世節用集の一。槙島昭武著。全 10 巻 13 冊。本論文では中田・小林

（1973）による影印資料を参照した。 



131 

表‐35 日本明治初期における war の訳語例 

辞書名 年代 記述（一部抜粋） 筆者注 

英和対訳袖珍辞書 1862 合戦 － 

和英語林集成 
（初版・英和の部） 

1867 Ikusa、ikusa szru、tatakau 
いくさ、戦する、

戦う 

浅觧英和辞林 1871 

イクサ、カツセン 合戦 

To make‐,イクサスル、タタカウ 戦する、戦う 

Man of‐, イクサブ子 戦船 

‐stories,グンダン 軍談 

Chivil‐,ナイラン、クニワレ 内乱、国割れ 

英和掌中字典 1873 
テキタイ、カツセン、タ‐カイ、

イクサスル
敵対、合戦、戦
い、戦する 

表‐36 「戦争」を用いる日本辞書の訳語例 

辞書名 年代 辞書項目 記述（一部抜粋） 

英和対訳袖珍辞書 1862 

warfare 戦争、軍 

war‐red‐ring 戦争スル、軍スル 

conflict 突キ当リ、戦争、相撲 

brawl 喧嘩、騒動、戦争 

interference 仲入障碍.害.戦争 

和英語林集成 
（初版・和英の

部） 
1867 

A battle Sen‐so,センソウ(戦争) 

to fight 
—szru(戦争スル),TATAKAI(戦

い),KASSEN(合戦) 

英仏単語便覧 1868 
the battle 

戦争 イクサ 

英和対訳辞書 1872 

War s 合戦 

War v.n ‐red –ring. 戦争スル、軍スル

a man of war 軍艦 

to be at war 戦フテアル 

附音插図英和字彙 1873 War 
vi. 交戦スル、戦争スル、攻入ル、敵対ス
ル、抵抗スル vt. 戦フ、争フ

一方、「戦役」の場合ではそれと異なり、1880 年代までは訳語として使用さ

れた例が少なく、1870～80 年代頃、「戦争」＝war の概念が確立した後、前者と

の区別を明確化するために「戦役」を campaign と対応させた可能性が高い（表

‐37）。また「戦役」が普及される以前、campaign は主に「役」、「征役」に訳さ

れる（表‐38）。 



132 

表‐37 「戦役」を訳語として用いられる日本辞書例 

辞書名 年代 辞書項目 記述（一部抜粋） 

独和兵語辞書 1899 Feldzug 戦役。出師 

英和和英兵語辞典 1907 
Campaign 戦役;役 

War 戦争;戦;（a campaign）戦役 

学生英和辞典 1910 Campaign 
①野戦、戦役.②出師.進軍,策戦.③戦役的行動.

④平原

井上英和大辞典 1919 Campaign 

n.①戦役.②運動（主として政治運動に用ふ）.

③平原.

vi.①従軍する.②戦役或は運動を指揮する

表‐38 1900 年代頃までにおける Campaign の訳語例 

辞書名 年代 辞書項目 記述（一部抜粋） 

和英語林集成 

（初版） 
1867 

EKI エキ 役 A campaign; the time of a war（和英の部） 

CAMPAIGN Ikusa.（英和の部） 

五国対照兵語字書 1881 征役 Campagne, Feldzug, Campaign,征役 Veldtogt 

仏和対訳兵語字類 1887 Campagne カンバブギュ, 征役

英和新辞林 1894 Campaign ①曠野②[軍]征役

英和字典 1897 Campaign ①平原、曠野②出陣

最近英和辞林 1904 Campaign 平地、野戦、戦場 

上記のように訳語例はいずれも前述した英華字典資料の場合と同じく、「戦

争」、「戦役」が訳語として採用されると共に、「合戦」、「交戦」、「戦闘」、「野戦」、

「征役」、「出陣」、また中国語の場合は「打仗」、「交兵」、「出戦」、「動兵」とい

った類義語が数多く発生した。この段階では、訳語の整理がまだ十分ではなく、

意味上の精密さに欠けていると言えよう。 

そして、日本の訳語におけるそういった現象はむしろ中国から影響を受けた

と考えられる。英華字典の漢訳語が、日本の近代漢語と翻訳語に大きな影響を

与えたことはすでに周知の事実であるが、上記のように複数の概念への対応と

区別がはっきりしていない訳語の不完全さも、同時に受け継がれたのだろう。

また、第二部 3 章 3.5 節にのべた「大量な外来新概念に対し、多くの訳語を以

て当てはめることが必要である。しかし短時間内では正確に対応しきれない場

合がある」こともその理由であり、よって当面の手段としては一つの外来概念

が複数の漢語と緩やかな対応関係を作り、よって上記のような類義語群が発生

したのである。しかし、外国語に対する理解力の上昇および翻訳方法の整備に

よって、こうした類義語群の区別が次第はっきりなっていく。 

その中、第二部初頭に述べた「兵語辞典」類の対訳辞書の出版も、この時代
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における翻訳方法の整備、そして前述のような既存訳語の再構築における重要

な出来事の一環だと思われる。表‐39 は、一部重要な兵語辞典における「戦争」

「戦役」「戦闘」の記述例である。 

表‐39 日本兵語辞典類における関連訳語の記述 

辞書名 年代 辞書項目 記述（一部抜粋） 

兵語字彙
草案第一

号 
1888 

戦争 

戦闘ヨリ意広シ、交際両国ノ間二紛議ヲ生シ談判調
ハサルトキ、此両国各其権ヲ失ハサランヿヲ欲シ最
後ニ施ス所ノ腕力手段、及ヒ内国ノ賊ヲ鎮圧スル腕

力手段ヲ云 

戦役 

軍隊ノ出発ヨリ凱旋マテノ揔操作ヲ云フ。又全軍中
ノ一軍某時日ノ間、若クハ某地方二於テ、独立シテ
為ノ所ノ操作ヲ云フ。又一戦争中間断ヲ生スルハ前
後ノ戰ヲ各別役ト云フ。即千八百十三年十四年ノ戦
ニ於テ、独乙役仏朗西役二区別スルカ如シ、又一戦
争中相異ナル地方二テ戦フハ各地ノ戦ヲ各別ニ役ト
云フ。即千八百六十六年ノ戦ニ於テボヘミヤノ役マ

インノ役ニ区別スルカ如シ 

戦闘 両敵武器ヲ提テ相対向シ互二勝敗ヲ争フヲ云フ 

独和兵語
辞書 

1899 

Krieg 戦争。戦役 

Kriegen 戦争スル 

Feldzug 戦役。出師 

Schlacht 合戦。会戦 

英和和英
兵語辞典 

1907 

Battle 戦;戦闘;交戦;会戦 

Campaign 戦役;役 

Combat 戦;小戦 

Fight 戦フ;交戦; 争闘 

War 戦争;戦;（a campaign）戦役 

 

表の一行目の『兵語字彙草案第一号』では、「戦争」、「戦役」、「戦闘」が区別

的に定義されている。本章冒頭の図‐24 と比べれば分かるように現代中国語の

意味範囲とほぼ一致している点が興味深い。同じ 3.5 節に言う「専門用語は厳

密に定義を施す必要がある」という原則に基づき、「兵語辞書」では訳語が、意

味を厳格に定義されているだけではなく、他の訳語と意味上厳密に区別するこ

とによって語彙体系が再構築された。 

 このように、「戦争」＝war、「戦役」＝campaign、「戦闘」＝battle、つまり「戦

争」と「戦役」は新たな概念をそれぞれ付与させることに対して、「戦闘」のほ

うでは元来の「戦い」、「いくさ」の意味を維持させたまま、といった明確に区

別されるようになるのだが、特に 1900 年以降、このような使い分けは表－40

に掲出した通り、一層強固なものとなり、今日に至ったと考えられる。 
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表‐40 1890 年代以降の英和対訳辞典の訳語例 

辞書
名 

年代 辞書項目 記述（一部抜粋） 

英和
字典 

1897 

Battle 戦闘、交戦. To lose a battle.敗北スル. To give battle.攻撃スル 

Campaign ①平原、曠野②出陣

Fight ①戦フ、闘フ、争フ②抵抗スル、戦フ、戦ハス

War ①敵対.②戦役、交戦.③軍、戦争④戦術

最近
英和
辞林 

1904 

Battle 戦フ 

Campaign 平地、野戦、戦場 

Combat 戦ヒ 

Fight 戦ヒ、争ヒ 

War 交戦、戦争 

学生
英和
辞典 

1910 

Battle [名]闘争、戦闘、会戦. －[自動]戦闘する、戦闘に加はる 

Campaign [名]①野戦、戦役②出師.進軍,策戦③戦役的行動④平原 

Fight [名]①闘争、格闘、喧嘩②戦闘、戦闘力③喧嘩好き 

War [名]①戦争、戦役②軍勢、兵力 

なお、現代中国語における「戦争」と「戦役」使い分けが時期的に日本より

やや遅れていることも前出した表‐33 と表‐34 から捉えている。要するに、

中国語における「戦争」「戦役」の新しい意味・用法は日本の辞書から借用した

可能性は大である。このような中日両言語における訳語の移動現象は正に陳

（2001）に指摘された「漢訳洋書→英華字典→英和辞典→英華辞典」のルート
74を辿ったものであることを次節において考えていきたい。 

6.5 日本語としての「戦争」と「戦役」の展開 

6.5‐1 日中共通語としての「戦争」の定着 

軍事用語であった「戦争」は、次第に一般語彙化していくことが日本語歴史

コーパス（CHJ）において観察できる。まず『明六雑誌』（1874）の使用例を挙

げておく。 

（15）戰爭の際には務めて歐羅巴中強盛なる國の將帥を招く可し。（『明六 3 峨國彼得 

王の遺訓） 

（16）兩國戰爭すること八年の久しきに至り。（『明六』5 北亞米利加合衆國の自立） 

74 陳（2001）第四章「近代における和製漢語の生成」第一節（p.270）より。「「漢訳洋書→英華字典→

英和辞典→英華辞典」のように、まず中国の漢訳洋書や英華字典などから既成の訳語を取り入れ、そし

てさまざまな手を加えてより洗練した形に定着させ、日本で作られた独自の訳語とともに、英和辞典や

独和辞典に載せた。さらに今世紀に入ってからの中国において、それらの辞典を通して、新たな英華辞

典や独華辞典へとつながっていく」とある。 
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（17）畢生戰爭して止まざる者は之を名けて理と云ふ。（『明六』14 知説（一）） 

（18）之を恃て外國と戰爭を始めば國を危難の淵に陷るるヿなきを保せず。（『明六』 

34 貨幣四録附言） 

例（15、18）は現代日本語で強調されている「国家政権同士などの間の争う

こと、 戦争状態」の意味に一番近く、前節で述べた war の意味に相当し、peace

（平和）の対義語であると言えよう。例（17）では「生涯かけて闘争、戦うこ

とを続けた」という旧来の意味だと思われ、現代語ではその場合は「戦争」を

使わないであろう。また、例（16）の「戰爭する」は、「両国が戦い、争いを続

けている」（＝battle） という旧来の意味にも捉えることができよう。現代語で

は「戦争」は主に名詞用法だからである。 

 しかし時代が 1895 年頃またその以降になると、「日清戦争」という「事件名」

に相当する「○○戦争」の用例が多く現れたことに注目すべきである。1890 年

代以降、特に 1894 年に清との戦争の勃発と同時期に、『朝日新聞』75から「日

清戦争」のような語例が急増、これをきっかけに、後には「日露戦争」、「欧州

戦争」を筆頭として、「普仏戦争」、「南北戦争」、「露土戦争」のような用例の使

用頻度が上昇したのである。 

以上のことと、前節で述べた各翻訳辞典における「戦争」＝war の対応は 

1890 年代から一層明確になったことと考え合わせれば、「日清戦争」のような

「事件名」は時代背景を反映するものだと言えよう。 

図‐25『申報』の用例から見る「戦争」と「戦役」の使用頻度 

 

                             
75 『朝日新聞』デ‐タベ‐ス「聞蔵 II ビジュアル」（http://database.asahi.com/library2）より。 
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ほぼ同時期に、訳語としての「戦争」が、「戦闘」とはっきり使い分けられ、

「国家政権同士などの間の軍事的争い」という意味に定着された。後に中国、

および漢字文化圏に拡散したと考えられる。また、中国では、特に 1910 年代

前後から「戦争」とその関連した「戦役」、「戦闘」の使用頻度が共に上昇、現

代語として普及したことが図‐25 からも確認できる。 

 

6.5‐2「戦役」に対する日本人の理解 

一方、「戦役」は、表‐39 に示した通り「一戦争中に幾つかの戦闘、また異

なる戦場で行われている戦闘」という意味で、「戦争」＝war、「戦役」＝campaign  

というような原語との区別も明確になされている。これはつまり現代中国語の

意味とほぼ一致したのであるが、専門用語の色彩が強く、一般的にその違いが

意識されず、単なる本章冒頭に示した「たたかい」、「戦争」のような記述に戻

った。 

実際「戦役」の使用例は「戦争」より遥かに少なく、またそのほとんど例は

「日清戦役」、「日露戦役」、「北清戦役」のような事件名であり、特に 1895 年

の新聞記事の例ではほぼ全てが「明治二十七八年戦役」であった。つまり「日

清戦争」の別称として使われ、そして「戦争」との意味上の縄張り争いを避け

るため、棲み分けによる再構築が行われ、1890 年代以降の各辞書例の用法（表 

‐39）に至ったのではないかと考えられる。 

 しかし、「明治二十七八年戦役」その表現の通り、明治時代の日本が実際経験

した戦役である「日清戦役」と「日露戦役」がそれぞれ「日清戦争」と「日露

戦争」と呼ばれることも多い。つまり全てが「一戦役」＝「一戦争」が終結さ

せた短期決戦であるため、専門辞書は前述のような棲み分けが見られるものの、

実際世間での使用では混同され、「戦争」と同じ用法として理解されていた可能

性もある。そのためか、「戦役」という語は 1910 年頃から減少する傾向となる。

たとえば、『朝日新聞』における「戦役」の用例は、1900 年～1910 年では 213 

例があるのに対して、1911 年～1920 年の場合は 70 例に減少し、さらに 1921

～1930 年の間には 23 例まで激減した結果を反映している。 

 以上のことについて、片岡・福川（2003）は以下のような意見を述べている。 

 

大正期に入ったときに、「戦役」は兵語から消えている。短期、しかも一会戦もしく 

  は一作戦で戦争が終わるのであれば、「戦役」の語や概念は必要ではないが、長期の戦 

  争あるいは広大なスケ‐ルで言われる戦争を考察する際には、幾つかの「戦役」に「戦 

争」を区分し、相互に関連した一連の作戦群としての「戦役」を「戦争」全体の枠組 

のなかで位置付けることが必要になる。「戦役」の語が消えた原因は、おそらく速戦速 

決を絶対の要請とする日本において、「戦争」を幾つかの「戦役」に区分して考えるこ 

と自体、一「作戦」で「戦争」を終結すること目指す教義に反していると考えられた 
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ためと理解できる76。 

 

 この説と合わせて見れば、日本軍の用兵思想に対する理解とその影響で「戦

役」という語の使用率が低下していったとも分かる。表‐39 に示した「戦役」

の定義付けに対して、1910 年の『兵語之解』では、「戦役トハ戦争ノ終始全局

期間ノ総称ナリ」に変更されている理由もこれであろうか。 

また、「戦役」では基本「○○戦役」という事件名あるいは「一回の戦役」の

ような名詞的な用法がほとんどであるのに対して、「戦争」では「戦争が起こ

る」、「戦争が始まる」としても使える。そうした使用場面が狭まる不利な点を

持つことも前述の 3.5 節に引用した田中（2013）に言う「真に必要とされるも

の」にはなれなくなり、最終的には周辺語化、死語に近い存在となったと言え

るだろう。後には war と campaign との訳し分けも忘却され、今日の『日国』

の記述通り単なる「戦争」、「戦闘」の別称に至ったのである。 

 

6.6「戦役」の逆流入と現代中国語としての展開 

 日本語の「戦役」は、ある時期は「戦争」と棲み分けられたものの、後の時

代は使用する必要性が低下したため、その意味付けは衰退し、再び「戦争」と

混同された現象に対して、20 世紀、特に 1910 年以降の中国語は逆に前述の「戦

争中に幾つかの戦闘、また異なる戦場で行われている戦闘（＝campaign）」に「戦

役」が多用される傾向が見られる（使用頻度の上昇については前述の図‐25 を

参照）。 

 時間軸を比較すれば、日本の用例より直後の時期で『英華大辭典』（1908）に

「戦役」が収録されたことにも留意すべきである。6.3 節の最後にも述べた通

り、日清戦争敗北後、日本留学のブームが巻き起こった。中国語はかつて無い

日本語の影響を受ける時代に突入したのである。「戦役」の多用と意味変化もそ

の一事例である。下例のように、1900～1910 年代の「戦役」の多くは、日本関

連記事の翻訳である。 

 (19)日本東京專電云（中略）日本軍允在旅順之各將校官帶劍宣誓、不再與現在之戰役、 

卽准回國、否則作爲捕虜。『申報』第 11397 号（1905） 

（現在行っている戦役を続行しないならば、帰国することを許す、そうではない場合 

ならば、捕虜として勾留する） 

(20)日俄戰役以後、日人之測繪吉林南部者、測手約有千人。『申報』第 12829 号（1908） 

（日露戦役後、日本人が地図測図するために吉林南部へ派遣するものは、千人ぐらい 

いる）  

 

                             
76 片岡・福川（2003）1.戦争の階層概念（p.22）より。 
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例（19～20）では日本語の「戦役」をそのまま流用し、中国語に定着させた

ことは、容易に想像できよう。ただし、この時点では用例からは campaign の

意味に対応しているかどうかはまだ断言できず、「戦争」＝war との解釈も可能

だからである。 

しかし、1910 年代後半から、campaign の意味に対応していた使用例が多く

見られるようになり、1920 年代後半以降では「戦役」の用例がほとんど「一回

の戦役」、「戦争の中である場所で行われた一戦役」のような用法（例 21～23）

が主流となり、「戦争」と明確に区別される語として使用されていた。 

(21)一次戰役有分爲數次請奬者，冒濫之弊在所不免。『申報』第 16465 号（1918） 

（たった一回の戦役の中でも数回にわたって褒賞を求めるものすらいる） 

(22)而東江及廣州近郊兩戰役、農民能利用其在地方上之能力。『申報』第 18808 号（1925） 

（しかし、東江と広州近郊に行っていた二つの戦役の中） 

(23)公在奉僅四年、而累次戰役要皆爲東三省大局安危所繫。『申報』第 19011 号（1926） 

（参加していた数回の戦役は全てが東北三省の安否存亡に関わっているもの） 

 

日本における「戦役」が衰退していくとは対照的に、中国では 1910～1920 

年代では「戦争」と「戦役」の二語の意味が再構築された（この意味概念の普

及は恐らく民国前期の軍閥勢力による戦乱が頻発した時代背景と強く関係し

ていた）。日本語で言う「戦争の中のある一作戦行動、会戦、」の部分が一層強

調され、現代中国語における「戦争」＝war、「戦役」＝campaign、「戦闘」＝

battle/fight のような棲み分けが確定された。後に、かの有名な「遼瀋戦役」、「淮

海戦役」も「解放戦争」（国共内戦）の中で行われた「戦争の一部」として知ら

れる。要するに、中国はその部分の語義を受け入れた後、さらに独特な用法と

して拡大させていった、 という現象があったと言えよう。 

6.7 まとめ 

これまでの考察をまとめて、「戦争」と「戦役」二語の意味変遷を示せば、図

‐26 のようになる。以下、若干の分析と補足を加え、本章の結語とする。 

1.「戦争」と「戦役」は二語共に中国の古典語に存在していた旧漢語である。

本来の意味は二語ともに「合戦」、「いくさ」、「戦闘」に相当したと考えられる。

また、明治初期までの日本語の意味用法も基本的に漢籍と同じであった。 

2．19 世紀の中国では、漢訳『万国公法』（1864）により「戦争」には英語の

war の意味にも付与されたが、当時の中国ではすぐに普及、定着に至らなかっ

た。 

3.「戦争」は、漢訳『万国公法』とともに日本に伝わり、意味の変容を被っ

た。のではなく、後の日本による吸収・アレンジの後に再び中国へ環流した語

の一つである可能性が高い。 
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図‐26「戦争」と「戦役」における各用法の変遷 

 古代～
1850 

1850 

～ 

1870 

1870 

～ 

1890 

1890 

～ 

1910 

1910 

～ 

1920 

1920 

以降 

古典語における共通の意味：戦

い、いくさ、戦闘 

（＝battle、fight）（日中共通） 

      

戦争：国家政権同士などの間の

争うこと、戦争状態 

（＝war）（中国） 

      

戦役：一戦争中に幾つかの戦闘、

また異なる戦場での戦闘 

（＝Campaign）（中国） 

      

戦争：国家政権同士などの間の

争うこと、戦争状態 

（＝war）（日本） 

      

戦役：一戦争中に幾つかの戦闘、

また異なる戦場での戦闘 

（＝Campaign）（日本） 

      

注：濃い色の部分は中断なく継続的に使用されていることを、網掛け部分は断続的で、

あるいは消滅、死語に近い存在をそれぞれ表す。後述の図－29、32 においても同様。 

 

4.日本では、「戦争」は、意味用法上「戦役」「戦闘」と競合した時期もあっ

たが、1880～1890  年代にかけて次第に棲み分けがなされ、「戦争」＝war、「戦

役」＝campaign、「戦闘」＝battle、fight といった対訳関係に定着した。特に 1890 

年代の日清戦争によって「戦争」使用率が上昇し、上位概念となり、「戦役」「戦

闘」との使い分けがいっそう鮮明になった。 

5.「戦役」は中国 19 世紀の漢訳洋書や英華字典類に見られず、日本の和訳語

として成立したが、使用例数が減少する一方で、後に周縁化され、廃語となっ

た観があった。 

6.日清戦争によって、中国のメディアにおいて「戦争」とともに「戦役」が

多用されるようになる。ただし日本の「戦役」が後に衰退したとは逆に、中国

では「戦役」＝campaign という日本由来の対訳関係が導入され、「戦争」との

棲み分けが定着した。 

7.現代日本語では、その規模によって「戦争」、「戦闘」が使い分けるのに対

し、現代中国語では、軍事史用語として「戦役」を「戦争」と「戦闘」の間に

位置させている。 
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第 7 章 「教練」の語誌 

7.1 問題提起 

「教練」の現代語における語義について，その簡略な説明としてはすでに第

二部 4.5‐3 節にある表‐27 にて掲出したが、ここでもう一度詳しく確認してみよ

う。 

まず『日国』は、「（1）（─する）教えならすこと。教えて、熟練させること。

（2）軍隊で、軍人に必要な戦闘動作を教え、訓練すること。（3）第二次世界大

戦以前、学校で教科の一つとして行なわれていた軍事的な教育と訓練。軍事訓

練。学校教練。」と記述している。（1）の出典例としては『西国立志編』（1871）、

『教育・心理・論理術語詳解』（1885）、漢籍の『心書』（三国 時代）を挙げ、

（2）については『五国対照兵語字書』（1881）、『歩兵操典』（1928）、『真空地帯』

（野間宏，1952）を、（3）については『故旧忘れ得べき』（高見順，1935～36）

と『仮面の告白』（三島由紀夫，1949）をそれぞれ挙げている。 

一方、『大漢和辞典』（以下『大漢和』に略す）では「（一）兵卒ををしへねる。

訓練。（二） もと学校で施行した軍事教育の学科。」と記述し、また（一）の出

典例として『日国』の語義（1）部分と同じく『心書』の例を挙げている。つま

り、『大漢和』では『日国』の語義（1）と（2）の部分は特に区分せず、同じ語

義として扱っていると見受けられる。また、その『大漢和』の主張から見れば、

「教えて、熟練させること」は専ら「軍隊における教育訓練」のことを指し、

それ以外の分野での「教育訓練」では「教練」を使うべきではないと思われる。

実際、 両辞書が同時に挙げている『心書』の用例でも、「万人可教三軍、然後

教練而敵可勝矣」のような内容で、その文面から見れば、同じ「軍隊での教育

訓練」の意味、つまり『日国』の語義（2）部分の意味により近いと見られる。 

以上のことから、『大漢和』における意味区分はより適切だと考えられる。し

かし、いずれにしても、出典例の『心書』から見れば、「教練」という語は、「軍

隊における教育訓練」のような語義をもつ語として，古代中国からすでに使用

されていた旧漢語であり、その後日本にも伝われ、さらに近代以降に『日国』

の語義（3）と『大漢和』の語義（二）に相当する意味の派生もあったことがま

ず確実であろう。 

一方、中国語の場合は『漢語大』の記述の通り以下の二項目がある：①教導

和訓練別人掌握某種技術（訳：他人を教導し、ある技術を身につけさせること）。

②從事教導、訓練別人掌握某種技術的人員（訳：教導訓練任務を担当する人、

コーチ）。また、出典例について、①は唐代の杜甫の詩である『贈崔十三評事

公輔』と元代無名氏作『博望燒屯』が挙げられ、その文面はそれぞれ以下のよ

うなものである。 
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(1)陰沈鐵鳳闕、敎練羽林兒。 『贈崔十三評事公輔』（唐） 

(2)今有曹丞相，將我取到魏地，教練三軍，拜為軍師之職。 『博望燒屯』（元） 

 

以上の内容から見れば、語義の説明部分は『日国』の語義（1）に相当すると

思われるが、実際その下線部分に示したように、「羽林（近衛軍）を教練する」、

「三軍を教練」するというような、教練の対象は軍人であると見られる。その

意味は同じく「軍隊における教育訓練」のよ うなもので、むしろ『日国』の語

義（2）および『大漢和』の語義（一）の用法に近いと思われる。要するに、『漢

語大』の語義①は同じ「教えて、熟練させること」の意味として定義されてい

るものの、実際専ら「軍隊における教育訓練」を指している軍事用語のイメ‐ジ

が強いと 見受けられる。 

 一方、語義②が日本語にはない中国語独特の用法だと思われ、またその出典

例も『新華文摘』（1982 年第 1 期）という現代のものしか挙げていないため、

ひとまず近代以降の中国による独自の転用であると思われ、その部分について

の調査分析はまた後述の 3 章に述べることとする。また、そのほかに『日国』

の語義（1）に挙げられていた『教育・心理・論理術語詳解』（1885）の例では、

「教練（キョウレン）〈略〉教と練は一定の規則指令に従属せしめ或は一種の練

修を目的とする教授法に従属せしむるを云ふなり」のような文面で、その内容

こそ語義説明部分の定義「教えならすこと。教えて、熟練させること」に合致

していると見られる。しかし、その用例は近代以降のものであるため、近代日

本による漢籍語の転用、つまりもともと「教練」という語が持つ「軍隊におけ

る教育訓練」から「軍事分野以外の教育訓練」に意味を拡大させ、軍事用語か

ら一般用語への転換パターンに相当する可能性があると想像される。 

以上のことから、本章は「教練」という語について、いかなる経緯によって

「軍隊における教育訓練」から一般用語意味としての「教えて、熟練させるこ

と」にまで転用したのか、さらに、なぜ『日国』の語義（3）と『大漢和』の語

義（二）に相当した「学校で施行した軍事教育の学科」および『漢語大』の語

義②に相当した「教導訓練任務を担当する人、コーチ」というような日中両言

語それぞれ異なる方向への意味転用と派生現象が発生したのかを考察し、その

経緯を明らかにしたい。 

 

7.2 中国固有語としての「教練」 

7.2‐1 漢籍文献における「教練」 

 前述の『心書』の例のように、「教練」は漢籍語であり、中国の古典文献に多

くの用例が見られる。以下、その代表的なものを例示する。 

(3)万人可教三軍，然後教練而敵可勝矣。『心書』（三国） 
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（その後に教練して対抗すれば） 

(4)陰沈鐵鳳闕，敎練羽林兒。『杜詩鏡銓』卷十三（唐）（羽林児を教練する） 

(5）宐排比兵馬，精加敎練。『册府元龜』卷一百十九（宋） 

（力を入れて厳しく教練する） 

(6)諸翼軍人並須選㨂慣熟好漢，常加教練。『元典章』兵部卷一（元）（常に教練を行い） 

(7)劉整請教練水軍五六萬。 『元史』卷八（明） 

（水軍五六万人を教練（練成）することを要請する） 

(8)朝廷以益都兵，乃李璮所敎練之卒。 『古今名將傳』卷十四（明） 

（それは李璮が教練していた兵卒） 

(9)以七月為始，發於薊鎭標下，編伍教練，兼以防邊。 『明經世文編』卷三百五十（明） 

（部隊を編成し教練する） 

(10)充實營伍，敎練客兵，以爲防守。 『籌遼碩畫』卷四十三（明）（客兵を教練する） 

(11)教練諸藝，不及盡學全套，只須除去花法，專練實擊刺剃翦鉤壓數法。『愼守要録』 

卷七（明）（諸般の武芸を教練（教習）するが） 

(12)所謂教練者，練其心，練其耳目，練其手足之謂也。 『兵録』卷二（明） 

（教練ということとは） 

(13)愚所言教練者，奇兵也。『武備志』卷八十三（明） 

（私が言っている教練（訓練）すべきものは） 

(14)原要各將將此二三千衆教練精强。『練兵實紀』練兵雜紀・卷四（明） 

（この二三千の兵を教練し、精強させるべき） 

(15)有司舍餘民壯，編伍敎練，遇冬協守，春深放免。『登壇必究』卷四十（明） 

（部隊を編成し教練する） 

 

 以上のような用例から、まず言えるのが、前述の『漢語大』語義①は「他人

を教導し、ある技術を身につけさせること」として定義されているものの、実

際古代中国文献における「教練」のほとんどの用法は「軍隊における教育訓練」

のような内容で、むしろ『日国』の語義（2）および『大漢和』の語義（一）に

相当することである。 

また、下線部分の訳に示されたように、「教練する」のような動詞的用法がほ

とんどで、後近代文献の中に現れていた「散兵教練」、「戦闘教練」のような名

詞的な用法はほぼ未見であることも留意すべきだと思われる。要するに古典文

献における「教練」という語は基本動詞として使用されていて、「具体の教習項

目＋教練＝教練の内容」というような複合名詞の発生は近代以降によるものだ

と考えられる。それについてはまた次節を以て検討する。 

しかし、それとは別に、検索の結果では、唐代以降の文献から「教練使」と

いう官職名の用例も多く含まれていることが注目される。さらに、その「教練

使」という語は前述の『大漢和』にも収録されており、その記述は以下のよう

なものである。 
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【教練使】唐代、軍事教育を掌る官。[事物紀原、律令刑罰部、教練]唐會要曰、大中 

六年五月、勅二天下軍府一、有二兵馬一處、且選下會二兵法一能二弓馬一人上、充二 

教練使一。 

 

この記述から見ると、少なくとも漢籍資料における「教練使」という語の使

用頻度はある程度高いため、『大漢和』に注目され収録されるようになったと推

測される。また、検索の結果から、「教練使」は『大漢和』の記述のような「唐

代の官職名」だけではなく、後の時代にも設置され、常に使われていたことが

わかり、その証拠として以下のような用例がある。 

(16)禁軍列校皇甫繼明責為汝州馬步軍都指揮使，定人王榮為濮州敎練使。『宋史』卷二 

百四十四（元） 

(17)其敎練使習營陣之法，耳熟金皷，目視旌旗。『海防纂要』卷十一（明） 

(18)宋明州教練使張宗閔許從等與綱首楊炤等三十八人來朝。『高麗史』卷十二（明） 

(19)野利使其敎練使李文貴至淸澗，報世衡言用兵以來資用困乏。『武備志』卷四十六（明） 

(20)全斌等得罪延澤，亦坐貶唐州教練使。 『弘簡録』卷一百十六（明） 

 

さらに、その「教練使」の省略だと思われる役職名としての「教練」の用例

も少数ながら存在していたことが判明した。 

(21)其將校乃衙前，今所謂都知兵馬使，謂之教練，乃其軍之將也。『朱子語類卷』第一 

百三十（宋）（教練と呼ばれ、その軍の将である） 

(22)徐謂曰，教練何官也。曰，本州職員爾。『續資治通鑒長編』卷九十五（宋）（教練と 

はどんな官職だ） 

(23)敎練把總三員，中軍一員，將官一員，共計官兵二千一百四十員名。『餉撫疏草』卷 

二（明）（教練把総（官職名）三名） 

 

 以上のような例から考察すると、前述の『漢語大』の語義②が定義されてい

て、すなわち現代中国語の中でよく使われている「教導訓練任務を担当する人、

コーチ」とは直接関連性があるかどうかはまだ判断できない。少なくとも、古

代中国語としても「教練」を呼称名として転用することが可能であったことが

わかる。その点について、「教授」という語のように、もともとの「学問などを

教え授けること」を意味する動作用語から役職名としての「大学などで研究教

育職に従事する職」に転用したパターンと同じだと考えられる。 

ただし、そのような「教練」はあくまで「教練使」の省略から生み出された

ものだと推測される。これは『大漢和』の記述通り「軍事教育を掌る官」の意

味であり、現代中国語における「スポーツのコーチ」とはまた別のものであろ

う。しかし、『漢語大』中にある「教導訓練任務を担当する」の記述ではある程

度一致している部分もあると言えよう。 
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7.2‐2 英華字典類の訳語としての「教練」 

「教練」は古代文献からすでに多く見られるため、中国語としては常用語で

あったと想像される。またそのために、19 世紀以降、西洋宣教師によって編纂

された英華字典類にも多く収録され、訳語としてもいち早く使用されていたの

である（表‐41）。 

表‐41 英華字典類における「教練」を用いる訳語 

辞書名 刊行年 辞書項目 記述（一部抜粋） 

モリソン英華字典 1822 DRILL To drill, or exercise soldiers,敎練 

英漢韻府 1844 DRILL 鑽;教練 

メドハースト英華

字典 
1847‐48 To DRILL to drill soldiers,操練,操演,教練,演武,僕射,僕主 

ロブシャイド 

英華字典 
1866‐69 

Drill 
to drill, as troops,操,操練,下操,操演,演武,教練,

訓練 

Exercise to train,習,練,習練,教練,練,操,操練,訓練 

英華萃林韻府 1872 Drill troops, 演兵,操演,操練,敎練 

英華大辭典 1908 

Drill 
To teach and train raw soldiers to their duty by 

frequent exercise 操演,操兵,訓練,教練 

Nurture training, 磨練,操練,教練 

Nursery 
That which forms or educates, 教練或磨練之事

物境地 

Train To discipline,教練, 訓練 

Training Teaching by practice, 教育的, 教練的 

Trainable That may be trained, a. 可教練的, 可教育的 

Untrained 
Not trained or disciplined, 未教練的, 未馴練

的 

德英華文科學字

典 
1911 

Ausbildun

g 
training, instruction 教練,教育 

Instruction instruction 訓條,教練 

官話 1916 

Discipline rules of training 敎訓條規,敎練規則 

Drill of soldiers and generally 敎練 

Training Peace—,平時敎練 

Naval —instructor,海軍敎練官 

 

表に示されたように、1870 年時代までは基本 Drill という語の訳語としての

「教練」はすでに多く見られる。また、20 世紀以降の用例では、さらに Training、

Instruction などの訳語としても用いられていた場合もあるが、Training は現代日

本語の場合「訓練」、Instruction は「教育」、「教えること」に訳すことが普通で

ある。特にその「教育」、「教えること」のことは『日国』の語義（1）部分の「教

えならすこと。教えて、熟練させること」の記述にも一致している。 
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さらに、その「教育」、「教えること」の意味としての用例について、本章冒

頭で示した『教育・心理・論理術語詳解』の記述例からもわかるように、日本

では 1880 年代からすでにそのような転用があったと見られる。そのため、中

国における「教練」の Training、Instruction への対応、つまり「軍隊における教

育訓練」から一般用語としての「教育」、「教えること」の意味への転用・拡大

は当時の日本の影響である可能性もあると考えられる。そして、日本ではどの

ような経緯によってこのような転用が発生したのかについては次節を以て考

察と検討を進める。また、前節で述べた現代中国語の中に主な意味として使わ

れていた「スポーツの訓練者、コーチ」の訳語としての「教練」の用法は管見

のかぎり未見であるため、1910 年代ではそのような新義への転用はまだ行われ

ていない、あるいは稀であろう。 

 

7.3 日本への移入および語義の転換と拡大 

7.3‐1 翻訳辞書類の用例 

 現時点において、日本文献における「教練」の初出例として 1869 年の『英

国尾栓銃練兵新式』巻三という兵学教範だと思われる資料の中で、「執銃教練」

という項目が挙げられる。恐らく、日本では幕末から明治初頭にかけて「教練」

という語が用い始められていたのが推測できる。しかし、『和蘭字彙』（1855‐58）

をはじめとする蘭学辞書や『英和対訳袖珍辞書』（1866）などのような明治初期

の翻訳辞書では英華字典類の 翻訳語とは異なり、drill、train などの訳語として

「教練」という語を用いる例が見られない（表－42）。 

 1872 年まででは「軍事訓練」を意味すると思われる drill、train の訳語として

使う語は「稽古」、「操練」などであり、または「武術を教える」、「武術を学ぶ」

のような表現を使って意味を示していることが見て取れる。 

一方、訳語として「教練」を使って上記のような外国語に対応させた辞書に

は、表‐43 のようなものがあり、1880 年代以降では訳語の辞書の中にも「教

練」という語が見られることが明らかである。 

以上から、訳語辞書での対応と普及は中国の英華字典類よりもやや時期が遅

れていると思われる。また、英華字典類の訳語は日本の近代漢語と翻訳語の成

立に大きな影響を与えたことから考えると、「教練」という語における日本での

使用および訳語としての対応は、英華字典類の訳語を参考にしていた可能性が

高い。 
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表‐42 幕末、明治初頭の各翻訳辞書における drill、train などの訳語例 

辞書名 年
代 

辞書項目 記述（一部抜粋） 

和蘭字彙 
1855 

‐58 

booren 錐モミスル 

opleiding 上ニ送リヤル
事 

onderwij 教テアル 

英和対訳

袖珍辞書 

1862 

cultivation 耕作.教導スルヿ 

drill 武術ヲ教へル.錐モミスル 

Exercise‐
ed‐ing 斈フ.為ス.動ク.武術ヲスル.操練スル 

Instruction 教え.教法.命令 

train‐ed‐
ing 

教ル.武術ヲ斈ブ.引キ入ントスル 

和英語林集

成 

（初版・

英和の

部） 

1867 

DRILL Kiri;choren;kei‐ko 

EXERCISE Undo;hataraki;keiko;narasz 

INSTRUCTIO
N 

Osiye;kiyokun;Itszke;shinan;denju. 

TRAIN Keiko szru; oshiyeru; narasz; kiyo‐kun szru; 

英和対訳辞

書 
1872 

Drill s. 武術ノ稽古 v.武術ヲ教へル 

Instruction 教エ。教法。命令 

Train 教ル。操練スル（武術ヲ）。馴ラス。 

引キ摺ル。 

Practise 業。行ヒ。馴ノ風習。稽古。偽計。実用 

附音挿図

英和字彙 

1873 

Drill 鑚ニテ穿ス、操練スル、教習ル、撤種ク 

Exercise 演習、運動、使用、習慣、操練、職業、 

工課 

Instruction 教訓、教化、教法、命令、吩咐 

Train 教育、操練 

Practise 練習スル、慣ル、詐計ヲ用ル、業ヲ行フ 

 

そして、初期の翻訳では「武術を教える」や「稽古」などを用いていたが、

後に「教練」を使い、前者の代わりとしてこれを多用した理由としては、明治

期の日本にとって「教練」は新語であり、それに対して「稽古」や「武術」の

ような表現はやや古いイメージであると考えられるためである。 

そのため、近代語における Drill、train などの意味、つまり「軍隊における

教育訓練」の内容を正確に反映し、置き換える点に関して、近代における「軍

隊の教育訓練」は「武芸の稽古訓練」だけではないことから、「教練」のような

新語を使て訳語として対応させた方がより自然であったのだろう。このことか

ら、後に「教練」という語が訳語として定着したと考えられる。 
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表‐43 「教練」を用いる辞書の訳語例 

辞書名 
年

代 
辞書項目 記述（一部抜粋） 

五国対照兵語字

書 

18

81 
Instruction 

Instruction,f.‐

Abrichtang,Instraction,f. ‐教

練Instruction,Regulation. ‐

Instructie,f.Onderwijs,n 

和英大辞典 
18

96 
けうれんする, 敎

練 
To discipline; to drill 

独和兵語辞書 
189

9 

Ausbildung 敎練スル.訓練スル 

Ausbildung 教練.教成.訓育 

和英英和兵語辞

典 

19

05 敎練 Drill;physical training 

英和和英兵語辞典 190

7 

Drill 敎練 練兵 

Training 訓練 敎練 教育 調教 

field（or tachieal）‐ 戦闘教練 

Individual‐ 各個教練 

英和陸海軍兵語辞

典 
191

0 

Drill 
敎練する,操練す,訓練す,演

習す 

In‐struction 敎練,教育 

I.in driving 馭法敎練 

I.without arms 徒手敎練 

 

 さらに、注目すべき点としては『五国対照兵語字書』が Instruction という語

を「教練」に訳したことである。現代における Instruction の日本語訳は大体「教

えること」、「教育」、「教授」のようなものだと思われる。そして、前述の表‐

42 における Instruction の日本語訳も「教え」、「教化」、「教法」、「伝授」などが

あるが、同時に drill、train などの日本語訳も同じく「教える」、「教育」が見ら

れることと合わせて考えると、「教え」、「学ぶ」部分の意味が共通しているた

め、Instruction の場合も「教練」という語を使って対応させたと思われる。 

 同時に、drill、train の場合は「武術を教える」に訳された例も見られる、そ

の「教える」の部分が別の内容にも通用できるためか、後に「軍事技術を教え

る」から「一般分野の技術を教える」への拡大する理由となり、『日国』の語義

（1）に挙げられていた『教育・心理・論理術語詳解』（1885）の例における「一

定の規則指令に従属せしめ或は一種の練修を目的とする教授法に従属せしむ

るを云ふなり」の文面に合致するのであろう。 
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7.3‐2 軍事用語から一般用語への拡大 

 佐藤亨編『現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典』（2007）における「教練」

の項目を参照すると、1870 年代では以下のような用例があることがわかる。 

(24)コレヲ要スルニ、善ク教練シタル才能ハ、常ニ必ズ要重ナル地位ニ顕ハルベシ。 

中村正直訳『西国立志編』九・十二（1871） 

(25)蛮民ノ形状ヲ変ゼンニハ、数百年ノ教練ヲ要シタリキ。永峰秀樹訳『代議政体』 

一・一（1875） 

 

また、同辞書編者はこれらの例の意味について「教えて熟練させる（こと）」

と述べており、これは『日国』の語義（1）に相当するのである。さらに、『西

国立志編』における訳語の特徴について、前述にも引用した木村（2013）では

以下のような意見を述べている。 

 

訳語の取り入れは、白話小説及び唐話辞書からなされたとともに英華字典の訳語を

選び取ったことが考えられる。正直は、原典を訳出する際にロブシャイド編『英華字

典』を活用したことが先学によってつとに指摘されている77。 

 

前節に述べた、「日本は英華字典の訳語を多く参考にしていた」という点と合

わせて見ると、まず 1870 年代から、前節で述べた「教練」という語の意味拡

大現象がすでに上記のような洋書の翻訳によって発生していたことが分かる。

そして翻訳の際に、ロブシャイド『英華字典』を参考することがあるならば、

表‐41 に載せていた内容に当たるのであろう。 

同辞書における「教練」は Drill と Exercise であり、またそれと併記する訳語

としては「操練」、「訓練」、「演武」のような「軍事訓練」の意味に相当する語

以外に、「習」、「練」のようなより意味が広い語も同時に掲出されている。その

ため、「一般分野の技術を教える」にも通用すると想像され、後の意味拡大現象

に繋がることになるだろう。 

 また、前述の 4.5‐1 節ですでに引用した同木村（2013）の「稽古」の例をもう

一度見てみよう。この例の説明部分では「いにしえの道を考える→武芸・芸能

などを学ぶ。練習する」に記載されている。要するに、一般用語の意味から専

ら「武芸などを学ぶ」を指す語として転換する経緯であって、「教練」の場合と

は逆パターンであると思われる。以上の現象を合わせて見ると、『西国立志編』

における使用例のように、「教練」という語が 1870 年代前後にかけて、日本が

西洋文献を翻訳する際、英華字典類や中国近代文献を参考し、既存の訳語を利

用して翻訳を行ったため、後の意味の転換と拡大が発生し、本章初頭に掲出し

                             
77 木村（2013）第五章『西国立志編』四.採録語に関する考察（p.412）より。 
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た『教育・心理・論理術語詳解』（1885）の例の内容に当たる「一定の規則指令

に従属せしめ或は一種の練修を目的とする教授法に従属せしむるを云ふなり」

のような意味にまで拡大したのではないかと考えられる。 

7.3‐3「軍事教練」と「学校教練」までの転換経緯 

 ここで、7.3‐1 節で述べた『英国尾栓銃練兵新式』（1869）における「執銃教

練」の例および表‐43 の中にある「戦闘教練」、「徒手敎練」のような複合語例

に注目したい。 

 まず、中国古代語における「教練」という語はほとんど動詞的用法で、上記

のような「具体の教習項目＋教練＝教練の内容」というような四字複合名詞の

発生は近代以降の日本によるものだと見られる。 

 このような語構成は、3.4 節にも引用した朱（2008）の説をもう一度確認した

い。これは同朱（2008）に言う「動詞が後語基となる四字語（N＋V パターン）」

のパターンと同じである。朱（2008）ではそのような語構成について、「君主専

制」、「電気通信」、「財政改革」、「門戸開放」のような語を例として挙げ、さら

にこれらの語が日本の造語なら、それぞれ「君主が専制する」、「電気で通信す

る」、「財政を改革する」、「門戸を開放する」のように解釈され、「このような O

＋V の構造は中国語の語順である V＋O の構造とは最大の相違点である」と述

べている78。 

 また、このような語構成の後語基の名詞化現象について 

 

後語基（V）を全て名詞と見なしておけば、「君主専制」も「財政改革」も同じく「君

主の専制」と「財政の改革」の形で解釈できるようになり、中日両言語の構造上のず

れが解消されることになる。日本語の場合は、もともと O＋V の構造であり、サ変動

詞の名詞化も簡単にできるので、明治期から大量の N＋V 構造の四字語が造られてき

た。 

 

と主張している。要するに、サ変動詞の名詞化によって語構成を N＋V から 

N＋N に変え、中国語との語法上のずれを避けることができたのだろうと筆者

は理解している。 

この説から見れば、「教練」という語における「戦闘教練」のような用法も「戦

闘技術を教練する」から「戦闘技術の教練項目」によって名詞化したのではな

いかと想像される。また、極端に言えば、このような N＋N の四字漢語の語構

成はもともと前後の要素の間に「之」を入れた語からさらに簡略した結果であ

ると思われ、つまり「戦闘の教練」から「戦闘教練」に変えて四字漢語として

定着したのであろう。またそれと同じパターンで、類推によって造語されたと

                             
78 朱（2008）5.『清議報』にある四字語（p.138）より。 
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思われる語例としては、『日国』が収録する語彙の中には「各個教練」、「学校教

練」、「軍事教練」、「大隊教練」、「連隊教練」、「中隊教練」のような 6 語が挙げ

られる。 

以上のことによって、本章冒頭に述べた『日国』の語義（3）に相当する「軍

事教練」と「学校教練」もそれぞれ「（軍人以外の者を対象とする）軍事に関す

る教練項目」および「学校で学生を対象とする教練項目、つまり軍事教育」を

意味する名詞的な用法であり、前述の N＋N の造語法で造られたことと認めら

れる。 

そして軍事教練という制度の成立について、同じく『日本大百科全書』（ニッ

ポニカ）の記述を参照した。その内容を示すと以下の通りである。 

軍事教練：一般国民に対して実施する軍事教育の総称。（中略）1918 年（大正 7）に

内閣直属の諮問機関、臨時教育会議が学校における軍事教練の実施を建議し、続いて 

25 年 4 月には、陸軍現役将校学校配属令の公布により中等学校以上の学校に現役将

校が配属され、軍事教練（学校教練）が開始された。（中略）その後、青年訓練所は、

35 年（昭和 10）に実業補習学校と統合されて青年学校となり、39 年には義務制とな

った。（中略）第二次世界大戦の敗戦により廃止。 

 同じく『日国』では「軍事教練」と「学校教練」の語義をそれぞれ以下のよ

うに記している。 

軍事教練：大正一四年（一九二五）以降、中等学校以上の学校で学生生徒を対象に

行なわれた軍事の訓練。昭和二〇年（一九四五）に廃止。学校教練。軍事教育。軍教。 

学校教練：学徒に軍事的な基礎訓練を施すため、中等学校以上の男子学校に陸軍の

現役将校を派遣して行なった軍事教練。 

 それらの内容を合わせて見れば、まず「一般国民を対象とする軍事教育」を

意味する「軍事教練」制度は 1910 年代に発足し、さらに 1920 年代に拡大、普

及したことが分かる。また、『朝日新聞』における例でも、「学校における軍事

訓練科目」に相当するものが、1913 年 3 月 21 日朝刊 1 頁に掲載されたものが

最初で、その記事タイトルは「敬文館  学校用兵式教練教程」である。ただし、

その文面は文字通りあくまで「学校で行う軍事教育科目」の内容に対する解釈

であり、「教練」その一単語、つまり、上記のような「軍事教練、学校教練」の

意味を表す省略語としての用法には当たらないと思われる。 

 しかし、1920 年代になると、上記のような「一般国民を対象とする軍事訓練」

の制度の拡大と普及が理由と思われるが、「教練」＝「軍事教練と学校教練の科

目」の用例が多く現れてくるようになる（図‐27）。 
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図‐27 朝日新聞における「教練」の使用頻度 

 

 

1920 年代では「軍事教練」、「学校教練」というような四字語の使用頻度が高

く、時代が進むと共に「教練」のみで前者の意味を表す例、つまり前述の省略

語としての用法が多く現れたことが明らかである。つまり、『日国』の語義（3）

に当たる「軍事教練」と「学校教練」を意味する例がよく現れ、1920 年代後半

から 1930 年代にかけて『日国』の語義（2）に当たる「軍隊における軍人の訓

練教育」の用例数を超えたと見られる。恐らく、戦争に向けて軍国色が強まる

にしたがって、国民や学生を対象とする「教練」の制度が一層強化、普及した

ことが理由であろう。 

そして、1940 年代では先に述べた、戦争中に「教練」の制度が強化された結

果だと思われ、検索結果のほとんどを「軍事教練」と「学校教練」という制度

を意味する用例が独占し、元の意味である「軍隊における軍人の訓練教育」の

例がほぼなくなっている。一方、前述で挙げた例（24、25）のように、『日国』

の語義（1）に当たる「軍事訓練ではなく、一般教育内容を教えならすこと」の

例は未見であるため、その用法としての使用頻度はあまり高くない、一時的に

は前節に挙げた翻訳洋書などに使われていたが、明治中期以降は衰退したと思

われる。その理由として、恐らく「教育」、「教習」のような語が普及され、「教

練」におけるその部分の意味は「教育」、「教習」として使い分けられ、取って

代われたと思われる。 

そして、戦後にその使用数が激減したのは、非軍事化政策が推進されると共

に制度としての「軍事教練」と「学校教練」が廃止したことが理由だと思われ

る。実際、現代になると、「教練」という語が『忘れてはならない現代死語事典』
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（1993）にも収録されるほど日常の日本語の中から消えたのである。 

また、同じ朝日新聞における戦後の使用例を調べた結果では数はかなり少な

いものの、その文面は以下のようなものである。 

(26)高校生に軍事教練、中国周辺のソ連共和国国境紛争にそなえ。（1966 年 12 月 7 日 

朝刊 3 頁 6 段） 

(27)サイゴン大学生がスト、軍事教練に反対。（1969 年 7 月 15 日朝刊 3 頁 6 段） 

(28)チェコ、小学生にも軍事教練実施へ。（1970 年 6 月 14 日朝刊 6 頁 7 段） 

(29)制圧と抵抗、韓国学生デモ、教練必修化に反発。（1971 年 4 月 17 日朝刊 6 頁 1  

段） 

(30)ソウル大一年生も軍事教練を拒否。（1986 年 5 月 1 日朝刊 7 頁 9 段） 

 

このように、日本における「教練」の制度がなくなるものの、外国の「学生

を対象とする軍 事訓練教育」に関する事例は同じく「教練」という語を用いて

いることがわかる。要するに、本来の意味に当たる「軍隊における軍人の訓練

教育」の用法がほぼ忘却されたが、「学校教練」という制度名としての用法は前

者よりはまだある程度目に浮かぶことができる。 

その理由としては、日本の一般国民にとって「軍事教練」と「学校教練」の

ような制度は「軍隊で軍人を教育訓練する」より身近な事象であるため、前者

のほうがよりイメージがされやすいと想像される。つまり、もともと「教練」

は軍事関連の専門用語であったが、「一般国民を対象とする」という「教練の制

度」ができたため、一般用語として社会に浸透し、定着したのであろう。 

 

7.4 現代中国語における「教練」の新用法について 

 7.2‐2 節にも述べた通り、英華字典の用例からは「教練」における現代中国語

独特の新義である「スポーツの指導者、コーチ」の意味に相当する用法例が見

つからず、管見のかぎり、1910 年代ではそのような新義の用法はまだ普及して

いなかったと見られる。 

また、1915 年出版の『辞源』および 1928 年出版の『綜合英漢大辞典』にお

ける「教練」の関連記述は、それぞれ以下のようである。 

  【教練】訓練兵卒也。步兵操法分根本教練戰闘教練二項。 『辞源』（1915）より  

training ①訓練，教練，鍛練，調馴，馴教。②[園藝]修整法，整枝法，矯揉法。 

trainer ①訓練者，教師。②調馴者，調馬師 

exercisable ①可實行的，可運用的，可操作的。②可動作的。③可教練的，可練習的。 

coach ①四輪大馬車。 ②鐵路客車。③（助學生準備應考之）家庭教師，競技訓練者。 

『綜合英漢大辞典』（1928）より 

 

このように、まず『辞源』における「教練」の語義説明では依然旧来の意味

である「兵士を訓練すること」しか載せられておらず、「スポーツの指導者、コ
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ーチ」のような役職名的な用法がまだ対応していないと見られる。また、その

ような新義の例が多く現れてきたと見られる 1920 年代後半（詳しくは後述）

に発刊された『綜合英漢大辞典』にも、training が「教練」に対応しているもの

の、現代中国語の中では普通に（スポーツの）「教練」、「教練員」に訳される

trainer、coach 79も「競技訓練者」、「教師」のような意味に近い語に訳されたも

のの、「教練」にはまだ対応していないことが明らかである。 

図‐28「申報」の使用例から見る「教練」及びその関連語彙の変遷 

 

 

一方、『申報』における「教練」という語の使用状況を調査した結果が図‐28

である。図の項目 A である「旧来の意味」の変遷状況として、1870 年代最初か

ら少数の例が見られるが、1880 年代から 1900 年代前半までは緩やかに増加し

つつある状態だが、1900 年代後半から使用例数が急激に上昇したことがわか

る。また、その時期の用例から、7.3‐3 節冒頭に述べていた「戦闘教練」、「徒手

教練」のような「N+N」パターンに当たる四字複合語の用例も少しずつ現れて

きていることが明らかである。以下、一、二例を挙げる。 

(31)兵式體操則可以充小學堂上班及中學堂敎課焉，單行敎練、中隊敎練等亦可以用於 

軍隊敎育。『申報』12148 号（1907）（単行教練と中隊教練などは軍隊の教育も通用で 

きる） 

(32)新譯：步兵斥堠步哨勤務教練。『申報』12556 号（1908）（歩兵、斥候、歩哨の勤務 

教練） 

 

 上記の例のような四字複合語の用法こそが、7.3‐3 節に述べた日本語の影響

                             
79 Trainer：①教員；（体育運動等的）教練員；coach：⑧（体育隊的）教練，領隊；（戯劇、歌唱等的）

指導。英漢大詞典第 2 版の記述による。 
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を受けたものだと考えられる。また、本節冒頭に示した『辞源』において「根

本教練」、「戦闘教練」のような複合語について説明を行われていたのも、この

ような新表現に対応させるためであろう。 

一方、項目 B に当たる役職名の用例、つまり前述の「スポーツの指導者、コ

ーチ」の意味に相当する例が 1900 年代前半から現れる。ただし、その時期に

おける「教練」の職名としては「軍隊で訓練任務を担当する人」（日本語に言う

「教官」）を指すことがメインである。そして同時に注目すべき点としては、項

目 B1 の「教練官」の例もその時代から多く現れることが挙げられる。その「教

練官」の意味は文字通り「教練を担当する官＝教官」である。 

要するに、項目 B1 にあたる「教練」の呼称は「教練官」の略称に由来して

おり、そしてそこから普及した可能性が高いと思われる。なぜなら、本章 7.2‐

1 節にも述べた通り、古典漢籍資料の中ではすでに「教練使」の略称と思われ

る「教練」の呼称が少数ある。また『大漢和』における「教練使」の記述であ

る「軍事教育を掌る官」の文面も上記の「教練官」の意味とは一致しているた

め、同じ「教授」のような動作用語から役職名に転用することができると見ら

れる。以上のことから、項目 A の「教練」使用例および項目 B1 の「教練官」

の役職名が急上昇するため、役職名、さらに直接の呼称名としての転用例、そ

して略語としての例も共に普及するようになったことは当然考えられるだろ

う。 

さらに、図に示したように、「教練官」という役職名は 1905～1910 年の間に

一時多く現れてから、時代が進むと共に減少する傾向ではあるが、それと同時

に項目 B にあたる役職名としての「教練」の使用例は年々増加する傾向にある。

特に 1920 年代に入ると急増し、項目 A に当たる旧来の意味の用例数を超える

ことが確認される。この現象については、むしろ上記のように、「教練官」の略

称としての「教練」が役職名として定着、普及することによって、元来の「教

練官」の呼称に取って代わられて衰退したのであろう。 

そして前述のように、項目 B における 1900 年代の用例は主に「軍の教官」

の意味に相当するが、後の 1910 年代以降では「スポーツの教官＝コーチ」に

相当する用法の例も多く現れてくるようになる。以下、その用法に相当する語

例を示す。 

(33)辦事員額：總巡一員（海軍人員）、隊官一員（海軍人員）、敎練一員（水師出身）。 

『申報』13291 号（1910）（スタッフ定員）（教練一名（水師の出身者）） 

(34)商圑體育教練長張仲绥昨在總商會提議，謂黄興爲開創民國之偉人，蔡鍔爲救活民 

國之偉人。『申報』15728 号（1916）（商団の体育教練長張仲绥は昨日総商会にて提案 

を出した） 

(35)右爲遠東運動會中國委員部各職（中略）（二）教練李侃君（三）教練白樂曉君。『申 
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報』16597 号（1919）（右は遠東運動会における中国運営員部の各スタッフ）（教練の 

李侃君） 

(36)及今年北洋練軍所派或教練員或副叅謀皆不予以實權可見。『申報』11441 号（1905） 

（今年になって、北洋練兵所から派遣された教練員あるいは副参謀が皆実権を与えら 

れないことからよくわかる） 

(37)將該隊隊員及同來者姓名列下，校長王文顯、體育主任馬約翰、敎練員徐國祥。『申 

報』17576 号（1922）（そのチームの選手および同行者の名簿が記録されている） （教 

練員の徐國祥） 

 

 上記の例のように、項目 B に相当する役職名の「教練」の用法は最初が例

（33）に当たる「軍の教官」の例が多いが、後には例（34、35）のような「ス

ポーツの指導者、コーチ」としても転用できるようになることがわかる。転用

した理由としては、やはり同じく「技術の指導、教授する」という意味要素が

共通しているからだろう。 

さらに、項目 B2 に相当する「教練員」の用例も同じく、例（36）のように

「軍の訓練担当者」の意味から例（37）の「スポーツのコーチ」の転換してお

り、つまり項目 B と同じ対応が行われたことがわかる。また、項目 B1 の「教

練官」のパターンとは逆に、「教練員」の場合は項目 B とほぼ同じく、1920 年

以降では「スポーツのコーチ」の意味を含む用例が急増し、特に 1925 年以降

になると項目 A の例数を超えることとなる点では注目すべきである。 

一般民衆にとって、「体育」、「スポーツ」、「運動」は「軍隊の訓練」より身に

近く、接触そして理解しやすい、つまり大衆化の事象であるため、その意味と

しての用法はもちろんより社会に定着しやすかったのだと思われる。そして、

一旦定着したならば、社会における一般用語としての使用頻度はもちろん限定

分野にしか使用できない専門用語よりも高くなり、最終的には 旧来の意味に

相当する項目 A の使用例が逆に低下したと見られるだろう。以上の現象によっ

て、前章に述べた日本における「教練」が「軍隊で軍人を教育訓練する」こと

から「学校の軍事訓練項目」への転換理由とは似ていたと言えよう。 

7.5 まとめ 

これまでの調査と分析をまとめて、「教練」の使用変遷を示すと、図‐29 の

ようになる。この図が示した内容も合わせて若干の補足を加え、本章の結語と

する。 

1.「教練」は、「軍隊における軍人の教育訓練」を元義とし、中国古典の『心書』

からすでに用例がある伝統漢語である。19 世紀以降、西洋宣教師による英華字

典類の編纂する時にも活用され、英語の drill のような語の意味に対応された。 

2.日本における「教練」は幕末、明治初頭以降から見られる。近代日本におけ

る訳語の成立および新漢語の多用の点に関わって漢訳洋書および英華字典類
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の影響が大という点から見ると、「教練」という語における日本での使用は、中

国による漢訳語を参考にしていた結果である可能性が高いと考えられる。 

図‐29「教練」における各用法の変遷 

 古代 

～1850 

1850 ～

1870 

1870～1910 1910～

1920 

1920 ～

1945 

1945 ～

現代 

軍隊における軍人の 

教育訓練（中国） 

      

軍隊における軍人の教

育訓練（日本） 

      

一般分野での技術を教

えならすこと（日本） 

      

制度と教科名としての

「教練」（日本） 

      

役職名：軍の教官 

（中国） 

      

役職名：スポーツの指

導者、コーチ（中国） 

      

 

3. 1880 年代までは、drill、train などの訳語として「教練」より「稽古」、「操練」

のような語も多用されていたが、後に「教練」が使われるようになる。また、

同時期に「戦闘教練」、「徒手敎練」のような「教練の具体的内容」を意味する

四字複合語が現れたことが挙げられる。 

4. 1870 年代以降では、「軍隊訓練以外の一般分野での技術を教えならすこと」

のような用法も現れる。これは、同時期に Instruction という現代では基本「教

育」、「教授」に訳すことが普通だと思われる外来語も当時では「教練」を使っ

て対応された辞書例も見られるため、転義が生まれたであろう。しかし、後に

「教育」、「教習」のような語が普及されることにより、そのような用法は後者

に取って代わられ、衰退した。 

5.「軍事教練」と「学校教練」の用法は 1910 年代以降「一般国民を対象とする

軍事教育」を目的とする制度の成立、および 1920 年代以降の拡大によって社

会に浸透した。制度、教科名としての「教練」は軍国主義思潮の高揚を背景に 

1945 年の終戦まで強化されていったため、旧来の用法例を超えて定着した。以

降の時代では、この用法が「教練」の主要な意味になる。そのためか、戦後軍

国主義の否定と同時にこの制度が廃止されたことによって、現代日本語の中で

「教練」の使用頻度も低下、ほぼ死語と至った。 

6.一方、中国語としての「教練」は、1910 年代以降、「軍の教官」を意味する「教

練官」という役職名の多用によって、「教練」もその省略として人称代名詞の意

~~~ ~～~ ~～~ ~～~ ~～~ ~～~ ~～~ ~～~ ~～~ ~～~ ~～~ ~～~ 
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，， 
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味に転用した新用法が現れたと見られる。さらに、「技術の指導、教授する」と

いう意味要素が共通していることが理由だと思われ、後には「スポーツの指導

者、コーチ」の意味にも通用するようになり、現代中国語の意味に至った。 

 

第 8 章 「爆撃」の語誌 

8.1 問題提起 

 現代日本語における「爆撃」の語義について、まず『日国』では，「（1）爆発

して、周囲に衝撃を与えること。（2）飛行機から爆弾・焼夷弾・ロケット弾な

どを投下して相手を攻撃すること。爆弾攻撃。」と記述している。そして、出典

部分では、（1）について『窮理通』（1836）、（2）について『朝日新聞』（昭和二

〇年（1945）八月八日）および『遙拝隊長』（1950 井伏鱒二）がそれぞれ挙げ

られている。 

 一方、現代中国語の場合、日本語の「爆撃」の意味に相当する語としては「轟

炸」が使われるのが一般的80だが、『漢語大』では「爆撃」という語が収録され

ており、その語義では「（1）横向爆破。（2）轟炸。」と記述していることから、

基本的に日本語と同義であると思われる。 

 そして、その出典について、（1）は明代の文献である『天工開物』・火薬料、

（2）は魯迅の作品である『偽自由書』が挙げられたことから、まず前述の『日

国』の（1）に相当する（爆発、炸裂すること）用法は中国から日本に伝わった

ことがほぼ確実である。（2）の用法（爆弾攻撃）について、筆者の調査によ 

れば近代日本で先に新義に転用された可能性が十分あり（後述）、また現代中国

語において「爆撃」という語自体の使用率が高くない（前述のように「爆弾攻

撃」を意味する語として基本「轟炸」が使われている。さらに、出典（2）に挙

げられたのは魯迅の作品であることも留意すべきだと思われる。なぜなら、周

知のように、魯迅の文章における語彙使用は日本語の影響をよく受けているか

らである）ことから、「爆撃」という語の伝播ルートは、基本的に中⇒日⇒中の

パターンに当たるのであろう。 

 要するに、日本は漢籍由来の中国語である「爆撃」に新たに近代的な意味「爆

弾攻撃」を付与させ、中国ではその影響を受け、一時的に同じように転用した

新語である「爆撃」を使うようになったが、後には中国固有語の「轟炸」に置

き換えられたものと思われる。 

 よって本章は以下の節を以て、日中両言語における「爆撃」の意味用法の変

遷経緯を明らかにし、当漢語をめぐる両言語間の伝播ルートを考察し、この語

の伝播交渉によって引き起こされた付随的な影響に触れたい。 

                             
80
 『日中辞典』第 2 版（小学館，2002）および『中日辞典』第 2 版（小学館，2003）の記述による。 
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8.2 中国固有語としての「爆撃」の用例 

 既に述べたように、「爆撃」は、現代中国語としてはほぼ使用されず、死語に

近い存在であるが、前述の『漢語大』に挙げられた『天工開物』の例と同じよ

うに、明代の兵書における火薬の製造と使用法を記録した部分からも「爆撃」

の用例が発見できる。そこで、まず中国古代語としての「爆撃」の用例を以下

に挙げて、その意味用法の確認を行う。 

(1)而兵可移其埋器利於爆擊、易碎、火烈而煙猛。『兵録』卷十一（明） 

(2)硝九而硫一、性横者、主爆擊。『兵録』巻十一（明）（主に爆破として使う） 

(3)小爆擊之、以亂賊心。『武備志』卷一百三十・軍資乗火（明）（少し爆破法を使い爆 

発させ） 

(4)惟其行法更猛能猝然爆擊。『時務通考』卷九兵政九（清）（突然爆発させることがで 

きる） 

(5)銅片爆擊、傷死者數十。『三洲日記』卷一（清）（銅の破片が爆発によって飛び散る） 

 

上記の 5 例のように、漢籍資料における「爆撃」の用例は、遅くとも明の時

代から使用され始め、用例数少ないものの、ほとんど「爆発する、炸裂する」

のような意味として使用されていると見られる。また、その語の創出理由とし

ては、恐らく第一部の 1.2 節に述べたように、明の時代における兵学の革新、

火薬兵器の活用のような歴史背景と深く関わっているものであると見られる。

従って、初期語例が見られる明代の文献の大多数が兵学、火薬製造関連のもの

である理由もわかるだろう。そして、例（4、5）に示されているように、清代

後期になっても、その変化を認めることができないのである。 

続いて、英華字典類の資料を利用しその関連語彙を検証してみたい。なぜな

ら、英語の blast、explode は一般的に前述の「爆発する、炸裂する」の意味に相

当し、漢訳語として当時ではその類義語である「爆撃」が使われていた可能性

が想定できるからである。 

しかし、この調査によれば、英華字典類における blast の訳語としては「轟

聲」、「爆聲」、「暴風」など、explode の方としては「爆散」、「轟散」、「發爆」な

どがそれぞれ多く挙げられるが、「爆撃」が訳語として充てられた語例は一件も

見られず、宣教師による訳語造語としては用いられていなかったであろう。以

上のことから、近世中国における「爆撃」の意味は一貫しており、特に外来語

の影響などを受けたことがなく、近代以降の日本語と接触するまで元来の意味

を保っていたと判断される。 

 

8.3 日本への伝来および近代に至るまでの用例 

本章冒頭で述べた通り、『日国』における「爆撃」に関しては、出典として『窮
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理通』（1836）81に挙げられているが、現時点の調査ではそれ以外の近世文献か

ら用例を発見することができず、「爆撃」という語がいつ日本伝来したのか、ま

だ不明であると言わざるを得ない。しかし、同じく 1.2 節に論じた通り、江戸

時代は兵学の研究が盛んでおり、漢学者などによって中国明代の兵書を多く受

け入れた時代背景から、遅くとも江戸中期には漢籍（前述の兵学書の可能性が

特に高い）を通じて日本へ伝わっていたと判断される。 

従って、『日国』においてすでに出所が判明できる『窮理通』の用例はいかな

るものかを検証して見よう。該当文献の作者である帆足万里の著作が網羅され

ている『帆足万里先生全集』82を用いて「爆撃」の語例を調べた。その結果、特

に『窮理通』の巻四は使用例が集中していることを明らかになり、代表的な用

例として以下のものが挙げられる。 

(6)導雲中虎魄力、漸次下行、使無爆撃。（爆発させないように）

(7)其由火炙摩拶諸法、発爆撃。（爆発させる）

(8)雷金藉薬力、使金質鬆解、以便生火、至其爆撃。（爆発に至る）

(9)盛雷金、或置之飛揚灰鹽溶液中、二物合和、以成爆撃之力也。（爆発して衝撃力を

生成させる） 

(10)雷金爆撃之力、由飛揚灰鹽分解而生也。（爆発によって生成された衝撃力）

(11)以腐蝕灰鹽烹之、紙條攪動、亦発爆撃。（同じく爆発に誘発させる）

(12)如諸金状有輝光、不甚透明、纔摩拶必発爆撃。（必ず爆発に至る）

そこで、作者である帆足万里について少し調べてみたい。万里は江戸後期の

1778 年、豊後国日出藩家老の家に生まれ、後には有名な儒学者、経世家として

知られ、その漢学の造詣が相当深いと思われる。村田（1963）によれば、「日々

唐本を読むこと高さ二寸、文を属すること数百千言」83と言われるほどの人物

であり、同じく村田（1963）には、 

  『窮理通』は五十九才の時のもので初期の著述であることを考えるとき相当これに

は力を入れたものと思われる。（中略）その著書は経史、仏典、諸子百家、政治、天

文、物理鉱物、医学、数学と非常に範囲が広く。 

81 日本大百科全書（ニッポニカ）の解説に「自然科学書。理学者帆足万里（ほあしばんり）の著。全 8 

巻。1810 年（文化 7 ）ごろ初稿を完成、しかし誤謬（ごびゅう）ありとして自ら破棄、35 年（天保

6 ）新たに執筆に入り、翌年いちおう完成するが満足せず、42 年ごろも執筆を続けた。結局生前には

公刊されず、没後、56 年（安政 3 ）に一部公刊された」とある。 
82
 『帆足万里先生全集』（帆足記念図書館，1926）。上巻は作者である帆足万里の年譜、小伝およびその

墓碑銘、著作である『入学新論』、『東潜夫論』、『窮理通』、『井楼纂聞』、『巌屋完節志』、『修辞通』、『仮

名考』、『医学啓蒙』、『三教大意』などを収録。下巻では『大学』標註、『論語』標註、『孟子』標註、

『中庸』標註、『書経』標註、『周易』標註のような漢籍注釈書を収録。本研究では国立国会図書館所蔵

のものを参照した。 
83
 村田（1963）（p.53）より。 
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とあるような評価も見られる。以上の説から考えると、まずこのような著作

の完成は洋学の知識も十分でないと完成できないと考えられる。 

そして、漢学と洋学との接点については、同じく 1 章冒頭に引用した岸田

（2010）における「漢学は洋学の基礎」というような主張がそれに相当したと

理解すればよいだろう。一方、前述のように「爆撃」という語の漢籍出典のほ

とんどは兵学、火薬関係の文献であることから、漢学と兵学との接点も無視で

きないと考えられる。 

また、前節に掲出した例（3）の出典文献である『武備志』は代表的な明代兵

学書のため、江戸期の日本にも広く流布されていたことも、すでに 1 章の 1.2

節にて論じたため、ここでは重複しないとするが、「爆撃」のような漢語は兵学

や火薬関係の語彙が漢籍兵書によって日本に伝わり、そして漢学者の著作に用

いられた可能性が高いということだけは確信できよう。 

なぜなら、『窮理通』は漢学と洋学の両方の造詣が深い帆足万里により著され

ているため、漢籍文献の影響を十分受けた可能性があり、その理由で「爆撃」

という漢語が活用され、例（6）～（12）のような洋学の知識概念が反映されて

いると思われる。 

また、以上のような経緯から、漢学、洋学、兵学三者の相互関係についても、

もう一度確認したい。これをまとめて示すと、図‐30 のようである。 

 

図‐30 漢学、洋学、兵学の相互影響関係 

 

 

 要するに、漢籍語から近世日本語までの「爆撃」は、「爆発する、炸裂する」

の意味から脱却することがなく、明確な変化を認めることができないものであ

ると言えよう。しかし、例（6）（7）（11）のように、日本語にはサ変動詞とい

うような名詞/ 自動詞から他動詞への変換可能な語彙システムが存在している

ため、「爆撃の現象（名詞）→爆撃（爆発）させる→（他動詞としての）爆撃す

る＝後の爆弾攻撃の意味」への転換が可能であると見られ、後の現代語の意味

が成立に繋がるのであろう。 

江戸時代における 漢訳洋書を読むため
中国明代兵学思想 漢学 の漢文力が必要。基

二ひ関連漢‘U、I礎的学識は1:：:0得
ハ子 ------：洋学丘巴 ）幕末 ：西洋兵学の導

漢籍兵書の語彙資源を利用 （新漢語の出現に関わる）
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8.4「爆弾攻撃」という新義への道 

まず、明治初期における訳語辞書類および漢語辞書類を参照し、前述の『日

国』の語義（1）に相当したもの、つまり 2 章に述べた「爆発」、「炸裂」のよ

うな類義語およびその現代英訳である blast、explode に関する辞書の記述を調

査した。その結果の一部は表‐44 として例示しておく。 

表‐44 明治初期の訳語辞書における blast、explode の翻訳例 

辞書名 辞書項目 記述 

英和対訳
袖珍辞書 
（1862） 

Blast,s. 
風.疾風.発声.響.破裂スル.打チ崩ス.傷ツケル.荒ス.空ス.

烈シク 

Blast‐ed‐ing,v.a. 撃ツ.枯ラス.仕損シ.サセル 

Explode‐ed‐
ing.v.a.el n. 

追返ス.破裂サセルハ子除ケル.譏ル.見捨ル.破裂スル 

附音插図
英和字彙 
（1873） 

Blast,n. 一陣風、暴風、吹管ノ音、響、爆発、殺気、轟声 

Blast,vt. 
枯ス、打毀ス、害スル、暴ス、驚カス、混雑スル、失計

ガスル、強打ツ、爆発ガスル 

Explode,vi.  爆ル、破裂スル 

 

 一方、辞書以外におけるそのような例は『朝日新聞』にも見られる（例 13）。 

  (13)清国擾乱見聞録 朝陽東直両門の爆撃『朝日新聞』（1900/8/30 朝刊） 

  

 しかし、用例自体は例（13）のような極少数なものに留まる。その例の文脈

から見れば、恐らく「爆薬を使って爆発させる」＝「爆破する」という意味だ

と思われる。前章最後に述べたように、全く別の意味への転換ではないものの、

サ変動詞による活用現象が見られるだろう。 

つまり、明治以降の時代になっても「爆撃」という語も基本的に元来の意味

を保っていたと思われる。しかし、1910 年代以降、航空機の戦争への投入をき

っかけとして状況は一変したと見られる。特に、1915 年前後、第一世界大戦が

勃発、戦争関連の報道が急増になると、新聞記事からは「爆撃」の語例が多く

見られるようになった。以下、数例を挙げてみたい。 

(14)バルナの爆撃（タイトル）『日本実業新報』(227)（1914/9） 

(15)英国飛行機一隻スミルナのブールラ要塞を爆撃し、守備隊中に七十名の損害を生 

せしめたり。『朝日新聞』（1915/6/29 朝刊） 

(16)六十五隻の聯合軍側飛行機はツエーブルッゲを爆撃し、敵に多大なる損害を興へ 

無事帰還せり。『朝日新聞』（1916/3/22 朝刊） 

 

その中で、例（14）における「爆撃」の使用はタイトルのみであり、記事本

文のにおける用例は見られなかったが、文中には「今飛行船の爆弾投下の一節
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を左に紹介す」というような一節があるため、その「爆撃」は「爆弾投下」を

表現する語として使われていることがわかる。また、『朝日新聞』における同年 

代の記事は、「爆撃」という語を使われていないものの、以下のような表現を使

っている例も見られる。 

  (17)我飛行機爆弾投下、些の損害なし。『朝日新聞』（1914/9/6 号外） 

(18)十六日、山田大尉大崎中尉は一飛行機にて敵港を偵察し、且艦艇無線電信所発 

電所等に爆弾攻撃を加へ。『朝日新聞』（1915/3/30 朝刊） 

 

以上のことから、前述の『日国』の語義（2）、つまり「飛行機などによる空

襲」の意味、または英語に言う bombing、bombardment に相当する用法への転

用した最大の直接な理由としては、恐らく例（17）（18）における「爆弾攻撃」、

「爆弾投下」如き表現の多用、その略語にあたる「爆撃」が新たな意味を付与

されたではないかと考えられる。 

 また、そのような転用が成立した後、「爆撃実験」、「爆撃機」、「空中爆撃」の

ような派生語の使用例も 1920年代以降の文献から見られ、具体例として例（19）

～（21）が挙げられる。 

  (19)陸海軍聯合の下に行はるゝ第一次の爆撃実験に関する計画の全部に就ては（以下 

略）。『有終』8（1921）84 

(20)空中爆撃の実演――オストフリースランドの撃沈。『有終』8（1921） 

(21)其の艦載爆撃機を以て首都を攻撃する事（中略）我が都市を攻撃する事はあり得 

べき脅威として覚悟して居らねばならぬ事実である。『航空の知識』（1926）85 

 

そのほか、近代雑誌資料コーパス調査をおこなったところ、1920 年代以降の

『太陽』（1925）86からはじめて「爆撃」およびその関連語彙の用例がられるよ

うになり、それ以前では全て未見である、というような結果が示されている。 

本節冒頭にも述べているように、これまでの調査では、明治時代の漢語辞書

及び訳語辞書類から「爆撃」の収録例が発見できず、辞書を通して近代初期ま

での日本語における「爆撃」の明確な語義付けはまだ把握できてないが、上記

の新聞記事や雑誌などで多用され、関連の派生語も出現した 1920 年代以降、

「爆撃」は新語として辞書に収録されるようになったことがようやく確認でき

る。例えば、『兵語新辞典』（1928）87は「爆撃」およびその派生語である「爆撃

飛行隊」を両方収録していた。その語義解釈を示すと以下のとおりである。 

                             
84 『有終』8 （7）（94）（海軍有終会編，1921‐07）（p.43）より。例(20) においても同じく、『有終』8 

（10）（97）の（p.44）より。国会図書館所蔵のものを参照。 
85 天野修一『航空の知識』（博文館,1926）（p160）より。国会図書館所蔵のものを参照。 
86 国立国語研究所編「中納言」・日本語歴史コ‐パス（https://chunagon.ninjal.ac.jp/chj/search）のデ‐タを

参照。 
87 『兵語新辞典』（大日本教育通信，1928）。国会図書館所蔵のものを参照。 
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 バクゲキ［爆撃］爆発物を使用して攻撃すること。 

バクゲキヒコータイ［爆撃飛行隊］之には軽爆撃隊、重爆撃隊とあって、軽爆撃隊は 

其性質上遠距離飛行及び夜間飛行に適していないから昼間三四千米の高度から術工 

物、活動目標等に対して爆撃を行ふもので、尚地上戦闘が酣なときには低空飛行を行 

って機関銃で地上戦闘に参加することがある。重爆撃隊は機体が大きくて行動が鈍重 

であるから主として夜間飛行を行って遠距離の敵の補給機関、交通線、術工物、飛行 

場、宿営地、橋梁、重要都市等を爆撃し又夜間の偵察に任ずるもの。 

『兵語新辞典』（1928）より。 

 

この「爆撃」自体の語義付けは「爆発物を使用して攻撃すること」というよ

うな「何を使ってどのように攻撃するか」に明確に言及されていないものの、

「爆撃飛行隊」の方では「重要都市等を爆撃し」という「飛行機による空爆」

の意味に相当する表現を使って説明していたことがはっきり見られる。従って、

該当例文に記された「爆発物」もただの「爆薬」ではなく、「航空爆弾」である

と理解することができ、「爆弾攻撃」の意味であると判明できるだろう。 

また、次の表‐45 に挙げた例の通り、英語訳への対応変化も同じ 1920 年代

からはっきり見られるようである。 

表‐45 20 世紀 10 年代と 20 年代の辞書における「爆撃」の関連訳語比較 

辞書名 辞書項目 記述 

『英和陸
海軍兵語
辞典』
（1910） 

Bomb,n. 爆弾,爆発弾 

Bomb,v.t. 爆発す,砲撃す 

Bom’bard,n. 砲撃 

Bom‐bard’,v.t. 砲撃す 

Bom‐bard’ment,n. 砲撃 

『新英和
大辞典』 

（1929） 

Bomb,n&v.t. 

1.n.爆裂弾,爆弾;火山の飛石.2. v.t.&i.爆弾で攻撃する,

爆弾 

を投下する.bombing(or bomb)plane 爆弾投下飛行機,

爆撃機 

bom‐bard’,v.t. 砲撃する;（質問などで）攻撃する. 

bom‐bard’ment,n.  砲撃 

 

前頁でも述べた通り、現代日本語の場合、普通「爆撃」を bombing、bombardment 

の訳語として充ててもよいと判断できるが、飛行機などが活用される前の 1910

年代前半頃は普通『英和陸海軍兵語辞典』（1910）の記述例のように、むしろ「砲

撃」がその主な訳語に当たることが一般的である。飛行機が活用されていない

時代、『兵語新辞典』（1928）に言う「爆発物を使用して攻撃する」手段を言え

ば普通大砲であるため、「砲撃」に訳されることは当然と言えば当然である。し
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かし、1920 年代以降には前述の「飛行機による爆弾攻撃」＝「爆撃」の概念が

普及されてきたため、『新英和大辞典』（1929）のような Bomb 

を「爆弾で攻撃する」、bombing plane を「爆撃機」にそれぞれ訳す方法が現れ、

新義としての「爆撃」への変身を示唆していると思われる。 

そして留意すべき点としては、『英和陸海軍兵語辞典』（1910）は前述の兵語

辞書類に相当するもので、文字通り軍事関連用語のみを収録する専門辞書とい

うことであり、用語の説明は普通より詳しいのである。それに対して『新英和

大辞典』（1929）の方は一般的な総合辞書である。にもかかわらず、逆に後者 

の方から新義の用法が見られ始めたことは、後者の時代である 1920 年代から

その新義が普及されてきたことが一層確信できるだろう。 

以上のことから、1920 年代以降における「爆撃」はすでに『日国』の語義（2）

に相当した語義である「飛行機による爆弾攻撃」というような新義として慣用

されていることが窺える。一方、中国語由来の旧義である「爆発する、炸裂す

る」（『日国』の語義（1）に相当する部分）はほぼ忘却されるようになったと判

断できる。要するに、その時代以降における「爆撃」はほぼ完全に別な語に転

換され、周知のような現代日本語の意味用法に至ったと考えられる。 

 

8.5 中国語への還流およびその後の影響 

8.2 節でも述べた通り、中国語における「爆撃」という語は、明代から清代後

期にかけて用例が見られるものの、その用例は少数に留まる。また、日本語と

の接触、つまり前章に述べた「爆弾攻撃」のような新義用法の影響を受けるま

で、その意味がほぼ旧来の「爆発する、炸裂する」に一貫しており、変化した

ことはないと判断できる。 

さらに、前章の分析検証によって、日本における新義転用の時期は 1910～

1920 年代の間であることが明らかにされたため、上記のような接触と影響受け

もその以降であろうと思われる。 

 そこで、同じく『申報』の資料を用いて、「爆撃」とその関連語彙の使用状況

について調査を行った。調査によれば「爆撃」の用例は 1920 年以降から見ら

れるが、少数に留まっており、代表例として以下のものが挙げられる。 

(22)秦皇島與吳佩孚商議之結果、親率軍艦數隻向葫蘆島攻擊、欲斷奉軍後路、中途被

奉軍飛行機爆擊。『申報』第 18558 号（1924）（途中に奉天軍の飛行機の爆撃を受けた） 

(23)午前十一時、有爆擊機一架由北方飛來、向浦口抛擲炸彈數枚。『申報』第 19421 

号（の爆撃機が北方より飛来、浦口に爆弾数枚を投下） 

(24)我航空隊今早向深澤各渡口更番爆擊、敵衆紛亂。『申報』第 20952 号（1931） 

（我が航空隊は今日早朝より深沢の各渡し場に対し反復爆撃を行い） 

(25)飛翔於敵艦之上、乘勢爆擊敵艦。『申報』第 21386 号（1932）（隙に乗じて敵艦 
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を爆撃する。） 

 

 『申報』（1872～1949）における「爆撃」および「爆撃機」の全用例は 194 例

であるが、8.2 節に挙げた例（1～5）のような旧来の意味用法に相当する例は存

在せず、全て例（22～24）と同じ、「爆弾攻撃」、「空中爆撃を行うための飛行機」

のような用法に相当したものである。 

 これらの中、特に例（22）に使われていた「飛行機爆撃」という短語表現に

注目したい。「爆撃」だけならばまだ判断しにくいが、「飛行機」の方も日本語

的な語彙要素であるため、「飛行機＋爆撃」とは日本語的な文面であると見られ

る。その現象についてすでに前述のように、明代から清代後期の間における 

「爆撃」の用例は少数であるため、その実際の使用率も高くない、極端に言え

ばその使用範囲は 8.2 節に述べた兵学、火薬製造関係文献に限定され、それ以

外には広がることがなく化石化のような存在である可能性も窺える。 

 これはいわゆる陳（2001）に言う「その時代の断層を隔てた語」および「古

典本来の用法との間にずれが生じている語」88に相当したと思われる。そうで

あれば、上記のような 1920 年代における新語としての使用も恐らく単なる日

本から来た時事用語、流行語のような存在であろう。従って、例（22）のよう

な日本語の新義用法を直接借用（5.3 節に言う「日本語借義語」のパターンに相

当する）した例もある。要するに、旧来の使い方が消滅に近いため、借用する

際にして古語との関連性を想起することがなく、意味の混乱を起こす心配もな

いからである。 

 次の図‐31 は「爆撃」およびその関連語彙との比較した結果を示している。

これらのうち、すでに述べられている「爆撃」及び「爆撃機」の使用例数はの

棒線部分に示されているように、30 年代初期をピークとして、それ以降は使用

頻度が低下している傾向が見られる。最終的な結果として、「爆撃」は 1 章で 

述べられている通り、現代中国語として定着せず、「轟炸」に置き換えられてい

る。 

従って、「轟炸」という語についても少し触れることにする。現代中国語の

「轟炸」は日本語に言う「爆撃、空爆」の意味の相当する語89であり、またその

派生語として「轟炸機」もあり、「爆撃機」に対応していた語である。しかし、

近世の清代から近代にかけて、次の例（26）（27）のような使い方もある。 

(28)午前十點鐘時、火藥忽然轟炸。『申報』第 10043 号（1901）（火薬が突然爆発し

た） 

                             
88 陳（2001）第四章「近代における和製漢語の生成」第一節（p.268）より 
89 『漢語大』の記述により。原文：従飛機上対地面或水上各種目標投擲炸裂弾（飛行機を使用し、地

面あるいは水上目標に対し爆弾攻撃を行うこと）。 
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(29)北軍敷設之水雷、昨有一枚自行轟炸。『申報』第 16386 号（1918）（昨日、北軍

が敷設していた水雷の一枚が自爆した） 

 

図‐31『申報』における「轟炸」と「爆撃」の用例数の比較 

 

（注：図中の凡例説明における（左）（右）とは縦座標のことを指す。それぞれ左側縦

軸、右側縦軸のデータを基準とする） 

 

以上の例（28）（29）のようなものにおいて、全体的の数は多くない（一番用

例数の多い年でも 10 数例に留まる）ものの、図‐31 に通して、『申報』創刊時

期の 1870 年代初頭から 1930 年代に渡ってその用例が連続に見られるようであ

る。つまり、1920 年代までにおける「轟炸」は基本前述の例（26、27）と同じ

ように「爆発、炸裂」の意味が継続されていると見られる。 

ところで、1920 年代以降では以下のような「飛行機による爆撃」の新義に相

当する例が見られた。 

(30)絶未聞有飛機可轟炸於千里之外者。『申報』第 18527 号（1924）（千里外の物を爆 

撃可能な飛行機の存在は前代未聞である） 

 

このような用例に関しては、図‐31 の右端に示した通り、20 年代後半から

30 年代初頭にかけて急増し 1000 例以上に延べ、例（27、28）のような旧来の

意味に相当する例の数を大幅に越えたのである。 

また、1920 年代から 1930 年代前半にかけての「轟炸」の意味用法は、旧来

の意味と新しく発生した「飛行機による爆撃」としての意味が混在しており、

重層構造になっていると思われる。しかし、1930 年代後半、恐らく日中戦争が
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勃発したことも理由の一つだと思われ、「飛行機による空爆」の関連記事が増加 

によって「轟炸」の用例がさらに急上昇、数千例までに昇ったことが見られる。 

これに対して、同じ時期から「爆発」、「炸裂」という旧来の意味に相当する

例が見られなくなる。前述の通り、現代中国語の「轟炸」は日本語の「爆撃」

に相当した語であり、「火薬轟炸」、「自行轟炸」のような旧来の使い方が消滅し

た。以上の調査分析の結果によって、その新旧両方意味の切り替え時期は恐ら

く 1930 年代であることを言えよう。 

以上の内容によれば、中国語としての「爆撃」及びその関連類似語である「轟

炸」両方の変遷経緯を判明したと思われる。二語が同様に持つ新、旧意味を整

理し、その変遷時期を示すと、図‐32 のようになる。 

図‐32 中国語としての「爆撃」及びその関連類似語「轟炸」の変遷 

 
明代 清代 1910 年代 1920 年代 1930 年代 

1940～ 

現代 

爆撃（爆発、炸

裂の意味） 
      

爆撃（飛行機に

よる爆弾攻撃の

意味） 

      

轟炸（爆発、炸

裂の意味） 
      

轟炸（飛行機に

よる爆弾攻撃の

意味） 

      

 

図‐31、32 の内容を合わせて見ると、次のようなことが指摘できよう。 

まず、「爆撃」と「轟炸」は中国固有語としても同じ意味を持っている。しか

し、「爆撃」の方は前述に言う「化石化」、「その時代の断層を隔てた」の理由か

ら、日本語側の「爆撃」が還流するまで、近代中国語にとってはやや見慣れな

い存在だと考えられる。それに対して「轟炸」の方は近世清代から継続的に使

用されて、中国人にとっては馴染みのある語である。 

そのためか、1920 年代以降同じ「飛行機による爆弾攻撃」という新義の用法

が現れた後にも「轟炸」の方が優位を維持したのではないかと想像される。ま

た、新義としての「爆撃」を言えば普通その「爆撃手段」を表す派生語である

「爆撃機」の方もよく想起される。しかし、その「爆撃機」はもしそのまま中

国語の音声に転写すれば bào jī jī というようなやや発音しにくい語になってし

まい、中国での普及にとっては不利な点となるだろう。 

以上のような二つの理由があるため、最終的の結果として「轟炸」の方が日
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本より還流した語である「爆撃」を圧倒し、現代中国語における「飛行機によ

る爆撃」の意味に相当する語として定着したのであろう。 

しかし、前章にも述べた通り、「爆撃」の方は 1910～1920 年代の日本により

先に上記のような新義への転用したことは無視できない点である。また、図‐

31 の右の部分を合わせて見ると、「轟炸」の方は「爆撃」よりやや後の時期に

新義への転用例が多く現れたことがわかる。その点について、「爆撃」とは同じ 

「爆発、炸裂」から「飛行機による爆弾攻撃」への転用方法の影響、つまり日

本語の影響を受けた可能性もあることを言えよう。 

 

8.6 まとめ 

 本章は、中国の漢籍に由来する漢語である「爆撃」の意味変遷、さらにその

語における日中両言語間の移動に連動させられたいくつかの影響を考察した。

結論として「爆撃」その語の伝播パターンを示すと、図‐33 のようになる。 

図‐33 日中両言語間における「爆撃」の伝播パターン 

 中国語 日本語 

近代以前 

 

A 爆発、炸裂 A 爆発、炸裂 

 

近代以降 

 

(A) 爆発、炸裂 

(B) 爆弾攻撃 

(A) 爆発、炸裂 

B 爆弾攻撃 

（後に衰退、定着に至らなかった） （現代日本語に至る） 

 （注：A は中国固有語由来の旧義であるに対し、B は転用が発生した後の新義であ

る。なお、（ ）を付けたものは衰退、消滅した部分を示す） 

 

簡単にすれば、まず「爆撃」という漢語の伝播ルートは中⇒日⇒中の伝播パ

ターンであることが明らかにしたことを言える。中⇒日の段階は明代を漢籍兵

学書に通して日本に伝わった可能性が高いと見られ、そして近代的な新義「飛

行機などによる爆弾攻撃」の付与は 1910 年以降の日本によるものである。 

 その後、日本の方はそのまま新語として活用し、現代に至った。一方、1920

年代頃の中国でも日本語の影響を受け、時事用語、流行語として「爆撃」を逆

輸入し、1930 年代頃までの短期間の間で使用していた記録が残されている。し

かし、後には 5 章に述べた理由によって同義の「轟炸」に取って代われ、現代

中国語においては定着に至らなかったに見える。 

 しかし、中国への逆輸入時期では、「轟炸」がまだ現代中国語のような「爆弾

攻撃」の意味に転用されていない、むしろその転用、及び新語として使用率の

上昇は「爆撃」が中国語へ還流した直後であることは無視できないと思われる。 

 「爆撃」と「轟炸」は両方同じく中国の漢籍に見られる古典語であり、しか

もその古典語としての意味もほぼ同義語に近い。本来ならば、意味の近い語彙

曾
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を同じ新概念に付与させる場合、先にできたものが転用新語として定着しやす

い、そして後からできたものは別の意味として住み分けか、あるいは衰退す 

るかが普通だと思われるが、上記の二語の場合、後からできた「轟炸」の方が

勝ち残るという現象は一見イレギュラーでもある。しかし、図‐32 に示した転

用が発生するまでの近世清代における二語の実際使用率および現代中国語と

して語感上のギャップについても着目すれば、上記のような現象をもたらす理 

由を解明することも可能であると考える。 

 

第 9 章 「工廠」の語誌 

9.1 問題提起 

7 章における「教練」の語例も示したように、当「教練」は古典中国語の由

来し、本来ならば意味理解上共通、密接した日中共通語に相当したのであるが、

近代において意味上ある程度相違が少しずつ生じ、結局微妙な差異を有する日

中同形異義語となっていたのが確認できる。 

このような現象があるため、一部の中国人は初めて日本語に接したとき、同

じ漢語が多く存在していた日本語に親しみを感じると同時に、その漢字で書か

れていた語彙部分を拾い読みさえすれば何となく分かると思い込み、結局錯覚

に陥り、誤解を生じたこともある。本章に取り上げた「工廠」の例もこのよう

なケースに相当した語と思われる。 

第二部の 3.6 節に掲出した表‐16 からも触れたように、現代中国語に視点か

ら見ると、当「工廠」は一見「工場」、「工房」と同義語に見えやすく、日中共

通語だと確信する人も少なくないであろう。しかし、実際日本語側の「工廠」

では「軍の兵器工場」の意味に絞って、ほぼその限定的な分野のみに使用され

ているのがその実態である。 

ここで、まず、「工廠」の「廠」という漢字について、その意味を分析して見

よう。日本語の場合は『新漢語林』（第二版）から「①うまや。馬小屋。②か

べのない家。四方の囲いのない家。③しごとば。工場」というような語義付け

が見られる。これに対して、中国語では『漢語大』の語義付けから、同じく「棚

舎」、「工場」、「工廠」のような意味に相当する記述が確認される。つまり、「廠」

の漢字から見ても、特に差がなくと思われ、日中同義語にしか見えない。 

しかし、同じ「工廠」の語義付けは「直接工業生産を行う部門、通常は各種

の作業場からなる」90となっており、つまり前述の通り、日本語に言う「工場」、

「工房」に相当する語である。一方、日本語の語義付けについては『日国』に 

「旧陸海軍に直属し、艦船、兵器、弾薬、機関などの軍需品の製造、修理を行

                             
90 『漢語大』の記述により。原文：直接進行工業生產活動的單位。通常包括不同的車間。 



170 

なった工作庁。海軍工廠、陸軍造兵廠の類。軍工廠」とある。また同辞典から

はその複合語として「海軍工廠」、「砲兵工廠」も挙げられる。 

また、英語訳の比較も同じく差が出ることが見受けられる。中国語の場合、

「工廠」は普通 factory の訳語である91ことは既に周知のようであるが、日本語

の場合、factory は普通「工場」に訳され、そして「工廠」とは Arsenal の訳語

として用いられたことが普通である（表‐46）。 

 

表‐46 ジーニアス『英和大辞典』における「工廠」と「工場」関連訳語の記述 

辞書項
目 記述（一部抜粋） 

arsenal 
1 兵器［軍需］工場、工廠。 

2 兵器倉庫；（兵器庫を兼ねた）訓練場。 

factory （機械で大量生産する）工場、製造［製作］所 

plant 近代設備の整った工場・製造所 

works 小規模な工場・町工場 

mill 原材料の加工関連の工場 

 

 特に表の一行目の arsenal の項目に「工廠」を以て訳すのが見える。またその

同時に「工場」という語も一緒に使われていたが、「兵器、軍需の工場」とのよ

うな強調的な説明となっている。 

 以上の点から見れば、現代日本語としての「工廠」は中国語とは違い、専ら

「軍の兵器を生産する工場」のみを指し、使用範囲がかなり限定されたもので

あると確定できる。よって、本章は以下なる部分をもって、いかなる経緯によ

ってこのような「同形の漢語ではあるが、現代語の視点から見れば日中間意味

上のずれがある」に相当する現象が発生したのかを考察し、その経緯を明らか

にしたい。 

 

9.2 中国固有語としての「工廠」 

9.2‐1 漢籍文献における「工廠」 

 漢籍文献における「工廠」の用例は、明の時代から見える（例 1～2）。 

(1)工厰存畱大木圍一丈長四丈以上者、該監動以御噐爲辭、斬截任意用違其材。『國朝 

典彙』卷一百八十七（明）（工廠に残された材木の中に、直径一丈、長さ四丈に相当 

するもの） 

(2) 屬有提舉司、有幇工厰造船之所也。『南船紀』卷三（明）（麾下には提舉司という 

部署があり、工廠の造船業務に協力することが可能） 

 

この二例の文脈から判断すれば、当時における「工廠」というものは恐らく

                             
91 『英漢大詞典』における factory 記述のに「1 製造廠、工廠。2 製造場所、産生地。」とある。 
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木材を使い、船あるいは機械のようなものを製作していた場所だと見られ、日

本語にも使う「船廠」という語もそれと関連していたと思われる。 

 そして、時代は清の中期に進むと、前述の日本語における「軍の兵器工場」

の意味に相当する「軍工廠」の用例も見られるようになった（例 3～4）。 

(3)歲甲子、將軍以閩省例、解軍工廠木植、久不至、自率偏師往視之。『頤道堂集』（清 

嘉慶十二年刻本）（軍工廠の材木を護送しにいく） 

(4)非軍工廠籐謂私籐、不敢賣。『問俗録』（清道光年間刻本）（軍工廠製以外の籘は「私 

製籐」と呼ばれている） 

(5)先大夫督造軍工廠戰船工竣例、歸總督驗收。『庸閑齋筆記』（清同治十三年刻本）（監 

督して建造させた軍艦が完工した件） 

 

ただし、以上の例(1)～(5)のような清の中期までにおける用例は全体的な数は

非常に少なく、『古籍庫』の検索結果では 10 数例しか見られず、よって中国古

典語としての「工廠」の全体的な意味範囲はどうであろうかを未だ断定できな

い。上記の文脈のみで推測すると、恐らく「官営の製造所と工房」の意味に近

いと考える。 

また、厳密に言えば、この「軍工廠」とは現代中国語のような「軍工＋廠」

の構造、つまり「軍需産業の工場」に意味するではなく、むしろ「軍＋工廠」

の構造に近い、「軍に属す、造船などの業務を行う組織」の意味に取れやすい。 

 しかし、前後の文脈を確認すれば、いずれの「工廠」が官営組織であること

は確実であること分かる。もともと、船などを含む兵器装備の製造は重大たる

責務を負う産業のため、国家政権がその運営権を握るのも当然なことだと考え

られる。この点では、前節に述べた現代日本語の場合における英語の Arsenal に

相当する点にも合致する部分がある。よって、次節を以て、英華字典資料に見

える近代前期の訳語との対応関係を詳しく検証する。 

9.2‐2 十九世紀後半までの中国語における「工廠」 

 1900 頃以前の英華字典（5.4 節に言う前期英華字典）からは「工廠」が用い

られる訳語例を見られず、当時において、本章初頭に述べた現代中国語にて

factory の意味に相当する用法はまだ確立していないに見える。 

表‐47 に掲出した通り、それまでの訳語資料では、factory の訳語としては

「洋行」、「行舖」など、その類義語と思われる Workshop の方としても「工房」、

「作工房」など、また Arsenal としては「軍器局」、「武庫」のようなものが挙

げられる。しかし、「工廠」が用いられる訳語例はいずれ使用されていないこと

が確認できる。 
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表‐47 前期英華字典から見る「工廠」の関連訳語 

  辞書項目 

辞書名 

Arsenal factory workshop workhouse 

モリソン英華字典

（1822） 
－ 

行、夷舘、賃

行、投行 
－ － 

ウィリアムス英華韻

府歷階（1844） 
軍器局 － － － 

メドハ‐スト英華字

典（1847‐48） 
武庫 行、行舖、洋行 － － 

ロブシャイド英華字

典（1866‐69） 
軍器局、武庫 

行、行口、庄

口、洋行、番行 

工房、 

作工房 
工館 

英華萃林韻府

（1872） 
軍器局、武庫 － － － 

 

もちろん、その現象だけで「当時の常用語ではなく、そのために訳語として

用いられていない」を決めつけてはいけない。なぜなら、辞書以外の資料から

は、遅くでも 1870 年代から「工廠」が使用されていた語例を幾つかを発見す

ることができる（例 6～8）。 

(6) 先前一月須將銀兩交付、以便搭盖工厰雇偹土石。『桑園圍總志』・庚辰捐修志卷五 

（1870）（工場の建設と土石の調達上便宜のために） 

(7)本月初五日、有一工廠被劫、該廠只有一西人、餘皆華人。『申報』第 1047 号（1875） 

（ある工場が強盗に遭い） 

(8)居民八十一萬七千有零、民房十五萬一千餘座、工廠店鋪城內居多。『環遊地球新録』 

卷二（1876 前後）（工場と店舗の多くは市街地にある） 

 

以上の例に示したように、1870 年代前後の中国語における「工廠」は例(3)～

(5)とは異なり、その製造対象は「軍備品軍需品」かどうかは言及されておらず、

一般分野へ拡大した可能性が高いと見られる。このような意味の拡大およびそ

の語自体の使用率の上昇した理由としては、恐らく 1860 年代前半「洋務運動」

が盛んに行われ、江南製造局に代表される軍工廠や造船廠、さらに製紙廠、製

鉄廠のような軍事分野以外の工場の多く設立された歴史背景と深くとは関わ

っていると推測される。 

そして、周知のように、「洋務運動」は開始時期の早さでも規模の大きさでも

日本の明治維新に勝っていた。その理由もあって、同年代では明治維新最中の

日本にも影響を与え、一つの時代流行語として「工廠」が日本に伝われた可能

性が高いと想像される。以下、日本語における「工廠」を見ることにしよう。 

 

9.3 日本語における「工廠」の成立と展開 

現時点において、明治時代以前の日本文献からは「工廠」の用例を発見でき

ず、恐らく、近世まで当「工廠」は常用語彙としては普及されていないと判断

＼ 
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できる。 

明治以降の日本において、西洋新概念の翻訳と受容のために漢語を多く造語

あるいは流用していた、いわゆる新漢語大量創出の時期であったことは言うま

でもない。その新漢語種類を言えば、本論文最初に挙げた図‐2 にような 4 つ

の生成ルートがあり、当「工廠」は中国の固有語から由来するものであること

はすでに確認した上、「和製翻訳語」のルートはまず否定できる。また、『日国』

の語義付けから、「軍の兵器工場」という意味も元来中国語の意味より大きく変

換することがなく、あくまでも前述の木村（2013）に言う「一部の意味から連

想」による派生、強調したものであるため、「古典語からの転用」のル‐トにも

相当しないである。さらに、前節にも検証した通り、英華字典類にも訳語とし

て使用されている痕跡がない故、「中国による翻訳語を流用」するでもない。よ

って、「既存の中国語を日本語として使用する」のルートに相当する可能性が一

番高いであろう。 

しかし、明治以前の日本における「工廠」の語例が発見されていなかったた

め、日本への確実な流入時期および日本人がこの語に対する最初の理解はどう

だろうかはまだ不明であると言わざるを得ない。ただ、前節最後に述べた「洋

務運動の関連情報と合わせ、また陳（2001）からも、明治の初期において、日

本外交官が清に赴き、江南製造局など出版された書物を多く購入していた92こ

とが確認できる点から見れば、遅くとも 1870 年代にはこのような関連書物あ

るいは中国関連報道研究記事などに通じて日本へ伝わっていたと判断できる。 

では、実際「工廠」は明治新漢語として日本語に受容されていく過程の中で

どのように位置付けされ、そして実用されたのかについて見てみよう。まず、

明治期の新聞記事および雑誌資料における「工廠」の例を数例挙げて検証した

い。 

(9)当鎮台第二工廠にて陸軍少佐村田君の発明せられし小銃を数百挺鋳造せらる、と云

ふ。『大阪朝日新聞』（1879 年 11 月 27 日朝刊） 

(10)当砲兵工廠にて製造せられたる海岸砲破烈の効力を試験せらる。『大阪朝日新聞』 

（1882 年 9 月 16 日朝刊） 

(11)東京砲兵工廠雇入職工ノ身元引受証書二奥印ヲ請フ者アル時ハ区ハ区長郡ハ戸長

二於テ奥印スベシ此旨相達候事。『官報』1884‐05（1884 年 05 月 26 日） 

(12)此れ實に歐洲戰亂の禍を造出する工廠なり。『国民之友』5・三醉人經綸問答（1887）

(13)軍事に屬する倉庫、工廠丈けなりとも、此地に安居せしむる無からんことを欲す。

『国民之友』32・日本の國防を論ず（七）（1888） 

92 陳（2001）第四章「近代における和製漢語の生成」第一節（p.272）では、当時の日本外務省の高官

柳原前光がわざわざ中国の翻訳館に赴き、それらの訳書を一括買って、訳語の参考にしたと主張してい

る。また、購入した書物は全て江南製造局で出版されたものであるということは（p.291～p293）をも

って検証されていた。 
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上記の 5 例の中、例(12)は比喩的な用法で、現代語の視点から見ればその文

面が「軍工廠」か「一般の工場」かどちらでも捉えるが、そのほかの 4 例は全

て「軍工廠」の意味を取っていることが明らかである。また、実際の調査結果

では、例(13)のような単なる施設、場所名、つまり一般用語としての「工廠」む

しろ少数であり、そのほかはほとんど例(11)と同じく、「大阪砲兵工廠」、「海軍

工廠」のような「地名/組織名＋工廠」によって構成された複合語、要するに固

有名詞のような語例である。 

その点から見れば、日本語としての「工廠」は、最初から「軍工廠」の意味

のみ強調されているのが確信できる。しかし、その同時に、本章初頭で示した

「廠」の漢字の原義であるに相当する「かべのない家、しごとば」の部分、そ

してそれによる「工」＋「廠」という漢字の接合がイコール「工作の場」（つま

り「工場」）という字面上の意味を無視している傾向も見られる。 

その理由としては、やはり前述に言うその時期の中国では「洋務運動」の成

果がある程度あげられたことと関わっている。当時「富国強兵」を国是とする

当時の日本にとって、その「成果」に対してももっとも目をかけたのは軍事、

国防領域であるためか、前述の江南製造局のようないわゆる中国の「軍事産業」、

「兵器工業」の設立および発展させたことも、当時の日本に注目されるのであ

ろう。よって、「工廠」という新語を言い出せば、関連するものの多くは「兵器

工廠」や「造船工廠」のようなものである可能性が高いと想像される。 

つまり、同じ漢語に対しても日中両国のイメージ付けが異なるため、最終的

に日本語として、「工廠」の意味が縮小され、「軍事産業の工場」の意味のみ強

調されたではないかと窺える。 

9.4「工場」などの類義語彙との関わり 

前節では、日本語としての「工廠」が成立最初から「軍工廠」、「軍事産業の

工場」の意味として強調され、つまり本章初頭に掲出した英語の Arsenal の概

念に相当する語として活用されたことを論じていた。では、日本語において、

外国語の factory、workshop など、つまり当「工廠」の元来の意味である「作業

場」に相当する語に対して、どのような語を以て翻訳されたのかを検証してみ

よう。 

表‐48 は、1900 頃までの各辞書における factory などの外国語の日本語訳を

掲出している。当 factory において、最初はよく「商館」、「製造所」に訳される

が、1900 頃の『新訳英和辞典』の翻訳で「工場」に対応された。ちなみに、「商

館」という語は表‐47 に示した「洋行」に相当した意味で、恐らく同様に「外

国人の拠点、貿易の場」の発想にからである。また同じく、workshop などにお

いても、「細工所」「細工場」に訳されるのが普通であり、後に「工場」を以て
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訳す例も見えるようになるのだが、「工廠」に充てられた例はいずれも見られな

かった。 

また、「工場」という語は、1880 年代以降から対訳辞書以外の辞書にも収録

されるようになるのが、表‐49 から確認できる。当「工場」の語義付けは「仕

事場」という和語が多用されていた。さらに、その「仕事場」は混種語の「工

場」（こうば）にも何らかの関連性があると思われるが、現時点ではまだ証明で

きていない。ただし、明治時代は漢語の造語、転用が盛んになり、和語の音読

み転写された語も多く存在していた時代背景から見ればため、「こうば」⇒「こ

うじょう」への転換によって漢語の「工場」が多用になる可能性も十分あると

思われる。また、音読みの「工場」が 1880 年代確立であれば、「こうば」のほ

うがより早い時期にすでに多用されていたと想像される。 

表‐48 日本の対訳辞書から見る factory などの関連訳語 

 factory workshop workhouse manu₋factory workroom 

英和対訳袖珍辞

書（1863） 
－ 

細工所.

細工場 
－ 製造所 － 

附音挿図英和字

彙（1873） 
－ 

作工所、

細工所 
－ 製造所 作工房 

五国対照兵語字

書（1880） 
－ 工場 － － － 

英和対訳辞典

（1885） 

商館、製造

所 

作工所、

細工所 

刑場、救育

所、工作場 
－ － 

新撰英和字典

（1886） 

製造所、商

館 

細工場、

工作所 

工業場、工作

所、教育所、

徒刑場 

－ － 

新訳無双英和辞

書（1890） 

商館、製造

所 

工作所、

細工場 

工作所、徒刑

場、教育所 
－ 工作房 

新英和辞典

（1901） 

代理商、製

造所 

工場、細

工場 

徒刑場、救貧

院、工作場 
－ － 

新訳英和辞典

（1902） 

代理店、商

館、製造

所、工場 

工場、細

工場 

仕事場、工

場、教育院、

貧院 

－ － 

 

表‐49 明治期の国語辞書類に見られる「工場」に関する記述 

辞書名 項目 記述（一部抜粋） 

言海（1889） こうじゃう 工場 仕事場（ふりがな：シゴトバ） 

日本大辞書（1892） こうぢゃう 工場 漢語、シゴトバ 

日本大辞林（1894） こうぢゃう 工場 たくみの、しごとをするところ 

帝国大辞典（1896） こうぢゃう 工場 しごとばなり、工業場に同じ 

ことばの泉（1898） こうぢゃう 工場 職工などの、しごとをするところ。 

しごとば 

辞林（1907） こうぢゃう 工場 工作をなす場所。職工のしごとば。 

（工業場） 
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ここで、3 章と 6 章に論じていた「訳語への対応により、元来の語彙意味は

縮小、各類義語間の意味範囲も棲み分けになる現象」がもう一度想起される。 

前節に検証した通り、日本語における「工廠」は最初から「軍工廠」、「軍事産

業の工場」の意味としてすでに定着されていた。その上、1880 年代以降では「工

場」という類義語的な表現が多用になり、加えて同時期による訳語の整備が進

むによる意味の厳格区分が形成されずつある。こうした背景の下、「工廠」を

「一般工場」の意味への対応はもちろん必要なくなる。 

さらに、1900 年代になると、前述に言う類義語間の意味区分が一層明確にな

り、今日に言う「工場」＝factory、workshop、「工廠」＝Arsenal のような意味関

係が確立されたのである。 

 

9.5 現代中国語としての「工廠」 

 9.2 節に論じた通り、にも述べた通り、近代中国語としての「工廠」は 1870

年代からすでにの使用例が見られるが、前期英華字典類での収録はなかった。  

 これとは対照的で、20 世紀 1900 年代後半に入ると、6.3 節で少し触れていた

顔恵慶編『英華大辭典』（1908）による収録するのを皮切りに、以降では、各辞

書から、factory、workshop など訳語としての「工廠」を見ることができた（表

‐50）。 

表‐50 後期英華字典から見る「工廠」の関連訳語 

  辞書項目 

辞書名 
Arsenal factory workshop workhouse 

英華大辭典（1908） 

軍器局、軍器

廠、武庫、製

造局、船政局 

工廠、製造

廠、外洋之

商埠或殖民

地 

工廠、工

場、作場、

細工廠, 細

工場、工作

房、工作所 

工廠、工場、養

貧院、勸工所 

徳英華文科学字典

（1911） 
軍器局 工廠 工廠 （なし） 

商務書館英華新字典

（1913） 
軍器局、武庫 

行家、製造

廠 
（なし） 

救貧院、工作

塲、懲治監 

官話（1916） 

兵工厰、軍器

製造局、造械

廠、軍器局、

槍礮廠 

製造廠、工

廠、作坊 
工廠,工場 貧老工作所 

 

そして、6.3 節に論じた通り、当『英華大辭典』は日本の訳語を多数取り入れ

ていた。つまり、多くの訳語の対応は日本の影響を受けた可能性が高い。にも

かかわらず、なぜか、この「工廠」は例外的である。表－48 で示した日本語に

おいて「工場」に訳された factory、workshop、workhouse に対し、表‐50 の辞書

訳ではほぼ全て「工廠」に置き換えられていた。 

＼ 
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ここで、思い浮かぶのが、やはり 9.2 節に例挙した辞書以外の使用状況であ

る。次の図‐34 は 1875 年から 1920 年までの間の『申報』における「工廠」の

使用頻度変化を示している。そこで確認できるのが、1900 年初頭頃から「工廠」

の用例が増加になることであり、またおよそ 10 年後の 1915 年になると、その

用例数がさらに急激に上昇する一方である。 

図‐34『申報』の用例に見る「工廠」の使用頻度 

 

 

図‐35「工廠」における異なる意味への変化経緯 

 

  

 このような用例数の一連の変動は、むしろ表－50 に掲出した辞書の収録状況

とは合致していると思われる。つまり、日本語からの借用語彙とは関係なく、

中国語自体のおける「工廠」の使用頻度が上昇され、常用語としてすでに定着

しつつあるため、辞書による外国語の factory などの概念にも適応させたので
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ある。 

 以上のように、日中それぞれ異なる外国語の概念に対して「工廠」を以て訳

したため、意味上の差が生じた。この経緯については図‐35 のようにまとめら

れる。つまり、日本は最初から「工廠」という中国由来の新語に対し、「軍事産

業の工場」の意味部分のみを注目し、理解していた可能性がある。これに対し、

中国では逆に、前述に言う「廠」という漢字本来の意味である「仕事場、作業

場」の部分を活用、「一般工場」、つまり英語に言う factory の意味へも通用でき

たのである。 

 

9.6 まとめ 

 本章は一見「工場」、「工房」とは同義に見えるが、実際微妙な差異を有する

日中同形漢語「工廠」の成立、およびその同じ語における日中両言語それぞれ

異なる意味部分の発生経緯と理由を考察した。その結果として図‐36 のように

まとめられる。 

図‐36 日中両言語間における「爆撃」の伝播パタ‐ン 

 中国語 日本語 

1870 年代前後 近代的な製造所、工

業場 

砲兵工廠、海軍工廠な

どに意味を縮小、限定 

1890 年代以降 一般工場 専ら「軍工廠、軍需産業

の工場」を指す 

（常用語として普及）  （戦後は廃語化傾向） 

 

 図‐36 合わせ、次なる指摘を以て、本章の結語とする。 

1.「工廠」は明代の漢籍文献からも見られる中国固有語であるが、使用頻度

の上昇、近代語として使用され始めたのは 1860 年代以降のようである。 

2.日本においても、1860～1870 年代以降から用例を見える。当時の中国語か

ら直接流用したと思われるが、その意味は「軍工廠」「兵器工場」の意味が強調

された。 

3.近代化によって factory、つまり「作業場」の概念が普及されたため、中国

語においてはこの「工廠」を以て翻訳、後の現代中国語のような意味用法が確

定、一般常用として普及された。 

4.同じく factory などの概念に対し、日本では「工場」を以て訳していたため、

「工廠」は一貫して「軍工廠」、つまり Arsenal の概念である「武器庫」、「兵器

工場」のみに対応していた。そのことから、日本語としての「工廠」の意味は

縮小、限定されたに見える。特に戦後に非軍事化により、軍組織としての「工

廠」自体が消滅したため、当語彙の使用率も低下し、廃語化傾向となるであろ

う。 
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 以上のような経緯があるため、もう一つの問題が注目すべきになる。確かに

最初の中国語における「工廠」も「軍工廠」の意味として使用されていた時期

もあるが、後には「一般工場」の意味にも適用するようになった。これはつま

り一種の「専門用語」から「一般用語」への転換、及び意味の拡大現象に相当

したと考えられる。そしてその拡大によって、世間一般の人々までの広がりも

達成させ、現代中国語の中の一常用語として定着されたのである。また、実際

明治、大正という新漢語が多く発生された時期の中では、日本語側の造語、転

用語も必ずそのパターンに相当した語が多く存在していたと考えられる。今後

はそれと類似した語も注目しつつ、考察を深めたい。 
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結論および今後の展望 

 

 本研究は、近代日中両言語間における漢語の相互交流、影響現象に着目し、

多くが共通語彙として現代日中両言語に用いられたと思われる専門性の高い

軍事分野の用語を研究対象とし、その全体的な概観、相当する語彙群の性質お

よび両言語の中での位置づけについて検証し、近世から現代までに渡る各時代

において代表的な軍事分野関連著作を取り上げ、その編纂成立、および歴史的

な影響について文献学的、通時的の考察を行った。その上に、それぞれ掲載さ

れた語彙について、語誌変遷論、比較語彙論の観点から分析と検証も行ってい

た。以下、順を追って各部、章の内容およびそれぞれによって明らかにしたこ

と、また関連する補足および今後の課題などを総括して、本論文の結語とした

い。 

 第一部は江戸末期までの日本兵学の成立と展開をめぐって、中国伝来兵書お

よびそれによって持たれた語彙の概観、および日本近代兵学の草創期、新漢語

の黎明期においてこのような漢籍由来の語彙資源の位置付けを考証した。そこ

で、第 1 章にて、在来漢籍に存在する旧漢語が幕末以降の西洋兵学書を翻訳す

る際には既存語彙資源の働きを論じ、また第 2 章にて、初期翻訳兵書の代表著

作である『海上』の使用語彙の分析によって、中国古典漢籍由来の軍事語彙が 

大きな役割を果たしたのを実証した。それと同時に、翻訳による新語の創出方

法やこれら語彙中に見られる初期造語の試行錯誤の現象や欠点となる部分に

も注目し、どのような語が後世にまで広げられ、現代語として定着されたか、

またどのような語が逆に一般用語として理解され難く、最終的には衰退、淘汰

たかとのような問題をめぐって分析を展開した。 

 第二部は、まず、明治期における「翻訳事業の拡大、軍事制度の整備による

新漢語の多用になる現象」を着目することを第一部との接点とし、明治翻訳語

整備の重要な一環である兵語辞典資料の概観とその役割を論じた上で、まず第

3 章にて、明治中期の兵語辞典である『独和』の収録語における調査、分析に

より、翻訳作業により発生された軍事分野の新漢語の形成経緯、その体系化の

中におけるもともと中国語由来の伝統漢語の役割、またこれら訳語の整備によ

って発生された、既存語彙の意味再構築現象などのような連動的な変化、さら

に近代中国語において『独和』収録語彙の再流入現象についても確認した。そ

して第 4 章は第 3 章の展開と延長上に、上記のような訳語の整備および軍事用

語の体系化がすでに完成したと思われる時期に相当した明治末期の『和独』の

収録語彙を対象とし、日中対照比較の視点から、対象語彙の出自やその具体的

な使用状況における変遷過程を明らかにし、またこれら軍事用語における日中
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両言語の中での位置づけを実証した。さらにこれまでの調査結果の補足、確認

検証として、第 5 章より、『中日近代新詞詞源辞典』に収録予定の語彙中から

「現代の日中両言語にも受け継がれた軍事用語」に相当した語類を取り上げ、

日中間近代語彙の相互影響によって一般化された軍事用語は、最終的にどのぐ

らいが両言語の中に常用されていたのかについて、その実態と特徴を明らかに

した。 

 ここまでの検証において、その共通の結果としてまず言えるのが、どの調査

においても、「軍事分野用語として用いられた日中共通の語彙の中、その多半数

の部分は中国の古典語に由来のものが占めている」とのような結果が示してい

る。また用語の性質上、特に、兵器名などに相当する「実物」を意味するもの

はより専門度、専用度が高い語であるため、幕末、明治以降の日本による新造

語に相当するものが多いものの、意味用法上は狭義語であるため、意味の拡張

転換に不向きのため、軍事技術の時代性に左右されやすく、時代の進むと技術

の革新により価値が低下、廃語となるものも多いに見える。これに対し、その

ほかの軍事戦術、動作または制度、組織などがその概念自体は抽象的で、古来

の軍隊体系から受け継がれたことが多いため、古来中国語の語彙から流用した

ものが集中しているし、むしろ前者とは対照的に見える。 

 しかし、そのような軍事概念自体も新たな近代的な要素の付与により新義語

として変異する場合もあり、加えて日中言語文化上同じ漢語に対しても理解上

の差があるため、日中同形異義語になるものも多いのが明らかである。また、

中国語の視点から、これらの軍事用語は日本語借用語として再び近代中国語と

して流用されるものもかなり多いに見えるものの、これは単なる中⇒日⇒中間

における相互移動ではなく、日本語による何等かの刷新、アレンジによって新

概念に相当する語となり、そして再び新語を必要とする中国語に吸収されたの

である。 

そもそも、何ゆえ中国語が日本語借用語を必要とする理由について、沈（1994）

に言う「体系上の空白を埋める」93が挙げられる。つまり、時には、各自の状況

に応じて、「必要とする部分の意味」のみ取り入れ、またはそれに準ずる理解で

解釈する場合がある。よって日本語から語彙を借用した後にも、再び語義上変

化が起こった時もあると考える。 

 上記のような状況があるため、第三部のケーススタディの部分を以て、「戦

争」、「戦役」、「教練」、「爆撃」、「工廠」のような数語を取り上げ、各自の出自

と大まかな語義付けを明らかにした上、その意味変遷の過程および現代日中両

言語においての使用状況について検証した。以下、その分析結果を述べる。 

93 沈（1994）第五章「中国語における日本語の受容について」（p.223）より。 
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 6 章は「戦争」と「戦役」は二語を取り上げた。本来同じく「戦闘」の同義

語であるこの二語は、翻訳語の意味対応、区分上の理由で、1880 年代以降に次

第に棲み分けがなされ、「戦争」＝war、「戦役」＝campaign、「戦闘」＝battle、�

fight といった棲み分けが形成されたというような経緯を明らかにした。その後

に、日中両言語は同じく上記のような「戦争」「戦役」「戦闘」3 語を使い分け

に使用していたが、日本語としての「戦役」自体の概念が忘れ去られたため、

当語彙が廃語となった。これに対し、中国語は依然として「戦役」＝campaign 

という日本由来の対訳関係を保持しており、「戦争」、「戦闘」の間の意味に位置

に付けさせ、現代語として定着したことも本章によって実証した。 

 7 章は「教練」を取り上げた。「教練」という語は、もともと古典中国語の意

味は「教えて熟練させること、軍隊を訓練すること」である。明治以降の近代

日本語もほぼ同じその意味で流用されていたが、その後に、日本語としての教

練は「軍隊における兵士の訓練養成項目」から「一般国民を対象とする軍事教

育」、さらに専ら「学校教科の一つとしての軍事教育」、つまり「学校教練」の

略称として意味が転換、縮小された。一方、中国語では�20 世紀以降、「訓練指

導をする人」つまりトレーナ、コーチの意味に転換された、という「日中の間

に、同じ漢語に対し、お互い意味用法を参照と交流があるものの、結局それぞ

れ異なる方向へ転用した」のような現象があることを判明した。 

 8 章は「爆撃」を取り上げた。「爆撃」という語も同じく漢籍に見える中国の固

有語である。本来の意味は「爆発」、「炸裂」のような語に相当する。20 世紀初

期の日本では、「飛行機による爆弾攻撃」の意味に転用し、日本語としては現代に

至って使われていた。一方、中国でも�20～30 年代にかけてこの日本が転用し

た「爆撃」を新義語として受け入れ、日本と同じ意味用法として使われていた

が、時代が進むと共に衰退、同義語に相当する「轟炸」という語に圧倒され、現

代中国語においては定着に至らなかったというような現象を実証した。また、

もともと中国固有語としての「爆撃」の実際使用率も「轟炸」より低いこと、そ

して現代中国語として語感上のギャップがあることがこの語が衰退する理由だ

と考えられる。 

 9 章は「工廠」を取り上げた。「工廠」とはもともと「工房」、「作業場」の意

味に相当する中国の固有語である。1870 年代の前後に現代日本語に言う「工

場」、また英語に言う�factory の意味に相当する語に転換された。これに対し、

同時期の日本語では、「軍の兵器工場」の意味に絞って新語として起用され、以

降「大阪砲兵工廠」、「海軍兵器工廠」のような固有名詞に相当する語となり、

意味範囲はほぼ限定されたことを明らかにした。そして戦後、日本語の「工廠」

は「教練」と同じく、軍隊の廃止とともに消滅、死語になっていくに対し、中

国語の場合では後の時代にさらに一般用語として広く使用され、現代に至った。
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これは、当時の日本語において、「軍の兵器工場」という概念に相当する語がな

いため、「工廠」を借用し、前述に言う「必要とする部分」のみ取り入れ、語彙

体系上の空白を埋めるというケースに相当したものであると考えられる。 

 上記のようなことがあるため、今後はそれと類似した中国語由来の語彙同士

の比較、または伝統漢語と新規造語との比較がさらに必要となり、その相互関

係についても、より広い視野でポイントを捉え、より深い考察によって問題の

所在を明らかにする必要があるだろう。 

 最後に、今後の課題については、主に以下のように取り組みたいと考えてい

る。 

まず、「日本語刺激語」現象に相当する語で、つまり日本による使用、流入の

ため使用頻度が上昇、現代中国語の常用語として定着した語」に相当するもの

である。しかし、この種類に相当する語彙の数は膨大で、5.3 節に述べた「日本

語借形語」と「日本語借義語」よりかなり多いと思われる。よって本論文の関

係調査においては、時間上制限の理由で、まだ着手していない状態である。よ

って、未解決の問題も多く存在した。今後はデータベースを更なる活用により、

各語彙の使用率上昇時期を明らかにし、またその「日本語刺激語」のケースに

相当する軍事用語の全体数範囲を把握しようと考えている。 

そのほか、4.5‐2 節および 5.5 節に言う「文字列上には漢籍語と同形ではある

ものの、翻訳の時偶然にして同じ漢字の組み合わせを取っていた、意味上は必

ずしも古代中国語語彙から転用したのではないと見られる語」である。これま

でこのケースに相当した語、筆者の日常的に気づいた個別現象から取り上げた

ものに過ぎない、今後、どのぐらいの軍事用語がこの同形異義語のようなパタ

ーン相当するかどうかについて、更なる広い範囲で資料を収集し、より詳細、

かつ正確な語誌調査を進め、それぞれ異なる出自を解明したいと思っている。 

 そして、以上の二つの作業の完成によって、これら軍事用語における近代新

漢語の成立及びその伝播の経緯、また現代の日本語、中国語の中での位置付け

がより明らかになっていくと考えている。 
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主な調査資料 

海上砲術全書（1854）大野文庫/辞源（1915）商務印書館/徳華大字典（1920）商

務印書館/綜合英漢大辞典（1928）商務印書館/大漢和辞典（1968）大修館書店/

書言字考節用集研究並びに索引（1973）風間書房/和蘭字彙（1974）早稲田大学

出版社/江戸時代翻訳日本語辞典（1981）早稲田大学出版社/明治のことば辞典

（1986）東京堂出版/漢語大詞典（1986）漢語大詞典出版社/中日大辞典（1987）

大修館書店/忘れてはならない現代死語事典（1993）朝日ソノラマ/日中辞典

（2002）小学館・北京・商務印書館/中日辞典（2002）小学館・北京・商務印書

館/新版漢語林（2004）大修館書店/英漢大詞典（2007）上海訳文出版社/現代漢

語大詞典（2007）上海辞書出版社/現代に生きる幕末・明治初期漢語辞典（2007）

明治書院/三語便覧 初版本影印・索引・解説（2009）港の人/漢英大詞典（2010）

上海訳文出版社/現代漢語詞典（2012）商務印書館  

デジタル資料： 

浅觧英和辞林（1871）/英和対訳辞書（1872）/附音插図英和字彙（1873）/英和

掌中字典（1873）/五国対照兵語字書（1881）/英和対訳大辞彙（1885）/英和対

訳辞典（1885）/新撰英和字典（1886）/仏和対訳兵語字類（1887）兵語字彙草案

第一号（1888）/言海（1889）/新訳無双英和辞書（1890）/日本大辞書（1892）

/英和新辞林（1894）/日本大辞林（1894）/帝国大辞典（1896）/和英大辞典（1896）

/英和字典（1897）/ことばの泉（1898）/独和兵語辞書（1899）/新英和辞典（1901）

/新訳英和辞典（1902）/最近英和辞林（1904）/和英英和兵語辞典（1905）/英和

和英兵語辞典（1907）/辞林（1907）/和独兵語辞彙（1909）/英和陸海軍兵語辞

典（1910）/兵語之解（1910）/学生英和辞典（1910）/日本実業新報（1914）/有

終（1921）/航空の知識（1926）/帆足万里先生全集（1926）/兵語新辞典（1928） 

以上「国立国会図書館デジタルコレクション」より 

モリソン英華字典（1822）/英華韻府歷階（1844）/メドハースト英華字典 （1847‐

1848）/モリソン五車韻府（1865）/ロブシャイド英華字典（1866‐1869）/英華萃

林韻府（1872）/中英袖珍字典（1874）/華英字典集成（1899）/英華大辭典（1908）

/德英華文科學字典（1911）/華英字典（1912）/英華新字典（1913）/官話（1916）

/井上英和大辞典（1919）/徳英華文科学字典（1911）

以上「中央研究院近代史研究所近代史数位資料庫‐英華字典」より 

日本国語大辞典/デジタル大辞泉/日本大百科全書（ニッポニカ） 
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以上「ジャパンナレッジ Lib」より 

四庫全書総目提要 

ほか漢籍文献多数 

以上『愛如生数據庫』―「中国基本古籍庫」より

使用する主なコーパス・データベース 

北京愛如生数字化技術研究中心編『愛如生数據庫』 

 ・「中国基本古籍庫」「申報」「中国近代報刊庫」 

（関西大学端末よりアクセス） 

中央研究院近代史研究所近代史数位資料庫‐英華字典 

（http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/dictionary/index.php） 

国立国会図書館デジタルコレクション 

（http://dl.ndl.go.jp/） 

日本語歴史コーパス 

（https://chunagon.ninjal.ac.jp/chj/search） 

明治学院大学図書館『和英語林集成』デジタルアーカイブス 

（http://www.meijigakuin.ac.jp/mada/ waei/search） 

朝日新聞記事データベース 「聞蔵 II ビジュアル」 

（http://database.asahi.com/library2/） 

読売新聞記事データベース「ヨミダス歴史館」 

（https://database.yomiuri.co.jp/rekishikan/） 

ジャパンナレッジ Lib 

（http://japanknowledge.com/library/） 
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・「「戦争」と「戦役」の語誌について」 

 漢字文化圏近代語研究会 2016 年大会（2016 年 3 月）於中国・東華大学（口

頭発表） 

・「近代軍事用語「戦争」と「戦役」の成立――類語「戦闘」等との関連におい

て」 

『中国語研究』第 60 号（2018 年 10 月）p88‐103（論文） 

第 7 章 「教練」の語誌 

・「「教練」の語誌的研究――日中比較の視点から見る語義の変遷と転換」 

『或問』第 29 号（2015 年 6 月）p99‐118（論文） 

第 8 章 「爆撃」の語誌 

・「漢籍語「爆撃」の語誌変遷について――「爆発」、「炸裂」から「爆弾攻撃」

への転用経緯」 

『東アジア文化交渉研究』第 10 号（2017 年 3 月）p343‐356（論文） 

・「漢籍語「爆撃」の再生転用および中国語への還流についての考察」 

東アジア文化交渉学会第 9 回国際学術大会（2017 年 5 月）於中国・北京外国

語大学（口頭発表） 

第 9 章 「工廠」の語誌 

・「日中同形語「工廠」の成立と変遷について」 

漢字文化圏近代語研究会 2017 年度大会（2017 年 3 月）於韓国・延世大学（口

頭発表） 

結論および今後の展望 

（書き下ろし） 



附 録 

 本附録では、下記にリストアップした 755 語について、簡略な語誌記述を掲載
する。 

 これらの語に対し、今までの研究の中で収集した調査対象語彙に関する日中両言

語における意味解釈やそれぞれの辞書資料および歴史文献の中での記述を以て、

その調査結果を示す予定である。 
 ここでまず掲示方法を説明しておく。各対象語彙についての考察は、前述通り日

中両部分に分ける。これらの語に対して、最初に古典漢籍文献で、古代中国語（在

来漢語）の出典と使用の有無を確認する。その同時に、『漢語大詞典』と『辞源』の

語義付けに従い、中国語としての意味と使用方法も確認する。 
 続いて、中国側近代以降の用例記録になるが、ここでは主に英華字典類資料およ

び『申報』のデータでリストの語を検索した結果を示す。英華字典類の出典と記述

例について、その初出時期により、前述の通り主に 19 世紀中頃までの「前期英華
字典」（主に① モリソン（馬礼遜）、②ウイリアムズ（衛三畏）、③メドハ-スト
（麦都思）、④ロブシャイド（羅存徳）、⑤ド-リットル（盧公明）である）と 20 世
紀初頭の「後期英華字典」（①『華英字典集成』（1899，鄺其照）、②『英華大辞典』

（1908，顏惠慶）、③『德英華文科学字典』（1911，衛禮賢）、『華英字典』（1912，
翟理斯）、④『英華新字典』（1913，商務書館編）、⑤『官話』（1916，赫美玲）に振

り分けて説明できる。

 前者の辞書にすでに用例がある場合は、古代、あるいは近世中国からすでに使用

されていて在来漢語である可能性が高く、また日清戦争前後までにおいて、語義面

の変化もほぼ見られない傾向がある。一方、後者の辞書から用例が初出の場合は、

すでに日本の影響を多く受けた時代背景が窺えるため、新出した多くの訳語は日

本語から借用、または還流したものである可能性が非常に高いと想像され、特に第 
6 章にも述べた『英華大辭典』（1908）がその影響を受けたことが明白であり、対
象語彙における中国近代の新出例もここから確認されている。 
 そして、『申報』の用例についても同じように、創刊期の 1872 年頃から用例が多

く確認される語は、当時の中国語の中にすでに多く使用されていたのが判定でき、

在来漢語に相当したと思われる。一方、90 年代以降から用例が現れ、特に前述の 
4.6 節にも述べたように、その文面内容は「東京電」、「日本報云」など日本転載関
係であれば、間違えなく日本由来のものであると認定できよう。 
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 また、日中両方それぞれの初出時期を比較するため、日本側の文献も掲示する

必要があろう。紙幅の制約関係のため、語彙収録量、用例文献両方ども充実して

いた『日国』の記述を例として掲示する。用例について、特に初出例が 1850～

1870 年代の文献によるものが注目すべきであり、なにしろ、幕末、明治初期の翻

訳による漢語の大量起用現象に繋がり、当該語彙はその時期から多用になると考

えられる。 

このような記述例と前述の『申報』の例との年代上の比較によって、近代にお

ける日中どちらが先にその語彙を多く使用していたことについてもある程度判

明できよう。その同時に、『日国』では、意味付けについて、対象語彙の日本語

として派生義なども詳細に記述されているため、同じ対象語彙に対し、現代日中

両言語による異なる認識もそれを参照によって明らかになる（ただし、その部分

の具体説明では本論 4 章にてすでに論述しているため、ここでは重複しない）。 

以上の記述のほか、筆者自身の内省を含め、語の出自や辞書の語義付けに対し

疑問がある部分、または補足的な見解がある場合、当該語の一番右の欄にて小文

字で注記しておく。 

 最後に断っておかなければならないが、本附録に掲出しているのは、あくまで

一部の文献による使用例であり、いずれ完全な語誌記述ではなく、むしろ今後の

研究のために書き残した覚書に近いものである。いずれも、本論文結論部分に述

べた「日本語刺激語」のような現象をめぐり、各々の語における日中両国近代初

期での具体的な使用状況を調査し、その使用頻度の上昇時期を明らかにしなけれ

ばならない。よって、相当語彙に対し更なる詳細な調査も必要があろうが、すべ

て今後の課題にしたいと思う。 
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周
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日
之

暮
，

伏
於

深
草

要
之

隘
路

」
未
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録
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収
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（
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」
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①
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①
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；
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。
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た

兵
。

敗
北

し
た

兵
士

。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
敗

兵
 ハ

イ
ヘ

イ
 イ

ク
サ

ニ
マ

ケ

タ
ル

ヘ
イ

シ
」

敗
績

周
『

春
秋

左
伝

』
「

蔡
侯

以
吳
子
及
楚

人
戰

于
柏

舉
，

楚
師

敗
績

」
①

指
軍

隊
潰

敗
。

②
指

事
業

的
敗

壞
、

失
利

。

㊀
軍

隊
潰

敗
。

 書
 湯

誓
：

“夏
師

敗
績

，
湯

遂
從

之
。

”
傳

：
“大

崩
曰

敗
績

。
”

㊁
事

業
敗

壞
。

 楚
辭

屈
原

離
騷

：
“豈

余
身

之
憚

殃

兮
，

恐
皇

輿
之

敗
績

。
”

（
18

72
）

「
一

千
六

百
四

十
八

年
,普

與
法

戰
,普

師
敗

績
,立

盟
於

威
士

化
利

亞
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ro

ut
 T

he
 d

ef
ea

t a
nd

 fl
ig

ht
 o

f a
n 

ar
m

y,
 o

r t
he

 
re

su
lti

ng
 d

iso
rd

er
 o

r c
on

fu
sio

n,
 潰

散
, 敗

北
, 敗

績
, 潰

亂

2：
Di

sc
om

fit
Ro

ut
, 敗

北
, 輸

, 敗
績

, 敗
走

3：
Di

sc
om

fit
ur

e
De

fe
at

, 敗
衄

, 敗
北

, 敗
績

4：
Fo

il
de

fe
at

, 挫
敗

, 破
敗

, 敗
績

（
大

敗
し

て
従

前
の

功
績

を
失

う
意

）
大

敗
す

る
こ

と
。

玉
葉

‐
寿

永
二

年
（

11
83

）
六

月
四

日
「

伝
聞

、
北

陸
官

軍
、

悉
以

敗
績

、
今

暁
飛

脚
到

来
」

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
二

「
敗

績
 ハ

イ
セ

キ
 イ

ク

サ
ニ

大
マ

ケ
」

1



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

敗
軍

漢
『

史
記

』
「

臣
聞

敗
軍

之
将

，
不

可
以

言
勇

，
亡

國
之

大
夫

，
不

可
以

圗
存

」

①
戰

敗
的

軍
隊

或
士

兵
。

②
戰

敗
。

打
敗

仗
。

未
収

録
（

18
74

）
「

夫
敗

軍
之

將
,百

喙
何

辭
亦

拚
,

由
刀

筆
吏

弄
文

墨
巳

耳
」

未
収

録
戦

い
に

負
け

る
こ

と
。

ま
け

い
く

さ
。

ま
た

、
そ

の
軍

隊
。

平
治

物
語

（
12

20
頃

か
）

上
・

院
の

御
所

仁
和

寺
に

御
幸

の
事

「
そ

れ
は

敗
軍

な
れ

ど
も

、
家

弘
・

光
弘

以
下

さ
ぶ

ら
ひ

て
、

供
奉

し
け

れ
ば

た
の

も
し

く
ぞ

お
ぼ

し
め

し
け

る
」

小
学

読
本

（
18

74
）

〈
榊

原
・

那

珂
・

稲
垣

〉
四

「
君

の
石

橋
山

に
て

敗
軍

し
賜

ひ
し

時
、

妾
独

伊
豆

ノ
山

に
留

り
て

君
の

所
在

を
知

ら
ず

日
夜

思
を

焦
し

た
り

」

敗
滅

南
北

朝
『

十
六

国
春

秋
』

「
堅

大

悦
，

遂
鋭

意
攻

晉
，

卒
致

敗
滅

」
未

収
録

未
収

録
（

19
17

）
「

預
傳

抵
死

反
抗

,意
若

即
,終

歸

敗
滅

」

麥
都

思
18

48

1：
TO

 R
U

IN
破

敗
、
毁
壞

、
堕

、
傾

敗
、

壞
、

垝
、

襰
、

敗
滅

、
折

福
、

割
、

俷
、

傾
覆

、
僨

、
頺

壞
、

坍
塌

、
危

、
斁

、
㚀
、

敗
、

𢽉𢽉
、

斁
壞

、
𤢕𤢕

、
翦

敗
2：

TO
 D

EV
AS

TA
TE

to
 d

es
tr

oy
,敗

滅

負
け

て
ほ

ろ
び

る
こ

と
。

文
明

論
之

概
略

（
18

75
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

五
・

九
「

豊
臣

と
徳

川
に

敵
対

し
て

敗
滅

を
取

り
」

敗
退

晋
『

三
国

志
』

「
大

戰
城

下
，

譚
尚

敗
退

，
入

城
守

」
戰

敗
而

退
卻

。
未

収
録

（
18

72
）

「
賊

敗
退
筲

箕
灣
內

,死
守

不

出
」

未
収

録
負

け
て

し
り

ぞ
く

こ
と

。
歩

兵
操

典
（

19
28

）
第

二
〇

八
「

猛

烈
な

る
射

撃
と

運
動

と
に

依
り

敗
退

す
る

敵
を

急
追

す
べ

し
」

敗
戦

宋
『

武
經

總
要

』
「

三
軍

敗
戰

，
將

死
若

半
」

未
収

録
未

収
録

（
19

13
）

「
敗

戰
二

次
,退

至
經

棚
,合

併
駐

剳
該

地
之

陸
軍

」
未

収
録

戦
争

、
試

合
な

ど
に

負
け

る
こ

と
。

ま
け

い
く

さ
。

一
年

有
半

（
19

01
）

〈
中

江
兆

民
〉

附
録

・
笊

碁
的

開
化

「
貨

幣
分

捕
ら

れ
て

、
即

ち
敗

戦
に

帰
す

る
は

当
然

の
結

果
也

」

敗
走

漢
『

史
記

』
「

秦
嘉

軍
敗

走
，

追
之

至
胡

陵
」

戰
敗

逃
跑

。
未

収
録

（
18

75
）

「
假

而
水

戰
敗

走
,亦

可
鳧

遁
以

全
性

命
」

馬
禮

遜
18

23

Q
U

AR
TE

R
O

n 
gi

vi
ng

 q
ua

rt
er

 in
 b

at
tle

, a
 T

ar
ta

r 
m

an
ife

st
o 

to
 th

e 
Ch

in
es

e 
ru

ns
 th

us
, 凡

我

軍
所

至
,有

拒
戰

敗
走

,爲
我

追
擒

者
,殺

之
,

不
拒

戰
者

,俘
之

戦
い

に
敗

れ
て

逃
げ

走
る

こ
と

。
書

言
字

考
節

用
集

（
17

17
）

八
「

敗

走
 ハ

イ
サ

ウ
」

包
囲

元
『

宋
史

』
「

延
福

等
五

十
四

圩
，

周
一

百
五

十
餘

里
，

包
圍

諸
圩

在
內

」

①
四

面
圍

住
。

②
軍

事
術

語
。

(1
)

正
面

進
攻

的
同

時
，

向
敵

人
的

側
翼

和
後

方
進

攻
，

以
求

圍
殲

敵
人

的
行

動
。

(2
)對

敵
軍

作
戰

所
形

成

的
態

勢
，

如
三

面
包

圍
或

四
面

包
圍

等
。

四
面

圍
住

。
 抱

朴
子

 塞
難

：
“且

夫
腹

背
雖

包
圍

五
臟

，
而

五
臟

非
腹

背
之

所
作

也
。

”文
獻

通
考

六
田

賦
六

：
“延

福
等

五
十

四
圩

，
周

迴
一

百
五

十
餘

里
。

包
圍

諸
圩

在
内

。
”

（
18

73
）

「
賊

衆
四

面
挖

濠
築

墻
,層

層
包

圍
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Pi

n
 T

o 
in

cl
os

e,
 封

入
, 包

圍
, 圍

住

2：
Su

rr
ou

nd
To

 in
ve

st
, (
軍

)圍
困

, 包
圍

3：
In

cl
os

ur
e

Th
e 

ac
t o

f i
nc

lo
sin

g,
 圍

入
, 封

, 包
圍

, 圈
入

四
方

か
ら

と
り

ま
く

こ
と

。
つ

つ
み

か
こ

む
こ

と
。

具
氏

博
物

学
（

18
76

〜
77

）
〈

須
川

賢
久

訳
〉

一
「

地
球

の
全

周
は

一
種

の
流

動
体

あ
り

て
之

を
包

囲
せ

り
」

保
安

晋
『

三
國

志
』

「
自

是
以

來
，

干
戈

不
戢

，
元

元
之

民
不

得
保

安
其

性
」

謂
對

人
或

事
物

加
以

保
護

，
使

之
安

全
或

穩
定

不
亂

。

保
護

使
安

全
。

 漢
書

九
九

上
王

莽
傳

：
“輔

翼
漢

室
，

保
安

孝
平

皇
帝

之
幼

嗣
。

”

（
18

74
）

「
寄

居
華

地
之

日
商

願
中

憲
先

允
許

以
保

安
之

約
」

羅
存

德
18

69

Sa
ni

ta
ry
，

保
安

的
,s

an
ita

ry
 ru

le
s,

 保
安

例
、

防
恙

規

例

安
全

を
保

つ
こ

と
。

社
会

の
安

寧
秩

序
を

保
つ

こ
と

。
ほ

う
あ

ん
。

史
記

抄
（

14
77

）
一

六
・

酷
吏

列
伝

「
生

民
を

だ
に

懐
せ

ば
我

身
を

も
能

く
保

安
し

て
可

恃
も

の
を

と
戒

た
ぞ

」
廃

藩
置

県
の

詔
‐

明
治

四
年

（
18

71
）

七
月

一
四

日
「

内
以

て
億

兆
を

保
安

し
、

外
以

て
万

国
と

対
峙

せ
ん

と
欲

せ
ば

」

堡
塁

唐
『

詁
訓

柳
先

生
文

集
』

「
伐

趙
之

役
，

堅
立

堡
壘

，
誓

死
麾

下
」

①
用

於
防

守
的

堅
固

建
築

物
。

②
比

喻
難

於
攻

破
的

事
物

或
思

想
頑

固
的

人
。

未
収

録
（

18
74

）
「

美
以

兵
船

攻
其

京
城

外
面

之

堡
壘

,高
麗

人
望

風
竄

逸
,如

鳥
獸

散
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Fo

rt
ifi

ca
tio

n
Th

e 
w

or
ks

 e
re

ct
ed

 to
 d

ef
en

d 
a 

pl
ac

e 
ag

ai
ns

t a
tt

ac
k,

 堡
壘

2：
Fo

rt
re

ss
To

 d
ef

en
d 

by
 a

 fo
rt

re
ss

, 築
堡

壘
以

自
衞

3：
W

al
l

fo
rt

ifi
ca

tio
ns

 in
 g

en
er

al
, 城

壁
, 堡

壘
, 胸

壁
, 砲

臺
, 砦

, 防
禦

, 保
護

4：
Fo

rt
A 

fo
rt

ifi
ed

 p
la

ce
, 堡

壘
之

處

5：
Va

lla
tio

n
A 

ra
m

pa
rt

, 壘
, 壁

壘
, 堡

壘
, 城

壘
, 城

牆

6：
Va

llu
m

A 
ra

m
pa

rt
, 堡

壘
, 壁

壘
, 壘

, 城
壘

, 圍
障

敵
の

攻
撃

を
防

い
だ

り
、

敵
を

攻
撃

し
た

り
す

る
た

め
に

、
石

・
土

砂
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

な
ど

で
構

築
さ

れ
た

と
り

で
。

明
治

月
刊

（
18

68
〜

69
）

〈
大

阪
府

編
〉

二
「

天
然

の
嶮

に
因

り
堅

固
の

堡
塁

を
築

造
せ

り
」

風
俗

画
報

‐
一

〇
一

号
（

18
95

）
牛

欄
河

の
攻

撃
「

我
兵

追
撃

し
て

廿
余

名
を

斃
（

た
ふ

）
し

、
敵

の
保

塁
（

ホ
ウ

ル
イ

）
亦

我
有

に
帰

せ
り

」

2



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

暴
進

宋
『

厚
齋

易
學

』
「

陽
氣

㣲
，
勿
可

暴

進
，

暴
進

則
為

羣
隂

所
抑

」
未

収
録

未
収

録

（
19

17
）

「
中

國
議

會
中

人
盲

目
暴

進
,不

顧
事

實
,亦

猶
行

路
之

人
,不

先
搬

開
擋

路
之

石
頭

,而
硬

欲
不

認
其

有
石

頭
宜

乎
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Pl

un
ge

To
 th

ro
w

 o
ne

's 
se

lf 
fo

rw
ar

d,
 a

s a
 h

or
se

, 突
前

, 橫
衝

直
撞

, 暴
進

(指
馬

而
言

),T
he

 a
ct

 o
f 

pi
tc

hi
ng

 o
ne

's 
se

lf,
 突

前
, 暴

進
, 橫

衝
直

撞
2：

Ru
sh

A 
dr

iv
in

g 
fo

rw
ar

d 
w

ith
 e

ag
er

ne
ss

 a
nd

 
ha

st
e,

 突
進

, 暴
進

3：
Pr

ec
ip

ita
te

he
ad

lo
ng

, 急
進

的
, 暴

進
的

4：
Pr

ec
ip

ita
nt

Fa
lli

ng
 o

r r
us

hi
ng

 h
ea

dl
on

g,
 墜

落
的

, 造
次

傾
落

的
, 急

下
的

, 急
進

的
, 暴

進
的

5：
Ra

m
p

To
 m

ov
e 

sw
ift

ly
 o

r w
ith

 v
io

le
nc

e,
 急

行
, 急

進
, 暴

行
, 暴

進

力
に

ま
か

せ
て

む
や

み
に

進
む

こ
と

。
急

激
に

進
む

こ
と

。

新
論

（
18

25
）

守
禦

「
空

疎
之

士
、

不
得

冒
進

、
而

謙
譲

廉
退

之
風

興
矣

」

暴
露

周
『

春
秋

左
伝

』
「

其
暴

露
之

，
則

恐
燥

濕
之

不
時

，
而

朽
蠹

，
以

重
敝

邑
之

罪
」

①
露

在
外

面
，

無
所

遮
蔽

。
②

顯
露

；
揭

露
。

露
天

而
處

，
無

所
隱

蔽
。

左
傳

襄
三

一
年

：
“其

暴
露

之
，

則
恐

燥
濕

之
不

時
而

朽
蠹

，
以

重
敝

邑
之

罪
。

”國
語

 魯
上

：
“寡

君
不

佞
，

不

能
事

疆
埸

之
司

，
使

君
盛

怒
，

以
暴

露
於

敝
邑

之
野

。

（
18

72
）

「
潔

浄
一

切
穢

物
褻

衣
無

許
暴

露
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ba

ld
U

nd
is

gu
is

ed
, 公

然
的

, 暴
露

的
, 顯

露
的

 2
：

Ba
re

ho
w

 fo
ul

 m
us

t t
ho

u 
ap

pe
ar

, 汝
罪

暴
露

, 
醜
形

何
如

3：
Be

tr
ay

To
 d

isc
lo

se
 o

r d
isc

ov
er

, 洩
漏

機
密

, 暴
露

4：
Ex

po
sé

Ex
po

su
re

, 揭
發

, 揭
示

, 公
示

, 暴
露

5：
Ex

po
sit

io
n

Th
e 

ac
t o

f e
xp

os
in

g,
 la

yi
ng

 o
pe

n,
 o

r 
di

sp
la

yi
ng

 to
 p

ub
lic

 v
ie

w
, 暴

露
, 揭

示
, 展

覽
, 公

示
;

6：
Sh

ow
To

 sh
ow

 u
p,

 to
 e

xp
os

e,
 揭

示
, 暴

露
, 發

覆

7：
De

pl
um

e
To

 la
y 

ba
re

, 洩
露

, 暴
露

, 訐
發

8：
Ex

po
su

re
Th

e 
ac

tio
n 

of
 e

xp
os

in
g,

 暴
露

, 裸
赤

, 露
示

①
風

雨
に

さ
ら

す
こ

と
。

②
さ

ら
け

だ
す

こ
と

。
む

き
だ

し
に

す
る

こ
と

。
③

他
人

の
悪

事
や

秘
密

な
ど

を
あ

ば
き

だ
し

て
広

く
人

々
に

知
ら

せ
る

こ
と

。
ま

た
、

秘
密

に
し

て
い

た
悪

事
な

ど
が

明
る

み
に

出
る

こ
と

。

続
日

本
紀

‐
養

老
四

年
（

72
0）

六

月
戊

戌
「

然
将

軍
暴

露
原

野
、

久
延

旬
月

」
獺

祭
書

屋
俳

話
（

18
92

）
〈

正
岡

子

規
〉

宝
井

其
角

「
豪

放
跌

宕
な

る
者

は
常

に
暴

露
に

過
ぐ

る
の

弊
あ

り
」

史
記

抄
（

14
77

）
一

二
・

楽
毅

「
左

右
の

も
の

が
讒

し
て

我
を

あ
や

ま
ら

せ
た

ぞ
。

暴
露

（
ハ

ク
ロ

〈
注

〉
ア

ラ
ハ

レ
ア

ラ
ハ

ル
ル

）
の

心
ぞ

」

爆
発

明
『

求
是

堂
文

集
』

「
寧

無
星

星
爆

發
，

令
大

地
山

河
一

時
隕

㓕
乎

」

①
火

山
內

部
的

巖
漿

突
然

沖
破

地
殼

，
向

四
外

迸
出

。
②

炸
開

。
③

謂
發

生
劇

烈
沖

突
而

引
起

重
大

變
化

。
④

忽
然

發
作

；
突

然
發

生
。

未
収

録
（

18
77

）
「

聞
聲

而
驚

,急
性

爆
發

,且
躣

且

鳴
」

顏
惠

慶
19

08

Ex
pl

os
io

n。
A 

bu
rs

tin
g 

w
ith

 v
io

le
nc

e 
an

d 
a 

lo
ud

 re
po

rt
, d

ue
 to

 th
e 

su
dd

en
 e

xp
an

sio
n 

of
 a

n 
el

as
tic

 fl
ui

d,
 爆

裂
, 爆

發
, 轟

裂
, 爆

炸
; a

s,
 n

itr
og

ly
ce

rin
e,

 如
甜

油
火

藥
之

炸
裂

①
急

激
に

進
行

す
る

化
学

反
応

に
よ

り
、

生
成

ガ
ス

の
体

積
が

瞬
間

的
に

著
し

く
増

大
し

、
熱

や
爆

鳴
音

、
強

圧
な

ど
を

生
じ

る
こ

と
。

②
怒

り
な

ど
が

一
時

に
ほ

と
ば

し
り

出
る

こ
と

。
鬱

積
（

う
っ

せ
き

）
し

て
い

た
も

の
が

一
時

に
噴

出
す

る
こ

と
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ex

pl
os

io
n 
〈

略
〉

爆

発
」

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
四

「
怒

火
忽

ち
心

頭
に

爆
発

」

爆
裂

南
北

朝
『

庾
開

府
集

箋
注

』
「

然
諸

寶
爆

裂
，

烟
熖

震
動

」
①

猛
烈

破
裂

②
迸

發
;迸

出
。

未
収

録
（

18
72

）
「

垣
墙

頂
門

座
均

有
爆

裂
脫

落

之
處

」

羅
存

德
18

69

Bu
rs

t。
 (p

re
t. 

an
d 

pp
. b

ur
st

) t
o 

br
ea

k 
op

en
 w

ith
 fo

rc
e 
爆

開
、

爆
散

、
發

掙
、

破

開
、

爆
斷

、
斷

、
爆

裂
、

發
坼

爆
発

し
て

破
裂

す
る

こ
と

。

舎
密

開
宗

（
18

37
〜

47
）

内
・

一
・

七
「

広
義

云
、

此
試

法
、

錫
葉

薄
け

れ
ば

爆
裂

し
て

声
あ

り
」

自
由

之
理

（
18

72
）

〈
中

村
正

直

訳
〉

二
「

砲
丸

人
衆

の
中

に
爆

裂
す

る
が

如
く

」

爆
鳴

宋
『

東
坡

先
生

物
類

相
感

志
』

「
其

間
有

爆
鳴

者
，

似
人

輕
微

兩
爪

相

擊
」

気
体

發
生

爆
炸

裂
，

發
出

声
響

。
未

収
録

（
19

23
）

「
取

一
滴

硝
基

甘
油

在
鐵

鉆
上

衝
擊

一
下

，
立

即
發

生
非

常
的

爆
鳴

」

顏
惠

慶
19

08

1：
De

to
na

tio
n

An
 e

xp
lo

sio
n 

m
ad

e 
by

 th
e 

in
fla

m
m

at
io

n 
of

 c
er

ta
in

 c
om

bu
st

ib
le

 b
od

ie
s,

 爆
響

, 爆
裂

, 爆
鳴

2：
De

to
ni

za
tio

n
Th

e 
ac

t o
f e

xp
lo

di
ng

, a
s c

er
ta

in
 

co
m

bu
st

ib
le

 b
od

ie
s,

 發
爆

, 爆
裂

, 爆
鳴

, 爆
炸 3：

De
to

ni
ze

To
 d

et
on

at
e,

 爆
裂

, 爆
鳴

, 爆
炸

, 爆
, 使

爆

火
薬

を
爆

発
さ

せ
て

物
を

破
壊

す
る

こ
と

。
ま

た
、

火
薬

な
ど

の
た

め
に

物
が

破
裂

す
る

こ
と

。

舎
密

開
宗

（
18

37
〜

47
）

内
・

六
・

一
二

五
「

火
を

求
ん

と
す

る
と

き
朱

色
の

処
を

硫
酸

に
〓

せ
ば

爆
鳴

し
焚

て
其

火
を

硫
よ

り
〓

に
伝

ふ
」

爆
破

明
【

武
編

】
「

如
陸

戰
對

敵
，

放
去

爆
破

砂
下

」
①

破
壊

，
撃

破
②

用
炸

薬
摧

壊
岩

石
，

建
築

物
等

。
未

収
録

（
18

76
）

「
以

洋
燈

爆
破

火
油

逬
裂

」

（
19

22
）

「
爆

破
作

業
,水

雷
地

雷
三

者
相

仿
,皆

以
破

壞
爲

主
旨

」

未
収

録
火

薬
を

爆
発

さ
せ

て
物

を
破

壊
す

る
こ

と
。

ま
た

、
火

薬
な

ど
の

た
め

に
物

が
破

裂
す

る
こ

と
。

土
（

19
10

）
〈

長
塚

節
〉

二
五

「
勘

次
の

家
を

包
ん

だ
火

は
屋

根
裏

の
煤

竹
を

一
時

に
爆

破
さ

せ
て

小
銃

の
如

き
響

を
立

て
た

」

3



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

爆
沈

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

14
）

「
青

島
日

軍
公

報
云

（
略

）
二

日
午

前
三

時
,伊

利
沙

伯
皇

后
艦

似
在

膠
州

灣
內

爆
沉

」
（

19
18

）
「

東
京

電
　

日
本

軍
艦

河
内

在

德
山

外
海

爆
沉

」
（

19
39

）
「

東
京

　
日

船
「

照
國

丸
」

爆

沉
事

件
,對

於
日

本
國

民
與

以
極

大
衝

動
」

未
収

録
艦

船
が

爆
破

し
て

沈
没

す
る

こ
と

。
ま

た
、

爆
弾

や
魚

雷
な

ど
で

艦
船

を
沈

没
さ

せ
る

こ
と

。

東
京

日
日

新
聞

‐
明

治
三

八
年

（
19

05
）

一
月

一
日

「
敵

先
頭

艦
ペ

ト
ロ

バ
ウ

ロ
ス

ク
我

沈
置

水
雷

に
罹

り
て

爆
沈

」
江

戸
か

ら
東

京
へ

（
19

21
）

〈
矢

田

挿
雲

〉
二

・
一

「
旅

順
第

二
回

閉
塞

船
福

井
丸

を
爆

沈
（

バ
ク

チ
ン

）
し

」

爆
弾

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

19
）

「
日

報
譯

登
（

略
）

有
匪

人
藏

爆
彈

,於
火

筒
内

抛
入

店
中

」

（
19

49
）

「
貝

文
投

下
外

交
爆

彈
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Sh

el
l

A 
bo

m
b-

sh
el

l, 
(軍

)破
裂

彈
, 開

花
彈

, 爆
彈

; 
as

, r
ou

nd
 sh

el
ls,

 圓
砲

碼
2：

Bo
m

b
A 

la
rg

e 
sh

el
l o

f c
as

t i
ro

n,
 ro

un
d 

an
d 

ho
llo

w
, w

ith
 a

 v
en

t t
o 

re
ce

iv
e 

a 
fu

se
, 

co
nt

ai
ni

ng
 c

om
bu

st
ib

le
 m

at
te

r, 
炸

彈
, 砲

碼
, 開

花
彈

, 爆
彈

爆
薬

を
装

填
し

、
投

下
ま

た
は

投
擲

（
と

う
て

き
）

な
ど

し
て

爆
発

さ
せ

、
相

手
を

殺
傷

、
破

壊
す

る
た

め
の

兵
器

。
航

空
機

か
ら

落
下

さ
せ

る
も

の
を

さ
し

て
い

う
こ

と
が

多
い

。
爆

裂
弾

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Bo

m
be

 〈
略

〉
爆

弾
」

爆
煙

明
『

袁
中

郎
全

集
』

「
見

城
外

有
白

烟
突

起
，

以
爲

爆
烟

也
」

未
収

録
未

収
録

（
19

14
）

「
日

人
之

青
島

戰
事

記
（

略
）

其
中

一
彈

確
命

中
於

大
形

之
汽

艇
見

有
爆

烟
之

上
昇

」

羅
存

德
18

69

Bu
rn

to
 b

ur
n 

w
ith

 ra
ge

	,
頭

殼
頂

爆
烟

、
烈

怒
、

火
起

、
心

中
發

火

爆
発

に
よ

っ
て

起
こ

る
煙

。
爆

発
の

煙
。

銃
後

（
19

13
）

〈
桜

井
忠

温
〉

一
二

「
艦

隊
は

火
焔

と
爆

煙
（

バ
ク

エ
ン

）
と

に
包

ま
れ

、
遂

に
波

濤
の

下
に

沈
没

し
た

」

爆
藥

宋
『

（
嘉

泰
）

會
稽

志
』

「
亦

或
以

硫
黄

作
爆

藥
，

聲
尤

震
厲

」
未

収
録

未
収

録
（

18
84

）
「

精
習

電
氣

水
雷

地
雷

爆
藥

數

年
」

羅
存

德
18

69

1：
De

to
na

tin
g

De
to

na
tin

g 
po

w
de

r,爆
藥

2：
Fu

lm
in

a t
e

to
 is

su
e 

fo
rt

h 
ec

cl
es

ia
st

ic
al

 c
en

su
re

s, 
as

 
w

ith
 th

e 
fo

rc
e 

of
 a

 th
un

de
rb

ol
t,發

雷
、

生 雷
公

、
爆

藥
3：

Fu
lm

in
at

in
g

fu
lm

in
at

in
g 

po
w

de
r,爆

粉
、

爆
藥

物
を

破
壊

す
る

の
に

用
い

る
火

薬
の

類
。

ダ
イ

ナ
マ

イ
ト

・
硝

安
爆

薬
・

Ｔ
Ｎ

Ｔ
な

ど
。

演
歌

・
軍

神
広

瀬
中

佐
（

19
04

〜
05

頃
）

〈
不

知
山

人
〉

「
装

置
な

し
た

る
爆

薬
の

導
火

線
（

み
ち

び
）

に
火

を
ば

点
ぜ

し
め

」

被
弾

明
『

明
文

海
』

「
與

周
公

瑕
先

生
並

絶
，

善
挾

彈
，

走
馬

被
彈

處
，

皆
成

龍
鳯

」

明
『

廣
輿

記
』

「
楊

寳
，

華
陰

人
，

嘗
山

行
，

見
一

黄
雀

被
彈

仆
地

」

未
収

録
未

収
録

（
18

89
）

「
當

卽
開

槍
攻

擊
,無

如
寡

衆
不

敵
,竟

被
彈

,斃
九

人
」

顏
惠

慶
19

08

Bl
ow

to
 sc

at
te

r, 
as

 b
y 

a 
pi

st
ol

-s
ho

t, 
被

彈
轟

散
, 

四
散

砲
弾

を
う

け
る

こ
と

。

剥
製

（
19

69
）

〈
三

浦
哲

郎
〉

二

「
出

撃
直

前
に

グ
ラ

マ
ン

五
十

数
機

の
不

意
打

ち
を

受
け

、
全

機
に

被
弾

し
て

出
撃

不
能

に
陥

っ
た

」

備
砲

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

12
）

「
第

七
條

（
略

）
ニ

,關
於

要
塞

備
炮

事
項

」
（

19
22

）
「

日
外

部
公

布
海

軍
限

制
條

約

（
略

）
航

空
母

艦
之

備
砲

,應
依

照
本

章
第

十
節

之
限

制
」

（
19

39
）

「
該

艦
隊

主
艦

之
備

砲
,將

為
十

三
吋

半
至

十
五

吋
徑

」

未
収

録
軍

艦
、

陣
地

な
ど

に
装

備
し

て
あ

る
大

砲
。

主
砲

、
副

砲
が

あ
る

。

官
報

‐
明

治
三

七
年

（
19

04
）

五
月

二
九

日
「

備
砲

の
如

き
も

大
小

口
径

砲
約

五
十

門
の

外
速

射
野

砲
二

中
隊

を
有

し
」

本
部

南
北

朝
『

魏
書

』
「

自
後

兼
并

他
國

，
各

有
本

部
，

部
中

別
族

為
內

姓
焉

」

①
原

隸
屬

處
。

 ②
指

本
人

管
轄

的
地

區
。

 ③
國

土
的

中
心

部

分
，

內
地

。
④

猶
總

部
。

 ⑤
藏

語
。

官
長

。

未
収

録
（

18
72

）
「

咸
豐

三
年

奏
留

本
部

」
顏

惠
慶

19
08

He
ad

-q
ua

rt
er

s
Th

e 
qu

ar
te

rs
 o

f t
he

 c
om

m
an

de
r-

in
-c

hi
ef

 
of

 a
n 

ar
m

y,
 中

軍
帳

, 司
令

部
, 本

部

団
体

、
組

織
な

ど
の

中
心

と
な

る
部

局
。

活
動

の
中

枢
と

な
る

部
。

律
（

71
8）

八
虐

・
不

義
「

吏
卒

殺

本
部

五
位

以
上

官
長

」
文

づ
か

ひ
（

18
91

）
〈

森
鴎

外
〉

「
少

年
士

官
は

、
お

な
じ

大
隊

の
本

部
に

つ
け

ら
れ

た
る

中
尉

に
て

」

本
隊

元
『

宋
史

』
「

本
隊

委
擁

隊
軍

校
，

次
隊

委
本

轄
隊

將
，

審
觀

不
救

所
由

，
斬

之
」

①
宋

制
，

軍
隊

五
十

人
爲

一
大

隊
，

係
作

戰
的

基
本

單
位

，
謂

之
“本

隊
”。

②
原

來
的

隊
列

。
未

収
録

（
18

74
）

「
楞

額
率

領
本

隊
跟

踪
追

剿
,並

令
達

密
蘭

迅
速

折
囘

」

赫
美

玲
官

話
19

16

1：
M

ai
n

～
 b

od
y,
本

隊
;～

 g
ua

rd
,前

衞
本

隊
2：

O
ut

po
st

Re
se

rv
e 

of
 th

e 
～

,前
哨

本
隊

3：
Re

se
rv

e
～

 o
f t

he
 o

ut
po

st
 , 
前

哨
本

隊
4：

Ad
va

nc
e-

gu
ar

d
M

ai
n 

gu
ar

d 
of

 ～
,前

衞
本

隊

①
軍

隊
で

前
衛

に
対

す
る

後
続

の
司

令
部

を
含

む
主

隊
を

い
う

。
②

自
分

の
所

属
し

て
い

る
、

こ
の

隊
。

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

一
二

・
一

「
正

兵
奇

兵
の

手
を

尽
し

て
敵

の
本

隊
（

ホ
ン

タ
イ

）
に

撃
て

蒐
れ

ば
」

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
〇

「
本

隊
が

急
行

し
て

来
り

援
る

を
待

つ
迄

に
は

」

本
軍

南
北

朝
『

魏
書

』
「

不
執

幡
而

離
本

軍
者

，
他

軍
驗

軍
記

帯
」

自
己

方
面

的
軍

隊
。

未
収

録

（
18

76
）

「
現

由
本

軍
籌

款
,在

於
長

沙
省

城
東

門
內

購
地

建
祠

」

（
18

80
）

「
近

日
調

集
各

軍
皆

由
各

省
抽

隊
成

軍
,其

本
軍

仍
屬

各
該

標
下

」

未
収

録
①

軍
隊

の
本

隊
。

②
自

分
の

所
属

し
て

い
る

、
こ

の
軍

。

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

三
「

本
軍

に
追

附
か

ん
と

馬
の

足
掻

き
を

早
め

け
り

」
銃

後
（

19
13

）
〈

桜
井

忠
温

〉
一

三

「
北

方
に

於
け

る
本

軍
（

ホ
ン

グ
ン

）
の

作
戦

を
容

易
な

ら
し

め
ん

た
め

」

4



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

本
営

晋
『

三
国

志
』

「
不

如
攻

其
本

營
，

勢
必

還
，

此
爲

不
救

而
自

解
也

」
戰

時
軍

隊
統

帥
所

在
的

兵
營

。
未

収
録

（
18

72
）

「
惟

此
項

弁
勇

平
素

,但
受

本
營

統
領

」

顏
惠

慶
19

08

Q
ua

rt
er

He
ad

qu
ar

te
rs

, t
he

 p
la

ce
 w

He
re

 th
e 

co
m

m
an

de
r-

in
-c

hi
ef

 h
as

 h
is 

qu
ar

te
rs

, 中
軍

帳
, 本

營
, 總

營

総
大

将
・

総
指

揮
官

の
い

る
軍

営
。

本
陣

。

増
鏡

（
13

68
〜

76
頃

）
五

・
内

野
の

雪
「

御
幸

、
能

野
の

本
営

に
つ

か
せ

給
ひ

て
、

そ
れ

よ
り

新
宮

の
川

舟
に

奉
て

さ
し

わ
た

す
ほ

ど
」

日
誌

必
用

御
布

令
字

引
（

18
68

）

〈
四

方
茂

苹
〉

「
本

営
 ボ

ン
エ

イ

本
陣

ニ
同

シ
」

本
戦

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

14
）

「
德

俄
本

戰
,德

軍
先

向
華

沙
及

伊
橫

岳
駱

二
市

集
中

攻
擊

」

赫
美

玲
官

話
19

16
M

ai
n

～
 a

ct
io

n,
本

戰
敵

味
方

両
軍

の
主

力
の

会
戦

。

殉
死

（
19

67
）

〈
司

馬
遼

太
郎

〉
要

塞
「

こ
う

い
う

辺
地

の
要

塞
な

ど
、

本
戦

が
勝

利
に

帰
せ

ば
捨

て
て

お
い

て
も

朽
ち

て
し

ま
う

」

編
成

隋
『

中
説

』
「

子
謁

見
隋

祖
，

一
接

而
陳

十
二

䇿
，
編
成
四
卷
」

唐
『

貞
元

新
定

釋
教

目
録

』
「

凡
譯

梵
本

九
千

五
百

頌
，

共
一

十
品

編
成

十
卷

」

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
挑

選
精

壯
加

訓
練

,編
成

三

營
」

（
18

98
）

「
添

練
新

軍
,編

成
威

字
六

旗
,先

後
成

軍
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Re

gi
m

en
t

To
 fo

rm
 in

to
 a

 re
gi

m
en

t o
r r

eg
im

en
ts

, 編
成

協
隊

, 編
成

隊

2：
Tr

ai
n-

ba
nd

A 
ba

nd
 o

r c
om

pa
ny

 o
f t

he
 n

at
ur

e 
of

 a
 

m
ili

tia
, i

ns
tit

ut
ed

 b
y 

Ja
m

es
 I.

, 一
種

民
兵

(英
王

雅
各

第
一

世
代

所
編

成
者

)

①
編

ん
で

つ
く

る
こ

と
。

個
々

の
も

の
を

集
め

て
、

ま
と

ま
っ

た
形

を
つ

く
る

こ
と

。
編

製
。

編
制

。
②

へ
ん

せ
い

（
編

制
）

」
に

同
じ

。
個

々
の

も
の

を
集

め
て

組
織

だ
っ

た
集

団
を

つ
く

る
こ

と
。

特
に

、
軍

隊
を

組
織

す
る

こ
と

。

菅
家

文
草

（
90

0頃
）

一
・

奉
呈

田

別
駕

酬
答

之
中

、
有

恐
作

冬
雷

開
蟄

促
之

句
「

思
容

唱
和

驚
天

意
、

願
遂

編
成

数
巻

書
」

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

一
・

三
「

又
此

日
の

兵
隊

中
に

、
十

四
五

歳
の

童
子

に
て

編
成

せ
る

一
小

隊
あ

り
」

古
代

語
か

ら
は

「
書

物
を

編
纂

す
る

」
の

意
味

と
し

て
多

用
し

て
い

る
が

、
「

軍
隊

を
組

織
す

る
」

と
し

て
の

使
用

例
は

未
見

。

編
制

宋
『

文
苑

英
華

』
「

大
中

十
三

年
十

月
九

日
嗣

登
寳

位
赦

 編
制

」

清
『

大
清

光
緒

新
法

令
』

「
參

謀
科

，
掌

管
海

軍
參

謀
人

員
之

補
官

任
職

成
績

服
務

配
置

，
考

驗
並

研
究

外
國

海
軍

編
制

，
籌

備
戰

爭
演

習
，

製
造

船
艦

建
築

軍
港

及
各

省
現

辦
海

務
等

事
項

」

指
組

織
機

構
的

設
置

及
其

人
員

數
量

定
額

和
職

務
分

配
等

諸
方

面
的

規
定

。
未

収
録

（
18

88
）

「
從

中
國

兵
式

編
制

邇
來

各
營

官
亦

由
中

國
派

遣
兵

隊
」

顏
惠

慶
19

08

1.
Fr

am
e

To
 m

ak
e,

 組
織

; t
o 

co
m

po
se

, a
s l

aw
s, 
編
制

,
制

定
律

法
; t

o 
fo

rm
 a

nd
 d

ig
es

t b
y 

th
ou

gh
t,

想
出

, 思
出

; t
o 

pl
an

, 畫
策

, 計
謀

; t
o

fa
br

ic
at

e,
 造

作
, 揑

造
, 杜

造
; a

s,
 to

 fr
am

e
a 

st
or

y,
 造

訛
言

2.
O

rg
an

ize
So

 to
 a

rr
an

ge
 th

e 
pa

rt
s t

ha
t t

he
 w

ho
le

sh
al

l a
ct

 a
s o

ne
 b

od
y,

 組
織

(致
各

部
行

動

如
一

體
); 

as
, t

o 
or

ga
ni

ze
 a

n 
ar

m
y,

 編
制

軍

隊
; t

o 
or

ga
ni

ze
 a

 s
oc

ie
ty

, 組
織

一
會

①
個

々
の

も
の

を
集

め
て

組
織

だ
っ

た
集

団
を

つ
く

る
こ

と
。

特
に

、
軍

隊
を

組
織

す
る

こ
と

。
編

成
。

②
「

へ
ん

せ
い

（
編

成
）

」
に

同
じ

。

西
洋

聞
見

録
（

18
69

〜
71

）
〈

村
田

文
夫

〉
後

・
四

「
大

に
民

兵
を

編
制

し
凡

六
十

万
兵

を
得

た
り

し
が

」

編
組

宋
『

儒
林

公
議

』
「

然
皆

聲
韻

偶

麗
，

編
組

事
物

，
鮮

有
及

理
之

文
」

元
『

戰
國

策
校

注
』

「
韻

書
以

繩
直

物
，

曰
絣

此
謂

編
組

穿
甲

之
繩

也
」

①
排

列
組

織
。

②
組

織
成

小
組

。
未

収
録

（
19

10
）

「
第

二
章

,秋
操

審
判

處
人

員
之

編
組

」
(1

91
2)
「

滬
軍

先
鋒

隊
與

贛
軍

混
成

標
合

,
編

爲
第

七
師

團
至

八
九

十
各

師
團

,以
何

種

軍
隊

編
組

尚
未

定
奪

」

未
収

録

①
組

む
こ

と
と

、
編

む
こ

と
。

組
み

合
わ

せ
る

こ
と

。
②

木
綿

糸
、

絹
糸

な
ど

の
糸

ま
た

は
軟

銅
線

な
ど

の
細

い
金

属
線

を
数

本
以

上
集

め
て

縒
り

合
わ

せ
た

も
の

を
袋

編
み

し
た

も
の

。
電

線
の

絶
縁

シ
ー

ル
ド

の
た

め
の

お
お

い
と

す
る

。
③

部
隊

の
組

織
要

領
の

一
つ

。
い

く
つ

か
の

部
隊

を
組

み
合

わ
せ

る
こ

と
に

よ
っ

て
編

制
部

隊
ま

た
は

編
合

部
隊

を
一

時
的

に
組

織
す

る
こ

と
。

作
戦

要
務

令
（

19
39

）
一

・
一

「
戦

闘
序

列
は

戦
時

又
は

事
変

に
際

し
天

皇
の

令
す

る
作

戦
軍

の
編

組
に

し
て

」

古
代

語
に

お
い

て
、

「
部

隊
編

成
」

の
意

味
と

し
て

の
使

用
例

は
未

見
。

標
的

南
北

朝
『

眞
誥

』
「

有
其

人
甚

多
，

略
示

其
標

的
耳

」

①
箭

靶
子

。
②

引
申

爲
目

標
或

目
的

。
③

准
則

。
④

謂
以

之
爲

准
則

、
楷

模
。

④
謂

以
之

爲
准

則
、

楷
模

。

㊀
準

則
，

標
準

。
 漢

 高
誘

呂
氏

春
秋

序
：

“然
此

書
所

尚
，

以
道

德
爲

標
的

，
以

無
爲

爲
綱

紀
。

”唐
 司

空
圖

司
空

表
聖

詩
集

一
寄

鄭
仁

規
：

“清
才

鄭
小

戎
，

標
的

貴
遊

中
。

”
㊁

標
誌

。
 晉

書
 王

廙
傳

附

王
彪

之
：

“爲
政

之
道

，
以

得
賢

爲
急

，
非

謂
雍

容
廊

廟
，

標
的

而
已

。
”

㊂
箭

靶
子

。
 唐

 韓
愈

昌
黎

集
二

四
國

子
助

教
河

東

薛
君

墓
誌

銘
：

“後
九

月
九

日
，

大
會

射
，

設
標

的
，

高
出

百
數

十
尺

。
”引

申
爲

目

標
或

目
的

。
 宋

 張
師

正
括

異
志

：
“資

聖
寺

在
海

鹽
縣

西
，

有
塔

極
高

峻
，

層
層

用
四

方
燈

點
照

，
東

海
行

舟
者

，
皆

望
此

爲
標

的
焉

。
”

（
18

72
）

「
非

先
將

省
標

整
理

,亦
無

以
樹

之
標

的
」

（
19

17
）

「
射

繫
之

標
的

非
以

鋼
板

鑄
成

乎
,鋼

板
無

論
如

何
厚

重
,日

夜
以

供
彈

丸
之

射
擊

,則
未

有
不

洞
穿

者
」

顏
惠

慶
19

08

1：
M

ar
k

Th
at

 to
w

ar
d 

w
hi

ch
 a

 m
iss

ile
 is

 d
ire

ct
ed

, 
目

的
, 鵠

, 標
的

, 靶
2：

Ta
rg

et
A 

m
ar

k 
to

 fi
re

 a
t, 
鵠

, 標
的

, 靶
3：

Q
ui

nt
ai

n
An

 o
bj

ec
t t

o 
be

 ti
lte

d 
at

, 標
靶

, 標
鵠

, 標
的

, 以
槍

衝
擊

之
板

4：
Ta

rg
e

A 
ta

rg
et

, 鵠
, 靶

, 標
的

 鵠
、

靶
、

標
的

①
弓

や
銃

な
ど

の
ま

と
。

ま
た

、
目

的
物

を
し

め
す

め
じ

る
し

。
②

攻
撃

の
目

標
。

ま
と

。
ま

た
、

比
喩

的
に

も
用

い
る

。
③

目
標

と
す

る
も

の
。

模
範

と
す

べ
き

も
の

。
て

ほ
ん

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Bu

t 〈
略

〉
Bu

tt
, M

ar
k 

標
的

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

別
動

隊
な

し
謂

離
開

主
力

單
獨

執
行

特
殊

任
務

的
部

隊
。

亦
特

指
武

裝
特

務
組

織
。

未
収

録

（
19

12
）

「
爰

將
學

生
軍

百
餘

名
及

别
働

隊
八

十
餘

名
一

律
遣

散
」

（
19

24
）

「
另

有
别

動
隊

（
即

便
衣

軍

士
）

二
百

餘
人

,每
於

晚
間

登
上

屋
頂

對
蘇

軍
抛

擲
炸

彈
」

未
収

録

本
隊

と
別

に
組

織
さ

れ
た

隊
。

本
隊

の
作

戦
の

遂
行

を
援

助
し

た
り

、
独

立
し

て
他

の
目

的
で

行
動

し
た

り
す

る
部

隊
・

集
団

。

落
語

・
御

船
の

戦
争

（
18

99
）

〈
六

代
目

桂
文

治
〉

「
別

働
隊

三
旅

団
の

巡
査

隊
の

有
田

藤
七

郎
は

熊
本

の
御

船
の

戦
争

で
」

兵
備

唐
『

李
文

饒
集

』
「

請
太

原
，

振
武

，
天

德
各

加
兵

備
」

未
収

録
未

収
録

（
18

75
）

「
添

設
監

司
一

員
,並

加
兵

偹
字

樣
」

顏
惠

慶
19

08

Di
sa

rm
am

en
t

Ac
t o

f d
isa

rm
in

g,
 奪

去
兵

器
, 卸

除
軍

器
, 解

兵
備

, 減
少

兵
備

戦
争

の
準

備
。

兵
事

上
の

防
備

。
軍

備
。

日
本

外
史

（
18

27
）

四
・

源
氏

後
記

「
省

冗
費

、
充

兵
備

」
開

国
の

御
沙

汰
書

‐
明

治
元

年
（

18
68

）
一

月
一

五
日

「
大

に
兵

備

を
充

実
し

」

兵
曹

南
北

朝
『

十
六

国
春

秋
』

「
益

州
兵

曹
從

事
蜀

郡
任

叡
」

宋
『

册
府

元
龜

』
「

尙
乃

使
兵

曹
從

事
任

銳
僞

降
」

①
古

代
管

兵
事

等
的

官
員

。
②

古
代

軍
中

掌
管

作
戰

部
署

的
機

構
。

③
指

兵
部

。

㊀
官

署
名

。
1.
西

漢
丞

相
府

所
屬

諸
曹

之
一

，
主

兵
事

。
東

漢
太

尉
府

沿
置

，
設

掾
掌

曹
事

。
大

將
軍

營
及

郡
、

縣
亦

置
。

唐
諸

府
、

州
置

，
設

司
兵

參
軍

事
主

其
事

。
2.
隋

 
大

業
三

年
改

尚
書

省
兵

部
頭

司
置

，
長

官
爲

兵
曹

郎
。

唐
 

武
德

三
年

復
舊

。
㊁

官
名

。
隋

 唐
多

指
兵

曹

參
軍

事
之

職
。

參
閲

後
漢

書

百
官

志
一

、
舊

唐
書

 職
官

志
二

。

（
18

79
）

「
浙

江
撫

標
兵

曹
其

嵊
縣

人
,妻

粗
具

姿
色

,善
諧

謔
」

（
18

84
）

「
前

任
兵

曹
尚

書
去

年
屢

徵
不

起
及

」

未
収

録

①
令

制
で

太
政

官
の

一
つ

、
兵

部
省

の
役

所
。

軍
務

兵
軍

を
つ

か
さ

ど
る

。
②

近
衛

（
こ

の
え

）
の

将
曹

（
し

ょ
う

そ
う

）
及

び
衛

門
（

え
も

ん
）

の
志

（
さ

か
ん

）
の

唐
名

。
③

鎮
守

府
の

軍
監

の
唐

名
。

④
旧

海
軍

の
下

士
官

。
上

は
一

等
か

ら
下

は
三

等
ま

で
あ

っ
た

が
、

の
ち

上
等

、
一

等
、

二
等

に
改

め
ら

れ
た

。
⑤

中
国

、
漢

代
に

兵
事

を
つ

か
さ

ど
っ

た
官

名
。

隋
・

唐
代

に
も

置
か

れ
た

。

菅
家

文
草

（
90

0頃
）

一
・

拝
戸

部

侍
郎

、
聊

書
所

懐
、

呈
田

外
史

「
偸

居
史

局
三

年
去

、
忝

入
兵

曹
一

月
強

」
猿

（
19

16
）

〈
芥

川
龍

之
介

〉
「

何

で
も

、
兵

曹
（

ヘ
イ

サ
ウ

）
が

一
人

に
、

水
兵

が
二

人
で

、
皆

、
金

を
と

ら
れ

た
と

云
ふ

事
で

す
」

兵
隊

南
北

朝
『

宋
書

』
「

誕
幢

主
，

公
孫

安
期

率
兵

隊
出

降
」

軍
隊

。
未

収
録

（
18

72
）

「
城

守
尉

之
職

責
,膺

守
護

陵
寢

,
照

料
工

程
,催

科
緝

捕
,訓

練
兵

隊
,任

重
事

煩
」

麥
都

思
18

48
PH

AL
AN

X
a 

ba
tt

al
io

n,
 兵

營
、

兵
隊

、
軍

陳

①
兵

士
を

隊
と

し
て

組
織

し
た

も
の

。
組

織
編

制
さ

れ
た

兵
士

の
集

団
。

ま
た

、
兵

士
の

こ
と

。
②

下
級

の
軍

人
。

兵
卒

。
兵

。
③

「
へ

い
た

い
か

ん
じ

ょ
う

（
兵

隊
勘

定
）

（
割

勘
）

」
に

同
じ

。
④

比
喩

的
に

、
会

社
や

官
庁

に
勤

め
る

役
職

の
な

い
平

（
ひ

ら
）

の
社

員
や

職
員

。

輿
地

誌
略

（
18

26
）

二
「

之
を

禦
ぐ

は
雅

尼
撒

楞
（

ヤ
ニ

サ
ー

レ
ン

）
〈

一
種

兵
隊

の
名

〉
を

頼
て

、
導

と
な

す
と

き
は

、
其

害
を

免
る

べ
し

」
布

令
字

弁
（

18
68

〜
72

）
〈

知
足

蹄

原
子

〉
初

「
兵

隊
 ヘ

イ
タ

イ
 イ

ク

サ
ノ

ソ
ナ

ヱ
」

兵
法

春
秋

戦
国

『
孫

子
』

「
兵

法
 

曰

度
，

二
曰

量
，

三
曰

數
，

四
曰

稱
，

五
曰

勝
」

漢
『

史
記

』
「

於
是

項
梁

乃
教

籍
兵

法
，

籍
大

喜
，

略
知

其
意

，
又

不
肯

竟
學

」

漢
『

漢
書

』
「

張
良

，
韓

信
序

次
兵

法
，

凡
百

八
十

二
家

，
刪

取
要

用
，

定
著

三
十

五
家

」

漢
『

漢
紀

』
「

軍
正

閎
，

長
史

安

曰
：

“
不

然
。

『
兵

法
』

小
敵

之

堅
，

大
敵

擒
也

。
”
」

①
用

兵
作

戰
的

策
略

和
方

法
。

②
兵

書
。

特
指

『
孫

子
』

。

㊀
用

兵
的

方
法

。
 孫

子
 形

篇
：

“兵
法

：
一

曰
度

，
二

曰
量

，
三

曰
數

，
四

曰
稱

，
五

曰
勝

。
”

㊁
指

兵
書

。
 漢

書
 藝

文

志
：

“漢
興

，
張

良
 韓

信
序

次
兵

法
，

凡
百

八
十

家
。

”
特

指
孫

子
。

 史
記

九
二

淮
陰

侯
傳

：
“此

在
兵

法
，

顧
諸

君
不

察
耳

。
兵

法
不

曰
‘陷

之
死

地
而

後
生

，
置

之
亡

地
而

後
存

’？
”按

此
語

出
諸

孫
子

 九
地

篇
，

箇

别
字

眼
不

同
。

（
18

72
）

「
聞

爾
近

習
西

洋
兵

法
,沾

沾
自

喜
,用

相
誇

耀
」

鄺
其

照
18

99
Pa

ra
de

較
塲

、
操

兵
、

操
演

兵
法

①
い

く
さ

の
し

か
た

。
戦

争
の

方
略

。
兵

学
。

軍
学

。
戦

術
。

ひ
ょ

う
ほ

う
。

②
剣

術
な

ど
の

武
芸

。
武

術
。

ひ
ょ

う
ほ

う
。

源
平

盛
衰

記
（

14
Ｃ

前
）

一
三

・
高

倉
宮

廻
宣

「
武

略
禀

家
、

兵
法

（
ヘ

イ
ハ

フ
）

伝
身

」
甲

陽
軍

鑑
（

17
Ｃ

初
）

品
四

〇
下

「
武

芸
四

門
と

は
、

弓
、

鉄
炮

、
馬

、
兵

法
（

ヘ
イ

ハ
フ

）
、

是
四

つ
也

」
西

洋
事

情
（

18
66

〜
70

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

初
・

一
「

窮
理

、
地

理
、

兵
法

、
航

海
術

の
諸

学
日

に
開

け
月

に
明

に
し

て
我

文
明

の
治

を
助

け
武

備
の

闕
を

補
ふ

も
の

其
益

豈
亦

大
な

ら
ず

や
」

兵
籍

唐
『

木
蘭

歌
』

「
父

隸
兵

籍
，

氣
力

日
衰

耗
」

兵
士

的
名

籍
。

未
収

録

（
18

73
）

「
貴

胄
富

家
之

子
弟

隸
於

兵
籍

者
,以

一
年

為
率

,糈
糧

資
斧

鎧
甲

馬
疋

一
切

悉
行

自
備

」

顏
惠

慶
19

08

1：
En

lis
tm

en
t

Th
e 

w
rit

in
g 

by
 w

hi
ch

 a
 so

ld
ie

r i
s b

ou
nd

, 
投

軍
保

結
, 兵

籍

2：
M

us
te

r-
bo

ok
A 

bo
ok

 in
 w

hi
ch

 fo
rc

es
 a

re
 re

gi
st

er
ed

, 伍
符

, 兵
籍

, 兵
員

名
簿

, 兵
員

名
册

3：
M

us
te

r-
ro

ll
A 

ro
ll 

or
 re

gi
st

er
 o

f t
ro

op
s,

 o
r a

 sh
ip

's 
co

m
pa

ny
, 兵

册
, 兵

籍
, 船

員
册

①
軍

人
の

身
分

の
こ

と
。

軍
籍

。
②

「
兵

籍
簿

」
の

略
。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

一
・

一
九

「
後

に
、

軽
騎

の
兵

籍
に

入
り

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

兵
科

明
『

度
支

奏
議

』
「

移
會

督
師

兵
部

戸
科

，
兵

科
餉

院
各

衙
門

酌
量

」
明

『
皇

明
名

臣
經

濟
録

』
「

車
駕

清
吏

司
案

呈
奉

本
部

，
送

於
兵

科
」

明

『
明

經
世

文
編

』
「

公
名

驥
，

自
永

樂
丙

戌
進

士
，

授
兵

科
給

事
，

中
山

西
按

察
司

副
使

」

未
収

録

官
署

名
。

明
 清

六
科

之

一
。

明
 洪

武
六

年
置

，
設

給
事

中
二

人
，

初
隸

承
敕

監
，

後
隸

通
政

司
。

後
又

設
都

給
事

中
，

左
、

右
給

事
中

，
給

事
中

。
永

樂
時

六
科

自
爲

一
署

。
掌

監
視

武
臣

貼
黃

誥
敕

及
兵

部
引

選
請

旨
諸

事
。

清
沿

置
，

康
熙

時
定

置
掌

印
給

事
中

、
給

事
中

。
掌

稽
核

軍
政

諸
事

。
雍

正
元

年
改

隸
都

察
院

。
參

閲
明

史

職
官

志
三

、
清

史
稾

 職
官

志
二

。
參

見
“六

科
㊁


” 、

“給
事

中

” 。

（
18

72
）

「
旨

江
蘇

分
廵

江
寗

鹽
法

道
員

缺
,着

鄧
裕

功
補

授
兵

科
給

事
」

（
19

08
）

「
各

兵
科

軍
官

學
科

以
圖

上
戰

衛
兵

棋
及

野
外

戰
衛

實
施

爲
主

」

未
収

録
軍

隊
で

、
戦

闘
に

従
事

す
る

兵
種

を
い

う
。

陸
軍

一
年

志
願

兵
条

例
（

明
治

三
七

年
）

（
19

04
）

二
条

「
一

年
志

願
兵

の
兵

科
は

本
人

の
冀

望
と

軍
事

上
の

必
要

と
に

依
り

之
を

定
む

」

古
代

中
国

語
に

お
い

て
、

朝
廷

の
一

部
署

名
ま

た
は

官
職

名
の

意
味

と
し

て
使

用
さ

れ
た

例
が

あ
る

。
ま

た
、

現
代

中
国

語
に

お
い

て
は

、
主

に
「

兵
種

」
が

使
用

さ
れ

て
い

た
た

め
、

「
兵

科
」

は
定

着
さ

れ
て

い
な

い
と

見
ら

れ
る

。

兵
力

漢
『

戦
国

策
注

』
「

此
非

兵
力

之
精

，
非

計
之

工
也

」
軍

隊
的

實
力

。
包

括
人

員
和

武
器

裝
備

。
未

収
録

（
18

72
）

「
苗

民
散

勇
乘

隙
嘯

聚
必

致
重

煩
兵

力
」

羅
存

德
18

69
Re

-e
nf

or
ce

an
 a

rm
y,

 to
,添

兵
、

加
兵

力

軍
隊

の
力

。
兵

隊
・

兵
器

な
ど

の
総

合
力

。
戦

闘
力

。
ま

た
、

国
際

法
上

、
戦

闘
に

従
事

で
き

る
法

的
資

格
を

認
め

ら
れ

る
人

々
の

集
団

。
陸

軍
・

海
軍

・
空

軍
な

ど
の

正
規

の
も

の
と

民
兵

・
義

勇
兵

・
群

民
兵

な
ど

の
非

正
規

の
も

の
と

が
あ

る
。

読
史

余
論

（
17

12
）

一
・

南
北

分
立

事
「

彼
に

な
び

き
し

た
が

ひ
し

も
の

ど
も

は
、

た
だ

其
兵

力
を

お
そ

れ
し

が
故

な
り

」
万

国
新

話
（

18
68

）
〈

柳
河

春
三

編
〉

三
「

凡
て

全
軍

の
兵

力
充

実
す

る
を

以
て

其
任

と
す

」

兵
棋

な
し

特
製

的
軍

隊
標

號
圖

型
和

人
員

、
兵

器
、

地
物

等
模

型
。

供
各

級
指

揮
員

在
沙

盤
上

研
究

作
戰

和
訓

練
等

情
況

時
使

用
。

未
収

録
（

19
07

）
第

一
年

科
目

基
本

戰
術

帥
兵

術

戰
史

兵
棋

叅
謀

服
務

赫
美

玲
官

話
19

16
W

ar
～

 g
am

e,
兵

棋
兵

隊
で

あ
る

駒
。

兵
隊

を
将

棋
の

駒
に

た
と

え
た

も
の

。

殉
死

（
19

67
）

〈
司

馬
遼

太
郎

〉
要

塞
「

歩
、

砲
、

工
兵

と
い

う
生

き
た

兵
棋

（
ヘ

イ
キ

）
を

う
ご

か
し

」

兵
器

周
『

六
韜

』
「

兵
法

九
人

，
主

講
論

異
同

，
行

事
成

敗
，

簡
練

兵
器

，
刺

舉
非

法
」

武
器

。
未

収
録

（
18

73
）

「
歐

羅
巴

兵
器

之
精

軍
制

之

善
」

馬
禮

遜
18

23

AR
M

To
 a

rm
 p

eo
pl

e,
把

兵
器

給
衆

人

W
EA

PO
N

m
ili

ta
ry

,兵
器

戦
闘

、
殺

傷
破

壊
に

用
い

る
器

材
。

い
く

さ
道

具
。

武
器

。
兵

械
。

正
倉

院
文

書
‐

天
平

六
年

（
73

4）
尾

張
国

正
税

帳
（

寧
楽

遺
文

）
「

営
造

兵
器

用
度

価
稲

陸
伯

玖
拾

肆
束

玖
把

」
書

言
字

考
節

用
集

（
17

17
）

七
「

兵

器
 ヘ

イ
キ

 又
云

戎
器

」

兵
舎

明
『

甲
申

紀
事

』
「

淮
城

已
空

，
民

居
半

為
兵

舍
」

未
収

録
未

収
録

（
18

73
）

「
隸

籍
三

年
者

,必
居

兵
舍

」
衛

三
畏

18
44

BA
RR

AC
K

兵
舍

、
兵

房
、

堆
卡

軍
隊

の
施

設
の

一
つ

。
兵

営
内

の
兵

士
た

ち
が

起
居

す
る

建
物

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ba

ra
qu

e 
〈

略
〉

兵

舎
」

兵
士

春
秋

戰
國

『
管

子
』

「
賞

罰
不

信
，

民
無

廉
恥

，
而

求
百

姓
之

安
難

，
兵

士
之

死
節

，
不

可
得

也
」

士
卒

。
士

兵
。

未
収

録
（

18
72

）
「

操
演

兵
士

與
將

軍
較

閱
埃

及

國
主

」

馬
禮

遜
18

23

M
AR

CH
，

O
n 

th
e 

m
ar

ch
 a

 g
re

at
 st

or
m

 o
f s

no
w

 
oc

cu
rr

ed
, a

nd
 th

e 
tr

oo
ps

 d
ie

d 
of

 c
ol

d 
,行

遇
大

雪
兵

士
寒

凍
殆

死

①
徴

集
さ

れ
て

戦
争

に
出

る
者

。
軍

隊
で

、
士

官
の

指
揮

を
う

け
る

者
。

い
く

さ
び

と
。

つ
わ

も
の

。
軍

兵
。

兵
卒

。
②

令
制

で
、

兵
役

に
徴

発
さ

れ
た

農
民

。

令
義

解
（

71
8）

軍
防

・
隊

伍
条

「
凡

兵
士

各
為

隊
伍

。
〈

謂
。

五
十

人
為

隊
也

。
五

人
為

伍
也

〉
」

日
葡

辞
書

（
16

03
〜

04
）

「
Fi

oj
i 

（
ヒ

ャ
ウ

ジ
）

〈
訳

〉
入

口
を

見
張

る
兵

、
ま

た
は

何
か

を
支

払
う

関
を

守
る

兵
」

兵
事

漢
『

史
記

』
「

乃
拜

范
雎

爲
客

卿
，

謀
兵

事
」

戰
事

；
戰

爭
。

未
収

録
（

18
72

）
「

吏
治

兵
事

均
能

留
心

考
究

」
顏

惠
慶

19
08

1：
M

ili
ta

ry
pe

rf
or

m
ed

 b
y 

so
ld

ie
rs

, 兵
事

的
, 軍

事
的

, 
軍

人
的

2：
Sw

or
d

De
st

ru
ct

io
n 

by
 w

ar
, 刀

兵
, 兵

事
, 殺

戮
, 蹂

躝 3：
So

ld
ie

rin
g

Th
e 

bu
sin

es
s o

f a
 s

ol
di

er
, 兵

事
, 兵

職
, 當

兵
之

事

戦
争

や
軍

隊
に

関
す

る
事

柄
。

軍
事

。
ひ

ょ
う

じ
。

類
聚

三
代

格
‐

五
・

貞
観

一
二

年
（

87
0）

五
月

一
九

日
・

太
政

官
符

「
当

有
隣

国
兵

事
者

」
史

記
抄

（
14

77
）

八
・

孝
文

本
紀

「
漢

の
大

臣
は

高
祖

の
時

の
大

将
で

、
兵

事
に

習
た

ほ
ど

に
謀

詐
が

多
ぞ

」

兵
書

漢
『

漢
書

』
「

步
兵

校
尉

任
宏

，
校

兵
書

」

①
古

代
軍

事
著

作
的

統
稱

。
②

戰
報

。
③

兵
部

尚
書

的
簡

稱
。

④
指

幕
友

，
官

署
中

管
兵

事
的

佐
助

人
員

。

論
述

兵
法

的
書

。
如

孫
子

吳
子

 司
馬

法
 六

韜
 三

略
 尉

繚
子

，
及

在
山

東
 銀

雀
山

漢
墓

出
土

的
孫

臏
兵

法
等

。
漢

書
 藝

文
志

著
錄

古
兵

書
五

十
三

家
，

七
百

九
十

篇
，

圖
四

十
三

卷
。

（
18

75
）

「
雖

武
夫

皆
能

誦
讀

兵
書

,熟
悉

戰
法

,是
以

較
易

訓
練

,亦
易

習
成

勁
旅

」

翟
理

斯
19

12
兵

書
,tr

ea
tis

es
 o

n 
m

ili
ta

ry
 a

ffa
irs

兵
学

の
書

物
。

兵
法

の
書

物
。

令
義

解
（

71
8）

僧
尼

・
観

玄
象

条

「
凡

僧
尼

上
観

玄
象

。
〈

略
〉

并
習

読
兵

書
〈

略
〉

並
依

法
律

。
付

官
司

科
罪

」

兵
団

宋
『

事
文

類
聚

』
「

兵
團

之
制

，
以

訓
練

為
事

，
甄

進
兵

團
之

任
，

團
兵

重
任

」

①
現

代
軍

隊
中

相
當

於
集

團
軍

的
一

級
編

組
，

下
轄

幾
個

軍
或

師
。

②
泛

指
師

以
上

的
部

隊
。

未
収

録
（

18
72

）
「

雖
有

兵
團

守
陴

而
城

多
破

爛
」

翟
理

斯
19

12
re

gu
la

rs
 a

nd
 m

ili
tia

 
兵

團

①
兵

士
を

一
団

に
組

織
し

た
も

の
。

②
戦

時
、

師
団

・
旅

団
を

い
く

つ
か

合
わ

せ
て

、
独

立
し

て
作

戦
が

で
き

る
よ

う
に

編
成

さ
れ

た
部

隊
。

新
聞

雑
誌

‐
八

号
・

明
治

四
年

（
18

71
）

七
月

「
察

地
勢

し
て

鎮
守

府
太

宰
府

の
如

き
兵

団
（

ヘ
イ

ダ
ン

）
を

居
（

す
へ

）
」

7



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

兵
学

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
臨

喜
談

兵
，

嘗
召

對
，

問
以

兵
學

」
未

収
録

未
収

録
（

18
74

）
「

蓋
泰

西
兵

學
殊

深
,將

士
皆

苦

志
專

心
半

生
攻

討
,而

後
出

從
疆

場
之

事
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ta

ct
ic

s
Th

e 
sc

ie
nc

e 
an

d 
ar

t o
f d

isp
os

in
g 

m
ili

ta
ry

 
or

 n
av

al
 fo

rc
es

 in
 o

rd
er

 fo
r b

at
tle

, a
nd

 
pe

rf
or

m
in

g 
ev

ol
ut

io
ns

 in
 th

e 
pr

es
en

ce
 o

f 
an

 e
ne

m
y,

 兵
法

, 戰
術

, 兵
學

2：
Ta

ct
ic

ia
n

O
ne

 v
er

se
d 

in
 ta

ct
ic

s,
 戰

術
家

, 軍
畧

家
, 兵

法
家

, 兵
學

家

戦
術

、
用

兵
な

ど
を

研
究

す
る

学
問

。
兵

術
。

軍
学

。

大
和

事
始

（
16

83
）

五
・

武
田

流
軍

術
「

甲
州

流
兵

学
（

ヘ
イ

ガ
ク

）
の

起
は

、
小

幡
勘

兵
衛

よ
り

始
る

」
武

術
流

祖
録

（
18

43
）

兵
学

「
兵

学
 

甲
州

流
 小

幡
勘

兵
衛

景
憲

」

兵
役

晋
『

三
國

志
』

「
贼

帅
黄

乱
，

常
俱

等
出

其
部

伍
，

以
充

兵
役

」
①

當
兵

服
役

；
當

兵
的

義
務

。
②

指
戰

事
。

戰
事

。
 後

漢
書

 質
帝

紀
：

“又
兵

役
連

年
，

死
亡

流

離
。

”全
唐

詩
六

七
六

鄭
谷

送
舉

子
下

第
東

歸
：

“秣
陵

兵
役

後
，

舊
業

半
成

蕪
。

”
今

稱
公

民
應

徵
當

兵
的

義
務

爲
服

兵
役

。

（
18

72
）

「
並

喝
兵

役
分

立
左

右
」

顏
惠

慶
19

08

Se
rv

ic
e

M
ili

ta
ry

 o
r n

av
al

 d
ut

y,
 海

陸
軍

之
職

業
, 軍

務
, 兵

役

W
a

Th
e 

pr
of

es
sio

n 
of

 a
rm

s,
 戰

業
, 戰

事
, 從

軍
, 

兵
役

So
ld

ie
ry

M
ili

ta
ry

 se
rv

ic
e,

 當
兵

之
事

, 兵
役

, 軍
務

①
戦

争
。

軍
事

。
い

く
さ

。
②

軍
務

に
召

し
使

わ
れ

る
こ

と
。

軍
役

。
③

軍
隊

に
は

い
り

軍
務

に
服

す
る

こ
と

。

続
日

本
紀

‐
養

老
七

年
（

72
3）

四

月
壬

寅
「

兵
役

以
後

、
時

有
飢

疫
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Q

ui
tt

er
 le

 se
rv

ic
e 

〈
略

〉
兵

役
ヲ

去
ル

」
大

日
本

帝
国

憲
法

（
明

治
二

二
年

）
（

18
89

）
二

〇
条

「
日

本
臣

民
は

法

律
の

定
む

る
所

に
従

ひ
兵

役
の

義
務

を
有

す
」

兵
営

南
北

朝
『

宋
書

』
「

兵
營

甲
士

二
千

人
，

家
口

六
七

千
人

」
軍

隊
居

住
的

營
房

。
未

収
録

（
18

73
）

「
帮

辦
督

標
親

兵
營

並
文

案
處

分
發

補
用

」

衛
三

畏
18

44

BA
RR

AC
KS

兵
營

CA
M

P
兵

營

①
兵

士
が

駐
屯

す
る

仮
舎

。
陣

営
。

②
軍

人
が

集
団

で
居

住
す

る
所

。
兵

舎
の

あ
る

一
定

区
域

。

山
陽

詩
鈔

（
18

33
）

二
・

八
幡

公

「
白

旗
不

動
兵

営
静

、
立

馬
辺

城
看

乱
鴻

」
東

京
新

繁
昌

記
（

18
74

〜
76

）
〈

服

部
誠

一
〉

三
・

増
上

寺
「

釈
伽

仏
席

を
避

け
て

之
を

兵
営

に
供

附
す

」

兵
員

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
周

元
等

稱
，

兵
員

三
十

人
，

爲
交

賊
驅

虜
，

拘
之

乂
安

寨
，

趙
秀

糾
率

元
等

竊
兵

仗
，

乘
船

過
海

」

部
隊

士
兵

的
總

稱
。

未
収

録
（

19
09

）
「

舉
行

陸
軍

觀
兵

式
兵

員
共

七

千
五

百
人

」

顏
惠

慶
19

08

So
ld

ie
r

O
ne

 w
ho

 se
rv

es
 in

 th
e 

ar
m

y,
 從

軍
之

人
, 

兵
員

, 武
員

, 兵
士

, 士
卒

, 兵
戎

, 軍
人

兵
士

の
数

。
兵

の
人

数
。

ま
た

、
兵

士
。

万
国

新
聞

紙
‐

二
集

・
慶

応
三

年
（

18
67

）
二

月
中

旬
「

仏
国

の
兵

員

新
年

に
六

十
万

人
あ

り
」

伊
藤

特
派

全
権

大
使

復
命

書
附

属
書

類
（

18
85

）
天

津
談

判
・

四
「

其
兵

員
を

適
当

に
訓

練
し

」

兵
站

明
『

元
史

』
「

故
山

川
險

易
之

圖
，

兵
站

屯
田

之
籍

，
遠

方
歸

化
之

人
，

官
私

芻
牧

之
地

，
馳

馬
牛

羊
鷹

集
羽

毛
皮

革
之

徵
，

驛
乘

郵
運

祗
應

公
廨

皂
隸

之
制

，
悉

以
任

之
」

軍
隊

在
後

方
交

通
線

上
設

置
的

供
應

、
轉

運
機

構
，

主
要

負
責

補
給

物
資

、
接

收
傷

病
員

、
招

待
過

往
部

隊
等

。

（
18

95
）

「
并

調
兵

站
總

監
川

氏
軍

令
部

長
樺

山
氏

從
行

」

赫
美

玲
官

話
19

16

Et
ap

pe
n

兵
站

Ho
sp

ita
l

Et
ap

pe
n 
～

兵
站

醫
院

軍
隊

の
戦

闘
力

を
維

持
し

、
作

戦
を

支
援

す
る

た
め

に
、

戦
闘

部
隊

の
後

方
に

あ
っ

て
、

人
員

・
兵

器
・

食
料

な
ど

の
整

備
・

補
給

・
修

理
な

ど
に

あ
た

り
、

ま
た

、
後

方
連

絡
線

の
確

保
な

ど
に

あ
た

る
機

能
、

機
関

。
兵

站
部

。

東
京

朝
日

新
聞

‐
明

治
三

九
年

（
19

06
）

一
月

二
一

日
「

人
馬

一
覧

表
、

衛
生

、
給

養
及

び
兵

站
設

備
概

況
書

を
具

し
、

謹
ん

で
奏

上
す

」

兵
制

春
秋

戰
國

『
尉

繚
子

』
「

凡
兵

制
必

先
定

制
，

先
定

則
士

不
亂

，
士

不
亂

則
刑

乃
明

」

關
於

軍
隊

建
制

及
平

時
、

戰
時

指
揮

管
理

軍
隊

的
制

度
。

未
収

録
（

18
72

）
「

日
本

奮
然

振
起

向
日

兵
制

皆

巳
變

通
成

法
」

馬
禮

遜
18

23
M

IL
IT

AR
Y

M
ili

ta
ry

 re
gu

la
tio

n,
兵

制

兵
備

に
関

し
て

の
制

度
。

軍
隊

の
編

制
、

ま
た

は
兵

員
の

徴
募

に
関

し
て

の
制

度
。

制
度

通
（

17
24

）
一

二
「

兵
制

の
こ

と
、

古
へ

は
軍

兵
を

百
姓

の
内

に
寓

し
て

、
民

の
外

に
わ

け
て

武
士

を
養

ふ
こ

と
な

し
、

こ
れ

を
農

兵
と

云
」

新
聞

雑
誌

‐
二

号
・

明
治

四
年

（
18

71
）

五
月

「
天

下
未

だ
兵

制
の

実
備

を
見

ず
」

兵
種

明
『

兵
録

』
「

長
短

兵
種

類
甚

多
,而

惟
此

一
品

可
擊

」
  ※

「
兵

器
の

種

類
」

の
意

味
と

し
て

使
用

さ
れ

て
い

る
と

思
わ

れ
，

現
代

語
意

味
の

「
兵

種
」

の
使

用
例

は
未

見
。

軍
種

內
的

部
隊

種
類

，
如

步
兵

、
炮

兵
、

裝
甲

兵
等

是
陸

軍
的

各
兵

種
。

未
収

録

（
19

07
）

「
支

配
兵

種
之

制
」

（
19

11
）

「
各

兵
種

敎
育

預
定

各
表

,已
由

敝
處

各
科

人
員

查
照

」

未
収

録

軍
隊

で
兵

科
の

こ
と

。
旧

陸
軍

で
は

憲
兵

、
歩

兵
、

砲
兵

、
工

兵
、

航
空

兵
、

輜
重

（
し

ち
ょ

う
）

兵
な

ど
。

旧
海

軍
で

は
水

兵
、

機
関

兵
、

主
計

兵
、

航
空

兵
、

整
備

兵
な

ど
。

陸
軍

一
年

志
願

兵
条

例
‐

明
治

二
二

年
（

18
89

）
一

条
「

徴
兵

令
第

十
一

条
に

拠
り

一
箇

年
間

陸
軍

現
役

を
志

願
す

る
者

は
兵

種
及

衛
戍

地
を

選
び

服
役

す
る

こ
と

を
得

」

兵
卒

漢
『

史
記

』
「

闔
廬

知
孫

子
能

用
兵

卒
，

以
為

将
」

士
兵

的
舊

稱
。

未
収

録
（

18
72

）
「

戰
艦

兵
卒

,登
陸

助
捕

」
馬

禮
遜

18
23

TR
O

O
PS

O
ne

 h
al

f o
f t

he
 tr

oo
ps

 u
nd

er
 h

is 
co

m
m

an
d 

w
er

e 
al

re
ad

y 
bu

rn
t t

o 
de

at
h 

,
手

下
兵

卒
已

燒
死

一
半

①
軍

人
。

つ
わ

も
の

。
戦

士
。

②
旧

陸
海

軍
で

、
一

番
下

級
の

軍
人

。
兵

士
。

兵
。

書
言

字
考

節
用

集
（

17
17

）
四

「
兵

卒
 ヘ

イ
ソ

ツ
」

陸
軍

省
達

甲
第

一
一

号
‐

明
治

一
一

年
（

18
78

）
四

月
四

日
「

乗
馬

本
分

の
将

校
下

士
兵

卒
参

入
の

節
も

、
乗

馬
の

儘
諸

門
通

行
為

致
候

条
」

8



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

捕
獲

南
北

朝
『

魏
書

』
「

斬
五

十
六

級
，

捕
獲

餘
黨

，
死

者
數

百
人

」
①

捉
住

。
②

緝
拿

。
未

収
録

（
18

72
）

「
或

督
役

緝
拿

,迭
有

捕
獲

,均
未

便
沒

其
微

」

麥
都

思
18

48

TO
 A

PP
RE

HE
N

D
to

 se
iz

e 
,擒

拿
、

擒
獲

、
捕

獲
、

捕
拿

、
拿

獲
、

捉
獲

、
捕

執
、

緝
捕

、
擭

、
捕

捉
、

拿
到

、
拿

着

①
と

ら
え

る
こ

と
。

い
け

ど
る

こ
と

。
と

り
お

さ
え

る
こ

と
。

②
国

際
法

上
、

戦
時

に
、

交
戦

国
の

軍
艦

が
、

敵
国

ま
た

は
中

立
違

反
の

船
舶

を
捕

え
る

こ
と

。
海

上
捕

獲
。

古
事

談
（

12
12

〜
15

頃
）

四
・

満
仲

宅
強

盗
事

「
遂

不
捕

獲
、

於
成

子
内

親
王

〈
宇

多
御

女
〉

家
内

、
捕

獲
紀

近
輔

」
捕

獲
審

検
令

（
明

治
二

七
年

）
（

18
94

）
二

八
条

「
捕

獲
と

検
定

せ

ら
れ

た
る

物
件

は
国

の
所

得
と

す
」

補
給

明
『

度
支

奏
議

』
「

每
季

補
給

舊
欠

月
餉

一
月

，
以

慰
軍

士
之

心
」

明
『

四
鎮

三
關

志
』

「
即

行
補

給
，

不
得

短
少

」
明

『
國

朝
獻

徵
録

』
「

急
宜

修
築

補
給

，
以

備
不

虞
」

①
事

後
交

付
。

②
軍

事
上

指
補

充
、

供
給

彈
藥

和
糧

秣
等

。
未

収
録

（
18

72
）

「
未

允
給

者
,均

照
新

例
一

槪
補

給
」

（
19

03
）

「
鐵

道
隊

馬
匹

補
給

隊
,平

時
武

弁
一

千
三

十
員

,倅
兵

四
萬

七
千

六
百

五
十

三
名

」

顏
惠

慶
19

08

In
de

m
ni

fic
at

io
n

Th
e 

ac
t o

f i
nd

em
ni

fy
in

g,
 賠

償
, 補

償
, 賠

補
, 補

給

消
費

や
損

失
な

ど
で

不
足

し
た

分
を

補
い

与
え

る
こ

と
。

社
会

百
面

相
（

19
02

）
〈

内
田

魯

庵
〉

鉄
道

国
有

・
三

「
利

足
は

年
々

補
給

す
る

」

不
発

弾
な

し
未

収
録

未
収

録
（

19
43

）
「

該
甲

内
有

不
発

弾
,須

留
心

,不
可

去
碰

」
未

収
録

銃
砲

か
ら

発
射

さ
れ

て
も

、
破

裂
し

な
か

っ
た

弾
丸

。

肉
弾

（
19

06
）

〈
桜

井
忠

温
〉

一
三

「
遁

げ
て

帰
る

歩
兵

を
見

て
は

、
遂

に
力

が
抜

け
た

か
、

二
発

は
一

発
と

減
じ

、
最

後
の

一
発

は
不

発
弾

」

布
陣

唐
『

通
典

』
「

布
陣

旗
亂

，
吏

士
驚

惶
，

罪
在

旗
頭

，
斬

之
」

布
列

陣
勢

。

排
列

陣
勢

。
 唐

駱
賓

王
集

九
又

破
設

蒙
儉

露
布

：
“以

去
月

十
七

日
運

營
布

陣
，

踞
險

揚
兵

。
”新

唐
書

一
三

六

李
光

弼
傳

附
郝

廷
玉

：
“它

日
，

魚
朝

恩
聞

其
善

布
陣

，
請

觀
之

。
廷

玉
申

號
令

，
鳴

鼓
角

，
部

伍
坐

作
進

退
若

一
。

”

（
18

73
）

「
兩

軍
皆

作
氣

以
待

敵
,旣

已
相

持
不

下
,忿

不
可

遏
,於

是
布

陣
出

戰
」

顏
惠

慶
19

08

1：
O

rd
er

 O
rd

er
 o

f b
at

tle
, t

he
 a

rr
an

ge
m

en
t a

nd
 

di
sp

os
iti

on
 o

f t
he

 d
iff

er
en

t p
ar

ts
 o

f a
n 

ar
m

y 
fo

r a
ct

io
n,

 列
陣

式
, 布

陣
式

, 排
隊

備
戰

式
2：

Ca
st

ra
m

et
at

io
n

Th
e 

ar
t o

r a
ct

 o
f e

nc
am

pi
ng

, 紮
營

法
, 布

陣
法

3：
Ev

ol
ut

io
n

A 
pr

es
cr

ib
ed

 m
ov

em
en

t o
f a

 b
od

y 
of

 
tr

oo
ps

, o
r o

f a
 v

es
se

l o
r f

le
et

,操
演

, 演
習

, 
布

陣

戦
陣

を
し

く
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
陣

。
陣

立
て

。
ま

た
、

団
体

競
技

、
論

争
な

ど
で

、
相

手
に

対
す

る
人

員
配

置
な

ど
の

構
え

。

漆
胡

樽
（

19
50

）
〈

井
上

靖
〉

二

「
自

ら
精

兵
を

率
ゐ

て
、

漠
北

の
地

に
布

陣
し

た
」

歩
兵

周
『

六
韜

』
「

歩
兵

與
車

騎
戰

，
奈

何
」

①
徒

步
作

戰
的

士
兵

。
②

官
名

。
步

兵
校

尉
的

省
稱

。

徒
步

作
戰

的
士

兵
。

 史
記

一
〇

六
吳

王
濞

傳
：

“吳
多

步
兵

，
步

兵
利

險
；

漢
多

車
騎

，
車

騎
利

平
地

。
”

（
18

72
）

「
兵

制
皆

有
定

額
有

騎
兵

有
步

兵
」

馬
禮

遜
18

23

CO
M

M
AN

D
 T

ak
e 

th
e 

co
m

m
an

d 
of

 a
 h

un
dr

ed
 in

fa
nt

ry
, 

你
領

步
兵

一
百

名

①
徒

歩
で

戦
う

兵
。

雑
兵

。
足

軽
。

②
江

戸
幕

府
の

職
制

で
、

歩
兵

隊
を

組
織

す
る

兵
士

。
一

五
〇

俵
高

、
役

扶
持

一
〇

人
扶

持
で

あ
っ

た
。

③
旧

日
本

陸
軍

の
兵

制
で

、
小

銃
・

機
関

銃
・

歩
兵

砲
な

ど
を

も
っ

て
火

戦
お

よ
び

白
兵

戦
を

行
な

う
兵

種
。

将
門

記
（

94
0頃

か
）

「
将

門
は

未

だ
到

ら
ざ

る
に

先
づ

歩
兵

を
寄

せ
て

略
ぼ

合
戦

せ
し

め
」

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

初
・

三
「

其
給

料
は

任
役

の
年

数
と

職
業

の
異

同
と

に
由

て
多

寡
あ

り
〈

略
〉

尋
常

の
歩

兵
は

一
『

シ
リ

ン
グ

』
一

『
ペ

ン
ス

』
と

定
め

り
」

歩
哨

明
『

撫
遼

奏
議

』
「

歩
哨

把
總

趙
應

㨗
帶

領
歩

軍
五

十
名

，
設

防
大

康
堡

」

清
『

東
華

録
』

「
自

明
董

家
口

喜
峯

口
偵

探
，

囘
奏

擊
敗

明
步

哨
五

十
一

营
，

斬
百

四
十

五
人

」

①
軍

隊
駐

扎
時

擔
任

警
戒

的
士

兵
。

②
泛

指
擔

任
警

戒
的

人
。

未
収

録
（

19
08

）
「

持
鎗

上
岸

步
哨

即
回

報
」

顏
惠

慶
19

08

Pi
ck

et
、

Pi
qu

et
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de
ta

ch
ed

 b
od

y 
of

 tr
oo
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 se

rv
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g 
to
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fr
om

 su
rp

ris
e,

 a
nd

 to
 

op
po

se
 re

co
nn

oi
te

rin
g 

pa
rt

ie
s o

f t
he

 
en

em
y,

 c
al

le
d 

al
so

 o
ut

ly
in

g 
pi

ck
et

, 在
外

保
護

營
兵

之
一

隊
哨

兵
, 步

哨

軍
隊

で
、

警
戒

や
見

張
り

の
任

に
あ

た
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

兵
士

。
哨

兵
。

不
如

帰
（

18
98

〜
99

）
〈

徳
富

蘆

花
〉

下
・

六
「

舎
営

の
門

口
の

晃
め

く
歩

哨
（

ホ
セ

ウ
）

の
銃

剣
」

歩
卒

周
『

六
韜

』
「

以
車

與
步

卒
戰

，
一

車
當

幾
步

卒
」

徒
步

作
戰

的
士

兵
。

卽
步

兵
。

 韓
非

子
 十

過
：

“公
因

起
卒

，
革

車
五

百

乘
，

疇
騎

二
千

，
步

卒
五

萬
，

輔
重

耳
入

之
于

晉
，

立
爲

晉
君

。
”史

記
九

一
黥

布

傳
：

“陛
下

發
步

卒
五

萬

人
，

騎
五

千
，

能
以

取
淮

南
乎

？
”

（
18

72
）

「
古

之
時

,戰
則

以
車

,間
用

步

卒
」

羅
存

德
18

69

1：
In

fa
nt

ry
步

卒
、

步
兵

、
步

軍
2：

Fu
sil

ee
r

輕
步

兵
、

輕
步

卒

徒
歩

の
兵

卒
。

徒
武

者
（

か
ち

む
し

ゃ
）

。
足

軽
。

歩
士

。

色
葉

字
類

抄
（

11
77

〜
81

）
「

歩
卒

 
ホ

ソ
ツ

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

一
・

八
「

大
将

の
名

の
み

あ
り

て
、

歩
卒

（
〈

注
〉

ア
シ

ガ
ル

）
の

名
あ

ら
ず

」

部
隊

晋
『

後
漢

紀
』

「
臣

願
請

兵
五

千
，

加
部

隊
之

號
」

軍
隊

的
通

称
。

軍
隊

。
 後

漢
書

六
十

上
馬

融
傳

：
“臣

願
請

賢
所

不
可

用
關

東
兵

五
千

，
裁

假
部

隊
之

號
，

盡
力

率
厲

…
…
必

克

破
之

。
”宋

史
 禮

志
二

四
：

“明
年

，
復

獵
於

城
南

東
韓

村
，

…
…
合

圍
場

徑
十

餘

里
，

部
隊

相
應

。
”

（
18

96
）

「
該

處
早

有
水

陸
諸

弁
兵

部
隊

恭
送

」

衛
禮

賢
19

11
Ko

ho
rt

e
co

ho
rt

 部
隊

①
軍

隊
等

の
編

制
上

の
各

級
組

織
の

総
称

。
②

旧
日

本
陸

軍
の

軍
隊

、
学

校
、

特
務

機
関

、
ま

た
、

戦
時

に
お

け
る

特
設

機
関

の
総

称
。

令
義

解
（

83
3）

官
衛

・
車

駕
臨

幸

祭
「

凡
車

駕
有

所
臨

幸
、

若
夜

行
、

部
隊

主
帥

〈
謂

。
五

十
人

為
隊

、
即

五
十

人
以

上
長

、
是

為
主

帥
也

〉
各

相
弁

識
」

陸
軍

刑
法

（
明

治
四

一
年

）
（

19
08

）
一

九
条

「
部

隊
と

称
す

る

は
軍

隊
、

官
衙

、
学

校
、

特
務

機
関

及
戦

時
に

於
け

る
陸

軍
の

特
設

機
関

を
謂

ふ
」

9



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

部
将

漢
『

東
觀

漢
記

』
「

伯
升

部
將

宗
人

劉
稷

數
陷

陣
，

潰
圍

，
勇

冠
三

軍
」

部
下

的
武

官
；

軍
中

偏
將

。

軍
中

偏
將

。
 東

觀
漢

記
一

世
祖

光
武

皇
帝

：
“五

月
，

齊
武

王
拔

宛
城

。
後

數
日

，
更

始
收

齊
武

王
部

將
劉

稷
。

”後
漢

書
十

六
寇

恂
傳

：
“執

金
吾

賈
復

在
汝

南
，

部
將

殺
人

於
潁

川
，

恂
捕

得
繫

獄
。

”注
：

“部
將

謂
軍

部
之

下
小

將
也

。
”

（
18

74
）

「
命

下
臣

部
將

應
議

各
職

名
」

未
収

録
一

部
隊

の
大

将
。

兵
要

録
（

17
Ｃ

後
）

六
・

編
隊

「
諸

隊
長

之
中

、
選

其
人

使
統

主
諸

隊
、

謂
之

陣
将

、
或

号
部

将
、

俗
謂

一
陣

之
大

将
、

一
手

之
大

将
者

是
也

」
漢

語
便

覧
（

18
71

）
〈

横
山

監
〉

軍

旅
「

部
将

 フ
シ

ャ
ウ

 ヒ
ト

テ
ノ

タ

イ
シ

ャ
ウ

」

部
署

漢
『

史
記

』
「

梁
部

署
吳

中
豪

傑
爲

校
尉

，
候

，
司

馬
」

①
安

排
、

布
置

。
②

軍
中

武
官

。

安
排

，
布

置
。

 史
記

 項
羽

紀
：

“（
項

）
梁

部
署
吳

中

豪
傑

爲
校

尉
、

候
、

司
馬

。
”又

九
二

淮
陰

侯
傳

：

“欲
發

以
襲

呂
后

、
太

子
，

部
署

已
定

，
待

豨
報

。
”

（
18

72
）

「
往

爲
部

署
婚

務
並

赴
喜

筵
」

麥
都

思
18

48
TO

 IN
CL

O
SE

圍
着

、
部

署
、

龓

①
（

─
す

る
）

役
割

を
定

め
る

こ
と

。
役

目
を

割
り

当
て

る
こ

と
。

手
く

ば
り

す
る

こ
と

。
②

定
め

ら
れ

た
役

割
の

場
所

。
割

り
あ

て
ら

れ
た

役
目

。
持

場
。

ま
た

単
に

、
と

こ
ろ

。
場

所
。

史
記

抄
（

14
77

）
六

・
項

羽
本

紀

「
秦

漢
も

部
五

諸
侯

兵
部

署
す

る
ぞ

」
米

欧
回

覧
実

記
（

18
77

）
〈

久
米

邦

武
〉

一
・

一
三

「
数

百
人

各
部

署
を

分
っ

て
と

と
の

ふ
」

（
1
8
2
7
）

『
日

本
外

史
』

四
・

源
氏

後
記

「
六

月
朔

、
部

署
諸

官
軍

」
 
 
 
 
 
(
中

)
旧

時
、

部
下

・
側

近
の

こ
と

を
い

っ
た

:
宋

『
資

治
通

鑒
』

「
詔

以
天

平
節

度
使

李
嗣

源
爲

招
討

使
，

武
寧

節
度

使
李

紹
榮

爲
部

署
」

 
 
 

 
 
 
(
日

）
定

め
ら

れ
た

役
割

の
場

所
。

割
り

あ
て

ら
れ

た
役

目
。

持
場

。
ま

た
単

に
、

と
こ

ろ
。

場
所

:
（

1
8
7
7
）

『
米

欧
回

覧
実

記
』

一
・

一
三

「
数

百
人

各
部

署
を

分
っ

て
と

と
の

ふ
」

部
下

晋
『

三
國

志
』

「
璋

與
朱

然
斷

羽
走

道
，

到
臨

沮
住

夾
石

，
璋

部
下

司
馬

馬
忠

禽
羽

并
羽

子
平

都
督

趙
累

等
」

部
屬

，
下

級
。

部
屬

，
下

級
。

 三
國

志
 魏

司
馬

芝
傳

：
“自

黃
初

以
來

，
聽

諸
典

農
治

生
，

各
爲

部
下

之
計

，
誠

非
國

家
大

體
所

宜
也

。
”南

齊
書

 高
帝

紀
上

：
“七

年
，

徵
還

京
師

，
部

下
勸

勿
就

徵
。

”

（
18

72
）

「
部

下
李

某
輸

情
於

賊
,敗

露
卽

受
戮

」

羅
存

德
18

69
Bo

ar
d。

 o
ffi

ce
rs

 n
ot

 m
em

be
rs

 o
f o

ne
 o

f 
th

e 
Su

pr
em

e 
Bo

ar
ds

 部
下

①
支

配
、

管
轄

下
の

地
域

の
内

部
。

部
内

。
②

組
織

な
ど

で
、

あ
る

人
の

下
に

属
し

、
そ

の
指

示
・

命
令

に
よ

っ
て

行
動

す
る

人
。

て
し

た
。

配
下

。

六
如

庵
詩

鈔
‐

二
編

（
17

97
）

三
・

寄
題

波
響

楼
「

多
暇

乃
能

好
儒

術
、

部
下

済
済

足
琳

球
」

消
防

組
規

則
（

明
治

二
七

年
）

（
18

94
）

四
条

「
組

頭
は

警
察

官
の

命
を

承
け

部
下

の
指

揮
取

締
に

任
し

」

参
謀

晋
『

三
国

志
』

「
遼

東
平

定
，

以
參

謀
之

功
各

進
爵

」

唐
『

元
次

山
集

』
「

臣
伏

奉
某

月
日

，
勑

除
臣

監
察

御
史

，
裏

行
依

前
，

充
山

南
東

道
節

度
叅

謀
，

忽
承

天
澤

不
勝

慶
喜

」

①
參

與
出

謀
劃

策
；

商
議

。
②

出
謀

畫
策

的
人

。
③

官
名

。
④

軍
隊

職
務

名
。

參
與

指
揮

部
隊

行
動

和
制

定
作

戰
計

劃
等

。

㊀
參

與
或

共
同

策
劃

。
 後

漢
書

十
六

鄧
禹

傳
附

鄧
騭

：
 

“其
有

大
議

，
乃

詣
朝

堂
，

與
公

卿
參

謀
。

”三
國

志
 魏

 劉
放

傳
：

“遼
東

平
定

，
以

參
謀

之
功

，
各

進
爵

，
封

本
縣

。
”

㊁
官

名
。

唐
天

下
兵

馬
元

帥
下

有
行

軍
參

謀
，

參
與

軍
中

機
密

。
清

末
海

軍
部

設
有

參
謀

官
，

分
一

、
二

等
，

掌
承

辦
本

部
諮

詢
事

件
，

參
訂

章
制

。
參

閲
新

唐
書

 百
官

志
四

下
、

清
史

稾
 職

官
志

六
海

軍
部

（
18

76
）

「
後

風
塵

作
吏

,帷
幄

叅
謀

,未
忍

拋
棄

」

羅
存

德
18

69
Ad

vi
se

r
a 

m
em

be
r o

f t
he

 c
ou

nc
il,
參

謀

①
機

務
密

謀
に

参
与

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

人
。

②
高

級
指

揮
官

の
幕

僚
と

し
て

人
事

、
情

報
、

作
戦

、
兵

站
（

へ
い

た
ん

）
、

教
育

訓
練

な
ど

の
計

画
に

参
与

し
、

こ
れ

を
補

佐
す

る
役

目
の

将
校

。

新
令

字
解

（
18

68
）

〈
荻

田
嘯

〉

「
参

謀
 サ

ン
バ

ウ
 ソ

ウ
ダ

ン
ニ

ア

ヅ
カ

ル
コ

ト
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

五
・

三
「

参
謀

（
サ

ン
ボ

ウ
）

桂
佐

久
間

の
面

々
に

は
か

に
兵

士
を

指
揮

し
つ

つ
」

参
戦

南
北

朝
『

宋
書

』
「

晉
文

帝
爲

相
國

，
相

國
府

置
中

衛
將

軍
，

驍
騎

將
軍

，
左

右
長

史
，

司
馬

從
事

中
郎

四
人

，
主

簿
四

人
，

舍
人

十
九

人
，

參
軍

二
十

二
人

，
參

戰
十

一
人

，
掾

屬
三

十
三

人
」

①
官

名
。

負
責

參
謀

作
戰

事
務

。
②

參
加

戰
鬥

、
戰

爭
。

未
収

録

（
19

15
）

「
嚴

守
中

立
不

可
參

戰
」

（
19

17
）

「
中

國
參

戰
諸

問
題

中
之

增
加

關
税

問
題

」

未
収

録

戦
争

に
参

加
す

る
こ

と
。

あ
る

国
が

他
国

間
の

戦
争

に
際

し
て

い
ず

れ
か

の
国

に
加

担
し

て
兵

力
を

動
か

す
こ

と
で

、
戦

争
状

態
に

入
る

こ
と

。

多
甚

古
村

（
19

39
）

〈
井

伏
鱒

二
〉

狂
人

と
狸

と
家

計
簿

「
参

戦
の

希
望

が
か

な
ひ

ま
し

た
ら

、
男

子
一

生
の

面
目

で
あ

り
大

い
に

頑
張

り
ま

す
」

古
代

語
に

お
い

て
、

官
名

以
外

、
「

戦
争

を
参

加
す

る
」

の
意

味
と

し
て

の
用

例
は

未
見

。

操
典

明
『

古
儷

府
』

「
名

分
於

一
統

，
為

斷
例

於
五

經
操

典
」

規
定

軍
事

操
作

要
領

和
原

則
的

書
。

未
収

録
（

19
08

）
「

由
部

訂
定

水
師

操
典

,通
飭

各

省
操

練
」

赫
美

玲
官

話
19

16
Dr

ill
～

 b
oo

k,
操

典

旧
日

本
陸

軍
各

兵
種

の
、

教
練

お
よ

び
戦

闘
に

関
す

る
制

式
・

法
則

を
規

定
し

た
典

拠
書

。
「

歩
兵

操
典

」
「

騎
兵

操
典

」
な

ど
。

肉
弾

（
19

06
）

〈
桜

井
忠

温
〉

二
一

「
操

典
（

サ
ウ

テ
ン

）
に

示
し

て
あ

る
や

う
に

正
規

の
隊

形
を

保
っ

て
攻

撃
す

る
事

は
」

古
代

語
で

は
、

「
五

經
」

は
つ

ま
り

易
・

書
・

詩
・

礼
・

春
秋

と
い

う
5
種

の
典

籍
を

言
う

、
「

五
經

操
典

」
は

つ
ま

り
こ

の
よ

う
な

「
模

範
的

な
経

典
」

の
意

味
で

あ
ろ

う
。

操
練

宋
『

九
峰

先
生

集
』

「
吾

廣
州

郡
鄉

兵
操

練
待

戰
」

①
以

隊
列

形
式

教
授

和
練

習
軍

事
技

能
。

②
練

習
。

③
猶

實
踐

。
未

収
録

（
18

72
）

「
自

赴
任

以
來

,操
練

廵
防

,均
形

得
力

」

馬
禮

遜
18

23
DI

SC
IP

LI
N

E
or

 tr
ai

n 
so

ld
ie

rs
,操

練
軍

士

①
兵

士
を

操
縦

・
訓

練
す

る
こ

と
。

教
練

。
調

練
。

練
兵

。
②

（
比

喩
的

に
）

訓
練

す
る

こ
と

。

政
談

（
17

27
頃

）
三

「
此

筋
は

当
時

な
き

こ
と

な
れ

ど
も

、
操

練
の

習
し

に
非

ず
ん

ば
知

れ
難

し
」

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

二
・

二
「

爾
後

益
々

生
兵

を
募

り
武

噐
を

製
し

操
練

怠
た

る
こ

と
な

し
」

曹
長

唐
『

蠻
書

』
「

其
六

，
曹

長
，

卽
爲

主
，

外
司

公
務

」

宋
『

新
唐

書
』

「
有

六
曹

長
，

曹
長

有
功

，
補

大
軍

将
」

唐
人

好
以

他
名

標
榜

官
稱

，
尚

書
丞

郎
、

郎
中

相
呼

爲
“曹

長
”。

唐
人

好
以

他
名

標
榜

官
稱

，
尚

書
丞

郎
、

郎
中

相
呼

爲
曹

長
。

見
唐

 李
肇

國
史

補

下
、

宋
 洪

邁
容

齋
隨

筆
四

筆
十

五
官

稱
别

名
。

（
18

84
）

「
復

聞
此

次
事

起
時

,日
本

護
衞

營
曹

長
一

名
,隊

目
兵

各
一

名
因

傷
而

死
,陸

軍
生

徒
及

商
民

之
死

者
二

十
九

人
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Fe

ld
ta

ub
e、

Fe
lse

nt
au

be
、

Fe
ld

ul
m

e、
Fe

ld
rü

st
er
、

Fe
ld

w
eb

el
se

rg
ea

nt
-m

aj
or

,司
務

長
、

持
務

曹
長

、
把

總 2：
Vi

ce
fe

ld
w

eb
el

vi
ce

-s
er

ge
an

t-
m

aj
or

,副
曹

長

3：
W

ac
ht

m
ei

st
er

se
rg

ea
nt

-m
aj

or
 o

f c
av

al
ry

,騎
兵

曹
長

旧
日

本
陸

軍
の

下
士

官
の

最
上

級
の

階
級

。
准

尉
の

下
、

軍
曹

の
上

の
位

。

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

一
・

一
「

其
一

、
曹

長
（

一
等

、
二

等
）

」

10



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

側
防

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

12
）

「
有

輕
戰

炮
兵

營
者

,光
復

時
所

編
練

,原
爲

要
塞

側
防

之
用

」

（
19

29
）

「
至

江
口

迤
東

之
側

防
,及

同
江

縣
城

之
後

方
」

顏
惠

慶
19

08

Ta
m

bo
ur

 A
 w

or
k 

fo
rm

ed
 o

f p
al

isa
de

s o
r l

on
g 

pi
ec

es
 

of
 w

oo
d 

pl
an

te
d 

cl
os

e 
to

ge
th

er
, a

nd
 

dr
iv

en
 tw

o 
or

 th
re

e 
fe

et
 in

to
 th

e 
gr

ou
nd

, 
栅

, 側
防

籬

正
面

か
ら

来
襲

す
る

敵
に

、
側

面
か

ら
射

撃
で

き
る

よ
う

に
陣

地
や

堡
塁

（
ほ

う
る

い
）

を
設

備
す

る
こ

と
。

東
京

日
日

新
聞

‐
明

治
三

八
年

（
19

05
）

一
月

二
日

「
松

樹
山

及
其

以
東

に
あ

る
砲

塁
線

に
対

し
、

其
穹

窖
及

び
側

防
を

破
壊

し
つ

つ
あ

り
」

側
射

明
『

震
澤

集
』

「
明

月
出

海
底

，
側

射
萬

頃
澄

波
」

未
収

録
未

収
録

（
19

18
）

「
本

隊
雖

有
險

遭
側

射
之

處
,仍

均
賈

勇
向

前
,弗

顧
生

死
,四

面
殺

喊
,聲

震
山

谷
」

未
収

録
敵

の
側

面
に

向
け

て
の

射
撃

。
側

面
射

撃
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Fe

u 
de

 fl
an

c 
ou

 
fla

nq
ua

nt
 〈

略
〉

側
射

」

古
代

語
に

お
い

て
、

「
側

面
か

ら
反

射
す

る
、

照
り

映
え

る
」

の
意

味
と

し
て

の
用

例
が

あ
る

。

側
翼

宋
『

斜
川

集
』

「
秋

風
中

人
如

劍

芒
，

飛
蠅

側
翼

何
處

藏
」

明
『

文
氏

五
家

集
』

「
必

謹
察

其
㡬

暗

室
屋

漏
中

，
神

明
常

在
側

翼
」

作
戰

時
部

隊
的

兩
翼

。
未

収
録

（
19

14
）

「
法

國
第

六
軍

與
英

軍
將

擊
其

側
翼

」
未

収
録

建
物

の
中

心
部

か
ら

外
側

に
長

く
伸

び
た

部
分

。

風
立

ち
ぬ

（
19

36
〜

38
）

〈
堀

辰

雄
〉

風
立

ち
ぬ

「
サ

ナ
ト

リ
ウ

ム
は

、
い

く
つ

か
の

側
翼

を
並

行
に

拡
げ

な
が

ら
、

南
を

向
い

て
立

っ
て

ゐ
た

」

古
代

語
に

お
い

て
、

「
鳥

や
昆

虫
な

ど
の

翼
」

の
意

味
と

し
て

も
使

用
さ

れ
て

い
た

が
、

「
軍

陣
の

側
面

」
と

し
て

の
使

用
例

は
未

見
。

査
哨

明
『

無
夢

園
初

集
』

「
有

令
接

哨
，

有
號

查
哨
」

檢
查

哨
兵

執
行

任
務

是
否

盡
職

。
未

収
録

（
18

79
）

「
知

府
李

松
榮

辭
赴

松
江

一
帶

查
哨

」

赫
美

玲
官

話
19

16
Ex

am
in

e
Ex

am
in

in
g 

po
st

,查
哨

軍
隊

駐
軍

間
の

警
戒

線
の

一
つ

で
、

歩
哨

線
を

通
過

す
る

民
間

人
、

軍
使

、
降

参
兵

な
ど

を
取

り
調

べ
る

こ
と

。

な
し

長
官

春
秋

戦
国

『
管

子
』

「
吏

不
敢

以
長

官
威

嚴
危

其
命

，
民

不
以

珠
玉

重
寶

犯
其

禁
」

　

漢
『

史
記

』
「

然
皆

非
公

侯
之

後
，

非
長

官
之

吏
也

」
宋

『
雍

録
』

「
按

此
所

言
，

則
嘗

以
諸

司
長

官
之

待
」

明
『

蜀
中

廣
記

』
「

知
縣

李
長

官
云

，
故

知
君

之
將

至
也

」

①
上

級
官

員
；

上
司

。
②

衆
官

之
長

。
多

指
級

別
較

高
的

官
吏

。
③

唐
宋

時
多

指
縣

令
。

④
官

吏
的

泛
稱

。

㊀
上

官
，

高
官

。
 管

子
 禁

藏
：

“吏
不

敢
以

長
官

威
嚴

危
其

命
，

民
不

以
珠

玉
重

寶
犯

其
禁

。
”史

記
一

一
二

主

父
偃

傳
上

書
：

“及
秦

皇
帝

崩
，

天
下

大
叛

。
…

…
窮

山

通
谷

豪
士

並
起

，
不

可
勝

載
也

。
然

皆
非

公
侯

之
後

，
非

長
官

之
吏

也
。

”
㊁

唐
 宋

時
多

指
縣

令
。

 唐
元

稹
長

慶
集

二
四

連
昌

宮
詞

：
“長

官
清

平
太

守
好

，

揀
選

皆
言

由
相

公
。

”宋
 蘇

軾
分

類
東

坡
詩

三
夷

陵
縣

歐
陽

永
叔

至
喜

堂
：

“故
老

問

行
客

，
長

官
今

白
鬚

。
”㊂

官
吏

之
泛

稱
。

 清
 李

漁
奈

何
天

傳
奇

籌
餉

：
“原

來
是

解
邊

餉
的

，
請

問
長

官
，

還
是

用
酒

，
還

是
用

飯
？

”
㊃

官
名

。
元

時
於

内
蒙

 燕
豫

 齊
 陝

 甘
等

處
，

立
長

官

司
提

領
所

，
以

分
理

之
。

其
置

於
西

南
諸

溪
洞

者
，

謂
之

蠻
夷

長
官

司
，

設
長

官
、

副
長

官
、

掌
司

事
，

參
用

土
人

爲
之

。
明

 清
沿

元
舊

稱
，

只
作

爲
土

官
名

號
。

又
設

有
蠻

夷
長

官
司

長
官

。
參

閲
歷

代
職

官
表

七
二

。

（
18

73
）

「
必

有
明

惠
之

長
官

爲
之

維
持

調
護

」
（

18
75

)「
捕

頭
玉

魁
自

知
勾

盜
殃

民
、

恐

被
長

官
識

破
、

則
干

犯
罪

戾
必

難
寬

容
」

（
18

83
）

「
某

府
警

察
署

長
官

奉
論

方
今

高
田

自
由

黨
事

變
,凡

府
下

各
黨

會
務

須
嚴

加
留

意
」

羅
存

德
18

69

Su
pe

rio
r

su
pe

rio
r o

ffi
ce

rs
,大

官
、

大
憲

、
上

憲
、

大

員
、

上
司

、
上

等
官

、
長

官

①
令

制
で

、
四

等
官

の
第

一
位

。
そ

の
官

司
の

職
務

の
全

体
を

統
轄

す
る

も
の

。
②

現
在

で
は

、
内

閣
法

制
局

、
最

高
裁

判
所

な
ど

の
ほ

か
、

文
化

庁
、

防
衛

庁
な

ど
の

官
庁

の
長

を
い

う
。

ま
た

、
戦

前
の

軍
隊

、
地

方
庁

な
ど

に
お

い
て

、
最

高
責

任
者

を
呼

ぶ
語

と
し

て
も

用
い

ら
れ

た
。

続
日

本
紀

‐
和

銅
元

年
（

70
8）

九

月
戊

子
「

以
正

四
位

上
阿

倍
朝

臣
宿

奈
麻

呂
、

従
四

位
下

多
治

比
真

人
池

守
為

造
平

城
京

司
長

官
」

曾
良

宛
芭

蕉
書

簡
‐

元
祿

七
年

（
16

94
）

閏
五

月
二

一
日

「
万

事
は

い
せ

山
田

を
し

こ
な

し
、

庵
な

ど
結

候
而

、
長

官
一

家
の

洛
中

見
物

な
ど

取
持

候
と

て
」

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

五
・

二
九

「
巴

礼
（

パ
レ

イ
）

囚
れ

た
り

し
が

、
敵

の
長

官
の

深
き

全
創

を
療

治
し

」

日
本

語
の

場
合

、
中

国
語

に
言

う
「

長
官

」
＝

「
上

司
」

の
意

味
に

相
当

す
る

語
は

、
「

上
官

」
が

使
わ

れ
て

い
る

。

常
備

軍
な

し
①

指
隨

時
投

入
戰

鬥
的

主
力

部
隊

。
②

國
家

平
時

保
留

的
正

規
軍

。
未

収
録

（
18

84
）

「
日

本
研

究
水

陸
兩

軍
不

遺
餘

力
（

略
）

以
兵

船
十

四
艘

,爲
常

備
軍

艦

隊
」

（
19

01
）

「
所

有
陸

軍
將

來
分

作
六

旗
,内

有
三

旗
,作

爲
常

備
軍

可
赴

外
洋

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ar

m
y

st
an

di
ng

 a
rm

y,
 常

備
軍

2：
Re

gu
la

r
A 

so
ld

ie
r b

el
on

gi
ng

 to
 a

 p
er

m
an

en
t a

rm
y,

 
制

兵
, 常

備
軍

3：
St

an
di

ng
st

an
di

ng
 fo

rc
es

, a
 st

an
di

ng
 a

rm
y,

 常
額

之

兵
, 常

兵
, 常

備
軍

平
常

備
え

て
お

く
軍

隊
。

平
時

編
制

に
よ

っ
て

さ
だ

め
ら

れ
た

国
防

兵
力

。

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

二
・

二
「

常
備

軍
 屯

営
に

在
て

現

役
に

服
す

る
者

と
す

」

廠
営

明
『

天
目

集
』

「
己

未
，

舉
進

士
，

除
營

繕
司

主
事

，
視

通
州

厰
營

」
未

収
録

未
収

録
（

18
97

）
「

莫
如

就
地

取
材

,先
自

建
廠

營
」

未
収

録
軍

隊
が

粗
末

な
建

物
に

泊
る

こ
と

。
廠

舎
（

し
ょ

う
し

ゃ
）

に
宿

営
す

る
こ

と
。

な
し

11



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

撤
兵

『
三

国
志

』
「

羽
果

信
之

，
稍

撤
兵

以
赴

樊
」

撤
退

或
撤

回
軍

隊
。

未
収

録
（

18
72

）
「

奈
軍

火
將

罄
不

能
久

留
,予

適

奉
調

囘
省

,乃
遂

撤
兵

」

顏
惠

慶
19

08

 1
：

Ev
ac

ua
te

to
 e

va
cu

at
e 

th
e 

so
ld

ie
rs

 fr
om

 a
 c

ou
nt

ry
, 退

兵
出

境
, 撤

兵
出

境

2：
Di

sb
an

d
To

 b
re

ak
 u

p 
an

d 
di

sm
is

s a
 b

an
d 

or
 b

od
y 

of
 m

en
, a

s a
 re

gi
m

en
t o

r a
n 

ar
m

y,
 解

兵
, 

散
隊

, 撤
兵

, 解
散

3：
Di

se
m

bo
dy

To
 d

isb
an

d,
 a

s a
 m

ili
ta

ry
 b

od
y,

 散
兵

, 解
隊

伍
, 撤

兵

4：
Di

sb
an

dm
en

t
Th

e 
ac

t o
f d

is
ba

nd
in

g,
 散

兵
, 撤

兵
, 解

兵
, 

解
散

5：
Di

se
m

bo
di

m
en

t
Th

e 
ac

t o
f d

is
em

bo
dy

in
g 

or
 d

is
ba

nd
in

g,
 

撤
兵

, 撤
營

, 脫
軀

殼
, 離

肉
體

派
遣

し
て

あ
る

軍
隊

を
そ

の
地

か
ら

引
き

揚
げ

る
こ

と
。

嘉
永

明
治

年
間

録
（

18
69

）
一

五
・

慶
応

二
年

九
月

二
〇

日
「

御
門

等
右

八
ヶ

所
へ

撤
兵

四
大

隊
を

以
て

日
々

交
代

此
外

一
大

隊
京

都
詰

但
一

小
隊

四
十

人
一

大
隊

四
百

人
右

之
外

三
小

隊
大

坂
詰

」

城
堡

唐
『

晋
書

』
「

河
南

城
堡

承
風

歸
順

者
甚

衆
」

①
城

壘
。

②
特

指
西

方
中

世
紀

封
建

領
主

的
宅

第
或

小
城

。
今

多
泛

指
堡

壘
式

的
小

城
。

未
収

録

（
18

75
）

「
必

須
作

五
日

程
,方

得
過

去
,其

中
相

間
亦

有
小

城
堡

,而
人

烟
縂

不
能

稠

密
」

馬
禮

遜
18

23
DE

FE
N

CE
or

 o
ut

er
 w

or
ks

 o
f a

 c
ity

, 城
堡

城
と

砦
（

と
り

で
）

。
敵

を
防

ぐ
た

め
の

城
。

砦
。

改
正

増
補

和
訳

英
辞

書
（

18
69

）

「
M

un
im

en
t 城

堡
（

ジ
ョ

ウ

ホ
）

。
守

（
マ

モ
リ

）
。

免
許

ヲ
受

テ
居

ル
証

書
明

六
雑

誌
‐

一
七

号
（

18
74

）
知

説
・

二
〈

西
周

〉
「

銃
砲

船
艦

其
精

を
極

め
、

城
堡

墩
障

其
堅

を
尽

し
」

持
久

戦
な

し

持
續

時
間

較
長

的
戰

爭
。

通
常

是
戰

略
防

禦
的

一
方

在
相

對
劣

勢
的

情
況

下
采

取
的

逐
步

削
弱

敵
人

，
壯

大
自

己
，

最
後

戰
勝

敵
人

的
戰

略
方

針
。

未
収

録
（

19
21

）
「

川
軍

决
不

西
歸

,利
用

夔
巫

山

隘
,作

持
久

戰
」

未
収

録

決
戦

を
避

け
、

で
き

る
だ

け
時

間
を

引
き

の
ば

し
て

戦
う

方
法

。
相

手
の

消
耗

、
援

軍
の

到
着

待
ち

、
政

治
的

か
け

ひ
き

な
ど

の
手

段
に

使
わ

れ
る

。
転

じ
て

、
根

気
よ

く
相

手
の

出
方

を
待

つ
こ

と
な

ど
に

も
い

う
。

長
期

戦
。

黒
い

眼
と

茶
色

の
目

（
19

14
）

〈
徳

富
蘆

花
〉

三
・

三
「

叔
母

さ
ん

の
病

気
は

ど
う

せ
持

久
戦

（
ヂ

キ
ウ

セ
ン

）
と

云
ふ

こ
と

に
な

っ
て

」

斥
候

周
『

六
韜

』
「

溝
壘

悉
壞

，
隘

塞
不

守
，

斥
候

懈
怠

」

①
偵

察
；

候
望

。
②

指
偵

察
、

候
望

的
人

。
③

用
以

瞭
望

敵
情

的
土

堡
。

④
指

大
船

上
用

以
瞭

望
的

小
屋

。

放
哨

，
偵

察
。

也
指

偵
察

的
人

。
 左

傳
襄

十
一

年
：

“納
斥

候
，

禁
侵

掠
。

”漢
書

四
八

賈
誼

傳
陳

政
事

疏
：

“斥
候

望
烽

燧
，

不
得

臥
。

”也
作

“斥
堠

”。
 三

國
志

 吳
 孫

韶
傳

：
“常

以
警

疆
埸

遠
斥

堠
爲

務
。

”

（
19

04
）

「
彼

我
小

戰
,不

過
日

本
駐

紥
彼

處
之

二
三

兵
士

,擊
退

敵
之

斥
候

騎
而

已
」

麥
都

思
18

48
TO

 S
TA

N
D

to
 st

an
d 

al
oo

f,斥
候

敵
情

、
地

形
そ

の
他

の
諸

種
の

状
況

を
偵

察
・

捜
索

す
る

た
め

、
部

隊
か

ら
派

遣
す

る
小

兵
力

の
人

員
。

令
義

解
（

71
8）

職
員

・
大

国
条

「
守

一
人

。
〈

〈
略

〉
其

陸
奥

出
羽

越
後

等
国

。
兼

知
饗

給
。

征
討

。
斥

候
。

〈
謂

。
斥

逐
也

。
言

候
逐

於
非

常
也

〉
〉

」
新

令
字

解
（

18
68

）
〈

荻
田

嘯
〉

「
斥

候
 セ

キ
コ

ウ
 モ

ノ
ミ

」

衝
撃

五
代

『
舊

唐
書

』
「

嗣
業

每
持

大
棒

衝
擊

，
賊

眾
披

靡
，

所
向

無
敵

」
宋

『
御

風
辭

』
「

衝
擊

隙
穴

，
震

蕩
宇

宙
，

披
拂

草
木

，
奮

厲
江

海
」

猶
衝

鋒
。

未
収

録

（
18

72
）

「
運

河
以

外
有

衝
擊

之
虞

,如
曹

單
金

魚
諸

縣
臨

南
大

河
,惟

賴
太

行
古

隄
障

之
」

（
18

72
）

「
與

別
國

火
船

衝
擊

者
亦

不
少

矣
」

（
19

23
）

「
不

受
潮

流
之

冲
擊

,獨
具

自
立

之
精

神
,因

本
縣

有
特

異
之

點
」

羅
存

德
18

69

1：
Fa

ll
di

tt
o,

 to
 a

ss
au

lt,
衝

擊
、

衝
打

2：
Br

un
t

th
e 

br
un

t o
f b

at
tle

,交
鋒

衝
擊

①
（

─
す

る
）

敵
な

ど
に

激
し

く
突

き
あ

た
っ

て
う

つ
こ

と
。

突
撃

。
②

人
の

心
に

激
し

い
感

情
の

た
か

ぶ
り

を
起

こ
さ

せ
る

こ
と

。
激

し
い

感
動

。
心

に
受

け
る

強
い

刺
激

。
③

物
体

に
瞬

間
的

に
、

急
激

に
加

え
ら

れ
る

力
。

撃
力

。

日
本

外
史

（
18

27
）

三
・

源
氏

正
記

「
義

経
以

数
百

騎
。

攅
〓

蹄
衝

撃
。

因
乱

射
之

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

八
・

一
五

「
人

ご
と

に
喇

叭
（

ら
っ

ぱ
）

を
持

た
し

め
、

敵
の

翼
を

衝
撃

せ
し

か
ば

、
敵

軍
大

い
に

敗
走

せ
り

」
銀

二
郎

の
片

腕
（

19
17

）
「

も
っ

と

ひ
ど

い
こ

と
を

考
へ

た
こ

と
も

あ
る

の
で

〈
略

〉
新

た
な

衝
撃

は
感

じ
な

か
っ

た
」

衝
角

な
し

未
収

録
未

収
録

な
し

未
収

録

敵
艦

に
衝

突
し

て
艦

側
に

穴
を

あ
け

る
た

め
、

艦
首

の
喫

水
線

下
に

設
け

た
突

出
部

。
日

本
の

軍
艦

で
は

明
治

末
年

に
廃

止
さ

れ
た

。

現
代

語
大

辞
典

（
19

32
）

〈
藤

村

作
・

千
葉

勉
〉

「
し

ょ
う

か
く

 衝
角

 敵
艦

に
衝

突
し

た
際

之
を

突
き

破
る

為
め

艦
首

に
装

置
さ

れ
た

鋼
の

尖
角

」

衝
破

元
『

三
戰

吕
布
』
「
人
如
天
降
馬
如

龍
，

衝
破

軍
圍

一
萬

重
」

①
猶

突
破

；
沖

決
。

②
比

喻
打

破
限

制
。

未
収

録

（
18

72
）

「
永

定
河

堤
爲

水
冲

塌
運

河
,亦

冲
破

河
埂

」

（
18

95
）

「
兵

力
單

薄
者

,可
引

軍
衝

破
」

麥
都

思
18

48

TO
 D

EF
EA

T
破

敵
、

打
敗

、
冲

破
、

毀
折

、
破

敗
、

覆
、

勝
敵

つ
き

や
ぶ

る
こ

と
。

突
破

。

勅
語

濫
用

の
弊

衝
破

せ
ざ

る
可

ら
ず

（
18

93
）

〈
柏

木
義

円
〉

「
衝

突
な

る
か

な
衝

突
な

る
か

な
、

衝
突

せ
ざ

れ
ば

衝
破

す
る

こ
と

を
得

ず
」

12



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

衝
突

南
北

朝
『

魏
書

』
「

有
似

園
中

之

鹿
，

急
則

衝
突

，
緩

之
則

定
」

唐
『

南
史

』
「

選
精

騎
八

千
，

率
先

衝
突

」

宋
『

春
渚

紀
聞

·
罵

胥
詩

對
』

「
躍

馬
還

家
，

道
逢

道
人

，
衝

突
而

過
」

明
『

古
今

小
説

』
「

因
出

言
不

遜
，

衝
突

了
試

官
，

打
落

下
去

」

明
『

長
安

客
話

·
古

榆
關
』
「
柳
柵

沙
溝

，
衝

突
道

側
，

行
旅

患
之

」

①
沖

襲
；

突
擊

。
指

近
戰

。
②

水
流

沖
擊

堤
岸

；
亦

謂
水

流
奔

突
。

③
直

闖
。

④
碰

撞
；

沖
撞

。
⑤

指
冒

犯
。

⑥
爭

執
；

爭
鬥

。
⑦

矛
盾

。
⑧

向
前

突
出

。

原
指

衝
前

突
擊

。
 釋

名
 釋

船
：

“狹
而

長
曰

艨
衝

，
以

衝
突

敵
船

也
。

”後
漢

書
七

三
劉

虞
傳

：
“(
公

孫
)瓚

乃
募

鋭
士

數
百

人
，

因
風

縱
火

，
直

衝
突

之
。

”梁
書

 杜
崱

傳
：

“及
戰

，
(侯

)景
親

率

精
鋭

，
左

右
衝

突
，

崱
從

嶺
後

橫
截

之
，

景
乃

大
敗

。
” 

今
通

稱
因

爭
執

而
互

鬥
曰

衝
突

。

（
18

72
）

「
或

駕
輕

車
以

衝
突

,或
騎

駿
馬

以
驅

馳
」

（
18

74
）

「
每

當
花

桃
漲

泛
,驚

濤
駭

浪
衝

突
堪

虞
」

馬
禮

遜
18

23

1：
AB

RU
PT

To
 o

ffe
nd

 a
 p

er
so

n 
by

 a
n 

ab
ru

pt
 m

an
ne

r, 
衝

突
; 唐

突

2：
IM

PE
RT

IN
EN

T
ab

ru
pt

 sp
ee

ch
,衝

突
的

言
語

①
攻

撃
す

る
こ

と
。

突
入

す
る

こ
と

。
②

二
つ

以
上

の
物

が
ぶ

つ
か

り
合

っ
て

短
い

時
間

内
に

大
き

な
力

を
及

ぼ
し

合
う

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

現
象

。
つ

き
あ

た
る

こ
と

。
ぶ

つ
か

る
こ

と
。

③
立

場
、

意
見

な
ど

の
相

反
す

る
も

の
ど

う
し

が
、

言
論

や
腕

力
・

武
力

で
争

い
合

う
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
争

い
。

日
本

外
史

（
18

27
）

四
・

源
氏

後
記

「
敵

四
面

萃
之

。
高

重
左

右
衝

突
。

所
向

皆
披

」
周

南
先

生
文

集
（

17
60

）
三

・
丁

未

秋
従

物
先

生
泛

舟
墨

水
「

唯
是

桓
譚

無
信

讖
、

寧
知

衝
突

断
肝

心
」

新
令

字
解

（
18

68
）

〈
荻

田
嘯

〉

「
衝

突
 シ

ョ
ウ

ト
ツ

 ツ
キ

ア
タ

ル
」

銃
床

明
『

神
器

譜
』

「
左

手
攅

定
銃

床
，

用
右

手
向

火
門

」
未

収
録

未
収

録
（

19
20

）
「

大
小

銃
床

,一
應

全
備

」
未

収
録

銃
身

を
装

着
す

る
木

製
の

部
分

。
前

床
、

銃
把

、
床

尾
か

ら
な

る
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
M

on
tu

re
 d

’u
n 

fu
sil

 
〈

略
〉

銃
床

」

銃
撃

明
『

經
略

復
國

要
編

』
「

李
如

栢
頭

盔
亦

被
銃

擊
，

幸
有

襯
盔

綿
厚

未
至

重
傷

」
明

『
督

蜀
疏

草
』

「
苗

兵
焚

燒
洞

底
，

銃
擊

賊
首

一
名

，
打

死
二

名
」

清
『

懷
陵

流
寇

始
終

録
』

「
賊

二
萬

人
踰

王
屋

山
，

至
西

陽
，

官
兵

銃
撃

却
之

」

未
収

録
未

収
録

（
19

26
）

「
出

手
銃

擊
之

,砰
然

一
聲

,園
中

諸
人

皆
震

」
未

収
録

小
銃

、
機

関
銃

な
ど

の
銃

器
で

射
撃

す
る

こ
と

。
銃

を
撃

つ
こ

と
。

音
訓

新
聞

字
引

（
18

76
）

〈
萩

原
乙

彦
〉

「
銃

撃
 ジ

ウ
ケ

キ
 テ

ッ
パ

ウ

ウ
ツ

」
伊

藤
特

派
全

権
大

使
復

命
書

附
属

書
類

（
18

85
）

北
京

晤
談

筆
記

・
二

「
時

に
貴

国
の

兵
は

突
然

我
公

使
並

に
我

兵
に

対
し

て
銃

撃
を

加
へ

り
」

銃
架

明
『

兵
録

』
「

前
手

托
銃

架
中

腰
，

後
手

開
火

門
」

未
収

録
未

収
録

な
し

未
収

録
小

銃
を

た
て

か
け

て
お

く
台

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ch

ev
al

et
 〈

略
〉

銃
架

 
壁

へ
真

直
ニ

接
着

シ
数

鈎
ヲ

具
有

シ
銃

ヲ
安

置
ス

ル
者

ヲ
云

」

銃
剣

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

07
）

「
英

國
陸

軍
議

會
擬

採
用

日
本

式
之

軍
用

銃
劍

」
（

19
43

）
「

關
於

日
本

之
柔

道
·劍

道
·弓

道
·

銃
劍

術
·相

撲
等

武
術

精
髓

,均
予

表
演

」

顏
惠

慶
19

08

Ba
yo

ne
t

A 
po

in
te

d 
in

st
ru

m
en

t f
itt

ed
 o

n 
th

e 
m

uz
zl

e 
of

 a
 ri

fle
,銃

鎗
, 銃

劍

①
銃

と
剣

。
ま

た
、

武
器

の
総

称
。

②
小

銃
の

先
に

つ
け

る
剣

。
ま

た
、

そ
の

剣
を

先
に

つ
け

た
小

銃
。

白
兵

戦
、

突
撃

な
ど

の
時

に
小

銃
の

先
に

つ
け

て
、

格
闘

に
使

用
す

る
。

け
ん

つ
き

で
っ

ぽ
う

。
銃

槍
。

西
洋

聞
見

録
（

18
69

～
71

）
〈

村
田

文
夫

〉
後

・
三

「
銃

剣
を

バ
ヨ

ネ
ッ

ト
と

呼
び

」
肉

弾
（

19
06

）
〈

桜
井

忠
温

〉
一

六

「
す

る
と

彼
の

黒
影

は
、

怱
ち

叱
咤

銃
剣

を
突

い
て

我
が

歩
哨

に
擬

し
た

」

銃
口

明
『

兵
録

』
「

從
銃

口
至

火
門

，
當

得
一

丈
六

尺
五

寸
」

未
収

録
未

収
録

（
18

91
）

「
執

事
者

手
燃

鐵
銃

,銃
口

適
對

新
安

」

麥
都

思
18

48
CA

LI
BR

E
銃

口

小
銃

、
拳

銃
な

ど
の

、
弾

丸
を

発
射

す
る

口
。

銃
の

筒
口

。
筒

先
。

す
ぐ

ち
。

万
国

新
聞

紙
‐

五
集

・
慶

応
三

年
（

18
67

）
六

月
中

旬
「

孔
中

よ
り

銃

口
照

星
の

台
の

全
身

を
見

る
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Bo

uc
he

 〈
略

〉
銃

口
」

銃
器

明
『

兵
録

』
「

用
銃

器
烈

火
以

噴
之

」
未

収
録

未
収

録
（

19
11

）
「

且
分

配
多

數
之

銃
器

於
民

間
,

恐
其

間
接

供
給

馬
賊

」
未

収
録

小
銃

、
拳

銃
、

機
関

銃
な

ど
の

総
称

。

春
雨

文
庫

（
18

76
〜

82
）

〈
和

田
定

節
〉

一
八

「
武

具
を

扱
ふ

商
人

や
銃

器
（

ジ
ウ

キ
）

に
掛

り
し

職
工

ら
は

」

銃
殺

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

16
）

「
日

報
所

稱
濰

縣
問

題
（

略
）

日
本

兵
之

銃
殺

」
（

19
16

）
「

近
旣

查
明

煽
動

土
匪

證
據

,遂
處

以
銃

殺
之

刑
」

未
収

録

①
銃

で
う

ち
殺

す
こ

と
。

銃
撃

し
て

殺
す

こ
と

。
②

小
銃

で
射

殺
す

る
死

刑
の

執
行

法
。

各
国

の
軍

刑
法

で
ひ

ろ
く

定
め

ら
れ

て
お

り
、

旧
日

本
陸

海
軍

の
刑

法
で

も
定

め
ら

れ
て

い
た

。
ま

た
、

一
般

刑
法

で
も

こ
れ

を
定

め
て

い
る

国
も

あ
る

。
銃

殺
刑

。
銃

刑
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Fu

sil
le

r 〈
略

〉
銃

殺
ス

ル
」

琵
琶

伝
（

18
96

）
〈

泉
鏡

花
〉

四

「
出

征
に

際
し

て
脱

営
せ

し
と

、
人

を
殺

せ
し

罪
と

を
も

て
勿

論
謙

三
郎

は
銃

殺
さ

れ
た

り
」

銃
身

明
『

兵
録

』
「

兩
手

俱
托

執
銃

身
，

而
無

點
火

之
誤

」
未

収
録

未
収

録
（

19
18

）
「

華
捕

所
用

之
短

銃
一

律
放

置

一
旁

豫
備

,就
日

光
檢
查

銃
身

」
未

収
録

銃
の

弾
丸

通
路

と
な

る
、

銃
尾

か
ら

銃
口

ま
で

の
鋼

鉄
製

の
円

筒
部

分
。

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

一
・

一
六

「
銃

身
へ

弾
薬

を
二

重
込

に
し

て
、

三
四

十
挺

を
並

べ
」

銃
弾

明
『

軍
器

圖
説

』
「

地
中

土
石

皆
成

銃
彈

，
如

雷
霆

，
所

擊
無

不
摧

折
者

」
未

収
録

未
収

録
（

18
82

）
「

摘
錄

東
報

（
略

）
卽

派
伍

長

一
名

兵
卒

二
名

,將
銃

彈
等

件
解

往
神

户
」

羅
存

德
18

69

Bu
lle

t
a 

ba
ll 

of
 ir

on
 o

r l
ea

d 
us

ed
 to

 lo
ad

 
m

us
ke

ts
	,
彈

子
、

碼
子

、
銃

子
、

銃
彈

、

鎗
碼

、
鎗

彈
子

銃
の

弾
丸

。
鉄

砲
の

た
ま

。
工

学
字

彙
（

18
86

）
〈

野
村

龍
太

郎
〉

「
Bu

lle
t 銃

弾
」

銃
丸

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

97
）

「
以

銃
丸

皆
中

於
要

害
處

,不
能

施
其

刀
」

未
収

録
銃

器
の

た
ま

。
て

っ
ぽ

う
だ

ま
。

銃
弾

。

舎
密

開
宗

（
18

37
～

47
）

内
・

一

三
・

二
二

二
「

鉛
に

安
質

王
を

烊
和

す
質

剛
し

又
雀

丸
。

銃
丸

を
鋳

る
べ

し
」

13



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

銃
眼

明
『

明
經

世
文

編
』

「
箱

版
内

藏
其

人
，

下
留

銃
眼

，
上

開
小

窗
」

未
収

録
未

収
録

（
19

32
）

「
此

種
隱

蔽
塹

壕
,有

無
數

之
銃

眼
可

怕
的

機
關

鎗
銃

口
,密

如
蜂

窠
」

顏
惠

慶
19

08

Cr
en

au
x

Sm
al

l l
oo

ph
ol

es
 m

ad
e 

th
ro

ug
h 

th
e 

w
al

ls 
of

 a
 fo

rt
ifi

ed
 p

la
ce

, 銃
眼

, 砲
眼

敵
を

射
撃

す
る

た
め

に
、

防
壁

や
装

甲
板

な
ど

に
あ

け
ら

れ
て

い
る

穴
。

漢
語

便
覧

（
18

71
）

〈
横

山
監

〉
軍

旅
「

銃
眼

 ジ
ウ

ガ
ン

 テ
ッ

ポ
ウ

サ

マ
」

出
兵

周
『

六
韜

』
「

如
此

者
，

急
出

兵
擊

之
，

以
少

擊
衆

，
則

必
敗

矣
」

出
動

軍
隊

。
未

収
録

（
18

74
）

「
或

先
以

為
僅

出
兵

數
千

以

征
」

麥
都

思
18

48

1：
TO

 G
O

to
 g

o 
to

 fi
gh

t,出
兵

相
戰

2：
TO

 W
AG

E
TO

 W
AG

E 
w

ar
,出

兵
、

搦
戰

、
動

干
戈

兵
を

出
す

こ
と

。
戦

争
な

ど
に

軍
隊

を
さ

し
む

け
る

こ
と

。

新
令

字
解

（
18

68
）

〈
荻

田
嘯

〉

「
出

兵
 シ

ュ
ッ

ペ
イ

 士
ソ

ツ
ヲ

イ

ダ
ス

コ
ト

」

出
撃

漢
『

漢
書

』
「

其
後

，
衞

青
歲
以
數
萬

騎
出

擊
匈

奴
」

謂
向

敵
人

發
起

攻
擊

。
未

収
録

（
18

73
）

「
內

城
官

軍
出

擊
,頗

有
斬

獲
」

顏
惠

慶
19

08

So
rt

ie
th

e 
iss

ui
ng

 o
f a

 b
od

y 
of

 tr
oo

ps
 fr

om
 th

e 
be

sie
ge

d 
pl

ac
e 

to
 a

tt
ac

k 
th

e 
be

sie
ge

rs
, 自

圍
困

處
突

然
出

擊
, 突

圍
而

攻
, 衝

圍
, 出

擊

陣
地

か
ら

出
て

敵
を

撃
つ

こ
と

。
敵

を
撃

つ
た

め
に

出
て

行
く

こ
と

。
攻

撃
に

出
る

こ
と

。

日
本

外
史

（
18

27
）

五
・

新
田

氏
前

記
「

顕
信

善
拒

、
出

撃
不

利
」

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
七

八
一

「
然

れ
ど

も
軽

挙
に

陣
地

を
棄

て
て

出
撃

す
る

こ
と

な
き

を
要

す
」

出
師

周
『

春
秋

左
伝

』
「

乃
出

師
旬

有
五

日
，

百
濮

乃
罷

」
宋

『
誠

齋
易

傳
』

「
出

師
以

律
而

興
師

，
不

以
正

徒
法

也
。

興
師

以
正

而
出

師
，

不
以

律
徒

善
也

」

①
出

兵
。

②
徒

工
期

滿
學

成
。

派
兵

或
帶

兵
出

征
。

 左
傳

文
十

六
年

：
“乃

出
師

，
旬

有
五

日
，

百
濮

乃
罷

。
”唐

 
杜

甫
杜

工
部

草
堂

詩
箋

八
蜀

相
：

“出
師

未
捷

身
先

死
，

長
使

英
雄

淚
滿

襟
。

”

（
18

72
）

「
皇

帝
命

將
出

師
,僅

於
數

年
之

內
首

逆
就

戮
,餘

黨
肅

清
」

（
18

72
）

「
司

馬
有

德
,年

四
十

五
歲

,湖
北

黄
安

縣
人

,由
武

童
出

師
」

羅
存

德
18

69

Ca
m

pa
ig

n
th

e 
tim

e 
th

at
 a

n 
ar

m
y 

ke
ep

s i
n 

th
e 

fie
ld

,
出

師
、

出
師

者
;th

e 
fir

st
 c

am
pa

ig
n,
先

出
師

者

軍
隊

を
く

り
出

す
こ

と
。

出
兵

（
し

ゅ
っ

ぺ
い

）
。

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

初
・

三
「

此
時

ロ
ベ

ル
ト

は
遇

パ
レ

ス
タ

イ
ン

 亜
細

亜
州

西
南

の

地
 に

出
師

し
て

ノ
ル

マ
ン

ヂ
に

在

ら
ざ

る
に

由
り

弟
ヘ

ヌ
リ

間
に

乗
じ

て
英

国
王

の
位

に
即

く
こ

と
を

得
た

り
」

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
二

「
出

師
 ス

イ
シ

 グ
ン

ゼ

イ
ヲ

イ
ダ

ス
」

出
戦

周
『

六
韜

』
「

利
以

出
戰

，
不

可
以

守
」

出
外

作
戰

或
出

陣
作

戰
。

未
収

録
（

18
73

）
「

臨
陣

出
戰

之
士

,凡
五

十
五

萬

五
千

六
百

三
十

四
人

」

羅
存

德
18

69

1：
Da

y
th

e 
da

y 
of

 c
om

ba
t,出

戰
之

日
、

打
仗

个
日

2：
Fi

el
d

to
 ta

ke
 th

e 
fie

ld
,帶

兵
出

戰
、

領
兵

出
征

3：
G

o
to

 g
o 

on
 a

 m
ili

ta
ry

 e
xp

ed
iti

on
,出

征
、

出

戰
、

徂
征

4 ：
Ta

ke
to

 ta
ke

 th
e 

fie
ld

,出
戰

、
出

陣
、

出
家

伙
5：

W
ar

to
 m

ak
e 

w
ar

,出
戰

;to
 c

om
m

en
ce

 w
ar

, t
o 

go
 to

 w
ar

,出
家

伙
、

出
戰

、
動

干
戈

戦
争

に
行

く
こ

と
。

戦
に

お
も

む
く

こ
と

。
出

征
。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
出

戦
 シ

ュ
ッ

セ
ン

 タ
タ

カ
ヒ

ニ

デ
ル

」

出
陣

唐
『

北
史

』
「

三
王

果
出

陣
，

威
令

壯
士

奮
擊

」
上

陣
出

戰
。

未
収

録
（

18
74

）
「

兩
陣

列
齊

,出
陣

對
戰

者
,少

則

一
將

多
則

數
將

」

羅
存

德
18

69
Ta

ke
to

 ta
ke

 th
e 

fie
ld

,出
戰

、
出

陣
、

出
家

伙

①
兵

士
が

い
く

さ
に

出
る

こ
と

。
戦

場
に

出
る

こ
と

。
戦

場
へ

向
か

う
こ

と
。

②
仏

語
。

禅
宗

で
、

論
戦

の
場

に
出

る
こ

と
。

今
川

大
双

紙
（

15
Ｃ

前
）

酒
に

付
て

式
法

の
事

「
出

陣
の

時
酌

執
事

。
御

酒
参

ら
す

る
に

は
、

左
の

膝
を

つ
き

て
参

ら
す

る
也

」
読

本
・

椿
説

弓
張

月
（

18
07

〜
11

）

拾
遺

・
五

五
回

「
『

為
朝

王
女

を
擒

（
と

り
こ

）
に

せ
ん

こ
と

、
何

の
疑

ひ
か

候
べ

き
』

と
祝

し
て

お
の

お
の

出
陣

（
シ

ュ
ツ

ヂ
ン

）
せ

り
」

14



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

出
征

周
『

春
秋

左
伝

』
「

兆
如

山
陵

，
有

夫
出

征
，

而
喪

其
雄

」
出

外
作

戰
。

未
収

録
（

18
72

）
「

於
同

治
六

年
出

征
河

南
」

麥
都

思
18

48
TO

 G
O

to
 g

o 
on

 a
n 

ex
pe

di
tio

n,
出

征
、

徂
征

①
軍

隊
に

加
わ

っ
て

戦
地

に
行

く
こ

と
。

戦
争

に
行

く
こ

と
。

出
戦

。
②

出
て

行
く

こ
と

。
出

か
け

る
こ

と
。

令
義

解
（

71
8）

軍
防

・
将

帥
出

征

条
「

凡
将

帥
出

征
。

兵
満

一
万

人
以

上
。

将
軍

一
人

。
副

将
軍

二
人

。
軍

監
二

人
。

軍
曹

四
人

。
録

事
四

人
」

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

三
・

一
「

戦
時

出
征

の
際

に
於

て
人

々
被

服
装

具
等

の
全

備
を

要
す

る
の

み
な

ら
ず

」

初
速

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

10
）

「
每

一
秒

時
間

,有
二

千
三

百
英

尺
之

初
速

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Vi

rt
ua

l
 V

irt
ua

l v
el

oc
ity

, t
he

 v
el

oc
ity

 w
hi

ch
 a

 b
od

y 
in

 e
qu

ili
br

iu
m

 w
ou

ld
 a

ct
ua

lly
 a

cq
ui

re
 

du
rin

g 
th

e 
fir

st
 in

st
an

t o
f i

ts
 m

ot
io

n 
in

 
ca

se
 o

f t
he

 e
qu

ili
br

iu
m

 b
ei

ng
 d

ist
ur

be
d,

 
定

物
始

動
時

之
速

率
, 虛

速
度

, 初
速

物
体

が
動

き
出

す
時

の
最

初
の

速
さ

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Vi

te
ss

e 
in

iti
al

e 
〈

略
〉

初
速

」

除
隊

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

13
）

「
據

日
本

陸
軍

省
調

査
之

報
吿

得
左

之
結

果
（

略
）

日
本

陸
軍

因
花

柳
病

而
兵

役
免

除
,不

合
格

除
隊

等
之

千
分

數
總

率
,每

年
平

均
百

分
之

七
」

（
19

25
）

「
此

回
日

本
增

兵
滿

州
,因

適
逢

二
年

兵
除

隊
歸

休
,後

尙
未

補
充

」
（

19
37

）
「

華
北

換
防

日
軍

（
略

）
對

歸
國

隊
伍

行
除

隊
式

」

未
収

録
現

役
兵

や
応

召
兵

が
兵

役
を

解
除

さ
れ

て
軍

隊
か

ら
帰

る
こ

と
。

隊
籍

を
の

ぞ
か

れ
る

こ
と

。

福
翁

自
伝

（
18

99
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

王
政

維
新

「
出

陣
し

て
さ

ん
ざ

ん
奥

州
地

方
で

戦
て

、
漸

く
除

隊
（

ヂ
ョ

タ
イ

）
に

な
っ

て
」

触
雷

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

04
）

「
水

雷
船

同
時

亦
觸

雷
沈

没
」

未
収

録
未

収
録

船
長

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

96
）

「
將

艦
中

裝
飾

齊
全

派
定

船
長

以
次

各
人

」

顏
惠

慶
19

08

M
as

te
r

Th
e 

co
m

m
an

de
r o

f a
 m

er
ch

an
t v

es
se

l;—
us

ua
lly

 c
al

le
d 

ca
pt

ai
n,

 船
主

, 船
長

Sh
ip

-m
as

te
r

Th
e 

ca
pt

ai
n,

 m
as

te
r, 

or
 c

om
m

an
de

r o
f a

 
sh

ip
, 船

長
, 船

主
, 管

駕
, 船

老
大

, 舟
師

, 船
上

管
帶

之
人

船
の

乗
組

員
の

長
。

船
の

航
行

を
指

揮
し

、
船

員
を

監
督

す
る

。
航

海
の

た
め

必
要

な
一

切
の

権
限

を
も

ち
、

さ
ら

に
船

内
の

司
法

警
察

そ
の

他
公

法
上

の
権

限
を

国
家

か
ら

与
え

ら
れ

て
い

る
。

ふ
な

お
さ

。

幕
末

御
触

書
集

成
‐

三
・

安
政

四
年

（
18

57
）

九
月

七
日

「
日

本
国

魯
西

亜
国

追
加

条
約

〈
略

〉
其

船
長

及
び

上
乗

の
者

、
直

に
地

方
の

役
人

へ
右

の
告

書
を

差
出

可
申

候
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Tr

ié
ra

rq
ue

 〈
略

〉
船

長
 三

列
橈

船
ノ

」

船
体

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

84
）

「
派

員
檢

視
船

體
及

機
器

」
顏

惠
慶

19
08

Hu
ll

Th
e 

fr
am

e 
or

 b
od

y 
of

 a
 sh

ip
, 船

之
骨

格
, 

船
殼

, 船
身

, 船
體

Hu
lk

Th
e 

bo
dy

 o
f a

 sh
ip

, e
sp

ec
ia

lly
 a

n 
ol

d 
on

e,
 

un
fit

 fo
r f

ur
th

er
 se

rv
ic

e,
 船

身
, 船

體
, 破

舊

船
殼

①
船

舶
の

形
体

。
船

の
形

。
ま

た
、

船
舶

そ
の

も
の

。
②

船
舶

の
積

載
物

、
付

属
物

を
除

い
た

部
分

の
称

。

舶
用

機
械

学
独

案
内

（
18

81
）

〈
馬

場
新

八
・

吉
田

貞
一

〉
前

・
三

章
「

舩
体

（
セ

ン
タ

イ
）

劇
し

く
動

揺
し

て
傾

む
く

時
」

内
地

雑
居

未
来

之
夢

（
18

86
）

〈
坪

内
逍

遙
〉

一
二

「
霹

靂
た

る
雷

鼓
は

、
怒

浪
の

船
体

（
セ

ン
タ

イ
）

を
撃

（
う

つ
）

声
な

り
」

従
卒

春
秋

戦
国

『
荘

子
』

「
盜

跖
從

卒
九

千
人

，
橫

行
天

下
」

宋
『

名
臣

碑
傳

琬
琰

集
』

「
選

從
卒

數
十

人
襲

賊
，

至
榆
林
」

①
謂

率
領

徒
眾

。
②

部
下

的
士

卒
。

未
収

録
（

19
05

）
「

又
許

河
陸

軍
將

校
各

帶
從

卒

一
名

」

顏
惠

慶
19

08

O
rd

er
ly

A 
so

ld
ie

r w
ho

 a
tt

en
ds

 o
n 

an
 o

ffi
ci

al
 a

nd
 

ca
rr

ie
s h

is 
or

de
r, 
從

卒
, 傳

令
兵

, 傳
令

下
士

①
あ

る
人

に
つ

き
従

う
兵

卒
。

従
兵

。
②

旧
日

本
陸

軍
で

、
一

人
の

将
校

に
専

属
で

つ
き

従
っ

て
、

そ
の

身
の

ま
わ

り
の

世
話

を
す

る
兵

卒
。

読
本

・
椿

説
弓

張
月

（
18

07
〜

11
）

後
・

二
二

回
「

一
人

残
り

と
ど

ま
り

た
る

従
卒

（
ジ

ウ
ソ

ツ
）

に
弓

を
持

し
て

」
鹿

狩
（

18
98

）
〈

国
木

田
独

歩
〉

「
僕

も
直

ぐ
其

後
に

続
い

た
。

恰
も

従
卒

の
や

う
に

」

搭
載

宋
『

宋
九

朝
編

年
備

要
』

「
置

官
舟

載
客

貨
，

而
綱

兵
遂

不
許

搭
載

」
未

収
録

未
収

録
（

18
72

）
「

金
山

動
輪

共
搭

載
華

客
一

百

七
十

七
人

」

商
務

書
館

19
13

Re
sh

ip
再

裝
船

、
再

搭
載

①
人

員
、

物
品

、
馬

匹
な

ど
を

車
両

、
船

舶
、

飛
行

機
な

ど
に

積
み

の
せ

る
こ

と
。

②
兵

器
を

車
両

、
船

舶
、

飛
行

機
な

ど
に

装
備

す
る

こ
と

。

日
本

風
景

論
（

18
94

）
〈

志
賀

重

昂
〉

三
「

紙
、

鰹
節

、
煙

草
を

搭
載

せ
る

小
艇

」

大
兵

周
『

六
韜

』
「

大
兵

発
而

万
物

皆
服

」
漢

『
礼

記
』

「
行

秋
令

，
則

天
時

雨
汁

，
（

略
）

國
有

大
兵

」

①
人

數
多

、
聲

勢
大

的
軍

隊
。

②
大

的
戰

爭
。

③
舊

時
對

兵
士

的
俗

稱
。

㊀
大

軍
。

 管
子

 大
匡

：
“吾

欲
發

小
兵

，
以

服
大

兵
。

” 
注

：
“欲

以
齊

國
服

諸
侯

而
致

霸
王

，
故

曰
以

小
兵

而
服

大
兵

也
。

”六
韜

 武
韜

 發
啓

：
“大

明
發

而
萬

物
皆

照
，

大
義

發
而

萬
物

皆
利

，
大

兵
發

而
萬

物
皆

服
。

”此
指

仁
義

之
師

。
㊁

大
戰

爭
。

 禮
 月

令
仲

冬

之
月

：
“（

仲
冬

）
行

秋
令

，
…

…
國

有
大

兵
。

”

（
18

72
）

「
大

兵
雲

集
,定

見
掃

平
不

足
為

慮
也

」
（

19
24

）
「

嘉
定

四
鄕

百
姓

的
棉

衣
棉

被
，

都
給

大
兵

搶
去

了
」

馬
禮

遜
18

23

G
AT

HE
R

Th
e 

gr
ea

t a
rm

y 
ga

th
er

s t
og

et
he

r l
ik

e 
cl

ou
ds

,大
兵

雲
集

多
く

の
兵

士
。

大
軍

。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
二

・
足

利
氏

後
記

「
明

将
李

如
松

率
大

兵
来

援
朝

鮮
」

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

八
・

一
七

「
此

時
か

く
の

如
き

衆
寡

敵
せ

ざ
る

大
兵

に
向

は
、

冒
昧

の
挙

に
似

た
り

」

15



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

大
隊

唐
『

通
典

』
「

合
五

中
隊

，
為

一
大

隊
」

①
大

批
軍

隊
。

②
泛

指
許

多
人

的
隊

伍
。

③
古

軍
隊

編
制

名
稱

。

④
隊

伍
編

制
，

由
若

干
中

隊
組

成
。

⑤
19

58
年

我
國

農
村

實
現

人

民
公

社
化

後
，

公
社

下
設

生
產

大
隊

、
生

產
隊

等
各

級
組

織
。

生
產

大
隊

一
般

以
自

然
村

爲
範

圍
，

簡
稱

大
隊

。
⑥

特
指

中
國

少
年

先
鋒

隊
基

層
最

高
一

級
組

織
。

㊀
大

批
軍

隊
。

 唐
 司

空
圖

司
空

表
聖

詩
集

四
華

岳
廟

裴
晉

公
題

名
：

“嶽
前

大
隊

赴

淮
西

，
從

此
中

原
息

鼓
鼙

。
”

㊁
軍

隊
編

制
名

。
 宋

史
 兵

志
九

訓
練

之
制

：
“置

陣
之

法
，

以
結

隊
爲

先
。

（
唐

）
李

靖
以

五
十

人
爲

一
隊

。
每

三
人

自
相

得
者

，
結

爲
一

小
隊

，
合

三
小

隊
爲

一
中

隊
，

合
五

中
隊

爲
一

大
隊

。
”

（
18

72
）

「
茲

聞
經

提
督

鍾
開

蘭
率

左
翼

大
隊

之
兵

,受
命

前
往

」

（
18

83
）

「
西

歴
二

月
初

四
東

瀛
報

言
,聞

陸
軍

省
向

來
額

定
步

兵
十

四
大

隊
,兹

添
募

十
隊

,以
成

二
十

四
隊

之
數

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ar

m
y

A 
bo

dy
 o

f a
rm

ed
 m

en
, 兵

隊
, 大

隊
軍

人

2：
Cl

ou
d

 A
 g

re
at

 m
ul

tit
ud

e,
 一

羣
, 大

隊
, 羣

集

3：
G

ro
ss

as
, t

he
 g

ro
ss

 o
f a

n 
ar

m
y,

 大
軍

, 大
隊

人
馬

4：
St

af
f

An
 e

st
ab

lis
hm

en
t o

f o
ffi

ce
rs

, (
軍

)部
下

將

弁
, 參

謀
, 參

謀
官

, 幕
僚

(聯
隊

, 大
隊

, 中
隊

等
的

)

①
軍

隊
の

編
制

上
の

一
単

位
。

連
隊

の
下

、
中

隊
の

上
に

あ
り

、
旧

陸
軍

で
は

、
明

治
の

初
め

は
一

〇
小

隊
、

後
に

は
歩

兵
二

な
い

し
四

中
隊

と
機

関
銃

一
中

隊
で

編
制

さ
れ

る
も

の
と

定
め

て
い

た
。

②
多

人
数

で
組

織
し

た
部

隊
。

北
越

軍
談

（
16

98
）

付
録

・
六

「
虎

韜
の

陣
と

云
は

、
隊

数
を

多
し

て
、

備
の

重
ね

は
五

々
の

列
を

な
し

て
、

何
れ

も
備

の
間

を
長

く
広

く
、

大
隊

の
小

手
に

備
う

」
嘉

永
明

治
年

間
録

（
18

69
）

一
五

・

慶
応

二
年

九
月

二
〇

日
「

御
門

等
右

八
ケ

所
へ

撤
兵

四
大

隊
を

以
て

日
々

交
代

此
外

一
大

隊
京

都
詰

但
一

小
隊

四
十

人
一

大
隊

四
百

人
右

之
外

三
小

隊
大

坂
詰

」
中

国
の

軍
隊

の
編

制
面

で
は

、
「

大
隊

」
に

相
当

す
る

語
と

し
て

は
「

営
」

も
あ

る
。

そ
ち

ら
の

方
が

む
し

ろ
多

用
し

て
い

る
。

大
将

春
秋

戦
国

『
墨

子
』

「
五

步
有

五

長
，

十
步

有
什

長
，

百
步

有
百

長
，

旁
有

大
率

，
中

有
大

將
」

漢
『

檄
吳
將
校
部
曲
文
』
「
既
誅
袁

譚
，

則
幽

州
大

將
焦

觸
攻

逐
袁

熙
，

舉
事

來
服

」

宋
『

忠
穆

集
』

「
又

别
選
大
將
一
員

，

統
舟

師
二

萬
人

」

①
古

代
軍

隊
中

的
中

軍
主

將
。

亦
指

主
帥

。
②

泛
稱

高
級

將
領

。
③

比
喻

某
一

集
團

中
的

重
要

人
物

。
未

収
録

（
18

73
）

「
軍

營
中

有
大

將
一

員
,帮

領
驍

騎
二

十
名

,並
西

人
一

名
」

（
18

86
）

「
日

本
有

棲
川

親
王

,左
大

臣
兼

陸
軍

大
將

之
親

父
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ad

m
ira

l
海

軍
大

將
, 水

師
提

督
, 水

師
總

兵
官

2：
M

ar
sh

al
A 

m
ili

ta
ry

 o
ffi

ce
r o

f h
ig

h 
ra

nk
, 大

將
, 將

軍
, 

陸
軍

都
督

, 元
帥

①
近

衛
府

の
長

官
。

左
右

一
人

ず
つ

あ
る

。
兵

士
を

率
い

て
皇

居
を

警
固

し
、

儀
式

の
際

に
は

威
儀

を
整

え
た

。
②

全
軍

ま
た

は
一

軍
の

指
揮

・
統

率
を

つ
か

さ
ど

る
も

の
。

③
一

群
の

首
長

。
か

し
ら

。
長

（
お

さ
）

。
頭

領
。

④
軍

隊
の

階
級

の
一

つ
。

将
官

の
最

上
位

で
、

中
将

の
上

に
当

た
る

。

続
日

本
紀

‐
天

平
神

護
元

年
（

76
5）

二
月

甲
子

「
改

授
刀

衛
為

近
衛

府
、

其
官

員
、

大
将

一
人

為
正

三
位

官
」

神
道

集
（

13
58

頃
）

三
・

一
五

「
是

以
て

伝
教

大
師

は
仏

法
の

大
将

と
し

て
」

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

一
・

一
「

将
校

 其
一

、
大

将
中

将

少
将

」

大
軍

周
『

老
子

』
「

大
軍

之
後

，
必

有
凶

年
」

①
人

數
衆

多
，

聲
勢

浩
大

的
武

裝
部

隊
。

②
今

亦
用

以
比

喻
其

他
各

行
各

業
的

工
作

者
的

隊
伍

。
未

収
録

（
18

72
）

「
淮

淝
以

南
大

江
上

下
同

時
底

定
,僧

格
林

沁
大

軍
得

以
專

力
蕩

平
北

路
,無

南
顧

之
虞

」

馬
禮

遜
18

23

1：
LE

AD
Hi

m
se

lf 
le

d 
a 

gr
ea

t a
rm

y 
,自

率
大

軍

2：
TR

O
O

PS
Th

e 
go

ve
rn

m
en

t t
ro

op
s,
大

軍

兵
数

の
多

い
軍

隊
。

多
く

の
軍

勢
。

ま
た

、
比

喩
的

に
も

用
い

る
。

聖
徳

太
子

伝
暦

（
91

7頃
か

）
上

・

用
明

天
皇

二
年

「
是

時
太

子
随

大
軍

後
」

滑
稽

本
・

浮
世

床
（

18
13

〜
23

）

初
・

上
「

サ
ア

サ
ア

敵
は

大
軍

（
タ

イ
グ

ン
）

と
な

っ
て

来
た

ぜ
」

大
砲

宋
『

守
城

録
』

「
大

砲
數

百
座

，
皆

在
門

外
」

①
口

径
大

的
火

炮
。

②
比

喩
好

發
表

激
烈

意
見

或
喜

歡
發

議
論

的
人

。
未

収
録

（
18

72
）

「
李

督
現

在
津

門
,自

駕
兵

船
閱

視
大

沽
口

砲
臺

,並
安

置
大

砲
」

馬
禮

遜
18

23
G

U
N

ca
nn

on
,大

炮

①
大

き
な

弾
丸

を
発

射
す

る
兵

器
の

総
称

。
②

い
か

に
も

真
実

ら
し

い
う

そ
。

捕
影

問
答

（
18

07
〜

08
）

前
「

長
十

三
尋

、
幅

壱
丈

六
尺

、
檣

二
本

、
帆

七
、

大
砲

十
二

門
、

人
数

三
十

四
人

、
梯

船
弐

艘
、

小
鉄

炮
百

挺
余

有
り

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

一
・

一
六

「
水

力
機

器
、

及
新

製
の

大
炮

を
発

明
せ

る
も

の
な

る
が

」

大
勢

周
『

呂
氏

春
秋

』
「

有
大

勢
可

以
爲

天
下

正
矣

」
晋

『
三

國
志

』
「

威
刑

既
合

，
大

勢
以

見
」

宋
『

宋
季

三
朝

政
要

』
「

時
大

軍
大

勢
衝

下
，

南
北

兩
岸

立
砲

座
，

設
划

車
，

中
流

數
千

艘
乗

風
直

進
」

①
大

位
；

高
位

。
②

大
局

的
趨

勢
。

③
事

物
的

大
概

；
大

致
狀

況
。

④
大

批
。

多
用

於
形

容
軍

隊
力

量
強

大
。

㊀
總

的
局

勢
，

大
局

的
趨

勢
。

 
三

國
志

 
魏

 
劉

放
傳

：
“乘

勝
席

卷
，

將
清

河
 

朔
，

威
刑
旣

合
，

大
勢

已
見

。
”後

也
指

事
情

的
大

略
爲

大
勢

。
㊁

位
高

權
大

。
呂

氏
春

秋
 

尊
師

：
“

有
大

勢
可

以
爲

天
下

正
矣

。
”

陳
奇

猷
校

釋
引

范
耕

研
曰

：
“

言
有

大
位

者
可

以
爲

天
下

君
長

矣
。

”
晉

書
平

原
王

榦
傳

：
“

齊
王

（
司

馬
）

冏
之

平
趙

王
倫

也
，

…
…

榦
獨

懷
百

錢
，

見
冏

出
之

,
曰

：
‘

趙
王

逆
亂

，
汝

能
義

舉
，

是
汝

之
功

，
今

以
百

錢
賀

汝
。

雖
然

，
大

勢
難

居
，

不
可

不
慎

。
’

”

（
18

72
）

「
觀

今
之

大
勢

,所
謂

畫
疆

自
守

之
時

已
去

不
復

返
」

（
19

12
）

「
方

今
我

軍
大

勢
」

馬
禮

遜
18

23
CO

N
DI

TI
O

N
st

at
e,
大

勢

①
大

き
な

権
勢

が
あ

る
こ

と
。

大
き

な
威

勢
。

②
大

づ
か

み
に

と
ら

え
た

形
勢

。
お

お
よ

そ
の

あ
り

さ
ま

。
③

特
に

、
世

の
中

の
な

り
ゆ

き
。

天
下

の
趨

勢
（

す
う

せ
い

）
。

太
平

記
（

14
Ｃ

後
）

一
二

・
公

家
一

統
政

道
事

「
折

伏
者

、
現

大
勢

忿
怒

形
刑

罰
為

宗
」

開
国

の
御

沙
汰

書
‐

明
治

元
年

（
18

68
）

一
月

一
五

日
「

折
柄

世
態

大
に

一
変

し
、

大
勢

誠
に

不
被

為
得

止
」

花
間

鶯
（

18
87

〜
88

）
〈

末
広

鉄

腸
〉

緒
言

「
能

く
我

邦
の

大
勢

（
タ

イ
セ

イ
）

に
注

目
し

て
政

事
上

の
利

害
得

失
を

判
断

す
る

智
識

を
練

磨
し

て
置

か
ね

ば
な

り
ま

せ
ん

ぞ
」

16



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

大
尉

漢
『

漢
書

』
「

因
使

賈
將

九
江

兵
，

與
大

尉
盧

綰
西

南
擊

臨
江

王
共

尉
」

軍
銜

。
某

些
國

家
尉

官
的

最
高

一
級

。
未

収
録

（
18

82
）

「
隨

同
水

野
大

尉
前

赴
各

該
處

擇
地

設
局

」
（

19
01

）
「

自
少

尉
以

上
皆

名
士

官
,大

尉
,

中
尉

,少
尉

略
如

都
司

,守
備

,千
總

」

顏
惠

慶
19

08

Li
eu

te
na

nt
Th

e 
of

fic
er

 n
ex

t i
n 

ra
nk

 to
 th

e 
co

m
m

an
de

r, 
游

擊
, 副

艦
長

, 海
軍

大
尉

①
太

政
大

臣
（

だ
い

じ
ょ

う
だ

い
じ

ん
）

の
唐

名
。

②
藤

原
仲

麻
呂

執
政

下
の

天
平

宝
字

二
年

（
七

五
八

）
官

名
を

唐
風

に
改

称
し

、
中

衛
府

を
鎮

国
衛

と
改

め
た

時
の

、
そ

の
大

将
の

称
。

③
旧

軍
隊

の
階

級
の

一
つ

。
尉

官
の

最
上

位
で

、
少

佐
の

下
、

中
尉

の
上

に
あ

た
る

。
旧

海
軍

で
は

「
だ

い
い

」
と

称
し

た
。

④
中

国
の

漢
・

唐
代

な
ど

で
三

公
の

一
つ

。
中

央
政

府
の

武
官

の
長

の
称

。

職
原

鈔
（

13
40

）
上

「
太

政
大

臣
一

人
。

〈
相

当
正

従
一

位
。

唐
名

大
相

国
。

大
尉

〉
」

建
白

書
（

18
73

）
〈

山
田

顕
義

〉
上

「
歩

兵
隊

の
内

其
最

も
小

な
る

者
を

小
隊

と
云

、
大

尉
の

司
令

す
る

所
の

者
也

」

大
戦

周
『

六
韜

』
「

大
戰

之
法

，
教

成
合

之
百

萬
之

衆
」

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
夫

法
之

怨
普

深
矣

,此
非

又
决

一
大

戰
無

由
洩

其
憤

」

衛
三

畏
18

44
CO

N
FL

IC
T

交
戰

、
大

戰

大
い

に
戦

う
こ

と
。

ま
た

、
お

お
じ

か
け

の
戦

争
。

大
規

模
な

戦
い

。
大

戦
争

。
特

に
、

第
一

次
あ

る
い

は
第

二
次

世
界

大
戦

を
い

う
こ

と
も

あ
る

。

聖
徳

太
子

伝
暦

（
91

7頃
か

）
下

・

推
古

天
皇

二
六

年
「

海
表

之
国

、
興

軍
大

戦
、

西
方

大
国

将
滅

東
方

小
国

」
日

本
開

化
小

史
（

18
77

〜
82

）
〈

田

口
卯

吉
〉

二
・

四
「

蓋
し

此
役

に
は

左
程

の
大

戦
も

な
く

」

大
佐

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

82
）

「
照

譯
東

洋
新

聞
　

東
京

新
聞

云
（

略
）

高
島

少
將

掘
本

大
佐

比
志

島
大

佐
（

略
）

共
將

弁
十

三
員

」
（

18
92

）
「

日
本

訪
事

人
云

（
略

）
傳

賜
,

第
一

爲
英

海
軍

大
佐

英
哥

利
司

,賜
勳

二
等

瑞
寳

章
」

（
19

06
）

「
柏

林
電

云
,德

國
陸

軍
大

佐
費

思
,前

統
德

屬
東

斐
洲

殖
民

地
軍

隊
」

顏
惠

慶
19

08

Ca
pt

ai
n

an
 o

ffi
ce

r i
n 

th
e 

U
ni

te
d 

St
at

es
 n

av
y,

 
be

lo
w

 a
 c

om
m

od
or

e,
 (美

)海
軍

副
將

, 海
軍

大
佐

軍
隊

の
階

級
の

一
つ

。
佐

官
の

最
上

位
で

、
少

将
の

下
、

中
佐

の
上

に
当

た
る

。
旧

日
本

海
軍

で
は

「
だ

い
さ

」
と

称
し

た
。

建
白

書
（

18
73

）
〈

山
田

顕
義

〉
上

「
大

隊
を

合
す

る
者

を
聯

隊
と

云
。

大
佐

の
司

令
す

る
所

の
者

也
」

現
代

中
国

語
で

は
日

本
軍

将
校

の
呼

び
か

け
以

外
は

使
用

し
て

い
な

い
、

つ
ま

り
中

国
語

と
し

て
の

「
大

佐
」

は
専

門
用

語
の

用
法

以
外

は
定

着
し

て
い

な
い

と
見

ら
れ

る
。

帯
剣

春
秋

戦
国

『
韓

非
子

』
「

聚
帶

劍
之

客
，

養
必

死
之

士
」

①
佩

劍
。

②
佩

帶
的

劍
。

佩
劍

。
 韓

非
子

 八
姦

：
“聚

帶
劍

之
客

，
養

必
死

之
士

。
”帶

劍
之

客
，

指
武

士
。

（
18

72
）

「
因

馬
鳳

瑞
帶

劍
闖

署
,咆

哮
公

堂
,疑

爲
游

勇
」

羅
存

德
18

69
Sw

or
d-

be
ar

er
帶

劍
者

剣
を

身
に

用
（

は
い

よ
う

）
す

る
こ

と
。

ま
た

、
腰

に
つ

け
る

剣
。

帯
刀

。
刀

。

続
日

本
紀

‐
天

平
三

年
（

73
1）

一

一
月

癸
酉

「
制

、
大

惣
管

者
、

帯
剣

待
勅

」
東

京
朝

日
新

聞
‐

明
治

三
九

年
（

19
06

）
二

月
一

六
日

「
服

制
を

定

め
、

帯
剣

す
る

事
と

な
れ

る
が

、
更

に
統

監
旗

を
左

の
通

り
定

め
、

統
監

韓
国

に
在

る
時

は
」

担
銃

な
し

未
収

録
未

収
録

な
し

未
収

録
銃

を
か

つ
ぐ

こ
と

。
銃

を
に

な
う

こ
と

。

風
俗

画
報

‐
七

一
号

（
18

94
）

観
兵

式
「

玉
座

よ
り

五
十

歩
の

地
に

到
り

銃
を

肩
に

し
て

五
十

歩
を

過
て

担
銃

（
タ

ン
ジ

ウ
）

を
為

し
」

導
火

線
な

し
未

収
録

未
収

録

（
19

06
）

「
梁

啓
超

記
東

京
學

界
公

憤
事

並
述

意
見

（
略

）
如

炸
藥

徧
地

待
熱

度
而

爆
發

,此
規

則
之

發
布

則
無

端
而

忽
予

之
以

導
火

線
耳

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Fu

se
1.

A 
sm

al
l t

ub
e 

fil
le

d 
w

ith
 c

om
bu

st
ib

le
m

at
te

r, 
us

ed
 in

 b
la

st
in

g 
or

 d
isc

ha
rg

in
g 

a
sh

el
l, 
信

子
, 引

信
, 信

管
, 藥

線
, 導

火
線

, 導
火

繩
, 導

火
管

, 引
火

管

2：
Sm

ift
A 

fu
se

, 引
, 導

火
管

, 導
火

線

①
黒

色
火

薬
を

心
薬

と
し

糸
や

紙
で

被
覆

し
た

ひ
も

状
の

線
。

雷
管

や
爆

薬
に

装
着

し
、

あ
る

時
間

ま
た

は
距

離
を

お
い

て
こ

れ
ら

を
爆

発
さ

せ
る

の
に

用
い

る
。

②
事

件
を

ひ
き

起
こ

す
き

っ
か

け
と

な
る

も
の

。
あ

る
事

柄
の

起
こ

る
原

因
。

い
と

ぐ
ち

。
動

機
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
M

èc
he

 d
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 
〈

略
〉

導
火

線
」

思
出

の
記

（
19

00
～

01
）

〈
徳

富
蘆

花
〉

七
・

八
「

条
約

改
正

問
題

は
、

端
な

く
藩

閥
政

府
攻

撃
の

導
火

線
と

な
っ

て
」

敵
地

漢
『

東
觀

漢
記

』
「

吾
深

入
敵

地
，

後
無

轉
輸

，
旬

日
之

閒
，

不
戰

而
困

」
敵

人
的

領
土

。
未

収
録

（
19

04
）

「
由

我
中

軍
西

從
河

沿
東

南
攻

入
敵

地
左

翼
」

顏
惠

慶
19

08

1：
In

cu
rs

io
n

A 
ho

st
ile

 in
ro

ad
, 侵

伐
, 入

宼
, 入

敵
之

地
, 

入
敵

國
, 攻

入
敵

地

2：
Ha

rr
y

To
 m

ak
e 

a 
pr

ed
at

or
y 

in
cu

rs
io

n,
 侵

入
而

掠

奪
, 刧

掠
敵

地

敵
の

領
地

。
敵

の
占

領
地

。
ま

た
、

敵
の

勢
力

の
及

ん
で

い
る

土
地

。

雑
兵

物
語

（
16

83
頃

）
下

「
敵

地
の

井
戸

の
水

を
必

々
の

ま
な

い
も

ん
だ

」
尋

常
小

学
読

本
（

18
87

）
〈

文
部

省
〉

七
「

秀
吉

、
先

づ
毛

利
に

従
へ

る
浮

田
秀

家
を

討
ち

て
、

之
を

降
し

、
そ

れ
よ

り
、

お
ひ

お
ひ

敵
地

に
進

み
」

敵
対

唐
『

酉
陽

雜
俎

』
「

分
二

曹
以

校
勝

，
若

人
耦

則
敵

對
」

①
敵

手
；

對
手

。
②

對
抗

；
對

立
。

敵
人

，
對

手
。

 藝
文

類
聚

七
四

漢
 應

瑒
弈

勢
：

“挑
誘

旣
戰

，
見

欺
敵

對
。

”元
曲

選
岳

伯
川

鐵
拐

李
一

：
“韓

魏
公

見
我

這
等

幹
辦

公
勤

，
決

不
和

我
做

敵
對

。
”

（
19

11
）

「
知

吾
國

之
必

須
,以

與
我

敵
對

之
國

爲
之

比
較

」

衛
禮

賢
19

11
Fe

in
ds

ch
af

t
en

m
ity

,仇
衅

、
不

和
、

遺
恨

、
敵

對

相
手

を
敵

と
み

未
収

録
て

、
は

む
か

う
こ

と
。

敵
視

し
て

さ
か

ら
う

こ
と

。
て

む
か

い
す

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
相

手
。

は
り

あ
い

。
抗

敵
。

将
門

記
（

94
0頃

か
）

「
敵

対
の

心

を
発

す
」

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

初
・

三
「

然
れ

ど
も

ヘ
タ

リ
王

ノ
ル

マ
ン

ヂ
よ

り
凱

陣
の

と
き

海
上

に
て

唯
一

人
の

男
子

溺
死

ん
た

る
は

兄
に

敵
対

せ
し

罪
科

の
報

ひ
と

云
ふ

べ
し

」

17



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

敵
軍

漢
『

戰
國

策
注

』
「

破
敵

軍
，

攘
地

千
里

」

宋
『

名
臣

碑
傳

琬
琰

集
』

「
公

遣
曹

髙
麥

等
，

以
千

騎
横

衝
敵

軍
」

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
我

扼
敵

軍
之

左
翼

,使
之

毋
得

過
一

步
」

羅
存

德
18

69

1：
En

em
y

th
e 

op
po

sin
g 

ar
m

y,
敵

兵
、

敵
軍

、
宼

賊

2：
Ho

st
ile

th
e 

ho
st

ile
 a

rm
y,
敵

軍

敵
の

軍
隊

。
敵

の
軍

勢
。

敵
勢

。

太
平

記
（

14
Ｃ

後
）

一
二

・
兵

部
卿

親
王

流
刑

事
「

臣
独

無
尺

鉄
之

資
揺

義
兵

、
隠

嶮
隘

之
中

窺
敵

軍
」

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

前
・

一
「

敵
軍

の
秘

し
置

き
た

る
此

の
神

占
を

聞
得

し
か

ば
」

敵
前

宋
『

十
一

家
注

孫
子

』
「

伏
兵

之
設

或
在

敵
前

，
或

在
敵

後
」

宋
『

崇
古

文
訣

』
「

一
旦

走
檄

傳
警

，
投

之
敵

前
，

而
用

之
小

出
必

小
挫

，
大

舉
必

大
北

」

未
収

録
未

収
録

（
19

04
）

「
日

本
大

阪
某

日
報

云
（

略
）

駛
赴

敵
前

將
水

雷
埋

沈
海

底
」

未
収

録
敵

の
す

ぐ
前

。
敵

陣
の

前
。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
三

三
八

「
敵

前
至

近
の

距
離

に
近

接
し

」

敵
情

漢
『

三
略

』
「

用
兵

之
要

，
必

先
察

敵
情

」
敵

方
的

情
況

。
特

指
敵

人
對

我
方

采
取

行
動

的
情

況
。

未
収

録
（

18
74

）
「

是
故

明
曉

敵
情

,然
後

可
自

爲

計
」

未
収

録
敵

の
あ

り
さ

ま
。

敵
軍

の
情

況
。

い
ろ

は
字

（
15

59
）

「
敵

情
 テ

キ

シ
ヤ

ウ
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

七
・

三
「

敵
情

（
テ

キ
ジ

ャ
ウ

）
を

試
み

ん
と

川
を

隔
て

大
砲

を
四

五
発

敵
地

へ
打

入
る

れ
ど

」

敵
視

な
し

仇
視

，
當

做
敵

人
看

待
。

未
収

録
（

18
94

）
「

日
本

何
有

敵
視

朝
鮮

之
理

」
顏

惠
慶

19
08

In
im

ic
al

U
nf

rie
nd

ly
, 敵

視
的

, 爲
仇

的
, 怨

恨
的

敵
と

し
て

み
る

こ
と

。
敵

対
者

と
み

な
す

こ
と

。
敵

ま
た

は
対

抗
者

と
し

て
取

り
扱

う
こ

と
。

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

初
・

一
「

彼
の

敵
視

す
可

き
も

の
か

其
友

視
す

可
き

も
の

か
を

弁
別

し
」

花
柳

春
話

（
18

78
〜

79
）

〈
織

田
純

一
郎

訳
〉

四
六

「
寧

ろ
敵

視
（

テ
キ

シ
）

せ
ら

る
る

も
蔑

視
せ

ら
る

る
勿

れ
」

，

敵
手

唐
『

杜
荀

鶴
文

集
』

「
有

時
逢

敵
手

，
當

局
到

深
更

」
才

藝
相

當
的

人
；

能
力

相
等

的
對

手
。

對
手

，
指

才
藝

相
當

的
人

。

晉
書

 謝
安

傳
：

“安
常

棊
劣

於
（

兄
子

）
玄

，
是

日
玄

懼
，

便
爲

敵
手

而
又

不
勝

。
”唐

 姚
合

姚
少

監
集

九

答
友

人
招

遊
詩

：
“賭

棊
招

敵
手

，
沽

酒
自

扶
頭

。
”

（
18

75
）

「
故

非
囘

人
敵

手
繼

有
勇

弁
偕

來
」

馬
禮

遜
18

23

O
PP

O
N

EN
T

 Y
ou

 h
av

e 
no

w
 m

et
 w

ith
 a

n 
op

po
ne

nt
 ,你

今
遇

一
敵

手

①
敵

の
手

。
敵

の
支

配
下

。
②

自
分

と
対

等
の

競
争

を
す

る
こ

と
の

で
き

る
相

手
。

好
敵

手
。

正
法

眼
蔵

（
12

31
〜

53
）

春
秋

「
い

ふ
べ

く
は

、
か

く
の

ご
と

く
い

ふ
べ

し
、

著
碁

一
家

敵
手

相
逢

な
り

」
経

国
美

談
（

18
83

〜
84

）
〈

矢
野

龍

渓
〉

後
・

二
一

「
阿

人
は

決
し

て
旧

誼
を

忘
れ

斯
国

を
敵

手
に

委
せ

ざ
る

を
信

ず
る

な
り

」

敵
意

宋
『

建
炎

以
來

繫
年

要
録

』
「

敵
朝

夕
下

陝
，

莫
以

為
憂

者
，

殆
未

知
敵

意
也

」
仇

視
的

心
理

。
未

収
録

（
19

13
）

「
日

本
挾

有
敵

意
,非

由
奉

天
方

面
進

兵
」

顏
惠

慶
19

08

Ho
st

ili
ty

 E
nm

ity
, 對

敵
, 敵

意
, 怨

恨
, 仇

對

En
m

ity
an

im
os

ity
, 敵

意
, 敵

愾
心

, 讐
怨

, 怨
恨

敵
対

し
よ

う
と

す
る

心
。

害
を

加
え

よ
う

と
す

る
心

。

文
明

論
之

概
略

（
18

75
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

一
・

一
「

相
親

む
の

情
を

発
す

れ
ば

始
て

双
方

の
真

面
目

を
顕

は
し

、
次

第
に

其
敵

意
を

鎔
解

す
る

を
得

べ
し

」

抵
抗

宋
『

大
金

國
志

』
「

淵
怒

其
抵

抗
，

遂
移

潞
州

，
監

督
軍

糧
」

明
『

嘯
餘

譜
』

「
回

言
抵

抗
，

没
尊

卑
」

明
『

陽
明

先
生

道
學

鈔
』

「
官

軍
俱

蒙
，

殺
勦

目
民

，
人

等
俱

不
敢

抵

抗
」

抗
拒

，
抗

擊
。

未
収

録

（
18

74
）

「
於

是
與

之
抵

抗
,東

人
大

怒
,遂

舉
刀

砍
殺

之
」

（
18

95
）

「
臺

兵
依

竹
林

列
陣

,抵
抗

甚

力
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Af

fr
on

t
 to

 d
ef

y,
 侮

慢
, 抵

抗
;A

n 
op

en
 d

ef
ia

nc
e,

 抵
抗

; T
o 

co
nf

ro
nt

, 抵
抗

, 對
持

2：
Co

nf
lic

t
To

 b
e 

in
 o

pp
os

iti
on

 o
r c

on
tr

ad
ic

to
ry

, 相
對

, 相
反

, 抵
抗

, 衝
突

;T
o 

st
rik

e 
or

 d
as

h 
ag

ai
ns

t, 
撞

, 掽
, 撞

擊
, 抵

抗
, 衝

突

3：
Co

nt
ra

di
ct

io
n

op
po

sit
io

n,
 抵

抗
, 抵

牾

4：
Di

sa
gr

ee
to

 b
e 

in
 o

pp
os

iti
on

, 反
對

, 抵
抗

5：
Co

lli
sio

n
O

pp
os

iti
on

, 衝
突

, 抵
抗

①
外

か
ら

の
力

に
は

り
あ

う
こ

と
。

ま
た

、
権

力
や

古
い

道
徳

な
ど

に
さ

か
ら

う
こ

と
。

抵
拒

。
②

加
え

ら
れ

た
力

に
対

し
て

、
そ

れ
と

反
対

の
方

向
に

は
た

ら
く

力
。

特
に

、
物

体
や

流
水

の
運

動
を

さ
ま

た
げ

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
損

失
を

伴
う

現
象

。
③

「
て

い
こ

う
か

ん
（

抵
抗

感
）

に
同

じ
。

：
そ

の
ま

ま
素

直
に

受
け

入
れ

る
に

は
、

少
し

躊
躇

（
ち

ゅ
う

ち
ょ

）
す

る
よ

う
未

収
録

っ
く

り
し

な
い

感
じ

。
反

発
し

た
い

気
持

。
抵

抗
。

」
に

同
じ

。

舎
密

開
宗

（
18

37
〜

47
）

内
・

一
・

一
九

「
然

ど
も

炊
気

も
瓦

斯
も

大
気

の
圧

力
に

抵
抗

す
気

圧
弱

き
は

為
り

易
く

盛
な

る
と

き
は

為
り

難
し

」
英

政
如

何
（

18
68

）
九

「
プ

ラ
タ

グ

ネ
ッ

ト
朝

初
代

の
王

は
羅

馬
法

皇
の

比
肩

衣
を

与
へ

ん
と

す
る

を
厳

し
く

抵
抗

し
」

浮
雲

（
18

87
〜

89
）

〈
二

葉
亭

四

迷
〉

一
・

一
「

し
か

し
苟

も
長

官
た

る
者

に
向

っ
て

抵
抗

を
試

み
る

な
ぞ

と
い

ふ
な

ア
、

馬
鹿

の
骨

頂
だ

」

地
雷

明
『

皇
明

通
紀

集
要

』
「

設
地

雷
，

預
置

火
砲


十

，
埋

于
地

中
」

一
種

爆
炸

性
武

器
，

一
般

多
埋

入
地

下
，

裝
有

特
種

引
火

裝
置

。

設
置

於
地

下
以

轟
擊

敵
軍

的
火

器
。

 三
國

演
義

九
十

：

“因
令

馬
岱

將
黑

油
車

安
排

於
谷

中
。

車
中

油
櫃

内
，

皆
是

預
先

造
下

的
大

砲
，

名
曰

‘地
雷

’。
一

砲
中

藏
九

砲
，

三
十

步
埋

之
。

中
用

竹
竿

通
節

，
以

引
藥

線
；

纔
一

發
動

，
山

損
石

裂
。

”明
 宋

應

星
天

工
開

物
下

佳
兵

 火
器

：
“地

雷
埋

伏
地

中
，

竹

管
通

引
，

衝
土

起
擊

。
”

（
18

72
）

「
賊

用
地

雷
轟

擊
,城

破
之

日
,該

故
員

首
攖

賊
鋒

,身
首

殊
絕

,體
受

多
傷

」

羅
存

德
18

69

M
in

e
a 

su
bt

er
ra

ne
ou

s c
an

al
 d

ug
 u

nd
er

 th
e 

w
al

l 
or

 ra
m

pa
rt

 o
f a

 fo
rt

ifi
ca

tio
n 
地

雷
炮

；

Pi
on

ee
r

開
路

嘅
、

備
路

的
、

開
路

先
鋒

、
掘

地
雷

者
、

先
鋒

Po
w

de
r-

m
in

e
地

雷
炮

Sa
pp

er
，

sa
pp

eu
r 

掘
子

、
掘

子
兵

、
開

地
雷

兵

地
中

ま
た

は
地

表
直

下
に

目
だ

た
な

い
よ

う
に

埋
設

し
、

人
ま

た
は

車
両

の
接

触
・

加
圧

に
よ

り
爆

発
す

る
よ

う
に

装
置

し
た

爆
薬

。
対

戦
車

地
雷

・
対

人
地

雷
な

ど
。

浄
瑠

璃
・

源
頼

家
源

実
朝

鎌
倉

三
代

記
（

17
81

）
九

「
地

中
に

し
き

り
の

煙
立

は
、

庭
の

中
に

も
地

雷
（

ヂ
ラ

イ
）

を
伏

し
と

覚
た

り
」

作
戦

要
務

令
（

19
39

）
二

・
一

九
八

「
要

す
れ

ば
機

を
失

せ
ず

該
方

面
に

対
戦

車
火

砲
、

対
戦

車
地

雷
時

と
し

て
一

部
の

野
（

山
）

砲
等

を
増

加
す

」

18



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

点
呼

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

12
）

「
未

及
睡

覺
,卽

聽
軍

中
點

呼
」

（
19

35
）

「
點

呼
兩

造
當

事
人

均
不

到
案

,
遂

諭
改

期
候

傳
,卽

退
庭

」

未
収

録

ひ
と

り
ひ

と
り

名
を

呼
ん

で
、

人
員

が
そ

ろ
っ

て
い

る
か

ど
う

か
を

調
べ

る
こ

と
。

特
に

、
旧

日
本

軍
で

朝
夕

に
人

員
の

異
常

の
有

無
を

調
べ

る
た

め
行

な
っ

た
も

の
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ap

pe
l 〈

略
〉

呼
号

又

点
呼

」
う

た
か

た
の

記
（

18
90

）
〈

森
鴎

外
〉

下
「

点
呼

に
応

ず
る

兵
卒

の
正

服
つ

け
て

」

殿
軍

唐
『

晋
書

』
「

孟
反

，
范

燮
殿

軍
後

入
，

而
全

身
於

此
」

①
行

軍
時

走
在

最
後

。
②

指
某

一
時

期
某

一
領

域
最

後
出

現
的

重
要

人
物

。
③

考
試

或
競

賽
後

入
選

的
最

末
一

名
。

行
軍

時
居

於
尾

部
。

 晉
書

王
湛

傳
王

坦
之

與
殷

康
子

書
：

“故
大

禹
 咎

繇
稱

功
言

惠
而

成
名

於
彼

，
孟

反
 范

燮
殿

軍
後

入
而

全
身

於
此

。
”後

因
稱

攷
試

或
比

賽
入

選
的

末
名

爲
殿

軍
。

（
18

73
）

「
發

令
退

走
,以

第
一

第
二

隊
作

殿
軍

」
（

19
26

）
「

粤
俗

徴
聯

、
被

取
之

最
後

一

名
稱

殿
軍

」

羅
存

德
18

69

1：
Ar

rie
re

th
e 

la
st

 b
od

y 
of

 a
n 

ar
m

y	
尾

陳
、

後
陳

、

殿
軍

、
押

尾
陣

2：
Ar

rie
re

-g
ua

rd
尾

陳
、

殿
軍

し
ん

が
り

の
軍

隊
。

あ
と

ぞ
な

え
の

兵
。

後
軍

。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
九

・
徳

川
氏

正
記

「
城

兵
尾

撃
、

殿
軍

多
死

者
」

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
四

「
殿

後
 デ

ン
ゴ

 イ
ク

サ

ノ
シ

ン
ガ

リ
 殿

軍
 テ

ン
グ

ン
 上

ニ

同
」

諜
報

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
樞

密
院

奏
言

，
諜

報
夏

人
破

蕩
轄

戬
族
帳
」

①
將

偵
察

到
的

情
況

報
告

上
級

。
②

刺
探

出
來

的
關

於
敵

方
軍

事
、

政
治

、
經

濟
等

的
情

報
。

秘
密

報
告

敵
情

。
 宋

史
 理

宗
紀

三
淳

祐
七

年
詔

：
“淮

安
主

簿
周

子
鎔

，
久

俘
于

北
，

數
遣

蠟
書

諜
報

邊
事

。
”

（
18

72
）

「
浙

師
被

圍
,諜

報
不

通
」

（
19

01
）

「
午

後
忽

接
諜

報
,謂

敵
軍

行
將

追
至

」

未
収

録
相

手
の

様
子

を
さ

ぐ
っ

て
知

ら
せ

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
知

ら
せ

。

海
軍

参
謀

本
部

条
例

（
明

治
二

一
年

）
（

18
88

）
四

条
「

一
 諜

報
の

調
査

」

動
員

明
『

明
政

統
宗

』
「

動
員

數
千

萬
金

，
不

之
償

已
」

①
軍

事
術

語
。

把
國

家
的

武
裝

力
量

，
由

和
平

狀
態

轉
入

戰
時

狀
態

，
以

及
把

所
有

的
經

濟
部

門
(工

業
、

農
業

、
運

輸
業

等
)轉

入

供
應

戰
爭

需
要

的
工

作
。

②
發

動
人

參
加

某
種

活
動

。
③

泛
指

發
動

；
運

用
。

未
収

録
（

19
11

）
「

按
照

國
防

作
戰

動
員

計
畵

,以
及

衛
生

上
之

關
係

妥
定

」

赫
美

玲
官

話
19

16
 M

ob
ili

za
tio

n
動

員

①
軍

隊
ま

た
は

国
家

の
人

的
物

的
資

源
を

戦
時

の
体

制
に

移
す

こ
と

。
軍

動
員

と
軍

需
動

員
及

び
国

家
総

動
員

が
あ

っ
た

。
②

転
じ

て
、

あ
る

目
的

の
た

め
に

、
人

や
物

を
か

り
出

す
こ

と
。

師
団

司
令

部
条

例
（

明
治

二
九

年
）

（
18

96
）

八
条

「
師

団
長

は
軍

政
及

人
事

に
関

し
て

は
陸

軍
大

臣
動

員
計

画
作

戦
計

画
に

関
し

て
は

参
謀

総
長

〈
略

〉
の

区
処

を
受

く
」

近
代

以
前

の
出

典
が

極
少

な
く

、
ま

た
「

軍
事

目
的

の
動

員
」

の
意

味
と

し
て

の
用

例
が

未
見

。

都
督

漢
『

潜
夫

論
』

「
草

食
散

亂
，

未
有

都
督

」

①
總

領
，

統
領

。
②

三
國

時
，

帳
下

領
兵

者
即

稱
都

督
，

猶
後

世
的

衛
隊

長
。

③
古

代
的

軍
事

長
官

。
④

民
國

初
爲

各
省

軍
政

長
官

。

㊀
統

領
，

總
領

。
 三

國
志

吳
 魯

肅
傳

：
“後

（
劉

）
備

詣
京

見
權

，
求

都
督
荆
州

，
惟

肅
勸

權
借

之
，

共
拒

曹
公

（
操

）
。

”
㊁

官
名

。
魏

文
帝

始
置

都
督

諸
州

軍
事

，
或

領
刺

史
，

而
都

督
中

外
諸

軍
及

大
都

督
權

位
爲

最
重

。
吳

蜀
亦

置
之

。

（
18

72
）

「
隨

同
瓜

洲
鎮

都
督

府
劉

委
派

之
都

閫
,先

後
拿

獲
瓜

洲
刧

案
盗

犯
四

名
」

衛
三

畏
18

44
CO

M
M

AN
DE

R-
IN

-C
HI

EF
提

督
、

都
督

①
統

率
し

て
取

り
締

ま
る

こ
と

。
都

統
。

②
全

軍
を

統
率

す
る

も
の

。
総

大
将

。
③

中
国

の
官

名
。

三
国

魏
に

始
ま

る
。

ふ
つ

う
、

諸
州

ま
た

は
軍

団
の

長
官

を
さ

す
。

④
大

宰
府

の
責

任
者

の
唐

名
。

⑤
関

東
都

督
府

の
長

官
。

万
葉

集
（

8Ｃ
後

）
五

・
八

六
八

右

詞
文

「
憶

良
聞

、
方

岳
諸

侯
、

都
督

刺
史

、
並

依
典

法
、

巡
行

部
下

、
察

其
風

俗
」

明
治

月
刊

（
18

68
〜

69
）

〈
大

阪
府

編
〉

三
「

ク
リ

チ
ャ

ー
を

都
督

と
な

し
」

毒
気

漢
『

太
平

經
』

「
南

山
有

毒
氣

，
其

山
不

善
閉

蔵
，

春
南

風
與

風
氣

俱
行

，
廼

蔽
日

月
」

①
瘴

癘
之

氣
。

②
災

氣
。

 ③
毒

力
。

④
佛

教
語

。
指

貪
、

瞋
、

痴
三

毒
之

習
氣

。
⑤

氣
狀

的
毒

劑
。

舊
稱

毒
瓦

斯
。

瘴
氣

。
 漢

書
九

九
中

王
莽

傳
：
“僰

道
以

南
，

山
險

高

深
，
…
…

吏
士

離
毒

氣
死

者
十

七
。
”後

漢
書

二
四

馬

援
傳

：
“下

潦
上

霧
，

毒
氣

重
蒸

，
仰

視
飛

鳶
，

跕
跕

墯
水

中
。
”

（
18

72
）

「
氤

氳
毒

氣
日

薰
蒸

」

（
19

00
）

「
至

於
以

毒
氣

害
人

性
命

,且
害

及
與

戰
事

無
關

者
之

性
命

,此
則

殘
酷

無
理

,
大

傷
天

地
之

和
」

馬
禮

遜
18

23

TH
U

N
DE

R
Th

un
de

r-
st

or
m

 ra
in

 m
us

t n
ot

 b
e 

pr
es

er
ve

d 
(fo

r d
om

es
tic

 u
se

), 
有

雷
之

雨
不

可
收

: 蓋
有

毒
氣

①
毒

を
含

ん
だ

気
。

毒
と

な
る

気
。

ど
っ

け
。

②
人

の
気

持
を

ひ
ど

く
害

す
る

よ
う

な
心

、
ま

た
は

様
子

。
わ

る
ぎ

。
ど

っ
け

。

性
霊

集
‐

八
（

10
79

）
和

尚
奉

為
祈

皇
帝

転
読

大
般

若
経

願
文

「
不

用
柳

枝
、

毒
気

殄
滅

」
草

枕
（

19
06

）
〈

夏
目

漱
石

〉
一

〇

「
毒

気
の

あ
る

、
恐

ろ
し

味
を

帯
び

た
調

子
で

あ
る

」

対
戦

晋
『

三
国

志
』

「
備

乃
舉

兵
，

與
術

對
戰

」

①
兩

軍
對

陣
作

戰
。

②
現

亦
借

指
某

些
體

育
運

動
項

目
(如

乒
乓

、

棋
類

等
)中

雙
方

交
鋒

。
未

収
録

（
18

74
）

「
兩

國
對

陣
之

時
各

率
戰

將
多

員
,戰

卒
數

萬
,兩

陣
列

齊
,出

陣
對

戰
者

,少
則

一
將

多
則

數
將

」

羅
存

德
18

69

1：
Co

m
ba

t
to

 st
ru

gg
le

 o
r c

on
te

nd
 w

ith
 a

n 
op

po
si

ng
 

fo
rc

e,
戰
鬬
、

交
戰

、
對

戰
、

對
打

、
對

敵
、

交
鋒

2：
Co

nt
en

d
 to

 c
on

te
nd

 w
ith

 e
ne

m
ie

s,對
敵

、
對

戰
、

交
鋒

3：
Fi

gh
t

(p
re

t. 
&

 p
p.

 fo
ug

ht
), 

to
 st

riv
e 

or
 c

on
te

nd
 

fo
r v

ic
to

ry
, i

n 
ba

tt
le

 o
r s

in
gl

e 
co

m
ba

t,
戰

、
打

、
打

仗
、

交
戰

、
交

鋒
、

對
陣

、
對

仗
、

對
戰

、
戰

鬬
、
鬬
敺

、
毆

打
、

毆
擊

、
械

鬬
、

格
、

鬨
、

搏
撠
、

搏
擊

敵
と

味
方

と
相

対
し

て
戦

う
こ

と
。

互
い

に
戦

う
こ

と
。

応
戦

。

伊
達

日
記

（
16

00
頃

か
）

中
「

御
弓

矢
の

勝
負

を
以

御
滅

亡
は

世
上

の
習

に
候

間
、

是
非

共
御

対
戦

可
被

成
由

」
音

訓
新

聞
字

引
（

18
76

）
〈

萩
原

乙

彦
〉

「
対

戦
 タ

イ
セ

ン
 ム

カ
ヒ

タ

タ
カ

フ
」

対
陣

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
苞

率
步

騎
二

萬
，

與
賊

對
陣

」
①

謂
兩

軍
對

峙
；

交
峰

。
②

對
方

陣
地

。
未

収
録

（
18

74
）

「
兩

國
對

陣
之

時
各

率
戰

將
多

員
,戰

卒
數

萬
,兩

陣
列

齊
,出

陣
對

戰
者

,少
則

一
將

多
則

數
將

」

羅
存

德
18

69

1：
As

sa
ul

t
to

 e
nc

ou
nt

er
,對

陣
、

對
敵

、
對

壘
、

交
鋒

、
交

戰
、

對
打

2：
Ba

tt
le

to
 jo

in
 in

 b
at

tle
,交

鋒
、

對
壘

、
對

陣
、

交
戰

、
對

敵
3：

Fi
gh

t
(p

re
t. 

&
 p

p.
 fo

ug
ht

), 
to

 st
riv

e 
or

 c
on

te
nd

 
fo

r v
ic

to
ry

, i
n 

ba
tt

le
 o

r s
in

gl
e 

co
m

ba
t,

戰
、

打
、

打
仗

、
交

戰
、

交
鋒

、
對

陣
、

對
仗

、
對

戰
、

戰
鬬
、

鬬
敺

、
毆

打
、

毆
擊

、
械

鬬
、

格
、

鬨
、

搏
撠
、

搏
擊

敵
味

方
の

両
軍

が
、

た
が

い
に

接
近

し
て

陣
地

を
編

成
し

、
向

か
い

あ
う

こ
と

。
一

方
の

軍
隊

が
他

方
の

軍
隊

の
正

面
に

位
置

す
る

こ
と

。

史
記

抄
（

14
77

）
一

九
・

貨
殖

列
伝

「
対

陣
を

取
て

合
戦

す
る

事
は

別
し

て
よ

う
も

せ
ね

ど
も

」
近

世
紀

聞
（

18
75

〜
81

）
〈

染
崎

延

房
〉

九
・

三
「

三
橋

の
際

ま
で

押
出

し
既

に
対

陣
（

タ
イ

ヂ
ン

）
に

及
び

し
時

」

19



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

対
峙

南
北

朝
『

水
經

注
』

「
縣

左
右

二
岡

對
峙

，
重

阻
齊

秀
間

」
①

相
對

而
立

。
②

對
抗

；
抗

衡
。

相
對

而
立

。
 水

經
注

三
八

資
水

：
“縣

左
右

二
岡

對
峙

。
”

唐
楊

炯
楊

盈
川

集
一

浮
漚

賦
：

“排
雨

足
而

分
規

，
擘

波
心

而
對

峙
。

”

（
18

77
）

「
老

口
舊

有
炮

台
對

峙
,自

拓
新

口
後

無
所

用
」

翟
理

斯
19

12

對 co
nf

ro
nt

in
g 

he
ig

ht
s,
－

th
in

gs
 o

r i
de

as
 o

f 
eq

ua
l p

ow
er

 o
r i

nf
lu

en
ce

,對
峙

 o
r 對

立

山
な

ど
が

向
か

い
あ

っ
て

そ
び

え
立

つ
こ

と
。

ま
た

、
人

や
軍

勢
な

ど
、

対
立

す
る

双
方

が
に

ら
み

合
っ

た
ま

ま
動

か
な

い
こ

と
。

明
治

月
刊

（
18

68
〜

69
）

〈
大

阪
府

編
〉

二
「

亜
弗

利
加

洲
と

対
峙

し
て

其
間

近
く

」

隊
長

唐
『

通
紀

』
「

入
黄

巢
軍

，
以

力
戰

，
屢

捷
，

補
為

隊
長

」
一

隊
的

首
領

。
未

収
録

（
18

72
）

「
隊

長
獨

轉
戰

沙
磧

中
」

羅
存

德
18

69
Pa

rt
isa

n
a 

co
m

m
an

de
r o

f a
 p

ar
ty

,隊
長

①
軍

隊
で

、
一

隊
の

兵
の

指
揮

権
を

持
つ

も
の

。
②

あ
る

目
的

で
何

人
か

が
集

ま
っ

た
一

団
の

長
、

一
隊

の
か

し
ら

。
隊

伍
の

長
。

令
義

解
（

83
3）

軍
防

・
私

家
皷

鉦

条
「

凡
私

家
不

得
有

皷
〈

略
〉

軍
幡

〈
謂

〈
略

〉
幡

者
、

旌
旗

惣
名

也
、

将
軍

所
載

曰
纛

幡
、

隊
長

所
載

曰
隊

幡
〉

」
刑

事
訴

訟
法

（
明

治
二

三
年

）
（

18
90

）
八

一
条

「
予

備
、

後
備

の

軍
籍

に
在

ら
さ

る
下

士
以

下
の

軍
人

、
軍

属
に

対
し

令
状

を
発

し
た

る
と

き
は

其
所

属
の

長
官

又
は

隊
長

に
令

状
を

示
す

可
し

」

隊
伍

周
『

六
韜

』
「

置
牛

馬
隊

伍
，

爲
四

武
衝

陳
」

  南
北

朝
『

宋
書

』
「

兵
強

而
敵

不
戒

，
國

富
而

民
不

勞
，

比
於

優
復

隊
伍

，
坐

食
廩

糧
者

」

①
軍

隊
；

部
隊

。
②

有
組

織
的

行
列

。
③

借
指

統
率

部
隊

。

㊀
指

軍
隊

，
部

隊
。

 宋
書

何
承

天
傳

上
表

：
“兵

彊
而

敵
不

戒
，

國
富

而
民

不
勞

，
比

於
優

復
隊

伍
，

坐
食

廩
糧

者
，

不
可

同
年

而
校

矣
。

”
㊁

謂
統

率
部

隊
。

 宋
史

 禮
志

二
四

閲
武

：
“涇

原
經

略

蔡
挺

肄
習

諸
將

軍
馬

，
點

閲
周

悉
，

隊
伍

有
法

，
入

爲
樞

密
副

使
。

”

（
18

72
）

「
刀

光
動

搖
飛

蠅
亂

舞
隊

伍
整

肅
」

馬
禮

遜
18

23
RA

N
K

Ra
nk

s o
f s

ol
di

er
s ,
隊

伍

（
「

隊
」

は
二

人
以

上
、

「
伍

」
は

五
人

に
よ

っ
て

組
織

さ
れ

た
兵

士
の

組
）

兵
士

の
組

織
で

あ
る

隊
と

伍
。

兵
士

の
組

織
さ

れ
た

集
団

。
ま

た
、

隊
を

組
ん

で
き

ち
ん

と
並

ん
だ

組
。

隊
列

の
組

。
く

み
。

隊
列

。

令
義

解
（

71
8）

軍
防

・
隊

伍
条

「
凡

兵
士

各
為

隊
伍

〈
謂

。
五

十
人

為
隊

也
。

五
人

為
伍

也
〉

」
条

約
改

正
論

（
18

87
）

〈
小

野
梓

〉

二
「

陸
兵

の
路

を
其

土
に

借
り

通
過

す
る

者
も

復
た

然
り

、
其

隊
伍

を
整

頓
し

」

遁
逃

周
『

六
韜

』
「

深
草

蓊
蘙

者
，

所
以

遁
逃

也
」

亦
作

“遯
逃

”。
猶

逃
走

。
未

収
録

（
18

77
）

「
解

法
捕

房
招

失
主

認
領

,云
其

遁
逃

之
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Es

ca
pe

An
 u

nl
aw

fu
l e

va
sio

n 
of

 le
ga

l r
es

tr
ai

nt
, 脫

逃
, 遁

逃
2：

Ev
as

io
n

su
bt

er
fu

ge
, s

hu
ffl

in
g,

 o
r p

re
va

ric
at

io
n,

 遁
辭

, 暗
遁

, 巧
言

閃
避

, 遁
策

, 遁
術

, 遁
計

, 設
法

遁
逃

3：
Ex

pe
di

en
t

to
 d

ev
ise

 a
n 

ex
pe

di
en

t f
or

 e
sc

ap
e,

 籌
計

遁

逃 4：
Fl

ig
ht

Th
e 

ac
t o

f f
le

ei
ng

, 遁
逃

, 出
奔

5：
Sl

ip
A 

se
cr

et
 d

es
er

tio
n,

 遁
逃

, 潛
逃

, 私
走

6：
Ve

nt
es

ca
pe

 fr
om

 c
on

fin
em

en
t, 
逃

出
, 遁

逃

逃
げ

の
が

れ
る

こ
と

。

吾
妻

鏡
‐

元
暦

元
年

（
11

84
）

六
月

二
七

日
「

御
台

所
強

憤
申

給
之

間
、

武
衛

不
能

遁
逃

」
文

明
論

之
概

略
（

18
75

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

四
・

七
「

又
は

遁
逃

し
て

も
命

の
助

か
る

可
き

見
込

な
き

が
故

に
命

を
致

す
も

の
な

り
」

奪
取

晋
『

華
陽

國
志

』
「

殺
大

小
二

十
口

，
埋

在
樓

下
，

奪
取

財
物

」
①

使
用

力
量

強
行

取
得

。
②

努
力

爭
取

。
未

収
録

（
18

72
）

「
前

錄
某

屠
户

控
工

部
局

人
氣

兒
奪

取
其

牛
一

案
」

衛
三

畏
18

44
SN

AT
CH

1.
奪

取
他

人
の

物
を

奪
い

取
る

こ
と

。

正
法

眼
蔵

（
12

31
〜

53
）

三
界

唯
心

「
与

授
に

あ
ら

ざ
れ

ど
も

こ
れ

を
う

く
、

奪
取

に
あ

ら
ざ

れ
ど

も
こ

れ
を

え
た

り
」

漢
語

便
覧

（
18

71
）

〈
横

山
監

〉
達

書
「

奪
取

 タ
ッ

シ
ュ

 ウ
バ

ヒ
ト

ル
」

扼
守

五
代

『
旧

唐
書

』
「

今
總

軍
深

入
，

賊
必

併
力

扼
守

」
把

守
。

未
収

録
（

18
72

）
「

我
兵

可
以

扼
守

巴
刺

顚
呢

,與
之

相
距

不
遠

」

翟
理

斯
19

12
扼  to

 h
ol

d,
 －

as
 a

 st
ra

te
gi

ca
l p

os
iti

on
,扼

守
あ

る
場

所
を

お
さ

え
て

敵
の

攻
撃

を
守

り
防

ぐ
こ

と
。

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

前
・

二
〇

「
斯

、
阿

二
国

兵
を

合
し

て
哥

侖
の

地
峡

を
扼

守
す

」

発
動

漢
『

史
記

』
「

彭
吳

賈
滅

朝
鮮

，
置

滄
海

之
郡

，
則

燕
齊

之
間

靡
然

發
動

」

①
奮

起
行

動
。

②
行

動
。

③
興

旺
；

生
長

。
④

猶
產

生
。

⑤
猶

騷
動

。
⑥

動
機

。
 ⑦

指
動

作
。

 ⑧
疾

病
發

作
。

⑨
觸

動
。

⑩
使

行
動

起
來

。
⑪

指
開

導
，

啟
發

。
⑫

猶
發

表
。

⑬
指

婦
女

臨
產

前
的

陣
痛

。
⑭

 鼓
舞

；
鼓

動
。

⑮
猶

組

織
，

進
行

。
⑯

猶
啟

動
。

㊀
奮

起
行

動
。

 莊
子

 天
運

：
“然

則
人

固
有

尸
居

而
龍

見
，

雷
聲

而
淵

默
，

發
動

如
天

地
者

乎
？

”淮
南

子
兵

略
：

“應
敵

必
敏

，
發

動
必

亟
。

”
㊁

謂
開

始
行

動
。

 史
記

一
二

八
龜

策
傳

漢
 褚

少
孫

補
：

“聞
古

五
帝

、
三

王
發

動
舉

事
必

先
決

蓍
龜

 
”

（
18

76
）

「
前

面
之

機
器

車
發

動
客

車
,卽

隨
之

而
行

」

麥
都

思
18

48
TO

 M
O

VE
to

 b
e 

m
ov

ed
,發

動
、

沾
感

、
振

動
、

竦
動

①
う

ご
き

だ
す

こ
と

。
活

動
を

は
じ

め
る

こ
と

。
お

こ
る

こ
と

。
②

権
能

を
発

す
る

こ
と

。
法

的
権

限
を

行
使

す
る

こ
と

。
③

動
力

を
お

こ
す

こ
と

。

土
井

本
周

易
抄

（
14

77
）

一
「

利
は

一
機

の
発

動
す

る
故

に
速

也
」

銃
後

（
19

13
）

〈
桜

井
忠

温
〉

二
一

「
我

軍
の

総
攻

撃
準

備
は

已
に

整
ひ

、
遠

か
ら

ず
し

て
其

の
発

動
（

ハ
ツ

ド
ウ

）
を

開
始

す
べ

し
」

発
航

明
『

東
夷

考
略

』
「

辰
時

，
自

登
州

新
河

發
航

，
至

晚
抵

旅
順

泊
岸

」
未

収
録

未
収

録

（
18

26
）

「
對

於
停

泊
口

外
商

輪
之

貨
物

及
其

發
航

地
點

等
,並

未
檢

查
,及

至
偵

知
該

輪
所

載
貨

物
,確

有
嫌

疑
」

未
収

録
船

が
港

を
出

発
し

航
海

に
出

る
こ

と
。

出
航

。
出

帆
。

ふ
な

で
。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
発

航
 ハ

ッ
ク

 ハ
ウ

 フ
ネ

ヲ
ダ

ス
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

発
火

晋
『

三
国

志
』

「
蓋

放
諸

船
，

同
時

發
火

，
時

風
盛

猛
，

悉
延

燒
岸

上
營

落
」

宋
『

新
唐

書
』

「
多

幻
人

，
能

發
火

于
顏

多
幻

人
，

能
發

火
于

顏
」

明
『

輟
耕

錄
』

「
蓋

以
發

火
及

代
燈

燭
用

也
」

①
起

火
；

燃
火

。
②

指
引

火
。

③
指

噴
火

。
④

發
脾

氣
。

⑤
燃

燒
。

⑥
子

彈
經

撞
擊

後
火

藥
爆

發
。

未
収

録

（
18

75
）

「
自

三
更

發
火

,至
黎

明
始

熄
」

（
18

77
）

「
如

値
天

乾
風

燥
,亦

易
發

火
」

（
19

16
）

「
史

太
君

發
火

,寶
二

爺
打

趣
」

衛
三

畏
18

44

1：
FI

RE
FI

RE
,to

,放
火

、
發

火

2：
IG

N
IT

E
發

火
、

颯
火

、
搶

火
3：

KI
N

DL
E

發
火

、
點

着
火

①
火

が
燃

え
出

す
こ

と
。

火
を

発
す

る
こ

と
。

火
薬

な
ど

が
瞬

時
に

し
て

火
を

発
す

る
こ

と
。

②
軍

隊
な

ど
が

演
習

の
際

な
ど

に
銃

砲
に

実
弾

を
入

れ
ず

、
火

薬
だ

け
で

空
砲

を
打

つ
こ

と
。

③
火

う
ち

石
で

出
し

た
火

を
移

し
取

る
も

の
。

ほ
く

ち
。

舎
密

開
宗

（
18

37
〜

47
）

内
・

一

八
・

二
八

二
「

消
酸

を
和

す
れ

ば
華

爾
斯

に
変

ず
其

酸
甚

だ
駿

烈
な

る
と

き
は

発
火

し
て

熱
ゆ

」
思

出
の

記
（

19
00

〜
01

）
〈

徳
富

蘆

花
〉

六
・

二
「

此
発

火
の

瞬
間

に
心

眼
の

閉
ぢ

て
ま

た
開

く
一

刹
那

の
働

」

発
進

唐
『

昌
黎

先
生

文
集

』
「

立
馬

岸
上

，
發

進
奉

船
」

未
収

録
未

収
録

（
18

88
）

「
凡

紅
綠

茶
運

至
上

海
者

,一
律

保
險

,所
有

洋
商

買
成

之
茶

發
進

洋
棧

」
未

収
録

飛
行

機
・

軍
艦

な
ど

が
、

基
地

か
ら

出
発

す
る

こ
と

。
ま

た
、

自
動

車
な

ど
を

出
発

さ
せ

る
こ

と
。

三
教

指
帰

（
79

7頃
）

下
「

或
騁

馬
、

奔
車

、
先

已
発

進
」

運
歩

色
葉

集
（

15
48

）
「

発
進

 
ハ

ッ
シ

ン
」

発
砲

宋
『

靖
康

紀
聞

』
「

十
四

日
，

通
津

門
發

砲
，

中
金

人
一

裨
將

」
未

収
録

未
収

録
（

18
73

)「
法

兵
在

對
山

發
砲

轟
擊

」
衛

三
畏

18
44

FI
RE

FI
RE

 g
un

s,
to

,發
砲

、
放

砲

銃
に

弾
丸

を
こ

め
て

う
つ

こ
と

。
ま

た
、

大
砲

の
砲

門
を

開
い

て
砲

弾
を

発
射

す
る

こ
と

。

航
米

日
録

（
18

60
）

二
「

咸
臨

丸
に

て
も

我
国

の
旗

章
を

高
く

揚
げ

、
且

其
処

に
備

置
き

た
る

浮
砲

台
〈

略
〉

に
て

頻
に

発
砲

す
」

文
明

論
之

概
略

（
18

75
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

六
・

一
〇

「
何

か
一

個
の

動
物

を
見

掛
け

、
之

を
猿

と
認

め
て

発
砲

し
た

る
が

」

発
射

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
游

基
發

射
，

范
氏

施
御

，
弦

不
失

禽
，

蠻
不

詭
遇

」

指
光

芒
、

箭
矢

、
槍

彈
、

火
箭

、
電

波
等

射
出

。
未

収
録

（
18

87
）

「
俄

而
電

光
發

射
現

種
種

景

色
」

（
18

95
）

「
日

東
近

報
（

略
）

重
快

砲
十

門
,水

電
發

射
管

五
個

」

顏
惠

慶
19

08
Ve

rt
ic

al
。

 (M
il.

) V
er

tic
al

 fi
re

, t
he

 fi
re

 a
t 

hi
gh

 a
ng

le
s o

f e
le

va
tio

n,
 (軍

)高
角

發
射

;

矢
を

射
る

こ
と

。
ま

た
、

鉄
砲

や
大

砲
の

弾
丸

な
ど

を
う

ち
出

す
こ

と
。

万
国

公
法

（
18

68
）

〈
西

周
訳

〉

三
・

五
「

併
に

大
炮

発
射

は
勉

め
て

病
院

祠
宇

を
避

る
も

又
定

規
た

り
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

一
一

・
二

「
大

砲
を

備
へ

城
中

へ
向

け
て

発
射

（
ハ

ッ
シ

ャ
）

す
る

に
」

番
兵

南
北

朝
『

魏
書

』
「

十
五

丁
出

一
番

兵
計

得
一

萬
六

千
兵

」

唐
『

北
史

』
「

邊
方

有
事

，
暫

可
赴

戰
，

常
戍

宜
遣

番
兵

代
之

」

宋
『

諸
臣

奏
議

』
「

今
四

路
畨
兵
，
並

是
羌

夷
舊

種
」

①
服

役
的

士
兵

。
②

外
族

軍
隊

。
未

収
録

（
18

75
）

「
去
歲

十
月

,有
番

兵
數

名
突

入

糖
寮

」

衛
禮

賢
19

11
W

ac
hs

tu
be

po
lic

e 
st

at
io

n,
番

兵
所

見
張

り
を

す
る

兵
士

。
番

卒
。

哨
兵

。
歩

哨
。

山
鹿

語
類

（
16

65
）

二
一

・
居

宅
の

制
を

厳
に

す
「

或
は

武
器

を
そ

な
へ

或
は

番
兵

を
置

い
て

内
外

の
非

常
を

禁
じ

」
文

明
田

舎
問

答
（

18
78

）
〈

松
田

敏

足
〉

徴
兵

「
国

端
の

戎
兵

（
バ

ン
ペ

イ
）

や
皇

后
の

守
」

現
代

中
国

語
に

お
い

て
、

「
見

張
り

を
す

る
兵

士
」

の
意

味
に

相
当

す
る

場
合

は
、

む
し

ろ
「

哨
兵

」
と

い
う

語
が

多
用

さ
れ

て
い

る
。

番
号

な
し

部
隊

的
編

號
。

未
収

録
（

18
87

）
「

其
棒

預
備

十
二

支
分

十
二

番

號
」

未
収

録
（

｛
英

｝
nu

m
be

r の
訳

語
）

順

番
を

示
す

符
号

。
順

序
の

し
る

し
。

ナ
ン

バ
ー

。

附
音

挿
図

英
和

字
彙

（
18

73
）

〈
柴

田
昌

吉
・

子
安

峻
〉

「
N

um
be

r 数
（

か
ず

）
。

数
目

（
す

う
も

く
）

。
番

号
（

バ
ン

ガ
ウ

）
」

開
化

問
答

（
18

74
〜

75
）

〈
小

川
為

治
〉

二
・

下
「

紙
幣

に
は

必
ず

一
々

番
号

（
バ

ン
ガ

ウ
）

が
し

る
し

あ
る

事
ゆ

ゑ
」

反
撃

漢
『

史
記

』
「

榮
弟

横
，

收
齊

散
兵

得
數

萬
人

，
反

擊
項

羽
於

城
陽

」
反

攻
。

對
敵

對
人

物
或

勢
力

的
進

攻
進

行
回

擊
。

反
攻

，
以

兵
回

擊
。

 史
記

秦
紀

：
“晉

立
襄

公
子

而
反

擊
秦

師
，

秦
師

敗
。

”

（
18

74
）

「
我

以
手

擋
之

刀
,因

反
擊

,故
父

遂
致

死
」

衛
三

畏
18

44
RE

BO
U

N
D

1.
倒

跳
、

反
擊

戦
闘

で
劣

勢
に

あ
っ

た
も

の
が

逆
に

、
敵

に
対

し
て

攻
撃

を
し

か
け

る
こ

と
。

反
攻

。

電
気

訳
語

集
（

18
93

）
〈

伊
藤

潔
〉

「
Ba

ck
 S

tr
ok

e 
of

 L
ig

ht
ni

ng
 電

光
ノ

反
撃

」
火

の
柱

（
19

04
）

〈
木

下
尚

江
〉

二

九
・

二
「

現
社

会
の

基
礎

に
斧

を
置

き
つ

つ
あ

る
私

共
が

、
其

の
反

撃
に

逢
ふ

の
は

」

反
抗

な
し

用
行

動
反

對
；

抵
抗

。
未

収
録

（
18

95
）

「
軍

隊
聲

稱
自

今
誓

不
反

抗

等
」

顏
惠

慶
19

08

De
m

ur
1.

Pa
us

e,
 停

止
; h

es
ita

tio
n,

 a
s t

o 
th

e
pr

op
er

ty
 o

f p
ro

ce
ed

in
g,

 遲
疑

莫
決

, 起
疑

;
st

op
, 止

; o
bj

ec
tio

n,
 反

對
, 反

抗

育
て

た
り

導
い

た
り

し
て

く
れ

る
人

や
権

威
、

権
力

に
対

し
て

、
素

直
に

従
わ

ず
、

は
む

か
う

こ
と

。

日
蓮

上
人

（
18

94
）

〈
幸

田
露

伴
〉

二
〇

「
天

下
の

反
抗

（
ハ

ン
カ

ウ
）

を
事

と
も

せ
ず

」

反
乱

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
九

江
范

容
，

周
生

等
相

聚
反

亂
，

屯
據

歷
陽

」
①

叛
亂

。
②

方
言

。
猶

言
翻

騰
。

未
収

録

（
18

72
）

「
力

在
香

港
內

經
生

事
反

亂
兩

次
,其

後
香

港
臬

憲
士

美
利

以
該

出
洋

人
既

經
立

約
爲

詞
,終

驅
之

」

麥
都

思
18

48

1：
CO

M
M

O
TI

O
N

di
st

ur
ba

nc
e,
反

亂

2：
CO

N
FU

SI
O

N
 to

 c
au

se
 c

on
fu

sio
n,
作

亂
、

反
亂

3：
DI

SO
RD

ER
tu

m
ul

t,反
亂

4：
AN

AR
CH

Y
re

be
lli

on
,反

上
、

反
亂

5：
DI

ST
RA

CT
IO

N
tu

m
ul

t,反
亂

政
府

・
支

配
者

な
ど

に
そ

む
い

て
内

乱
を

起
こ

す
こ

と
。

謀
叛

（
む

ほ
ん

）
し

て
大

が
か

り
な

騒
動

を
起

こ
す

こ
と

。

神
皇

正
統

記
（

13
39

〜
43

）
上

・
仲

哀
「

此
御

時
熊

襲
又

反
乱

し
て

朝
貢

せ
ず

」
西

洋
事

情
（

18
66

〜
70

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

二
・

二
「

陸
軍

の
兵

士
に

不
平

を
抱

く
も

の
多

く
国

中
一

般
既

に
反

乱
の

萌
し

あ
り

し
が

」

21



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

辺
防

南
北

朝
『

南
齊

書
』

「
虜

經
破

散
後

，
當

無
復

犯
關

理
，

但
國

家
邊

防
自

應
過

存
備

豫
」

①
爲

保
衛

國
家

安
全

在
邊

境
地

區
布

置
的

防
務

。
②

指
邊

境
防

守
之

地
。

邊
疆

的
保

衛
防

禦
。

 南
齊

書
 陳

顯
達

傳
：

“但
國

家
邊

防
，

自
應

過
存

備
豫

。
”新

唐
書

 兵
志

：
“兵

之
戍

邊
者

，
大

曰
軍

，
小

曰
守

捉
，

…
…
此

自
武

德
至

天
寶

以
前

邊
防

之
制

。
”

（
18

72
）

「
俯

念
邊

防
緊

要
准

張
文

朝
暫

緩
北

上
」

顏
惠

慶
19

08

Ba
rr

ie
r

A 
fo

rt
re

ss
 o

n 
th

e 
fr

on
tie

r o
f a

 c
ou

nt
ry

, 邊
防

, 卡
隘

；

Li
m

ita
ry

Pl
ac

ed
 a

t t
he

 li
m

it,
 a

s a
 g

ua
rd

, 處
於

邊
界

的
, 設

防
的

, 邊
防

的

未
収

録

辺
境

漢
『

漢
書

』
「

間
者

累
年

，
匈

奴
並

暴
邊

境
，

多
殺

吏
民

」
①

靠
近

國
家

邊
界

的
地

方
。

②
靠

近
省

區
邊

界
的

地
方

。
未

収
録

（
18

72
）

「
又

奏
委

候
補

道
王

達
材

署
左

江
道

事
,辦

理
越

南
邊

境
善

後
夾

片
」

羅
存

德
18

69

1：
Bo

rd
er

bo
un

da
ry

,界
、

交
界

、
境

界
、

疆
界

、
邊

界
、

㙨
疆

、
邊

境
、

圉
、

域
、

介
、

藩
域

、
垓

、
㽘

、
畧

界
、

塲
2：

Fr
on

tie
r

ap
pl

ic
at

io
n 

fo
r m

ili
ta

ry
 su

pp
lie

s o
n 

th
e 

fr
on

tie
rs

,邊
境

中
索

軍
需

都
か

ら
遠

く
離

れ
た

く
に

ざ
か

い
。

く
に

の
は

て
。

国
境

。

続
日

本
紀

‐
和

銅
五

年
（

70
2）

九

月
己

丑
「

其
北

道
蝦

狄
〈

略
〉

屡
驚

辺
境

」
布

令
字

弁
（

18
68

〜
72

）
〈

知
足

蹄

原
子

〉
三

「
辺

疆
 ヘ

ン
キ

ャ
ウ

 ク
ニ

ザ
カ

ヒ
ノ

ハ
テ

」

飯
盒

明
『

工
部

廠
庫

須
知

』
「

硃
紅

竹
絲

茶
飯

盒
一

副
」

用
來

裝
飯

菜
的

盒
子

。
大

多
用

鋁
製

成
。

未
収

録

（
19

04
）

「
又

定
購

背
包

八
千

個
,軍

毯
一

萬
條

,皮
袋

六
千

餘
套

,糧
袋

水
壺

飯
盒

各
一

萬
餘

個
」

赫
美

玲
官

話
19

16

1：
Ti

n
M

es
s ～

, 飯
盒

2：
Ca

nt
ee

n
飯

盒

合
金

製
で

底
を

深
く

作
っ

た
炊

飯
兼

用
の

弁
当

箱
。

軍
隊

用
に

作
ら

れ
た

が
、

の
ち

携
行

に
便

利
な

と
こ

ろ
か

ら
、

登
山

や
ハ

イ
キ

ン
グ

な
ど

野
外

の
炊

飯
に

用
い

ら
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

風
俗

画
報

‐
二

九
六

号
（

19
04

）
我

兵
炊

爨
の

図
「

我
兵

は
携

行
せ

る
小

鍋
若

く
は

飯
盒

を
以

て
炊

事
掛

よ
り

分
配

せ
ら

れ
し

米
菜

を
煮

て
」

方
略

春
秋

戰
國

『
荀

子
』

「
若

夫
總

方

略
，

齊
言

行
，

壹
統

類
」

①
計

劃
；

權
謀

；
策

略
。

②
指

揮
；

處
置

。

㊀
計

謀
策

略
。

 荀
子

 仲
尼

：
“鄉

方
略

，
審

勞
佚

，
畜

積
、

修
鬭

而
能

顛
倒

其
敵

者
也

。
”史

記
一

一
一

霍
去

病
傳

：
“天

子
嘗

欲
教

之
孫

 
吳

兵
法

，
對

曰
：

‘顧
方

略

何
如

耳
，

不
至

學
古

兵
法

。
’”

㊁
處

置
。

醒
世

姻
緣

八
八

：

“你
且

消
停

，
我

方
略

了
這

兩
個

，
再

與
你

説
話

。
”

（
18

72
）

「
此

次
南

書
房

翰
林

校
閱

方
畧

兩
編

」

馬
禮

遜
18

23

1：
FO

U
N

DA
TI

O
N

Sh
or

t a
cc

ou
nt

 o
f l

ay
in

g 
th

e 
fo

un
da

tio
n 

of
 

a 
dy

na
st

y,
 開

國
方

畧

2：
U

N
AC

Q
U

AI
N

TE
D

U
na

cq
ua

in
te

d 
w

ith
 th

e 
m

et
ho

d 
,不

諳
於

方
畧

は
か

り
ご

と
。

て
だ

て
。

方
策

。
計

略
。

廬
山

寺
文

書
‐

天
祿

三
年

（
97

2）
五

月
三

日
・

天
台

座
主

良
源

遺
告

（
平

安
遺

文
二

・
三

〇
五

）
「

又
従

中
宮

所
賜

作
料

米
百

斛
許

、
此

外
材

木
及

作
料

私
廻

方
略

勤
仕

、
是

則
為

合
御

周
忌

所
奔

営
也

」
将

来
之

日
本

（
18

86
）

〈
徳

富
蘇

峰
〉

七
「

斯
く

版
図

愈
々

広
く

人
民

愈
々

多
き

を
致

せ
し

も
皆

平
和

の
方

略
に

依
る

も
の

に
し

て
」

方
陣

三
国

『
國

語
韋

氏
解

』
「

挾
經

秉

枹
，

爲
萬

人
以

爲
方

陳
」

唐
『

晋
書

』
「

恪
乃

以
鐵

鎖
連

馬
，

簡
善

射
鮮

卑
勇

而
無

剛
者

五
千

，
方

陣
而

前
」

：
①

方
形

之
軍

陣
。

古
代

陣
法

有
方

、
圓

、
雁

行
、

鉤
行

等
多

種
。

亦
作

“方
陳

”。
②

指
麻

將
牌

局
。

四
人

對
局

，
開

局
前

，
每

人
理

十
七

或
十

八
墩

，
構

成
方

形
，

故
稱

。

未
収

録
（

18
77

）
「

參
錯

以
行

,或
布

方
陣

,或
布

圓

陣
,或

布
長

蛇
陣

,進
退

疾
徐

,不
失

分
寸

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Sq

ua
re

A 
sq

ua
re

 b
od

y 
of

 tr
oo

ps
,方

陣

2：
Ph

al
an

x
An

y 
bo

dy
 o

f t
ro

op
s o

r m
en

 fo
rm

ed
 in

 
cl

os
e 

ar
ra

y,
 方

陣
, 密

陣
, 密

陣
軍

①
兵

士
を

四
角

に
な

ら
べ

た
陣

立
て

。
②

数
字

を
縦

横
に

何
行

か
ず

つ
並

べ
、

ど
の

行
も

そ
の

数
字

の
和

が
等

し
く

な
る

よ
う

に
し

た
も

の
。

縦
横

に
並

べ
る

数
字

の
個

数
に

よ
っ

て
三

方
陣

・
四

方
陣

・
八

方
陣

な
ど

と
い

う
。

魔
方

陣
。

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

二
・

四
「

英
の

歩
兵

は
数

個
の

方
陣

に
分

て
基

盤
の

形
に

排
列

し
〈

略
〉

満
を

持
し

て
放

た
す

」

防
備

晋
『

三
國

志
』

「
出

為
安

豐
太

守
，

郡
接

吴
寇

，
為

政
清

嚴
有

威
惠

，
明

設
防

備
，

敵
不

敢
犯

」

①
做

好
准

備
以

應
付

攻
擊

或
避

免
受

害
。

②
防

禦
設

施
。

未
収

録

（
18

72
）

「
本

船
主

因
巳

船
亦

被
傷

須
要

防
備

,恐
發

小
艇

後
萬

一
本

船
有

不
測

之
虞

,
小

艇
不

足
敷

用
」

衛
三

畏
18

44
FO

RT
IF

Y
防

虞
、

防
偹

、
預

防

外
敵

や
災

害
な

ど
を

防
ぐ

そ
な

え
を

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

そ
な

え
。

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

七
・

三
「

益
二

州
に

防
備

（
バ

ウ
ビ

）
を

修
め

て
も

て
幕

兵
の

至
る

を
俟

て
り

」

防
毒

宋
『

武
經

總
要

』
「

防
毒

：
軍

行
近

敵
地

,則
大

將
先

出
號

令
使

軍
士

防
毒

,
凡

敵
人

遺
飲

饌
者

,受
之

不
得

」
未

収
録

未
収

録
（

19
11

）
「

尚
無

防
毒

器
具

。
惟

德
國

郵

便
」

未
収

録
毒

を
防

ぐ
こ

と
。

特
に

、
毒

ガ
ス

を
防

ぐ
こ

と
。

な
し

防
空

な
し

防
備

空
襲

。
未

収
録

（
19

16
）

「
中

國
非

特
無

防
空

之
利

器
」

未
収

録
航

空
機

や
ミ

サ
イ

ル
に

よ
る

空
中

か
ら

の
攻

撃
を

防
ぐ

こ
と

。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
七

四
四

「
其

他
敵

情
の

捜
索

及
警

戒
の

処
置

、
防

空
・

工
事

・
連

絡
に

関
す

る
事

項
等

」

防
弾

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

12
）

「
新

發
明

之
防

彈
衣

及
防

彈

楯
」

未
収

録
弾

丸
の

通
る

の
を

防
ぐ

こ
と

。
遮

蔽
物

を
設

け
て

弾
丸

の
貫

通
を

防
ぐ

こ
と

。
な

し

防
線

な
し

①
防

禦
工

事
連

成
的

線
。

 ②
比

喻
用

以
抵

禦
外

力
，

防
護

自
身

的
東

西
。

未
収

録
（

19
11

）
「

各
就

所
轄

防
線

内
隨

時
梭

巡
」

未
収

録
未

収
録

22



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

防
御

秦
『

呂
氏

春
秋

』
「

皆
巧

言
辯

辭
，

以
自

防
禦

」

①
防

守
，

抵
禦

。
②

關
禁

。
指

防
守

抵
禦

的
設

施
。

③
 防

備
，

戒

備
。

㊀
防

守
，

抵
禦

。
 呂

氏
春

秋
 論

人
：

“人
同

類
而

智

殊
，

賢
不

肖
異

，
皆

巧
言

辯
辭

，
以

自
防

禦
。

”文
選

漢
 

班
孟

堅
(固

)西
都

賦
：

“漢
之

西
都

，
在

於
雍

州
，

寔
曰

長
安

…
…
防

禦
之

阻
，

則
天

地

之
隩

區
焉

。
”

㊁
防

備
，

戒
備

。
 資

治
通

鑑
九

四
晉

 咸
和

三
年

：
“(
許

方
等

)外
託

宿
衛

，
内

實
防

禦
(劉

)超
等

。
”清

 李
漁

玉

搔
頭

傳
奇

分
任

：
“此

人
必

有
異

謀
，

不
可

不
加

防
禦

。
”

（
18

72
）

「
其

所
遺

佐
領

仍
歸

右
翼

滿
洲

防
禦

」

衛
三

畏
18

44
U

N
PR

O
TE

CT
ED

没
擁

護
、

没
防

禦

ふ
せ

ぎ
守

る
こ

と
。

敵
の

攻
撃

を
防

ぎ
支

え
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

た
め

の
備

え
。

本
朝

文
粋

（
10

60
頃

）
一

〇
・

於
左

監
門

宗
次

将
亭

文
聴

講
令

詩
序

〈
大

江
以

言
〉

「
以

安
四

海
之

波
瀾

、
以

定
一

天
之

防
禦

」
江

戸
繁

昌
記

（
18

32
〜

36
）

初
・

火

場
「

乃
夫

人
（

ひ
と

び
と

）
、

厄
す

る
所

以
之

理
を

論
じ

、
防

禦
す

可
き

の
方

擬
す

」

防
戦

宋
『

守
城

録
』

「
及

防
戰

，
棚

上
下

人
有

不
盡

死
」

未
収

録
未

収
録

（
18

80
）

「
相

傳
上

海
近

有
中

國
兵

員
來

買
鉛

,斤
六

百
墩

,故
西

人
咸

謂
有

防
戰

之
意

也
」

翟
理

斯
19

12
防 of

fe
ns

iv
e 

an
d 

de
fe

ns
iv

e,
防

戰
防

ぎ
戦

う
こ

と
。

敵
の

攻
撃

を
防

ぐ
た

め
の

戦
い

。

太
平

記
（

14
Ｃ

後
）

二
七

・
御

所
囲

事
「

将
軍

も
左

兵
衛

督
も

、
師

直
師

泰
縦

押
寄

と
云

共
、

防
（

フ
セ

キ
）

戦
に

及
ん

事
、

返
て

耻
辱

な
る

べ
し

」

防
止

隋
『

法
華

玄
義

』
「

五
部

律
廣

明
其

相
，

如
是

等
惡

戒
所

防
止

」
防

備
制

止
。

未
収

録
（

18
75

）
「

夏
天

身
體

不
熱

旣
痿

復
能

種

子
,又

防
止

烟
痢

癮
深

者
」

顏
惠

慶
19

08

Pr
ev

en
ie

nt
Pr

ev
en

tiv
e,

 防
止

的
, 阻

滯
的

, 預
防

的
, 防

衞
的

ふ
せ

ぎ
と

め
る

こ
と

。

明
六

雑
誌

‐
一

二
号

（
18

74
）

政

論
・

三
〈

津
田

真
道

〉
「

各
種

の
議

員
国

是
を

討
論

し
て

以
て

政
府

の
擅

制
を

防
止

す
」

日
本

開
化

小
史

（
18

77
〜

82
）

〈
田

口
卯

吉
〉

五
・

一
〇

「
全

く
其

力
に

拠
り

て
能

く
之

を
防

止
せ

し
事

も
」

妨
碍

南
北

朝
『

大
智

度
論

』
「

如
第

三
禪

遍
淨

天
六

十
人

坐
一

針
頭

，
而

聽
法

不
相

妨
礙

」
未

収
録

阻
礙

。
 廣

弘
明

集
二

七
上

南
齊

 蕭
子

良
淨

住
子

 修
理

六
根

門
：

“初
不

樂
聞

，
反

生
妨

礙
。

”宋
 范

成
大

石
湖

集
二

七
秋

日
田

園
雜

興
詩

：
“靜

看
簷

蛛
結

網
低

，
無

端
妨

礙
小

蟲
飛

。
”

（
18

72
）

「
在

秋
冬

寒
冷

時
,尚

無
妨

碍
,一

經
入

夏
,道

殣
愈

多
,壇

內
所

埋
無

非
新

死
之

人
」

馬
禮

遜
18

23
IM

PE
DI

M
EN

T
2.

阻
隔

; 妨
碍

; o
r 礙

さ
ま

た
げ

る
こ

と
。

邪
魔

す
る

こ
と

。
ぼ

う
げ

。

西
洋

聞
見

録
（

18
69

〜
71

）
〈

村
田

文
夫

〉
後

・
一

「
此

の
伝

信
機

は
海

底
に

在
る

を
以

て
途

中
に

於
て

妨
碍

せ
ら

る
る

事
な

く
」

妨
害

漢
『

太
平

經
』

「
用

是
欲

貪
生

惡
死

，
亦

不
敢

犯
禁

，
如

所
妨

害
於

身
也

」
①

阻
礙

；
損

害
。

②
猶

妨
剋

。

阻
礙

和
損

害
。

 荀
子

 仲
尼

：
“援

賢
博

施
，

除
怨

而
無

妨
害

人
。

”又
：

“爲
重

招
權

於
下

以
妨

害
人

。
”

（
18

75
）

「
項

石
址

具
在

,發
示

亦
易

,無
妨

害
也

」

麥
都

思
18

48
DA

M
AG

E
1.

in
ju

ry
 妨

害
さ

ま
た

げ
る

こ
と

。
邪

魔
す

る
こ

と
。

ぼ
う

げ
。

雪
中

梅
（

18
86

）
〈

末
広

鉄
腸

〉

上
・

二
「

封
建

の
分

子
は

最
も

立
憲

政
体

に
妨

害
あ

る
こ

と
を

知
ら

ざ
る

べ
か

ら
ず

」

飛
行

晋
『

神
仙

傳
』

「
古

之
得

仙
者

，
或

身
生

羽
翼

，
變

化
飛

行
，

失
人

之
本

」

①
迅

速
行

進
。

②
指

人
或

禽
類

、
飛

行
器

等
在

空
中

運
動

。
未

収
録

（
18

72
）

「
初

十
日

西
人

于
跑

馬
埸

中
賭

賽
健

足
飛

行
絕

迹
蹻

捷
無

倫
」

馬
禮

遜
18

23

EX
IS

TE
N

CE
 

th
e 

M
ah

om
ed

an
s 

sa
y,

 T
he

re
 a

re
 t

hr
ee

 
fo

rm
s 

of
 e

xi
st

en
ce

; a
n 

ex
ist

en
ce

 w
hi

ch
 h

as
 

ne
ith

er
 b

eg
in

ni
ng

 n
or

 e
nd

; 
th

is
 i

s 
th

e 
ex

ist
en

ce
 o

f 
th

e 
O

ne
 o

nl
y 

tr
ue

 G
od

. 
An

 
ex

is
te

nc
e 

w
hi

ch
 h

as
 a

 b
eg

in
ni

ng
 b

ut
 n

o 
en

d;
 

th
is 

is 
th

e 
ex

ist
en

ce
 

of
 

he
av

en
ly

 
an

ge
ls,

 
of

 
m

an
, 

of
 

sp
iri

ts
, 

an
d 

of
 

th
e 

nu
m

er
ic

al
 f

irs
t 

ca
us

e.
 A

n 
ex

ist
en

ce
 w

hi
ch

 
ha

s 
bo

th
 b

eg
in

ni
ng

 a
nd

 e
nd

, w
hi

ch
 is

 th
e 

de
pe

nd
an

t 
ex

ist
en

ce
 o

f 
cr

ea
tu

re
s 

in
 t

he
 

w
at

er
 o

r 
on

 la
nd

; 
th

at
 f

ly
 a

nd
 w

al
k;

 a
nd

 
of

 
sh

ru
bs

 
an

d 
tr

ee
s, 

an
d 

m
et

al
s 

an
d 

st
on

es
, 

有
有

三
品

‧
曰

無
始

無
終

之
有

‧
乃

眞
主

獨
一

之
有

也
‧
有

始
無

終
之

有
‧
乃

天
仙

人
神

數
一

之
有

也
，

有
始

有
終

之
有

乃
水

陸
飛

行
草

木
金

石
倚

賴
之

有
也

‧

空
中

を
飛

ん
で

ゆ
く

こ
と

。

吾
妻

鏡
‐

嘉
祿

元
年

（
12

25
）

八
月

二
日

「
千

鳥
飛

行
、

驚
有

御
沙

汰
及

御
占

」
紅

毛
雑

話
（

17
87

）
一

「
空

中
を

飛

行
す

る
さ

ま
を

画
た

り
」

廃
兵

春
秋

戦
国

『
管

子
』
「
天

下
不

順
，
而

求
廢

兵
不

亦
難

乎
」

宋
『
續

資
治

通
鑒

長
編

』
「
如

其
外

禦
四

敵
，
則

自
古

未
嘗

廢
兵

」
明

『
武

備
志

』
「
戰

國
則

以
立

威
抗

敵
相

圖
，
而

不
能

廢
兵

也
」

未
収

録
未

収
録

（
18

92
）

「
帝

王
不

廢
兵

,卽
撫

有
一

國
彈

丸
坐

守
者

,亦
孰

不
當

繕
甲

厲
兵

以
爲

聊
」

（
19

27
）

「
對

於
一

千
五

百
廢

兵
、

各
贈

二
百

馬
克

」

羅
存

德
18

69
Di

sa
bl

ed
a 

di
sa

bl
ed

 so
ld

ie
r,廢

兵
、

壞
兵

戦
争

で
負

傷
し

て
、

身
体

に
障

害
を

き
た

し
、

ふ
た

た
び

戦
闘

に
従

事
す

る
こ

と
の

で
き

な
く

な
っ

た
兵

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ad

yn
at

i 〈
略

〉
廃

兵
 

疾
病

老
衰

等
ニ

テ
用

ヲ
為

ス
コ

ト
能

ハ
サ

ル
者

ヲ
云

」

中
国

古
代

語
か

ら
は

「
軍

隊
を

解
散

す
る

、
軍

縮
す

る
」

と
思

わ
れ

る
意

味
と

し
て

使
用

さ
れ

て
い

た
例

が
多

く
存

在
し

た
。

し
か

し
「

傷
痍

軍
人

」
の

意
味

と
し

て
の

使
用

例
は

未
見

。
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

分
隊

周
『

六
韜

』
「

別
將

分
隊

，
以

踰
於

水
」

明
『

智
囊

補
』

「
以

分
隊

制
其

騎

兵
，

以
番

休
迭

戰
制

其
堅

忍
」

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
各

營
亦

分
隊

繼
進

奮
力

冲

殺
」

羅
存

德
18

69

Ca
nt

on
to

 a
llo

t s
ep

ar
at

e 
qu

ar
te

rs
 to

 d
iff

er
en

t 
pa

rt
s o

r d
iv

isi
on

s o
f a

n 
ar

m
y,
分

班
、

分
隊

①
軍

隊
を

い
く

つ
か

の
部

隊
に

分
け

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
部

隊
。

本
隊

か
ら

分
か

れ
た

隊
。

②
旧

日
本

陸
海

軍
の

編
成

単
位

の
一

つ
。

旧
日

本
陸

軍
で

は
小

隊
の

下
位

に
お

か
れ

る
指

揮
上

の
最

小
単

位
。

旧
日

本
海

軍
で

は
陸

軍
の

中
隊

に
相

当
す

る
も

の
。

続
徳

川
実

紀
‐

慶
応

三
年

（
18

67
）

一
〇

月
二

三
日

「
市

中
為

取
締

、
昼

夜
分

隊
致

し
、

巡
邏

為
致

可
申

候
」

中
国

の
軍

隊
の

編
制

面
に

、
「

分
隊

」
に

相
当

す
る

語
と

し
て

は
「

班
」

が
挙

げ
ら

れ
る

。

分
列

五
代

『
旧

唐
書

』
「

發
六

府
甲

士
四

千
人

，
分

列
於

道
」

分
別

排
列

。
未

収
録

（
18

72
）

「
又

記
南

半
球

分
列

諸
星

,與
好

里
彗

土
星

諸
月

」

羅
存

德
18

69

Ar
ra

ng
e

to
, t

o 
pu

t i
n 

or
de

r, 
擠

好
、

執
好

、
放

好
、

排
開

、
排

列
、

擺
列

、
鋪

排
、

鋪
設

、
擺

設
、

鋪
陳

、
陳

列
、

打
點

、
打

疊
、

撿
點

、
提

點
、

執
拾

、
安

排
、

布
置

、
棑

齊
、

眞
列

、
分

列
、

劉
列

、
臚

列
、

臚
陳

、
排

比
、

羅
列

、
調

處
、

調
治

、
調

理
、

調
停

、
調

劑
、

裁
剪

、
裁

度
、

籌
度

、
排

解

分
け

て
並

べ
る

こ
と

。
ま

た
、

列
に

分
か

れ
て

並
ぶ

こ
と

。

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

九
・

三
「

三
百

余
人

の
歩

兵
を

ば
三

連
隊

に
分

列
（

ブ
ン

レ
ツ

）
し

て
」

分
遣

漢
『

漢
書

』
「

分
遣

五
威

之
吏

，
馳

傳
天

下
」

分
別

派
遣

。
未

収
録

（
18

72
）

「
進

駐
南

康
,南

昌
,分

遣
諸

將
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Pa

rt
y

A 
de

ta
ch

m
en

t o
f t

ro
op

s,
 (軍

)分
遣

隊

2：
De

ta
ch

To
 se

pa
ra

te
 m

en
 fr

om
 th

ei
r r

eg
im

en
ts

 o
r 

sh
ip

s f
ro

m
 a

 fl
ee

t a
nd

 se
nd

 th
em

 o
n 

a 
se

pa
ra

te
 se

rv
ic

e,
 散

, 分
遣

(兵
隊

軍
艦

等
)

（
─

す
る

）
分

け
て

派
遣

す
る

こ
と

。

日
本

外
史

（
18

27
）

二
・

源
氏

正
記

「
乃

分
遣

義
平

・
朝

長
、

募
兵

於
信

濃
飛

騨
」

分
屯

漢
『

漢
書

』
「

分
屯

要
害

處
」

猶
分

駐
。

未
収

録
（

18
73

）
「

得
練

軍
分

屯
要

害
,合

隊
成

操
」

商
務

書
館

19
13

Ca
nt

on
m

en
t

塢
、

堡
、

營
汛

、
分

屯

①
兵

隊
を

割
り

当
て

る
こ

と
。

軍
隊

を
い

く
つ

か
に

分
け

て
駐

屯
さ

せ
る

こ
と

。
②

軍
隊

に
営

舎
を

割
り

当
て

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
営

舎
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Di

slo
ca

tio
n 
分

屯
」

紛
争

南
北

朝
『

金
液

神
丹

經
』

「
止

足
于

貴
競

之
土

，
安

身
於

紛
爭

之
邦

」
多

所
爭

執
；

糾
紛

。
未

収
録

（
18

72
）

「
蓋

當
雨

人
在

賭
場

時
已

紛
爭

不
巳

」

顏
惠

慶
19

08
M

us
s，

a 
co

nf
us

ed
 st

ru
gg

le
, 亂

爭
, 紛

爭
, 

紛
奪

事
が

こ
み

入
っ

て
争

う
こ

と
。

も
つ

れ
争

う
こ

と
。

も
め

ご
と

。
争

い
。

翰
林

葫
蘆

集
（

15
18

頃
）

八
・

渭
潤

字
序

「
不

染
於

私
欲

之
泥

、
不

溺
乎

是
非

紛
争

之
波

」
布

令
必

用
新

撰
字

引
（

18
69

）
〈

松

田
成

己
〉

「
紛

争
 フ

ン
サ

ウ
 ケ

ン

ク
ヮ

」

奮
闘

元
『

宋
史

』
「

金
人

捨
騎

，
操

短
兵

奮
鬥

」

①
奮

力
格

鬥
。

②
多

指
奮

力
與

對
方

作
鬥

爭
。

③
為

達
到

一
定

目
的

而
努

力
幹

。

盡
力

戰
鬥

。
 宋

史
三

六
六

吳
璘

傳
附
吳

挺
：

“金
人

捨

騎
，

操
短

兵
奮

鬭
。

”

（
18

83
）

「
至

翌
日

,仍
不

少
息

,尚
竭

力
奮

鬥
,其

時
附

近
之

人
出

觀
者

,不
可

勝
數

」
未

収
録

①
勇

気
を

ふ
る

っ
て

敵
と

戦
う

こ
と

。
力

い
っ

ぱ
い

戦
う

こ
と

。
②

気
力

を
ふ

る
っ

て
困

難
に

ぶ
つ

か
る

こ
と

。
力

一
杯

努
力

す
る

こ
と

。

日
本

外
史

（
18

27
）

二
・

源
氏

正
記

「
因

奪
闘

、
数

卻
敵

兵
」

花
柳

春
話

（
18

78
〜

79
）

〈
織

田
純

一
郎

訳
〉

二
「

速
か

に
奮

闘
（

フ
ン

ト
ウ

）
し

て
死

生
を

決
せ

ん
と

欲
す

る
」

封
港

清
『

万
国

公
法

』
「

彼
此

俱
用

一
切

交
戰

權
利

，
如

封
港

捕
拿

禁
物

敵
貨

等
」

封
鎖

港
口

。
未

収
録

（
18

75
）

「
盖

聞
此

埠
封

港
,且

遺
極

少
船

隻
來

往
」

羅
存

德
18

69

Bl
oc

ka
de

 to
 sh

ut
 u

p 
a 

pl
ac

e 
by

 tr
oo

ps
 o

r s
hi

ps
,封

港

港
湾

を
封

鎖
す

る
こ

と
。

戦
争

な
ど

の
際

に
、

敵
の

港
口

を
ふ

さ
ぐ

こ
と

。

明
六

雑
誌

‐
九

号
（

18
74

）
運

送
論

〈
津

田
真

道
〉

「
封

港
と

は
我

軍
艦

を
以

て
敵

国
の

港
口

を
塞

ぎ
、

他
船

舶
の

該
港

に
入

る
を

禁
じ

、
敵

国
を

苦
し

ま
し

む
る

こ
と

恰
も

封
鎖

す
る

如
く

な
る

を
謂

ふ
」

封
鎖

宋
『

宋
九

朝
編

年
備

要
』

「
所

收
支

官
物

，
仍

令
殼

先
詣

，
逐

處
封

鎻
」

宋
『

楊
太

真
外

傳
』

「
國

忠
方

醒
，

惶
懼

甚
，

遽
走

下
樓

，
急

令
封

鎖
之

」

①
封

閉
加

鎖
。

②
斷

絕
與

外
界

的
聯

繫
。

未
収

録

（
18

72
）

「
寫

家
信

兩
函

一
封

鎖
衣

箱

中
」

（
19

08
）

「
俄

國
封

鎖
海

参
威

口
岸

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Sh

ut
 

to
 sh

ut
 th

e 
po

rt
s o

f a
 c

ou
nt

ry
 b

y 
a 

bl
oc

ka
de

, 以
兵

艦
圍

困
海

口
, 禁

止
船

隻
進

口
, 封

鎖
海

口
 

2：
Sh

ut
te

r 
O

ne
 w

ho
 sh

ut
s,

 關
閉

之
人

又
物

, 關
閉

者
, 

封
鎖

者

①
封

じ
閉

ざ
す

こ
と

。
閉

ざ
し

て
出

入
り

さ
せ

な
い

こ
と

。
②

国
際

法
上

、
交

戦
国

の
一

方
が

艦
船

そ
の

他
の

実
力

で
敵

国
、

ま
た

は
敵

国
占

領
地

へ
の

、
海

上
か

ら
の

交
通

を
遮

断
す

る
こ

と
。

③
交

戦
国

ま
た

は
対

立
国

の
対

外
的

な
経

済
交

流
を

さ
え

ぎ
る

こ
と

。
経

済
封

鎖
。

明
六

雑
誌

‐
九

号
（

18
74

）
運

送
論

〈
津

田
真

道
〉

「
今

や
我

大
日

本
政

府
遠

く
台

湾
土

蕃
の

罪
を

問
ひ

、
反

て
自

か
ら

本
国

京
師

の
港

口
を

封
鎖

す
る

に
類

似
す

」
関

税
法

（
明

治
三

二
年

）
（

18
99

）

五
八

条
「

税
関

官
吏

は
必

要
と

認
む

る
と

き
は

貨
物

を
検

査
若

は
封

鎖
し

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

蜂
起

漢
『

史
記

』
「

豪
傑

蜂
起

，
相

與
並

爭
」

明
『

吳
興
備
志
』
「
徳
清
有
妖
人
扇

民

為
亂

，
民

蜂
起

附
之

」

像
群

蜂
飛

舞
，

紛
然

並
起

。

羣
蜂

並
飛

。
比

喻
衆

多
。

 
史

記
 項

羽
紀

太
史

公
曰

：

“夫
秦

失
其

政
，

陳
涉

首

難
，

豪
傑

蠭
起

，
相

與
並

爭
，

不
可

勝
數

。
”

（
18

72
）

「
盜

賊
蜂

起
,類

由
裹

脅
,多

則
有

百
萬

之
衆

,少
亦

有
數

十
萬

之
稱

」

翟
理

斯
19

12

蜂 ro
bb

er
s a

ro
se

 li
ke

 b
ee

s,
 －

in
 sw

ar
m

s,
盜

賊

蜂
起

①
大

勢
の

者
が

さ
か

ん
に

言
い

た
て

る
こ

と
。

鋒
起

。
②

多
く

の
者

が
一

斉
に

暴
動

を
お

こ
す

こ
と

。
③

中
世

、
寺

院
で

行
な

わ
れ

た
僧

の
集

会
。

祓
（

は
ら

）
え

や
清

め
に

か
か

わ
っ

て
行

な
わ

れ
、

特
に

人
に

罪
を

科
す

る
時

、
あ

る
い

は
赦

免
す

る
時

に
開

か
れ

た
。

懐
風

藻
（

75
1）

釈
智

蔵
伝

「
臨

於

試
業

〈
略

〉
辞

義
峻

遠
、

音
詞

雅
麗

。
論

雖
蜂

起
、

応
対

如
流

」
後

二
条

師
通

記
‐

寛
治

七
年

（
10

93
）

一
〇

月
一

〇
日

「
参

殿
、

令
献

御
表

給
、

天
台

山
并

興
福

寺
大

衆
蜂

起
、

仍
令

奉
之

故
也

」
東

大
寺

続
要

録
（

12
81

〜
13

00
頃

）

諸
会

篇
本

「
即

大
衆

蜂
起

可
被

行
尋

常
之

由
同

及
沙

汰
」

伏
兵

周
『

六
韜

』
「

材
士

強
弩

爲
伏

兵
，

居
後

」
埋

伏
下

来
伺

機
襲

擊
敵

人
的

軍
隊

。

埋
伏

待
敵

的
部

隊
。

 史
記

九
二

淮
陰

侯
傳

：
“（

韓
）

信
乃

益
爲

疑
兵

，
陳

船
欲

渡
臨

晉
，

而
伏

兵
從

夏
陽

以
木

罌
缻

渡
軍

。
”

（
18

73
）

「
東

北
兩

面
伏

兵
齊

起
,賊

不
知

所
措

」

衛
三

畏
18

44
AM

BU
SC

AD
E,
伏

兵

敵
の

不
意

を
襲

っ
て

う
つ

た
め

に
、

ひ
そ

か
に

隠
れ

伏
し

て
い

る
兵

。
伏

勢
。

比
喩

的
に

、
予

期
し

な
か

っ
た

時
に

障
害

と
な

っ
て

あ
ら

わ
れ

る
人

物
・

事
象

を
も

い
う

。

寛
永

刊
本

蒙
求

抄
（

15
29

頃
）

四

「
宮

中
の

伏
兵

（
フ

ク
へ

い
）

起
て

宣
子

と
闘

た
ぞ

。
そ

こ
で

彌
明

は
伏

兵
の

為
に

殺
た

ぞ
」

伏
射

明
『

實
政

録
』

「
彼

仰
射

飛
禽

，
伏

射
走

兎
，

尚
無

虚
矢

」
未

収
録

未
収

録
（

19
15

）
「

時
有

人
轟

斃
,倒

臥
地

上
,而

聾

者
亦

正
在

臥
地

伏
射

」
未

収
録

小
銃

射
撃

法
の

一
つ

。
伏

臥
し

て
銃

を
撃

つ
こ

と
。

寝
射

（
ね

う
ち

）
。

大
増

補
改

訂
や

、
此

は
便

利
だ

（
19

36
）

〈
下

中
彌

三
郎

〉
「

ふ
く

し
や

 伏
射

 小
銃

射
撃

の
姿

勢
、

地

上
に

伏
し

て
射

撃
す

る
を

云
ふ

」
中

国
古

代
語

の
「

伏
射

」
は

「
仰

射
」

と
相

対
す

る
語

だ
と

思
わ

れ
、

低
い

場
所

の
目

標
を

狙
い

撃
つ

こ
と

。

服
役

春
秋

戦
国

『
荘

子
』

「
先

生
不

羞
，

而
比

之
服

役
」

唐
『

通
典

』
「

加
以

服
役

為
兵

，
不

得
耕

稼
」

①
弟

子
；

僕
役

。
②

執
役

；
服

勞
役

。
③

役
使

，
支

配
。

④
特

指
服

兵
役

。
（

18
72

）
「

仍
留

其
服

役
」

馬
禮

遜
18

23
M

EN
IA

L
1.

M
EN

IA
L 

se
rv

an
t 服

役
使

喚
的

人

①
夫

役
（

ぶ
や

く
）

に
つ

く
こ

と
。

転
じ

て
、

召
し

使
わ

れ
る

こ
と

。
仕

事
に

つ
く

こ
と

。
②

旧
兵

役
法

で
兵

役
に

服
す

る
こ

と
。

③
刑

務
所

で
懲

役
の

労
役

に
従

う
こ

と
。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

二
・

一
四

「
職

事
あ

る
家

に
服

役
せ

ん
も

の
を

と
、

遂
に

一
の

工
人

の
家

に
給

事
し

て
け

り
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Se

rv
ir 
〈

略
〉

服
役

ス

ル
」

俘
虜

南
北

朝
『

十
六

国
春

秋
』

「
斬

首
二

萬
級

，
俘

虜
三

萬
餘

人
」

①
戰

爭
中

擒
獲

或
被

擒
獲

。
②

泛
指

捉
住

。
③

戰
爭

中
擒

獲
之

敵
人

，
或

爲
敵

所
擒

獲
者

。
④

比
喻

以
一

種
情

感
、

氣
氛

或
藝

術
的

力
量

等
吸

引
、

感
染

或
征

服
對

方
。

（
18

74
）

「
若

另
行

戮
殺

俘
虜

之
人

,或
戰

場
傷

臥
者

,是
則

徒
縱

慘
忍

,而
無

益
於

大
局

也
」

麥
都

思
18

48
to

 ta
ke

 c
ap

tiv
e,
擄

、
俘

虜
、

虜
掠

、
搶

擄
、

擒
獲

、
擄

掠
、

擒

戦
争

や
武

力
紛

争
で

敵
に

と
ら

え
ら

れ
た

も
の

。
い

け
ど

り
。

と
り

こ
。

捕
虜

。

万
国

公
法

（
18

68
）

〈
西

周
訳

〉

三
・

六
「

第
三

に
は

俘
虜

互
換

の
約

」

副
官

唐
『

隋
書

』
「

又
置

諸
防

主
，

副
官

掌
同

諸
鎮

」
　

明
『

皇
明

名
臣

經
濟

録
』

「
主

所
各

有
正

，
副

官
二

員
，

伴
讀

四
員

，
教

授
一

員
」

軍
隊

中
協

助
正

職
長

官
辦

理
行

政
事

務
的

軍
官

。

㊀
効

勞
，

擔
任

勞
役

。
 
韓

非
子

 
五

蠹
：

“
故

以
天

下
之

大
，

而
爲

服
役

者
七

十
人

，
而

仁
義

者
一

人
。

”
漢

書
 
食

貨
志

上
鼂

錯
論

貴
粟

疏
：

“
今

農
夫

五
口

之
家

，
其

服
役

者
不

下
二

人
。

”
注

：
“

服
，

事
也

。
給

公
事

之
役

也
。

”
也

指
服

役
的

人
或

僕
從

。
 
莊

子
 

漁
父

：
“

先
生

不
羞

，
而

比
之

服
役

，
而

身
教

之
。

”
㊁

役
使

，
操

縱
。

 
淮

南
子

 
本

經
：

“
明

於
禁

舍
開

閉
之

道
，

乘
時

因
勢

，
以

服
役

人
心

也
。

”

（
18

72
）

「
委

署
副

官
村

縣
丞

缷
事

」

（
18

95
）

「
鮫

島
叅
謀

長
,鈴

木
,阪

田
兩

副

官
,山

田
大

尉
,憲

兵
將

校
以

下
步
兵

,騎
兵

,
憲

兵
若

干
名

」
（

19
12

）
「

陸
軍

部
副

官
陳

魯
被

人
誤

剌
殞

命
」

麥
都

思
18

48

1：
AD

JU
TA

N
T

an
 a

ss
ist

an
t o

ffi
ce

r,副
官

2：
VI

CA
R

as
sis

ta
nt

 d
o,
副

、
副

官
、

同
知

軍
隊

で
、

司
令

官
・

隊
長

な
ど

指
揮

官
を

補
佐

し
、

事
務

の
整

理
・

監
督

を
つ

か
さ

ど
る

武
官

。

和
蘭

学
制

（
18

69
）

〈
内

田
正

雄

訳
〉

小
学

条
例

・
三

十
九

「
邑

長
及

副
官

、
学

校
監

督
視

察
の

報
告

に
従

て
」

古
代

語
と

し
て

は
「

正
官

」
、

「
主

官
」

に
相

対
す

る
語

で
あ

り
、

現
代

語
に

言
う

「
副

長
官

」
「

副
長

」
の

意
味

に
相

当
す

る
。

復
員

五
代

『
舊

唐
書

』
「

歲
久

，
周

知
此

弊
，

今
寰

區
未

復
員

」
宋

『
屏

山
集

』
「

郡
縣

已
併

，
旋

復
員

」

①
謂

從
戰

時
狀

態
轉

入
和

平
狀

態
。

②
軍

人
因

服
役

期
滿

或
戰

爭
結

束
而

從
部

隊
回

到
地

方
。

（
19

17
）

「
數

日
内

無
事

,可
下

復
員

令
兵

回
原

駐
地

點
」

（
19

19
）

「
美

國
復

員
之

兵
士

現
已

逹
一

百
九

十
四

萬
九

千
人

」

赫
美

玲
官

話
19

16
De

m
ob

ili
za

tio
n.

 (新
)復

員

軍
隊

の
戦

時
の

編
制

を
平

時
の

編
制

に
復

し
、

召
集

し
た

兵
員

の
服

務
を

解
く

こ
と

。
軍

務
を

解
か

れ
て

帰
郷

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

人
。

陸
軍

召
集

条
例

施
行

細
則

（
明

治
三

二
年

）
（

18
99

）
三

六
条

「
復

員
に

方
り

召
集

を
解

除
せ

ら
れ

た
る

者
」

古
代

語
と

し
て

は
「

武
装

力
そ

の
他

一
切

を
平

時
の

体
制

に
復

す
る

こ
と

」
を

意
味

す
る

、
「

軍
か

ら
退

役
」

の
意

味
と

し
て

の
用

例
は

未
見

。

複
座

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

34
）

「
據

日
訊

（
略

）
六

式
偵

察
機

此
機

爲
裝

備
純

國
產

M
三

四
式

八
百

馬
力

發
動

機
之

複
座

機
」

（
19

45
）

「
美

機
寇

蒂
斯

Ｓ
Ｂ

２
Ｏ

是
複

座
機

，
主

翼
和

「
鍾

馗
」

極
類

似
」

未
収

録
飛

行
機

な
ど

で
、

二
人

乗
り

で
あ

る
こ

と
。

な
し

㊀
戰

爭
中

擒
獲

或
被

擒
。

 
晉

書
祖

逖
傳

耆
老

歌
曰

：
“

幸
哉

遺
黎

免
俘

虜
，

三
辰
旣

朗
遇

慈
父

。
”

㊁
戰

爭
中

被
俘

的
人

。
古

文
苑

八
漢

王
粲

七
哀

詩
：

“
子

弟
多

俘
虜

，
哭

泣
無

已
時

。
”

樂
府

詩
集

二
五

橫
吹

曲
辭

古
辭

隔
谷

歌
：

“
兄

爲
俘

虜
受

困
辱

，
骨

露
力

疲
食

不
足

。
”

未
収

録

未
収

録

25
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付

け
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典
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例
英

華
字

典
の

初
出

英
華
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典
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述
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本

国
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典
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味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

幹
部

な
し

①
黨

派
社

團
工

作
機

構
的

本
部

或
總

部
。

②
擔

任
一

定
領

導
工

作
或

管
理

工
作

的
人

員
。

亦
泛

指
國

家
機

關
、

軍
隊

、
人

民
團

體
中

的
公

職
人

員
(士

兵
、

勤
雜

人
員

除
外

)。

未
収

録
（

19
08

）
「

已
編

列
入

鄂
軍

幹
部

應
調

回

訓
練

」

赫
美

玲
官

話
19

16
Ca

dr
e

幹
部

①
物

事
の

中
心

と
な

る
部

分
。

②
団

体
、

会
社

な
ど

で
中

心
と

な
る

者
。

首
脳

。
③

軍
隊

で
将

校
、

下
士

官
の

称
。

④
自

衛
隊

で
、

尉
官

以
上

の
通

称
。

国
民

新
聞

‐
明

治
三

七
年

（
19

04
）

一
月

一
日

「
会

の
一

部
に

は
幹

部
公

選
、

重
要

問
題

を
衆

議
に

よ
り

決
定

す
べ

し
と

の
、

二
個

条
を

以
て

本
部

に
迫

る
あ

り
」

港
口

南
北

朝
『

水
經

注
』

「
宋

元
嘉

十
六

年
，

割
隸

巴
陵

郡
，

江
之

右
岸

有
雍

口
，

亦
謂

之
港

口
」

①
河

灣
入

口
處

。
②

江
、

河
、

湖
、

海
沿

岸
，

具
有

一
定

設
備

和
條

件
，

供
船

舶
停

靠
、

旅
客

上
下

和
裝

卸
貨

物
的

地
方

。

未
収

録
（

18
72

）
「

南
北

均
開

港
口

寮
内

卽
葛

羅

巴
峽

」

馬
禮

遜
18

23

1：
HA

RB
O

U
R

HA
RB

O
U

R 
fo

r s
hi

ps
,港

口

2：
PO

RT
a 

ha
rb

ou
r f

or
 sh

ip
s,
港

口

港
の

出
入

り
口

。
み

な
と

ぐ
ち

。

日
本

風
俗

備
考

（
18

33
）

一
九

「
港

口
の

伊
王

島
辺

に
て

、
二

人
の

人
質

を
日

本
人

に
出

さ
ざ

れ
ば

」
明

六
雑

誌
‐

九
号

（
18

74
）

運
送

論

〈
津

田
真

道
〉

「
今

や
我

大
日

本
政

府
遠

く
台

湾
土

蕃
の

罪
を

問
ひ

、
反

て
自

か
ら

本
国

京
師

の
港

口
を

封
鎖

す
る

に
類

似
す

」

港
湾

な
し

具
有

天
然

掩
護

或
人

工
措

施
，

可
以

停
泊

船
隻

的
江

灣
或

海
灣

。
未

収
録

（
18

81
）

「
隨

駛
至

玉
環

內
港

灣
」

未
収

録

海
が

陸
地

に
入

り
こ

ん
だ

と
こ

ろ
。

ま
た

、
人

工
的

に
そ

の
よ

う
に

つ
く

ら
れ

た
と

こ
ろ

。
船

の
出

入
、

停
泊

、
客

の
乗

降
、

貨
物

の
あ

げ
お

ろ
し

な
ど

の
設

備
の

あ
る

水
域

を
さ

し
て

い
う

。
み

な
と

。

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

一
・

三
「

山
巒

海
に

迫
り

、
大

洋
外

よ
り

浸
し

、
良

港
湾

に
乏

し
」

商
法

（
明

治
三

二
年

）
（

18
99

）
三

三
一

条
「

運
送

人
と

は
陸

上
又

は
湖

川
、

港
湾

に
於

て
物

品
又

は
旅

客
の

運
送

を
為

す
を

業
と

す
る

者
を

謂
ふ

」

工
兵

な
し

「
工

程
兵

」
：

擔
任

複
雜

的
工

程
保

障
任

務
的

兵
種

。
執

行
構

築
工

事
、

架
橋

、
築

路
、

偽
裝

、
設

置
和

排
除

障
礙

物
等

工
程

任
務

。
也

稱
這

一
兵

種
的

士
兵

。
舊

稱
工

兵
。

未
収

録

（
18

80
）

「
譯

記
日

本
陸

兵
總

數
（

略
）

工
兵

十
隊

,一
千

二
百

三
十

人
」

（
18

82
）

「
日

本
報

云
（

略
）

陸
軍

工
兵

尉
從

七
位

海
津

三
雄

,以
清

酌
庶

羞
之

奠
祭

於
亡

友
：

故
陸

軍
工

兵
中

尉
堀

本
禮

造
及

參
謀

本
部

生
徒

岡
内

恪
,池

田
平

之
進

等
凡

十
有

三
人

之
靈

」

顏
惠

慶
19

08

 1
：

Pi
on

ee
r

A 
so

ld
ie

r w
ho

se
 b

us
in

es
s i

s t
o 

go
 b

ef
or

e 
an

 a
rm

y 
to

 c
le

ar
 o

bs
tr

uc
tio

ns
, t

hr
ow

 u
p 

en
tr

en
ch

m
en

ts
, e

tc
., 
工

兵
, 開

路
兵

, 築
城

兵 2：
Sa

pp
er

 a
 p

riv
at

e 
in

 th
e 

Ro
ya

l E
ng

in
ee

rs
 掘

地
道

兵
, 掘

埋
地

雷
兵

, 工
程

兵
, 修

造
營

寨
堡

壘

之
工

兵

旧
日

本
陸

軍
で

、
軍

事
行

動
に

必
要

な
築

城
、

架
橋

、
爆

破
、

測
量

、
通

信
な

ど
の

技
術

的
任

務
を

遂
行

す
る

兵
科

。
ま

た
、

そ
の

兵
。

建
白

書
（

18
73

）
〈

山
田

顕
義

〉

下
・

五
「

器
械

火
薬

の
事

則
ち

砲
兵

の
初

学
な

り
、

之
を

工
兵

の
初

学
に

一
致

し
合

て
一

校
と

し
」

工
場

明
『

備
忘

集
』

「
縱

商
賈

傭
工

場
圃

夫
脚

嗣
往

興
來

，
莫

非
王

道
，

亦
莫

非
孔

門
事

業
」

①
手

工
業

者
集

合
在

一
起

從
事

生
產

的
場

所
。

②
現

代
工

廠
中

的
一

級
組

織
，

通
常

由
若

干
車

間
組

成
。

未
収

録
（

18
88

）
「

哥
魯

子
夫

工
塲

,其
製

作
向

來

著
名

」

顏
惠

慶
19

08

W
or

ks
ho

p
A 

sh
op

 w
he

re
 a

ny
 w

or
k 

is 
do

ne
 o

r 
m

an
uf

ac
tu

re
 is

 c
ar

rie
d 

on
, 工

廠
, 工

場
, 作

場
, 細

工
廠

, 細
工

場
, 工

作
房

, 工
作

所
；

W
or

k-
ho

us
e、

W
or

ki
ng

-h
ou

se
. A

 h
ou

se
 

w
he

re
 a

ny
 m

an
uf

ac
tu

re
 is

 c
ar

rie
d 

on
, 工

廠
, 工

場

一
定

の
機

械
を

設
備

、
使

用
し

て
、

多
数

の
人

が
継

続
的

に
商

品
の

製
造

や
加

工
に

従
事

す
る

所
。

こ
う

ば
。

工
業

場
。

改
正

増
補

和
英

語
林

集
成

（
18

86
）

「
Ko

jo
 コ

ウ
ヂ

ャ
ウ

 工
場

」

工
廠

明
『

南
船

紀
』

「
屬

有
提

舉
司

，
有

幇
工

厰
造

船
之

所
也

」

明
『

國
朝

典
彙

』
「

工
厰

存
畱

大
木

圍
一

丈
長

四
丈

以
上

者
，

該
監

動
以

御
噐

爲
辭

，
斬

截
任

意
用

違
其

材
」

直
接

進
行

工
業

生
產

活
動

的
單

位
。

通
常

包
括

不
同

的
車

間
。

未
収

録
（

18
75

）
「

本
月

初
五

日
,有

一
工

廠
被

劫
」

顏
惠

慶
19

08
Fa

ct
or

y
A 

m
an

uf
ac

to
ry

, 工
廠

, 製
造

廠

旧
陸

海
軍

に
直

属
し

、
艦

船
、

兵
器

、
弾

薬
、

機
関

な
ど

の
軍

需
品

の
製

造
、

修
理

を
行

な
っ

た
工

作
庁

。
海

軍
工

廠
、

陸
軍

造
兵

廠
の

類
。

軍
工

廠
。

春
鳥

集
（

19
05

）
〈

蒲
原

有
明

〉
誰

か
は

心
伏

せ
ざ

る
「

『
工

廠
』

い
く

む
ね

ど
よ

み
」

工
事

漢
『

周
禮

』
「

邦
甸

之
賦

，
以

待
工

事
。

邦
縣

之
賦

，
以

待
幣

帛
」

①
指

各
種

技
藝

製
作

、
土

木
營

造
之

事
。

②
  專

指
女

工
之

事
。

保
障

軍
隊

作
戰

的
建

築
物

。
③

包
括

發
射

、
指

揮
、

觀
察

、
掩

蔽
工

事
和

塹
壕

、
交

通
壕

等
。

㊀
營

造
製

作
之

事
的

總
稱

。

周
禮

 天
官

 大
宰

：
“以

九
式

均
節

財
用

：
一

曰
祭

祀
之

式
，

二
曰

賓
客

之
式

，
…

…
五

曰
工

事
之

式
，

…
…
九

曰

好
用

之
式

。
”注

：
“工

，
作

器
物

者
。

”管
子

 立
政

：
 “
五

曰
工

事
競

於
刻

鏤
，

女
事

繁
於

文
章

，
國

之
貧

也
。

”
㊁

專
指

蠶
桑

織
繡

之
類

的
工

藝
。

 管
子

 問
：

“處
女

操
工

事
者

幾
何

人
？

”注
：

“謂
綺

繡
之

屬
也

 
”

（
19

05
）

「
黄

河
之

架
橋

工
事

爲
最

難
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Pu

bl
ic

pu
bl

ic
 w

or
ks

, 工
程

, 土
木

工
事

2：
En

gi
ne

er
in

g
Th

e 
bu

sin
es

s o
f a

n 
en

gi
ne

er
, m

ec
ha

ni
ca

l, 
ci

vi
l, 

m
ili

ta
ry

, o
r m

in
in

g,
 工

學
, 工

程
, 工

事

物
を

製
作

・
製

造
す

る
仕

事
。

特
に

、
土

木
、

建
築

な
ど

の
作

業
、

仕
事

。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

二
・

二
「

労
苦

の
職

業
を

勉
做

こ
と

は
、

最
善

の
教

養
な

り
。

〈
略

〉
こ

の
正

経
（

ほ
ん

す
ぢ

）
の

工
事

を
勉

強
労

作
す

る
こ

と
は

、
乃

ち
己

の
本

文
を

尽
す

道
な

り
」

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

例
言

「
因

て
場

内
の

諸
人

延
引

し
、

親
ら

懇
に

其
工

事
を

説
く

を
、

傍
よ

り
筆

記
し

た
る

こ
と

多
し

」

26



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

工
作

南
北

朝
『

水
經

注
』

「
悉

以
珉

玉
爲

之
，

以
緇

石
爲

口
，

工
作

精
密

，
猶

不
變

古
，

璨
焉

如
新

」
唐

『
北

齊
書

』
「

因
此

在
宮

中
披

覽

書
史

,
及

近
世

詩
賦

,
監

畫
工

作
屏

風
等

雜
物

」

①
猶

工
程

。
②

製
作

。
③

操
作

；
辦

事
。

④
善

於
效

力
勞

作
。

⑤
業

務
；

任
務

。
⑥

職
業

。
⑦

從
事

各
種

手
藝

的
人

。

㊀
指

土
木

營
造

之
事

。
 後

漢
書

 和
熹

鄧
皇

后
紀

：
“以

連
遭

大
憂

，
百

姓
苦

役
，

殤
帝

 康
陵

方
中

祕
藏

，
及

諸

工
作

，
事

事
減

約
，

十
分

居
一

。
”

㊁
指

百
工

操
作

。
 唐

 段
成

式
劍

俠
傳

一
京

西
店

老
人

：
“店

有
老

人
，

方
工

作
。

”
㊂

製
作

。
 水

經
注

十
六

穀

水
：

“圃
中

有
古

玉
井

，
井

悉
以

珉
玉

爲
之

，
以

緇
石

爲
口

。
工

作
精

密
，

猶
不

變
古

，
璨

焉
如

新
。

”也
指

巧

妙
的

製
作

。
 文

苑
英

華
二

一
唐

 李
邕

春
賦

：
“驚

洪
鑄

之
神

用
，

偉
元

化
之

工
作

。
”

（
18

72
）

「
各

員
弁

認
眞

工
作

」

（
18

72
）

「
船

料
堅

實
工

作
靈

巧
」

衛
三

畏
18

44
AR

TI
FI

CR
AL

工
作

①
（

─
す

る
）

器
物

な
ど

を
作

る
こ

と
。

ま
た

、
大

工
仕

事
を

す
る

こ
と

。
こ

し
ら

え
る

こ
と

。
②

土
木

、
建

築
、

製
造

な
ど

に
関

す
る

仕
事

。
③

（
─

す
る

）
あ

る
目

的
達

成
の

た
め

、
あ

ら
か

じ
め

計
画

的
な

働
き

か
け

を
行

な
う

こ
と

。
下

準
備

と
し

て
工

夫
策

略
を

め
ぐ

ら
す

こ
と

。

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

初
・

一
「

西
洋

各
国

は
工

作
貿

易
を

以
て

国
を

立
る

の
風

に
て

其
収

税
の

法
、

日
本

支
那

等
の

制
度

に
異

な
り

」
経

済
小

学
（

18
67

）
下

・
自

在
交

易

制
限

交
易

「
近

世
追

々
税

法
を

立
て

外
国

人
の

競
迫

を
抑

へ
国

内
の

工
作

を
守

衛
す

る
者

あ
り

」

公
海

な
し

指
沿

海
國

管
轄

範
圍

(包
括

領

海
、

專
屬

經
濟

區
和

大
陸

架
)以

外
的

廣
大

海
域

。

未
収

録
（

19
05

）
「

英
德

以
波

羅
的

海
爲

公
海

」

赫
美

玲
官

話
19

16

1：
Hi

gh
～

 se
as

 (部
定

)公
海

2：
Se

a
 In

te
rn

at
. l

aw
 (I

nt
er

na
t.)

(部
定

)公
海

い
ず

れ
の

国
の

領
海

、
内

水
、

群
島

水
域

ま
た

は
排

他
的

経
済

水
域

に
属

さ
な

い
海

洋
の

す
べ

て
の

部
分

。

風
俗

画
報

‐
二

九
二

号
（

19
04

）
世

界
の

一
大

怪
物

「
殊

に
公

海
に

水
雷

を
沈

む
る

が
如

き
は

、
最

も
公

道
を

滅
絶

す
る

の
暴

行
な

る
を

見
ば

」

攻
城

周
『

六
韜

』
「

吾
欲

三
軍

之
衆

，
攻

城
爭

先
登

，
野

戰
爭

先
赴

」

漢
『

漢
書

』
「

常
從

沛
公

擊
章

邯

軍
，

濮
陽

攻
城

先
登

，
斬

首
二

十
三

級
」

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
乃

值
囘

衆
攻

城
,親

率
子

孫
登

陴
守

」

麥
都

思
18

48

1：
TO

 A
TT

AC
K

to
 a

tt
ac

k 
a 

ci
ty

,攻
城

2：
TO

 IN
VA

DE
to

 in
va

de
 a

 c
ity

,攻
城

3：
TO

 S
TO

RM
 T

O
 S

TO
RM

 a
 c

ity
,拔

、
破

城
、

攻
城

、
擊

城 4：
TO

 B
O

M
BA

RD
以

大
炮

攻
城

城
を

攻
め

る
こ

と
。

万
国

公
法

（
18

68
）

〈
西

周
訳

〉

三
・

四
「

又
大

野
戦

の
後

、
或

は
攻

城
に

於
て

も
毎

に
烈

戦
の

後
は

」
日

本
開

化
小

史
（

18
77

〜
82

）
〈

田

口
卯

吉
〉

四
・

八
「

攻
城

野
戦

の
篠

木
を

削
る

駈
引

」

攻
撃

春
秋

戰
國

『
韓

非
子

』
「

天
下

無

道
，

攻
擊

不
休

」
①

進
攻

打
擊

。
②

惡
意

指
摘

。
未

収
録

（
18

72
）

「
西

人
時

常
拐

帶
華

民
,致

華
民

啣
怨

,攻
擊

西
人

也
」

馬
禮

遜
18

23
AS

SA
IL

 to
 a

tt
ac

k 
,攻

擊

①
向

か
っ

て
行

っ
て

敵
を

撃
つ

こ
と

。
敵

を
打

ち
破

る
た

め
、

進
ん

で
戦

闘
を

求
め

る
こ

と
。

②
こ

と
ば

で
人

を
責

め
な

じ
る

こ
と

。
相

手
の

欠
点

を
と

が
め

だ
て

す
る

こ
と

。
非

難
す

る
こ

と
。

③
試

合
、

競
技

な
ど

で
、

相
手

を
攻

め
る

こ
と

。

書
言

字
考

節
用

集
（

17
17

）
九

「
攻

撃
 コ

ウ
ゲ

キ
」

日
本

開
化

小
史

（
18

77
〜

82
）

〈
田

口
卯

吉
〉

一
・

二
「

各
寺

相
ひ

嫉
み

て
攻

撃
せ

し
事

も
あ

り
」

攻
略

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
逆

賊
章

何
等

稱
將

軍
，

犯
四

十
九

縣
，

大
攻

略
吏

民
」

攻
擊

擄
掠

。
未

収
録

（
18

79
）

「
其

函
云

方
李

之
率

師
南

下
攻

略
諒

山
」

未
収

録

攻
め

て
敵

地
な

ど
を

奪
い

取
る

こ
と

。
ま

た
、

勝
負

で
負

か
す

こ
と

や
相

手
を

説
得

し
て

、
そ

の
意

思
を

変
え

さ
せ

る
こ

と
に

も
い

う
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
五

・
豊

臣
氏

前
記

「
何

以
縦

出
兵

攻
略

隣
国

」
春

迺
屋

漫
筆

（
18

91
）

〈
坪

内
逍

遙
〉

政
界

叢
話

・
二

六
「

勝
利

の
剣

と
畏

る
べ

き
短

鎗
と

を
も

て
嘗

て
攻

畧
（

コ
ウ

リ
ャ

ク
）

せ
る

欧
、

亜
、

亜
非

利
加

等
の

列
国

の
主

と
な

り
」

攻
勢

明
『

國
朝

獻
徵

録
』

「
葛

隆
屯

賊
綠

堞
，

而
攻

勢
甚

急
」

向
敵

方
進

攻
的

行
動

或
形

勢
。

未
収

録
（

19
08

）
「

今
之

談
海

戰
者

,曰
當

取
攻

勢
,

不
當

取
守

勢
」

顏
惠

慶
19

08
Ag

gr
es

siv
en

es
s

首
先

開
釁

之
事

、
先

發
制

人
之

事
、

攻
勢

攻
め

か
か

る
勢

い
。

攻
撃

の
体

勢
。

守
勢

。

雲
は

天
才

で
あ

る
（

19
06

）
〈

石
川

啄
木

〉
一

「
然

し
、

も
う

ダ
メ

で
あ

る
。

攻
勢

守
勢

既
に

其
地

を
代

へ
た

後
で

あ
る

の
だ

も
の

」

攻
守

周
『

六
韜

』
「

王
者

舉
兵

，
三

軍
器

用
，

攻
守

之
具

，
科

品
衆

寡
，

豈
有

法
乎

」

①
攻

取
與

守
衛

；
進

攻
與

防
守

。
②

指
攻

擊
守

衛
用

的
器

具
。

未
収

録
（

18
73

）
「

於
無

事
之

時
,則

選
述

戰
策

,以
明

彼
此

攻
守

之
勢

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Di

sa
dv

an
ta

ge
ou

s
 th

e 
sit

ua
tio

n 
is 

di
sa

dv
an

ta
ge

ou
s f

or
 

de
fe

nc
e 

or
 a

tt
ac

k,
 其

地
不

利
於

攻
守

2：
O

ffe
ns

iv
e

as
, o

ffe
ns

iv
e 

an
d 

de
fe

ns
iv

e 
w

ea
po

ns
, 攻

守
兵

器
; t

o 
un

ite
 fo

r o
ffe

ns
iv

e 
an

d 
de

fe
ns

iv
e 

pu
rp

os
e,

 聯
盟

攻
守

相
助

攻
め

る
こ

と
と

守
る

こ
と

。

太
平

記
（

14
Ｃ

後
）

一
七

・
山

門
牒

送
南

都
事

「
後

有
宛

城
之

軍
、

攻
守

（
コ

ウ
シ

ュ
）

之
間

進
退

失
度

」
日

誌
必

用
御

布
令

字
引

（
18

68
）

〈
四

方
茂

苹
〉

「
攻

守
 コ

ウ
シ

ュ

セ
ム

ル
ト

マ
モ

ル
ト

」

攻
囲

漢
『

史
記

』
「

膠
西

爲
渠

率
，

膠
東

，
菑

川
，

濟
南

共
攻

圍
臨

菑
」

圍
攻

。
包

圍
起

來
攻

擊
。

未
収

録
（

18
72

）
「

左
帅

乘
機

進
逼

,設
法

攻
圍

」
顏

惠
慶

19
08

Le
ag

ue
r

A 
sie

ge
, 攻

圍
, 攻

城
攻

め
囲

む
こ

と
。

包
囲

し
て

攻
撃

す
る

こ
と

。

明
治

月
刊

（
18

68
〜

69
）

〈
大

阪
府

編
〉

五
「

其
城

を
攻

囲
せ

し
に

、
城

兵
能

く
戦

ひ
」

27



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

攻
陥

南
北

朝
『

十
六

国
春

秋
』

「
冬

十
月

，
曜

攻
陷

長
安

外
城

」
攻

下
，

攻
取

。
未

収
録

（
18

73
）

「
九

月
二

十
四

日
,囘

匪
攻

陷
清

鎭
縣

城
,有

負
嵎

相
抗

之
勢

」

衛
禮

賢
19

11

Er
ob

er
un

g
co

nq
ue

st
, c

ap
tu

re
, 攻

陷
、

侵
奪

攻
め

落
と

す
こ

と
。

攻
撃

し
て

陥
落

さ
せ

る
こ

と
。

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

二
〇

「
同

盟
軍

の
諸

将
は

此
勢

に
乗

じ
大

軍
を

以
て

一
時

に
斯

都
を

攻
陥

し
数

百
年

の
憤

怒
を

散
ぜ

ん
と

欲
す

る
」

攻
戰

周
『

詩
序

』
「

好
攻

戰
，

則
國

人
多

喪
矣

」

漢
『

淮
南

鴻
烈

解
』

「
先

勝
者

守
，

不
可

攻
戰

」

①
指

進
攻

性
的

戰
爭

②
猶

作
戰

，
戰

鬥
。

未
収

録
（

18
74

）
「

授
以

千
縂

把
縂

等
官

,皆
有

統

率
營

兵
之

責
,非

備
攻

戰
」

麥
都

思
18

48

1：
TO

 A
SS

AI
L

to
 a

ss
au

lt,
攻

戰

2：
TO

 B
AT

TL
E

攻
戰

、
打

戰
3：

CO
M

BA
T

戰
鬬

之
事

、
打

仗
之

事
、

攻
戰

4：
TO

 O
PP

U
G

N
攻

擊
、

攻
戰

攻
め

戦
う

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

戦
い

。
攻

撃
戦

。
い

く
さ

。

梵
舜

本
太

平
記

（
14

Ｃ
後

）
二

〇
・

八
幡

宮
炎

上
事

「
八

幡
の

城
未

責
落

さ
で

、
兵

攻
戦

（
コ

ウ
セ

ン
）

に
疲

ぬ
る

処
に

」
小

学
読

本
（

18
74

）
〈

榊
原

・
那

珂
・

稲
垣

〉
五

「
我

趙
国

の
将

と
な

り
て

攻
戦

の
大

功
有

る
事

挙
げ

て
計

ふ
べ

か
ら

ず
」

固
守

春
秋

戦
国

『
管

子
』

「
城

郭
溝

渠
，

不
足

以
固

守
」

堅
守

。
未

収
録

（
18

72
）

「
知

賊
謀

襲
城

,星
夜

折
囘

,激
勵

弁
勇

,恊
力

固
守

,殺
賊

數
百

人
」

馬
禮

遜
18

23

AB
ID

E
To

 a
bi

de
 fi

rm
ly

 b
y 

an
 o

pi
ni

on
, 固

守
自

己

之
意

見

し
っ

か
り

と
守

る
こ

と
。

ま
た

、
固

く
保

つ
こ

と
。

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

外
・

三
「

無
知

文
盲

な
る

者
は

然
ら

ず
旧

業
を

固
守

し
て

変
通

を
知

ら
ず

」

観
艦

式
な

し
未

収
録

未
収

録

（
19

05
）

「
東

京
發

來
專

電
云

,日
皇

及
皇

太
子

今
日

行
幸

横
濱

舉
行

觀
艦

式
」

（
19

44
）

「
明

治
天

皇
最

后
的

神
戶

舉
行

觀
艦

式
時

,艦
數

一
百

二
十

三
隻

」

未
収

録
一

国
の

元
首

な
ど

が
、

海
軍

軍
艦

を
あ

つ
め

、
そ

の
威

容
を

観
閲

す
る

儀
式

。

東
京

日
日

新
聞

‐
明

治
三

九
年

（
19

06
）

一
月

二
日

「
廿

三
日

の
横

浜
港

に
於

け
る

我
邦

空
前

の
大

観
艦

式
後

、
廿

四
日

は
東

京
市

民
の

上
野

公
園

に
於

け
る

東
郷

大
将

大
歓

迎
会

」

管
制

清
『

永
定

河
志

』
「

仍
令

該
督

將
所

設
守

備
擬

定
管

制
名

色
，

並
將

照
舊

安
設

之
把

總
經

管
隄

工
事

宜
」

①
管

理
控

制
；

管
束

控
制

。
②

強
制

性
的

管
理

。
③

《
中

華
人

民
共

和
國

刑
法

》
規

定
的

刑
罰

之
一

。
對

犯
罪

分
子

不
予

關
押

，
在

國
家

機
關

的
管

理
和

群
眾

的
監

督
下

，
限

制
其

一
定

的
行

動
自

由
。

未
収

録
（

18
73

）
「

因
管

制
未

定
,乏

人
應

考
」

未
収

録

①
支

配
す

る
こ

と
。

②
（

非
常

の
場

合
に

）
国

家
が

、
必

要
に

応
じ

て
あ

る
事

柄
を

強
制

的
に

管
理

、
制

限
す

る
こ

と
。

「
報

道
管

制
」

③
航

空
機

の
離

着
陸

の
許

可
、

航
路

、
高

度
の

指
示

な
ど

を
す

る
こ

と
。

「
管

制
塔

」

修
辞

及
華

文
（

18
79

）
〈

菊
池

大
麓

訳
〉

一
般

文
体

の
品

格
を

論
す

「
電

気
物

体
の

作
用

に
現

は
れ

て
常

に
物

体
を

管
制

す
る

引
力

、
及

び
其

対
抗

力
の

如
き

是
な

り
」

帰
順

南
北

朝
『

十
六

國
春

秋
』

「
且

戴
開

已
帥

部
黨

歸
順

，
宜

加
慰

勞
」

①
指

向
敵

對
勢

力
投

誠
、

歸
降

。
②

屈
服

，
服

從
。

歸
附

順
從

。
多

指
投

降
。

三
國

志
 吳

 虞
翻

傳
“（

子
）

昺
，

廷
尉

尚
書

，
濟

陰
太

守
”注

引
會

稽
典

錄
：

“晉
軍

來
伐

，
遣

昺
持

節
都

督
武

昌
已

上
諸

軍
事

，
昺

先
上

還
節

蓋
印

綬
，

然
後

歸
順

。
”宋

書
 南

平
穆

王
鑠

傳
：

“虜
荆

州
刺

史
魯

爽
及

弟
秀

等
，

率
部

曲
詣

鑠
歸

順
。

”

（
18

74
）

「
他

日
風

聲
所

至
,豈

有
不

帖
伏

歸
順

哉
」

麥
都

思
18

48
O

BE
DI

EN
T

to
 re

du
ce

 to
 o

be
di

en
ce

, 使
人

歸
順

反
逆

の
心

を
あ

ら
た

め
て

服
従

す
る

こ
と

。
帰

服
。

続
日

本
紀

‐
天

平
九

年
（

73
7）

四

月
戊

午
「

重
有

帰
順

語
仍

共
平

章
」

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

二
・

四
「

墺
、

魯
の

二
帝

は
辞

を
卑

し
て

和
を

乞
ひ

仏
蘭

西
の

新
帝

に
帰

順
し

て
唯

命
是

従
ふ

の
み

」

帰
休

兵
な

し
未

収
録

未
収

録

（
19

18
）

「
東

京
通

信
（

略
）

現
已

檢
閱

點
呼

全
國

歸
休

兵
,或

遂
誤

認
爲

動
員

令
將

下
」

（
19

28
）

「
日

軍
將

二
次

撒
退

第
一

第
二

預
備

兵
及

歸
休

兵
,數

五
千

名
,約

十
月

初
運

送
」

未
収

録
現

役
期

間
中

に
、

一
時

軍
務

を
離

れ
て

帰
休

を
許

さ
れ

た
兵

。

陸
軍

服
役

条
例

（
明

治
二

九
年

）
（

18
96

）
一

一
三

条
「

帰
休

兵
は

本

籍
所

在
師

管
の

兵
籍

に
編

入
し

」

帰
営

漢
『

東
觀

漢
記

』
「

帝
敇

降
賊

各
歸

營
，

勒
兵

待
帝

」
未

収
録

未
収

録
（

18
72

）
「

李
觀

察
數

語
赶

卽
歸

營
熟

睡
,

任
其

逸
去

」

顏
惠

慶
19

08

Ta
tt

oo
A 

be
at

 o
f d

ru
m

 o
r b

ug
le

-c
al

l a
t n

ig
ht

, 
gi

vi
ng

 n
ot

ic
e 

to
 so

ld
ie

rs
 to

 re
pa

ir 
to

 th
ei

r 
qu

ar
te

rs
, (
軍

)晚
鼓

或
晚

號
, 歸

營
號

鼓
或

號

筒

軍
隊

で
、

外
出

先
あ

る
い

は
演

習
訓

練
か

ら
兵

営
に

帰
る

こ
と

を
い

う
。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
帰

営
 キ

エ
イ

 ヂ
ン

ヤ
ニ

カ
ヘ

ル

コ
ト

」
琵

琶
伝

（
18

96
）

〈
泉

鏡
花

〉
二

「
帰

営
の

時
限

迫
り

た
れ

ば
」

国
防

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
宜

隠
郊

祀
之

事
，

以
崇

國
防

」

①
古

代
認

爲
禮

儀
事

關
國

體
，

必
須

嚴
明

，
謹

防
僭

越
，

故
稱

。
②

爲
保

衛
國

家
領

土
主

權
所

采
取

的
軍

事
及

其
它

方
面

的
防

禦
措

施
。

古
代

統
治

者
認

爲
禮

義
與

國
體

有
關

，
爲

維
護

國
體

，
禮

義
必

須
嚴

明
，

爲
此

而
採

取
的

防
禁

措
施

，
稱

國
防

。

後
漢

書
七

十
孔

融
傳

：
“臣

愚
以

爲
宜

隱
郊

祀
之

事
，

以
崇

國
防

。
”今

指
國

家
爲

捍

衛
領

土
主

權
、

防
備

外
來

侵
略

而
採

取
的

防
務

措
施

。

（
18

79
）

「
奏

請
仿

照
國

防
總

局
章

程
」

顏
惠

慶
19

08
W

ar
da

ge
. A

 c
er

ta
in

 ta
x 

pa
id

 fo
r w

at
ch

 a
nd

 
w

ar
d,

 巡
兵

捐
, 國

防
稅

 巡
兵

捐
、

國
防
稅

国
家

の
外

敵
の

侵
略

に
対

す
る

軍
事

力
に

よ
る

防
御

。
近

代
国

家
で

は
現

実
の

脅
威

が
あ

る
未

収
録

に
か

か
わ

ら
ず

、
国

家
の

独
立

と
安

全
を

保
障

す
る

た
め

に
と

る
手

段
と

体
制

を
い

う
。

東
京

日
日

新
聞

‐
明

治
二

三
年

（
18

90
）

五
月

三
〇

日
「

国
防

の
軍

略
上

甚
だ

不
都

合
な

れ
ば

」

28



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

国
境

漢
『

白
虎

通
德

論
』

「
盡

哀
舒

燌
然

後
，

行
望

國
境

則
哭

，
過

市
朝

則
否

」
①

國
土

；
疆

域
。

②
國

界
。

未
収

録
（

18
74

）
「

擅
興

無
名

之
師

,擾
我

國
境

」
顏

惠
慶

19
08

Co
as

t
Th

e 
ex

te
rio

r l
in

e,
 li

m
it,

 o
r b

or
de

r o
f a

 
co

un
tr

y,
 國

之
邊

疆
, 國

境
;

国
と

国
と

の
境

界
線

。
日

本
に

お
い

て
は

、
近

世
ま

で
行

政
上

の
一

区
画

を
未

収
録

た
地

（
「

く
に

（
国

）
(5

)」
）

の
境

界
を

も
い

っ

た
。

現
在

は
主

と
し

て
、

国
家

の
領

土
主

権
の

及
ぶ

限
界

。
河

川
、

山
脈

な
ど

に
よ

る
自

然
的

国
境

と
、

隣
接

国
が

協
定

で
結

ぶ
人

為
的

国
境

と
が

あ
る

。
く

に
ざ

か
い

。

続
日

本
紀

‐
慶

雲
三

年
（

70
6）

正

月
丁

亥
「

金
儒

吉
等

還
蕃

、
賜

其
王

勅
書

曰
、

天
皇

敬
問

新
羅

王
、

〈
略

〉
国

境
之

内
、

当
並

平
安

、
使

人
今

還
、

指
宣

往
意

」
文

明
論

之
概

略
（

18
75

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

一
・

二
「

西
洋

各
国

境
を

接
す

る
の

地
と

雖
ど

も
、

其
趣

必
ず

し
も

比
隣

一
様

な
ら

ず
」

国
民

軍
な

し
未

収
録

未
収

録

（
19

03
）

「
辯

日
本

徵
召

後
備

兵
之

誣

（
略

）
期

滿
而

退
爲

國
民

軍
,則

無
須

演

習
」

（
19

11
）

「
留

日
學

生
於

陽
歷

二
月

二
十

六
日

討
論

中
俄

交
涉

,組
織

國
民

軍
」

（
19

24
）

「
波

蘭
人

要
求

許
其

組
織

國
民

軍
,抗

拒
過

激
黨

之
進

攻
」

（
19

29
）

「
中

國
北

方
的

勢
力

已
完

全
搖

動
,深

恐
國

民
軍

勢
力

侵
入

長
江

流
域

」

（
19

36
）

「
西

班
牙

國
民

軍
現

已
統

轄
西

班
牙

三
大

區
城

,軍
火

及
糧

食
供

給
極

為
充

足
」

顏
惠

慶
19

08

1：
M

ili
tia

A 
bo

dy
 o

f s
ol

di
er

s i
n 

a 
st

at
e 

en
ro

lle
d 

fo
r 

di
sc

ip
lin

e,
 b

ut
 n

ot
 e

ng
ag

ed
 in

 a
ct

ua
l 

se
rv

ic
e 

ex
ce

pt
 in

 e
m

er
ge

nc
ie

s, 
鄕

勇
, 團

勇
, 農

兵
, 民

兵
, 國

民
軍

, 團
練

軍
, 義

勇
隊

, 
屯

田
民

2：
N

at
io

na
l

N
at

io
na

l G
ua

rd
s,

 th
e 

m
ili

tia
 o

f F
ra

nc
e,

 
(法

國
)國

民
軍

, 護
國

軍

3：
La

nd
st

ur
m

A 
lo

ca
l m

ili
tia

 o
f G

er
m

an
y 

w
hi

ch
 n

ev
er

 
le

av
es

 it
s o

w
n 

di
st

ric
t, 

an
d 

is 
on

ly
 c

al
le

d 
ou

t i
n 

ca
se

 o
f a

ct
ua

l i
nv

as
io

n,
 國

民
軍

(德
國

)

①
国

民
兵

で
編

成
さ

れ
た

軍
隊

。
②

フ
ラ

ン
ス

革
命

勃
発

と
同

時
に

第
三

身
分

（
町

人
・

職
人

・
農

民
な

ど
）

に
よ

っ
て

編
成

さ
れ

た
軍

隊
。

市
民

が
革

命
を

防
衛

す
る

た
め

に
自

発
的

に
組

織
し

た
。

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

二
・

二
「

陸
軍

は
常

備
・

後
備

（
第

一
・

第
二

）
・

国
民

軍
三

種
の

兵
を

以
て

編
制

し
」

召
集

中
の

補
充

兵
国

民
兵

及
国

民
軍

編
入

志
願

者
に

関
す

る
制

（
明

治
二

八
年

）
（

18
95

）
三

月
二

九
日

「
朕

〈
略

〉
国

民
軍

編
入

志
願

者
に

関
す

る
法

律
を

裁
可

し
」

国
土

漢
『

漢
書

』
「

夫
貪

讓
國

土
之

名
，

輕
廢

先
帝

之
業

，
不

可
以

言
孝

」
封

國
的

領
地

；
國

家
的

領
土

。
未

収
録

（
18

89
）

「
又

曰
,墨

瓦
蠟

尼
加

則
國

土
未

詳
,圖

不
另

立
」

麥
都

思
18

48

1：
CO

N
FI

N
E

th
e 

co
nf

in
es

 o
f a

 c
ou

nt
ry

 國
土

邉
界

2：
TO

 D
ES

O
LA

TE
a 

co
un

tr
y 
勦

滅
國

土

①
一

国
の

統
治

権
の

及
ぶ

地
域

。
領

土
。

②
土

地
。

大
地

。
③

ふ
る

さ
と

。
故

国
。

郷
土

。
④

仏
語

。
一

切
の

衆
生

の
住

す
る

所
。

山
河

、
大

地
な

ど
の

国
土

世
間

（
器

世
間

）
。

押
小

路
家

本
今

昔
物

語
集

（
11

20
頃

か
）

一
・

二
五

「
我

二
万

の
夫

人
も

要
な

ら
ず

。
千

の
国

土
も

又
要

な
ら

ず
」

学
問

の
す

ゝ
め

（
18

72
〜

76
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

一
五

・
事

物
を

疑
て

取
捨

を
断

ず
る

事
「

資
本

に
乏

し
き

国
土

に
於

て
は

人
民

自
か

ら
知

ら
ず

し
て

節
倹

の
道

に
従

ふ
こ

と
あ

り
」

海
堡

明
『

嵩
渚

文
集

』
「

廵
行
海
堡
，
聞
父

老
述

湯
大

夫
經

畧
之

績
」

未
収

録
未

収
録

（
19

18
）

「
東

京
電

,中
國

郵
船

會
社

之
中

國
號

輪
船

在
東

京
灣

第
一

第
二

海
堡

間
航

駛
中

擱
淺

」
未

収
録

海
中

に
島

を
造

り
、

そ
の

上
に

築
造

し
た

砲
台

。

勅
令

第
七

二
号

‐
明

治
二

七
年

（
18

94
）

六
月

一
九

日
（

法
令

全

書
）

「
東

京
湾

口
に

築
設

し
た

る
第

一
及

第
二

海
堡

地
は

千
葉

県
の

管
轄

と
し

」

海
兵

明
『

崇
相

集
』

「
趙

公
庭

親
臨

海

上
，

鼓
舞

海
兵

」

明
『

茅
鹿

門
文

集
』

「
又

聞
吴

淞
江

賊
之

出
，

爲
海

兵
所

撃
」

未
収

録
未

収
録

（
19

05
）

「
膠

州
德

租
界

德
國

守
備

兵
每

年
西

歴
三

月
必

以
三

分
之

一
由

新
兵

更
代

（
略

）
海

軍
要

塞
兵

（
步

兵
）

第
三

海
兵

團
之

第
一

第
二

第
三

第
四

第
五

計
五

中
隊

,
第

三
海

兵
團

之
一

中
隊

約
一

小
隊

（
要

塞
炮

兵
海

兵
編

成
）

三
中

隊
」

顏
惠

慶
19

08

M
ar

in
e

A 
so

ld
ie

r w
ho

 se
rv

es
 o

n 
bo

ar
d 

sh
ip

, 水
兵

, 
海

兵
, 戰

艦
上

之
步

兵

①
海

軍
の

兵
士

。
旧

日
本

海
軍

で
は

下
士

官
も

含
む

。
②

旧
日

本
海

軍
陸

戦
隊

の
兵

。
③

「
海

軍
兵

学
校

」
の

略
。

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

一
・

一
二

「
南

北
戦

争
の

際
に

あ
た

り
、

盛
ん

に
海

軍
を

募
り

、
軍

艦
を

増
加

せ
し

に
、

爾
後

漸
に

平
穏

に
復

す
る

に
よ

り
正

に
海

兵
を

解
散

し
、

軍
艦

を
売

却
し

」

日
本

語
の

「
海

兵
」

は
「

海
兵

隊
」

（
M
a
r
i
n
e
 
C
o
r
p
s
 
の

訳
語

）
や

「
海

兵
団

」
と

「
海

軍
兵

学
校

」
の

略
語

と
し

て
使

わ
れ

て
い

る
こ

と
も

あ
る

。

海
防

元
『

宋
史

』
「

己
卯

，
陳

宜
中

乞
任

海
防

，
不

允
」

爲
保

衛
國

家
安

全
，

在
沿

海
和

領
海

內
所

采
取

的
一

切
軍

事
措

施
。

未
収

録
（

18
72

）
「

臣
以

海
防

稍
鬆

,奏
准

赴
京

」
鄺

其
照

18
99

De
fe

nc
e

co
as

t d
ef

en
ce

, 海
防

敵
軍

が
侵

入
し

な
い

よ
う

に
、

国
の

沿
岸

を
守

る
こ

と
。

海
の

守
り

。

随
筆

・
一

話
一

言
（

17
79

〜
18

20
頃

）
一

九
「

文
化

五
年

戊
辰

の
夏

海
防

の
た

め
浦

賀
奉

行
御

先
手

井
上

左
太

夫
巡

見
し

て
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

三
・

二
「

専
ら

国
許

（
く

に
も

と
）

海
防

（
カ

イ
バ

ウ
）

に
尽

力
致

す
べ

き
に

よ
り

」

海
軍

宋
『

資
治

通
鑒

』
「

大
封

王
躬

乂
，

性
殘

忍
，

海
軍

統
帥

王
建

殺
之

」

在
海

上
作

戰
的

軍
隊

。
現

代
海

軍
通

常
由

水
面

艦
艇

、
潛

水
艇

、
海

軍
航

空
兵

、
海

軍
陸

戰
隊

等
各

兵
種

及
各

種
專

業
部

隊
組

成
。

別
於

陸
軍

和
空

軍
而

言
。

未
収

録

（
18

74
）

「
東

船
來

滬
情

形
（

略
）

有
文

武
官

三
員

,一
爲

海
軍

少
將

兼
海

軍
大

丞
赤

松
則

良
」

鄺
其

照
18

99

1：
Ad

m
ira

lty
 o

r t
he

 B
oa

rd
 o

f A
dm

ira
lty

海
軍

衙
門

2：
Bo

ar
d 

of
 A

dm
ira

lty
海

軍
衙

門
3：

Ch
in

es
e 

O
ffi

ci
al

 T
itl

es
, C

iv
il 

an
d 

M
ili

ta
ry

Ad
m

ira
lty

 海
軍

部
4：

En
gl

ish
 G

ov
er

nm
en

t O
ffi

ce
s

 A
dm

ira
lty

 海
軍

衙
門

海
上

の
国

防
を

主
た

る
任

務
と

す
る

軍
備

・
軍

隊
の

総
称

。
海

上
兵

力
を

主
力

と
す

る
軍

隊
。

和
蘭

字
彙

（
18

55
〜

58
）

「
Ze

ek
rij

g 
z.

m
 o

or
lo

g 
te

r z
ee

 海
軍

」

万
国

新
話

（
18

68
）

〈
柳

河
春

三

編
〉

三
「

統
領

は
、

海
軍

及
び

之
に

属
す

る
文

武
諸

官
を

、
撰

挙
す

る
の

権
あ

り
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

海
域

宋
『

净
德

集
』

吾
朝

舉
海

域
之

廣
，

利
源

貨
法

一
制

於
上

，
富

厚
之

積
，

跨
擬

前
古

 海
的

區
域

(包
括

水
上

和
水

下
)的

簡
稱

。
如

在
劃

定
領

海
寬

度
的

基
線

以
內

的
海

域
爲

內
海

；
從

基
線

向
外

延
伸

一
定

寬
度

的
海

域
爲

領
海

；
從

一
國

領
海

的
外

邊
緣

延
伸

到
他

國
領

海
爲

止
的

海
域

爲
公

海
。

未
収

録

（
19

18
）

「
其

次
勢

力
範

圍
之

所
表

現
者

,
則

爲
某

海
域

歸
某

國
某

流
域

歸
某

國
,此

與

門
戶

開
放

機
會

均
等

」

顏
惠

慶
19

08
Ve

nu
s，

Ve
nu

s's
 F

lo
w

er
ba

sk
et

, a
 d

el
ic

at
e 

sil
ic

eo
us

 sp
on

ge
, 含

硅
質

之
海

域
あ

る
区

切
ら

れ
た

中
の

海
面

。
あ

る
範

囲
の

海
。

潮
騒

（
19

54
）

〈
三

島
由

紀
夫

〉
七

「
二

つ
の

島
に

囲
ま

れ
た

海
域

を
出

る
と

こ
ろ

で
、

ど
ん

な
静

か
な

日
に

も
、

荒
立

つ
波

が
船

材
を

き
し

ま
せ

た
」

海
戦

明
『

倭
變

事
略

』
「

往
歲
用
師
，
凡
克

捷
者

，
俱

在
海

戰
」

海
上

作
戰

。
未

収
録

（
18

80
）

「
而

海
戰

不
比

陸
戰

吾
恐

滿
蒙

勁
旅

亦
無

所
施

其
技

」

麥
都

思
18

48
W

AR
a 

na
va

l w
ar

 ,水
戰

、
海

戰
海

上
で

行
う

戦
闘

。
和

蘭
字

彙
（

18
55

〜
58

）

「
ze

eg
ev

eg
t 海

戦
」

行
進

な
し

向
前

行
走

(多
用

於
隊

伍
)。

未
収

録

（
19

09
）

「
該

校
全

體
學

生
於

上
午

九
點

鐘
開

始
運

動
（

略
）

（
十

三
）

循
環

行
進

（
略

）
（

二
十

九
）

圓
形

行
進

」
（

19
10

）
「

不
得

閉
塞

道
路

,有
碍

他
隊

或

傳
令

騎
兵

及
民

人
之

行
進

」

顏
惠

慶
19

08

M
ar

ch
to

 m
ar

ch
 in

, 行
入

, 行
進

 ;O
rd

er
 to

 m
ar

ch
, 

行
進

之
令

①
進

ん
で

行
く

こ
と

。
進

行
。

②
多

く
の

人
が

、
隊

伍
を

組
ん

で
歩

く
こ

と
。

大
観

本
謡

曲
・

龍
虎

（
15

16
頃

）

「
行

進
安

穏
に

布
帆

恙
（

つ
つ

が
）

も
な

く
渡

唐
仕

り
て

候
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
M

ar
ch

er
 〈

略
〉

行
進

ス
ル

」

行
軍

春
秋

戰
國

『
孫

子
』

「
不

知
山

林
險

阻
沮

澤
之

形
者

，
不

能
行

軍
」

①
古

代
泛

指
用

兵
。

②
軍

隊
轉

移
。

③
行

營
，

指
軍

營
。

用
兵

，
指

揮
作

戰
。

 孫
子

軍
爭

：
“不

知
山

林
險

阻
沮

澤
之

形
者

，
不

能
行

軍
。

”
管

子
 地

圖
：

“凡
兵

主
者

，

必
先

審
知

地
圖

轘
轅

之
險

，
…

…
然

後
可

以
行

軍
襲

邑
。

”

（
18

72
）

「
暹

羅
國

太
子

名
沙

拉
往

西
者

,
現

寓
居

英
國

學
習

行
軍

之
法

」

麥
都

思
18

48

TO
 M

AR
CH

an
 a

rm
y,

 興
兵

、
步

師
、

起
兵

、
發

兵
、

行

軍

①
軍

隊
を

進
め

る
こ

と
。

軍
隊

を
一

定
地

域
へ

行
進

、
出

征
さ

せ
る

こ
と

。
装

備
し

た
軍

隊
の

行
進

。
ま

た
、

学
生

生
徒

が
こ

れ
に

な
ら

っ
て

遠
距

離
を

行
進

す
る

こ
と

。
②

軍
隊

を
動

か
す

こ
と

。
用

兵
。

貴
嶺

問
答

（
11

85
〜

90
頃

）
「

軍
防

令
曰

。
行

（
キ

ャ
ウ

）
軍

叙
勲

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

九
・

一
九

「
事

務
は

譬
へ

ば
軍

行
（

〈
注

〉
ギ

ョ
ウ

グ
ン

）
の

如
し

、
も

し
前

隊
（

〈
注

〉
さ

き
て

）
の

兵
、

俄
か

に
阻

礙
（

〈
注

〉
さ

し
つ

か
ヘ

）
せ

ら
る

る
事

あ
り

て
、

軍
行

の
常

度
を

変
じ

な
ば

、
後

陣
は

必
ず

混
乱

す
べ

し
」

行
李

周
『

春
秋

左
伝

』
「

行
李

之
往

來
，

共
其

乏
困

」

漢
『

胡
笳

十
八

拍
』

「
追

思
往

日
兮

行
李

難
，

六
拍

悲
來

兮
欲

罷
彈

」
唐

『
敘

詩
寄

樂
天

書
』

「
自

笑
冗

亂
，

亦
不

復
置

之
於

行
李

」

①
使

者
。

②
出

使
。

③
行

旅
。

亦
指

行
旅

的
人

。
④

引
申

爲
行

程
、

行
蹤

。
⑤

出
行

所
帶

的
東

西
。

㊀
使

者
。

 左
傳

僖
三

十

年
：

“若
舍

鄭
以

爲
東

道
主

，
行

李
之

往
來

，
共

其
乏

困
，

君
亦

無
所

害
。

”注
：

 
“行

李
，

使
人

。
”參

見
“行

2
理


” 。

㊁
唐

時
官

府
導

從
之

人
。

文
苑

英
華

一
七

七
唐

 張
説

奉
和

聖
制

送
宇

文
融

安
輯

户
口

應
制

詩
：

“柏
臺

𥳑𥳑
行

李
，

蘭
殿

錫
朝

衣
。

”㊂
出

行
時

攜
帶

的
衣

裝
。

 唐
 白

居
易

長
慶

集
六

九
李

盧
二

中
丞

各
創

山
居

…
…

偶
題

十
五

韻
聊

戲
二

君
詩

：
“

聞
君

每
來

去
，

矻
矻

事
行

李
。

”
宋

 
蘇

軾
東

坡
集

後
集

七
與

程
德

孺
運

使
書

之
一

：
“

約
程

四
月

末
間

到
真

州
，

當
遣

兒
子

邁
往

宜
興

取
行

李
。

”

（
18

72
）

「
曾

有
行

李
一

箱
並

提
單

信

托
」

（
18

72
）

「
來

往
貨

物
行

李
均

可
代

寄
信

貲
減

取
一

半
」

馬
禮

遜
18

23

1：
BA

G
G

AG
E

BA
G

G
AG

E 
fo

r a
 jo

ur
ne

y,
行

李

2：
N

EC
ES

SA
RY

N
ec

es
sa

rie
s f

or
 tr

av
el

lin
g,
行

李

①
使

者
。

つ
か

い
。

②
旅

行
に

携
え

る
荷

物
。

荷
物

。
③

（
②

か
ら

転
じ

て
）

旅
。

④
竹

、
ま

た
は

柳
な

ど
で

編
ん

だ
、

物
入

れ
。

小
型

の
も

の
は

弁
当

箱
に

も
し

た
。

後
に

は
、

普
通

、
衣

類
な

ど
を

収
納

す
る

も
の

を
い

う
。

こ
り

。
⑤

旧
陸

軍
で

、
戦

闘
の

た
め

に
弾

薬
、

糧
秣

、
被

服
、

要
品

、
器

材
な

ど
を

運
ぶ

こ
と

を
任

務
と

し
た

部
隊

。
大

隊
に

属
し

て
、

大
行

李
、

小
行

李
が

あ
り

、
副

馬
、

隊
属

輜
重

、
駄

馬
、

車
輛

な
ど

か
ら

成
る

。

続
日

本
紀

‐
慶

雲
三

年
（

70
6）

正

月
丁

亥
「

所
貢

無
虧

、
行

李
相

属
」

田
氏

家
集

（
89

2頃
）

中
・

夏
夜

於

鴻
臚

館
餞

北
客

帰
郷

「
行

李
礼

成
廻

節
信

、
扶

桑
恩

極
出

蓬
壺

」
梅

津
政

景
日

記
‐

慶
長

一
七

年
（

16
12

）
四

月
五

日
「

鉛
五

拾
こ

う

り
当

山
へ

は
こ

は
せ

申
候

」
花

柳
春

話
（

18
78

〜
79

）
〈

織
田

純

一
郎

訳
〉

六
〇

「
一

輛
の

馬
車

行
李

（
カ

ウ
リ

）
を

載
せ

て
将

（
ま

）
さ

に
発

せ
ん

と
す

」

航
程

な
し

①
舶

或
飛

機
由

起
點

到
終

點
的

距
離

。
②

前
進

的
路

程
。

未
収

録
（

18
99

）
「

其
大

要
分

爲
二

途
,一

曰
中

國

航
程

,二
曰

日
本

航
程

」

顏
惠

慶
19

08
Ru

n
th

e 
di

st
an

ce
 sa

ile
d 

by
 a

 sh
ip

, 航
程

船
舶

や
航

空
機

で
行

く
み

ち
の

り
。

仏
国

風
俗

問
答

（
19

01
）

〈
池

辺
義

象
〉

潮
の

八
百

路
「

空
温

七
十

六
度

、
海

温
七

十
九

度
。

暑
さ

ま
さ

り
て

く
る

し
。

航
程

三
百

海
哩

」

航
海

南
北

朝
『

拾
遺

記
』

「
集

不
禀

正
朔

者
,越

山
航

海
而

皆
至

也
」

在
海

洋
上

航
行

。

海
上

行
船

。
文

選
南

朝
 宋

顔
延

年
(延

之
)三

月
三

日
曲

水
詩

序
“棧

山
航

海
”注

引
漢

 
揚

雄
交

州
箴

：
“航

海
三

萬
，

來
牽

其
犀

。
”

（
18

72
）

「
查

西
國

航
海

舊
律

載
,凡

遇
海

中
有

覆
舟

壞
船

等
事

,均
宜

竭
力

救
助

」

麥
都

思
18

48
TO

 N
AV

IG
AT

E.
 T

O
 N

AV
IG

AT
E 

th
e 

oc
ea

n 
浮

海
、

航
海

、
漂

海
、

漂
洋

海
を

船
で

渡
る

こ
と

。
海

上
を

船
で

航
行

す
る

こ
と

。

志
都

の
岩

屋
講

本
（

18
11

）
上

「
船

の
製

造
功

者
に

な
り

航
海

の
術

自
在

成
る

故
に

」
尋

常
小

学
読

本
（

18
87

）
〈

文
部

省
〉

六
「

共
に

水
夫

と
な

り
て

、
航

海
せ

ば
や

と
云

ひ
し

か
ば

」

航
空

な
し

飛
機

或
其

他
飛

行
器

在
空

中
飛

行
。

未
収

録
（

19
10

）
「

二
十

世
紀

之
最

令
人

注
目

者

莫
如

航
空

事
業

」

赫
美

玲
官

話
19

16
 A

vi
at

io
n.

 航
空

航
空

機
な

ど
で

空
中

を
飛

行
す

る
こ

と
。

裸
に

虱
な

し
（

19
20

）
〈

宮
武

外

骨
〉

動
物

的
進

化
の

汽
船

「
勤

勉
を

蟻
に

教
へ

ら
れ

、
架

線
を

蜘
蛛

に
教

へ
ら

れ
、

航
空

（
カ

ウ
ク

ウ
）

を
鳥

に
教

へ
ら

れ
、

潜
艇

を
魚

に
教

へ
ら

れ
た

模
倣

性
か

ら
云

っ
て

も
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

航
路

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

88
）

「
爲

航
路

開
通

以
來

未
有

之
神

速
」

顏
惠

慶
19

08
Co

ur
se

 T
he

 ro
ut

e,
 路

; v
oy

ag
e,

 水
程

, 航
路

;
…

…
船

舶
の

通
行

す
る

道
。

ま
た

、
そ

の
進

ん
で

行
く

方
向

。
回

り
。

輿
地

誌
略

（
18

26
）

三
「

勿
搦

祭
亜

（
ベ

ネ
チ

ア
）

〈
略

〉
亜

弗
利

加
の

後
に

航
路

を
闢

て
」

音
訓

新
聞

字
引

（
18

76
）

〈
萩

原
乙

彦
〉

「
航

路
（

ロ
）

 フ
ナ

ヂ
」

航
速

な
し

未
収

録
な

し
（

19
39

）
「

試
航

時
,航

速
達

十
八

海
里

」
未

収
録

未
収

録

航
線

な
し

飛
機

和
船

舶
預

定
的

航
行

路
線

。
也

稱
航

路
。

未
収

録
（

19
05

）
「

可
復

開
長

航
綫

,以
固

商
情

」
顏

惠
慶

19
08

Lo
xo

dr
om

ic
th

e 
rh

um
b 

lin
e,

 同
角

航
線

未
収

録

航
向

な
し

航
行

的
方

向
；

前
進

的
方

向
。

未
収

録
（

19
18

）
「

（
八

）
最

初
發

見
彼

船
時

本

船
之

航
向

及
速

率
」

未
収

録
未

収
録

号
砲

明
『

明
經

世
文

編
』

「
如

有
倭

犯
情

形
，

則
舉

放
號

砲
，

島
島

相
傳

」
軍

中
用

来
傳

達
信

息
的

火
砲

。
喻

為
表

明
事

件
即

將
發

生
的

信
號

。

用
作

軍
事

信
號

的
火

炮
。

三
國

演
義

七
：

“呂
公

截
住

三
十

騎
，

并
皆

殺
盡

，
放

起
連

珠
號

礮
。

城
中

黃
祖

 蒯
越

 蔡
瑁

分
頭

引
兵

殺
出

，

江
東

諸
軍

大
亂

。
”西

湖
二

集
十

七
劉

伯
溫

薦
賢

平
浙

中
：

“至
於

將
暮

，
亮

祖
與

兒
子

暹
合

船
進

發
，

號
礮

三
聲

，
出

其
不

意
，

突
佔

上
風

，
雜

施
火

銃
，

長
短

標
槍

，
弓

弩
齊

發
。

”

（
18

72
）

「
現

有
田

吉
四

號
草

江
三

號
等

兵
輪

船
迎

接
,號

炮
連

發
,大

小
官

員
接

駕
不

計
」

馬
禮

遜
18

23
SI

G
N

AL
 S

ig
na

l g
un

, 鳴
砲

; o
r m

or
e 

pr
op

er
ly

 號
砲

.

①
合

図
の

た
め

に
う

つ
銃

砲
。

ま
た

、
そ

の
音

。
②

特
に

、
時

刻
を

知
ら

せ
る

大
砲

の
音

。

星
巖

集
‐

乙
集

（
18

37
）

西
征

集

三
・

瓊
浦

雑
詠

「
無

端
号

穿
雲

響
、

賺
殺

嬌
娃

望
幾

回
」

合
擊

漢
『

漢
書

』
「

須
奮

武
将

軍
兵

到
，

合
擊

羌
虜

」
合

力
攻

擊
；

圍
攻

。
未

収
録

（
18

72
）

「
知

縣
胡

慶
騮

率
圑

合
擊

立
將

李
六

捦
餘

匪
追

剿
凈

盡
」

未
収

録
二

方
向

か
ら

取
り

ま
い

て
撃

つ
こ

と
。

は
さ

み
う

ち
。

日
誌

必
用

御
布

令
字

引
（

18
68

）

〈
四

方
茂

苹
〉

「
合

撃
 ガ

ウ
ゲ

キ

ア
ハ

シ
テ

ウ
ツ

コ
ト

 ハ
サ

ミ
ウ

チ

ニ
同

シ
」

合
囲

晋
『

三
国

志
』

「
與

卓
故

部
曲

樊
稠

，
李

蒙
，

王
方

等
，

合
圍

長
安

城
」

①
四

面
包

圍
。

②
兩

臂
圍

攏
。

形
容

樹
木

粗
大

的
程

度
。

③
合

攏
。

四
面

包
圍

。
禮

 王
制

：
“天

子
不

合
圍

。
”指

田
獵

。
文

選
舊

題
漢

 李
少

卿
(陵

)答
蘇

武
書

：
“單

于
臨

陣
，

親
自

合
圍

。
”指

戰
爭

。

（
18

72
）

「
勦

平
附

城
各

處
賊

壘
,遂

合
圍

,
進

攻
金

陵
城

」

麥
都

思
18

48
TO

 E
N

CL
O

SE
to

 c
lo

se
 o

n 
al

l s
id

es
 ,合

圍

①
（

─
す

る
）

ま
わ

り
を

取
り

囲
む

こ
と

。
取

り
巻

く
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
囲

み
。

包
囲

。
②

一
抱

え
。

合
抱

（
ご

う
ほ

う
）

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
As

sié
ge

r 〈
略

〉
合

囲

す
る

」

合
戦

春
秋

戦
国

『
荀

子
』

「
合

戰
用

力
而

敵
退

，
是

眾
威

也
」

交
戰

。
未

収
録

（
18

78
）

「
不

料
援

師
四

集
,倉

猝
間

不
能

合
戰

」

麥
都

思
18

48
TO

 C
LO

SE
to

 c
lo

se
 b

at
tle

,合
戰

敵
味

方
が

出
会

っ
て

戦
う

こ
と

。
戦

い
。

戦
闘

。
交

戦
。

平
治

物
語

（
12

20
頃

か
）

中
・

義
朝

敗
北

の
事

「
今

朝
の

た
た

か
ひ

に
敵

十
八

騎
討

ち
お

と
し

、
い

ま
の

合
戦

に
よ

き
敵

四
騎

射
こ

ろ
し

た
れ

ば
」

広
益

熟
字

典
（

18
74

）
〈

湯
浅

忠

良
〉

「
合

闘
 ガ

フ
ト

ウ
 タ

タ
カ

ヒ

ア
フ

 合
戦

 カ
ッ

セ
ン

 同
上

」

後
送

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

37
）

「
已

三
日

水
漿

不
進

,後
送

醫
院

救
治

」
（

19
43

）
「

出
血

過
多

的
人

·施
行

救
急

止

血
後

送
去

」

未
収

録
後

方
へ

送
る

こ
と

。
特

に
、

戦
場

で
、

前
線

か
ら

負
傷

者
、

捕
虜

な
ど

を
後

方
へ

送
る

こ
と

。

東
京

二
六

新
聞

‐
明

治
三

七
年

（
19

04
）

一
〇

月
一

六
日

「
真

先
に

進
み

し
長

崎
特

務
曹

長
（

三
郎

）
ま

た
負

傷
し

て
後

送
せ

ら
る

」

後
装

銃
な

し
未

収
録

未
収

録
な

し
未

収
録

後
装

の
装

置
を

も
つ

銃
。

元
込

め
銃

。
現

在
の

銃
は

す
べ

て
こ

れ
で

あ
る

。

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

二
・

三
八

「
三

種
共

に
後

装
銃

な
り

」

護
送

漢
『

漢
書

』
「

爲
護

羌
將

軍
轉

校

尉
，

䕶
送
軍
糧
委
輸
」

謂
陪

同
保

護
前

往
某

地
，

使
人

員
、

物
資

等
不

受
沿

途
的

侵
害

。
未

収
録

（
18

72
）

「
爲

至
便

其
傳

遞
緊

信
也

,爲
至

速
其

護
送

急
客

也
」

馬
禮

遜
18

23
ES

CO
RT

ES
CO

RT
 o

r c
on

vo
y,
護

送

①
付

き
添

っ
て

護
り

送
る

こ
と

。
保

護
し

な
が

ら
送

り
届

け
る

こ
と

。
②

勾
留

（
こ

う
り

ゅ
う

）
さ

れ
て

い
る

被
告

人
や

受
刑

者
な

ど
を

あ
る

場
所

か
ら

他
の

場
所

へ
拘

束
し

た
ま

ま
送

致
す

る
こ

と
。

押
送

。

空
華

集
（

13
59

〜
68

頃
）

一
一

・
石

林
横

川
諸

老
墨

蹟
後

叙
「

豈
非

以
祖

宗
有

霊
、

神
物

護
送

、
而

献
于

吾
翁

者
邪

」
近

世
紀

聞
（

18
75

〜
81

）
〈

条
野

有

人
〉

初
・

三
「

其
頃

囚
捕

せ
し

輩
の

内
有

官
の

人
は

網
乗

物
そ

の
余

は
軍

鶏
籠

に
打

乗
せ

て
〈

略
〉

直
ち

に
護

送
（

ゴ
ソ

ウ
）

し
た

り
」

護
衛

南
北

朝
『

高
僧

傳
』

「
見

一
女

神
，

自
稱

呂
姥

，
云

常
加

護
衞

」
①

保
護

、
防

衛
。

②
保

衛
人

員
。

未
収

録
（

18
72

）
「

該
處

官
員

出
力

護
衛

,甚
爲

有

功
」

馬
禮

遜
18

23

1：
ES

CO
RT

m
ili

ta
ry

 e
sc

or
t ,
護

衛
的

兵
馬

2：
G

U
AR

D
 a

s a
 p

rin
ce

's 
bo

dy
 g

ua
rd

,護
衛

3：
LI

FE
G

U
AR

D
 L

IF
EG

U
AR

D 
of

 th
e 

em
pe

ro
r,護

衛
軍

貴
人

や
要

人
な

ど
に

つ
き

添
っ

て
守

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
人

。

新
令

字
解

（
18

68
）

〈
荻

田
嘯

〉

「
護

衛
 ゴ

エ
イ

 ゴ
ケ

イ
エ

イ
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

滑
腔

砲
な

し
未

収
録

未
収

録
（

19
14

）
「

以
步
兵

一
中

隊
,哥

薩
克

騎
兵

一
中

隊
,及

配
有

滑
腔

砲
二

門
之

巴
欽

支
隊

掩
護

之
」

未
収

録
砲

身
の

内
面

に
腔

線
が

な
く

、
内

面
の

滑
ら

か
な

砲
。

な
し

回
航

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

87
）

「
東

報
譯

要
　

日
報

載
（

略
）

於
十

七
日

午
後

到
嚴

原
港

,次
日

回
航

至
淺

海
灣

」
（

19
49

）
「

回
航

返
滬

途
中

,在
大

戢
山

附

近
,曾

遙
見

一
艙

口
板

浮
於

水
面

」

未
収

録

①
船

を
目

的
の

港
へ

向
け

て
航

行
さ

せ
る

こ
と

。
②

諸
方

を
め

ぐ
る

航
海

。
ま

た
、

各
地

を
め

ぐ
っ

て
も

と
の

地
点

に
帰

る
航

海
。

経
国

美
談

（
18

83
～

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
〇

「
此

の
艦

隊
を

以
て

先
づ

ミ
ル

ト
ア

ン
海

を
廻

航
し

て
幽

美
の

海
峡

に
進

み
」

回
收

な
し

把
物

品
(多

指
廢

品
或

舊
貨

)收
回

利
用

。
未

収
録

（
18

76
）

「
稅

舘
給

回
收

單
,卽

往
呈

開
口

,
以

便
核

對
」

鄺
其

照
18

99
囑

他
給

囘
收

條
 ,T

ak
e 

hi
s r

ec
ei

pt

い
っ

た
ん

大
勢

の
人

に
配

ら
れ

た
り

、
拡

散
し

た
り

し
た

も
の

を
、

ま
た

集
め

る
こ

と
。

あ
ち

こ
ち

か
ら

集
め

て
、

も
と

へ
返

す
こ

と
。

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

一
・

九
「

若
（

も
し

）
開

拓
に

着
手

せ
ず

、
其

効
を

み
ざ

る
は

、
再

び
之

を
官

地
譲

渡
の

局
に

回
収

す
る

法
な

り
」

会
戦

春
秋

戦
国

『
孫

子
』

「
故

知
戰

之
地

，
知

戰
之

日
，

則
可

千
里

而
會

戰
」

①
敵

對
雙

方
主

力
在

一
定

地
區

和
時

間
內

進
行

的
決

戰
。

②
集

中
有

關
力

量
，

突
擊

完
成

某
項

任
務

。

兩
軍

作
戰

，
雙

方
集

中
主

力
以

決
勝

負
的

戰
役

。
 孫

子

虚
實

：
“故

知
戰

之
地

，
知

戰
之

日
，

則
可

千
里

而
會

戰
。

”史
記

七
十

張
儀

傳
：

“山
東

之
士

被
甲

蒙
胄

以
會

戰
。

”

（
18

75
）

「
十

餘
年

前
,曾

與
英

法
兩

囯
會

戰
於

俄
羅

斯
,頗

能
立

功
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ba

tt
le

To
 jo

in
 b

at
tle

, 迎
敵

, 會
戰

2：
En

co
un

te
r

a 
fig

ht
, 會

戰
,T

o 
en

ga
ge

 w
ith

 in
 b

at
tle

, 會
戰

, 交
戰

, 交
鋒

3：
Pa

ss
ag

e
A 

pa
ss

 o
r a

n 
en

co
un

te
r, 
會

戰
, 接

戰
, 交

鋒

双
方

の
軍

が
出

会
っ

て
、

戦
う

こ
と

。
一

定
地

域
に

大
兵

力
を

集
結

し
て

行
な

う
大

規
模

か
つ

決
定

的
な

戦
闘

。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
・

源
氏

前
記

「
関

東
将

士
悉

従
之

、
刻

期
会

戦
」

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
会

戦
 ク

ハ
イ

セ
ン

 ヲ
チ

ア
ウ

テ

タ
タ

カ
フ

」

火
力

春
秋

戰
國

『
孫

子
』

「
火

發
而

其
兵

靜
者

，
待

而
勿

攻
，

極
其

火
力

可
從

，
而

從
之

」

①
燃

燒
所

產
生

的
能

量
，

熱
度

。
②

道
教

指
修

煉
的

功
力

。
③

指
武

器
彈

藥
的

殺
傷

力
、

破
壞

力
。

④
喻

戰
鬥

力
。

㊀
燃

燒
的

熱
度

。
抱

朴
子

 
金

丹
：

“又
當

火
起

晝
夜

數
十

日
，

伺
候

火
力

，
不

可
令

失
其

適
。

”唐
 陸

龜
蒙

甫
里

集
四

寄
懷

華
陽

道
士

詩
：

“分
張

火
力

燒
金

竈
，

拂
拭

苔
痕

洗
酒

缾
。

”
㊁

道
家

指
修

煉
的

功
力

。
藝

文
類

聚
七

八
南

朝
 梁

 陶
弘

景
答

朝
士

訪
仙

佛
兩

法
體

相
書

：
“火

力
旣

足
，

表
裏

堅
固

，
河

山
可

盡
，

此
形

無
滅

。
”宋

 蕭
廷

之
金

丹
大

成

集
 南

鄉
子

詞
之

三
：

“溫
養

象
周

天
，

須
要

微
微

火
力

全
。

”

（
18

72
）

「
亳

無
動

靜
而

火
力

漸
發

」

（
19

14
）

「
觀

戰
炮

聲
之

猛
,火

力
之

烈
,洵

所
謂

耳
不

忍
聞

,目
不

忍
覩

者
」

麥
都

思
18

48
PO

W
ER

. p
ow

er
 o

f f
ire

 火
力

①
火

の
力

。
火

の
強

さ
や

勢
い

。
火

が
燃

え
て

い
る

と
き

に
出

す
、

熱
エ

ネ
ル

ギ
ー

。
②

大
砲

、
機

関
銃

、
小

銃
な

ど
の

威
力

。
火

器
の

勢
い

。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

三
・

二
「

薪
柴

已
に

乏
し

く
な

り
た

り
、

い
か

に
し

て
か

、
火

力
を

減
ぜ

ざ
ら

し
め

ん
と

、
案

じ
思

ふ
に

」

古
典

語
で

は
「

軍
隊

の
移

動
、

進
退

」
な

ど
の

意
味

と
し

て
の

用
例

が
未

見

火
砲

宋
『

守
城

録
』

「
忽

同
時

發
喊

，
雲

梯
火

砲
弓

弩
箭

鑿
攻

城
，

勢
焰

兇

猛
」

利
用

火
力

(火
藥

發
明

後
用

火
藥

)
發

射
彈

丸
的

重
武

器
。

未
収

録
（

18
72

）
「

食
頃

忽
轟

然
作

響
,蓋

船
上

新

用
之

火
炮

炸
破

飛
星

滿
天

也
」

羅
存

德
18

69

Cr
ac

ke
r

cr
ac

ke
rs

,爆
像

、
烟

火
、

火
炮

、
響

炮
、

炮

竹

大
砲

な
ど

の
火

器
を

い
う

。
航

米
日

録
（

18
60

）
二

「
唯

火
砲

を

以
て

遠
く

外
敵

を
防

ぐ
は

、
彼

の
長

ず
る

所
に

し
て

」

火
器

宋
『

武
經

總
要

』
「

枚
縛

馬
口

，
人

負
束

薪
，

手
持

火
噐

，
直

抵
敵

營
」

用
火

藥
爆

炸
性

能
來

發
揮

殺
傷

和
破

壞
威

力
的

武
器

。

使
用

火
藥

發
射

彈
丸

或
利

用
火

藥
的

燃
燒

爆
炸

作
用

進
行

殺
傷

和
破

壞
的

兵
器

。
參

閲
明

 宋
應

星
天

工
開

物
下

火

器
、

武
備

志
一

二
一

軍
資

火
三

。

（
18

72
）

「
此

船
有

二
千

七
百

敦
,安

放
火

器
機

輪
,置

炮
二

十
六

門
」

衛
三

畏
18

44
FI

RE
-A

RM
S,
火

器
火

薬
の

爆
発

圧
力

を
使

っ
て

弾
丸

を
発

射
す

る
兵

器
。

銃
砲

。

読
本

・
近

世
説

美
少

年
録

（
18

29
〜

32
）

一
・

三
回

「
舶

来
新

渡
の

火
器

（
ク

ヮ
キ

）
な

れ
ば

」
文

明
論

之
概

略
（

18
75

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

四
・

八
「

又
此

時
代

に
は

火
器

の
用

法
漸

く
世

に
弘

ま
り

」

火
線

明
『

軍
器

圖
説

』
「

內
藏
火
線
，
并
裝

火
藥

」

明
『

火
龍

經
』

「
兩

頭
拴

鈎
針

，
各

安
火

線
」

①
最

前
線

；
作

戰
雙

方
對

峙
的

前
沿

地
帶

。
②

電
路

中
輸

送
電

的
電

源
線

。
未

収
録

（
18

82
）

「
燃

以
火

線
,一

經
着

手
,卽

時
爆

裂
」

（
19

12
）

「
旣

畢
、

乃
偕

各
隨

員
登

車
、

縱
覽

戰
塲

火
綫

一
周

」

（
19

15
）

「
尙

有
一

隊
、

固
守

火
線

間
之

陣
地

」

麥
都

思
18

48
M

AT
CH

a 
m

at
ch

 fo
r a

 g
un

,火
線

戦
闘

の
最

前
線

で
、

直
接

敵
と

銃
火

や
砲

火
を

交
え

る
と

こ
ろ

。

物
理

学
術

語
和

英
仏

独
対

訳
字

書
（

18
88

）
〈

山
口

鋭
之

助
〉

「
Kw

as
en

. C
au

st
ic

 c
ur

ve
 〈

略
〉

火

線
」

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
二

四
八

「
成

る
べ

く
爾

後
に

於
け

る
火

線
の

構
成

に
便

な
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
必

要
な

り
」

火
薬

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
砲

手
止

有
四

人
，

其
他

掛
撘

施
放

火
藥

全
火

等
」

①
受

熱
或

撞
擊

後
立

即
引

起
爆

炸
的

化
合

物
或

混
合

物
。

②
藥

劑
名

。

用
作

引
燃

或
發

射
的

藥
劑

。
宋

人
武

經
總

要
已

有
火

藥
的

配
方

，
爲

世
界

最
早

的
書

面
記

錄
。

明
 宋

應
星

天
工

開

物
下

火
器

：
“紅

夷
砲

鑄
鐵

爲
之

，
…

…
中

藏
鐵

彈
併

火
藥

數
斗

。
”

按
並

有
火

藥
料

一
節

。
武

備
志

一
一

九
軍

資
火

一
有

火
藥

賦
、

製
火

藥
方

等
。

（
18

72
）

「
二

十
四

禁
者

,乃
係

火
藥

砲
碼

鎗
砲

戎
馬

,並
各

式
軍

裝
或

新
製

異
樣

戰

具
」

馬
禮

遜
18

23

1：
AM

U
N

IT
IO

N
po

w
de

r ,
火

藥

2：
PO

W
DE

R
G

un
 p

ow
de

r ,
火

藥

硝
石

、
硫

黄
、

木
炭

な
ど

の
混

合
物

で
、

衝
撃

、
摩

擦
、

圧
力

、
熱

、
電

気
な

ど
に

よ
っ

て
、

急
激

な
化

学
変

化
を

起
こ

し
、

ガ
ス

と
熱

と
を

発
生

し
て

、
は

げ
し

く
爆

発
す

る
も

の
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
七

・
徳

川
氏

前
記

「
遂

買
城

下
及

界
浦

漕
粟

及
火

薬
、

移
檄

四
方

」
安

愚
楽

鍋
（

18
71

〜
72

）
〈

仮
名

垣

魯
文

〉
三

・
下

「
毎

日
十

二
字

刻
砲

の
火

薬
（

ク
ハ

ヤ
ク

）
の

代
（

か
は

）
り

と
あ

そ
ば

さ
せ

ら
れ

」

火
戦

周
『

六
韜

』
「

火
戰

，
此

言
用

火
攻

戰
之

法
」

用
火

攻
擊

的
戰

術
。

未
収

録
（

18
85

）
「

不
外

乎
馬

戰
步

戰
水

戰
火

戰

數
者

,未
聞

火
器

殘
忍

」
未

収
録

「
か

へ
い

せ
ん

（
火

兵
戦

）
」

の
略

。

現
代

大
辞

典
（

19
22

）
〈

木
川

・
堀

田
・

小
堀

・
阪

部
〉

兵
事

用
語

「
火

戦
（

ク
ヮ

セ
ン

）
射

撃
を

以
て

す
る

戦
闘

を
い

ふ
」

32



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

基
地

宋
『

四
明

續
志

』
「

營
寨

基
地

：
趙

萬
二

住
草

屋
兩

間
，

兩
厦

及
種

麥
四

片
，

三
畒

二
角

，
其

地
係

官
塗

草
蕩

支
般

移
錢

五
十

貫
，

種
子

錢
三

十
貫

」

①
猶

門
第

，
地

位
。

②
  作

爲
某

種
事

業
基

礎
的

地
區

。

（
18

72
）

「
基

地
五

分
五

釐
,蓋

建
修

葺
以

為
靛

」
（

19
32

）
「

狄
思

威
路

日
軍

兩
砲

基
地

,發
砲

竟
日

,無
一

效
果

」

羅
存

德
18

69

Ba
sis

th
e 

fo
un

da
tio

n 
of

 a
ny

th
in

g 
基

址
、

地

脚
、

基
脚

、
基

地

行
動

の
基

点
と

な
る

場
所

。
根

拠
地

。
多

く
、

軍
隊

、
探

検
隊

、
登

山
隊

な
ど

の
物

資
の

輸
送

、
補

給
、

通
信

連
絡

な
ど

の
基

点
と

な
る

地
点

を
い

う
。

ベ
ー

ス
。

春
の

城
（

19
52

）
〈

阿
川

弘
之

〉

二
・

一
四

「
敵

が
Ｂ

29
 の

基
地

を

造
る

ま
で

に
何

カ
月

掛
る

か
だ

」

撃
発

五
代

『
周

易
參

同
契

通
眞

義
』

「
水

銀
金

因
火

擊
發

，
而

産
丹

砂
」

宋
『

翠
微

北
征

録
』

「
吾

軍
先

居
高

險
，

則
賊

自
陷

於
低

下
，

故
矢

石
擊

發
」

触
発

；
射

撃
時

扳
動

扳
機

、
使

撞
針

撞
撃

子
弾

底
火

、
引

起
火

薬
爆

炸
将

弾
頭

射
出

。
未

収
録

（
19

32
）

「
到

了
一

六
四

○
年

,法
國

發
明

了
燧

石
擊

發
機

與
槍

劍
」

未
収

録
弾

丸
を

発
射

す
る

た
め

に
、

発
射

装
薬

に
打

撃
を

与
え

て
発

火
さ

せ
る

こ
と

。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
六

一
「

据

銃
・

照
準

・
撃

発
及

照
尺

の
用

法
は

歩
兵

射
撃

教
範

に
拠

る
べ

し
」

古
代

語
に

は
「

爆
発

」
の

意
味

の
用

例
も

あ
る

。
「

発
射

す
る

」
の

意
味

か
ら

「
銃

を
射

撃
す

る
」

の
意

味
に

派
生

す
る

可
能

性
が

高
い

。

撃
滅

漢
『

史
記

』
「

趙
公

子
嘉

乃
自

立
爲

代
王

，
故

舉
兵

擊
滅

之
」

打
擊

消
滅

。
未

収
録

（
18

92
）

「
自

黑
城

子
踞

匪
擊

滅
後

,奉
省

近
邊

一
帶

亦
無

賊
蹤

」
未

収
録

う
ち

ほ
ろ

ぼ
す

こ
と

。
攻

撃
し

て
全

滅
さ

せ
る

こ
と

。
旧

陸
軍

で
は

、
戦

闘
で

敵
の

戦
力

を
半

分
以

下
に

減
少

さ
せ

た
場

合
の

称
。

号
外

（
19

06
）

〈
国

木
田

独
歩

〉

「
連

合
艦

隊
は

直
に

出
動

之
を

撃
滅

（
ゲ

キ
メ

ツ
）

せ
ん

と
す

」

撃
破

漢
『

漢
書

』
「

十
一

月
，

韓
信

與
灌

嬰
擊

破
楚

軍
」

打
垮

，
打

敗
。

未
収

録
（

18
75

）
「

衆
人

因
恨

衫
板

水
手

之
不

慎
,

爰
將

其
船

擊
破

云
」

麥
都

思
18

48
TO

 A
TT

AC
K,
攻

、
擊

、
擊

打
、

攻
擊

、
搏

擊
、

戰
攻

、
攻

打
、

擊
破

敵
、

相
手

を
う

ち
や

ぶ
る

こ
と

。
ま

た
、

う
ち

や
ぶ

っ
て

無
く

す
こ

と
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
九

・
徳

川
氏

正
記

「
為

二
人

所
撃

破
者

、
皆

転
赴

信
長

前
軍

」
日

誌
字

解
（

18
69

）
〈

岩
崎

茂
実

〉

「
撃

破
 ゲ

キ
ハ

 ウ
チ

ヤ
ブ

ル
」

撃
攘

明
『

山
海

漫
談

』
「

驍
勇

不
羣

，
及

代
父

職
，

有
萬

里
撃

攘
之

志
」

未
収

録
未

収
録

（
19

14
）

「
東

京
電

,德
軍

大
舉

逆
襲

英
法

聯
軍

,左
翼

反
受

聯
軍

擊
攘

」
未

収
録

敵
を

う
ち

は
ら

う
こ

と
。

撃
退

。

明
治

大
正

見
聞

史
（

19
26

）
〈

生
方

敏
郎

〉
政

府
の

恐
露

病
と

日
露

戦
争

・
一

〇
「

東
洋

か
ら

は
略

敵
軍

を
撃

攘
し

了
せ

た
心

持
に

成
り

、
も

う
媾

和
を

先
方

か
ら

申
し

込
ん

で
来

さ
う

な
も

の
だ

と
い

ふ
気

が
し

た
」

撃
沈

明
『

籌
海

圖
編

』
「

賊
拖

殘
船

出
海

，
繼

光
部

下
兵

船
又

擊
沈

五
艘

」
未

収
録

未
収

録
（

18
73

）
「

大
小

梟
船

三
十

八
隻

擊
沉

,二
隻

起
獲

」

翟
理

斯
19

12
擊 to

 si
nk

 a
 v

es
se

l, 
－

as
 b

y 
a 

sh
ot

,擊
沉

艦
船

を
爆

撃
、

砲
撃

、
雷

撃
な

ど
に

よ
っ

て
う

ち
沈

め
る

こ
と

。

満
韓

と
こ

ろ
ど

こ
ろ

（
19

09
）

〈
夏

目
漱

石
〉

二
八

「
戦

闘
艦

が
並

ん
で

撃
沈

（
ゲ

キ
チ

ン
）

さ
れ

た
と

い
ふ

前
を

横
に

曲
っ

て
」

撃
退

南
北

朝
『

宋
書

』
「

吳
將
朱
然
圍
江

夏
，

荆
州
刺
史
胡
質
擊
退
之
」

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
突

有
大

股
賊

匪
撲

犯
經

,官
軍

奮
力

擊
退

」

羅
存

德
18

69
1：

Be
at

to
 b

ea
t b

ac
k,
打

退
、

擊
退

敵
、

相
手

を
攻

撃
し

て
追

い
は

ら
う

こ
と

。

二
老

人
（

19
08

）
〈

国
木

田
独

歩
〉

下
「

こ
れ

で
武

は
又

も
撃

退
（

ゲ
キ

タ
イ

）
さ

れ
て

了
っ

た
の

で
あ

る
」

機
動

漢
『

淮
南

鴻
烈

解
』

「
設

鼠
者

機
動

，
釣

魚
者

泛
杭

」
明

『
武

備
志

』
「

預
置

要
路

，
機

動
火

發
，

箭
飛

數
百

步
」

①
謂

機
械

發
動

。
②

用
機

器
發

動
的

。
③

謂
權

宜
處

置
或

靈
活

運
用

。
④

指
現

存
的

財
物

、
力

量
等

可
供

靈
活

使
用

。

未
収

録

（
19

16
）

「
於

來
月

十
日

全
部

退
回

,參
加

公
主

嶺
駐

屯
軍

機
動

演
習

」
（

19
21

）
「

借
機

動
之

力
以

增
速

率
」

羅
存

德
18

69

1：
Au

to
m

at
on

a 
m

ac
hi

ne
 w

hi
ch

 m
ov

es
 b

y 
in

vi
sib

le
 

m
ac

hi
ne

ry
 機

動
之

器
、

行
動

被
暗

機
所

致

2：
Fl

y-
w

he
el

飛
輪

、
準

機
動

輪

①
か

ら
く

り
、

し
か

け
が

は
た

ら
く

こ
と

。
②

軍
隊

で
、

部
隊

を
移

動
、

展
開

さ
せ

る
こ

と
。

交
戦

前
後

ま
た

は
交

戦
中

の
軍

隊
、

艦
船

の
機

略
的

な
運

動
を

い
う

。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
七

二
四

「
大

隊
独

立
し

て
戦

闘
す

る
場

合
に

於
て

は
機

動
の

余
地

大
な

る
を

以
て

広
く

地
形

を
利

用
し

て
」

古
代

語
に

お
い

て
、

「
軍

隊
の

移
動

、
進

退
」

な
ど

の
意

味
と

し
て

の
用

例
が

未
見

。

機
密

晋
『

三
國

志
』

「
咸

以
為

，
豐

等
各

受
殊

寵
，

典
綜

機
密

，
緝

承
外

戚
椒

房
之

尊
」

①
掌

管
機

要
大

事
的

部
門

、
職

務
。

 ②
重

要
而

秘
密

的
事

。
③

猶
保

密
。

④
重

要
而

秘
密

。
⑤

指
古

代
縣

衙
中

管
機

密
房

的
人

。

㊀
機

要
而

秘
密

的
事

。
也

作
“幾

密
”。

 漢
書

三
六

楚
元

王
傳

附
劉

向
上

封
事

：
“唯

陛
下

深
留

聖
思

，
審

固
幾

密
。

”後
漢

書
三

六
鄭

興
傳

杜
林

薦
興

書
：

“竊
見

河
南

 
鄭

興
執

義
堅

固
，

敦
悦

詩
書

，
…

…
宜

侍
帷

幄
，

典
職

機
密

。
”

㊁
指

機
要

的
職

務
、

部
門

。
唐

初
典

兵
禁

中
，

故
以

機
密

名
官

。
開

元
中

，
設

堂
後

五
房

，
機

密
自

爲
一

司
，

其
職

秘
，

獨
宰

相
得

與
，

舍
人

官
屬

，
皆

不
得

知
。

見
宋

文
鑑

八
一

陳
繹

新
修

西
府

記
。

（
18

72
）

「
蓋

機
密

事
往

來
商

度
第

用
心

腹
人

傳
語

,旣
免

漏
泄

之
虞

事
」

馬
禮

遜
18

23

1：
DI

SC
LO

SE
To

 d
isc

lo
se

 a
 se

cr
et

 漏
洩

機
密

2：
SE

CR
ET

ke
pt

 h
id

de
n 
機

密

非
常

に
重

要
な

秘
密

の
事

柄
。

特
に

、
政

治
上

、
軍

事
上

の
秘

密
に

い
う

。

続
日

本
紀

‐
慶

雲
二

年
（

70
5）

四

月
丙

寅
「

太
政

官
議

奏
、

其
職

近
大

納
言

、
事

関
機

密
」

思
出

の
記

（
19

00
〜

01
）

〈
徳

富
蘆

花
〉

三
・

三
「

さ
も

無
い

事
を

如
何

に
も

一
大

事
の

機
密

で
も

あ
る

か
の

如
く

」

33



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

機
械

周
『

老
子

鬳
齋

口
義

』
「

技
巧

工
匠

之
巧

也
奇

物
，

如
桔

橰
機

械
等

物
是

也
」

①
利

用
力

學
等

原
理

組
成

的
各

種
裝

置
。

各
種

機
器

、
杠

杆
、

槍
炮

等
均

是
機

械
。

②
  巧

詐
；

機

巧
。

③
桎

梏
，

束
縛

。
④

  呆
板

、
不

靈
活

。

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

（
18

72
）

「
人

世
之

機
械

變
詐

,無
所

不

有
」

（
19

01
）

「
若

土
木

工
,若

機
械

工
,若

冶
金

之
工

」

衛
三

畏
18

44
EN

TR
AP

. 陷
穽

、
機

械

①
（

器
械

）
う

つ
わ

。
入

れ
物

。
ま

た
、

器
具

。
道

具
。

②
武

器
。

う
ち

も
の

。
③

糸
や

ゼ
ン

マ
イ

な
ど

の
し

か
け

の
あ

る
器

具
。

か
ら

く
り

。
②

動
力

装
置

を
つ

け
て

作
業

を
す

る
も

の
。

原
動

の
機

構
、

伝
導

の
機

構
、

作
業

の
機

構
の

三
部

か
ら

な
る

。
こ

の
三

機
構

を
備

え
た

も
の

を
「

機
械

」
と

し
、

一
機

構
を

欠
い

た
も

の
を

「
器

械
」

と
定

義
さ

れ
る

こ
と

も
あ

る
が

、
一

般
的

に
は

前
者

は
規

模
の

大
き

い
も

の
、

後
者

は
規

模
の

小
さ

い
も

の
を

さ
し

て
い

う
こ

と
が

多
い

。

中
華

若
木

詩
抄

（
15

20
頃

）
下

「
機

械
と

は
、

上
へ

は
あ

ら
は

れ
ず

し
て

下
に

て
あ

や
つ

る
也

」
団

団
珍

聞
‐

六
九

三
号

（
18

89
）

「
人

の
腹

部
へ

電
気

を
か

け
て

其
人

の
思

想
を

知
る

と
言

ふ
機

械
（

キ
カ

イ
）

だ
」

激
戦

な
し

激
烈

的
戰

鬥
。

未
収

録
（

19
01

）
「

亨
利

親
王

統
領

青
旗

,歸
提

督

托
母

新
君

統
領

,初
在

水
中

激
戰

,繼
復

上
陸

鏖
鬥

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ba

tt
le

to
 p

ro
vo

ke
 to

 b
at

tle
, 激

戰
, 挑

戰
Pi

ck
2：

To
 p

ic
k 

a 
qu

ar
re

l, 
尋

隙
, 挑

人
爭

論
, 激

戰 3：
W

ar
to

 st
riv

e 
vi

ol
en

tly
, 激

戰
4：

Ch
am

pi
on

To
 c

ha
lle

ng
e 

to
 a

 c
om

ba
t 
激

戰

は
げ

し
く

戦
う

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

は
げ

し
い

戦
い

。
ス

ポ
ー

ツ
の

試
合

な
ど

に
も

い
う

。
「

激
戦

地
」

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
激

戦
 ゲ

キ
セ

ン
 イ

カ
リ

テ
タ

タ

カ
フ

」
近

世
紀

聞
（

18
75

～
81

）
〈

染
崎

延

房
〉

六
・

二
「

斯
の

如
く

の
劇

戦
（

ゲ
キ

セ
ン

）
に

て
水

陸
共

に
劣

ら
ず

負
け

ず
死

力
を

尽
し

闘
ふ

程
に

」

急
襲

明
『

宗
伯

集
』

「
許

攸
說
紹
急
襲
許

昌
，

此
直

攻
根

本
之

計
也

」
未

収
録

未
収

録
（

19
18

）
「

與
下

午
敵

軍
猛

轟
後

,急
襲

四

次
,圖

復
摩

勒
宇

伊
西

南
之

高
地

,均
遭

失

敗
」

未
収

録
急

に
相

手
に

お
そ

い
か

か
る

こ
と

。
敵

の
す

き
を

つ
い

て
お

そ
う

こ
と

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
In

su
lte

 〈
略

〉
急

襲
」

集
合

漢
『

漢
紀

』
「

計
其

道
理

，
一

年
尚

未
集

合
，

兵
先

至
者

，
聚

居
暴

露
，

師
老

械
朽

，
勢

不
可

用
，

此
一

難
也

」

①
分

散
的

人
或

事
物

聚
集

在
一

起
；

使
聚

集
。

②
集

體
，

團
體

。
③

數
學

名
詞

。
指

若
干

具
有

共
同

屬
性

的
事

物
的

總
體

。
如

全
部

自
然

數
就

成
一

個
自

然
數

的
集

合
，

一
個

單
位

的
全

體
人

員
就

成
一

個
該

單
位

全
體

人
員

的
集

合
。

簡
稱

“集
”。

聚
集

，
會

合
。

 漢
書

三
六

劉
向

傳
：

“向
乃

集
合

上
古

以
來

歷
春

秋
 六

國
至

秦
 漢

符
瑞

災
異

之
記

…
…
比

類
相

從
，

各
有

條
目

，
凡

十
一

篇
，

號
曰

洪
範

五
行

傳
論

。
”

（
19

03
）

「
此

漢
樶

口
一

吹
音

分
緩

急
,衆

卽
集

合
,倘

聞
而

不
傅

,或
傳

而
不

出
者

,衆
共

殛
之

」

鄺
其

照
18

99

Co
nc

ur
re

nc
e 

囘
聚

、
相

集
、

合
意

、
允

協
助

①
（

─
す

る
）

い
く

つ
か

の
も

の
が

一
か

所
に

集
ま

る
こ

と
。

②
（

─
す

る
）

い
く

つ
か

の
も

の
を

一
か

所
に

集
め

合
わ

せ
る

こ
と

。
寄

せ
合

わ
せ

る
こ

と
。

布
令

必
用

新
撰

字
引

（
18

69
）

〈
松

田
成

己
〉

「
集

合
 シ

フ
ガ

フ
 ヨ

リ

ア
フ

」

集
結

宋
『

群
書

會
元

截
江

網
』

「
盖

敵
所

不
備

，
謂

之
竒

，
今

調
遣

之
慮

已
詳

，
集

結
之

援
已

密
使

躡
踵

而
來

，
竒

者
正

矣
」

①
指

武
裝

力
量

聚
集

到
一

處
。

②
泛

指
許

多
人

聚
集

到
一

處
。

未
収

録
（

19
15

）
「

不
得

不
集

結
兵

力
,更

向
西

退
」

未
収

録

①
一

か
所

に
集

ま
る

こ
と

。
ま

た
、

集
め

る
こ

と
。

特
に

、
軍

隊
・

船
団

な
ど

が
一

か
所

に
集

ま
る

こ
と

。
②

─
す

る
）

い
く

つ
か

の
も

の
を

一
か

所
に

集
め

合
わ

せ
る

こ
と

。
寄

せ
合

わ
せ

る
こ

と
。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
一

七
〇

「
一

た
び

散
開

せ
る

後
と

雖
、

状
況

特
に

地
形

之
を

許
せ

ば
再

び
之

を
集

結
し

」

集
団

清
　

丁
寳

楨
『

丁
文

誠
公

奏
稿

』
卷

二
「

該
地

方
官

集
團

防
守

，
逆

不
得

過
」

①
爲

一
定

目
的

而
組

成
的

共
同

行
動

的
團

體
。

②
指

機
關

、
團

體
、

企
業

、
事

業
等

社
會

單
位

。
未

収
録

（
19

04
）

「
卽

派
人

分
投

報
縣

,一
面

集
團

協
勇

,漏
夜

馳
往

圍
捕

」

（
19

26
）

「
共

産
黨

爲
革

命
集

團
,中

國
國

民
黨

亦
爲

革
命

集
團

」

未
収

録

①
（

─
す

る
）

（
個

そ
の

も
の

が
）

集
ま

っ
て

団
体

を
つ

く
る

こ
と

。
②

人
、

ま
た

、
も

の
が

集
ま

っ
て

で
き

た
一

つ
の

ま
と

ま
り

。
団

体
。

あ
つ

ま
り

。
む

れ
。

銃
後

（
19

13
）

〈
桜

井
忠

温
〉

五

「
泥

を
盛

り
上

げ
た

や
う

な
豚

小
屋

式
矮

屋
（

わ
い

を
く

）
が

或
は

集
団

（
シ

フ
ダ

ン
）

し
、

或
は

孤
立

し
」

集
屯

明
『

皇
明

經
濟

文
録

』
「

議
集

屯
丁

六
千

人
，

厚
其

犒
餼

」
未

収
録

未
収

録
（

18
74

）
「

集
屯

兵
勇

不
下

二
萬

至
六

萬

人
也

」
未

収
録

人
が

、
あ

る
場

所
に

集
ま

っ
て

い
る

こ
と

。

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
五

「
兵

士
三

十
余

万
人

の
中

に
て

現
在

集
屯

す
る

者
は

未
だ

十
五

万
人

に
過

ぎ
ず

」

集
中

明
『

歷
代

名
臣

奏
議

』
「

臣
以

為
天

子
之

諡
，

當
集

中
書

門
下

，
御

史
臺

五
品

以
上

，
尚

書
省

四
品

以
上

，
諸

司
三

品
以

上
，

於
南

郊
告

天
議

定
」

把
分

散
的

匯
聚

到
一

起
。

未
収

録
三

大
幹

路
皆

以
湖

北
爲

集
中

之
所

顏
惠

慶
19

08

Ce
nt

ra
lis

m
Th

e 
qu

al
ity

 o
f b

ei
ng

 c
ol

le
ct

ed
 in

 a
 c

en
tr

e,
 

匯
集

於
中

央
, 集

中
, 歸

心
性

（
─

す
る

）
ひ

と
つ

の
と

こ
ろ

に
集

め
る

こ
と

。
ひ

と
つ

の
と

こ
ろ

に
集

ま
っ

た
り

、
い

ち
ど

き
に

多
く

の
こ

と
が

行
な

わ
れ

た
り

す
る

こ
と

。
集

注
。

日
本

開
化

小
史

（
18

77
〜

82
）

〈
田

口
卯

吉
〉

三
・

六
「

若
し

其
れ

益
な

く
ば

豈
に

能
く

人
心

を
集

中
す

る
此

の
如

き
に

至
ら

ん
や

」

挟
撃

明
『

武
備

志
』

「
左

右
挾

擊
，

前
抄

其
胸

，
後

掩
其

尾
」

①
猶

夾
攻

。
②

猶
夾

打
。

未
収

録

（
18

93
）

「
該

總
兵

督
帶

師
船

,隨
同

直
隸

督
臣

李
鴻

章
大

軍
奮

勇
齋

進
,遂

收
挾

擊
之

效
」

未
収

録

明
治

月
刊

（
18

68
〜

69
）

〈
大

阪
府

編
〉

四
「

ガ
ラ

ン
ト

の
背

後
を

攻
（

せ
め

）
し

め
、

夾
撃

を
な

さ
ん

と
謀

り
し

に
よ

り
」

㊀
靈

巧
的

器
具

，
機

發
的

器
械

。
 
韓

非
子

 
難

二
：

“
審

於
地

形
、

舟
車

、
機

械
之

利
，

用
力

少
，

致
功

大
。

”
㊁

機
巧

，
巧

詐
。

 
淮

南
子

原
道

：
“

故
機

械
之

心
，

藏
于

胸
中

，
則

純
白

不
粹

，
神

德
不

全
。

”
注

：
“

機
械

，
巧

詐
也

。
”

 
㊂

兵
器

。
 
文

選
晉

 
陸

士
衡

（
機

）
辨

亡
論

下
：

“
昔

蜀
之

初
亡

，
朝

臣
異

謀
，

或
欲

積
石

以
險

其
流

，
或

欲
機

械
以

御
其

變
。

”
唐

 
李

周
翰

注
：

“
機

械
，

兵
器

之
總

名
也

。
”

魏
書

 
楊

播
傳

附
楊

津
：

“
修

理
戰

具
，

更
營

雉
堞

，
賊

每
來

攻
，

機
械

競
起

 
”
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

甲
板

明
『

閩
海

紀
要

』
「

紅
夷

先
以

甲
板

接
戰

」
「

甲
板

十
四

隻
泉

州
戰

艦
三

百
餘

號
」

清
『

靖
海

志
』

「
時

夷
人

尚
有

甲
板

船
在

港
」

「
七

月
，

紅
夷

會
甲

板
船

至
」

輪
船

上
分

隔
上

下
各

層
的

板
(多

指
最

上
面

即
船

面
的

一
層

)。
未

収
録

（
18

90
）

「
有

魯
國

人
慣

作
乘

風
破

浪
之

想
,偏

於
斯

時
登

甲
板

,瀟
洒

自
得

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Bo

ar
d

Th
e 

de
ck

 o
f a

 sh
ip

, 船
面

, 甲
板

2：
De

ck
Th

e 
pl

an
k 

flo
or

in
g 

of
 a

 sh
ip

, 船
面

甲
板

3：
O

rlo
p

Th
e 

lo
w

es
t d

ec
k 

of
 a

 sh
ip

, 船
之

最
下

甲
板

船
の

上
部

に
あ

っ
て

、
梁

（
は

り
）

に
木

ま
た

は
鉄

板
を

一
面

に
敷

き
わ

た
し

た
広

く
平

ら
な

床
（

ゆ
か

）
。

デ
ッ

キ
。

こ
う

は
ん

。

和
英

語
林

集
成

（
初

版
）

（
18

67
）

「
Ka

m
pa

n 
カ

ン
パ

ン
 艦

板
」

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

八
・

二
一

「
海

程
を

歴
（

ふ
）

る
間

甲
板

（
〈

注
〉

カ
ン

パ
ン

）
上

に
睡

り
、

縄
を

以
て

枕
と

な
す

」
古

代
語

に
お

い
て

、
「

大
型

戦
闘

艦
」

だ
と

思
わ

れ
る

意
味

と
し

て
の

用
例

が
あ

る
。

甲
鉄

艦
な

し
未

収
録

未
収

録

（
19

02
）

「
日

增
新

艦
　

日
本

長
崎

訪
事

友
人

云
（

略
）

又
甲

鐵
艦

一
艘

,名
之

曰
三

笠
」

未
収

録
鉄

板
で

船
体

を
張

っ
た

軍
艦

。
甲

鉄
。

西
洋

事
情

（
18

66
～

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

二
・

四
「

仏
蘭

西
の

海
軍

に
甲

鉄
艦

三
十

四
隻

あ
り

」
新

聞
雑

誌
‐

一
号

・
明

治
四

年
（

18
71

）
五

月
「

且
甲

銕
艦

（
カ

ウ

テ
ツ

カ
ン

）
を

造
る

諸
品

を
英

国
に

誂
へ

」

尖
兵

な
し

①
行

軍
時

派
出

的
警

戒
偵

察
部

隊
。

通
常

爲
一

個
班

到
一

個
連

。
②

喻
工

作
上

走
在

前
面

的
人

。
未

収
録

（
19

07
）

「
閱

至
第

二
營

之
載

備
行

軍
,其

尖
兵

長
之

指
揮

刀
未

曾
拔

出
」

（
19

10
）

「
遂

放
彼

通
過

前
衛

尖
兵

司
令

部
」

未
収

録
部

隊
の

接
敵

行
進

中
、

前
衛

の
最

前
方

を
警

戒
し

な
が

ら
進

む
小

部
隊

。

土
と

兵
隊

（
19

38
）

〈
火

野
葦

平
〉

「
我

々
は

ひ
と

つ
の

想
定

の
下

に
演

習
に

移
り

、
尖

兵
の

動
作

を
や

り
な

が
ら

行
軍

を
始

め
た

の
で

あ
る

」

肩
章

な
し

佩
帶

在
制

服
兩

肩
上

用
以

表
示

級
別

的
標

志
。

未
収

録

（
18

83
）

「
日

本
報

載
（

略
）

比
叡

艦
長

笠
間

,仁
川

副
領

事
杉

村
,屬

官
木

下
諸

氏
帶

領
護

衞
兵

一
小

隊
,謁

見
高

王
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Kn

ot
An

 e
pa

ul
et

te
, 肩

章
2 ：

W
in

g
An

 o
rn

am
en

t w
or

n 
on

 th
e 

sh
ou

ld
er

, 肩
章

3：
St

ra
p

A 
m

ili
ta

ry
 st

rip
 w

or
n 

up
on

 th
e 

sh
ou

ld
er

, 
軍

衣
肩

帶
, 肩

章
4：

Ep
au

le
t、

Ep
au

le
tt

e
 A

n 
or

na
m

en
ta

l b
ad

ge
 w

or
n 

on
 th

e 
sh

ou
ld

er
 b

y 
co

m
m

iss
io

ne
d 

of
fic

er
s i

n 
th

e 
na

vy
, a

nd
 ti

ll 
re

ce
nt

ly
 in

 th
e 

ar
m

y,
 a

n 
of

fic
er

's 
be

in
g 

of
 g

ol
d 

an
d 

a 
pr

iv
at

e'
s o

f 
w

or
st

ed
, (
軍

)肩
章

も
と

、
有

爵
者

、
文

武
官

、
軍

人
、

警
察

官
な

ど
が

制
服

の
肩

に
付

け
た

飾
章

。
そ

の
形

状
や

様
式

に
よ

っ
て

官
職

、
等

級
を

表
わ

す
。

現
在

は
警

察
、

自
衛

隊
で

礼
服

に
つ

け
る

。
か

た
じ

る
し

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ai

gu
ill

et
te

 〈
略

〉
肩

章
」

外
交

官
及

領
事

官
大

礼
服

代
用

服
制

（
明

治
四

一
年

）
（

19
08

）
「

肩

章
」

和
語

の
「

か
た

じ
る

し
（

肩
章

）
：

衣
服

の
肩

先
に

つ
け

る
所

属
・

地
位

・
身

分
な

ど
を

示
す

た
め

の
記

章
。

」
か

ら
漢

語
化

し
た

可
能

性
が

あ
る

。

堅
守

宋
『

致
堂

讀
史

管
見

』
「

若
能

虚
其

心
，

平
其

氣
，

反
躬

自
責

，
盡

革
弊

政
，

修
明

軍
紀

，
選

授
將

帥
，

固
長

淮
之

險
以

堅
守

」

①
堅

決
守

衛
。

②
堅

定
地

遵
守

或
保

持
。

③
  謂

墨
守

。
未

収
録

（
18

72
）

「
官

軍
正

謀
堅

守
,該

匪
甫

近
城

關
」

羅
存

德
18

69
De

fe
nd

  2
. t

o 
pr

ot
ec

t 防
守

、
保

護
、

護

衞
、

堅
守

、
保

全
、

固
守

、
拒

、
戍

、
挾

敵
の

攻
撃

に
負

け
な

い
よ

う
に

、
領

地
、

城
、

陣
な

ど
を

か
た

く
守

る
こ

と
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
九

・
徳

川
氏

正
記

「
城

猶
足

堅
守

」
広

益
熟

字
典

（
18

74
）

〈
湯

浅
忠

良
〉

「
堅

守
 ケ

ン
シ

ュ
 シ

ロ
ヲ

カ

タ
ク

マ
モ

ル
」

間
諜

漢
『

淮
南

鴻
烈

解
』

「
善

用
間

諜
，

審
錯

規
慮

，
設

蔚
施

伏
，

隱
匿

其
形

，
出

於
不

意
敵

人
之

兵
無

所
適

備
，

此
謂

知
權

」

未
収

録
未

収
録

（
18

76
）

「
如

間
諜

然
偵

探
消

息
」

麥
都

思
18

48
SP

Y 
 1

. 偵
伺

、
游

偵
、

細
作

、
間

諜
、

秘
密

の
手

段
を

用
い

て
敵

あ
る

い
は

競
争

相
手

の
様

子
を

さ
ぐ

り
、

味
方

に
通

報
す

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
人

。
ま

わ
し

も
の

。
間

者
。

ス
パ

イ
。

律
（

71
8）

逸
文

・
擅

興
密

有
征

討

条
「

諸
密

有
征

討
。

而
告

賊
消

息
者

斬
。

妻
子

流
二

千
里

。
其

非
征

討
。

而
作

間
諜

」
刑

法
（

明
治

四
〇

年
）

（
19

07
）

八

五
条

「
敵

国
の

為
め

に
間

諜
を

為
し

又
は

敵
国

の
間

諜
を

幇
助

し
た

る
者

」

監
視

晋
『

後
漢

紀
』

「
上

帝
臨

下
有

赫
，

監
視

四
方

，
求

民
之

瘼
」

①
監

督
視

察
。

②
指

嚴
密

注
意

。
③

猶
看

管
。

④
明

末
宦

官
所

任
官

名
。

負
監

察
文

武
官

吏
之

責
。

猶
監

督
。

 漢
書

七
三

韋
賢

傳
附

韋
玄

成
自

責
詩

之
五

：
“四

方
羣

后
，

我
監

我
視

，

威
儀

車
服

，
唯

肅
是

履
！

”
北

史
 齊

宣
帝

紀
：

“有
司

監

視
，

必
令

豐
備

。
”

（
18

72
）

「
並

派
員

監
視

斛
收

」
顏

惠
慶

19
08

Co
m

m
an

d 
 1

. T
o 

ha
ve

 o
r e

xe
rc

ise
 

su
pr

em
e 

au
th

or
ity

 o
r i

nf
lu

en
ce

, 指
揮

, 監
視

, 管
理

①
（

─
す

る
）

見
て

と
り

し
ま

る
こ

と
。

警
戒

し
て

見
張

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
人

。
②

以
前

の
刑

法
で

、
再

犯
防

止
の

た
め

の
付

加
刑

。
一

定
の

刑
を

終
え

た
受

刑
者

に
、

釈
放

後
あ

る
期

間
内

住
居

を
移

転
す

る
こ

と
を

禁
じ

、
か

つ
警

察
官

に
そ

の
行

動
を

見
守

ら
せ

る
こ

と
。

③
税

関
の

職
員

で
、

関
税

警
察

お
よ

び
犯

則
処

分
に

関
す

る
仕

事
を

す
る

者
。

日
本

風
俗

備
考

（
18

33
）

三
「

外
国

人
の

海
岸

に
到

着
せ

る
を

監
視

し
て

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

二
・

八
「

道
路

の
修

造
を

監
視

（
〈

注
〉

ケ
ン

ブ
ン

）
し

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

検
閲

南
北

朝
『

洛
陽

伽
藍

記
·
崇

真
寺

』
「

經
閻

羅
王

檢
閱
，
以
錯
召
放
免
」

宋
『

文
忠

集
』

「
檢

閱
軍
器
，
不
得
滅

裂
」

①
查

看
。

②
特

指
高

級
首

長
親

臨
軍

隊
或

群
眾

隊
伍

面
前

，
舉

行
檢

驗
儀

式
。

③
官

名
。

宋
代

設
置

，
屬

史
官

類
，

掌
點

校
書

籍
。

查
看

，
查

閲
。

 北
史

 唐
永

傳
附

唐
瑾

：
“（

周
文

帝
）

欲
明

其
虚

實
，

密
遣

使
檢

閲
之

，
唯

見
墳

籍
而

已
。

”元
 

周
密

齊
東

野
語

十
洪

景
盧

：
“蘇

學
士

敏
捷

亦
不

過
如

此
，

但
不

曾
檢

閲
書

册
耳

。
”

（
18

72
）

「
英

國
輔

臣
亦

曾
檢

閱
天

津
和

約
中

第
三

款
」

（
19

06
）

「
派

員
檢

閲
軍

務
」

羅
存

德
18

69
O

ve
rlo

ok
  1

. t
o 

re
vi

ew
 閱

、
檢

閱

①
し

ら
べ

あ
ら

た
め

る
こ

と
。

②
旧

陸
海

軍
で

、
軍

紀
・

教
育

・
服

務
・

作
戦

準
備

そ
の

他
が

正
し

く
運

営
管

理
さ

れ
て

い
る

か
ど

う
か

を
検

査
・

閲
覧

し
た

こ
と

。
陸

軍
検

閲
と

海
軍

検
閲

と
に

分
け

る
。

③
行

政
権

が
主

体
と

な
っ

て
、

新
聞

・
雑

誌
・

書
籍

を
は

じ
め

、
放

送
・

映
画

・
演

劇
・

郵
便

信
書

な
ど

の
表

現
内

容
を

発
表

前
に

強
制

的
に

審
査

し
て

、
不

適
当

と
認

め
る

も
の

の
発

表
を

禁
止

す
る

こ
と

。
思

想
統

制
、

公
安

ま
た

は
機

密
保

持
な

ど
の

た
め

に
行

な
わ

れ
た

。

延
喜

式
（

92
7）

二
八

・
兵

部
省

「
凡

諸
国

様
器

仗
者

〈
略

〉
即

諸
司

就
庫

収
之

。
其

器
仗

鐫
題

専
当

官
人

姓
名

。
若

検
閲

有
不

如
法

。
随

事
科

貶
」

陸
軍

検
閲

条
例

（
明

治
一

九
年

）
（

18
86

）
二

条
「

検
閲

を
分

て
三

と

な
す

、
即

ち
左

の
如

し
」

仏
和

法
律

字
彙

（
18

86
）

〈
藤

林
忠

良
・

加
太

邦
憲

〉
「

CE
N

SU
RE

R 
Ke

ny
et

su
su

ru
, K

en
se

ki
su

ru
 検

閲
ス

ル
、

譴
責

ス
ル

」

減
員

五
代

『
舊

唐
書

』
「

蓋
以

延
賞

挾
怨

，
罷

李
晟

兵
柄

，
由

是
武

臣
不

附
，

自
建

議
減

員
之

」

①
謂

裁
減

人
員

。
②

因
傷

病
、

死
亡

、
被

俘
、

裁
員

等
原

因
而

人
員

減
少

。
未

収
録

（
18

83
）

「
且

減
員

撤
局

亦
大

失
辦

理
營

田
之

本
意

」
未

収
録

人
員

を
へ

ら
す

こ
と

。
ま

た
、

人
員

が
へ

る
こ

と
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ré

du
ct

io
n 
〈

略
〉

減

員
」

艦
長

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

83
）

「
翌

日
,公

使
約

同
艦

長
笠

間
氏

拜
會

中
國

吳
軍

門
」

顏
惠

慶
19

08

Ca
pt

ai
n：

(c
) b

y 
co

ur
te

sy
, a

n 
of

fic
er

 
ac

tu
al

ly
 c

om
m

an
di

ng
 a

 v
es

se
l t

ho
ug

h 
no

t 
ha

vi
ng

 th
e 

ra
nk

, 艦
長

之
尊

稱
, 管

帶
官

一
軍

艦
の

指
揮

、
統

率
を

つ
か

さ
ど

る
人

。
軍

艦
の

長
。

愛
弟

通
信

（
18

94
〜

95
）

〈
国

木
田

独
歩

〉
波

濤
「

突
然

艦
長

は
旗

艦
よ

り
帰

り
ぬ

」

艦
隊

な
し

①
擔

負
某

一
戰

略
海

區
作

戰
任

務
的

海
軍

兵
力

。
通

常
由

各
種

艦
艇

、
海

軍
航

空
兵

、
海

軍
陸

戰
隊

和
海

軍
岸

防
兵

等
部

隊
組

成
。

②
某

些
國

家
的

海
軍

根
據

作
戰

、
訓

練
或

某
種

任
務

的
需

要
，

以
多

艘
艦

艇
組

成
的

編
隊

。

未
収

録

（
18

83
）

「
東

京
日

日
新

聞
中

國
兵

備
論

（
略

）
現

在
清

國
之

艦
隊

急
思

維
持

東
南

洋
大

局
,保

印
度

之
權

利
」

顏
惠

慶
19

08
Fl

ee
t　

1.
 A

 sq
ua

dr
on

 o
f s

hi
ps

, 艦
隊

;
軍

艦
二

隻
以

上
で

編
成

し
た

海
軍

の
部

隊
。

附
音

挿
図

英
和

字
彙

（
18

73
）

〈
柴

田
昌

吉
・

子
安

峻
〉

「
fle

et
 船

隊
、

艦
隊

（
カ

ン
タ

イ
）

、
海

軍
」

「
附

音
挿

図
英

和
字

彙
」

で
考

案
さ

れ
た

訳
語

か
。

そ
れ

ま
で

の
蘭

学
系

の
書

物
・

辞
書

、
例

え
ば

「
英

和
対

訳
袖

珍
辞

書
」

（
一

八
六

二
）

な
ど

で
は

「
f
l
e
e
t
,
 
船

隊
」

と
な

っ
て

い
た

。
「

附
音

挿
図

英
和

字
彙

」
以

降
、

「
艦

隊
」

と
い

う
訳

語
は

「
五

国
対

照
兵

語
字

書
」

や
そ

の
他

の
英

和
辞

書
に

受
け

継
が

れ
、

一
般

化
し

た
。

『
日

国
』

に
よ

る
。

艦
艇

な
し

各
種

軍
用

船
隻

的
總

稱
。

未
収

録
（

18
95

）
「

全
軍

艦
艇

困
守

劉
公

島
」

未
収

録
大

小
の

軍
艦

。
軍

艦
の

総
称

。

独
逸

国
に

対
す

る
宣

戦
の

詔
書

‐
大

正
三

年
（

19
14

）
八

月
二

三
日

「
其

の
艦

艇
荐

（
し

き
り

）
に

東
亜

の
海

洋
に

出
没

し
て

」

将
官

宋
『

宋
九

朝
編

年
備

要
』

「
如

將
官

之
類

因
而

罷
之

以
釋

虜
疑

」

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
所

差
將

官
嚴

切
教

習
」

明
『

明
經

世
文

編
』

「
如

有
將

官
等

逗
遛

顧
望

不
進

者
，

亦
許

本
官

指
名

參
奏

」

将
級

軍
官

。
低

於
元

帥
、

高
於

校
官

。
未

収
録

（
18

72
）

「
將

官
兵

員
名

,往
來

處
所

,實
需

駝
馬

數
目

,逐
一

塡
明

」

（
19

26
）

「
規

定
各

軍
師

政
治

部
宣

傳
費

（
略

）
將

官
八

折
,校

官
八

五
折

,尉
官

九

折
」

顏
惠

慶
19

08
G

en
er

al
Th

e 
co

m
m

an
de

r o
f a

n 
ar

m
y,

 將
官

, 將
軍

軍
隊

で
、

大
将

・
中

将
・

少
将

の
総

称
。

西
洋

道
中

膝
栗

毛
（

18
74

〜
76

）

〈
総

生
寛

〉
一

三
・

下
「

仏
蘭

西
よ

り
出

せ
る

戦
争

の
大

図
は

〈
略

〉
当

時
の

将
官

（
セ

ウ
ク

ヮ
ン

）
を

真
写

せ
し

も
の

に
て

」
古

代
語

に
お

い
て

、
「

武
将

」
と

「
官

吏
」

の
総

称
と

し
て

の
意

味
に

相
当

す
る

例
が

あ
る

。
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

将
軍

春
秋

戦
国

『
墨

子
』

「
昔

者
晉

有
六

將
軍

」
漢

『
史

記
』

「
臣

與
將

軍
戮

力
而

攻
秦

，
將

軍
戰

河
北

，
臣

戰
河

南
」

①
官

名
。

②
戰

國
時

始
爲

武
將

名
。

③
泛

指
高

級
將

領
，

或
對

軍
官

之
尊

稱
。

④
象

棋
術

語
。

又
稱

“照
將

”，
簡

稱
“將

”。
亦

用
以

比

喻
給

人
出

難
題

。

官
名

。
春

秋
時

諸
侯

以
卿

統
軍

，
故

卿
通

稱
將

軍
。

鄭
以

詹
伯

爲
將

軍
。

見
國

語
 晉

四
。

晉
 魏

舒
爲

中
軍

帥
，

也
稱

將
軍

。
見

左
傳

昭
二

八
年

。
戰

國
時

始
爲

武
官

名
，

而
卿

仍
有

將
軍

之
稱

。
如

趙

藺
相

如
位

上
卿

，
廉

頗
稱

之
爲

將
軍

。
見

史
記

本
傳

。
漢

置
大

將
軍

、
驃

騎
將

軍
，

位
次

丞
相

；
車

騎
將

軍
，

衛
將

軍
，

左
、

右
、

前
、

後
將

軍
，

位
次

上
卿

；
征

伐
時

所
加

名
號

不
一

，
亦

不
常

設
。

晉
諸

州
刺

史
多

以
將

軍
開

府
，

都
督

軍
事

。
南

北
朝

時
將

軍
名

號
尤

多
，

權
位

各
異

。
唐

以
後

，
上

將
軍

、
大

將
軍

、
將

軍
，

並
爲

環
衛

之
官

及
武

散
官

。
宋

 元
 明

時
，

多
以

將
軍

爲
武

散
官

，
而

殿
廷

武
士

也
稱

爲
將

軍
。

明
 清

時
，

如
臨

時
出

征
，

置
大

將
軍

、
將

軍
，

事
畢

卽
罷

。
清

時
，

將
軍

爲
宗

室
爵

號
之

一
，

也
是

駐
防

各
地

的
軍

事
長

官
之

稱
。

參
閲

通
典

二
八

職
官

十
武

官
上

將
軍

總
敘

。

（
18

72
）

「
福

州
將

軍
兼

署
浙

閩
總

督
文

,
請

將
候

補
知

府
陳

懋
烈

署
理

邵
武

府
知

府
夾

片
」

（
18

72
）

「
沙

文
將

軍
,美

國
之

名
將

也
」

馬
禮

遜
18

23

 1
：

CO
M

M
AN

DE
R，

1.
 C

O
M

M
AN

DE
R 

of
 

tr
oo

ps
 將

軍
；

 2
：

CO
N

Q
U

ER
O

R，
2.

 R
et

ur
ni

ng
 in

 
tr

iu
m

ph
 凱

旋
的

將
軍

；

 3
：

G
EN

ER
AL

，
3.

 G
en

er
al

 o
f a

n 
ar

m
y,

 總
兵

官
; 將

軍
；

 4
：

W
AR

RI
O

R，
4.

 a
 g

re
at

 c
ap

ta
in

 大
將

軍

①
一

軍
を

統
率

し
指

揮
す

る
職

。
ま

た
、

そ
の

職
分

の
人

。
一

軍
の

長
。

大
将

。
将

。
②

一
軍

を
統

率
し

指
揮

し
て

出
征

す
る

臨
時

の
職

。
ま

た
、

そ
の

職
分

の
人

。
出

征
す

る
方

面
に

よ
っ

て
、

鎮
東

将
軍

、
征

夷
将

軍
、

征
西

将
軍

な
ど

と
呼

ば
れ

た
。

③
征

夷
大

将
軍

の
略

。
④

一
般

に
、

将
官

、
特

に
大

将
を

敬
っ

て
い

う
語

。

経
国

集
（

82
7）

一
一

・
賦

桃
〈

賀

陽
豊

年
〉

「
幽

径
無

掃
維

隠
士

、
成

蹊
有

詫
彼

将
軍

」
平

家
物

語
（

13
Ｃ

前
）

五
・

福
原

院

宣
「

い
ま

は
源

平
の

な
か

に
、

わ
ど

の
程

将
軍

の
相

も
っ

た
る

人
は

な
し

。
は

や
は

や
謀

反
お

こ
し

て
、

日
本

国
し

た
が

へ
給

へ
」

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
将

軍
 シ

ャ
ウ

グ
ン

 大
シ

ャ
ウ

」

将
領

晋
『

三
國

志
』

「
聞

吕
據

朱
異

施
績

，
咸

有
將

領
之

才
」

①
率

領
。

②
高

級
軍

官
。

猶
將

帥
。

 三
國

志
 魏

 任
城

王
傳

 評
：

“任
城

（
曹

彰
）

武
藝

壯
猛

，
有

將
領

之
氣

。
”又

指
統

領
軍

隊
。

 南
齊

書
 呂

安
國

傳
：

“宋
 大

明

末
，

安
國

以
將

領
見

任
，

隱
重

有
幹

局
，

爲
劉

勔
所

稱
。

”

（
18

72
）

「
而

實
在

得
力

將
領

,殊
難

多

覯
」

翟
理

斯
19

12

將 to
 g

ui
de

; t
o 

le
ad

. S
ee

 c
hi

an
g,
將

領
, 

of
fic

er
s;

 c
om

m
an

de
rs

. S
ee

 c
hi

an
g,
將

領

①
軍

を
ひ

き
い

る
人

。
将

帥
（

し
ょ

う
す

い
）

。
首

領
。

②
侍

者
。

従
者

。

律
（

71
8）

逸
文

・
擅

興
・

丁
夫

雑

匠
稽

留
不

赴
条

「
即

由
将

領
者

。
将

領
者

独
坐

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

一
・

一
九

「
法

国
に

於
て

、
卒

伍
よ

り
将

領
に

登
進

す
る

こ
と

、
今

日
に

至
る

ま
で

、
相

踵
（

あ
ひ

つ
げ

）
り

」

将
帥

周
『

六
韜

』
「

田
里

相
伍

，
其

約
束

符
信

也
，

里
有

吏
官

，
有

長
其

將
帥

也
」

①
將

領
。

②
“文

將
帥

”之
省

稱
。

太
平

天
國

每
省

所
設

的
行

政
官

。
未

収
録

（
18

72
）

「
上

既
無

同
甘

苦
之

將
帥

,下
安

有
愛

僕
射

如
父

兄
之

兵
勇

」

麥
都

思
18

48

1：
CO

M
M

AN
DE

R，
1.

 c
om

m
an

de
r i

n 
ch

ie
f 軍

帥
、

元
帥

、
主

帥
、

將
帥

、
樞

密
；

2：
G

EN
ER

AL
，

2.
 g

en
er

al
 in

 c
hi

ef
 總

兵

官
、

將
帥

、
元

帥
、

主
帥

軍
隊

を
ひ

き
い

る
人

。
軍

隊
を

指
揮

・
統

率
す

る
人

。
将

軍
。

大
将

。

令
義

解
（

71
8）

軍
防

・
有

宿
嫌

条

「
凡

将
帥

出
征

。
有

宿
嫌

者
。

不
得

配
隷

。
〈

謂
。

将
帥

者
。

副
将

軍
以

上
也

〉
」

明
六

雑
誌

‐
三

号
（

18
74

）
峨

国
彼

得
王

の
遺

訓
〈

杉
亨

二
〉

「
戦

争
の

際
に

は
務

め
て

欧
羅

巴
中

強
盛

な
る

国
の

将
帥

を
招

く
可

し
」

将
校

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
呂

布
又

欲
以

卓
財

物
班

賜
公

卿
，

將
校

，
允

又
不

從
」

軍
官

的
通

稱
。

漢
制

有
大

將
軍

、
驃

騎
將

軍
、

車
騎

將
軍

、
衛

將
軍

、
左

右
前

後
將

軍
等

，
掌

京
師

兵
衛

，
邊

地
警

屯
；

又
有

校
尉

，
每

校
，

少
者

七
百

人
，

多
者

千
二

百
人

，
設

校
尉

以
主

之
。

合
稱

將
校

。
 後

漢

書
 順

帝
紀

漢
安

元
年

：
“癸

卯
，

詔
大

將
軍

、
三

公
，

選
武

猛
試

用
有

效
驗

、
任

爲
將

校
者

各
一

人
。

”後
也

作
高

級
武

官
的

通
稱

。
 世

説
新

語
 文

學
：

“魏
朝

封
晉

 文
王

（
司

馬
昭

）
爲

公
，

備
禮

九
錫

，
文

王
固

讓
不

受
，

公
卿

將
校

當
詣

府
敦

喻
。

”

（
18

73
）

「
統

領
以

下
員

弁
如

偏
稗

將
校

悉
有

等
級

」
（

19
18

）
「

陸
軍

參
謀

兩
部

擬
派

高
級

將

校
,駐

紥
各

使
館

」

顏
惠

慶
19

08

O
ffi

ce
r  

1.
 A

 p
er

so
n 

co
m

m
iss

io
ne

d 
to

 
pe

rf
or

m
 a

ny
 p

ub
lic

 d
ut

y,
 任

職
者

, 職
員

, 
有

司
, 官

吏
, 武

官
, 士

官
, 將

校
;

①
士

卒
を

指
揮

す
る

職
。

ま
た

、
そ

の
職

に
あ

る
人

。
②

軍
隊

で
、

少
尉

以
上

の
武

官
の

総
称

。

黄
葉

夕
陽

邨
舎

詩
‐

前
編

（
18

12
）

三
・

開
元

琴
歌

「
娼

妓
淫

歌
将

校
帳

、
俳

優
戯

舞
王

侯
筵

」
軍

制
綱

領
（

18
75

）
〈

陸
軍

省
編

〉

一
・

一
「

其
第

一
将

校
及

び
下

士
を

別
つ

こ
と

左
の

如
し

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

将
卒

周
『

春
秋

左
伝

』
「

其
抑

亦
將

卒
以

祚
吳

乎
」

漢
『

漢
書

』
「

使
吳
廣
，
周
文
將
卒

百

萬
，

西
撃

秦
於

此
」

未
収

録
未

収
録

（
18

76
）

「
意

在
安

置
將

卒
,而

不
知

其
流

弊
已

多
」

翟
理

斯
19

12
裨 st

af
f o

ffi
ce

rs
 a

nd
 m

en
,偏

裨
將

卒
将

校
と

兵
卒

。
将

兵
。

管
蠡

秘
言

（
17

77
）

「
王

こ
れ

に
賜

ふ
に

、
器

貨
・

財
帛

を
以

て
し

、
こ

れ
を

資
く

る
に

、
大

舶
を

以
て

し
、

将
卒

・
糢

糧
を

与
て

、
其

地
を

求
め

し
む

」
近

世
紀

聞
（

18
75

〜
81

）
〈

染
崎

延

房
〉

一
一

・
一

「
躬

（
み

か
た

）
の

将
卒

（
シ

ャ
ウ

ソ
ツ

）
残

り
な

く
数

を
尽

し
て

討
死

せ
ん

事
」

降
参

唐
『

藝
文

類
聚

』
「

凡
此

數
輩

皆
英

懿
之

士
，

也
自

兹
已
降
參
」

宋
『

通
鑒

紀
事

本
末

』
「

䕶
羌
校
尉

龎
參

，
以

恩
信

招
誘

諸
羌

號
多

等
率

衆

降
參

」

未
収

録
未

収
録

な
し

未
収

録

①
戦

い
や

争
い

・
競

争
な

ど
に

負
け

て
敵

に
服

従
す

る
こ

と
。

投
降

。
降

服
。

②
や

っ
か

い
な

事
柄

に
ど

う
し

よ
う

も
な

く
て

閉
口

す
る

こ
と

。
手

に
お

え
な

い
で

困
り

き
る

こ
と

。
ま

い
る

こ
と

。

保
元

物
語

（
12

20
頃

か
）

中
・

白
河

殿
攻

め
落

す
事

「
礼

儀
を

存
ぜ

ば
、

弓
を

ふ
せ

て
降

参
仕

れ
」

仮
名

草
子

・
伊

曾
保

物
語

（
16

39
頃

）
下

・
二

「
も

と
の

い
の

し
し

ら
に

か
う

さ
ん

し
け

る
」

降
伏

漢
『

漢
紀

』
「

今
烏

孫
脅

大
宛

，
欲

降
伏

康
居

」
降

服
；

制
伏

未
収

録
（

18
74

）
「

上
家

寄
桃

源
之

內
,其

樂
何

如

哉
,一

旦
降

伏
日

本
,安

得
仍

然
如

是
」

馬
禮

遜
18

23

SU
BJ

EC
T

Su
bj

ec
t t

he
 h

ea
rt

, (
its

 e
vi

l p
ro

pe
ns

iti
es

) ,
降

伏
其

心

戦
闘

に
負

け
た

こ
と

を
認

め
て

、
敵

の
意

志
に

従
う

こ
と

。
降

参
。

平
家

物
語

（
13

Ｃ
前

）
七

・
平

家
山

門
連

署
「

或
は

当
時

弓
馬

の
芸

に
ま

か
せ

て
、

速
に

賊
徒

を
追

討
し

、
凶

党
を

降
伏

す
べ

き
よ

し
、

い
や

し
く

も
勅

命
を

ふ
く

ん
で

、
頻

に
征

罰
を

企
つ

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

一
一

・
四

一
「

牛
董

（
ニ

ウ
ト

ン
）

怒
り

て
相

闘
ひ

、
そ

れ
を

し
て

降
伏

せ
し

め
た

り
」

交
戦

漢
『

東
觀

漢
記

』
「

異
敕

吏
士

，
非

交
戰

受
敵

，
常

行
諸

營
之

後
，

相
逢

引
車

避
之

」

①
双

方
作

戰
。

②
指

兩
種

不
同

的
思

想
互

相
鬥

爭
。

未
収

録
（

18
72

）
「

前
讀

貴
館

所
錄

高
麗

約
日

平

交
戰

之
書

,詞
氣

憤
激

岌
发

乎
」

馬
禮

遜
18

23

1：
CO

N
TE

ST
Co

nt
es

t i
n 

ba
tt

le
, 交

戰
2：

EN
CO

U
N

TE
R

EN
CO

U
N

TE
R 

in
 b

at
tle

,交
戰

3：
EN

G
AG

E
To

 e
ng

ag
e 

in
 b

at
tle

,交
戰

4：
FI

GH
T

To
 w

ar
,交

戰
5：

FI
G

HT
IN

G
FI

G
HT

IN
G

 w
ith

ou
t a

ny
 d

ec
isi

ve
 v

ic
to

ry
 o

n 
ei

th
er

 si
de

,交
戰

不
決

6：
FO

U
GH

T
Fo

ug
ht

 se
ve

ra
l b

at
tle

s w
ith

 h
im

,與
他

交
戰

幾
陳

7：
RE

AS
O

N
Re

as
on

 a
nd

 p
as

si
on

, i
n 

co
ns

ta
nt

 c
on

fli
ct

 
w

ith
ou

t e
ith

er
 si

de
 g

ai
ni

ng
 a

 d
ec

isi
ve

 
vi

ct
or

y,
天

理
人

欲
交

戰
不

决
8：

W
AR

W
AR

 b
et

w
ee

n 
tw

o 
na

tio
ns

 兩
國

交
戰

戦
い

を
交

え
る

こ
と

。
互

い
に

戦
う

こ
と

。
法

律
で

は
、

互
い

に
兵

力
を

も
っ

て
す

る
敵

対
行

為
を

い
う

。

白
石

先
生

手
簡

（
17

25
頃

）
七

「
交

戦
、

接
戦

な
ど

候
へ

ど
も

、
こ

れ
は

決
戦

に
比

し
候

に
大

に
劣

り
候

や
と

被
存

候
」

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
交

戦
 カ

ウ
セ

ン
 タ

タ
カ

イ
ヲ

マ

ジ
ヘ

ル
」

剿
討

明
『

蜀
中

廣
記

』
「

吐
蕃

猖
獗

累
欲

發
兵

剿
討

」
明

『
國

朝
列

卿
紀

』
「

廣
東

南
海

賊

黄
蕭

養
起

，
陞

户
部
左
侍
郞
奉
勑
勦

討
」

未
収

録
未

収
録

（
19

00
）

「
日

員
文

告
（

略
）

各
國

出
師

本
爲

剿
討

匪
類

,起
見

與
爾

等
良

民
無

干
」

未
収

録
未

収
録

教
範

な
し

軍
事

名
詞

。
屬

於
技

術
方

面
的

基
本

教
材

。
未

収
録

（
19

00
）

「
日

本
友

人
致

書
本

館
云

（
略

）
所

習
者

爲
日

語
,日

文
,歴

史
,地

理
,

代
數

,幾
何

,化
學

,圖
學

,教
範

,都
計

九
門

」

未
収

録
見

習
う

べ
き

事
柄

を
示

し
た

手
本

。
ま

た
特

に
、

軍
事

訓
練

に
関

係
あ

る
教

科
書

の
総

称
。

美
術

の
玩

賞
（

18
95

）
〈

上
田

敏
〉

「
少

年
美

童
の

艷
な

る
を

唱
へ

し
は

、
後

世
の

教
範

た
る

に
足

る
」

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
一

四
「

教
練

と
共

に
諸

教
範

に
規

定
せ

る
諸

演
習

を
併

せ
行

ひ
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

教
官

宋
『

耆
舊

續
聞

』
「

以
紳

爲
樂

平
郡

王
公

，
初

擢
第

任
眞

定
敎

官
，

紹
聖

初
爲

太
學

博
士

」

①
掌

教
化

的
官

員
。

②
掌

管
學

校
的

官
員

。
③

指
在

軍
隊

或
軍

事
院

校
中

執
教

的
軍

官
。

㊀
掌

教
化

的
官

員
。

周
禮

地
官

之
屬

。
 周

禮
 地

官
 司

徒
：

“乃
立

地
官

司
徒

，
使

帥
其

屬
而

掌
邦

教
，

以
佐

王
安

擾
邦

國
。

教
官

之
屬

，
大

司
徒

，
卿

一
人

。
小

司
徒

，
中

大
夫

二
人

。
”疏

：
“自

此

以
下

至
稾

人
，

總
六

十
官

，
皆

是
教

官
之

屬
。

”
㊁

掌
管

學
校

的
官

員
。

宋

元
 明

 清
之

府
、

州
、

縣
學

所
置

教
授

、
學

正
、

教
諭

、
訓

導
，

掌
教

誨
所

屬
生

員
之

事
，

統
稱

教
官

，
也

叫
校

官
、

學
官

。
參

閲
明

史
 職

官
志

四
、

歷
代

職
官

表
五

一
。

（
18

72
）

「
文

廟
學

署
分

設
教

官
」

（
19

14
）

「
悉

允
俄

之
要

求
,如

聘
用

陸
軍

教
官

,承
認

財
政

監
督

等
條

件
」

羅
存

德
18

69

Di
st

ric
t

di
st

ric
t i

ns
tr

uc
to

r,教
官

、
教

諭
、

訓
導

、

儒
學

①
教

職
に

従
事

す
る

官
吏

。
特

に
、

国
立

学
校

の
教

員
。

公
立

学
校

の
場

合
は

現
在

で
は

教
員

と
呼

ぶ
。

②
陸

海
軍

の
学

校
で

教
職

に
従

事
す

る
人

の
職

名
。

軍
人

で
あ

る
人

を
武

官
教

官
、

文
官

で
あ

る
人

を
文

官
教

官
と

い
っ

た
。

ま
た

、
旧

制
度

の
中

学
校

、
高

等
学

校
、

大
学

な
ど

で
教

練
を

担
当

し
た

軍
人

。

諸
藩

学
制

‐
時

習
館

学
規

（
17

55
）

「
右

十
七

則
臣

儀
承

乏
教

官
奉

」
五

国
対

照
兵

語
字

書
（

18
81

）
〈

参

謀
本

部
〉

「
In

st
ru

ct
eu

r 〈
略

〉
教

官
」

帝
国

大
学

令
（

明
治

一
九

年
）

（
18

86
）

一
一

条
「

各
分

科
大

学
の

教
官

は
教

授
及

助
教

授
と

す
」

教
練

春
秋

戦
国

『
管

子
』

「
卒

用
命

，
而

適
者

則
敎

練
之

」
三

国
『

心
書

』
「

万
人

可
教

三
軍

，
然

後
教

練
而

敵
，

可
勝

矣
」

①
教

導
和

訓
練

別
人

掌
握

某
種

技
術

。
②

從
事

教
導

訓
練

別
人

掌
握

某
種

技
術

的
人

員
未

収
録

（
19

05
）

「
帮

同
教

練
管

理
庶

務
」

（
19

13
）

「
熱

河
陸

防
各

軍
敎

練
有

年
」

（
19

22
）

「
該

隊
隊

長
徐

振
東

君
接

得
蘇

州
東

吳
大

學
籃

球
隊

敎
練

員
」

馬
禮

遜
18

23
DR

IL
L

To
 d

ril
l, 

or
 e

xe
rc

ise
 so

ld
ie

rs
 ,敎

練

①
教

え
な

ら
す

こ
と

。
教

え
て

、
熟

練
さ

せ
る

こ
と

②
軍

隊
で

、
軍

人
に

必
要

な
戦

闘
動

作
を

教
え

、
訓

練
す

る
こ

と
。

③
第

二
次

世
界

大
戦

以
前

、
学

校
で

教
科

の
一

つ
と

し
て

行
な

わ
れ

て
い

た
軍

事
的

な
教

育
と

訓
練

。
軍

事
訓

練
。

学
校

教
練

。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

九
・

一
二

「
之

を
要

す
る

に
、

善
く

教
練

し
た

る
才

能
は

、
常

に
必

ず
要

重
な

る
地

位
に

顕
は

る
べ

し
」

歩
兵

操
典

（
19

28
）

綱
領

「
武

技
之

に
依

り
て

精
を

致
し

教
練

之
に

依
り

て
光

を
放

ち
、

戦
闘

之
に

依
り

て
捷

を
奏

す
」

故
旧

忘
れ

得
べ

き
（

19
35

〜
36

）

〈
高

見
順

〉
六

「
彼

は
中

学
生

時
分

、
背

の
順

に
並

ぶ
教

練
で

は
い

つ
も

ク
ラ

ス
の

中
頃

に
立

っ
て

ゐ
た

」

教
習

漢
『

漢
書

』
「

有
雖

死
而

不
相

為
者

，
則

教
習

然
也

」

①
教

練
；

教
授

。
②

學
官

名
。

掌
課

試
之

事
。

明
代

選
進

士
入

翰
林

院
學

習
，

稱
“庶

吉
士

”，
命

學
士

一
人

(後
改

爲
禮

、
吏

兩
部

侍
郎

二
人

)任
教

稱
爲

“教
習

”。
清

代

沿
用

此
制

：
翰

林
院

設
庶

常
館

，
由

滿
 漢

大
臣

各
一

人
任

教
習

，

選
侍

講
、

侍
讀

以
下

官
任

小
教

習
。

官
學

中
亦

有
設

教
習

者
。

③
教

師
。

㊀
教

練
，

教
授

。
 管

子
 幼

官
：

“器
成

不
守

，
經

不
知

；
教

習
不

著
，

發
不

意
。

”史
記

八
七

李
斯

傳
：

 
“（

趙
）

高
受

詔
教

習
胡

亥
，

使
學

以
法

事
數

年
矣

。
”

㊁
學

官
名

。
掌

課
試

之
事

。
明

 宣
德

設
學

士
訓

課
庶

吉

士
，

稱
教

習
。

萬
曆

後
，

專

以
禮

、
吏

二
部

侍
郎

掌
教

習
。

清
沿

用
此

制
。

翰
林

院
設

庶
常

館
教

習
，

以
滿

 漢
大

臣
各

一
人

充
當

。
選

侍
講

、

侍
讀

以
下

官
，

分
司

訓
課

，

名
小

教
習

。
各

官
學

也
設

教

習
。

參
閲

歷
代

職
官

表
二

三
、

清
通

志
 職

官
略

一

（
18

72
）

「
特

選
名

士
六

人
為

教
習

」
馬

禮
遜

18
23

詞
目

 1
：

BO
XI

N
G

1.
BO

XI
N

G
 a

nd
 c

ud
ge

lli
ng

, t
o 

te
ac

h 
th

em
敎

習
拳

棒
詞

目
 2
：

TE
AC

H
2.

To
 te

ac
h 

an
d 

pr
ac

tic
e 
敎

習

詞
目

 3
：

TR
AI

N
3.

to
 e

du
ca

te
 in

 敎
習

技
術

な
ど

を
教

え
て

習
得

さ
せ

る
こ

と
。

続
日

本
紀

‐
和

銅
四

年
（

71
1）

閏

六
月

丁
巳

「
遣

挑
文

師
于

諸
国

、
始

教
習

折
錦

綾
」

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

九
・

二
六

「
又

善
く

士
卒

を
教

習
せ

る
に

由
り

て
、

そ
の

軍
隊

、
品

行
の

正
し

き
、

訓
練

の
備

れ
る

、
規

矩
の

整
へ

る
こ

と
」

教
義

三
國

『
周

易
』

「
其

文
輒

爲
註

解
，

雖
不

足
敷

弘
易

道
，

庶
幾

有
禆

於
教

義
」

①
禮

教
、

名
教

的
旨

意
。

②
某

一
宗

教
所

信
奉

的
義

理
。

未
収

録
（

19
01

）
「

彭
澤

修
道

之
謂

教
義

」
顏

惠
慶

19
08

Do
ct

rin
e

4.
 A

 th
in

g 
ta

ug
ht

, 所
教

; a
 p

rin
ci

pl
e 

la
id

do
w

n 
as

 tr
ue

 b
y 

an
 in

st
ru

ct
or

 o
r m

as
te

r, 
主

義
, 道

理
; d

og
m

a,
 教

旨
, 教

義
;

お
し

え
の

主
旨

。
特

に
、

宗
教

上
の

信
仰

内
容

が
真

理
と

し
て

説
か

れ
、

認
め

ら
れ

る
、

そ
の

教
え

の
内

容
。

教
理

。

曾
我

物
語

（
南

北
朝

頃
）

六
・

比
叡

山
の

は
じ

ま
り

の
事

「
大

聖
釈

尊
は

、
其

け
う

き
を

え
て

、
都

率
天

に
住

し
給

ふ
」

改
正

増
補

和
英

語
林

集
成

（
18

86
）

「
Ky

o-
gi

 ケ
ウ

ギ
 教

義
」

接
戦

漢
『

史
記

』
「

大
將

軍
與

單
于

接
戰

，
單

于
遁

走
」

交
戰

；
迎

戰
。

未
収

録
（

18
72

）
「

入
水

逃
匿

者
各

鳥
獸

散
,無

敢

接
戰

」

羅
存

德
18

69
Jo

in
to

 jo
in

 in
 b

at
tle

,交
戰

、
接

戰

①
近

寄
っ

て
戦

う
こ

と
。

敵
味

方
が

互
い

に
接

近
し

て
戦

う
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
戦

い
。

接
近

戦
。

②
戦

い
を

交
え

る
こ

と
。

い
く

さ
を

す
る

こ
と

。

日
本

外
史

（
18

27
）

三
・

源
氏

正
記

「
接

戦
一

昼
夜

」
春

雨
文

庫
（

18
76

〜
82

）
〈

松
村

春

輔
〉

七
「

是
は

推
参

と
輿

側
の

衛
士

も
一

同
刀

を
抜

防
禦

の
接

戦
い

と
烈

し
」

39



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

階
級

漢
『

潛
夫

』
「

上
下

大
小

，
貴

賤
親

疏
，

皆
有

等
威

，
階

級
衰

殺
」

五
代

『
舊

唐
書

』
「

賜
階

級
有

差
，

量
才

處
分

」

①
臺

階
。

②
指

尊
卑

上
下

的
等

級
。

③
官

的
品

位
、

等
級

。
④

階
段

；
段

落
。

⑤
人

們
在

一
定

的
社

會
生

產
體

系
中

，
由

於
所

處
的

地
位

不
同

和
對

生
產

資
料

關
係

的
不

同
而

分
成

的
集

團
。

如
工

人
階

級
、

資
產

階
級

等
。

㊀
臺

階
。

 唐
 陸

龜
蒙

甫
里

集
十

八
野

廟
碑

：
“今

之
雄

毅
而

碩
者

有
之

，
溫

愿
而

少
者

有
之

，
升

階
級

，
坐

堂
筵

，
耳

絃
匏

，
口

粱
肉

，
載

車
馬

，
擁

徒
隸

者
，

皆
是

也
。

”
㊁

謂
尊

卑
上

下
之
别

，
如

階

有
等

級
。

 漢
 王

符
潛

夫
論

班
祿

：
“上

下
大

小
，

貴
賤

親
疏

，
皆

有
等

威
，

階
級

衰
殺

，
各

足
祿

「
保

」
其

爵

位
。

”三
國

志
 吳

 顧
雍

傳
附

顧
譚

上
疏

：
“臣

聞
有

國
有

家
者

，
必

明
嫡

庶
之

端
，

異
尊

卑
之

禮
，

使
高

下
有

差
，

階
級

踰
邈

。
”

（
19

05
）

「
俄

國
階

級
制

難
破

」
馬

禮
遜

18
23

1：
ST

AI
R

 S
to

ne
 st

ai
r 石

階
級

2：
ST

EP
 S

te
ps

 b
y 

w
hi

ch
 to

 a
sc

en
d 
階

級

①
階

段
。

き
ざ

は
し

。
②

物
事

の
順

序
。

進
歩

、
発

展
な

ど
の

段
階

。
ま

た
、

守
ら

れ
る

べ
き

順
序

。
③

地
位

や
身

分
な

ど
の

等
級

。
④

一
定

の
社

会
で

身
分

、
職

業
、

財
産

な
ど

を
同

じ
く

す
る

者
に

よ
っ

て
形

成
さ

れ
て

い
る

集
団

。
ま

た
、

身
分

、
職

業
、

財
産

な
ど

を
基

準
に

し
て

考
え

ら
れ

る
階

層
。

⑤
ボ

ク
シ

ン
グ

・
レ

ス
リ

ン
グ

・
柔

道
な

ど
で

、
体

重
に

よ
っ

て
区

分
す

る
等

級
。

⑥
数

学
で

、
度

数
分

布
表

を
作

る
と

き
、

測
定

値
が

分
類

さ
れ

る
小

区
間

を
い

う
。

測
定

値
の

最
大

値
、

最
小

値
の

間
を

適
当

な
等

間
隔

に
分

け
て

得
ら

れ
る

。

続
日

本
紀

‐
天

平
神

護
二

年
（

76
6）

六
月

丙
甲

「
誠

是
階

級
有

卑
、

人
情

不
勧

」
文

明
論

之
概

略
（

18
75

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

一
・

二
「

即
是

れ
人

類
の

当
に

経
過

す
可

き
階

級
な

り
」

日
本

文
学

史
骨

（
18

93
）

〈
北

村
透

谷
〉

二
「

東
洋

の
社

界
組

織
に

附
帯

せ
し

階
級

の
縄

を
切

り
た

る
者

」

現
代

中
国

語
に

お
い

て
、

「
軍

人
の

ラ
ン

グ
」

に
つ

い
て

は
日

本
語

と
異

な
り

、
「

階
級

」
、

「
階

級
章

」
な

ど
が

使
わ

れ
て

お
ら

ず
、

「
軍

銜
」

、
「

軍
銜

章
」

が
用

い
ら

れ
て

い
た

。
こ

の
面

で
は

共
通

し
な

い
。

解
隊

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

28
）

「
命

校
復

將
行

李
携

出
校

外
,始

解
隊

分
散

」
（

19
34

）
「

下
午

四
時

半
終

止
,卽

解
隊

分

向
大

連
旅

順
及

滬
瀆

開
來

」
（

19
34

）
「

二
十

四
日

演
習

畢
,行

解
隊

式
」

未
収

録
隊

の
編

制
を

解
く

こ
と

。
軍

隊
や

艦
隊

を
解

散
す

る
こ

と
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Li

ce
nc

ie
m

en
t 〈

略
〉

解
隊

」

解
放

晋
『

摩
訶

僧
祇

律
』

「
時

王
家

畜
養

二
狗

，
以

金
銀

鎖
繫

，
食

用
寶

器
，

夜
則

解
放

，
令

備
守

門
户

」

①
解

開
；

放
鬆

。
②

釋
放

。
③

消
釋

；
融

化
。

④
解

除
束

縛
，

得
到

自
由

或
發

展
。

特
指

推
翻

反
動

統
治

。

㊀
解

開
。

 北
魏

 賈
思

勰
齊

民
要

術
四

安
石

榴
：

“十
月

中
，

以
蒲

藁
裹

而
纏

之
；

二
月

初
乃

解
放

。
”

㊁
除

罪
釋

放
。

 三
國

志
 魏

趙
儼

傳
：

“縣
多

豪
猾

，
無

所
畏

忌
。

儼
取

其
尤

甚
者

，
收

縛
案

驗
，

皆
得

死
罪

。
儼

旣
囚

之
，

乃
表

府
解

放
，

自

是
威

恩
並

著
。

”水
滸

二
：

“當
時

史
進

大
喜

，
解

放
陳

達
，

就
後

廳
上

座
置

酒
，

設
席

管
待

。
”今

通
指

解
除

束

縛
，

得
到

自
由

。

（
18

73
）

「
故

雷
正

館
卽

令
人

解
放

進
帳

,
禮

畢
力

戒
以

不
可

謬
妄

」
（

19
18

）
「

解
放

世
界

則
必

須
解

放
中

國
」

羅
存

德
18

69

Re
le

as
e

1.
to

 釋
、

釋
放

、
解

放
、

放
工

、
發

放
、

開
放

、
開

釋

①
か

ら
だ

や
心

の
束

縛
や

制
限

な
ど

を
除

い
て

、
自

由
に

す
る

こ
と

。
開

放
。

②
組

織
さ

れ
た

人
員

を
解

い
て

ば
ら

ば
ら

に
す

る
こ

と
。

③
権

力
を

打
倒

し
て

人
民

が
自

由
に

な
る

こ
と

。
政

治
革

命
。

特
に

、
中

国
で

、
中

国
共

産
党

に
よ

る
革

命
を

い
う

。

東
京

新
繁

昌
記

（
18

74
〜

76
）

〈
服

部
誠

一
〉

初
・

貸
座

舗
「

娼
妓

を
解

放
し

て
妓

楼
を

廃
し

、
其

の
名

号
を

改
め

て
、

貸
座

舗
と

称
す

」
近

世
紀

聞
（

18
75

〜
81

）
〈

染
崎

延

房
〉

四
・

二
「

奸
賊

会
津

中
将

等
が

詐
謀

を
以

て
禁

門
を

鎖
し

正
義

の
公

卿
の

参
朝

を
止

め
頓

に
攘

夷
御

親
征

の
御

幸
を

解
放

（
カ

イ
ハ

ウ
）

な
せ

る
条

倶
（

と
も

）
に

天
を

戴
く

に
忍

び
ざ

る
の

仇
敵

な
り

」

解
囲

漢
『

韓
詩

外
傳

』
「

華
元

以
誠

告

子
，

反
得

以
解

圍
，

全
二

國
之

命
」

漢
『

史
記

』
「

晋
軍

解
圍

，
遂

脫
繆
公

而
反

生
得

晉
軍

」

唐
『

晋
書

』
「

詞
理

將
屈

，
道

韞
遣

婢
白

獻
之

曰
，

欲
爲

小
郎

解
圍

」

①
解

除
敵

軍
的

包
圍

。
②

謂
解

除
對

敵
軍

的
圍

困
。

③
泛

指
解

除
困

境
。

㊀
解

除
被

圍
之

困
。

 戰
國

策
 齊

六
：

“故
解

齊
國

之

圍
，

救
百

姓
之

死
，

仲
連

之
説

也
。

”韓
詩

外
傳

二
：

“華
元

以
誠

告
子

反
，

得
以

解
圍

。
”也

指
解

除
困

境
。

 晉
書

 列
女

傳
 王

凝
之

妻
謝

氏

(道
韞

)：
“凝

之
弟

獻
之

嘗
與

賓
客

談
議

，
詞

理
將

屈
，

道
韞

遣
婢

白
獻

之
曰

：
‘欲

與

小
郎

解
圍

。
’乃

施
青

綾
步

鄣
自

蔽
，

申
獻

之
前

議
，

客
不

能
屈

。
”

㊁
解

除
對

敵
之

包
圍

。
 史

記
 秦

紀
：

“繆
公

與
麾

下
馳

追
之

，
不

能
得

晉
君

，
反

爲
晉

軍
所

圍
…

…
晉

軍
解

圍
，

遂
脱

繆
公

而
反

生
得

晉
君

。

（
18

72
）

「
無

解
圍

之
心

,而
有

矜
誇

之

意
」

（
18

94
）

「
其

友
某

乙
至

掉
三

寸
不

爛
之

舌
,爲

之
解

圍
」

麥
都

思
18

48

1：
TO

 R
AI

SE
to

 ra
ise

 a
 si

eg
e,
解

圍

2：
TO

 D
IS

EN
TH

RA
L

解
圍

敵
の

兵
の

か
こ

み
を

解
く

こ
と

。

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
五

「
解

囲
 カ

イ
ヰ

 セ
メ

グ

チ
ヲ

ヒ
ク

」

近
戦

明
『

海
防

奏
疏

』
「

近
戰

則
以

鎗
筅

鎲
牌

之
類

，
當

彼
長

刄
」

古
代

指
敵

對
雙

方
用

刀
、

劍
、

長
矛

等
武

器
進

行
肉

搏
戰

。
今

指
敵

對
雙

方
用

抵
近

射
擊

、
擲

手
榴

彈
、

拼
刺

刀
等

形
式

進
行

近
距

離
戰

鬥
。

未
収

録

（
19

06
）

「
第

六
條

,在
近

戰
時

,長
官

陣
没

,
首

領
屬

官
援

護
不

力
無

一
傷

亡
,及

頭
目

戰

死
本

棚
兵

丁
並

無
傷

亡
者

,悉
斬

以
徇

」

赫
美

玲
官

話
19

16
Cl

os
e

To
 fi

gh
t a

t ～
 q

ua
rt

er
s,

 近
戰

敵
軍

に
接

近
し

て
戦

う
こ

と
。

接
戦

。
白

兵
戦

（
は

く
へ

い
せ

ん
）

。
な

し

進
発

隋
『

歷
代

三
寳

紀
』

「
夜

中
進

發
，

勿
使

人
知

」
前

進
出

發
。

未
収

録
（

18
72

）
「

復
催

舟
子

向
金

陵
進

發
,尋

王

某
陸

某
於

庽
所

」

馬
禮

遜
18

23

PR
O

CE
ED

Pr
oc

ee
d 

or
 g

o 
fo

rw
ar

d,
 進

發
;

Pr
oc

ee
d 

to
 S

ha
n-

tu
ng

 ,往
山

東
進

發

で
か

け
る

こ
と

。
出

発
。

出
立

。
多

く
、

戦
場

に
出

か
け

る
こ

と
に

い
う

。

梁
塵

秘
抄

口
伝

集
（

12
Ｃ

後
）

一
〇

「
我

永
暦

元
年

十
月

十
七

日
よ

り
精

進
を

始
め

て
、

法
印

覚
讚

を
先

達
に

し
て

、
廿

三
日

進
発

し
き

」
日

誌
字

解
（

18
69

）
〈

岩
崎

茂
実

〉

「
進

発
 シ

ン
ハ

ツ
 ス

ス
ミ

ハ
ツ

ス

ル
」

40



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

進
軍

春
秋

戰
國

『
晏

子
春

秋
』

「
師

若
果

進
軍

，
必

有
殃

軍
」

①
謂

軍
隊

向
目

的
地

前
進

。
②

比
喻

像
軍

隊
作

戰
似

地
向

目
標

發
動

攻
勢

。
未

収
録

（
18

73
）

「
尚

須
照

舊
防

維
,並

張
曜

所
部

進
軍

甘
凉

,援
剿

肅
州

」

顏
惠

慶
19

08

1：
G

ro
un

d
to

 p
ro

ce
ed

 fo
rw

ar
d,

 向
前

, 進
軍

 2
：

M
ar

ch
ad

va
nc

e 
of

 tr
oo

ps
, 進

軍
, 行

軍
;A

 p
ie

ce
 o

f 
m

us
ic

 to
 m

ar
ch

 b
y,

 進
軍

曲
, 軍

行
曲

;T
o 

m
ov

e 
in

 a
 m

ili
ta

ry
 m

an
ne

r, 
行

軍
, 進

軍

軍
隊

が
進

む
こ

と
。

ま
た

、
軍

隊
を

進
め

る
こ

と
。

日
誌

必
用

御
布

令
字

引
（

18
68

）

〈
四

方
茂

苹
〉

「
進

軍
 シ

ン
グ

ン

イ
ク

サ
ヲ

ヲ
シ

イ
ダ

ス
コ

ト
」

精
鋭

周
『

六
韜

』
「

如
此

，
則

吾
三

軍
皆

精
銳

」

①
勢

い
が

強
く

て
鋭

い
力

が
あ

る
こ

と
。

ま
た

、
す

ぐ
れ

て
鋭

い
さ

ま
。

②
す

ぐ
れ

た
鋭

い
力

を
も

っ
た

人
や

も
の

。
特

に
、

え
り

ぬ
き

の
す

ぐ
れ

た
兵

士
や

艦
船

。

㊀
精

材
鋭

器
。

管
子

 七
法

：
“故

聚
天

下
之

精
財

「
材

」
，

論
百

工
之

鋭
器

，
春

秋
角

試
，

以
練

精
鋭

爲
右

。
”

㊁
精

練
勇

鋭
。

戰
國

策
 魏

四
：

“恃
王

國
之

大
，

兵
之

精
鋭

，
而

攻
邯

鄲
以

廣
地

尊
名

。
”又

特
指

精
兵

。
世

説
新

語
 雅

量
“謝

公
與

人
圍

棊
”注

引
謝

車
騎

傳
：

“（
苻

）
堅

進
屯

壽
陽

，
玄

爲
前

鋒
都

督
，

與
從

弟
琰

等
選

精
鋭

決
戰

，
射

傷
堅

，
俘

獲
數

萬
計

 
”

（
18

72
）

「
徐

思
忠

於
初

二
日

赶
到

葉
集

,
卽

飭
帶

所
部

並
精

銳
營

馬
隊

緊
躡

飛
追

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ac

um
en

Ke
en

ne
ss

, 銳
敏

, 精
銳

, 伶
俐

, 神
速

, 聰
穎

, 
穎

悟
2：

Re
ne

w
to

 re
st

or
e 

to
 fr

es
hn

es
s,

 p
er

fe
ct

io
n,

 o
r 

vi
go

ur
, 復

新
, 恢

復
其

優
美

精
銳

①
勢

い
が

強
く

て
鋭

い
力

が
あ

る
こ

と
。

ま
た

、
す

ぐ
れ

て
鋭

い
さ

ま
。

②
す

ぐ
れ

た
鋭

い
力

を
も

っ
た

人
や

も
の

。
特

に
、

え
り

ぬ
き

の
す

ぐ
れ

た
兵

士
や

艦
船

。

経
国

集
（

82
7）

一
四

・
奉

試
賦

挑

燈
杖

〈
春

登
善

縄
〉

「
謬

汚
印

盤
外

落
、

眼
分

精
鋭

悵
中

挑
」

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

九
・

二
六

「
一

千
八

百
九

年
（

文
化

六
年

）
タ

ラ
ベ

ラ
の

戦
あ

り
し

後
、

法
国

精
鋭

の
兵

に
囲

繞
せ

ら
れ

し
故

」

警
報

宋
『

漁
墅

類
稿

』
「

糾
集

田
野

烏
合

之
衆

，
坐

縻
粟

於
長

江
以

南
，

謂
之

防
江

警
報

日
逺

，
則

散
遣

解
弛

」

①
危

急
情

況
的

報
告

或
信

號
。

②
提

醒
人

的
消

息
。

未
収

録
（

18
72

）
「

陝
邊

時
有

警
報

,並
兵

勇
絡

繹

往
來

」

顏
惠

慶
19

08

Ca
ut

io
na

ry
Co

nv
ey

in
g 

a 
ca

ut
io

n,
 告

警
的

, 警
戒

的
, 訓

戒
的

; a
s,

 c
au

tio
na

ry
 si

gn
al

s,
 警

報
, 烽

火
; 

ca
ut

io
na

ry
 w

or
ds

, 忠
告

危
険

が
起

こ
り

そ
う

な
時

、
人

々
に

注
意

し
て

警
戒

さ
せ

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
知

ら
せ

。
暴

風
雨

・
出

水
・

火
事

・
空

襲
な

ど
の

危
険

を
、

ま
え

も
っ

て
、

ラ
ジ

オ
、

テ
レ

ビ
、

サ
イ

レ
ン

、
鐘

な
ど

で
知

ら
せ

る
こ

と
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
四

・
徳

川
氏

前
記

「
信

長
得

警
報

、
令

成
政

等
馳

還
拒

之
」

愛
弟

通
信

（
18

94
〜

95
）

〈
国

木
田

独
歩

〉
波

濤
「

吾
れ

入
浴

せ
ん

と
浴

場
の

傍
ら

に
立

ち
居

た
る

に
、

突
然

一
警

報
を

耳
に

す
」

警
備

漢
『

漢
書

』
「

應
是

南
郡

獻
白

虎
，

邉
陲

無
警

備
」

警
戒

防
備

。

警
戒

以
備

非
常

。
 漢

書
九

四
上

匈
奴

傳
：

“單
于

使
犂

汙
王

窺
邊

，
…

…
時

漢
先

得

降
者

，
聞

其
計

，
天

子
詔

邊
警

備
。

”

（
18

74
）

「
可

不
爲

之
大

加
警

備
,以

絕
其

意
乎

」

顏
惠

慶
19

08

Al
er

tn
es

s
Th

e 
qu

al
ity

 o
f b

ei
ng

 a
le

rt
, 敏

迅
, 警

備
之

事
 敏

迅
、

警
備

之
事

変
事

に
そ

な
え

て
警

戒
し

防
備

す
る

こ
と

。
非

常
に

そ
な

え
る

準
備

。
警

護
。

江
戸

繁
昌

記
（

18
32

〜
36

）
五

・
千

住
「

数
箇

の
管

照
の

乞
児

（
き

つ
じ

）
、

警
備

し
て

木
を

守
る

」
経

国
美

談
（

18
83

〜
84

）
〈

矢
野

龍

渓
〉

前
・

一
八

「
彼

の
奸

党
等

は
常

に
多

数
の

衛
兵

を
従

へ
て

警
備

最
も

厳
重

な
り

と
聞

く
に

」

警
告

宋
『

鐵
庵

集
』

「
今

虜
使

與
重

兵
俱

至
，

尚
謂

和
足

恃
乎

，
固

始
既

殘
，

而
米

豐
蘄

等
州

皆
被

兵
，

日
以

警
告

」

①
告

誡
，

使
警

覺
。

②
對

有
錯

誤
或

不
正

當
行

爲
的

人
、

團
體

、
國

家
提

出
告

誡
，

使
認

識
所

應
負

的
責

任
。

③
紀

律
處

分
的

一
種

。

告
誡

使
警

覺
。

 宋
 張

耒
柯

山
集

九
夏

日
雜

感
之

四
：

“我
歌

豈
徒

然
，

亦
用

自
警

告
。

”宋
史

二
八

五
賈

昌
朝

傳
：

“近
年

寺
觀

屢
災

，
此

殆
天

示
警

告
。

”

（
18

83
）

「
無

人
捕

,竟
入

室
以

相
警

告
」

顏
惠

慶
19

08

Th
un

de
r

De
nu

nc
ia

tio
n 

pu
bl

ish
ed

, 雷
霆

, 警
告

, 嚇
示

, 脅
嚇

, 怒
喝

い
ま

し
め

告
げ

る
こ

と
。

注
意

す
る

こ
と

。

葬
列

（
19

06
）

〈
石

川
啄

木
〉

「
此

頓
狂

な
る

警
告

は
、

嘘
で

は
な

か
っ

た
」

警
護

宋
『

嶺
外

代
答

』
「

則
率

甲
兵

，
先

往
境

上
警

䕶
」

未
収

録
未

収
録

（
18

91
）

「
東

報
雜

譯
（

略
）

憲
兵

巡
查

分
立

兩
旁

,更
有

警
護

憲
兵

將
校

警
視

警
部

或
騎

馬
或

徒
步

往
來

部
下

指
揮

一
切

」

未
収

録
①

「
け

い
ご

（
警

固
）

」
に

同
じ

。
②

警
戒

し
、

ま
も

る
こ

と
。

護
衛

。

音
訓

新
聞

字
引

（
18

76
）

〈
萩

原
乙

彦
〉

「
警

護
 ケ

イ
ゴ

 マ
モ

ル
」

警
戒

周
『

六
韜

』
「

凡
攻

城
圍

邑
，

車
騎

必
遠

，
屯

衛
警

戒
，

阻
其

內
外

」

①
告

戒
使

之
注

意
。

②
警

惕
防

備
。

③
猶

警
衛

。
戒

備
以

防
意

外
的

人
。

未
収

録
（

18
72

）
「

始
非

警
戒

之
意

」
馬

禮
遜

18
23

W
AR

N
ca

ut
io

n 
ag

ai
ns

t 警
戒

①
過

ち
を

起
こ

さ
な

い
よ

う
い

ま
し

め
る

こ
と

。
い

ま
し

め
。

思
い

が
け

な
い

出
来

事
が

起
こ

ら
な

い
よ

う
に

用
心

す
る

こ
と

。
不

測
の

事
態

に
対

し
て

、
注

意
や

準
備

を
怠

ら
な

い
こ

と
。

本
朝

文
粋

（
10

60
頃

）
三

・
論

運
命

〈
大

江
朝

綱
〉

「
積

悪
受

殃
。

伝
警

戒
於

竹
帛

」
改

正
増

補
和

英
語

林
集

成
（

18
86

）

「
Ke

ik
ai

 ケ
イ

カ
イ

 警
戒

」

警
守

周
『

六
韜

』
「

處
高

敞
者

，
所

以
警

守
也

」
戒

備
防

守
。

未
収

録
（

18
81

）
「

足
以

見
創

業
之

難
,而

警
守

成

之
不

易
也

」
未

収
録

守
り

警
戒

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

人
。

警
手

。
な

し

敬
礼

秦
『

呂
氏

春
秋

』
「

求
其

孤
寡

而
振

恤
之

，
見

其
長

老
而

敬
礼

之
」

南
北

朝
『

四
分

律
』

「
面

天
帝

釋

梵
，

合
掌

敬
禮

，
而

說
偈
言
」

①
尊

敬
並

以
礼

相
待

。
②

表
示

致
敬

的
礼

節
，

如
立

正
、

舉
手

或
鞠

躬
行

礼
等

。
③

敬
辭

。
用

於
書

信
結

尾
。

㊀
尊

敬
並

以
禮

相
待

。
 呂

氏
春

秋
 懷

寵
：

“求
其

孤
寡

而
振

恤
之

，
見

其
長

老
而

敬
禮

之
。

”
㊁

古
時

表
敬

的
禮

節
，

如
拜

揖
等

。
後

爲
敬

詞
，

用
於

書
信

結
尾

。
 宋

書
 呵

羅
單

國

傳
：

“是
故

至
誠

五
體

敬

禮
。

呵
羅

單
國

王
 毗

沙
跋

摩
稽

首
問

訊
。

”

（
18

72
）

「
王

大
悅

,重
賞

之
,幷

使
國

之
諸

醫
皆

敬
禮

」
（

18
79

）
「

飭
謂

其
平

日
藐

視
學

中
人

,不
知

敬
禮

」
（

19
27

）
「

旌
在

望
懷

念
彌

殷
、

此
致

黨

的
敬

禮
」

馬
禮

遜
18

23

M
O

RN
IN

G
 M

or
ni

ng
 a

nd
 e

ve
ni

ng
 re

lig
io

us
 se

rv
ic

e,
晨

夕
敬

禮

①
敬

意
を

表
わ

し
て

礼
を

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

礼
。

と
く

に
、

軍
人

な
ど

が
行

な
う

挙
手

の
礼

を
い

う
。

②
う

や
ま

う
こ

と
。

尊
敬

。

江
吏

部
集

（
10

10
〜

11
頃

）
中

・
述

懐
古

調
詩

「
口

海
浮

般
若

。
敬

礼
金

剛
拳

」
集

義
和

書
（

16
76

頃
）

一
〇

「
鬼

神

の
徳

を
知

と
き

は
、

敬
礼

の
心

厚
し

」
米

欧
回

覧
実

記
（

18
77

）
〈

久
米

邦

武
〉

一
・

一
一

「
凡

西
洋

の
俗

、
享

燕
に

は
殊

に
敬

礼
を

致
す

こ
と

に
て

、
以

て
交

際
の

大
節

と
な

す
」
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献
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典
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語
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詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

酒
保

唐
『

陰
符

經
解

』
「

伊
尹

酒
保

，
太

公
屠

牛
，

管
仲

作
革

，
百

里
奚

売

粥
」

貨
酒

者
；

酒
店

的
伙

計
。

㊀
貨

酒
者

。
 鶡

冠
子

 世
兵

：
“伊

尹
酒

保
，

太
公

屠

牛
。

”
㊁

酒
肆

僱
傭

。
 史

記
一

〇

〇
欒

布
傳

：
“（

彭
越

）
窮

困
，

賃
傭

於
齊

，
爲

酒
人

保
。

”集
解

引
漢

書
音

義
：

“酒
家

作
保

傭
也

。
可

保

信
，

故
謂

之
保

。
”宋

 陸
游

劍
南

詩
稾

七
五

與
兒

孫
同

舟
泛

湖
…

…
：

“酒
保

殷
勤

邀
瀹

茗
，

道
翁

傴
僂

出
迎

門
。

”

（
18

74
）

「
酒

保
只

得
同

往
戲

舘
對

悵
,方

知
其

故
舘

主
,卽

送
巡

捕
房

」

麥
都

思
18

48

1：
DR

AW
ER

a 
w

at
er

 a
t a

 ta
ve

rn
,酒

舘
夥

計
、

酒
保

2：
LA

N
DL

O
RD

m
as

te
r o

f a
 ta

ve
rn

,酒
店

主
、

酒
保

3：
W

AI
TE

R
w

ai
te

r i
n 

a 
ta

ve
rn

,酒
保

①
酒

を
売

る
人

。
ま

た
、

酒
屋

の
や

と
い

人
。

②
旧

日
本

軍
の

兵
営

や
艦

船
内

で
、

士
官

、
兵

に
日

用
品

・
飲

食
物

な
ど

を
売

っ
た

店
。

軍
隊

内
務

令
の

物
品

販
売

所
の

俗
称

。

通
俗

赤
縄

奇
縁

（
17

61
）

二
・

三
回

「
一

杯
を

飲
で

消
遣

せ
ん

と
、

酒
保

（
シ

ュ
ホ

〈
注

〉
サ

カ
ヤ

ノ
ヲ

ト
コ

）
を

呼
で

酒
を

求
め

け
る

に
」

東
京

日
日

新
聞

‐
明

治
一

八
年

（
18

85
）

七
月

一
一

日
「

陸
軍

省
に

て
、

今
ど

陸
軍

内
務

書
第

四
版

に
拠

り
営

内
の

飲
酒

を
許

さ
れ

た
る

に
付

き
、

聯
隊

中
に

酒
保

を
お

か
れ

」

臼
砲

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

95
）

「
日

本
來

書
云

（
略

）
現

在
改

將
山

砲
,臼

砲
及

小
銃

運
往

軍
前

」

羅
存

德
18

69
M

or
ta

r
a 

sh
or

t p
ie

ce
 o

f o
rd

na
nc

e,
舂

坎
砲

、
臼

砲

大
砲

の
一

つ
。

砲
身

が
口

径
に

く
ら

べ
て

短
く

、
射

角
の

大
き

い
近

距
離

用
火

砲
。

弾
道

が
湾

曲
し

て
お

り
、

城
塞

な
ど

を
攻

撃
す

る
の

に
用

い
る

。

太
政

官
日

誌
‐

明
治

二
年

（
18

69
）

六
月

三
〇

日
「

長
門

藩
 分

捕
覚

〈
略

〉
六

斤
砲

 二
挺

 臼
砲

 四
挺

」

近
世

紀
聞

（
18

75
～

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

九
・

二
「

乍
（

た
ち

ま
）

ち
に

取
て

返
し

臼
砲

（
キ

ウ
ハ

ウ
）

を
撃

掛
た

れ
ば

脱
士

等
い

よ
い

よ
散

乱
し

て
」

救
援

晋
『

三
国

志
』

「
若

蒙
救

援
，

使
為

外
藩

，
則

吴
人

剉
謀

」
救

助
，

援
助

。

解
救

，
援

助
。

 三
國

志
 蜀

宗
預

傳
：

“及
（

諸
葛

）
亮

卒
，
吳

慮
魏

或
承

衰
取

蜀
，

增
巴

丘
守

兵
萬

人
，

一
欲

以
爲

救
援

，
二

欲
以

事
分

割
也

。
”

（
18

72
）

「
譯

出
法

船
救

援
羅

船
失

事
詳

辨
」

馬
禮

遜
18

23

1：
DE

LI
VE

R
DE

LI
VE

R 
or

 sa
ve

 fr
om

 救
援

2：
SA

VE
O

bs
er

vi
ng

 th
e 

st
at

e 
in

 w
hi

ch
 h

er
 e

ye
s 

w
er

e,
 th

ey
 sa

w
 th

er
e 

w
as

 n
o 

m
ea

ns
 o

f 
sa

vi
ng

 h
er

, 看
着

這
様

的
眼

見
得

沒
法

兒
救

援
也

困
難

な
状

況
に

あ
る

者
に

力
を

添
え

て
た

す
け

る
こ

と
。

加
勢

。
援

助
。

続
日

本
紀

‐
天

平
宝

字
三

年
（

75
9）

月
辛

未
「

勅
坂

東
八

国

〈
略

〉
、

押
領

速
相

救
援

」
花

柳
春

話
（

18
78

〜
79

）
〈

織
田

純

一
郎

訳
〉

九
「

仏
国

北
部

の
救

援
（

キ
ウ

ヱ
ン

）
を

受
け

」
英

和
商

業
新

辞
彙

（
19

04
）

〈
田

中
・

中
川

・
伊

丹
〉

「
Sa

lv
ag

e 
救

援
、

救
助

 海
上

保
険

の
用

語
で

船

舶
が

暴
風

雨
又

は
火

災
等

に
遭

遇
し

て
難

破
せ

ん
と

す
る

時
之

を
救

援
し

救
助

す
る

こ
と

を
云

ふ
」

圧
制

明
『

禮
記

通
解

』
「

是
謂

高
明

惟
物

欲
壓

制
遮

蔽
，

則
卑

暗
矣

」

明
『

璧
水

群
英

待
問

會
元

』
「

而
司

會
反

以
中

大
夫

爲
之

長
，

則
其

職
之

專
，

其
權

之
重

而
不

爲
太

府
之

所
壓

制
者

，
可

知
矣

」

①
猶

壓
迫

。
②

竭
力

抑
制

或
制

止
。

未
収

録

（
18

76
）

「
郡

尊
見

事
勢

愈
大

,無
可

壓

制
」

（
19

02
）

「
此

外
若

拉
伯

阿
若

波
斯

若
印

度
若

阿
富

汗
若

緬
甸

若
安

南
,皆

被
歐

人
所

壓
制

,惟
中

國
與

日
本

尙
能

操
自

主
之

權
」

羅
存

德
18

69

1：
Br

id
le

a  
ch

ec
k 
禁

制
、

壓
制

、
禁

壓
2：

Co
m

pa
ss

to
 k

ee
p 

on
e 

w
ith

in
 c

om
pa

ss
 壓

制
人

、
禁

壓
人

3：
Cu

rb
 to

 c
ur

b 
on

e'
s p

as
sio

ns
 制

慾
、

壓
慾

、
禁

壓
私

慾
、

壓
制

私
慾

4：
Ke

ep
 to

 k
ee

p 
do

w
n,

 to
 p

re
ve

nt
 fr

om
 ri

sin
g 
壓

服
、

壓
住

、
壓

制
5：

Pu
t

to
 p

ut
 d

ow
n,

 to
 c

ru
sh

 o
r s

ub
du

e,
 a

s 
re

be
lli

on
 彈

壓
、

壓
、

壓
制

6：
Ru

n
to

 ru
n 

do
w

n 
or

 c
ru

sh
 壓

制
、

彈
壓

7：
Q

ue
ll

to
 彈

壓
、

壓
制

、
服

8：
Re

st
ra

in
ed

管
束

過
、

遏
過

、
壓

制
了

、
拘

束
了

、
阨

9：
Re

st
ra

in
in

g
ch

ec
ki

ng
 約

束
、

管
束

、
阻

遏
、

壓
制

10
：

Su
bd

ui
ng

 勝
服

、
征

服
、

平
服

、
克

、
服

、
壓

、
制

権
威

、
権

力
、

ま
た

は
暴

力
な

ど
に

よ
っ

て
人

の
言

動
を

束
縛

し
た

り
、

人
に

強
制

し
た

り
す

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
さ

ま
。

文
明

論
之

概
略

（
18

75
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

四
・

八
「

貴
族

を
圧

制
す

る
の

端
を

開
き

た
り

」
諷

誡
京

わ
ら

ん
べ

（
18

86
）

〈
坪

内

逍
遙

〉
五

「
男

子
の

圧
制

（
ア

ッ
セ

イ
）

を
防

ぐ
方

便
」

狙
撃

漢
『

史
記

』
「

良
與

客
狙

擊
秦

皇

帝
，

誤
中

副
車

」
暗

中
埋

伏
，

伺
機

襲
擊

。

伺
人

不
備

，
突

然
襲

擊
。

史
記

 留
侯

世
家

：
“秦

皇
帝

東

遊
，

（
張

）
良

與
客

狙
擊

秦
皇

帝
 博

浪
沙

中
，

誤
中

副

車
。

”

（
18

72
）

「
如

遇
敵

舟
至

此
,以

備
設

伏
,狙

擊
之

」

翟
理

斯
19

12
狙 to

 a
tt

ac
k 

fr
om

 a
n 

am
bu

sh
,狙

擊
目

あ
て

の
人

を
ね

ら
っ

て
銃

な
ど

で
撃

つ
こ

と
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
・

源
氏

前
記

「
義

平
変

服
入

京
師

、
狙

撃
清

盛
」

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
二

「
狙

撃
 ソ

ゲ
キ

 ネ
ラ

ヒ

ウ
ツ

」
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付

け
と

出
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報
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用

例
英

華
字

典
の

初
出
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華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

局
地

戦
な

し
未

収
録

未
収

録

（
19

38
）

「
三

個
月

來
北

岸
的

局
地

戰
,已

經
把

侵
略

者
打

得
頭

靑
脚

腫
」

（
19

45
）

「
敵

所
施

行
掃

萬
作

戰
,於

各
地

展
開

局
地

戰
鬥

」

未
収

録

高
地

、
森

林
、

橋
梁

な
ど

、
一

定
の

地
域

に
限

っ
て

行
な

う
攻

守
戦

。
地

域
的

に
限

定
さ

れ
た

戦
争

。
局

地
戦

争
。

な
し

巨
砲

明
『

皇
明

通
紀

集
要

』
「

大
舟

巨

砲
，

截
我

商
于

交
洲

呂
宋

之
間

者
，

殆
無

虚
歳

，
絲

綿
貨

物
悉

爲
彼

有
」

未
収

録
未

収
録

（
18

73
）

「
普

所
用

巨
砲

,皆
係

鋼
鑄

居

多
」

顏
惠

慶
19

08
He

av
y

He
av

y 
m

et
al

, l
ar

ge
 g

un
s,

 巨
礮

, 巨
礮

彈

①
大

き
な

大
砲

。
お

お
づ

つ
。

②
（

比
喩

的
に

）
野

球
で

強
打

者
を

い
う

。

輿
地

誌
略

（
18

26
）

二
「

厄
貌

剌
爾

答
児

（
ぎ

ぶ
ら

る
た

る
）

は
、

海
峡

巖
上

の
城

に
し

て
、

巨
礮

を
陳

列
し

、
海

舶
を

守
る

」
愛

弟
通

信
（

18
94

〜
95

）
〈

国
木

田

独
歩

〉
波

濤
「

吾
等

は
巨

砲
（

キ
ョ

ハ
ウ

）
を

対
手

と
し

て
戦

ふ
」

拠
点

な
し

①
軍

隊
戰

鬥
行

動
所

憑
藉

的
地

點
。

 ②
謂

據
以

活
動

的
地

點
。

未
収

録
（

19
27

）
「

該
南

岸
全

係
沙

灘
毫

無
據

點
,

以
致

我
河

岸
哨

兵
被

彼
撞

出
」

未
収

録
活

動
の

足
場

と
し

て
、

重
要

な
意

味
を

も
つ

所
。

銃
後

（
19

13
）

〈
桜

井
忠

温
〉

一
九

「
大

孤
山

、
小

孤
山

は
敵

の
本

防
禦

線
を

瞰
下

し
得

る
我

軍
に

と
っ

て
は

、
攻

撃
の

拠
点

（
キ

ョ
テ

ン
）

と
な

る
べ

き
要

点
で

あ
る

」

決
死

漢
『

史
記

』
「

今
日

固
決

死
，

願
為

諸
君

決
戰

，
必

三
勝

之
」

①
決

然
死

亡
，

必
死

。
②

決
一

死
戰

。

決
心

戰
死

。
史

記
 項

羽

紀
：

“項
王

自
度

不
得

脱
，

謂
其

騎
曰

：
‘…

…
今

日
固

決

死
，

願
爲

諸
君

快
戰

。
’”

（
18

92
）

「
東

京
决

死
隊

,壯
士

四
十

一
人

,
聯

名
致

書
佐

野
農

商
務

大
臣

」

顏
惠

慶
19

08

Fo
rlo

rn
 h

op
e

A 
de

ta
ch

m
en

t o
f m

en
 a

pp
oi

nt
ed

 to
 le

ad
 

in
 a

n 
as

sa
ul

t, 
or

 p
er

fo
rm

 o
th

er
 se

rv
ic

e 
at

te
nd

ed
 w

ith
 u

nc
om

m
on

 p
er

il,
決

死
隊

, 
絕

望
隊

, 攻
擊

前
隊

或
被

遣
冒

險
之

隊

死
を

決
意

す
る

こ
と

。
死

を
覚

悟
す

る
こ

と
。

日
本

外
史

（
18

27
）

六
・

新
田

氏
正

記
「

令
其

騎
皆

西
其

馬
首

、
欲

決
死

」
近

世
紀

聞
（

18
75

〜
81

）
〈

条
野

有

人
〉

初
・

三
「

同
志

決
死

（
ケ

ッ
シ

）
の

者
十

八
人

唯
今

桜
田

外
に

於
て

彦
根

侯
を

襲
撃

し
」

決
戦

漢
『

史
記

』
「

今
日

固
決

死
，

願
為

諸
君

決
戰

，
必

三
勝

之
」

敵
対

双
方

進
行

決
定

勝
負

的
戰

鬥
。

進
行

決
定

勝
負

的
戰

役
或

戰
鬥

。
荀

子
 議

兵
：

“遇
敵

決
戰

，
必

道
吾

所
明

，
無

道
吾

所
疑

。
”世

説
新

語
雅

量
“謝

公
與

人
圍

棊
”注

引
謝

車
騎

傳
：

“（
苻

）
堅

進
屯

壽
陽

，
（

謝
）

玄
爲

前
鋒

都
督

，
與

從
弟

琰
等

選
精

鋭
決

戰
，

射
傷

堅
，

俘
獲

數
萬

計
。

”

（
18

72
）

「
况

高
麗

本
願

與
我

决
戰

,則
本

國
持

戈
戴

冑
之

士
早

巳
踴

躍
爭

先
,思

得
一

逞
矣

」

羅
存

德
18

69
U

lti
m

at
um

尾
意

、
終

意
、

决
戰

或
和

之
意

最
終

的
な

勝
敗

を
決

定
す

る
た

め
に

戦
う

こ
と

。
決

死
の

覚
悟

で
戦

う
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
戦

い
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
・

源
氏

前
記

「
寧

決
戦

于
此

、
刀

折
矢

尽
而

後
已

」
日

本
開

化
小

史
（

18
77

～
82

）
〈

田

口
卯

吉
〉

一
・

三
「

剛
勇

敢
死

の
気

、
一

時
に

暴
発

し
た

る
を

以
て

、
闘

争
決

戦
の

有
様

実
に

勇
々

し
く

見
え

た
り

け
り

」

軍
備

南
北

朝
『

南
齊

書
』

「
虜

參
騎

謂
其

軍
備

葚
盛

，
乃

退
」

軍
事

編
制

和
軍

事
裝

備
。

未
収

録
（

18
83

）
「

日
日

新
聞

云
,寓

居
西

京
之

華

族
五

迂
安

仲
君

因
仰

體
擴

充
海

陸
軍

備
之

意
」

赫
美

玲
官

話
19

16
Ar

m
am

en
ts

To
 li

m
it 
～

,限
制

軍
備

軍
事

上
の

備
え

。
戦

争
の

準
備

。
戦

闘
力

を
発

揮
す

る
た

め
に

、
軍

隊
、

艦
船

、
要

塞
、

各
種

の
軍

需
品

お
よ

び
こ

れ
ら

を
編

制
、

維
持

、
管

理
、

教
育

、
運

用
す

る
に

必
要

な
諸

機
関

を
備

え
る

こ
と

。

徳
川

禁
令

考
‐

前
集

・
第

一
・

巻
八

・
文

久
二

年
（

18
62

）
六

月
「

松

平
阿

波
守

建
白

書
〈

略
〉

其
外

御
譜

代
外

様
之

大
小

名
孰

れ
も

領
国

之
軍

備
海

岸
之

警
衛

可
有

之
候

得
共

」

軍
備

南
北

朝
『

南
齊

書
』

「
虜

參
騎

謂
其

軍
備

葚
盛

,乃
退

」
軍

事
編

制
和

軍
事

裝
備

。
未

収
録

（
18

83
）

「
此

次
政

府
意

擴
充

海
陸

軍
俻

,
不

知
有

何
策

」
未

収
録

軍
事

上
の

備
え

。
戦

争
の

準
備

。
戦

闘
力

を
発

揮
す

る
た

め
に

、
軍

隊
、

艦
船

、
要

塞
、

各
種

の
軍

需
品

お
よ

び
こ

れ
ら

を
編

制
、

維
持

、
管

理
、

教
育

、
運

用
す

る
に

必
要

な
諸

機
関

を
備

え
る

こ
と

。

徳
川

禁
令

考
‐

前
集

・
第

一
・

巻
八

・
文

久
二

年
（

18
62

）
六

月
「

松

平
阿

波
守

建
白

書
〈

略
〉

其
外

御
譜

代
外

様
之

大
小

名
孰

れ
も

領
国

之
軍

備
海

岸
之

警
衛

可
有

之
候

得
共

」
経

国
美

談
（

18
83

〜
84

）
〈

矢
野

龍

渓
〉

後
・

四
「

斯
く

て
軍

備
全

く
整

ひ
夜

も
早

や
初

更
の

頃
に

至
り

け
れ

ば
」

軍
部

南
北

『
宋

書
』

「
進

號
撫

軍
，

別
立

軍
部

，
以

收
人

望
」

①
指

軍
官

。
②

指
軍

一
級

的
指

揮
機

關
。

未
収

録
（

18
95

）
「

地
方

之
有

勢
力

者
,向

平
壤

監

察
使

請
軍

部
出

兵
,彈

壓
監

察
使

」

羅
存

德
18

69
M

ar
tia

l
2.

co
ur

t m
ar

tia
l 軍

部
、

軍
葛

軍
（

陸
・

海
・

空
軍

）
に

所
属

す
る

諸
機

関
の

総
称

。
軍

の
当

局
。

ま
た

、
政

府
・

民
間

に
対

す
る

軍
人

勢
力

。

統
監

府
告

示
第

七
一

号
‐

明
治

四
二

年
（

19
09

）
七

月
三

一
日

・
一

条

「
軍

部
を

廃
し

宮
中

に
親

衛
府

を
置

く
」

イ
タ

リ
ア

の
歌

（
19

36
）

〈
川

端
康

成
〉

「
大

学
か

ら
も

軍
部

に
接

触
し

て
行

く
学

者
が

続
出

し
た

」

43



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

軍
曹

唐
『

周
書

』
「

中
直

兵
參

軍
曹

，
策

參
軍

」

宋
『

建
炎

以
來

繫
年

要
録

』
「

軍
曹

司
等

，
編

管
遠

惡
州

軍
」

指
軍

隊
的

下
級

軍
官

。
未

収
録

（
18

90
）

「
其

次
爲

近
衛

軍
曹

,中
隊

長
,軍

曹
長

,小
隊

長
,軍

中
鼓

吹
五

十
餘

名
」

顏
惠

慶
19

08

Se
rg

ea
nt

A 
no

n-
co

m
m

iss
io

ne
d 

of
fic

er
 in

 th
e 

ar
m

y,
 

in
 ra

nk
 n

ex
t a

bo
ve

 a
 c

or
po

ra
l, 
軍

曹
, 把

總
, 

外
委

, 陸
軍

中
之

微
員

其
職

較
崇

於
哨

長
弁

目 2：
Se

rg
ea

nt
-m

aj
or

Th
e 

hi
gh

es
t n

on
-c

om
m

iss
io

ne
d 

of
fic

er
, 

w
ho

 a
ct

s a
s a

ss
ist

an
t t

o 
th

e 
ad

ju
ta

nt
, 軍

曹
長

, 把
總

長
, 千

把
總

①
令

制
で

、
出

征
時

に
お

け
る

部
隊

指
揮

官
。

軍
団

を
単

位
と

し
て

軍
を

編
制

し
、

将
軍

、
副

将
軍

、
軍

監
（

ぐ
ん

げ
ん

）
お

よ
び

軍
曹

、
録

事
を

お
く

。
②

奈
良

・
平

安
時

代
、

陸
奥

国
鎮

守
府

の
職

員
。

は
じ

め
、

将
曹

と
称

し
た

。
軍

監
の

次
位

。
③

旧
日

本
陸

軍
の

階
級

の
一

つ
。

下
士

官
で

、
曹

長
の

下
、

伍
長

の
上

に
位

す
る

。

続
日

本
紀

‐
天

平
宝

字
四

年
（

76
0）

正
月

丙
寅

「
鎮

守
軍

曹
従

八
位

上
韓

袁
哲

、
弗

難
殺

身
、

已
有

先
入

之
勇

」
軍

制
綱

領
（

18
75

）
〈

陸
軍

省
編

〉

一
・

一
「

下
士

 〈
略

〉
其

二
、

軍

曹
（

一
等

、
二

等
）

。
二

等
火

工
。

教
頭

火
工

下
長

。
銃

木
鍛

鋳
鞍

工
長

」
古

代
官

名
と

し
て

の
「

軍
曹

」
は

日
中

両
国

ど
も

存
在

し
て

い
た

の
で

あ
る

。

軍
刀

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
賜

卿
金

線
烏

梢
弓

，
十

神
臂

弓
二

，
將

官

甲
，

馬
軍

甲
，

偏
挨

甲
各

一
，

斧

合
，

竹
馬

，
槍

馬
，

軍
刀

，
步

人
刀

各
五

」

軍
人

用
的

長
刀

。
未

収
録

（
19

04
）

「
雨

衣
背

囊
軍

刀
等

件
」

顏
惠

慶
19

08

Sa
br

e
1.

 A
 c

av
al

ry
 sw

or
d 

w
ith

 a
 th

ic
k 

ba
ck

, a
nd

 
so

m
et

im
es

 c
ur

ve
d 

at
 th

e 
po

in
t, 
佩

力
, 腰

刀
, 軍

刀
, 指

揮
刀

軍
人

の
携

帯
す

る
戦

闘
用

の
刀

。

風
俗

画
報

‐
八

三
号

（
18

95
）

人
事

門
「

さ
て

床
の

間
に

は
、

鹿
角

の
刀

架
に

留
守

宅
の

警
備

と
見

て
、

軍
刀

（
グ

ン
タ

ウ
）

を
横

へ
た

る
は

夫
人

の
心

も
推

し
は

か
ら

れ
て

、
い

か
に

も
雄

々
し

」

軍
隊

南
北

朝
『

宋
書

』
「

使
秀

與
屯

騎
校

尉
龐

秀
之

對
掌

軍
隊

」
為

政
治

目
的

服
務

的
武

裝
組

織
。

未
収

録
（

18
75

）
「

正
值

抽
練

軍
隊

朝
夕

督
率

操

演
」

顏
惠

慶
19

08

M
ili

ta
ry

5.
 S

ol
di

er
s,

 兵
卒

, 軍
士

; s
ol

di
er

y,
 軍

人
, 軍

勢
, 軍

隊
, 軍

兵
; t

he
 a

rm
y,

 陸
軍

, 軍
隊

; t
he

 
w

ho
le

 b
od

y 
of

 so
ld

ie
rs

, 全
軍

;

①
一

定
の

秩
序

を
も

っ
て

組
織

し
編

制
さ

れ
た

軍
人

の
集

団
。

②
一

隊
の

軍
勢

。

日
本

外
史

（
18

27
）

二
二

・
徳

川
氏

正
記

「
及

日
出

視
之

、
則

皆
軍

隊
也

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

一
・

一
三

「
花

設
爾

（
ハ

ア
シ

ヱ
ル

）
は

、
軍

隊
の

中
に

て
、

を
ぼ

う
 笛

類
 を

吹
人

な
り

し
」

軍
閥

宋
『

新
唐

書
』

「
郭

虔
瓘

，
齊

州
歷

城
人

，
開

元
初

，
錄

軍
閥

，
遷

累
右

驍
衛

將
軍

，
兼

北
庭

都
護

，
金

山
道

副
大

總
管

」

①
指

軍
功

。
②

舊
時

擁
有

武
裝

部
隊

，
割

據
一

方
，

自
成

派
系

的
人

。
亦

泛
指

控
制

政
治

勢
力

的
軍

人
集

團
。

未
収

録

（
19

14
）

「
法

國
軍

閥
會

議
所

下
德

國
軍

醫
及

看
讓

婦
之

判
詞

,經
軍

政
府

奮
閲

之
後

,
發

見
不

規
則

之
處

,故
巳

由
軍

政
府

提
被

告

九
人

重
行

鞫
訊

」
（

19
17

）
「

如
東

報
所

稱
民

黨
與

官
僚

,南
派

與
北

派
,軍

閥
與

非
軍

閥
,直

隸
派

與
安

徽

派
等

名
詞

吾
人

不
認

之
爲

確
」

未
収

録

①
出

身
や

閲
歴

な
ど

に
よ

る
軍

人
の

派
閥

。
②

軍
事

力
を

背
景

に
し

て
、

政
治

的
特

権
を

握
っ

た
軍

人
の

一
団

。
日

本
で

は
、

明
治

維
新

政
府

を
樹

立
し

た
薩

摩
・

長
州

出
身

者
に

よ
る

派
閥

と
と

も
に

、
統

帥
権

独
立

の
憲

法
上

の
た

て
ま

え
の

も
と

、
軍

が
議

会
及

び
政

府
に

対
し

、
独

立
的

特
権

地
位

を
形

成
し

た
。

第
二

次
世

界
大

戦
前

に
は

そ
の

勢
力

は
極

点
に

達
し

た
が

、
終

戦
と

と
も

に
崩

壊
し

た
。

③
中

国
で

、
軍

人
の

一
団

が
私

兵
を

も
っ

て
地

方
に

樹
立

し
た

支
配

機
構

・
勢

力
。

特
に

清
末

か
ら

民
国

時
代

に
多

く
輩

出
し

た
。

袖
珍

新
聞

語
辞

典
（

19
19

）
〈

竹
内

猷
郎

〉
「

軍
閥

 M
ili

ta
ris

ts
 軍

隊
内

に
於

け
る

固
定

せ
る

中
心

的
勢

力
を

云
ふ

」

軍
法

春
秋

戰
國

『
韓

非
子

』
「

期
以

日
中

爲
期

，
後

期
者

行
軍

法
焉

」
軍

隊
中

的
刑

法
。

治
軍

的
法

律
。

 周
禮

 夏
官

 
諸

子
：

“合
其

卒
伍

，
置

其

有
司

，
以

軍
法

治
之

。
”韓

非
子

 外
儲

右
上

：
“明

日
令

田
於

圃
陸

，
期

以
日

中
爲

期
，

後
期

者
行

軍
法

焉
。

”

（
18

72
）

「
立

卽
按

軍
法

從
事

並
處

分
極

刑
」

馬
禮

遜
18

23
W

AR
1.

 A
rt

ic
le

s o
f w

ar
, o

r m
ar

tia
l l

aw
 軍

法

①
戦

争
の

方
法

。
戦

略
。

戦
術

。
兵

法
。

陣
法

。
②

軍
隊

の
規

則
。

軍
紀

。
軍

律
。

続
日

本
紀

‐
延

暦
二

年
（

78
3）

四

月
辛

酉
「

如
有

違
犯

、
以

軍
法

罪
之

」
読

本
・

椿
説

弓
張

月
（

18
07

〜
11

）

拾
遺

・
五

一
回

「
決

し
て

城
中

へ
な

入
れ

そ
。

汝
等

も
し

由
断

（
ゆ

だ
ん

）
し

て
、

門
内

へ
入

る
る

こ
と

あ
ら

ば
軍

法
（

グ
ン

ホ
ウ

）
を

も
て

罪
す

べ
し

」

軍
費

漢
『

漢
書

』
「

外
内

騷
動

，
百

姓
罷

敝
，

頭
㑹

箕
歛

，
以

供
軍

費
」

國
家

用
於

軍
事

方
面

的
費

用
。

未
収

録
（

18
74

）
「

欲
中

國
少

賠
其

軍
費

,以
爲

遮

羞
之

計
也

」
未

収
録

戦
争

お
よ

び
軍

事
一

般
に

必
要

な
費

用
。

戦
費

。
軍

事
費

。

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

初
・

二
「

師
を

出
し

軍
費

を
集

む
る

こ
と

」

軍
夫

元
『

秋
澗

集
』

「
首

相
主

减
役

，
止

留
軍

夫
五

千
」

未
収

録
未

収
録

（
18

83
）

「
馬

路
西

首
全

記
木

行
,相

近
月

前
東

洋
軍

夫
被

人
刃

斃
之

處
」

未
収

録
軍

に
従

い
雑

役
を

す
る

人
夫

。
ま

た
、

兵
卒

。

演
歌

・
奸

商
（

18
93

〜
96

頃
）

〈
鉄

石
浪

人
〉

「
耻

る
色

な
き

悖
徳

非
行

 
又

は
軍

夫
（

グ
ン

プ
）

の
俸

給
を

 
窃

み
掠

め
て

」

軍
服

な
し

軍
人

穿
的

制
服

。
未

収
録

（
18

82
）

「
比

之
日

本
軍

服
,有

天
壤

之

别
」

衛
禮

賢
19

11
M

on
tu

r
so

ld
ie

r's
 c

lo
th

in
g 
軍

服
軍

人
の

制
服

。
太

政
官

日
誌

‐
明

治
四

年
（

18
71

）

三
月

二
日

「
武

官
の

輩
、

自
今

朝
拝

礼
式

之
節

、
軍

服
可

相
用

候
事

」

44



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

軍
港

宋
『

許
國

公
奏

議
』

「
立

以
程

限
，

守
以

信
，

必
嵗

嵗
遇

當
把

隘
之

日
，

則
如

期
駕

發
，

以
至

軍
港

，
聼

候
調

遣
」

軍
用

艦
船

使
用

的
港

口
。

通
常

有
停

泊
、

補
給

、
修

建
等

設
備

和
各

種
防

禦
設

施
。

未
収

録
（

18
89

）
「

日
本

近
事

數
則

（
略

）
海

軍

省
下

令
以

海
軍

大
佐

磯
邊

包
義

爲
佐

世
保

軍
港

司
令

官
」

顏
惠

慶
19

08

Ha
rb

ou
r

1.
A 

po
rt

 o
r h

av
en

 fo
r s

hi
ps

, 灣
, 港

口
, 海

口
, 澳

; a
s,

 to
 e

nt
er

 th
e 

ha
rb

ou
r, 
入

灣
, 入

港
口

; a
 g

oo
d 

ha
rb

ou
r, 
佳

港
; a

co
m

m
er

ci
al

 h
ar

bo
ur

, 商
港

; i
so

la
te

d
ha

rb
ou

r, 
孤

港
; m

ili
ta

ry
 h

ar
bo

ur
, 軍

港
;

qu
ar

an
tin

e 
ha

rb
ou

r, 
驗

疫
港

海
軍

の
艦

船
の

根
拠

地
と

し
て

の
港

。

軍
港

要
港

に
関

す
る

制
（

明
治

二
三

年
）

（
18

90
）

「
朕

軍
港

要
港

に
関

す
る

件
を

裁
可

し
」

軍
歌

明
『

經
略

復
國

要
編

』
「

軍
歌

凱
曲

，
捷

傳
金

馬
之

門
」

①
軍

中
唱

的
激

勵
士

氣
的

歌
。

②
由

軍
隊

正
式

規
定

的
代

表
本

軍
的

歌
曲

。
未

収
録

（
19

04
）

「
然

猶
尾

追
不

捨
,怒

詈
狂

呼
,高

唱
蒲

利
他

尼
卡

軍
歌

,勢
將

闌
入

署
内

」

顏
惠

慶
19

08
W

ar
-s

on
g

1.
A 

so
ng

 in
ci

tin
g 

to
 w

ar
, 軍

歌

兵
士

の
士

気
を

ふ
る

い
立

た
せ

、
あ

る
い

は
軍

事
思

想
を

普
及

す
る

た
め

に
作

ら
れ

た
歌

曲
。

東
京

横
浜

毎
日

新
聞

‐
明

治
一

八
年

（
18

85
）

七
月

一
五

日
「

曾
て

外
山

正
一

氏
が

、
新

体
詩

抄
中

に
も

の
せ

ら
れ

し
抜

刀
隊

の
詩

は
、

今
度

我
国

の
軍

歌
と

な
す

こ
と

に
定

め
」

軍
功

春
秋

戰
國

『
尉

繚
子

』
「

餘
士

卒
有

軍
功

者
，

奪
一

級
，

無
軍

功
者

，
戍

三
歳

」
從

軍
所

立
的

功
勞

。

猶
戰

功
。

 尉
繚

子
 兵

令
下

：
“三

軍
大

戰
，

若
大

將
死

，
…

…
餘

士
卒

有
軍

功
者

奪
一

級
，

無
軍

功
者

戍
三

歲
。

”
史

記
六

八
商

君
傳

：
“

有
軍

功
者

各
以

率
受

上
爵

。
”

清
代

，
作

戰
有

功
得

官
者

，
謂

之
軍

功
出

身
。

參
閲

歷
代

職
官

表
六

五
國

朝
定

制
。

（
18

72
）

「
兹

查
軍

功
,候

補
直

隸
州

知

州
」

麥
都

思
18

48
M

IL
IT

AR
Y

1.
m

ili
ta

ry
 m

er
it 
軍

功
、

武
功

い
く

さ
で

た
て

た
て

が
ら

。
戦

争
で

の
功

績
。

武
勲

。

中
右

記
‐

天
仁

元
年

（
11

08
）

正
月

二
四

日
「

依
軍

功
之

勤
、

随
可

有
勧

賞
之

軽
重

也
」

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

二
・

三
「

軍
功

を
賞

す
る

に
は

斧
鉞

軍
馬

の
代

に
采

地
を

以
て

せ
り

」

軍
官

唐
『

梁
書

』
「

臣
愚

，
謂

軍
官

是
素

族
士

人
，

自
有

清
貫

」

①
武

職
官

員
的

統
稱

。
②

  現
代

指
被

授
予

尉
官

以
上

軍
銜

的
軍

人
或

指
軍

隊
中

排
長

以
上

的
幹

部
。

謂
有

卒
徒

武
事

之
官

。
 漢

書
 百

官
 公

卿
表

上
：

“騪
粟

都
尉

，
武

帝
軍

官
，

不
常

置
。

”騪
粟

都
尉

屬
治

粟
内

史
(大

司
農

)，
非

武
官

。
 謂

之
都

尉
者

，
漢

書
 注

引
三

國
 魏

 張
晏

曰
：

“主
諸

官
，

故
曰

都
。

有
卒

徒
武

事
，

故
曰

尉
。

”近
世

以
軍

官
泛

指
武

官

（
18

73
）

「
伴

守
之

軍
官

,能
拆

字
公

書
」

未
収

録
未

収
録

軍
管

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

04
）

「
軍

管
區

將
曾

受
軍

中
教

育
之

人
遴

選
入

營
,充

當
義

勇
」

未
収

録
軍

管
区

。
旧

日
本

陸
軍

で
管

轄
し

た
軍

区
。

旧
日

本
陸

軍
で

管
轄

し
た

軍
区

。
昭

和
一

七
年

（
一

九
四

二
）

全
国

を
東

部
・

中
部

・
西

部
・

北
部

・
台

湾
・

朝
鮮

の
六

区
に

分
け

て
、

そ
れ

ぞ
れ

に
防

衛
・

防
空

・
軍

政
な

ど
を

担
当

す
る

軍
司

令
官

を
置

い
た

。

軍
機

南
北

朝
『

宋
書

』
「

唯
竣

出
入

臥
內
，

斷
決

軍
機

」

①
軍

事
，

戰
爭

。
②

軍
事

機
宜

。
③

軍
事

機
密

。
④

泛
指

機
密

。
⑤

軍
事

機
謀

。

㊀
軍

事
，

戰
爭

。
 陳

書
 高

祖
紀

下
永

定
二

年
詔

：
“軍

機
未

息
，

徵
賦

咸
繁

。
”

㊁
軍

事
機

宜
。

 宋
書

 顔
竣

傳
：

“世
祖

發
尋

陽
，

便
有

疾
，

領
錄

事
自

沈
慶

之
以

下
，

並
不

堪
相

見
，

唯
竣

出
入

臥
内

，
斷

決
軍

機
。

”

（
18

72
）

「
尤

爲
出

力
之

總
兵

何
世

華
著

交
軍

機
處

記
名

」
（

18
77

）
「

卽
着

铭
安

等
將

貽
悮

軍
機

,不
能

用
,命

之
將

領
嚴

行
懲

治
」

馬
禮

遜
18

23

ST
RA

TA
G

EM
St

ra
ta

ge
m

 in
 w

ar
,軍

機

W
HI

SP
ER

To
 w

hi
sp

er
, t

et
e-

a-
te

te
, a

nd
 d

isc
lo

se
 th

e 
se

cr
et

s o
f t

he
 a

rm
y,
交

頭
接

耳
洩

漏
軍

機

軍
事

に
関

す
る

重
要

な
こ

と
。

軍
事

上
の

機
密

。

令
義

解
（

71
8）

公
式

・
奉

詔
敕

条

「
若

軍
機

要
速

。
不

可
停

廃
者

。
且

行
且

奏
」

新
令

字
解

（
18

68
）

〈
荻

田
嘯

〉

「
軍

機
 グ

ン
キ

 イ
ク

サ
ノ

カ
ン

エ

ウ
ナ

ル
ハ

カ
リ

コ
ト

」

軍
籍

南
北

朝
『

宋
書

』
「

劭
並

焚
京

都
軍

籍
，

置
立

郡
縣

，
悉

屬
司

隸
為

民
」

登
記

軍
人

情
況

的
簿

冊
。

現
指

公
民

入
伍

後
取

得
的

軍
人

身
分

。

軍
人

的
名

册
。

 唐
 韓

愈
昌

黎
集

十
五

上
留

守
鄭

相
公

啓
：

“愚
以

爲
此

必
姦

人
以

錢
財

賂
將

吏
，

盜
相

公
文

牒
，

竊
注

名
姓

於
軍

籍
中

，
以

陵
駕

府
縣

。
”

（
18

72
）

「
膝

下
一

子
充

當
軍

籍
,常

隨
營

伍
」

羅
存

德
18

69
M

ili
ta

ry
m

ili
ta

ry
 c

la
ss

es
 軍

籍
、

戎
兵

、
兵

刃
軍

人
と

し
て

登
録

さ
れ

て
い

る
資

格
・

身
分

。
兵

籍
。

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

初
・

二
「

常
備

兵
の

外
、

郷
兵

の
軍

籍
に

入
る

も
の

甚
多

し
」

軍
紀

宋
『

致
堂

讀
史

管
見

』
「

若
能

虚
其

心
，

平
其

氣
，

反
躬

自
責

，
盡

革
弊

政
，

修
明

軍
紀

，
選

授
將

帥
，

固
長

淮
之

險
以

堅
守

」

軍
隊

的
紀

律
。

未
収

録
（

18
72

）
「

卽
行

革
職

,以
肅

軍
紀

」
麥

都
思

18
48

DI
SC

IP
LI

N
E

m
ili

ta
ry

 d
isc

ip
lin

e 
軍

法
、

軍
紀

軍
隊

の
統

制
を

保
つ

た
め

の
風

紀
や

規
律

。
軍

律
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Di

sc
ip

lin
e 
〈

略
〉

軍

紀
」

軍
艦

明
『

本
朝

分
省

人
物

考
』

「
當

道
有

知
之

者
委

造
軍

艦
，

其
利

頗
餘

」
海

軍
作

戰
所

用
的

各
種

艦
艇

的
統

稱
。

未
収

録
（

18
79

）
「

停
泊

各
國

軍
艦

均
升

旗
」

顏
惠

慶
19

08

M
an

-o
f-w

ar
 A

 g
ov

er
nm

en
t v

es
se

l e
m

pl
oy

ed
 fo

r t
he

 
pu

rp
os

es
 o

f w
ar

, 戰
艦

, 軍
艦

, 戰
船

一
国

の
海

軍
に

所
属

し
、

海
軍

軍
人

が
指

揮
す

る
戦

闘
用

の
艦

船
。

外
国

事
情

書
（

18
39

）
「

軍
艦

は
僅

に
大

船
十

二
艘

、
中

船
二

艘
、

小
船

五
十

艘
」

行
在

所
日

誌
‐

二
・

慶
応

四
年

（
18

68
）

三
月

二
七

日
「

兼
て

用
意

あ
り

し
各

藩
の

軍
艦

、
仏

国
軍

艦
〈

略
〉

碇
泊

せ
り

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

軍
吏

春
秋

戦
国

『
尉

繚
子

』
「

軍
吏

諌

曰
，

此
材

士
也

不
可

斬
」

漢
『

漢
書

』
「

屯
留

軍
吏

皆
斬

，
遷

其
民

於
臨

洮
」

泛
指

軍
中

的
将

帥
官

佐
。

軍
隊

各
級

官
吏

之
統

稱
。

周
禮

 夏
官

 大
司

馬
：

“軍
吏

載
旗

。
”注

：
“軍

吏
，

諸
軍

帥
也

。
”疏

：
“謂

從
軍

將
至

下
伍

長
皆

是
軍

吏
也

。
”

（
18

76
）

「
一

旦
爲

將
,東

回
而

朝
,軍

吏
無

敢
仰

視
之

者
」

衛
禮

賢
19

11
M

ili
tä

rb
ea

m
te
、

M
ili

tä
rb

ea
m

te
r

of
fic

ia
l a

tt
ac

he
d 

to
 th

e 
ar

m
y,
武

官
、

軍
吏

①
軍

隊
の

経
理

行
政

事
務

を
つ

か
さ

ど
る

役
人

。
②

陸
軍

主
計

の
旧

称
。

陸
軍

の
会

計
経

理
事

務
を

担
当

し
た

。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

二
・

一
四

「
列

印
（

レ
イ

ン
）

の
軍

に
赴

む
き

そ
の

隊
中

に
入

り
け

る
が

、
や

が
て

軍
吏

に
昇

さ
れ

た
り

」

軍
糧

漢
『

漢
書

』
「

轉
輸

軍
糧

，
未

見
休

時
，

此
天

下
所

共
憂

也
」

軍
隊

的
餉

糧
。

未
収

録
（

18
72

）
「

人
烟

稀
少

,軍
粮

則
半

菽
難

求
」

麥
都

思
18

48

RA
TI

O
N

S
 ra

tio
ns

 fo
r t

he
 a

rm
y 
軍

𩜋𩜋
、

稍
、

稍
食

、

米
糧

、
餉

、
軍

糧

軍
隊

用
の

食
糧

。
兵

糧
（

ひ
ょ

う
ろ

う
）

。

続
日

本
紀

‐
宝

亀
四

年
（

77
3）

正

月
辛

卯
「

授
出

羽
国

人
正

六
位

上
吉

彌
侯

部
大

町
外

従
五

位
下

。
以

助
軍

粮
也

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
〇

「
大

に
穀

物
を

掠
め

之
を

留
羅

の
地

に
送

て
他

日
の

軍
糧

に
供

し
け

り
」

軍
令

漢
『

東
觀

漢
記

』
「

後
有

司
馬

犯
軍

令
，

當
斬

」
軍

中
法

令
；

軍
事

命
令

。

軍
隊

的
法

令
，

軍
事

命
令

。

管
子

 小
匡

：
“作

内
政

而
寓

軍
令

焉
。

”國
語

 齊
寓

作

“寄
”。

 晉
書

 毛
寶

傳
：

“寶
告

其
衆

曰
：

‘兵
法

：
軍

令

有
所

不
從

。
豈

可
不

上
岸

邪
！

’”

（
18

72
）

「
着

一
倂

緝
拿

惩
辦

,以
肅

軍

令
」

（
19

12
）

「
都

督
府

置
軍

務
參

謀
兩

司
,分

掌
軍

政
軍

令
事

務
」

羅
存

德
18

69
M

ar
tia

l
m

ar
tia

l l
aw

 軍
法

、
軍

令
、

甲
令

①
軍

中
の

命
令

。
陣

中
の

命
令

。
②

軍
事

上
の

法
令

や
刑

罰
。

軍
律

。
③

明
治

憲
法

下
で

、
最

高
指

揮
官

の
作

戦
用

兵
に

つ
い

て
の

統
帥

事
務

。

続
日

本
紀

‐
和

銅
二

年
（

70
9）

三

月
壬

戌
「

紀
朝

臣
諸

人
為

副
将

、
出

自
両

道
征

伐
。

因
授

節
刀

并
軍

令
」

公
議

所
日

誌
‐

一
六

上
・

明
治

二
年

（
18

69
）

五
月

「
切

腹
の

刑
廃

す
可

ら
ず

、
軍

令
に

背
く

は
評

外
な

り
」

軍
令

に
関

す
る

制
（

明
治

四
〇

年
）

（
19

07
）

「
朕

軍
令

に
関

す
る

件
を

制
定

し
之

が
施

行
を

命
ず

」

軍
路

南
北

朝
『

魏
書

』
「

彼
必

據
之

，
以

斷
軍

路
」

未
収

録
未

収
録

（
18

76
）

「
意

在
吳

淞
河

對
面

與
軍

路
相

迎
之

處
,買

地
五

六
十

畞
」

未
収

録
軍

隊
の

用
い

る
道

路
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ch

em
in

 m
ili

ta
ire

 
〈

略
〉

軍
路

」

軍
律

宋
『

昌
谷

集
』

「
此

時
無

軍
律

，
直

到
今

日
」

軍
紀

。
未

収
録

（
18

72
）

「
然

法
國

軍
律

其
待

功
臣

與
有

殊
恩

」

顏
惠

慶
19

08
La

w
m

ili
ta

ry
 la

w
, 軍

法
, 軍

律

①
軍

人
に

関
す

る
法

律
。

軍
法

。
②

軍
隊

の
規

律
。

軍
隊

内
で

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

規
律

。
③

敵
国

内
に

侵
入

し
た

軍
隊

が
侵

入
地

に
対

し
て

施
行

す
る

、
軍

隊
が

定
め

た
法

律
。

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

初
・

二
「

且
議

事
院

に
て

定
め

た
る

軍
律

に
従

て
諸

州
各

々
其

士
官

を
命

じ
郷

兵
を

調
練

す
る

こ
と

」

軍
馬

漢
『

史
記

』
「

軍
入

玉
門

者
萬

餘

人
，

軍
馬

千
餘

匹
」

①
軍

用
戰

馬
。

②
猶

兵
馬

。
借

指
軍

隊
。

未
収

録
（

18
72

）
「

原
設

馬
隊

兵
三

百
名

,改
練

馬

槍
,與

練
軍

馬
步

相
輔

,以
期

得
力

」

羅
存

德
18

69

Ca
va

lc
ad

e
a 

pr
oc

es
sio

n 
of

 p
er

so
ns

 o
n 

ho
rs

eb
ac

k,
一

隊
人

馬
、

一
陳

人
馬

、
軍

馬
、

駕
、

一
軍

勇
騎

軍
用

と
し

て
使

う
馬

。
乗

用
や

物
資

輸
送

な
ど

に
使

わ
れ

る
。

玉
塵

抄
（

15
63

）
四

〇
「

鞭
の

上
字

ま
め

つ
し

て
な

に
と

も
み

え
ぬ

ぞ
。

軍
馬

の
む

ち
か

」
会

計
法

（
明

治
二

二
年

）
（

18
89

）

二
四

条
・

一
〇

号
「

軍
馬

を
買

入
る

る
と

き
」

軍
帽

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

83
）

「
更

攺
其

軍
帽

,亦
改

換
德

國
兠

帽
式

樣
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ch

ap
ea

u
A 

ca
p 

of
 d

ig
ni

ty
 o

r m
ai

nt
en

an
ce

, 冠
, 帽

, 
軍

帽
2：

Sh
ak

o
A 

ki
nd

 o
f m

ili
ta

ry
 c

ap
, 兵

帽
, 軍

帽

軍
人

の
制

帽
。

愛
弟

通
信

（
18

94
〜

95
）

〈
国

木
田

独
歩

〉
大

連
湾

雑
信

「
舷

側
に

対
す

る
一

方
に

は
長

剣
、

短
剣

、
外

套
、

軍
帽

（
グ

ン
バ

ウ
）

な
ど

を
掛

け
」

軍
旗

宋
『

册
府

元
龜

』
「

朐
泗

告
警

，
軍

旗
頻

動
，

兵
連

積
歲

，
兹

恩
仍

寢
，

用
迄

于
今

」
軍

隊
的

旗
幟

。
未

収
録

（
19

03
）

「
越

數
禮

拜
,亦

可
高

揭
軍

旗
」

顏
惠

慶
19

08

G
on

fa
lo

n
An

 e
ns

ig
n 

or
 st

an
da

rd
, 旗

, 軍
旗

, 旛
旗

, 旒
旗

戦
場

で
、

軍
の

し
る

し
と

し
て

用
い

る
旗

。
ぐ

ん
き

。

金
光

明
最

勝
王

経
音

義
（

10
79

）

「
幢

旗
 イ

ク
サ

ハ
タ

」

改
正

増
補

和
訳

英
辞

書
（

18
69

）

「
St

an
da

rd
 軍

旗
（

イ
ク

サ
バ

タ
）

」

軍
区

明
『

明
經

世
文

編
』

「
凡

若
干

間
，

立
什

五
之

法
，

以
六

百
二

十
五

人
為

哨
，

五
哨

為
軍

區
」

未
収

録
未

収
録

（
19

05
）

「
各

軍
區

之
所

招
募

者
,今

亦
停

止
矣

」
未

収
録

も
と

、
軍

事
上

の
必

要
か

ら
設

け
た

区
域

。
陸

軍
管

区
と

海
軍

管
区

が
あ

っ
た

。
な

し

軍
犬

な
し

軍
隊

用
的

警
犬

。
未

収
録

（
19

18
）

「
此

類
軍

犬
,各

有
一

小
木

舍
教

之
」

未
収

録

軍
隊

が
育

成
、

訓
練

し
て

軍
事

用
に

使
う

犬
。

戦
場

で
連

絡
、

警
戒

、
捜

索
、

運
搬

な
ど

に
使

う
犬

。
軍

用
犬

。

失
わ

れ
た

男
（

19
66

）
〈

田
村

泰
次

郎
〉

「
初

代
の

ロ
ン

は
、

も
と

日
本

軍
の

軍
犬

で
あ

っ
た

」

軍
人

春
秋

戰
國

『
韓

非
子

』
「

軍
人

有
病

疽
者

，
吳

起
跪

而
自

吮
其

膿
」

隸
屬

軍
籍

、
服

兵
役

的
人

。

軍
隊

的
成

員
。

 穀
梁

傳
昭

四
年

：
“軍

人
粲

然
皆

笑
。

”
韓

非
子

 外
儲

左
上

：
“軍

人

有
病

疽
者

，
吳

起
跪

而
自

吮

其
膿

。
”

（
18

77
）

「
內

有
軍

人
萬

名
」

衛
三

畏
18

44
SO

LD
IE

RY
軍

人

①
戦

争
に

従
事

す
る

こ
と

を
職

務
と

す
る

人
。

い
く

さ
び

と
。

軍
士

。
兵

士
。

②
特

に
、

近
代

、
陸

海
空

軍
の

軍
籍

に
あ

る
人

の
総

称
。

令
義

解
（

71
8）

軍
防

・
定

勲
功

条

「
軍

人
・

兵
馬

・
甲

杖
。

見
在

損
失

」
軍

制
綱

領
（

18
75

）
〈

陸
軍

省
編

〉

一
・

一
「

其
軍

人
と

称
す

る
は

将
校

及
び

下
士

卒
並

に
会

計
、

軍
医

、
馬

医
、

軍
楽

各
部

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

軍
容

三
國

『
心

書
』

「
古

之
善

用
兵

者
，

揣
其

能
而

料
其

勝
負

，
主

孰
聖

也
，

將
孰

賢
也

，
吏

孰
能

也
，

糧
餉

孰
豐

也
，

士
卒

孰
練

也
，

軍
容

孰
整

也
」

指
軍

隊
和

軍
人

的
禮

儀
法

度
、

風
紀

陣
威

和
武

器
裝

備
。

軍
隊

的
儀

容
。

指
軍

隊
的

禮
節

、
風

紀
及

裝
備

。
 司

馬
法

 天
子

之
義

：
“古

者
國

容
不

入
軍

，
軍

容
不

入
國

。
”

文
選

晉
 左

太
沖

(思
)吳

都

賦
：

“軍
容

蓄
用

，
器

械
兼

儲
。

”新
唐

書
一

六
三

柳
公

綽
傳

：
“牛

僧
孺

罷
政

事
，

爲
武

昌
節

度
使

，
公

綽
具

軍
容

伏
謁

，
左

右
諫

止
之

。
答

曰
：

‘奇
章

始
去

台
宰

，
方

鎮
重

宰
相

，
所

以
尊

朝
廷

也
 

’”

（
18

73
）

「
何

以
狀

軍
容

,而
作

士
氣

」
顏

惠
慶

19
08

Sa
ba

ot
h

Ar
m

ie
s,

 軍
勢

, 軍
力

, 軍
威

, 軍
聲

, 軍
容

軍
隊

の
威

容
や

装
備

。
ま

た
、

軍
隊

の
秩

序
や

規
律

。

集
義

和
書

（
16

76
頃

）
一

五
「

ち
い

さ
が

た
な

を
脇

指
と

し
、

太
刀

を
刀

と
し

て
、

二
腰

さ
し

た
る

は
、

か
い

が
い

し
き

様
な

れ
ど

も
、

国
容

・
軍

容
（

グ
ン

ヤ
ウ

）
ま

じ
は

り
て

、
治

道
長

久
な

ら
ず

、
戦

陣
威

か
ろ

し
」

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
七

「
万

馬
嘶

か
ず

軍
容

殊
に

整
然

た
り

」

軍
士

漢
『

漢
書

』
「

秦
民

大
喜

，
爭

持
牛

羊
酒

食
，

獻
享

軍
士

」

①
兵

士
。

②
現

行
軍

制
中

規
定

的
一

種
級

別
，

指
高

於
兵

，
低

於
尉

官
的

軍
人

。
我

國
軍

士
的

軍
銜

，
分

上
士

、
中

士
、

下
士

三
級

。

未
収

録
（

18
72

）
「

乃
率

朝
官

及
軍

士
萬

餘
人

出

城
」

衛
三

畏
18

44
AR

M
Y

軍
士

、
隊

伍

兵
士

。
兵

隊
。

ま
た

、
特

に
身

分
の

高
い

兵
士

。
戦

に
従

事
す

る
侍

。

続
日

本
紀

‐
大

宝
二

年
（

70
2）

九

月
戊

寅
「

討
薩

摩
隼

人
軍

士
。

援
勲

各
有

差
」

日
葡

辞
書

（
16

03
〜

04
）

「
G

un
xi

 
（

グ
ン

シ
）

。
イ

ク
サ

、
サ

ブ
ラ

イ
〈

訳
〉

す
な

わ
ち

戦
争

に
赴

く
、

ま
た

は
、

戦
争

を
し

て
い

る
身

分
の

あ
る

高
貴

な
兵

士
」

軍
事

春
秋

戰
國

『
韓

非
子

』
「

且
夫

卿
必

有
軍

事
，

是
故

循
車

馬
，

比
卒

乘
，

以
備

戎
事

」
有

關
軍

旅
或

戰
爭

之
事

。
未

収
録

（
18

72
）

「
其

叙
咸

豐
十

年
以

後
軍

事
,亦

極
詳

明
」

麥
都

思
18

48

RE
Q

U
IS

IT
E

th
er

e 
ar

e 
5 

im
po

rt
an

t r
eq

ui
sit

es
 in

 
m

ili
ta

ry
 a

ffa
irs

 軍
事

大
要

有
五

軍
隊

・
軍

備
・

戦
争

な
ど

、
軍

に
関

す
る

事
柄

。
兵

事
。

続
日

本
紀

‐
天

平
一

二
年

（
74

0）
九

月
己

丑
「

従
五

位
下

阿
倍

朝
臣

虫
麻

呂
等

、
亦

発
遣

任
用

軍
事

」
武

蔵
野

（
18

87
）

〈
山

田
美

妙
〉

上

「
此

体
で

考
へ

れ
ば

ど
う

し
て

も
此

男
は

軍
事

に
馴

れ
た

人
に

違
無

い
」

軍
勢

晋
『

三
国

志
』

「
奮

其
軍

勢
，

拓
其

外
境

」
軍

隊
的

力
量

。
亦

指
軍

事
勢

力
。

未
収

録
（

18
78

）
「

俄
之

軍
勢

愈
練

愈
强

,土
之

勇

氣
雖

不
稍

讓
,然

衆
寡

之
勢

旣
殊

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Fo

rc
e

St
re

ng
th

 o
f p

ow
er

 fo
r w

ar
, 兵

力
, 軍

力
, 軍

勢
, 戰

爭
之

權
力

2：
M

ili
ta

ry
so

ld
ie

ry
, 軍

人
, 軍

勢
, 軍

隊
, 軍

兵
3：

W
ar

Fo
rc

es
, 軍

力
, 軍

兵
, 軍

勢
4：

Tr
oo

p
So

ld
ie

rs
 in

 g
en

er
al

, 軍
, 兵

, 軍
隊

, 卒
, 陣

勢
, 

軍
勢

, 隊
伍

軍
の

威
勢

。
軍

の
人

数
。

軍
隊

。

今
昔

物
語

集
（

11
20

頃
か

）
二

五
・

九
「

世
の

昔
物

語
に

こ
そ

す
れ

、
未

だ
此

許
（

か
く

ば
か

り
）

の
軍

勢
不

見
（

み
ず

）
と

ぞ
人

寄
異

（
あ

さ
ま

し
）

が
り

け
る

」
尋

常
小

学
読

本
（

18
87

）
〈

文
部

省
〉

六
「

頼
朝

は
、

大
に

喜
び

て
、

軍
勢

を
集

め
」

軍
属

明
『

大
明

律
』

「
優

恤
軍

屬
　

凡
陣

亡
病

故
官

軍
回

鄉
，
家
屬
行
糧
脚
力
，

有
司

不
卽

應
付

者
，

遲
一

日
笞

二

十
」

現
役

軍
人

的
家

属
。

未
収

録

（
18

95
）

「
書

曰
混

成
枝

隊
陸

軍
人

軍
屬

合
葬

記
念

碑
」

（
19

08
）

「
優

恤
軍

屬
（

略
）

陣
亡

之
人

,
並

無
妻

室
其

父
母

别
無

子
嗣

,又
無

錢
糧

可

依
賴

爲
生

者
,亦

照
此

例
行

」

（
19

29
）

「
凡

未
受

軍
事

敎
育

之
政

治
工

作
人

員
、

及
秘

書
書

記
司

書
、

以
及

其
他

職
員

、
而

非
軍

隊
或

軍
事

學
校

出
身

者
、

均
爲

軍
屬

」

羅
存

德
18

69

Fa
vo

r
fa

vo
rs

 to
 th

os
e 

w
ho

 b
el

on
g 

to
 th

e 
ar

m
y,

優
恤

軍
屬

軍
人

で
な

く
て

、
軍

に
所

属
す

る
者

。
文

官
、

文
官

待
遇

者
の

他
、

技
師

、
嘱

託
、

雇
員

、
給

仕
な

ど
の

総
称

。

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

一
・

一
「

其
軍

属
と

称
す

る
は

陸
軍

出
仕

の
文

官
、

其
他

陸
軍

各
衙

門
、

城
堡

、
武

器
火

薬
、

糧
食

等
の

倉
庫

草
秣

の
諸

廠
に

於
て

監
守

、
支

給
、

使
役

、
運

輸
等

の
役

に
供

す
る

者
と

す
」

近
代

中
国

に
お

い
て

、
一

時
的

に
日

本
語

に
い

う
「

軍
に

所
属

す
る

者
」

と
同

じ
よ

う
に

使
用

さ
れ

た
例

も
あ

る
。

し
か

し
、

後
の

時
代

で
は

衰
退

し
、

定
着

さ
れ

な
か

っ
た

と
見

ら
れ

る
。

軍
団

唐
『

唐
六

典
』

「
卒

伍
軍

團
之

名
數

，
器

械
糧

儲
之

主
守

」

①
古

代
的

軍
事

集
合

體
。

②
軍

隊
在

戰
時

，
集

合
兩

個
以

上
大

部
隊

，
統

一
指

揮
，

謂
之

“軍
團

”，
軍

團
的

實
力

大
小

不
一

。

未
収

録

（
19

03
）

「
日

本
某

日
報

云
（

略
）

簡
定

前
裏

海
州

長
官

兼
土

耳
其

斯
坦

第
二

軍
團

司
令

長
官

中
將

司
薄

氣
氣

氏
代

庖
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Le

gi
on

an
 a

rm
y,

 師
團

, 軍
團

, 師
旅

2：
Co

rp
s

Co
rp

s d
'a

rm
ée

, o
ne

 o
f t

he
 c

om
pl

et
e 

gr
an

d 
di

vi
sio

ns
 o

f a
n 

ar
m

y,
 軍

團

①
令

制
で

、
常

置
の

兵
士

訓
練

施
設

。
②

近
代

の
軍

隊
編

制
の

単
位

の
一

つ
。

司
令

部
と

い
く

つ
か

の
師

団
及

び
砲

兵
、

工
兵

な
ど

の
直

轄
戦

闘
支

援
部

隊
を

合
わ

せ
た

も
の

。
③

兵
士

の
集

団
。

令
義

解
（

71
8）

職
員

・
軍

団
条

「
軍

団
。

大
毅

一
人

。
〈

掌
検

校
兵

士
。

充
備

戎
具

。
調

習
弓

馬
。

簡
陳

列
事

〉
」

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

二
・

二
「

平
時

軍
管

に
軍

団
を

置
き

、
師

管
に

師
団

を
備

ふ
る

の
謂

に
非

ず
」

軍
務

晋
『

三
国

志
』

「
是

時
諸

將
皆

以
軍

務
為

事
，

而
瑜

好
樂

墳
典

」
軍

中
事

務
。

軍
事

任
務

。
未

収
録

（
18

72
）

「
查
粵

西
軍

務
未

竣
」

麥
都

思
18

48
m

ili
ta

ry
 a

ffa
irs

,軍
務

軍
事

に
関

す
る

事
務

。
ま

た
は

、
勤

務
。

続
日

本
紀

‐
宝

亀
元

年
（

77
0）

一

〇
月

丙
申

「
急

召
入

内
、

参
謀

軍
務

」
将

来
之

日
本

（
18

86
）

〈
徳

富
蘇

峰
〉

一
〇

「
然

り
而

し
て

其
事

業
た

る
や

実
に

重
大

至
難

の
も

の
と

す
。

何
と

な
れ

ば
其

事
業

は
数

千
百

年
の

慣
習

を
破

り
随

て
一

国
内

軍
務

に
従

事
す

る
人

々
の

利
益

を
損

す
れ

ば
な

り
」

47



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

軍
需

南
北

朝
『

十
六

國
春

秋
』

「
宜

置
晉

人
於

諸
城

，
課

農
桑

以
供

軍
需

」

①
泛

指
軍

中
所

需
的

給
養

、
被

服
、

裝
具

以
及

其
他

一
切

物
資

和
器

材
。

②
軍

隊
的

舊
職

務
名

。
辦

理
軍

需
業

務
的

人
員

。

未
収

録
（

18
72

）
「

兹
據

湖
南

軍
需

,捐
輸

各
局

」
馬

禮
遜

18
23

 1
：

N
EC

ES
SA

RY
N

ec
es

sa
ry

 su
m

s f
or

 th
e 

ar
m

y 
軍

需

2：
RE

Q
U

IS
IT

IO
N

RE
Q

U
IS

IT
IO

N
 fo

r t
he

 su
pp

ly
 o

f t
he

 a
rm

y 
索

軍
需

3：
ST

O
RE

 S
to

re
s o

r n
ec

es
sa

rie
s f

or
 a

n 
ar

m
y 
軍

需

軍
事

上
の

需
要

。
軍

隊
が

必
要

と
す

る
物

資
も

し
く

は
役

務
。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

九
・

二
六

「
そ

の
軍

需
の

物
を

備
給

す
る

こ
と

、
智

謀
あ

り
て

」
太

政
官

布
告

第
三

六
号

‐
明

治
一

五
年

（
18

82
）

八
月

五
日

・
一

四
条

「
軍

需
に

供
す

可
き

民
有

の
諸

物
品

」

軍
衙

唐
『

五
百

家
注

昌
黎

文
集

』
「

為
平

盧
軍

衙
前

兵
馬

使
」

宋
『

三
朝

北
盟

會
編

』
「

有
金

人
全

装
軍

馬
約

五
千

餘
騎

，
直

入
軍

衙
」

未
収

録
未

収
録

（
19

18
）

「
南

昌
軍

衙
近

訊
」

未
収

録
戦

地
な

ど
で

、
軍

務
を

取
り

扱
う

役
所

。

軍
事

郵
便

規
則

（
明

治
三

七
年

）
（

19
04

）
三

条
「

戦
地

若
は

之
に

準

す
へ

き
地

に
在

り
又

は
該

地
に

派
遣

す
る

軍
隊

、
軍

艦
、

水
雷

艇
、

軍
衙

、
軍

人
軍

属
に

宛
て

又
は

該
地

に
在

る
者

に
し

て
当

該
軍

衙
の

許
可

を
得

た
る

者
に

宛
て

発
す

る
軍

事
郵

便
物

」

軍
衣

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
賜

吴
越

王
俶

軍
衣

五
萬

副
，

俾
分

給
其

行
營

將
士

」

軍
服

。
未

収
録

（
18

80
）

「
經

委
辦

軍
裝

局
,管

理
收

發
單

棉
軍

衣
韓

鞋
等

項
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Bu

ff
A 

m
ili

ta
ry

 c
oa

t, 
m

ad
e 

of
 b

uf
f-s

ki
n 

or
 

sim
ila

r l
ea

th
er

, 軟
皮

衫
, 以

此
等

皮
革

所
製

之
軍

衣
2：

U
ni

fo
rm

 th
e 

re
gu

la
tio

n 
fu

ll-
dr

es
s o

f a
n 

of
fic

er
 o

r 
so

ld
ie

r, 
軍

衣
, 兵

衣
, 軍

士
之

服
式

軍
服

。
文

明
論

之
概

略
（

18
75

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

六
・

一
〇

「
砲

艦
は

勿
論

、
小

銃
軍

衣
に

至
る

ま
で

も
」

軍
医

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
慮

諸
将

在
外

，
雖

有
軍

醫
，

不
能

診
治

」
軍

隊
中

擔
任

衛
生

醫
療

工
作

的
軍

官
。

未
収

録
（

18
83

）
「

又
云

日
本

各
鎭

兵
士

,每
交

夏

令
多

患
脚

氣
,軍

醫
均

不
能

識
」

顏
惠

慶
19

08

Ho
sp

ita
l

 A
n 

in
st

itu
tio

n 
fo

r t
he

 re
ce

pt
io

n 
of

 si
ck

, 
in

fir
m

 p
eo

pl
e,

 a
lso

 fo
r t

he
 b

oa
rd

 a
nd

 
ed

uc
at

io
n 

of
 c

hi
ld

re
n 

of
 p

oo
r o

r d
ec

ea
se

d 
pa

re
nt

s, 
醫

館
, 醫

院
, 醫

局
, 病

院
, 育

嬰
堂

, 
貧

人
院

, 棲
流

所
; a

s,
 m

ili
ta

ry
 h

os
pi

ta
l, 
軍

醫
館

「
軍

医
官

」
に

同
じ

。
軍

隊
で

、
医

務
に

従
事

す
る

士
官

。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
軍

医
 グ

ン
イ

 グ
ン

中
ノ

イ

シ
ャ

」
建

白
書

（
18

73
）

〈
山

田
顕

義
〉

上

「
然

り
而

軍
医

の
常

医
に

異
る

所
以

果
て

如
何

」

軍
議

晋
『

三
国

志
』

「
為

新
都

令
，

後
召

署
軍

議
校

尉
」

宋
『

玉
海

』
「

帝
忿

然
曰

，
有

沮
吾

軍
議

者
，

誅
之

」

未
収

録
未

収
録

（
18

79
）

「
誠

聞
粵

督
劉

制
軍

議
,請

總
統

至
省

,亦
預

議
欵

接
之

」
未

収
録

軍
事

に
関

し
て

評
議

す
る

こ
と

。
軍

事
に

つ
い

て
の

相
談

。

陰
徳

太
平

記
（

17
12

）
七

九
・

隆
景

卿
行

状
事

「
元

春
よ

り
軍

議
に

付
い

て
如

此
申

候
へ

と
仰

せ
ら

る
る

間
」

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

二
・

四
「

日
耳

曼
の

デ
レ

ス
デ

ン
に

会
し

て
軍

議
し

魯
西

亜
征

伐
の

檄
文

を
布

告
せ

り
」

軍
営

南
北

朝
『

宋
書

』
「

慶
之

曰
，

玄
謨

兵
疲

眾
老

，
虜

寇
已

逼
各

軍
營

，
萬

人
乃

可
進

耳
」

軍
隊

駐
扎

處
。

軍
隊

駐
紮

之
所

。
 後

漢
書

明
帝

紀
永

平
十

六
年

：
“詔

令
郡

國
中

都
官

死
罪

繫
囚

減
死

罪
一

等
，

勿
笞

，
詣

軍
營

，
屯

朔
方

 敦
煌

。
”全

唐

詩
二

七
六

盧
綸

送
衛

司
法

河
中

覲
省

：
“曉

山
臨

野
渡

，

落
日

照
軍

營
。

”

（
18

72
）

「
免

其
治

罪
,仍

帶
革

職
處

分
,留

於
軍

營
」

麥
都

思
18

48

1：
AR

M
Y

軍
、

師
、

三
軍

、
陳

、
行

伍
、

戎
伍

、
戎

行
、

隊
伍

、
營

伍
、

軍
營

2：
CA

M
P

營
寨

、
營

房
、

軍
營

、
徇

、
兵

營

3：
RE

G
IM

EN
T

兵
營

、
軍

營

軍
隊

の
駐

屯
し

て
い

る
所

。
陣

営
。

営
所

。
兵

営
。

続
日

本
紀

‐
和

銅
四

年
（

71
1）

九

月
丙

子
「

権
立

軍
営

、
禁

守
兵

庫
」

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

八
・

一
九

「
一

の
有

名
な

る
ヂ

ョ
ッ

グ
ラ

ー
（

〈
注

〉
テ

ヅ
マ

ツ
カ

ヒ
）

、
英

兵
の

軍
営

に
至

り
」

軍
用

晋
『

三
国

志
』

「
前

後
出

兵
八

千
餘

人
，

以
充

軍
用

」
①

軍
中

用
費

。
②

軍
中

使
用

的
。

軍
隊

所
需

物
資

、
器

材
和

費
用

。
 漢

書
七

八
蕭

望
之

傳
：

“昔
先

帝
征

四
夷

，
兵

行
三

十
餘

年
，

百
姓

猶
不

加
賦

，
而

軍
用

給
。

”六
韜

 虎
韜

有
軍

用
篇

。

（
18

72
）

「
各

省
報

解
之

疑
為

數
寥

寥
,軍

用
異

常
艱

絀
」

（
19

11
）

「
民

用
軍

用
之

物
,取

民
之

制
度

支
之

」

顏
惠

慶
19

08

St
or

e
Ar

m
s,

 a
m

m
un

iti
on

, p
ro

vi
sio

ns
, c

lo
th

in
g,

 
et

c.
, 糧

草
, 軍

需
, 軍

用
(軍

火
糧

草
號

衣
等

);

①
軍

事
目

的
で

使
う

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

も
の

。
軍

事
用

。
軍

隊
用

。
②

軍
の

費
用

。
軍

費
。

日
本

後
紀

‐
弘

仁
六

年
（

81
5）

三

月
辛

卯
「

軍
用

之
要

、
以

馬
為

先
」

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

五
「

兵
士

等
は

『
之

ぞ
軍

用
の

笛
な

り
』

と
答

へ
し

に
」

軍
楽

晋
『

古
今

注
』

「
短

簫
鐃

歌
，

軍
樂

也
」

①
古

代
軍

中
用

的
音

樂
。

②
現

代
軍

樂
，

指
用

管
樂

器
和

打
擊

樂
器

演
奏

的
音

樂
。

因
軍

中
常

用
而

得
名

。

軍
中

的
音

樂
。

如
漢

時
短

簫
鐃

歌
，

唐
時

破
陣

樂
，

清
時

凱
歌

鐃
樂

等
。

後
漢

書
 禮

儀
志

中
注

引
蔡

邕
禮

樂
志

曰
：

 “
漢

樂
四

品
…

…
其

短

簫
、

鐃
歌

，
軍

樂
也

。
 ”
遼

史
 樂

志
 鼓

吹
樂

：
“鼓

吹

樂
，

一
曰

短
簫

鐃
歌

樂
，

自
漢

有
之

，
謂

之
軍

樂
。

”

（
18

72
）

「
至

英
國

達
罕

侯
,用

爲
英

國
軍

樂
」

顏
惠

慶
19

08

M
ar

tia
l

1.
Pe

rt
ai

ni
ng

 to
 w

ar
, 戰

事
的

; m
ili

ta
ry

, 軍
務

的
; w

ar
lik

e,
 勇

武
的

; p
er

ta
in

in
g 

to
 th

e
m

ili
ta

ry
, o

r t
he

 n
av

y,
 軍

的
, 武

的
, 兵

的
,

糾
糾

的
, 桓

桓
的

, 海
軍

的
; p

er
ta

in
in

g 
to

th
e 

go
d 

or
 th

e 
pl

an
et

 M
ar

s,
 戰

神
的

, 軍
神

的
, 火

星
的

; a
s,

 a
 m

ar
tia

l l
oo

k,
 勇

壯
之

容
,

勇
氣

; m
ar

tia
l m

us
ic

, 軍
樂

;

軍
隊

で
士

気
を

鼓
舞

す
る

た
め

や
、

式
典

な
ど

の
際

に
演

奏
す

る
音

楽
。

ま
た

、
そ

の
楽

曲
。

筆
ま

か
せ

（
18

84
〜

92
）

〈
正

岡
子

規
〉

一
・

Ba
se

-B
al

l 「
競

漕
は

川
の

中
と

い
ひ

軍
楽

を
は

や
し

た
て

旗
旒

を
へ

ん
ぽ

ん
と

翻
し

漕
手

の
衣

服
を

色
ど

り
な

ど
す

る
故

派
手

な
れ

ど
も

」

48



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

軍
政

周
『

春
秋

左
伝

』
「

百
官

象
物

而

動
，

軍
政

不
戒

而
備

」

①
軍

中
政

教
；

軍
中

政
事

。
②

明
清

對
武

官
的

定
期

考
核

稱
爲

軍
政

。
③

軍
界

與
政

界
；

軍
隊

與
政

府
。

㊀
軍

中
政

事
。

 左
傳

宣
十

二
年

：
“百

官
象

物
而

動
，

軍
政

不
戒

而
備

，
能

用
典

矣
。

”後
漢

書
八

十
上

黃
香

傳
：

“又
曉

習
邊

事
，

均
量

軍
政

，
皆

得
事

宜
。

”
㊁

明
 清

時
對

武
官

的
定

期
攷

覈
。

 明
 沈

德
符

萬
曆

野
獲

編
二

一
禁

衛
 錦

衣
官

考

軍
政

：
“武

職
五

年
軍

政
，

一
如

京
官

六
年

大
計

，
其

典
至

鉅
至

嚴
。

”

（
18

72
）

「
又

奏
同

治
十

一
年

軍
政

之
期

,
未

敢
草

率
從

事
」

（
19

12
）

「
是

日
與

祭
者

、
軍

政
界

二
百

餘
人

」
（

19
20

）
「

其
餘

軍
政

各
界

要
人

多
親

往

哭
祭

」

馬
禮

遜
18

23
RE

G
U

LA
TI

O
N

S
Re

gu
la

tio
ns

 in
 th

e 
ar

m
y,

 m
ar

tia
l l

aw
,軍

政

①
一

国
の

軍
事

に
関

す
る

政
務

。
②

旧
憲

法
下

で
、

軍
隊

の
編

制
、

維
持

、
管

理
に

関
す

る
国

務
事

項
。

指
揮

、
運

用
に

関
す

る
軍

令
（

統
帥

）
事

項
と

区
別

さ
れ

、
内

閣
の

一
員

で
あ

る
陸

軍
大

臣
、

海
軍

大
臣

が
こ

れ
を

管
理

し
た

。
③

戦
争

や
内

乱
な

ど
に

際
し

、
占

領
地

、
戒

厳
地

で
直

接
、

軍
隊

が
政

治
を

行
な

う
こ

と
。

民
政

に
対

す
る

語
。

文
明

本
節

用
集

（
室

町
中

）
「

戦
之

所
以

全
勝

者
軍

政
（

グ
ン

セ
イ

）
也

（
三

略
）

」
造

化
妙

々
奇

談
（

18
79

〜
80

）
〈

宮

崎
柳

条
〉

二
編

・
九

「
明

宗
帝

之
に

問
て

云
く

、
爾

（
な

ん
）

ぢ
軍

政
（

グ
ン

セ
イ

）
の

余
、

習
ふ

所
何

事
ぞ

」
袖

珍
新

聞
語

辞
典

（
19

19
）

〈
竹

内

猷
郎

〉
「

軍
政

 M
ili

ta
ry

 
Ad

m
in

ist
ra

tio
n 
軍

令
に

対
す

る
語

な
り

」

軍
職

唐
『

白
氏

長
慶

集
』

「
早

練
武

經
，

累
從

軍
職

，
頃

逢
多

壘
，

實
佐

元
戎

」
軍

隊
中

的
職

務
。

未
収

録
（

19
05

）
「

現
設

軍
職

之
大

小
」

未
収

録
軍

人
と

し
て

の
官

職
ま

た
は

職
務

。

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

八
・

二
「

将
軍

終
に

志
を

決
し

、
則

ち
十

月
十

三
日

書
を

朝
廷

に
上

て
軍

職
（

グ
ン

シ
ョ

ク
）

を
奉

帰
せ

ん
事

を
請

ふ
」

軍
制

宋
『

歷
代

兵
制

』
「

逮
應

天
順

人
，

厯
數

有
歸

，
則

躬
定

軍
制

紀
律

，
詳

盡
其

軍
制

親
衞

殿
禁

之
名

」
軍

隊
的

法
令

制
度

。
未

収
録

（
18

73
）

「
山

何
士

所
定

軍
制

,後
得

毛
奇

卑
士

麥
增

修
考

訂
」

顏
惠

慶
19

08

M
ili

ta
ris

m
M

ili
ta

ry
 d

om
in

an
cy

, 兵
權

, 兵
政

, 軍
制

, 武
政

;

一
国

の
軍

の
建

設
、

編
制

、
維

持
、

管
理

、
指

揮
、

運
用

な
ど

、
軍

事
に

関
す

る
制

度
の

総
称

。

箚
録

（
17

06
）

「
都

城
下

の
武

衛
の

軍
次

第
に

多
な

り
、

悉
軍

制
の

乱
よ

り
段

々
費

多
な

れ
ば

、
如

此
破

る
る

筈
也

」
新

令
字

解
（

18
68

）
〈

荻
田

嘯
〉

「
軍

制
 グ

ン
セ

イ
 イ

ク
サ

ノ
キ

マ

リ
」

軍
装

唐
『

杜
詩

鏡
銓

』
「

軍
裝

羅
列

，
照

廣
庭

空
」

①
軍

事
方

面
的

裝
飾

和
裝

備
。

②
軍

服
。

軍
人

の
服

装
。

軍
事

方
面

的
裝

飾
和

裝
備

。

漢
書

八
七

上
揚

雄
傳

 甘
泉

賦
：

“八
神

奔
而

警
蹕

兮
，

振
殷

轔
而

軍
裝

。
”注

：
“軍

裝
，

爲
軍

戎
之

飾
裝

也
。

”

（
19

10
）

「
身

衣
黑

緞
軍

裝
體

格
高

大
」

（
19

13
）

「
身

穿
軍

裝
,乘

坐
馬

車
,率

衞
軍

五
十

騎
,親

往
提

轅
,答

拜
道

賀
」

衛
三

畏
18

44
AC

CO
U

TR
EM

EN
T

軍
裝

①
戦

闘
の

た
め

の
装

備
や

武
装

を
す

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
装

備
。

②
軍

服
を

着
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

軍
服

。
軍

人
の

服
装

。

外
国

事
情

書
（

18
39

）
「

常
に

軍
装

を
致

、
海

陸
警

衛
仕

」
西

洋
事

情
（

18
66

〜
70

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

二
・

三
「

仏
兵

大
挙

し
て

英
を

攻
め

ん
と

し
軍

装
を

整
る

と
き

に
当

て
〈

略
〉

ナ
ポ

レ
オ

ン
を

殺
さ

ん
と

す
る

者
あ

り
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Te

nu
e 
〈

略
〉

軍
装

」

開
進

漢
『

漢
書

』
「

選
賢

以
自

輔
，

開
進

忠
正

，
致

誅
姦

臣
，

遠
放

諂
佞

」
唐

『
北

史
』

「
開

進
人

意
，

不
當

如
此

也
」

①
猶

起
用

。
②

啟
發

；
促

進
。

③
軍

隊
爲

進
入

戰
鬥

而
向

敵
趨

進
的

行
動

。
未

収
録

（
18

86
）

「
以

爲
賊

應
者

盖
門

須
由

内
開

出
,外

人
不

能
開

進
也

」

（
19

11
）

「
當

夜
派

遊
撃

營
,乘

夜
佔

據
馬

羣
附

近
要

隘
,掩

護
本

隊
開

進
」

未
収

録

①
文

物
や

人
知

が
開

け
進

む
こ

と
。

ま
た

、
物

事
を

開
き

進
め

る
こ

と
。

②
隊

形
が

縦
隊

か
ら

横
隊

に
移

る
こ

と
。

花
柳

春
話

（
18

78
〜

79
）

〈
織

田
純

一
郎

訳
〉

二
四

「
故

に
開

進
（

カ
イ

シ
ン

）
の

歩
頗

る
迅

速
に

し
て

」
歩

兵
操

典
（

19
28

）
附

録
「

渡
船

す

る
部

隊
は

渡
船

前
乗

船
点

に
成

る
べ

く
近

く
開

進
せ

し
む

る
を

便
と

す
」

凱
旋

南
北

朝
『

十
六

国
春

秋
』

「
錢

帛
可

散
之

三
軍

，
以

平
冦

凱
旋

為
先

也
」

戰
爭

獲
勝

，
軍

隊
奏

着
得

勝
樂

曲
歸

來
。

亦
泛

指
獲

勝
歸

來
。

得
勝

歸
來

。
 宋

書
 謝

靈
運

傳
 撰

征
賦

：
“願

關
 鄴

之
遄

清
，

遲
華

鑾
之

凱
旋

。
”全

唐
詩

五
一

宋
之

問
軍

中
人

日
登

高
贈

房
明

府
：

“聞
道

凱

旋
乘

騎
入

，
看

君
走

馬
見

芳
菲

。
”

（
18

72
）

「
該

軍
自

七
年

凱
旋

後
,分

防
江

南
揚

徐
一

帶
,迄

巳
五

載
」

CO
N

Q
U

ER
O

R
Re

tu
rn

in
g 

in
 tr

iu
m

ph
,凱

旋
的

將
軍

（
「

凱
」

は
戦

い
に

勝
っ

た
時

奏
す

る
音

楽
、

転
じ

て
か

ち
ど

き
、

「
旋

」
は

帰
る

こ
と

）
勝

利
を

祝
う

歌
を

う
た

っ
て

帰
る

こ
と

。
戦

い
に

勝
っ

て
帰

る
こ

と
。

凱
陣

。
凱

還
。

令
義

解
（

71
8）

軍
防

・
節

刀
条

「
凡

大
将

出
征

。
皆

授
節

刀
。

〈
略

〉
凱

旋
之

日
、

奏
遣

使
郊

労
」

文
明

論
之

概
略

（
18

75
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

二
・

五
「

革
命

の
一

挙
を

終
て

凱
旋

し
た

る
な

り
」

看
守

唐
『

廣
弘

明
集

』
「

當
時

鏁
閉

舍
利

於
其

下
，

立
道

場
，

遣
二

防
人

看
守

」

①
看

管
；

看
護

。
②

監
視

和
管

押
。

③
指

門
衛

。
④

指
看

管
犯

人
的

人
。

未
収

録
（

18
72

）
「

請
將

看
守

不
力

之
該

管
官

弁

摘
頂

示
懲

」

馬
禮

遜
18

23
KE

EP
 to

 g
ua

rd
 o

r t
ak

e 
ca

re
 o

f 看
守

①
見

ま
も

る
こ

と
。

番
を

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

人
。

②
刑

務
所

で
、

囚
人

の
監

視
、

使
役

、
監

獄
事

務
な

ど
に

た
ず

さ
わ

る
職

員
。

刑
務

官
。

看
守

人
。

令
義

解
（

71
8）

営
繕

・
有

官
船

条

「
凡

有
官

船
之

処
〈

略
〉

量
遣

兵
士

看
守

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

三
・

二
「

竈
傍

に
在

て
、

看
守

し
て

去
ら

ず
」

太
政

官
達

第
四

一
号

‐
明

治
一

五
年

（
18

82
）

七
月

一
七

日
「

巡
査

看
守

給
助

例
」

抗
命

宋
『

吳
越
備
史
』
「
渭
不
敢
抗
命
，
遂

率
所

部
，

徑
趋
靈

隐
山
而
來
」

①
抗

拒
命

令
。

②
不

屈
從

於
命

運
。

拒
不

執
行

命
令

。
 荀

子
 臣

道
：

“有
能

抗
君

之
命

，
竊

君
之

重
，

反
君

之
事

，
以

安
國

之
危

，
除

君
之

辱
，

功
伐

足
以

成
國

之
大

利
，

謂
之

拂
。

”

（
18

75
）

「
是

以
王

者
受

命
惟

吾
獨

尊
,若

有
起

而
抗

命
者

,禍
必

出
於

戰
」

顏
惠

慶
19

08

In
su

bo
rd

in
at

io
n

W
an

t o
f s

ub
or

di
na

tio
n,

 抗
拒

, 不
順

, 背
叛

, 
抗

命
, 不

服
從

命
令

、
制

止
に

服
従

し
な

い
こ

と
。

布
令

必
用

新
撰

字
引

（
18

69
）

〈
松

田
成

己
〉

「
抗

命
 コ

ウ
メ

イ
 オ

ホ

セ
ニ

ハ
リ

ア
フ

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

抗
戦

宋
『

册
府

元
龜

』
「

内
兵

滄
州

，
抗

戰
四

境
」

①
抗

擊
外

國
侵

略
的

戰
爭

。
在

中
國

，
特

指
從

19
37

年
到

19
45

年
的

反
抗

日
本

帝
國

主
義

侵
略

的
民

族
革

命
戰

爭
。

②
抗

擊
，

戰
鬥

。

未
収

録
（

18
75

）
「

何
以

諒
山

華
軍

不
肯

即
退

轉
,

與
我

略
地

之
兵

抗
戰

也
」

未
収

録
他

か
ら

の
攻

撃
に

対
し

て
抵

抗
し

て
戦

う
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
戦

い
。

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
二

「
抗

戦
 コ

ウ
セ

ン
 ハ

リ

ア
ヒ

タ
タ

カ
ウ

」

空
包

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

10
）

「
計

帶
空

包
二

萬
餘

發
,激

戰
頗

劇
」

未
収

録

実
弾

の
代

わ
り

に
木

か
紙

で
擬

装
し

た
弾

丸
を

薬
莢

（
や

っ
き

ょ
う

）
に

入
れ

、
発

射
音

だ
け

出
る

よ
う

に
し

た
弾

薬
。

実
弾

が
は

い
っ

て
い

な
い

火
薬

だ
け

の
弾

薬
。

な
し

空
軍

な
し

陸
、

海
、

空
三

大
軍

種
之

一
。

由
航

空
兵

、
防

空
兵

等
專

業
部

隊
組

成
。

未
収

録
（

19
22

）
「

空
軍

之
制

限
,日

本
委

員
嘗

提

出
,而

爲
主

張
軍

備
縮

减
」

未
収

録
航

空
機

に
よ

っ
て

空
中

か
ら

の
攻

撃
や

防
御

な
ど

に
従

事
す

る
軍

隊
。

大
増

補
改

訂
や

、
此

は
便

利
だ

（
19

36
）

〈
下

中
弥

三
郎

〉
「

く
う

ぐ
ん

 空
軍

 一
切

の
航

空
軍

隊
を

総

括
し

た
名

。
国

に
依

っ
て

は
之

を
陸

海
軍

の
外

に
独

立
さ

せ
て

、
航

空
省

を
置

く
」

作
戦

要
務

令
（

19
39

）
二

・
二

五
一

「
又

敵
の

機
甲

（
騎

兵
）

部
隊

に
対

す
る

戦
闘

に
於

て
は

空
軍

、
段

列
若

く
は

手
馬

を
奇

襲
し

」

空
襲

な
し

①
用

飛
機

、
導

彈
等

對
敵

方
目

標
進

行
襲

擊
。

②
指

防
空

警
報

。
未

収
録

（
19

32
）

「
以

備
第

四
師

管
轄

下
之

海
上

空
襲

」
未

収
録

空
か

ら
襲

う
こ

と
。

ま
た

、
航

空
機

に
よ

っ
て

地
表

の
目

標
に

攻
撃

を
加

え
る

こ
と

。

新
語

新
知

識
（

19
34

）
「

空
襲

（
ク

ウ
シ

ウ
）

 航
空

機
を

以
て

襲
撃

す

る
こ

と
」

空
域

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

44
）

「
該

機
尚

逗
留

於
危

險
空

域
中

時
,應

繼
績

待
避

」
未

収
録

あ
る

特
定

の
空

中
の

範
囲

を
概

括
的

に
表

現
し

た
も

の
。

な
し

空
戦

な
し

現
代

作
戰

形
式

之
一

。
敵

對
雙

方
飛

行
員

駕
駛

飛
機

，
利

用
槍

炮
、

火
箭

、
導

彈
等

武
器

，
在

空
中

進
行

的
戰

鬥
。

未
収

録

（
19

17
）

「
據

云
飛

機
空

戰
,雖

尚
未

達
大

砲
與

水
雷

之
利

害
,然

近
來

航
空

學
日

見
進

步
」

未
収

録
航

空
機

に
よ

っ
て

空
中

で
行

な
う

戦
闘

。
空

中
戦

。
な

し

口
径

漢
『

大
戴

禮
記

』
「

脰
修

七
寸

，
口

徑
二

寸
半

」

①
器

物
圓

口
的

直
徑

。
②

比
喻

對
問

題
的

看
法

或
處

理
問

題
的

原
則

。

器
物

圓
口

直
徑

。
禮

 投
壺

：
“壺

頸
脩

七
寸

，
腹

脩

五
寸

，
口

徑
二

寸
半

。
”

（
18

77
）

「
惟

東
北

角
兩

處
,係

克
劈

伯
後

膛
炮

,炮
身

最
大

口
徑

七
寸

」

鄺
其

照
18

99
Ca

lib
re

口
徑

、
砲

口
、

槍
口

円
筒

形
の

も
の

の
、

口
の

直
径

。
特

に
、

銃
砲

の
砲

身
、

光
学

器
械

の
レ

ン
ズ

な
ど

に
つ

い
て

い
う

。

和
蘭

字
彙

（
18

55
〜

58
）

「
m

al
. 

he
t m

al
 o

f c
al

ib
er

 v
an

 e
en

 g
es

hu
t. 

銃
ノ

口
径

」

口
糧

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
遇

征

役
，

官
給

口
糧

」

①
軍

隊
、

官
府

按
人

発
給

士
兵

、
夫

役
的

食
糧

。
②

指
薪

餉
。

③
每

人
日

常
生

活
所

需
要

的
糧

食
。

按
人

口
發

給
的

食
糧

。
宋

司
馬

光
涑

水
記

聞
十

一
：

“保
州

雲
翼

兵
士

，
舊

有
特

支
口

糧
。

通
判

石
待

舉
以

爲
安

坐
冗

食
，

白
轉

運
司

減
之

。
”文

獻
通

考
二

一
市

糴

二
：

“軍
人

請
得

惡
弱

口
糧

，
或

形
嗟

怨
，

乞
嚴

禁
絶

。
”

（
18

72
）

「
一

人
有

一
人

之
口

糧
,其

他
槍

礟
刀

矛
牙

旂
玉

帳
刁

斗
鹿

角
之

屬
物

,物
須

備
及

其
行

也
」

麥
都

思
18

48
PR

O
G

吃
物

、
食

物
、

口
糧

、
糧

食
、

過
口

①
兵

士
一

人
分

の
食

糧
。

②
生

活
に

必
要

な
食

糧
。

か
て

。
ま

た
、

賃
金

。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

四
・

一
七

「
予

は
職

務
に

由
て

口
糧

を
得

ん
こ

と
を

要
す

」

苦
戦

南
北

朝
『

十
六

國
春

秋
』

「
粲

悉
衆

攻
稚

，
苦

戰
二

十
餘

日
，

不
能

下
」

拼
死

戰
鬥

。

艱
苦

作
戰

。
 史

記
 高

祖
紀

八
年

：
“天

下
匈

匈
苦

戰
數

歲
，

成
敗

未
可

知
，

是
何

治

宮
室

過
度

也
。

”唐
 韓

愈
昌

黎
集

四
十

論
淮

西
事

宜
狀

：
“見

承
前

事
勢

，
知

國
家

必

不
與

之
持

久
，

併
力

苦
戰

，
幸

其
一

勝
。

”

（
18

72
）

「
談

及
安

慶
收

復
之

事
,輒

推
功

於
胡

林
翼

之
籌

謀
,多

隆
阿

之
苦

戰
」

羅
存

德
18

69
Sh

ar
p

a 
sh

ar
p 

co
nt

es
t, 
鏖

戰
、

苦
戰

、
力

戰

①
強

敵
を

相
手

に
し

て
、

ま
た

は
不

利
な

状
況

の
も

と
で

、
非

常
な

苦
労

を
し

て
戦

う
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
戦

い
。

②
（

比
喩

的
に

）
自

分
に

不
利

な
状

況
を

克
服

し
た

り
、

何
か

を
成

し
と

げ
よ

う
と

し
て

苦
し

み
な

が
ら

努
力

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

苦
し

い
努

力
。

太
閤

記
（

16
25

）
三

・
山

崎
合

戦
之

事
「

万
卒

に
面

を
進

め
、

一
挙

に
死

を
争

ひ
苦

戦
せ

し
有

さ
ま

、
た

と
へ

て
い

は
ん

か
た

も
な

し
」

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

前
・

一
九

「
仮

令
（

た
と

ひ
）

如
何

な
る

苦
戦

を
為

す
と

も
各

々
死

を
以

て
其

場
所

に
一

時
間

敵
兵

を
支

へ
留

む
べ

し
」

潰
滅

南
北

朝
『

魏
書

』
「

永
宗

潰
滅

，
車

駕
濟

河
，

前
驅

告
賊

在
渭

北
」

崩
潰

滅
亡

。
未

収
録

（
19

09
）

「
商

調
派

寗
浦

江
北

各
援

軍
,分

投
追

剿
,全

數
潰

滅
」

未
収

録

物
の

形
や

物
事

の
組

織
な

ど
が

、
ひ

ど
く

こ
わ

れ
て

だ
め

に
な

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

れ
ら

を
打

ち
こ

わ
し

て
だ

め
に

す
る

こ
と

。

な
し

潰
走

漢
『

東
觀

漢
記

』
「

自
將

上
隴

討
囂

，
囂

眾
潰

走
，

圍
解

」
敗

逃
。

未
収

録
（

18
72

）
「

五
月

俄
羅

斯
兵

衆
入

城
,囘

匪

潰
走

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ro

ut
To

 d
ef

ea
t a

nd
 p

ut
 to

 d
iso

rd
er

ly
 fl

ig
ht

, 打
敗

, 戰
勝

, 擊
敗

, 使
潰

走
, 追

奔
逐

北

2：
U

nr
ou

te
d

N
ot

 th
ro

w
n 

in
to

 d
iso

rd
er

, 未
攪

的
, 末

打

敗
的

, 未
敗

北
的

, 未
潰

走
的

, 未
顚

亂
的

, 未
騷

動
的

戦
い

に
敗

れ
て

ち
り

ぢ
り

に
逃

げ
る

こ
と

。
敗

走
。

日
本

外
史

（
18

27
）

二
・

源
氏

正
記

「
西

軍
大

駭
潰

走
」

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
五

「
糧

尽
き

人
饑

ゑ
其

の
潰

走
せ

ん
こ

と
立

て
待

つ
べ

き
の

み
」

50



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

来
襲

春
秋

戦
国

『
韓

非
子

』
「

居
數

月
，

秦
人

來
襲

之
至

，
幾

奪
其

軍
」

南
北

朝
『

十
六

國
春

秋
』

「
未

幾
乞

伏
，

熾
磐

遣
騎

五
千

來
襲

」

未
収

録
未

収
録

（
18

82
）

「
照

譯
西

海
日

報
（

略
）

下
午

五
點

鐘
時

候
,亂

民
合

兵
隊

來
襲

」
未

収
録

や
っ

て
き

て
襲

う
こ

と
。

激
し

く
襲

い
か

か
っ

て
く

る
こ

と
。

攻
め

て
来

る
こ

と
。

襲
来

。

日
本

外
史

（
18

27
）

二
〇

・
徳

川
氏

正
記

「
備

景
勝

・
昌

幸
来

襲
」

或
る

女
（

19
19

）
〈

有
島

武
郎

〉

後
・

二
六

「
葉

子
は

新
聞

記
者

の
来

襲
を

恐
れ

て
宿

に
と

ぢ
籠

っ
た

ま
ま

」

老
兵

晋
『

華
陽

國
志

』
「

羽
怒

曰
，

大
丈

夫
終

不
與

老
兵

同
列

」
未

収
録

對
武

人
的

輕
視

之
稱

。
三

國
志

 蜀
 費

詩
傳

：
“先

主
爲

漢

中
王

，
遣

詩
拜

關
羽

爲
前

將
軍

。
羽

聞
黃

忠
爲

後
將

軍
，

羽
怒

曰
：

‘大
丈

夫
終

不
與

老
兵

同
列

！
’”

（
18

83
）

「
有

一
老

兵
附

舟
而

來
」

麥
都

思
18

48

VE
TE

RA
N

ve
te

ra
n 

so
ld

ie
r,老

兵
、

乆
當

兵
的

、
熟

練

的
兵

、
諳

練
的

兵

①
年

と
っ

た
兵

士
。

ろ
う

ひ
ょ

う
。

②
軍

事
に

経
験

の
深

い
兵

士
。

老
熟

し
た

兵
士

。
ま

た
、

古
参

の
兵

士
。

ろ
う

ひ
ょ

う
。

日
葡

辞
書

（
16

03
〜

04
）

「
Ro

fe
i 

（
ラ

ウ
ヘ

イ
）

。
ヲ

イ
タ

ル
 ツ

ワ

モ
ノ

」
五

国
対

照
兵

語
字

書
（

18
81

）
〈

参

謀
本

部
〉

「
Vé

té
ra

n 
〈

略
〉

老

兵
」

雷
管

な
し

彈
藥

、
炸

藥
包

等
的

發
火

裝
置

。
一

般
用

雷
汞

等
容

易
發

火
的

化
學

藥
品

裝
在

金
屬

管
裡

製
成

。
未

収
録

（
19

10
）

「
電

八
（

東
京

）
王

子
火

藥
製

造
所

,雷
管

五
萬

昨
日

（
二

十
六

日
）

爆
發

,
死

者
一

人
,傷

者
十

五
人

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Pe

rc
us

sio
n

Pe
rc

us
sio

n-
ca

p,
 a

 s
m

al
l c

op
pe

r c
ap

, 
co

nt
ai

ni
ng

 fu
lm

in
at

in
g 

po
w

de
r, 

an
d 

us
ed

 
in

 a
 p

er
cu

ss
io

n-
lo

ck
, t

o 
ex

pl
od

e 
gu

np
ow

de
r, 
雷

管
, 銅

帽
子

(洋
鎗

引
火

物
) 

2：
De

to
na

tin
g

a 
gl

as
s t

ub
e 

us
ed

 b
y 

ch
em

ist
s f

or
 th

e 
de

to
na

tio
n 

of
 g

as
eo

us
 b

od
ie

s,
 爆

氣
管

, 
雷
管

金
属

製
の

容
器

に
雷

汞
（

ら
い

こ
う

）
を

主
剤

と
す

る
起

爆
薬

を
詰

め
た

も
の

。
発

射
薬

、
爆

発
薬

、
炸

薬
な

ど
の

起
爆

に
用

い
る

。

慶
応

再
版

英
和

対
訳

辞
書

（
18

67
）

「
Pe

rc
us

sio
n-

ca
p 
雷

管
」

風
俗

画
報

‐
一

一
二

号
（

18
96

）
人

事
門

「
荷

蘭
（

オ
ラ

ン
ダ

）
よ

り
〈

略
〉

ケ
ベ

ル
小

銃
五

百
挺

幕
府

に
献

納
し

た
り

。
是

に
至

て
始

て
雷

管
（

ラ
イ

ク
ヮ

ン
）

の
鉄

砲
あ

り
」

冷
戦

な
し

①
因

寒
冷

或
害

怕
渾

身
突

然
發

抖
。

②
  英

語
co

ld
w

ar
的

意
譯

。

現
泛

指
國

際
上

進
行

的
不

使
用

武
器

的
鬥

爭
。

美
國

政
論

家
李

普
曼

於
19

47
年

第
一

次
使

用
此

詞
。

未
収

録
（

18
81

）
「

論
冷

戰
難

禁
」

顏
惠

慶
19

08
Sh

iv
er

in
gl

y
W

ith
 tr

em
bl

in
g,

 顫
, 抖

, 怕
冷

, 戰
慄

之
狀

国
際

間
に

お
け

る
経

済
・

思
想

・
宣

伝
な

ど
、

武
力

に
よ

ら
な

い
は

げ
し

い
対

立
抗

争
。

第
二

次
世

界
大

戦
後

の
造

語
で

、
米

国
と

ソ
連

の
間

の
対

立
関

係
を

称
し

た
こ

と
に

始
ま

る
語

。
冷

た
い

戦
争

。
コ

ー
ル

ド
ウ

ォ
ー

。
ま

た
、

人
間

関
係

な
ど

で
、

そ
れ

に
似

た
状

態
を

比
喩

的
に

も
い

う
。

ボ
ロ

家
の

春
秋

（
19

54
）

〈
梅

崎
春

生
〉

「
す

で
に

戦
ひ

は
冷

戦
の

様
相

を
呈

し
始

め
て

来
た

の
で

す
」

立
射

明
『

弘
簡

録
』

「
軍

士
皆

下
馬

立

射
，

殺
百

餘
人

」
未

収
録

未
収

録
（

19
19

）
「

第
十

種
,二

百
碼

立
射

,快
放

五

響
每

三
秒

鐘
」

顏
惠

慶
19

08

Tr
ea

d
 (F

or
t.)

 T
he

 to
p 

of
 th

e 
ba

nq
ue

tt
e,

 o
n 

w
hi

ch
 so

ld
ie

rs
 st

an
d 

to
 fi

re
 o

ve
r t

he
 

pa
ra

pe
t, 
城

垜
之

上
面

(士
卒

立
射

處
)

①
小

銃
の

射
撃

姿
勢

の
一

つ
。

立
っ

た
ま

ま
で

、
両

腕
で

銃
を

支
え

射
撃

を
す

る
仕

方
。

た
ち

う
ち

。
②

（
─

す
る

）
弓

道
で

、
立

っ
た

姿
勢

で
矢

を
つ

が
え

て
射

る
こ

と
。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
六

〇
「

立
射

（
タ

チ
ウ

チ
）

〈
略

〉
の

構
へ

」

連
発

漢
『

漢
書

』
「

匈
奴

連
發

大
兵

，
擊

烏
孫

，
取

車
延

」
唐

『
北

史
』

「
彭

連
發

數
矢

，
皆

應
弦

而
落

」

①
接

連
而

起
。

②
連

續
發

射
。

未
収

録

（
18

72
）

「
現

有
田

吉
四

號
草

江
三

號
等

兵
輪

船
迎

接
,號

炮
連

發
,大

小
官

員
接

駕
不

計
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ra

tt
le

To
 m

ak
e 

a 
qu

ic
k 

sh
ar

p 
no

ise
, r

ap
id

ly
 

re
pe

at
ed

, 連
發

刮
辣

之
聲

, 急
響

, 急
鳴

2：
Ru

nn
in

g
Ru

nn
in

g-
fir

e,
 a

 c
on

st
an

t f
iri

ng
 o

f a
rm

s, 
鎗

連
發

3：
Re

pe
at

er
A 

re
pe

at
in

g 
fir

ea
rm

, 連
珠

鎗
, 連

發
鎗

, 連
擊

鎗
4：

G
at

lin
g-

gu
n

A 
m

itr
ai

lle
us

e 
of

 A
m

er
ic

an
 in

ve
nt

io
n,

 
na

m
ed

 a
ft

er
 G

at
lin

g 
th

e 
in

ve
nt

or
, 連

發
砲

, 格
林

砲
, 機

關
砲

之
一

種

①
物

事
が

続
い

て
起

こ
る

こ
と

。
②

鉄
砲

や
弓

矢
な

ど
を

続
け

ざ
ま

に
放

つ
こ

と
。

つ
る

べ
う

ち
。

③
同

じ
よ

う
な

内
容

の
こ

と
ば

な
ど

を
続

け
て

出
す

こ
と

。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
連

発
 レ

ン
ハ

ツ
 テ

ッ
ホ

ウ
ヲ

ツ

ラ
ネ

ウ
ツ

」

聯
隊

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

82
）

「
日

高
近

聞
（

略
）

由
品

川
輪

船
載

去
陸

兵
第

十
四

聨
隊

第
二

大
隊

,幷
將

校
共

三
十

三
員

」
（

19
11

）
「

駐
滿

俄
國

聯
隊

隊
長

前
赴

黑
河

,向
我

國
巡

警
用

蠻
一

案
,刻

已
移

歸
北

京
由

俄
公

使
向

外
務

部
談

判
」

（
19

49
）

「
原

駐
該

處
之

英
軍

野
戰

砲
聯

隊
及

古
加

步
兵

營
,亦

將
增

強
實

力
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Jo

in
to

 jo
in

 a
 p

ar
ty

, 結
隊

, 聯
隊

2：
Re

gi
m

en
t

A 
bo

dy
 o

f t
ro

op
s u

nd
er

 a
 c

ol
on

el
, 

co
ns

ist
in

g 
of

 a
 n

um
be

r o
f c

om
pa

ni
es

, 
協

, 聯
隊

, 副
將

手
下

之
兵

3：
Ca

dr
e

Th
e 

sk
el

et
on

 o
f a

 re
gi

m
en

t, 
聯

隊
之

編
制

軍
隊

の
部

隊
編

制
上

の
一

単
位

。
旧

日
本

陸
軍

で
は

、
旅

団
の

下
、

大
隊

の
上

に
あ

っ
て

、
二

個
、

ま
た

三
個

大
隊

で
組

織
し

、
歩

兵
・

騎
兵

・
重

砲
兵

・
野

砲
兵

連
隊

な
ど

に
分

け
て

い
た

。
二

個
な

い
し

四
個

連
隊

で
旅

団
を

構
成

す
る

。

嘉
永

明
治

年
間

録
（

18
69

）
一

七
・

慶
応

四
年

五
月

六
日

「
総

督
会

田
中

蔵
人

・
江

戸
大

鳥
敬

助
・

高
徳

二
七

聯
隊

出
張

」
琵

琶
伝

（
18

96
）

〈
泉

鏡
花

〉
二

「
一

週
日

以
前

既
に

一
度

聯
隊

に
入

営
せ

し
が

」

現
代

中
国

語
で

は
日

本
軍

の
部

隊
名

以
外

は
使

用
し

て
い

な
い

、
つ

ま
り

中
国

語
と

し
て

の
「

聯
隊

」
は

専
門

用
語

の
用

法
以

外
は

定
着

し
て

い
な

い
と

見
ら

れ
る

。

聯
合

宋
『

春
秋

講
義

』
「

諸
侯

之
參

盟
始

於
此

，
自

時
厥

後
聨

合
列

國
，

數
㑹

屢
盟

者
，

何
其

多
也

」

①
聯

絡
；

結
合

。
②

結
合

一
起

；
共

同
。

③
兩

塊
以

上
的

骨
頭

長
在

一
起

或
固

定
在

一
起

，
叫

做
聯

合
，

如
恥

骨
聯

合
、

下
頜

骨
聯

合
等

。

未
収

録
（

18
72

）
「

法
以

為
普

之
聯

合
各

邦
非

我

之
所

利
也

,必
貽

日
後

患
」

衛
三

畏
18

44
AT

TA
CH

1.
聯

合

二
つ

以
上

の
も

の
が

一
緒

に
な

り
組

み
合

う
こ

と
。

合
同

す
る

こ
と

。

自
由

之
理

（
18

72
）

〈
中

村
正

直

訳
〉

一
「

自
由

の
権

、
そ

の
大

綱
三

あ
り

。
第

一
は

、
是

非
の

心
の

自
由

、
第

二
は

、
好

尚
及

び
職

業
の

自
由

、
第

三
は

、
聯

合
交

結
の

自
由

な
り

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

聯
絡

南
北

朝
『

水
經

注
箋

』
「

有
故

城
始

犨
縣

東
，

至
瀙

水
，

達
泚

陽
界

，
南

北
聯

絡
數

百
里

」

①
互

相
銜

接
。

②
彼

此
接

上
關

係
；

籠
絡

。
③

組
合

。
多

指
字

句
篇

章
。

連
接

，
聯

系
。

文
苑

英
華

四
三

唐
 謝

觀
王

言
如

絲
賦

：

“遐
邇

覊
縻

，
上

下
聯

絡
。

”
儒

林
外

史
四

五
：

“論
起

理

來
，

這
幾

位
鄉

先
生

，
你

們

平
日

原
該

聯
絡

。
”

（
18

72
）

「
華

商
與

洋
人

交
易

,往
還

巳
非

一
時

,總
以

信
義

爲
主

,否
則

豈
能

聯
絡

久

遠
」

馬
禮

遜
18

23
CO

N
JO

IN
1.

to
 聯

絡

①
物

事
が

つ
ら

な
り

続
く

こ
と

。
切

れ
目

な
く

続
け

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
つ

ら
な

り
。

②
互

い
に

関
連

す
る

こ
と

。
関

係
が

あ
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

関
連

。
③

特
に

、
相

談
し

合
っ

て
、

心
や

考
え

が
通

じ
合

う
こ

と
。

ま
た

、
情

報
な

ど
を

関
係

者
に

知
ら

せ
る

こ
と

。
④

二
地

点
の

間
が

互
い

に
相

通
じ

て
い

る
こ

と
。

ま
た

、
別

々
の

交
通

機
関

が
一

地
点

で
接

続
し

て
い

る
こ

と
。

紹
述

先
生

詩
集

（
17

61
）

鐘
声

「
悠

揚
嘗

報
東

林
晩

、
聯

絡
遙

穿
長

楽
雲

」
将

来
之

日
本

（
18

86
）

〈
徳

富
蘇

峰
〉

八
「

商
業

の
進

歩
と

、
平

民
主

義
の

進
歩

と
は

〈
略

〉
到

底
相

聯
絡

せ
ざ

る
可

か
ら

ざ
る

も
の

也
」

雪
中

梅
（

18
86

）
〈

末
広

鉄
腸

〉

下
・

二
「

漸
次

に
地

方
に

向
ふ

て
聯

絡
（

レ
ン

ラ
ク

）
を

通
ず

る
外

は
あ

る
ま

い
と

思
ひ

ま
す

」

練
兵

漢
『

漢
書

』
「

漢
武

帝
選

將
練

兵
，

約
齎

輕
糧

，
深

入
逺
戍
」

唐
『

北
史

』
「

又
以

三
方

鼎
峙

，
繕

甲
練

兵
左

右
宿

衛
」

①
精

兵
。

②
訓

練
士

兵
。

③
比

喻
競

賽
或

表
演

前
的

訓
練

活
動

。
未

収
録

（
18

72
）

「
况

本
國

之
練

兵
造

船
也

非
為

防
國

中
之

人
,乃

以
禦

外
來

之
侮

也
」

（
18

73
）

「
統

轄
十

六
營

,屏
蔽

東
南

,控
制

中
外

練
兵

」

麥
都

思
18

48
TO

 E
XE

RS
IS

E
to

 e
xe

rc
ise

 so
l d

ie
rs

,操
兵

、
練

兵
、

操
寅

兵
士

を
き

た
え

る
こ

と
。

軍
隊

で
、

戦
闘

に
必

要
な

動
作

や
作

業
を

身
に

つ
け

る
平

時
の

訓
練

。
調

練
。

兵
要

録
（

17
Ｃ

後
）

五
「

練
兵

 
一

、
練

者
武

備
之

最
要

也
」

新
聞

雑
誌

‐
六

号
・

明
治

四
年

（
18

71
）

七
月

「
先

づ
一

藩
微

力
方

面
の

任
に

不
〓

当
練

兵
（

レ
ン

ヘ
イ

）
仕

候
は

ん
よ

り
寧

ろ
解

兵
仕

」

糧
秣

宋
『

五
代

史
記

注
』

「
軍

須
奪

於
農

糧
秣

，
馬

必
侵

於
牛

草
」

軍
用

的
糧

食
和

飼
料

。
未

収
録

（
18

95
）

「
各

地
倉

庫
所

儲
糧

秣
,均

浸
入

水
中

」

赫
美

玲
官

話
19

16
Su

pp
ly

M
ili

ta
ry

 su
pp

lie
s,
糧

秣
兵

員
の

食
糧

と
軍

馬
の

ま
ぐ

さ
。

東
京

朝
日

新
聞

‐
明

治
三

七
年

（
19

04
）

一
〇

月
一

五
日

「
敵

が
糧

秣
の

仮
置

場
に

も
充

用
せ

ん
と

て
打

建
て

た
る

許
り

の
建

物
を

利
用

し
」

両
軍

周
『

六
韜

』
「

武
王

曰
，

兩
軍

相

遇
，

彼
不

可
來

此
」

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
水

陸
兩

軍
並

江
而

下
」

羅
存

德
18

69

1：
Ef

fe
ct

to
 e

ffe
ct

 a
 ju

nc
tio

n 
of

 th
e 

ar
m

ie
s,
成

合
兩

軍 2：
En

co
un

te
r

th
e 

tw
o 

ar
m

ie
s h

ad
 a

n 
en

co
un

te
r,兩

軍
交

鋒 3：
Jo

in
th

e 
ar

m
ie

s a
re

 re
ad

y 
to

 jo
in

,兩
軍

將
交

4：
Re

nc
ou

nt
er

a 
re

nc
ou

nt
er

 o
f a

rm
ie

s,
相

戰
、

相
打

、
兩

軍
相

逢

①
両

方
の

軍
隊

。
②

ス
ポ

ー
ツ

な
ど

で
、

両
方

の
チ

ー
ム

。

中
華

若
木

詩
抄

（
15

20
頃

）
上

「
両

軍
退

て
、

闔
盧

其
き

ず
に

て
、

病
て

死
な

ん
と

す
る

時
に

」
明

治
月

刊
（

18
68

〜
69

）
〈

大
阪

府

編
〉

五
「

両
軍

の
死

傷
は

七
万

に
及

べ
り

」

両
翼

晋
『

三
国

志
』

「
騎

為
兩

翼
，

左
右

各
五

千
餘

」
①

兩
個

翅
膀

。
②

戰
陣

兩
側

；
左

右
兩

軍
。

③
指

兩
個

飛
檐

。
未

収
録

（
18

73
）

「
前

後
左

右
有

護
軍

,兩
翼

皆
有

騎
兵

,為
之

巡
哨

,用
以

為
衛

」

羅
存

德
18

69

1：
Bi

pe
nn

at
e

ha
vi

ng
 tw

o 
w

in
gs

	,
二

翼
者

、
兩

翼
者

2：
Di

pt
er

a
兩

翼
者

、
二

翼
者

3：
Di

pt
er

al
、

Di
pt

er
ou

s
兩

翼
的

①
鳥

の
左

右
の

つ
ば

さ
。

②
飛

行
機

、
水

中
翼

船
な

ど
の

左
右

の
翼

。
③

転
じ

て
、

左
右

に
位

置
す

る
も

の
。

左
右

に
張

り
出

し
た

も
の

。
ま

た
特

に
軍

隊
の

布
陣

で
、

左
右

の
部

分
。

正
法

眼
蔵

（
12

31
〜

53
）

身
心

学
道

「
去

来
は

尽
十

方
界

を
両

翼
三

翼
と

し
て

、
飛

去
飛

来
し

」
武

用
弁

略
（

安
政

再
板

）
（

18
56

）

八
「

鷹
犬

之
弁

 鷹
〈

略
〉

名
所

之

図
 両

翼
（

リ
ャ

ウ
ヨ

ク
）

」

列
兵

漢
『

漢
書

』
「

陳
舟

列
兵

，
席

卷
南

行
，

可
破

滅
也

」
①

陳
兵

，
駐

扎
軍

隊
。

②
軍

銜
。

兵
的

最
低

一
級

。
未

収
録

（
18

86
）

「
是

日
一

點
,鐘

督
署

列
兵

迎
接

,
如

火
如

荼
」

（
19

30
）

「
第

一
旅

三
團

三
營

十
連

列
兵

雷
潤

生
、

於
前

日
上

午
九

時
搭

乘
京

滬
鐵

路
火

車
赴

京
」

未
収

録
隊

列
を

な
す

兵
隊

た
ち

。

怒
れ

る
高

村
軍

曹
（

19
21

）
〈

新
井

紀
一

〉
三

「
次

か
ら

次
と

列
兵

か
ら

十
五

歩
位

は
な

れ
た

前
方

に
立

っ
て

、
『

に
な

へ
ー

銃
（

つ
つ

）
っ

』
『

捧
げ

銃
っ

』
と

号
令

を
か

け
て

ゐ
た

」

列
伍

宋
『

經
鉏

堂
雜

志
』

「
然

而
連

營
列

伍
，

開
口

待
哺

愆
期

不
可

觖
里

」
明

『
明

經
世

文
編

』
「

故
古

之
名

將
列

伍
，

陣
設

伏
二

十
處

，
以

取
勝

」

未
収

録
未

収
録

（
18

84
）

「
後

隊
勇

分
四

隅
,將

旂
幛

展
開

,
列

伍
成

圍
」

顏
惠

慶
19

08

En
ra

nk
To

 p
la

ce
 in

 ra
nk

s o
r o

rd
er

, 排
隊

, 列
伍

, 分
次

序

列
を

組
ん

で
並

ぶ
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
な

ら
び

。
隊

伍
。

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
条

野
有

人
〉

初
・

一
「

夫
よ

り
段

々
に

列
伍

（
レ

ツ
ゴ

）
を

整
へ

」

臨
戦

漢
『

漢
書

』
「

臨
戰

，
軍

破
，

張
賀

死
」

①
督

戰
，

參
戰

。
②

臨
到

作
戰

。
未

収
録

（
18

74
）

「
此

事
爲

泰
西

近
日

各
教

練
者

諄
諄

屬
訓

,蓋
臨

戰
時

一
大

緊
要

事
也

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Fi

gh
tin

g
fit

 fo
r b

at
tle

, 可
以

臨
戰

的

2.
O

cc
up

ie
d 

in
 w

ar
, 與

戰
的

, 臨
戰

的
, 與

於

戰
務

的
2：

W
ho

op
es

pe
ci

al
ly

 o
f R

ed
 In

di
an

s,
 w

he
n 

th
ey

 ru
sh

 
to

 th
e 

at
ta

ck
, 美

國
土

人
臨

戰
之

叫
聲

戦
い

に
の

ぞ
む

こ
と

。
戦

場
に

出
る

こ
と

。

匏
菴

十
種

（
18

69
）

〈
栗

本
鋤

雲
〉

暁
窓

追
録

「
臨

戦
実

際
の

勇
怯

は
不

知
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

領
地

明
『

明
經

世
文

編
』

「
且

牧
軍

領
地

一
頃

，
此

外
又

有
草

塲
，

萬
一

馬
不

生
駒

，
責

令
買

補
本

色
，

亦
不

為
過

」

①
奴

隸
社

會
、

封
建

社
會

中
領

主
所

占
有

的
土

地
。

②
領

土
。

③

同
“領

域
”。

指
學

術
思

想
或

社
會

活
動

的
範

圍
。

未
収

録
（

19
07

）
「

英
屬

新
西

蘭
殖

民
地

旣
得

改

作
領

地
之

命
」

顏
惠

慶
19

08

Te
rr

ito
ry

A 
la

rg
e 

tr
ac

t o
f l

an
d,

 sp
ec

ia
lly

 a
 tr

ac
t 

be
lo

ng
in

g 
to

 a
nd

 u
nd

er
 th

e 
do

m
in

io
n 

of
 a

 
pr

in
ce

 o
r s

ta
te

, l
yi

ng
 a

t a
 d

ist
an

ce
 fr

om
 

th
e 

pa
re

nt
 c

ou
nt

ry
, o

r o
ne

 o
ut

sid
e 

a 
un

io
n,

 治
境

, 國
土

, 領
土

, 領
地

, 地
輿

, 屬
地

;

領
有

し
て

い
る

土
地

。
知

行
す

る
土

地
。

所
有

し
支

配
す

る
地

。
封

地
（

ほ
う

ち
）

。
そ

の
国

の
主

権
下

に
あ

る
土

地
。

領
土

。

今
昔

物
語

集
（

11
20

頃
か

）
一

一
・

二
五

「
我

れ
、

此
山

の
王

也
、

速
に

此
の

領
地

を
奉

る
可

し
」

尋
常

小
学

読
本

（
18

87
）

〈
文

部

省
〉

六
「

一
族

の
中

に
て

、
高

き
官

に
つ

き
た

る
者

は
、

六
十

人
余

も
あ

り
て

、
其

領
地

は
、

日
本

の
半

分
を

占
む

る
に

至
れ

り
」

領
海

な
し

①
距

離
一

國
海

岸
線

一
定

寬
度

的
海

域
，

是
該

國
領

土
的

一
部

分
。

中
國

政
府

於
19

58
年

9月
4日

宣
布

中
國

的
領

海
寬

度
爲

十
二

海
里

。
②

領
有

海
域

；
管

轄
海

疆
。

（
19

05
）

「
掌

握
領

海
之

權
」

翟
理

斯
19

12

領 th
e 

w
at

er
s h

er
ea

bo
ut

s a
re

 u
nd

er
 th

e 
ju

ris
di

ct
io

n 
of

 C
hi

na
,此

處
一

帶
係

中
國

領

海

沿
岸

海
・

湾
・

内
海

・
海

峡
・

港
な

ど
、

国
家

の
領

域
に

含
ま

れ
る

海
面

。
狭

義
に

は
沿

岸
海

を
い

う
。

領
海

の
幅

は
、

国
に

よ
っ

て
汀

線
か

ら
三

海
里

（
約

五
・

五
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
）

・
四

海
里

・
六

海
里

・
一

二
海

里
と

ま
ち

ま
ち

で
あ

る
が

、
日

本
で

は
明

治
初

年
以

来
三

海
里

の
立

場
を

と
っ

て
い

た
が

、
現

在
は

原
則

と
し

て
一

二
海

里
（

約
二

二
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
）

と
し

て
い

る
。

徳
川

禁
令

考
‐

前
集

・
第

二
・

巻
一

一
・

文
久

三
年

（
18

63
）

七
月

六
日

「
前

文
之

通
相

扣
長

崎
表

初
領

海
手

配
厳

重
仕

置
度

奉
存

候
」

千
島

艦
事

件
（

18
93

）
〈

福
良

虎

雄
〉

一
「

領
海

と
云

へ
る

言
語

は
固

よ
り

国
際

法
を

以
て

認
め

た
る

意
義

を
有

す
る

も
の

と
す

」

領
空

な
し

一
個

國
家

的
陸

地
、

領
水

和
領

海
上

的
整

個
空

間
，

是
該

國
領

土
的

組
成

部
分

。
未

収
録

（
19

14
）

「
以

保
中

立
國

之
領

空
云

云
」

未
収

録

領
土

と
領

海
の

上
空

の
空

間
か

ら
な

り
、

完
全

か
つ

排
他

的
主

権
を

持
つ

国
家

の
領

域
。

国
家

の
主

権
が

及
び

、
他

国
の

航
空

機
は

許
可

を
え

な
け

れ
ば

飛
行

で
き

な
い

。
（

い
ろ

は
引

現
代

語
大

辞
典

｛
19

31
｝

）

吉
里

吉
里

人
（

19
81

）
〈

井
上

ひ
さ

し
〉

二
「

あ
の

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

は
吉

里
吉

里
の

領
空

ば
侵

犯
す

た
の

す
か

ら
ね

」

領
土

な
し

①
在

一
國

主
權

管
轄

下
的

區
域

，
包

括
陸

地
、

領
水

、
領

海
和

領
空

。
②

比
喻

某
一

事
物

所
屬

的
範

圍
。

未
収

録
（

19
04

）
「

保
全

領
土

爲
詞

最
爲

適
宜

」
顏

惠
慶

19
08

N
at

io
n

2.
A 

st
at

e,
 國

, 領
土

, 國
家

, 政
府

; a
s,

ci
vi

liz
ed

 n
at

io
ns

, 文
明

各
國

領
有

し
て

い
る

土
地

。
領

地
。

国
際

法
上

で
、

国
家

の
統

治
権

の
及

ぶ
区

域
。

ふ
つ

う
土

地
か

ら
成

る
国

家
の

領
域

を
い

う
が

、
領

海
・

領
空

を
含

め
て

い
う

場
合

も
あ

る
。

国
会

論
（

18
88

）
〈

中
江

兆
民

〉

「
然

れ
ど

も
領

土
（

レ
ウ

ド
）

の
広

き
民

衆
の

蕃
け

き
事

業
の

繁
げ

き
如

何
に

慎
密

（
し

ん
み

つ
）

な
る

法
制

有
り

と
雖

も
」

流
弾

な
し

亂
射

的
或

無
端

射
來

的
子

彈
、

炮
彈

。
未

収
録

（
18

99
）

「
幷

有
二

役
亦

爲
流

彈
所

傷
,惟

幸
不

致
命

耳
」

顏
惠

慶
19

08

Ra
nd

om
Ra

nd
om

-s
ho

t, 
a 

sh
ot

 d
isc

ha
rg

ed
 a

t 
ra

nd
om

, w
ith

ou
t a

ny
 d

ire
ct

 a
im

, 無
的

之

射
發

, 亂
射

, 亂
發

, 流
彈

な
が

れ
だ

ま
。

そ
れ

だ
ま

。
流

丸
。

近
世

紀
聞

（
18

75
～

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

一
二

・
二

「
突

然
一

つ
の

流
弾

（
リ

ウ
ダ

ン
）

来
り

て
杯

盤
の

中
に

破
裂

し
た

れ
ば

古
屋

を
始

め
座

に
連

な
る

者
八

九
名

も
斃

（
た

ふ
）

れ
し

に
」

榴
弾

な
し

戰
鬥

中
常

用
的

一
種

炮
彈

。
有

殺
傷

榴
彈

、
爆

破
榴

彈
和

殺
傷

爆
破

榴
彈

。
爆

炸
時

，
靠

彈
丸

的
破

片
和

炸
藥

本
身

的
能

量
殺

傷
敵

人
的

有
生

力
量

或
破

壞
其

武
器

裝
備

、
防

禦
工

事
等

。

未
収

録

（
18

89
）

「
東

瀛
勝

景
（

略
）

日
本

於
對

州
建

築
砲

臺
,今

已
落

成
（

略
）

芊
崎

山
上

架
廿

八
珊

榴
彈

砲
四

門
,大

石
浦

山
上

架
榴

彈
砲

六
門

」

顏
惠

慶
19

08

G
re

na
de

1.
A 

sm
al

l s
he

ll 
of

 ir
on

 o
r g

la
ss

, f
ill

ed
 w

ith
po

w
de

r a
nd

 p
ie

ce
s o

f i
ro

n,
 fi

re
d 

by
 m

ea
ns

of
 a

 fu
se

e,
 a

nd
 th

ro
w

n 
by

 h
an

d,
 (軍

)榴
彈

,
手

彈
, 小

爆
裂

彈
(炸

彈
之

一
種

, 用
手

抛
擲

者
)

弾
丸

の
一

種
。

人
員

、
資

材
に

対
し

て
、

爆
風

、
破

壊
お

よ
び

破
片

効
果

を
与

え
る

た
め

に
使

用
さ

れ
る

、
比

較
的

薄
肉

の
外

殻
の

中
に

大
量

の
炸

薬
（

さ
く

や
く

）
を

充
填

（
じ

ゅ
う

て
ん

）
し

て
あ

る
弾

丸
。

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

一
二

・
二

「
其

榴
弾

（
リ

ウ
ダ

ン
）

の
忽

地
に

朝
陽

艦
の

硝
庫

に
中

り
百

千
の

大
雷

の
一

時
に

落
る

が
如

き
音

し
て

」

榴
霰

弾
な

し
未

収
録

未
収

録

（
18

97
）

「
日

本
報

云
（

略
）

其
砲

計
共

六
門

每
一

分
時

能
放

六
十

出
,所

用
榴

霰
彈

能
及

八
十

美
託

路
之

遠
」

顏
惠

慶
19

08

Sh
ra

pn
el

-s
he

ll
A 

bo
m

b-
sh

el
l f

ill
ed

 w
ith

 m
us

ke
t-

ba
lls

, 
co

ns
tr

uc
te

d 
so

 a
s t

o 
bu

rs
t w

ith
in

 a
 

hu
nd

re
d 

ya
rd

s o
f t

he
 e

ne
m

y,
 百

碼
炸

彈
, 

破
裂

彈
, 榴

霰
彈

, 石
榴

子
彈

, 炸
彈

砲
弾

の
一

種
。

内
部

に
多

数
の

散
弾

（
鉛

の
弾

子
）

が
詰

め
て

あ
り

、
散

弾
と

弾
殻

の
破

片
の

飛
散

に
よ

り
人

馬
を

殺
傷

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
た

も
の

。
ざ

く
ろ

だ
ま

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Bo

l＾
te

 à
 b

al
le

s s
ph

é
riq

ue
s 〈

略
〉

榴
霰

弾
」

風
俗

画
報

‐
七

八
号

（
18

94
）

成
歓

牙
山

大
勝

利
「

榴
霰

弾
（

リ
ウ

サ
ン

ダ
ン

）
を

放
っ

て
敵

兵
を

困
（

く
る

）
し

め
た

り
」

鹵
獲

漢
『

史
記

』
「

於
是

燕
昭

王
収

斉
，

鹵
獲

以
帰

」

掳
掠

。
鹵

、
通

“虜
”。

亦
指

掳
掠

所
得

的
財

物
。

未
収

録
（

18
84

）
「

彼
此

聯
絡

,互
相

應
援

,其
有

擒

斬
鹵

獲
,仍

按
賞

格
,優

保
重

賞
」

赫
美

玲
官

話
19

16
W

ar
Bo

ot
y 

of
 ～

 o
n 

la
nd

,陸
戰

之
鹵

獲
品

戦
場

に
お

い
て

勝
利

を
得

た
部

隊
が

敗
れ

た
敵

か
ら

兵
器

な
ど

を
獲

得
す

る
こ

と
。

東
京

朝
日

新
聞

‐
明

治
三

七
年

（
19

04
）

一
〇

月
一

七
日

「
大

勝

利
。

右
翼

軍
の

鹵
獲

（
十

五
日

大
本

営
着

電
）

」

陸
兵

宋
『

建
炎

以
來

繫
年

要
録

』
「

岳
州

為
水

兵
之

地
，

如
使

陸
兵

萃
于

鼎
州

攻
討

」

猶
陸

軍
。

未
収

録
（

18
72

）
「

陸
兵

給
扶

冷
士

五
十

兆
,水

師

給
扶

冷
士

十
六

兆
,以

供
兩

軍
之

需
」

顏
惠

慶
19

08

St
re

ng
th

am
ou

nt
 o

f f
or

ce
, m

ili
ta

ry
 o

r n
av

al
, 兵

力

(水
兵

或
陸

兵
)

陸
上

の
兵

士
。

陸
上

の
戦

闘
員

。
ま

た
、

陸
軍

部
隊

所
属

の
兵

士
。

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

二
・

二
「

海
軍

の
水

夫
も

陸
兵

の
如

く
賦

役
を

以
て

命
ず

る
の

法
な

れ
ど

も
」

陸
軍

唐
『

通
典

』
「

又
遣

陸
軍

一
萬

，
據

當
塗

南
路

，
亦

造
栅

自
固

，
並

蓄
力

養
銳

，
以

抗
大

軍
」

陸
地

作
戰

的
軍

隊
。

現
代

陸
軍

通
常

由
步

兵
、

坦
克

兵
、

炮
兵

、
工

程
兵

、
空

降
兵

、
防

化
學

兵
、

通
信

兵
、

騎
兵

、
鐵

道
兵

和
各

專
業

部
隊

組
成

。

陸
地

作
戰

的
軍

隊
。

 晉
書

宣
帝

紀
：

“若
爲

陸
軍

以
向

皖
城

，
引

(孫
)權

東
下

，
爲

水
戰

軍
向

夏
口

，
乘

其
虚

而
擊

之
，

此
神

兵
從

天
而

墮
，

破
之

必
矣

。
”

（
18

74
）

「
統

軍
前

來
之

陸
軍

中
將

所
部

兵
船

已
經

抵
口

」

顏
惠

慶
19

08

La
nd

-fo
rc

e
30

.A
 m

ili
ta

ry
 fo

rc
e 

se
rv

in
g 

on
 la

nd
, 陸

軍
,

陸
路

兵
 陸

軍
、

陸
路

兵

地
上

戦
闘

を
主

な
任

務
と

す
る

軍
備

・
軍

隊
の

総
称

。
陸

上
兵

力
を

主
力

と
す

る
軍

隊
。

外
国

事
情

書
（

18
39

）
「

魯
西

亜
は

陸
軍

に
長

じ
、

地
続

き
の

国
を

併
呑

仕
」

英
和

対
訳

袖
珍

辞
書

（
18

62
）

「
La

nd
-fo

rc
es

 陸
軍

」

53



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

陸
戦

唐
『

通
典

』
「

越
人

寡
力

薄
材

，
不

能
陸

戰
，

又
無

車
騎

弓
弩

之
用

」
謂

於
陸

上
作

戰
。

未
収

録
（

18
74

）
「

東
兵

於
陸

戰
所

恃
者

特
恃

其

鎗
之

精
練

是
巳

」

顏
惠

慶
19

08

En
ga

ge
m

en
t

1.
Th

e 
co

nf
lic

t o
f a

rm
ie

s o
r f

le
et

s,
 陸

戰
,

水
戰

; b
at

tle
, 戰

;
陸

上
で

の
戦

闘
。

西
洋

紀
聞

（
17

25
頃

）
下

「
陸

戦
は

ト
ル

カ
に

敵
す

る
も

の
あ

ら
ず

」
経

国
美

談
（

18
83

〜
84

）
〈

矢
野

龍

渓
〉

前
・

二
「

又
斯

波
多

は
質

朴
勇

武
を

以
て

其
国

風
と

し
最

も
陸

戦
に

長
じ

た
り

」

陸
戦

隊
な

し
未

収
録

未
収

録

（
18

93
）

「
日

本
明

治
二

十
四

年
（

略
）

時
日

本
八

重
山

軍
艦

下
椗

仁
川

,上
大

月
尾

島
,暇

即
燃

砲
演

習
,並

編
制

陸
戰

隊
及

操
練

戰
門

器
具

,以
示

之
威

」

未
収

録

旧
日

本
海

軍
で

、
陸

上
の

戦
闘

に
当

た
る

た
め

に
、

海
軍

の
将

兵
で

編
成

し
た

軍
隊

。
陸

軍
の

上
陸

の
掩

護
や

、
海

陸
交

通
保

護
な

ど
を

任
務

と
し

た
。

愛
弟

通
信

（
18

94
～

95
）

〈
国

木
田

独
歩

〉
波

濤
「

是
れ

今
朝

未
明

に
出

発
し

た
る

千
代

田
の

陸
戦

隊
分

散
し

て
哨

兵
を

張
れ

る
も

の
と

推
し

得
し

也
」

露
営

唐
『

晋
書

』
「

公
宜

露
營

野
次

，
星

言
夙

駕
」

①
軍

隊
野

外
宿

營
。

②
以

軍
隊

組
織

形
式

到
野

外
過

夜
，

晚
間

有
行

軍
、

營
火

會
等

活
動

。

住
於

室
外

。
 晉

書
 顧

榮
傳

與
元

帝
牋

：
“公

宜
露

營
野

次
，

星
言

夙
駕

，
伏

軾
怒

蛙
以

募
勇

士
，

懸
膽

於
庭

以
表

辛
苦

。
”亦

專
指

軍
隊

野
外

宿
營

。
 元

 耶
律

鑄
雙

溪
醉

隱
集

二
後

凱
歌

詞
 涿

邪

山
：

“露
營

罷
繚

神
鋒

弩
，

雲
陣

猶
轟

霹
靂

車
。

”

（
19

01
）

「
旋

收
隊

,至
千

千
石

西
北

高
地

露
營

暫
歇

」

顏
惠

慶
19

08

Bi
vo

ua
c

1.
Th

e 
en

ca
m

pi
ng

 o
f s

ol
di

er
s f

or
 th

e 
ni

gh
t,

w
ith

ou
t c

ov
er

in
g 

or
 te

nt
s,

 in
 re

ad
in

es
s f

or
im

m
ed

ia
te

 a
ct

io
n,

 兵
人

露
天

過
夜

, 露
宿

, 
露

營

①
野

外
に

陣
営

を
張

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
陣

営
。

②
軍

隊
な

ど
が

、
野

外
で

テ
ン

ト
を

張
る

な
ど

し
て

寝
起

き
す

る
こ

と
。

野
営

。

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
二

「
露

営
 ロ

エ
イ

 ノ
ヂ

ン

ノ
コ

ト
」

乱
射

唐
『

南
史

』
「

賊
聚

弓
亂

射
，

矢
下

如
雨

」

宋
『

襄
陽

守
城

録
』

「
百

鼓
俱

鳴
，

千
弩

亂
射

」

未
収

録
未

収
録

（
18

84
）

「
烈

焰
飛

騰
,火

箭
亂

射
,屋

舍
炸

裂
,死

者
十

五
人

」

羅
存

德
18

69
Sh

oo
t

to
 sh

oo
t w

id
e,
亂

射
矢

や
弾

丸
な

ど
を

、
的

を
定

め
な

い
で

む
や

み
に

発
射

す
る

こ
と

。

日
本

外
史

（
18

27
）

三
・

源
氏

正
記

「
攅

蹄
衝

撃
、

因
乱

射
之

」
不

如
帰

（
18

98
〜

99
）

〈
徳

富
蘆

花
〉

下
・

一
・

四
「

此
時

我
先

鋒
隊

は
敵

の
右

翼
を

乱
射

（
ラ

ン
シ

ャ
）

し
つ

つ
已

に
敵

前
を

過
ぎ

終
ら

む
と

し
」

落
伍

な
し

①
掉

隊
。

②
比

喻
人

或
事

物
落

在
時

代
發

展
和

形
勢

要
求

的
後

面
。

未
収

録

（
19

18
）

「
東

京
電

（
略

）
元

田
床

次
,野

田
三

氏
之

入
閣

與
否

尚
屬

疑
問

,惟
三

人
中

必
有

一
二

人
落

伍
」

（
19

20
）

「
未

受
敎

育
,智

識
不

高
,終

身
爲

時
代

之
落

伍
者

」

赫
美

玲
官

話
19

16
Fa

ll
to

 q
ua

rr
el

,落
伍

①
他

よ
り

遅
れ

を
と

る
こ

と
。

ま
た

、
隊

伍
か

ら
遅

れ
る

こ
と

。
疲

れ
て

仲
間

に
、

つ
い

て
い

け
な

く
な

る
こ

と
。

脱
落

。
②

力
が

足
り

ず
、

競
争

者
や

仲
間

の
水

準
に

つ
い

て
い

け
な

く
な

る
こ

と
。

脱
落

。

江
戸

か
ら

東
京

へ
（

19
21

）
〈

矢
田

挿
雲

〉
七

・
六

六
「

ド
ロ

ッ
プ

や
ワ

ッ
プ

ル
を

牛
乳

で
パ

ク
つ

く
や

う
に

な
っ

て
か

ら
は

落
雁

の
腹

へ
餡

を
詰

め
た

都
鳥

も
何

日
（

い
つ

）
し

か
時

代
か

ら
落

伍
（

ラ
ク

ゴ
）

し
」

旅
団

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

87
）

「
東

京
電

報
　

陸
軍

大
學

校
長

滋
野

少
將

已
補

近
衛

步
兵

第
二

旅
團

長
之

缺
」

（
19

13
）

「
奉

天
第

二
十

師
之

混
成

旅
團

,
於
贛
粤

兩
督

移
動

之
後

出
發

」
（

19
49

）
「

抵
達

後
,可

使
香

港
之

英
陸

軍

增
為

兩
個

旅
團

,每
旅

包
括

三
個

營
」

未
収

録

陸
軍

の
部

隊
編

制
上

の
一

単
位

。
師

団
と

連
隊

の
中

間
に

あ
る

も
の

。
二

個
な

い
し

四
個

旅
団

で
師

団
を

構
成

す
る

。

朝
野

新
聞

‐
明

治
一

一
年

（
18

78
）

八
月

一
五

日
「

西
南

戦
争

中
、

各
旅

団
間

の
急

報
は

軍
用

電
信

の
掌

ど
る

所
な

り
し

と
雖

ど
も

」
現

代
中

国
語

で
は

日
本

軍
の

部
隊

名
以

外
は

使
用

し
て

い
な

い
、

つ
ま

り
中

国
語

と
し

て
の

「
旅

団
」

は
専

門
用

語
の

用
法

以
外

は
定

着
し

て
い

な
い

と
思

わ
れ

る
。

猛
進

南
北

朝
『

十
六

國
春

秋
』

「
湏

臾
猛

進
，

見
一

公
踞

胡
床

而
坐

」
①

奮
勇

前
進

；
很

快
地

前
進

。
②

指
勇

於
進

取
的

人
。

未
収

録
（

18
77

）
「

官
軍

猛
進

，
販

旣
敗

複
又

回
，

樸
如

是
者

十
數

次
」

顏
惠

慶
19

08

Ru
sh

To
 p

re
ss

 fo
rw

ar
d 

w
ith

 im
pe

tu
os

ity
, 突

前
, 

猛
進

激
し

い
勢

い
で

前
に

進
む

こ
と

。
猛

烈
に

進
撃

す
る

こ
と

。

日
本

之
言

語
』

を
読

む
（

18
89

）

〈
北

村
透

谷
〉

「
我

国
語

は
文

学
と

共
に

猛
進

せ
ん

と
す

」

猛
射

明
『

陶
菴

全
集

』
「

許
家

奴
客

草
中

來
，

飛
髇
猛
射
」

未
収

録
未

収
録

（
19

08
）

「
北

軍
多

數
步

隊
佔

烽
火

尖
西

南
方

,及
狹

窄
口

東
南

方
高

地
,對

之
猛

射
」

未
収

録
激

し
く

う
つ

こ
と

。
猛

烈
な

射
撃

。
歩

兵
操

典
（

19
28

）
第

一
一

八
「

又

砲
兵

の
猛

射
を

受
く

る
も

」

免
役

宋
『

新
唐

書
』

「
凡

新
附

之
戸

，
春

以
三

月
免

役
」

元
『

宋
史

』
「

畿
民

不
願

輸
錢

免

役
」

明
『

警
世

通
言

』
「

何
不

入
粟

買

官
，

一
則

冠
蓋

榮
身

，
二

則
官

戶
免

役
，

兩
得

其
便

」

①
免

除
徭

役
。

②
免

除
兵

役
。

未
収

録

（
18

74
）

「
免

役
之

後
,若

有
徵

調
,其

生
死

又
不

能
必

」
（

18
84

）
「

父
母

年
六

十
以

上
,准

其
免

役
」

（
18

98
）

「
步

騎
砲

兵
工

各
隊

男
子

二
十

應
徵

,或
十

二
年

或
二

十
年

免
役

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ex

em
pt

on
e 

fr
ee

d 
fr

om
 d

ut
y,

 免
役

者
, 免

服
役

者

2：
Ex

em
pt

io
n

pr
iv

ile
ge

, 免
役

, 權
利

3：
M

al
in

ge
r

To
 fe

ig
n 

ill
ne

ss
 in

 o
rd

er
 to

 a
vo

id
 d

ut
y,

 詐
病

免
役

, 詐
病

告
假

, 假
病

, 裝
病

①
賦

役
、

労
役

を
免

除
さ

れ
る

こ
と

。
②

服
役

囚
が

就
役

を
免

ぜ
ら

れ
る

こ
と

。

公
議

所
日

誌
‐

一
八

・
明

治
二

年
（

18
69

）
六

月
「

赦
令

を
論

じ
て

不

経
と

す
、

固
に

当
れ

り
、

断
然

廃
止

し
、

別
に

賜
免

役
等

の
恵

典
を

行
ふ

べ
し

」
徴

兵
令

（
明

治
二

二
年

）
（

18
89

）

三
章

「
免

役
延

期
及

猶
予

」
監

獄
則

（
明

治
二

二
年

）
（

18
89

）

一
八

条
「

父
母

の
喪

に
遭

ふ
者

は
三

日
免

役
す

」

54



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

民
兵

南
北

朝
『

魏
書

』
「

臣
所

領
之

衆
本

自
不

多
，

唯
仰

民
兵

，
專

恃
防

固
」

①
古

時
指

鄉
兵

，
列

入
兵

籍
，

有
事

則
徵

召
入

伍
。

②
指

民
間

組
織

的
武

裝
。

③
今

指
不

脫
離

生
產

的
、

群
眾

性
的

人
民

武
裝

組
織

。

宋
以

來
指

鄉
兵

。
以

健
壯

的

農
民

列
入

兵
籍

，
平

時
無

事
，

從
事

生
産

，
有

事
則

徵
召

入
伍

。
 宋

文
鑑

八
六

宋

祁
慶

曆
兵

錄
序

：
“凡

軍
有

四
：

…
…
四

曰
民

兵
，

農
之

健
而

材
者

籍
之

，
視

鄉
縣

大

小
而

爲
之

數
。

”參
閲

宋
 王

應
麟

玉
海

一
三

九
兵

制
四

慶
曆

兵
錄

。

（
18

72
）

「
召

募
民

兵
互

爲
團

練
」

麥
都

思
18

48
M

IL
IT

IA
1.

m
ili

tia
 m

en
 壯

民
、

民
兵

、
屯

兵
民

間
人

で
編

成
し

た
軍

隊
。

ま
た

、
そ

の
兵

。

新
論

（
18

25
）

国
体

中
「

古
者

用
来

目
物

部
之

兵
、

而
参

以
民

兵
」

花
柳

春
話

（
18

78
〜

79
）

〈
織

田
純

一
郎

訳
〉

二
四

「
民

兵
を

挙
げ

て
国

家
の

憲
法

を
護

し
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Am

og
ab

ar
es

 〈
略

〉

民
兵

 西
班

牙
ノ

」

命
令

漢
『

三
略

』
「

稽
留

行
事

，
命

令
不

通
，

造
作

奇
政

，
變

古
易

常
」

①
發

令
以

使
之

。
謂

發
令

而
使

其
做

某
事

。
現

指
上

對
下

發
指

示
。

②
帝

王
的

詔
命

；
朝

廷
的

文

書
。

後
指

上
對

下
所

發
的

指
示

。

未
収

録
（

18
73

）
「

若
令

文
員

發
施

命
令

入
城

,罪
等

敢
不

惟
命

是
聽

乎
」

馬
禮

遜
18

23

O
BE

DI
EN

TL
Y

1.
O

be
y 

th
e 

Lo
rd

's 
co

m
m

an
dm

en
ts

, 遵
主

之
命

令
 (M

ah
om

. e
xp

re
ss

io
n.

)

①
行

な
う

よ
う

に
言

い
つ

け
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

内
容

。
②

国
な

ど
の

機
関

が
命

じ
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

内
容

。

文
明

本
節

用
集

（
室

町
中

）
「

命
令

メ
イ

レ
イ

」
布

令
字

弁
（

18
68

〜
72

）
〈

知
足

蹄

原
子

〉
五

「
命

令
 メ

イ
レ

イ
 イ

ヒ

ツ
ケ

」
大

日
本

帝
国

憲
法

（
明

治
二

二
年

）
（

18
89

）
九

条
「

天
皇

は
法

律
を

執

行
す

る
為

に
、

又
は

公
共

の
安

寧
秩

序
を

保
持

し
、

及
臣

民
の

幸
福

を
増

進
す

る
為

に
、

必
要

な
る

命
令

を
発

し
、

又
は

発
せ

し
む

」

命
中

漢
『

漢
書

』
「

皆
荆
楚
勇
士
，
奇
材
，

劔
客

也
，

力
扼

虎
，

射
命

中
」

射
中

或
投

中
預

定
的

目
標

。

射
箭

中
的

。
漢

書
五

四
李

廣
傳

附
李

陵
：

“力
扼

虎
，

射

命
中

。
”注

：
“命

中
者

，
所

指
名

處
卽

中
之

也
。

”晉
書

 
楊

濟
傳

：
“所

從
四

百
餘

人

皆
秦

中
壯

士
，

射
則

命
中

，
皆

欲
救

濟
。

”

（
18

72
）

「
兵

凶
戰

危
,然

殺
人

如
草

者
則

尤
莫

甚
炮

,蓋
其

命
中

所
至

,洞
固

摧
堅

,何
有

於
人

之
性

命
」

顏
惠

慶
19

08

Sh
ar

p-
sh

oo
tin

g
Sh

oo
tin

g 
w

ith
 g

re
at

 a
cc

ur
ac

y,
 百

發
百

中
, 

善
射

, 命
中

, 正
射

目
当

て
と

す
る

と
こ

ろ
に

あ
た

る
こ

と
。

ま
た

、
ま

さ
し

く
そ

の
も

の
に

あ
た

る
こ

と
。

的
中

。

日
本

外
史

（
18

27
）

三
・

源
氏

正
記

「
義

経
曰

、
誰

命
中

之
者

。
衆

薦
下

野
人

那
須

宗
高

」
或

る
女

（
19

19
）

〈
有

島
武

郎
〉

後
・

四
六

「
赤

い
短

冊
の

つ
い

た
矢

が
的

に
命

中
し

て
ゐ

る
画

が
」

幕
僚

唐
『

杜
詩

鏡
銓

』
「

岀
為

外
州

幕
僚

」

古
称

將
帥

幕
府

中
的

參
謀

、
記

室
之

類
的

僚
屬

，
後

亦
泛

称
地

方
軍

政
官

衙
署

中
協

助
辦

理
文

案
、

刑
名

、
錢

穀
等

公
務

的
人

員
。

地
方

軍
政

長
官

衙
署

中
參

謀
、

書
記

、
顧

問
之

類
的

官
佐

。
 宋

 孫
光

憲
北

夢
瑣

言

三
：

“李
太

師
光

顔
…

…
愛

女

未
聘

，
幕

僚
謂

其
必

選
佳

婿
。

（
18

72
）

「
其

他
幕

僚
偏

裨
位

至
督

撫
提

鎭
司

」

顏
惠

慶
19

08

1：
St

af
f

 A
n 

es
ta

bl
ish

m
en

t o
f o

ffi
ce

rs
, (
軍

)部
下

將

弁
, 參

謀
, 參

謀
官

, 幕
僚

(聯
隊

, 大
隊

, 中
隊

等
的

)

①
帷

幕
（

い
ば

く
）

の
属

僚
。

ま
た

、
君

主
、

将
軍

、
大

将
な

ど
を

補
佐

し
て

謀
議

に
あ

ず
か

る
も

の
。

②
軍

隊
で

、
参

謀
事

務
に

従
事

す
る

も
の

。
③

転
じ

て
、

重
要

な
計

画
に

参
加

す
る

部
下

。

広
益

熟
字

典
（

18
74

）
〈

湯
浅

忠

良
〉

「
幕

僚
 バ

ク
レ

ウ
 コ

ウ
ギ

ノ

ヤ
ク

ニ
ン

」

幕
舎

宋
『

唐
文

粹
』

「
夏

四
月

，
軍

幕
舎

于
張

掖
」

未
収

録
未

収
録

（
19

01
）

「
幕

舍
工

程
療

病
之

事
,令

課
吏

館
學

習
兵

學
之

候
補

道
府

監
之

」
未

収
録

テ
ン

ト
張

り
の

営
舎

。

銃
後

（
19

13
）

〈
桜

井
忠

温
〉

一
六

「
幕

舎
（

バ
ク

シ
ャ

）
の

傍
へ

敵
の

地
雷

弾
が

飛
ん

で
来

て
破

裂
し

た
が

」

幕
営

宋
『

虎
鈐

經
』

「
每

幕
營

中
兩

廂
置

土
馬

一
十

二
匹

，
大

小
如

常
」

未
収

録
未

収
録

（
19

04
）

「
分

叚
張

幕
爲

營
,車

站
四

圍
遍

設
幕

營
」

未
収

録
幕

を
張

り
め

ぐ
ら

し
て

野
営

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

営
舎

。

暴
夜

物
語

（
18

75
）

〈
永

峰
秀

樹

訳
〉

漁
夫

の
伝

続
「

帝
の

幕
営

は
少

し
く

離
れ

、
湖

岸
に

傍
う

て
張

ら
し

め
た

り
」

吶
喊

元
『

戎
事

類
占

』
「

可
令

前
軍

呐
喊

鳴
金

，
擊

皷
摇

旗
，

驅
馬

而
進

此
山

」
大

聲
喊

叫
。

大
聲

呼
喊

。
元

 李
文

蔚
破

苻
堅

蔣
神

靈
應

三
：

“衆
軍

呐
喊

：
與

我
趕

將
去

！
”

（
18

72
）

「
衆

軍
士

鵲
躍

鳬
藻

,吶
喊

一
聲

,
金

鼓
大

震
」

顏
惠

慶
19

08

Sh
ou

t，
A 

lo
ud

 a
nd

 su
dd

en
 o

ut
cr

y 
or

 
ou

tb
ur

st
 o

f j
oy

, t
riu

m
ph

, o
r 

en
co

ur
ag

em
en

t, 
呼

, 呼
喊

, 呼
叫

, 喝
聲

, 呼
喝

, 吶
喊

, 歡
呼

之
聲

, 得
意

之
聲

, 因
喜

悅
凱

旋
或

鼓
勵

而
忽

然
流

露
之

大
聲

；
W

ar
ho

op
，

A 
w

ar
-w

ho
op

, 吶
喊

, 喊
聲

, 叫
吶

①
大

勢
の

者
が

一
時

に
大

声
を

あ
げ

て
叫

ぶ
こ

と
。

鬨
（

と
き

）
の

声
を

あ
げ

る
こ

と
。

②
鬨

（
と

き
）

の
声

を
あ

げ
て

激
し

く
敵

陣
へ

突
き

進
む

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

鬨
の

声
。

日
本

外
史

（
18

27
）

五
・

新
田

氏
前

記
「

三
百

人
取

甲
於

苞
而

甲
、

吶
喊

起
闘

」
新

令
字

解
（

18
68

）
〈

荻
田

嘯
〉

「
吶

喊
 ト

ッ
カ

ン
 タ

タ
カ

ヒ
ノ

コ

ヱ
」

軍
歌

・
雪

の
進

軍
（

18
95

）
〈

永
井

建
子

〉
四

「
死

ぬ
る

覚
悟

で
吶

喊
（

ト
ッ

カ
ン

）
す

れ
ど

」

55



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

内
乱

漢
『

史
記

』
「

楚
昭

王
見

呉
有

内

亂
，

乃
復

入
郢

」
指

國
內

的
叛

亂
或

統
治

階
級

內
部

的
戰

爭
。

㊀
指

女
嬖

引
起

的
禍

亂
。

書
 多

方
：

“乃
大

降
罰

，
崇

亂
有

夏
，

因
甲

于
内

亂
。

”
甲

，
始

也
；

 内
亂

，
妺

喜

之
嬖

也
。

見
宋

 時
瀾

增
修

東
萊

書
説

二
八

。
㊁

國
内

的
變

亂
。

多
對

外
患

而
言

。
 漢

 董
仲

舒
春

秋
繁

露
五

隨
本

消
息

：
“楚

國
内

亂
，

臣
弑

君
。

諸
侯

會
於

平
丘

，
謀

誅
楚

亂
臣

。
”㊂

家
内

的
亂

倫
行

爲
。

 周
禮

 夏
官

 大
司

馬
：

“外
内

亂
，

鳥

獸
行

，
則

滅
之

。
”疏

：
“内

亂
謂

家
内

若
衛

宣
公

上
烝

父
妾

下
納

子
妻

之
等

是
也

。
” 

唐
代

内
亂

屬
十

惡
之

一
。

見
唐

律
疏

議
一

名
例

。

（
18

72
）

「
而
爹

亞
等

從
外

患
巳

,内
亂

平

之
後

奮
然

振
作

,所
以

勵
精

圖
治

者
,實

有
惟

日
不

足
之

勢
」

羅
存

德
18

69

1：
Do

m
es

tic
do

m
es

tic
 w

ar
,內

亂
、

內
變

、
內

患

2：
In

te
rn

al
in

te
rn

al
 c

om
m

ot
io

n,
內

亂
、

內
變

3：
In

te
rn

ec
in

e
in

te
rn

ec
in

e 
w

ar
,內

亂

4：
In

te
st

in
e

in
te

st
in

e 
fe

ud
,內

亂
、

內
爭

①
内

部
の

み
だ

れ
。

国
内

の
騒

乱
。

国
乱

。
②

政
府

の
転

覆
を

図
る

こ
と

な
ど

を
目

的
と

し
て

一
国

内
で

行
な

わ
れ

る
武

力
闘

争
。

万
葉

集
（

8Ｃ
後

）
二

・
九

〇
・

左

注
「

卜
者

曰
、

有
内

乱
、

盖
親

々
相

奸
乎

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

一
三

・
三

「
法

国
内

乱
あ

り
て

、
両

党
相

戦
し

時
」

内
戦

春
秋

戰
國

『
管

子
』

「
此

盜
暴

之
所

以
起

，
刑

罰
之

所
以

衆
也

，
隨

之
以

暴
，

謂
之

内
戰

」

①
國

內
戰

爭
。

包
括

統
治

階
級

內
部

爭
奪

政
權

的
戰

爭
和

國
內

不
同

政
治

派
別

或
武

裝
集

團
之

間
的

戰
爭

。
②

指
內

部
混

戰
。

未
収

録
（

19
12

）
「

乞
電

告
成

都
都

督
,顧

全
大

局
,

勿
生

内
戰

」

顏
惠

慶
19

08
In

te
st

in
e，

in
te

st
in

e 
w

ar
s,

 內
戰

, 內
鬬

国
内

の
戦

争
。

同
じ

国
民

同
士

の
戦

い
。

中
国

知
識

人
の

自
己

改
造

（
19

51
）

〈
竹

内
好

〉
一

「
一

昨
年

の
不

作
と

、
内

戦
の

た
め

に
食

糧
の

全
体

的
配

分
が

う
ま

く
い

か
な

か
っ

た
の

が
原

因
で

あ
る

に
し

て
も

」

逆
襲

な
し

①
謂

防
禦

時
以

小
部

隊
進

行
的

反
擊

。
②

侵
擾

；
侵

襲
。

未
収

録
（

19
17

）
「

南
軍

之
勢

復
振

,十
四

十
五

兩

日
逆

襲
北

軍
,遂

將
衡

山
奪

回
」

未
収

録

敵
か

ら
攻

め
ら

れ
て

防
ぎ

手
に

回
っ

て
い

た
も

の
が

、
転

じ
て

攻
撃

に
う

つ
る

こ
と

。
逆

寄
（

さ
か

よ
せ

）
。

軍
歌

・
橘

中
佐

（
19

04
）

〈
鍵

谷
徳

三
郎

〉
「

刃
を

拭
ふ

暇
も

な
く

 彼
れ

逆
襲

の
鬨

の
声

」

排
開

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

97
）

「
其

黨
十

餘
人

押
舁

先
行

,餘
則

一
字

排
開

,悉
力

拒
捕

」

羅
存

德
18

69

1：
Ar

ra
ng

e
to

, t
o 

pu
t i

n 
or

de
r;擠

好
、

執
好

、
放

好
、

排
開

、
排

列
、

擺
列

、
鋪

排
、

鋪
設

、
擺

設
、

鋪
陳

、
陳

列
、

打
點

、
打

疊
、

撿
點

、
提

點
、

執
拾

、
安

排
、

布
置

、
棑

齊
、

眞
列

、
分

列
、

劉
列

、
臚

列
、

臚
陳

、
排

比
、

羅
列

、
調

處
、

調
治

、
調

理
、

調
停

、
調

劑
、

裁
剪

、
裁

度
、

籌
度

、
排

解
2：

Di
sp

os
e

to
 p

la
ce

 in
 o

rd
er

,安
排

、
分

派
、

排
列

、
排

開
、

安
置

3：
Dr

aw
to

 d
ra

w
 o

ut
 tr

oo
ps

,排
開

、
排

列
、

排
陳

4：
Se

t
to

 se
t i

n 
or

de
r,整

好
、

擺
設

、
排

開
、

準
、

治
、

繕
、

陳
離

お
し

ひ
ら

く
こ

と
。

経
国

美
談

（
18

83
～

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
九

「
此

地
に

陣
勢

を
排

開
し

」
即

興
詩

人
（

19
01

）
〈

森
鴎

外
訳

〉

「
我

が
た

め
に

正
面

な
る

扉
を

排
開

し
た

り
」

砲
兵

元
『

吳
文

正
集

』
「

督
砲

兵
，

摧
木

柵
以

入
，

克
其

城
」

以
火

炮
、

火
箭

炮
、

戰
術

導
彈

爲
基

本
裝

備
的

戰
鬥

兵
種

。
亦

稱
這

種
兵

種
的

士
兵

。
未

収
録

（
18

73
）

「
所

調
撥

者
炮

兵
三

十
六

」
羅

存
德

18
69

Br
ig

ad
e，

a 
br

ig
ad

e 
of

 a
rt

ill
er

y 
一

隊
炮

兵
；

Ar
til

le
ris

t，
砲

手
、

砲
兵

火
砲

を
操

縦
し

て
攻

撃
す

る
任

務
に

あ
た

る
兵

士
。

新
聞

雑
誌

‐
一

号
・

明
治

四
年

（
18

71
）

五
月

「
四

月
上

旬
薩

州
よ

り
御

親
兵

三
大

隊
外

に
砲

兵
（

ホ
ウ

へ
い

）
著

京
せ

り
」

西
洋

道
中

膝
栗

毛
（

18
70

〜
76

）

〈
仮

名
垣

魯
文

〉
六

・
上

「
騎

兵
砲

兵
（

ハ
ウ

ヘ
イ

）
三

万
余

人
に

、
帝

の
親

兵
弐

万
五

千
」

砲
車

唐
『

太
白

陰
經

』
「

砲
車

，
以

大
木

爲
床

，
下

安
四

輪
，

上
建

雙
陛

」
有

車
輪

的
炮

架
子

。

卽
發

石
車

。
也

叫
拋

車
、

霹

靂
車

。
 宋

史
 太

祖
紀

建
隆

二
年

：
“二

月
丙

寅
，

幸
飛

山
營

，
閲

礮
車

。
”

（
18

72
）

「
拉

駕
砲

車
,亦

須
壯

大
馬

匹
」

麥
都

思
18

48

CA
TA

PU
LT

,石
車

、
𨋛𨋛

、
飛

石
車

、
砲

車
、

砲
𥑇𥑇

、
礮

、
礔

礰
車

、
霹

靂
車

、
檜

、

旝
、

厥

火
砲

の
運

搬
の

た
め

に
砲

架
に

車
輪

を
取

り
つ

け
た

も
の

。
ま

た
、

そ
の

車
輪

の
あ

る
砲

。

改
正

増
補

和
訳

英
辞

書
（

18
69

）

「
Fl

as
k 
徳

利
。

角
細

工
ノ

口
薬

入
。

砲
車

（
ハ

ウ
シ

ャ
）

ノ
台

」

砲
火

元
『

金
陵

新
志

』
「

力
戰

不
敵

，
城

陷
，

投
砲

火
中

，
自

焚
死

」
①

槍
炮

。
②

指
戰

場
上

發
射

的
炮

彈
與

炮
彈

爆
炸

後
發

出
的

火
焰

。
未

収
録

（
18

72
）

「
大

凡
船

以
砲

火
爲

先
,此

船
則

以
堅

鋒
銳

爲
貴

,炮
火

猶
其

次
耳

」

馬
禮

遜
18

23

SH
O

O
T

1.
Sh

ot
 a

w
ay

 a
n 

ar
m

 w
ith

 fi
re

 fr
om

 th
e

gr
ea

t g
un

 炮
火

烘
斷

手
臂

大
砲

な
ど

を
発

射
し

た
と

き
に

出
る

火
。

ま
た

、
火

を
出

し
て

撃
ち

出
す

砲
弾

。

海
外

新
聞

別
集

（
18

62
）

中
「

其
時

既
に

炮
火

に
て

燃
上

り
た

り
」

軍
歌

・
橘

中
佐

（
19

04
）

〈
鍵

谷
徳

三
郎

〉
九

「
十

字
の

砲
火

雨
の

ご
と

拠
る

べ
き

地
物

更
に

な
き

 此
の

山

上
に

篠
つ

け
ば

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

砲
撃

明
『

皇
明

名
臣

經
濟

録
』

「
乃

砲
擊

其
壘

，
虜

死
砲

下
者

萬
計

也
」

用
炮

火
轟

擊
。

未
収

録
（

18
77

）
「

見
上

軍
至

逼
近

處
,陡

然
巨

炮

聲
若

雷
霆

,土
軍

亦
然

炮
擊

之
」

顏
惠

慶
19

08

Sh
el

l
1.

To
 th

ro
w

 b
om

b-
sh

el
ls 

on
, 砲

擊
, 砲

轟
,

砲
攻

; a
s,

 to
 sh

el
l a

 se
ap

or
t, 
砲

轟
海

口

砲
弾

で
攻

撃
す

る
こ

と
。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
砲

撃
 ハ

ウ
ゲ

キ
 テ

ッ
ハ

ウ
ヲ

ウ

ツ
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

二
・

三
「

各
所

の
砲

台
一

同
に

亜
船

を
目

が
け

て
砲

撃
（

ハ
ウ

ゲ
キ

）
な

せ
ば

」

砲
架

宋
『

靖
炎

兩
朝

見
聞

録
』

「
是

日
諸

門
已

縛
砲

架
，

造
鵞

車
」

支
炮

的
架

子
。

未
収

録

（
18

73
）

「
現

在
天

津
炮

局
製

造
開

花
炮

彈
及

炮
架

,一
切

甚
屬

緊
要

,日
夜

不
停

,未
知

何
故

」

馬
禮

遜
18

23
CA

RR
IA

G
E

A 
gu

n 
ca

rr
ia

ge
 ,砲

架

砲
身

を
す

え
る

台
。

砲
身

を
乗

せ
、

自
由

に
目

標
に

向
け

て
動

か
す

こ
と

の
で

き
る

台
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Af

fû
t 〈

略
〉

砲
架

」

砲
艦

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
而

僅
僅

乎
爲

兵
船

,爲
砲

艦
,則

其
用

旣
不

廣
」

顏
惠

慶
19

08

To
rp

ed
o

to
rp

ed
o 

gu
nb

oa
t, 
水

雷
砲

艦
，

to
rp

ed
o 

gu
n 

ve
ss

el
, 水

雷
砲

艦
；

Co
rv

et
te
，

A 
flu

sh
-d

ec
ke

d 
fu

ll-
rig

ge
d 

sh
ip

 o
f u

nd
er

 
tw

en
ty

 g
un

s,
 a

nd
 w

ith
ou

t q
ua

rt
er

-d
ec

k,
 

快
艦

, 三
等

砲
艦

；

G
un

-b
oa

t
A 

bo
at

 o
r s

m
al

l v
es

se
l o

f l
ig

ht
 d

ra
ug

ht
, 

ar
m

ed
 w

ith
 o

ne
 o

r m
or

e 
he

av
y 

gu
ns

, 礮
艦

, 礮
船

, 礮
艇

(裝
配

重
礮

一
尊

或
多

尊
之

淺
水

船
); 

as
, a

 to
rp

ed
o 

gu
n-

bo
at

, 水
雷

礮

艦 Sl
oo

p
Sl

oo
p 

of
 w

ar
, a

 v
es

se
l o

f w
ar

, 
in

te
rm

ed
ia

te
 b

et
w

ee
n 

a 
gu

nb
oa

t a
nd

 a
 

co
rv

et
te

, 小
兵

船
, 小

軍
艦

, 小
礮

艦
, 小

戰

①
大

砲
を

積
ん

で
い

る
艦

。
②

喫
水

が
浅

く
、

軽
易

な
武

装
を

有
す

る
小

艦
。

海
岸

に
近

接
し

、
ま

た
は

河
川

を
遡

行
し

て
陸

上
の

敵
を

攻
撃

す
る

こ
と

を
主

任
務

と
す

る
。

徳
川

禁
令

考
‐

前
集

・
第

二
・

巻
一

二
・

元
治

元
年

（
18

64
）

正
月

二
七

日
「

我
の

所
謂

砲
艦

は
彼

の
所

謂
砲

艦
に

比
す

れ
は

、
未

た
慢

夷
の

膽
を

呑
に

足
ら

す
」

愛
弟

通
信

（
18

94
〜

95
）

〈
国

木
田

独
歩

〉
威

海
衛

艦
隊

攻
撃

詳
報

「
磐

城
海

門
等

の
砲

艦
、

及
び

水
雷

艇
は

遂
に

栄
城

湾
に

帰
る

能
は

ず
し

て
」

砲
口

明
『

武
備

志
』

「
鉛

子
出

砲
口

，
可

寛
二

三
十

歩
」

未
収

録
未

収
録

（
18

74
）

「
置

有
鉄

炮
十

二
尊

,皆
自

炮
口

裝
藥

」

衛
三

畏
18

44
CA

LI
BE

R
1.

炮
口

砲
身

の
先

端
の

、
弾

丸
を

撃
ち

出
す

口
。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

八
・

一
八

「
彼

人
の

命
令

な
ら

ば
、

装
薬

せ
る

炮
口

の
中

に
な

り
と

も
進

む
べ

し
と

」

砲
身

明
『

兵
録

』
「

先
看

砲
身

，
次

看

藥
」

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
四

面
之

炮
眼

皆
可

旋
至

此
面

,
任

意
轟

擊
,使

炮
身

無
炸

熱
之

失
」

顏
惠

慶
19

08
G

un
-b

ar
re

l
Th

e 
tu

be
 o

f a
 g

un
, 礮

身
, 鎗

身
, 鎗

管
大

砲
の

弾
丸

を
こ

め
て

発
射

す
る

、
円

筒
状

の
部

分
。

砲
の

筒
。

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

二
・

二
三

「
砲

身
に

炸
熱

の
憂

ひ
な

く
、

敵
船

は
之

を
避

る
の

時
な

し
」

砲
声

宋
『

宋
季

三
朝

政
要

』
「

行
至

揚
子

橋
，

砲
聲

連
發

」
未

収
録

未
収

録
（

18
72

）
「

忽
聽

炮
聲

齊
舉

」
盧

公
明

18
72

F i
rin

g
no

ise
 o

f F
iri

ng
,炮

聲
大

砲
を

う
つ

音
。

火
薬

や
砲

弾
な

ど
を

発
射

す
る

音
。

詩
聖

堂
詩

集
‐

初
編

（
18

10
）

五
・

烟
花

戯
「

漠
漠

江
天

収
晩

霞
、

炮
声

一
響

駭
栖

鴉
」

寄
笑

新
聞

（
18

75
）

〈
梅

亭
金

鵞
〉

七
号

「
耳

に
の

こ
る

は
調

れ
ん

の
炮

声
（

ホ
ウ

セ
イ

）
と

」

砲
手

宋
『

守
城

録
』

「
砲

在
城

裏
，

砲
手

不
能

見
得

城
外

事
」

①
操

縦
火

炮
的

士
兵

。
②

方
言

。
指

技
術

高
的

射
擊

手
。

發
礮

的
士

兵
。

 遼
史

 聖
宗

紀
二

統
和

四
年

：
“詔

南
京

留
守

休
哥

遣
礮

手
西

助
斜

軫
。

”

（
18

77
）

「
惟

水
手

十
一

人
及

外
國

炮
手

一
人

而
已

」

衛
三

畏
18

44

1：
CA

N
N

O
N

IE
R

炮
手

2：
G

U
N

N
ER

炮
手

火
砲

を
操

作
す

る
人

。
火

砲
の

照
準

・
装

填
・

発
射

を
受

け
持

つ
兵

卒
。

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

五
・

三
「

砲
手

（
ハ

ウ
シ

ュ
）

等
四

五
十

人
筒

先
揃

へ
て

」

砲
術

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

93
）

「
日

本
兵

船
攷

補
遺

（
略

）
有

校
長

一
人

主
之

,次
長

副
之

,其
下

有
總

理
教

務
,副

總
理

教
務

,學
術

主
任

,教
務

,砲
術

教
授

,砲
術

助
教

」
（

18
99

）
「

日
本

海
軍

大
管

堂
章

程

（
略

）
第

十
二

條
：

教
授

將
校

科
乙

種
學

生
,以

砲
術

,水
雷

術
,航

海
術

諸
課

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ar

til
le

ry
Th

e 
sc

ie
nc

e 
of

 a
rt

ill
er

y 
or

 g
un

ne
ry

, 砲
學

, 
砲

術
學

2：
Pr

ac
tis

e
to

 p
ra

ct
ise

 g
un

ne
ry

, 習
練

砲
術

; t
o 

pr
ac

tis
e 

m
us

ic
, 操

練
音

樂
	
操

練
、

習
練

、
習

練
砲

術
、

操
練

音
樂

3：
G

un
ne

ry
Th

e 
sc

ie
nc

e 
of

 a
rt

ill
er

y,
 o

r t
he

 a
rt

 o
f 

m
an

ag
in

g 
ca

nn
on

, 放
礮

之
術

, 礮
術

, 礮
藝

, 礮
學

火
砲

を
操

作
す

る
術

。

本
朝

武
芸

小
伝

（
17

16
）

八
・

砲
術

「
因

付
兵

庫
助

源
景

澄
者

、
砲

術
達

人
也

」
近

世
紀

聞
（

18
75

～
81

）
〈

条
野

有

人
〉

初
・

二
「

当
時

西
洋

の
砲

術
（

ハ
ウ

ジ
ュ

ツ
）

の
本

邦
に

入
る

や
江

川
氏

を
以

て
嚆

矢
と

せ
り

」

砲
塔

な
し

火
炮

的
裝

甲
防

護
體

。
用

來
保

護
炮

手
和

火
炮

。
軍

艦
主

炮
、

坦
克

以
及

海
岸

炮
等

，
均

采
用

此
種

裝
置

。

未
収

録
（

19
08

）
「

猝
有

大
砲

未
放

先
炸

,致
將

砲

塔
震

毁
,並

擊
斃

兵
士

十
五

人
」

顏
惠

慶
19

08

Tu
rr

et
 (M

il.
) A

 re
vo

lv
in

g 
to

w
er

, w
ith

in
 w

hi
ch

 
ca

nn
on

s a
re

 m
ou

nt
ed

, (
軍

)砲
塔

, 旋
臺

, 圓
廓

軍
艦

、
要

塞
な

ど
で

、
大

砲
、

砲
手

、
砲

架
な

ど
を

敵
の

攻
撃

か
ら

守
る

た
め

の
鋼

鉄
の

か
こ

い
。

艦
底

（
19

12
）

〈
荒

畑
寒

村
〉

一

「
上

甲
板

に
は

〈
略

〉
ま

だ
砲

塔
も

、
艦

橋
も

、
欄

干
も

な
く

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

砲
台

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
近

凖
朝

旨
，

修
渭

州
城

置
砲

臺
已

畢
」

修
築

在
江

海
口

岸
等

險
要

處
用

以
安

放
大

炮
的

工
事

。
未

収
録

（
18

72
）

「
閱

視
大

沽
口

砲
臺

並
安

置
大

砲
」

馬
禮

遜
18

23
BA

RR
AC

KS
，

1.
 B

AR
RA

CK
S 

an
d 

fo
rt

s 兵
房

砲
台

海
岸

要
塞

、
野

戦
な

ど
で

の
砲

戦
に

際
し

て
、

砲
手

、
砲

、
弾

丸
な

ど
を

掩
護

す
る

た
め

に
コ

ン
ク

リ
ー

ト
な

ど
で

強
固

に
構

築
さ

れ
た

火
砲

陣
地

。
台

場
。

和
英

語
林

集
成

（
初

版
）

（
18

67
）

「
Ho

-d
ai

 ハ
ウ

ダ
イ

 炮
台

」

日
本

‐
明

治
二

六
年

（
18

93
）

八
月

七
日

「
内

国
人

す
ら

登
山

を
許

さ
れ

ざ
る

同
山

に
登

り
、

砲
台

の
図

を
と

り
た

る
事

な
れ

ば
」

砲
弾

明
『

經
略

復
國

要
編

』
「

催
促

海
蓋

遼
陽

等
道

，
置

造
鉛

鐵
大

小
等

砲
弹

」
用

火
砲

発
射

的
彈

藥
。

未
収

録
（

18
72

）
「

火
藥

砲
彈

各
房

在
外

底
艙

面
」

羅
存

德
18

69
Ca

nn
on

-b
al

l
2.

炮
碼

、
炮

彈
、

炮
子

、
大

彈
子

火
砲

用
の

弾
丸

。
大

砲
の

た
ま

。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
砲

弾
 ハ

ウ
タ

ン
 テ

ツ
ハ

ウ
タ

マ
」

天
地

有
情

（
18

99
）

〈
土

井
晩

翠
〉

馬
前

の
夢

「
い

か
づ

ち
落

つ
る

砲
弾

の
 渦

巻
く

烟
か

き
わ

け
て

」

砲
尾

明
『

武
備

志
』

「
擲

下
擊

賊
，

砲

响
，

碎
破

砲
尾

」
未

収
録

未
収

録
（

18
93

）
「

如
敵

已
迫

近
於

一
里

之
内

,則
宜

將
砲

尾
高

墊
,俾

口
低

下
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ca

sc
ab

el
Th

e 
kn

ob
 o

f a
 c

an
no

n,
 b

eh
in

d 
th

e 
br

ea
ch

, 
砲

尾
鈕

2：
U

nb
re

ec
h

To
 re

m
ov

e 
th

e 
br

ee
ch

es
 o

r t
he

 b
re

ec
h 

of
, 

卸
去

鎗
尾

或
砲

尾
, 解

股
衣

, 脫
袴

銃
砲

の
後

端
。

砲
口

に
対

し
て

い
う

。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
五

三
〇

「
高

低
照

準
転

輪
を

廻
は

し
て

砲
尾

を
一

握
程

高
く

し
」

砲
戦

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

04
）

「
昨

晚
接

日
本

東
京

來
電

云

（
略

）
現

亦
有

互
相

砲
戰

之
事

」
（

19
17

）
「

德
軍

大
本

營
十

二
月

三
十

一

日
公

報
,拉

巴
塞

運
河

以
南

時
有

猛
烈

砲

戰
」

（
19

26
）

「
北

京
今

日
昌

平
前

線
砲

戰
甚

烈
」

赫
美

玲
官

話
19

16

1：
Ar

til
le

ry
～

 d
ue

l,砲
戰

2：
Du

el
 A

rt
ill

er
y 
～

,礮
（

砲
）

戰

大
砲

を
う

ち
あ

っ
て

戦
う

こ
と

。
火

砲
に

よ
る

戦
闘

。

長
崎

縁
起

略
記

（
17

12
）

「
阿

蘭
陀

船
と

南
蛮

船
と

呂
宋

の
番

島
に

て
炮

戦
し

」
近

世
紀

聞
（

18
75

～
81

）
〈

染
崎

延

房
〉

三
・

三
「

天
忠

組
に

は
要

害
の

地
へ

些
の

兵
士

を
出

し
つ

つ
稍

砲
戦

（
ハ

ウ
セ

ン
）

に
及

ぶ
程

に
」

砲
座

宋
『

靖
炎

兩
朝

見
聞

録
』

「
布

床
子

弩
，

九
牛

弩
，

大
小

砲
座

又
於

城

上
」

炮
車

。
亦

指
炮

的
臺

座
。

未
収

録
（

18
72

）
「

某
家

第
幾

十
幾

炮
,蓋

其
炮

位

之
名

,次
愈

後
,則

其
炮

座
之

式
樣

」

顏
惠

慶
19

08

Ba
rb

et
te

A 
te

rr
ac

e 
in

sid
e 

a 
pa

ra
pe

t, 
so

 ra
ise

d 
as

 to
 

ad
m

it 
th

e 
ca

nn
on

 b
ei

ng
 fi

re
d 

ov
er

 th
e 

to
p,

 城
垜

砲
座

砲
を

固
定

し
て

う
ち

や
す

く
す

る
台

座
。

愛
弟

通
信

（
18

94
〜

95
）

〈
国

木
田

独
歩

〉
海

軍
従

軍
記

「
砲

座
（

ハ
ウ

ザ
）

の
下

、
マ

ス
ト

の
傍

」

佩
刀

漢
『

漢
書

』
「

願
觀

相
君

佩
刀

」
佩

在
腰

間
的

刀
。

古
代

男
子

服
飾

之
一

，
佩

之
以

示
威

武
。

佩
在

腰
間

的
刀

。
男

子
服

飾
有

佩
刀

，
表

示
威

武
。

 漢
書

七
六

王
尊

傳
：

“願
觀

相

君
佩

刀
。

”漢
代

佩
刀

之

制
，

參
閲

後
漢

書
 輿

服
志

下
刀

。

（
18

72
）

「
掣

佩
刀

示
之

,鳳
惶

遽
駭

」
羅

存
德

18
69

1：
Kn

ife
a 

kn
ife

 「
ca

rv
in

g 
kn

ife
」

 c
ar

rie
d 

in
 a

 c
as

e 
in

 th
e 

gi
rd

le
,佩

刀
2：

Cu
tla

ss
a 

br
oa

d 
cu

rv
in

g 
sw

or
d,
腰

刀
、

佩
刀

、
官

刀 3：
Bo

w
ie

 k
ni

fe
a 

lo
ng

 k
ni

fe
 o

r d
ag

ge
r u

se
d 

by
 h

un
te

rs
 

an
d 

ot
he

rs
 in

 th
e 

w
es

te
rn

 st
at

es
,佩

刀

刀
を

腰
に

つ
け

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
刀

。
帯

刀
。

正
倉

院
文

書
‐

天
平

勝
宝

八
年

（
75

6）
六

月
二

一
日

・
東

大
寺

献

物
帳

（
寧

楽
遺

文
）

「
黒

作
懸

佩
刀

一
口

」
東

京
新

繁
昌

記
（

18
74

〜
76

）
〈

服

部
誠

一
〉

初
・

新
聞

社
「

散
髪

筒
袖

の
世

に
会

し
て

、
間

（
ま

ま
）

結
髪

佩
刀

の
人

有
り

」

佩
剣

漢
『

漢
紀

』
「

上
不

聽
，

遂
下

廷

尉
，

寛
饒

引
佩

劒
自

殺
」

腰
間

佩
帯

的
剣

。
未

収
録

（
18

72
）

「
大

小
官

員
率

兵
士

佩
劍

提
鎗

鵠
立

以
接

王
」

羅
存

德
18

69

1 ：
Be

ar
to

 b
ea

r a
 sw

or
d,
佩

劍

2：
Sw

or
d

to
 w

ea
r a

 sw
or

d,
佩

劍

3：
W

ea
r

 to
 w

ea
r a

 sw
or

d,
拕

劍
、

佩
劍

剣
を

腰
に

下
げ

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
剣

。
帯

剣
。

光
悦

本
謡

曲
・

咸
陽

宮
（

14
29

頃
）

「
佩

剣
を

解
い

て
威

儀
を

な
し

」
或

る
女

（
19

19
）

〈
有

島
武

郎
〉

後
・

三
四

「
が

ち
ゃ

が
ち

ゃ
と

佩
剣

（
ハ

イ
ケ

ン
）

を
取

る
ら

し
い

音
」

配
置

元
『

宋
史

』
「

配
置

衛
士

五
百

人
于

陵
，

所
作

殿
以

安
御

容
」

配
備

布
置

。
未

収
録

（
18

83
）

「
以

便
配

置
新

造
三

艘
兵

船
」

顏
惠

慶
19

08

Di
sp

os
iti

on
 M

an
ne

r i
n 

w
hi

ch
 th

in
gs

 o
r t

he
 p

ar
ts

 o
f a

 
co

m
pl

ex
 b

od
y 

ar
e 

ar
ra

ng
ed

, 複
雜

體
配

置
之

法
;T

he
 a

rr
an

ge
m

en
t o

f t
he

 p
ar

ts
 o

f a
 

pi
ct

ur
e,

 (畫
)畫

景
之

配
置

; t
he

 
ar

ra
ng

em
en

t o
f t

he
 w

ho
le

 d
es

ig
n 

of
 a

 
bu

ild
in

g,
 (建

)圖
樣

之
配

置
；

Ec
on

om
y，

di
st

rib
ut

io
n 

or
 d

ue
 o

rd
er

 o
f t

hi
ng

s,
 配

置
, 

秩
序

；
Re

co
nc

ile
，

To
 se

tt
le

 o
r a

dj
us

t, 
調

停
, 安

置
, 配

置
；

Di
st

rib
ut

io
n，

Th
e 

di
vi

sio
n 

an
d 

di
sp

os
iti

on
 o

f t
he

 p
ar

ts
 o

f 
an

yt
hi

ng
, 分

置
, 分

配
, 配

列
, 配

置
；

Re
co

nc
ile

m
en

t，
Re

co
nc

ili
at

io
n,

 復
和

, 修
好

, 調
和

, 配
置

人
や

物
な

ど
を

そ
れ

ぞ
れ

の
持

場
や

位
置

に
く

ば
り

あ
て

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
く

ば
り

あ
て

ら
れ

た
位

置
・

持
場

・
受

持
。

高
野

山
文

書
‐

弘
安

八
年

（
12

85
）

二
月

五
日

・
了

性
房

忌
日

田
配

置
状

（
大

日
本

古
文

書
三

・
六

九
四

）
「

右
件

地
者

、
故

了
性

房
忌

日
田

也
。

永
代

彼
忌

日
用

途
所

配
置

之
状

如
件

」
或

る
女

（
19

19
）

〈
有

島
武

郎
〉

前
・

一
六

「
松

が
自

然
に

美
し

く
配

置
さ

れ
て

」

58



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

迫
撃

砲
な

し

一
種

從
炮

口
裝

彈
，

以
曲

射
爲

主
的

火
炮

。
能

射
擊

遮
蔽

物
後

方
的

目
標

。
炮

身
短

，
射

程
較

近
，

但
重

量
較

輕
，

運
動

方
便

，
適

用
於

各
種

地
形

上
作

戰
。

未
収

録

（
19

14
）

「
東

方
通

信
社

電
（

日
本

人
組

織
）

（
略

）
日

軍
刻

正
從

事
開

鑿
坑

道
接

近
敵

壘
,並

以
距

離
旣

近
,爲

迫
擊

砲
（

該
砲

内
裝

爆
彈

,最
適

近
處

射
擊

,日
俄

之
役

日
軍

曾
在

旅
順

使
用

,後
復

改
良

）
最

好
射

程
」

未
収

録

四
五

度
以

上
の

高
射

角
で

発
射

さ
れ

る
近

距
離

陣
地

攻
撃

用
の

火
器

。
塹

壕
や

敵
陣

の
背

後
な

ど
の

攻
撃

に
用

い
る

。
砲

口
か

ら
有

翼
弾

を
こ

め
て

使
用

。

増
補

改
訂

新
聞

語
辞

典
（

19
36

）

〈
千

葉
亀

雄
〉

増
補

「
は

く
げ

き
ほ

う
 迫

撃
砲

」

匍
匐

漢
『

漢
書

』
「

又
復

失
其

故
歩

，
遂

匍
匐

而
歸

耳
」

①
爬

行
。

②
謂

倒
仆

伏
地

；
趴

伏
。

③
比

喻
屈

服
，

順
從

。
④

盡
力

。
⑤

勞
頓

；
顛

沛
。

伏
地

而
行

。
 詩

 大
雅

 生
民

：
“誕

實
匍

匐
，

克
岐

克

嶷
，

以
就

口
食

。
”孟

子
 滕

文
公

上
：

“赤
子

匍
匐

將
入

井
，

非
赤

子
之

罪
也

。
”

（
18

72
）

「
錄

地
震

甚
迫

,不
能

奔
走

,行
人

皆
匍

匐
而

前
,躲

避
於

竹
林

之
內

」

衛
三

畏
18

44
CR

EE
P,

 爬
、

匍
匐

地
に

伏
し

手
で

は
っ

て
行

く
こ

と
。

は
ら

ば
う

こ
と

。

経
国

集
（

82
7）

一
四

・
不

堪
奉

試

〈
路

永
名

〉
「

別
有

邯
鄲

学
歩

者
、

中
途

匍
匐

不
知

帰
」

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

三
・

二
「

酔
人

の
如

く
、

匍
匐

（
ホ

フ
ク

〈
注

〉
ハ

ラ
バ

ヒ
）

し
て

僅
か

に
能

く
行

く
こ

と
を

得
た

り
」

奇
兵

漢
『

漢
書

』
「

臣
嘗

遊
趙

，
知

其
豪

桀
，

願
請

竒
兵

略
趙

地
」

出
乎

敵
人

意
料

而
突

然
襲

擊
的

軍
隊

。

乘
敵

不
意

而
突

襲
的

部
隊

。

史
記

九
二

淮
陰

侯
傳

：
“願

足
下

假
臣

奇
兵

三
萬

人
，

從
間

道
絶

其
輜

重
。

”

（
18

73
）

「
吾

謂
亞

珍
之

勝
,非

有
奇

兵
之

操
勝

也
,亦

非
有

名
將

之
足

恃
也

」

顏
惠

慶
19

08

Pa
rt

isa
n

Em
pl

oy
ed

 in
 a

 sp
ec

ia
l e

nt
er

pr
ise

, 別
慟

隊

的
, 奇

兵
隊

的
, 游

擊
隊

的

敵
の

不
意

を
う

つ
軍

隊
。

文
明

本
節

用
集

（
室

町
中

）
「

奇
兵

キ
ヘ

イ
」

地
方

官
会

議
日

誌
‐

九
・

明
治

八
年

（
18

75
）

六
月

二
九

日
補

遺
「

夫
れ

邏
卒

は
正

兵
の

如
く

、
探

偵
者

は
奇

兵
の

如
し

」

旗
艦

な
し

艦
隊

指
揮

艦
。

多
指

海
軍

艦
隊

司
令

所
在

的
軍

艦
。

因
通

常
掛

有
司

令
旗

，
故

稱
。

未
収

録

（
18

87
）

「
瀛

洲
清

話
　

日
報

載
（

略
）

海
軍

中
艦

隊
應

用
,沿

海
艦

隊
旗

艦
現

以
扶

桑
艦

派
充

,漸
將

小
艦

編
入

隊
内

,當
命

扶
桑

爲
第

一
等

旗
艦

」

顏
惠

慶
19

08

Fl
ag

-s
hi

p，
Th

e 
sh

ip
 w

hi
ch

 b
ea

rs
 th

e 
co

m
m

an
de

r o
f a

 sq
ua

dr
on

, a
nd

 o
n 

w
hi

ch
 

hi
s f

la
g 

is 
di

sp
la

ye
d,

 水
師

提
督

艦
, 旗

艦

艦
隊

の
司

令
長

官
・

司
令

官
と

幕
僚

の
乗

っ
て

い
る

船
。

愛
弟

通
信

（
18

94
〜

95
）

〈
国

木
田

独
歩

〉
波

濤
「

突
然

艦
長

は
旗

艦
（

キ
カ

ン
）

よ
り

帰
り

ぬ
」

風
俗

画
報

‐
九

二
号

（
18

95
）

征
南

艦
隊

の
戦

況
「

弾
丸

は
吁

鳴
（

う
な

）
り

つ
つ

彼
方

に
落

ち
た

り
。

旗
艦

は
続

て
砲

撃
せ

り
」

旗
手

元
『

金
史

』
「

伸
軍

一
旗

手
獨

出
拒

之
，

殺
數

人
」

①
執

旗
的

人
。

②
比

喻
領

導
人

或
先

行
者

。

執
旗

在
前

之
人

。
 金

史
 強

伸
傳

：
“（

韓
）

帥
奔

陣
，

率
步

卒
數

百
奪

橋
，

伸
軍

一
旗

手
獨

出
拒

之
，

殺
數

人
。

伸
乃

手
解

都
統

銀
符

與
之

佩
，

士
卒

氣
復

振
。

”

（
19

14
）

「
上

自
站

長
報

生
專

守
,下

至
司

機
旗

手
閘

夫
,對

於
行

車
之

安
危

各
直

接
負

有
完

全
責

任
」

羅
存

德
18

69

1：
En

sig
n

1.
an

 e
ns

ig
n 

in
 th

e 
ar

m
y 
把

總
、

旗
頭

、
旗

手 2：
En

sig
n-

be
ar

er
2.

旗
頭

、
旗

手

①
団

体
の

行
進

な
ど

で
、

そ
の

し
る

し
と

な
る

旗
を

持
つ

役
目

の
人

。
②

も
と

、
陸

軍
の

歩
兵

連
隊

、
騎

兵
連

隊
で

軍
旗

を
さ

さ
げ

持
つ

役
の

者
。

③
物

事
や

運
動

な
ど

の
代

表
と

し
て

先
頭

を
行

く
人

。

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

二
・

三
「

歩
兵

一
聯

隊
に

付
属

す
る

官
員

並
に

諸
工

左
の

如
し

。
〈

略
〉

大
佐

或
は

中
佐

 聯
隊

長
 一

名

〈
略

〉
少

尉
 同

旗
手

 一
名

」

騎
兵

漢
『

漢
書

』
「

遂
至

彭
陽

，
使

騎
兵

入
，

燒
回

中
宮

」
騎

馬
作

戰
的

軍
隊

或
士

兵
。

騎
馬

作
戰

的
士

兵
。

 史
記

九
五

灌
嬰

傳
：

“將
郎

中
騎

兵
擊

楚
騎

於
滎

陽
東

，
大

破
之

。
”

（
18

72
）

「
皆

有
定

額
,有

騎
兵

有
步

兵
」

麥
都

思
18

48
DR

AG
O

O
N
，

馬
兵

、
騎

兵

①
騎

馬
の

兵
。

②
も

と
陸

軍
の

兵
科

の
一

つ
。

騎
馬

の
速

度
と

衝
撃

力
に

よ
る

戦
闘

の
ほ

か
に

、
通

信
、

偵
察

、
捜

索
な

ど
の

行
動

を
す

る
兵

。
騎

卒

続
日

本
紀

‐
文

武
天

皇
三

年
（

69
9）

二
月

戊
申

「
詔

免
従

駕
諸

国
騎

兵
等

今
年

調
役

」
和

蘭
字

彙
（

18
55

〜
58

）
「

Va
n

og
te

nd
 te

 z
es

 ú
re

n 
is 

de
 rú

ite
rij

 d
e 

la
nd

po
ar

t ú
itg

er
ee

de
n 
朝

六
時

に

騎
兵

と
も

が
陸

手
の

門
よ

り
乗

り
出

し
た

」
西

洋
道

中
膝

栗
毛

（
18

70
〜

76
）

〈
仮

名
垣

魯
文

〉
六

・
上

「
騎

兵
（

キ
ヘ

イ
）

砲
兵

三
万

余
人

に
、

帝
の

親
兵

弐
万

五
千

を
爰

彼
処

（
か

し
こ

）
に

分
隊

し
」

59



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

騎
士

周
『

六
韜

』
「

太
公

曰
，

太
公

曰
選

騎
士

之
法

，
取

年
四

十
以

下
，

長
七

尺
五

寸
以

上
壯

健
，

捷
疾

超
絕
倫
等

，

能
馳

騎
彀

射
，

前
後

左
右

周
旋

，
進

退
，

越
溝

塹
，

登
丘

陵
冒

險
，

阻
絕

大

澤
，

馳
強

敵
，

亂
大

衆
者

，
名

曰
武

騎
之

士
」

①
騎

兵
。

②
歐

洲
中

世
紀

封
建

主
階

級
的

最
低

階
層

，
是

領
有

土
地

的
軍

人
，

爲
大

封
建

主
服

騎
兵

軍
役

。
曾

被
宣

揚
爲

具
有

忠
誠

、
熱

情
、

勇
敢

等
品

質
的

人
。

馬
兵

。
 史

記
九

五
灌

嬰

傳
：

“漢
王

乃
擇

軍
中

可
爲

車
騎

將
者

，
皆

推
故

秦
騎

士
重

泉
人

李
必

 駱
甲

習
騎

兵
。

”

（
18

93
）

「
小

隊
騎

士
則

負
弓

矢
,步

兵
則

携
線

鎗
架

」
（

19
10

）
「

忽
一

白
馬

騎
士

,單
騎

馳
入

旅

順
要

塞
線

内
]

顏
惠

慶
19

08

英
華

字
典

の
記

述
例

1：
Ca

va
lie

r
A 

kn
ig

ht
 o

r g
en

tle
m

an
 s

ol
di

er
, 騎

士
, 乘

馬
之

軍
士

 騎
士

、
乘

馬
之

軍
士

，

Co
nn

ec
te

d 
w

ith
 th

e 
ca

va
l ie

rs
, 屬

於
騎

士

的
, 保

王
黨

的
 屬

於
騎

士
的

、
保

王
黨

的

2：
Ch

ev
al

ie
r

A 
ho

rs
em

an
 a

rm
ed

 a
t a

ll 
po

in
ts

, (
紋

)全
身

甲
冑

騎
士

 （
紋

）
全

身
甲

冑
騎

士
，

(H
er

.) 
A 

ca
va

lie
r, 
騎

士
 騎

士

3：
Kn

ig
ht

In
 fe

ud
al

 ti
m

es
, o

ne
 a

dm
itt

ed
 b

y 
pe

cu
lia

r 
ce

re
m

on
ie

s t
o 

a 
ce

rt
ai

n 
m

ili
ta

ry
 ra

nk
, 武

士
, 騎

士
(中

古
封
建
時
代
之
武
官

) 武
士
、

騎
士

(中
古
封
建
時
代
之
武
官

)
4：

Eq
ui

te
s

Th
e 

eq
ue

st
ria

n 
or

 se
co

nd
 o

rd
er

 o
f n

ob
ili

ty
 

in
 a

nc
ie

nt
 R

om
e,

 th
e 

se
na

to
rs

 b
ei

ng
 th

e 
fir

st
, 羅

馬
之
騎
士

(古
羅
馬
貴
爵
之
第
二
等

) 
羅
馬
之
騎
士

(古
羅
馬
貴
爵
之
第
二
等

)
5：

Ho
bb

le
r

A 
so

ld
ie

r m
ou

nt
ed

 o
n 

a 
ho

bb
y,

 馬
兵

, 騎
士

 
馬
兵

 騎
士

①
馬

に
乗

っ
て

い
る

兵
士

。
騎

馬
に

よ
る

戦
闘

を
行

な
う

兵
。

騎
馬

の
士

。
②

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
中

世
の

武
人

の
称

。
領

主
に

仕
え

、
忠

義
・

勇
気

・
廉

恥
・

任
侠

等
を

理
想

的
道

徳
と

し
て

貴
び

、
武

芸
を

練
磨

し
て

武
功

を
た

て
る

こ
と

を
名

誉
と

し
た

。
ナ

イ
ト

。

延
喜

式
（

92
7）

一
五

・
内

蔵
寮

「
大

原
野

祭
〈

略
〉

騎
士

二
人

」
西

洋
事

情
（

18
66

〜
70

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

初
・

三
「

親
兵

の
騎

士
は

一
日

の
給

料
一

『
シ

ル
リ

ン
グ

』
九

『
ペ

ン
ス

』
乃

至
二

『
シ

ル
リ

ン
グ

』
」

薤
露

行
（

19
05

）
〈

夏
目

漱
石

〉
三

「
ア

ー
サ

ー
王

の
催

（
も

よ
ほ

し
）

に
か

か
る

晴
の

仕
合

に
参

り
合

は
せ

ず
ば

、
騎

士
の

身
の

口
惜

し
か

る
べ

し
」

騎
手

な
し

擅
長

騎
馬

的
人

。
未

収
録

（
19

25
）

「
今

夜
開

演
世

界
第

一
著

名
騎

手
浩

活
刦

臣
,主

演
吾

家
千

里
駒

六
大

本
」

顏
惠

慶
19

08

Ho
rs

em
an

1.
A 

m
an

 sk
ill

ed
 in

 ri
di

ng
, 老

騎
手

, 善
於

騎

馬
者

, 善
騎

者

①
馬

に
乗

る
人

。
②

競
馬

に
出

場
す

る
馬

の
乗

り
手

。
ジ

ョ
ッ

キ
ー

。

大
道

無
門

（
19

26
）

遠
雷

・
一

「
騎

手
（

キ
シ

ュ
）

の
松

岡
も

、
赤

と
黒

を
片

身
変

り
の

競
馬

服
で

、
鞭

を
片

手
に

、
そ

こ
へ

よ
っ

て
来

た
」

牽
制

晋
『

三
国

志
』

「
自

單
于

在
外

，
莫

能
牽

制
長

卑
」

①
拘

泥
。

②
約

束
；

控
制

。
③

拖
住

使
不

能
自

由
行

動
。

受
制

約
，

使
受

制
約

。
漢

書

元
帝

紀
 贊

：
“而

上
牽

制
文

義
，

優
游

不
斷

，
孝

宣
之

業
衰

焉
。

”宋
 文

天
祥

文
山

集
十

四
平

原
詩

：
“唐

家
再

造
李

 
郭

力
，

若
論

牽
制

公
威

靈
。

”

（
18

74
）

「
英

普
俄

三
國

鼎
峙

,虎
視

鷹
瞬

,
互

相
牽

制
,大

扺
各

自
為

雄
,而

莫
敢

先
發

」

羅
存

德
18

69

Em
ba

rr
as

s
 to

 in
vo

lv
e 

in
 d

iff
ic

ul
tie

s ,
累

、
牽

累
、

牽

製
、

掣
肘

、
拖

累
、

拕
撻

①
敵

対
す

る
相

手
に

に
ら

み
を

き
か

せ
て

、
自

由
な

行
動

を
と

ら
せ

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
。

②
作

戦
上

、
自

分
の

望
む

場
所

に
敵

を
ひ

き
と

め
、

或
は

望
む

方
向

に
敵

を
ひ

き
よ

せ
る

こ
と

。

公
議

所
日

誌
‐

一
二

・
明

治
二

年
（

18
69

）
五

月
「

四
方

に
節

度
府

を

設
け

、
兵

馬
を

具
へ

、
藩

県
を

牽
掣

し
」

前
進

漢
『

吳
越
春
秋
』
「
吾
道
遼
遠
，
無
會

前
進

」

①
上

前
；

向
前

行
進

。
②

向
前

發
展

；
進

步
。

未
収

録
（

18
72

）
「

鉅
野

嘉
祥

等
處

俱
被

淹
浸

,臣
行

抵
濟

寗
,不

能
前

進
」

馬
禮

遜
18

23
AD

VA
N

CE
 to

,前
進

①
も

の
の

程
度

や
進

歩
の

度
合

が
進

ん
で

い
る

こ
と

。
②

人
や

乗
り

物
な

ど
が

前
へ

進
む

こ
と

。

明
六

雑
誌

‐
三

六
号

（
18

75
）

西
語

十
二

解
・

一
〈

西
村

茂
樹

〉
「

其
盛

な
る

時
は

常
に

天
下

に
先

ち
時

運
を

導
き

て
前

進
せ

し
む

る
な

れ
ど

も
」

前
駆

周
『

詩
序

』
「

為
王

前
驅

，
蓋

用
詩

文
」

①
猶

前
導

。
②

先
頭

部
隊

；
先

鋒
。

③
引

導
事

物
發

展
的

先
行

者
。

前
導

。
 詩

 衛
風

 伯
兮

：

“伯
也

執
殳

，
爲

王
前

驅
。

”
也

指
導

引
的

人
。

 左
傳

僖

二
八

年
：

“前
驅

射
而

殺

之
。

”

（
18

72
）

「
或

二
三

騎
或

三
四

騎
連

轡
而

行
,風

馳
電

疾
,石

走
沙

飛
,各

向
前

驅
不

爲

後
」

衛
三

畏
18

44

1：
FO

RE
RU

N
N

ER
前

驅
、

前
軰

2：
FO

RE
-H

O
RS

E
前

驅

①
軍

隊
で

、
一

縦
隊

の
前

進
を

防
護

し
、

か
つ

前
方

を
捜

索
す

る
部

隊
。

②
テ

ニ
ス

、
サ

ッ
カ

ー
な

ど
の

球
技

で
、

自
陣

の
前

方
に

お
り

、
主

と
し

て
攻

撃
の

任
に

あ
た

る
も

の
。

フ
ォ

ワ
ー

ド
。

③
「

前
衛

芸
術

」
の

略
。

④
階

級
闘

争
で

、
先

進
的

、
指

導
的

な
集

団
・

部
隊

。

九
暦

‐
九

暦
抄

・
天

暦
三

年
（

94
9）

正
月

一
一

日
「

午
終

請
客

使
侍

従
延

光
朝

臣
来

、
即

参
向

、
延

光
時

時
前

駈
、

拝
礼

如
常

」
大

阪
朝

日
新

聞
‐

明
治

三
八

年
（

19
05

）
一

一
月

一
八

日
「

十
時

三

十
分

御
道

筋
検

分
の

警
部

二
騎

、
主

馬
寮

員
一

騎
、

次
に

前
駆

の
警

視
二

騎
、

近
衛

騎
兵

之
れ

に
次

ぎ
」

前
哨

元
『

三
戰

吕
布

』
「

你
三

將
各

領
本

部
下

人
馬

，
為

前
哨

，
與

吕
布

交
戰

」
①

軍
隊

駐
扎

時
向

敵
人

方
向

派
出

的
警

戒
部

隊
。

②
猶

言
第

一
線

。
未

収
録

（
18

72
）

「
江

西
湖

口
中

營
前

哨
守

俻
兩

江
,補

用
副

將
黄

振
鰲

」

顏
惠

慶
19

08
O

ut
po

st
，

1.
 A

 p
os

t o
ut

sid
e 

a 
ca

m
p,

 前
哨

, 
軍

之
外

哨

敵
前

ま
た

は
敵

地
に

い
る

軍
隊

が
、

敵
情

を
偵

察
し

敵
襲

を
警

戒
す

る
た

め
に

、
前

方
に

配
置

す
る

部
隊

。
ま

た
、

そ
の

勤
務

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Av

an
t-

po
st

e 
〈

略
〉

前

哨
」

前
衛

元
『

元
文

類
』

「
十

月
，

拜
大

師
兼

前
衛

親
軍

都
指

揮
使

」

①
軍

隊
行

軍
時

派
在

前
方

擔
任

警
戒

的
部

隊
。

②
指

前
線

。
③

體
育

用
語

。
足

球
、

手
球

等
球

類
比

賽
中

擔
任

助
攻

與
助

守
的

隊
員

，
位

置
在

前
鋒

與
後

衛
之

間
。

未
収

録

（
18

90
）

「
南

昌
前

衛
千

總
黄

洪
基

由
京

引
見

」
（

19
01

）
「

再
紀

日
本

蒐
軍

（
略

）
西

軍

枝
隊

之
前

衞
係

步
兵

第
一

大
隊

騎
兵

二
分

隊
工

兵
一

小
隊

」

顏
惠

慶
19

08

1：
O

ut
gu

ar
d

1.
A 

gu
ar

d 
at

 a
 d

ist
an

ce
 fr

om
 th

e 
m

ai
n

bo
dy

 o
f a

n 
ar

m
y,

 外
哨

; a
ny

 d
ef

en
ce

 a
t a

di
st

an
ce

, 前
衞

2：
Va

n-
gu

ar
d

2.
Th

e 
tr

oo
ps

 w
ho

 m
ar

ch
 in

 fr
on

t o
f a

n
ar

m
y,

 先
鋒

, 前
部

, 前
衞

①
軍

隊
で

、
一

縦
隊

の
前

進
を

防
護

し
、

か
つ

前
方

を
捜

索
す

る
部

隊
。

②
テ

ニ
ス

、
サ

ッ
カ

ー
な

ど
の

球
技

で
、

自
陣

の
前

方
に

お
り

、
主

と
し

て
攻

撃
の

任
に

あ
た

る
も

の
。

フ
ォ

ワ
ー

ド
。

③
「

前
衛

芸
術

」
の

略
。

④
階

級
闘

争
で

、
先

進
的

、
指

導
的

な
集

団
・

部
隊

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Av

an
t-

ga
rd

e 
〈

略
〉

前

衛
」

風
俗

画
報

‐
五

四
号

（
18

93
）

陸
軍

特
別

大
演

習
之

記
「

前
衛

司
令

官
（

ゼ
ン

エ
イ

シ
レ

イ
ク

ヮ
ン

）
北

白
川

少
将

の
宮

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

前
線

な
し

①
作

戰
時

雙
方

軍
隊

接
近

的
地

帶
。

與
“後

方
”相

對
。

②
泛

指
第

一
線

。
未

収
録

（
19

12
）

「
前

線
之

兵
半

係
新

練
」

未
収

録

戦
場

で
敵

と
相

対
し

て
直

接
戦

闘
動

作
を

し
て

い
る

部
隊

の
線

。
転

じ
て

、
闘

争
や

運
動

の
先

頭
。

第
一

線
。

最
前

線
。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
三

三
〇

「
成

る
べ

く
側

方
後

の
地

点
を

占
領

し
前

線
の

退
却

を
収

容
せ

し
む

る
を

可
と

す
」

潜
航

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

02
）

「
稱

英
國

之
愛

蘭
濳

航
水

雷
艇

忽
然

火
藥

爆
裂

」

顏
惠

慶
19

08
St

ow
aw

ay
，

潛
航

者

(1
)ひ

そ
か

に
航

行
す

る
こ

と
。

秘

密
に

船
を

進
め

る
こ

と
。

密
航

。
(2

)潜
水

艦
が

水
中

を
航

行
す

る
こ

と
。

海
の

柩
（

19
70

）
〈

吉
村

昭
〉

一

「
砲

弾
を

二
発

発
射

し
た

後
、

潜
航

も
せ

ず
静

か
に

岬
の

か
げ

へ
か

く
れ

て
い

っ
た

こ
と

は
」

欠
伍

な
し

未
収

録
未

収
録

な
し

未
収

録
隊

列
に

欠
員

の
あ

る
こ

と
。

朝
日

新
聞

‐
明

治
三

九
年

（
19

06
）

一
一

月
一

三
日

「
一

騎
一

馬
の

欠
伍

（
ケ

ツ
ゴ

）
さ

へ
一

隊
の

消
長

に
関

係
を

生
ず

べ
き

組
織

な
れ

ば
」

欠
員

明
『

（
嘉

靖
）

欽
州

志
』

「
時

總
管

以
下

俱
欠

員
」

未
収

録
未

収
録

（
18

80
）

「
現

已
造

具
欠

員
職

名
,無

銀
錢

細
數

清
冊

,送
部

核
對

」
未

収
録

定
員

が
欠

け
て

い
る

こ
と

。
定

員
に

足
り

な
い

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

人
数

。

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

初
・

二
「

若
し

各
州

の
議

事
局

、
休

会
の

間
に

上
院

の
議

事
官

欠
員

（
ケ

ツ
い

ん
）

す
る

こ
と

あ
れ

ば
」

花
柳

春
話

（
18

78
〜

79
）

〈
織

田
純

一
郎

訳
〉

四
六

「
今

朝
新

聞
紙

を
読

た
れ

ど
も

更
に

欠
員

（
ケ

ツ
イ

ン
）

な
し

。
況

ん
や

選
挙

を
や

」

塹
壕

宋
『

容
齋

隨
筆

』
「

暮
已

立
營

塹
壕

既
」

城
壕

；
戰

壕
。

戰
壕

。
 新

唐
書

一
〇

八
裴

行
儉

傳
：

“大
軍

次
單

于

北
，

暮
，

已
立

營
，

塹
壕
旣

周
，

行
儉

更
命

徙
營

高
岡

。
”

（
19

12
）

「
謂

敵
軍

已
棄

其
最

近
所

築
之

塹
壕

退
走

」

顏
惠

慶
19

08

Co
un

te
r-

ap
pr

oa
ch

A 
se

rie
s o

f d
ef

en
ce

s t
hr

ow
n 

up
 in

 fr
on

t o
f 

a 
be

se
ig

ed
 p

la
ce

,對
向

塹
壕

, 抵
制

攻
擊

之

堡
障

①
と

り
で

や
城

の
ま

わ
り

の
ほ

り
。

城
池

。
城

隍
。

②
野

戦
で

、
歩

兵
の

守
備

線
に

沿
っ

て
大

地
を

掘
削

し
て

つ
く

る
攻

撃
・

防
御

施
設

。
散

兵
壕

、
掩

体
壕

、
交

通
壕

な
ど

が
あ

る
。

趣
味

の
遺

伝
（

19
06

）
〈

夏
目

漱

石
〉

二
「

砦
の

壁
に

は
誰

一
人

と
し

て
と

り
付

い
た

も
の

が
な

い
。

塹
壕

だ
。

敵
塁

と
我

兵
の

間
に

は
此

邪
魔

物
が

あ
っ

て
」

強
攻

唐
『

金
要

方
』

「
内

外
皆

不
可

攻
，

而

强
攻

之
，

必
遂

損
竭

，
多

死
難

全
也

」
猛

烈
進

攻
；

強
行

進
攻

。
未

収
録

（
18

88
）

「
布

兵
強

攻
之

,死
亡

甚
衆

」
未

収
録

多
少

の
危

険
を

顧
み

な
い

で
、

無
理

押
し

に
攻

め
る

こ
と

。
な

し

強
行

漢
『

太
平

經
』

「
凡

事
不

得
其

人
，

不
可

强
行

」
①

強
制

進
行

。
②

勉
強

行
走

。
未

収
録

（
18

72
）

「
同

行
中

之
人

聞
之

,無
不

大
怒

,
强

行
禁

止
」

羅
存

德
18

69

1：
Fo

rc
e

to
 fo

rc
e 

to
 d

o,
强
行

、
逼

做
、

勒
令

2：
Vi

ol
at

e
to

 v
io

la
te

 th
e 

sa
nc

tit
y 

of
 p

riv
at

e 
rig

ht
s,

强
行

、
强
入

、
妄

行
、

橫
行

3：
Vi

ol
en

ce
to

 a
ct

 w
ith

 v
io

le
nc

e,
强
行

、
强
做

4：
Ap

ish
w

ith
 a

pi
sh

 c
ou

rt
es

y,
强
行

、
矯

揉
造

作
、

禮
數

唔
得

自
然

5：
En

fo
rc

e
to

 fo
rc

e,
强
迫

、
勉

强
、

勒
迫

、
强
行

6：
Ap

ish
ne

ss
af

fe
ct

ed
ne

ss
, 矯

行
、

强
行

ま
た

、
困

難
を

お
し

て
無

理
に

あ
る

所
へ

行
く

こ
と

。
困

難
を

お
し

き
っ

て
行

な
う

こ
と

。
無

理
に

物
事

を
行

な
う

こ
と

。

閑
耳

目
（

19
08

）
〈

渋
川

玄
耳

〉
女

房
は

世
話

さ
れ

る
が

子
供

は
作

っ
て

や
れ

ぬ
「

電
車

賃
値

上
げ

は
強

行
す

る
が

、
重

役
の

廉
潔

は
監

視
の

限
で

な
い

」

強
襲

宋
『

戒
子

通
録

』
「

非
如

世
人

强
襲
取

之
，

揠
苖
助
長
，
苦
心
極
力
卒
無
所
得

也
」

清
『

豫
變

紀
略

』
「

虎
忌

其
强
襲
，
而

殺
之

，
併

其
軍

」

未
収

録
未

収
録

（
19

14
）

「
日

本
某

陸
軍

少
將

談
（

略
）

攻
繫

要
塞

之
法

中
有

强
襲

與
正

攻
之

二
法

,
强

襲
法

者
毎

於
敵

軍
防

禦
力

微
弱

之
時

用

之
,若

日
清

戰
爭

之
時

旅
順

要
塞

」

未
収

録

は
げ

し
く

襲
う

こ
と

。
猛

烈
に

襲
撃

す
る

こ
と

。
ま

た
、

無
理

押
し

に
攻

撃
す

る
こ

と
。

あ
る

い
は

、
そ

の
よ

う
な

襲
撃

。

陸
戦

の
法

規
慣

例
に

関
す

る
条

約
（

明
治

三
三

年
）

（
19

00
）

二
六

条

「
強

襲
の

場
合

の
外

砲
撃

を
始

む
る

前
に

」

侵
略

晋
『

三
国

志
』

「
而

高
幹

，
郭

援
侵

略
河

東
，

關
右

震
動

」

①
侵

犯
掠

取
。

②
指

一
個

國
家

或
幾

個
國

家
聯

合
侵

犯
別

國
的

領
土

、
主

權
，

掠
奪

、
奴

役
別

國
的

人
民

。

侵
犯

掠
奪

。
 後

漢
書

七
十

孔
融

傳
：

“初
，

曹
操

攻
屠

鄴
城

，
袁

（
熙

）
氏

婦
子

多
見

侵
略

。
”

（
18

82
）

「
乘

機
侵

略
,使

同
盟

之
國

難
逃

責
讓

之
咎

」

赫
美

玲
官

話
19

16

1：
Ag

gr
es

sio
n

A 
po

lic
y 

of
 ～

 侵
畧

政
策

2：
Ag

gr
es

so
r

侵
畧

家
3：

Ag
gr

es
s

 (文
)侵

略

4：
Pe

ne
tr

at
io

n
Pe

ac
ef

ul
～

 ,和
平

的
侵

略

5：
Ag

gr
es

sio
ni

sm
侵

畧
主

義

「
侵

略
・

侵
掠

」
他

人
の

領
分

ま
た

は
他

国
に

侵
入

し
て

財
物

や
領

土
を

う
ば

い
と

る
こ

と
。

海
国

兵
談

（
17

91
）

自
序

「
此

代
日

本
を

侵
掠

す
る

の
議

あ
り

と
い

へ
ど

も
」

西
洋

事
情

（
18

66
〜

70
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

二
・

二
「

屠
戮

侵
掠

至
ら

ざ
る

所
な

く
全

国
遂

に
蒙

古
の

羈
絆

に
属

せ
り

」
日

本
の

下
層

社
会

（
18

99
）

〈
横

山

源
之

助
〉

二
・

一
「

退
き

て
旧

来
よ

り
存

す
る

小
工

業
の

状
態

を
見

れ
ば

、
年

々
新

工
業

の
為

に
其

の
範

囲
を

侵
略

せ
ら

れ
な

が
ら

」
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漢
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献
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出

典
漢

語
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詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

侵
入

漢
『

史
記

』
「

匈
奴

亦
不

侵
入

辺
」

明
『

督
蜀

疏
草

』
「

地
方

風
濕

之
氣

侵
入

肌
骨

」
明

『
醫

貫
』

「
時

當
夏

令
，

暑
邪

侵
入

」

①
越

境
進

犯
。

②
 (外

來
的

或
有

害
的

事
物

)進
入

內
部

。
未

収
録

（
18

72
）

「
如

地
方

淸
潔

,使
無

穢
濁

熏
蒸

,
則

厲
氣

自
無

從
侵

入
」

（
18

74
）

「
旣

聞
東

兵
侵

入
臺

境
,而

閩
督

竟
未

之
拒

敵
,甚

爲
震

怒
」

（
18

81
）

「
于

是
一

再
研

鞫
而

堅
不

吐
實

,
則

怒
氣

衝
突

,喝
令

用
刑

」

羅
存

德
18

69

1：
En

cr
oa

ch
to

 in
va

de
,侵

入
2：

In
va

de
to

 e
nt

er
 a

 c
ou

nt
ry

, a
s a

n 
ar

m
y 

w
ith

 h
os

til
e 

in
te

nt
io

n,
侵

、
侵

伐
、

侵
入

、
侵

削
、

犯
界

、
陵

、
襲

、
𣀞𣀞

;d
itt

o,
 a

s a
 d

ise
as

e 
a 

sy
st

em
,侵

入
、

侵
害

3：
Irr

up
tio

n
an

 ir
ru

pt
io

n 
in

to
 a

 c
ou

nt
ry

,侵
入

地
方

、
突

入
地

方
4：

In
va

de
r

侵
者

、
侵

害
者

、
侵

入
者

5：
In

va
di

ng
侵

、
侵

伐
、

侵
入

他
の

領
分

に
、

不
法

に
押

し
入

る
こ

と
。

無
理

に
は

い
り

こ
む

こ
と

。

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
二

「
侵

入
 シ

ン
ニ

ウ
 ヲ

シ

コ
ム

」
文

明
論

之
概

略
（

18
75

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

五
・

九
「

之
を

彼
の

羅
馬

（
ロ

ー
マ

）
の

末
世

に
北

狄
（

ほ
く

て
き

）
の

侵
入

せ
し

時
代

に
比

し
て

彷
彿

た
る

有
様

と
云

ふ
も

可
な

り
」

情
報

な
し

關
於

某
種

情
況

的
消

息
和

報

告
。

未
収

録
（

19
15

）
「

全
恃

當
局

者
能

綜
合

世
界

之

情
報

,比
較

研
究

,以
定

外
交

方
針

」

赫
美

玲
官

話
19

16

In
te

lli
ge

nc
e

in
fo

rm
at

io
n 

co
m

m
un

ic
at

ed
 情

報

M
ili

ta
ry

 ～
軍

事
情

報

①
事

柄
の

内
容

、
様

子
。

ま
た

、
そ

の
知

ら
せ

。
②

状
況

に
関

す
る

知
識

に
変

化
を

も
た

ら
す

も
の

。
文

字
、

数
字

な
ど

の
記

号
、

音
声

な
ど

、
い

ろ
い

ろ
の

媒
体

に
よ

っ
て

伝
え

ら
れ

る
。

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
。

藤
鞆

絵
（

19
11

）
〈

森
鴎

外
〉

「
佐

藤
君

は
第

三
の

情
報

（
ジ

ャ
ウ

ハ
ウ

）
を

得
た

」
明

治
大

正
見

聞
史

（
19

26
）

〈
生

方

敏
郎

〉
関

東
大

震
災

「
誰

か
が

砲
兵

工
廠

が
今

焼
け

て
居

る
。

と
云

ふ
情

報
を

も
た

ら
し

た
」

求
援

晋
『

華
陽

國
志

』
「

杜
弢

自
湘

州
使

使
求

援
」

請
求

援
助

。
未

収
録

（
18

72
）

「
其

未
摔

者
,似

有
求

援
之

狀
,見

者
咸

爲
不

忍
」

顏
惠

慶
19

08

Be
at

 T
o 

m
ak

e 
a 

su
cc

es
sio

n 
of

 st
ro

ke
s o

n 
a 

dr
um

, (
軍

)連
鼓

; A
 b

ea
tin

g 
w

in
d,

 打
頭

風

(必
橫

行
乃

能
進

步
); 

To
 b

ea
t a

bo
ut

, 四
處

尋
覓

, 百
方

搜
索

; T
o 

be
at

 a
bo

ut
 th

e 
bu

sh
, 

迂
迴

之
言

詞
, 旁

敲
, 側

擊
; T

o 
be

at
 u

p 
an

d 
do

w
n,

 左
右

奔
逃

; T
o 

be
at

 fo
r r

ec
ru

its
, 尋

幫
手

, 求
援

, 募
兵

, 徵
兵

未
収

録

駆
逐

晋
『

三
国

志
』

「
糾

合
豪

傑
，

誅
除

句
等

，
驅

逐
太

守
長

吏
，

撫
和

吏
民

，
以

待
國

命
」

①
策

馬
馳

逐
。

②
引

申
指

爭
戰

。
③

使
牲

畜
等

按
照

人
的

意
志

行
進

。
④

引
申

爲
驅

使
，

驅
遣

。
⑤

趕
走

。
⑥

引
申

爲
驅

掠
，

掠
奪

。

未
収

録
（

18
72

）
「

至
八

九
歲

時
,竟

至
驅

逐
出

門
,

不
許

復
入

」

馬
禮

遜
18

23

1：
EX

PE
L

1.
to

 d
riv

e 
ou

t 驅
逐

2：
EX

PU
LS

E
2.

to
 fo

rc
e 

aw
ay

 驅
逐

①
追

い
払

う
こ

と
。

②
馬

や
車

な
ど

に
乗

っ
て

追
い

か
け

る
こ

と
。

黒
本

本
節

用
集

（
室

町
）

「
役

行
者

エ
ン

ノ
ギ

ャ
ウ

ジ
ャ

〈
略

〉
駆

逐
（

ク
チ

ク
）

鬼
神

」
西

洋
事

情
（

18
66

〜
70

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

二
・

二
「

我
一

鞭
を

以
て

魯
人

を
モ

ス
コ

ー
の

外
に

駆
逐

す
る

の
み

な
ら

ず
天

地
の

間
に

其
処

を
得

せ
し

め
ざ

る
可

し
」

曲
射

砲
な

し
彈

道
彎

曲
的

炮
，

如
迫

擊
炮

、
榴

彈
炮

等
。

未
収

録
（

19
27

）
「

全
省

砲
兵

共
計

十
二

團
,就

中

山
砲

·野
砲

·曲
射

砲
·重

砲
等

皆
有

」
未

収
録

曲
射

す
る

た
め

に
用

い
る

大
砲

。
臼

砲
（

き
ゅ

う
ほ

う
）

、
榴

弾
砲

（
り

ゅ
う

だ
ん

ほ
う

）
な

ど
。

東
京

朝
日

新
聞

‐
明

治
三

七
年

（
19

04
）

一
二

月
六

日
「

曲
射

砲
は

間
接

射
撃

を
以

て
目

的
を

達
す

る
も

の
な

り
」

全
滅

宋
『

通
鑒

紀
事

本
末

』
「

若
其

全

滅
，

則
髙

卑
䟦
扈
之
勢
豈
易
可
知
」

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
故

士
卒

用
命

三
載

之
間

,捻
亦

全
滅

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Bo

ar
d

to
 g

o 
by

 th
e 

bo
ar

d,
 全

滅
, 全

毁
2：

Pe
rd

iti
on

Ru
in

, 全
敗

, 全
滅

, 盡
滅

3：
U

tt
er

ut
te

r r
ui

n,
 全

滅
, 全

敗
4：

Sm
as

h
ut

te
r d

es
tr

uc
tio

n,
 全

滅

一
つ

も
残

ら
ず

ほ
ろ

び
る

こ
と

。
ま

た
、

一
つ

も
残

さ
ず

ほ
ろ

ぼ
す

こ
と

。
全

没
。

内
地

雑
居

未
来

之
夢

（
18

86
）

〈
坪

内
逍

遙
〉

一
〇

「
価

を
二

三
に

す
る

弊
習

の
未

だ
全

滅
（

ゼ
ン

メ
ツ

）
に

至
ら

ざ
る

事
」

拳
銃

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

12
）

「
光

復
時

,挾
炸

彈
執

拳
銃

,衝
鋒

陷
陣

,冥
不

返
顧

」

（
19

31
）

「
東

京
電

（
略

）
川

崎
市

發
生

携
竹

槍
,拳

銃
,襲

擊
警

官
隊

,致
多

數
重

輕

傷
」

未
収

録
片

手
に

持
っ

て
発

射
で

き
る

小
型

の
銃

。
短

銃
。

ピ
ス

ト
ル

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Pi

st
ol

et
 〈

略
〉

拳

銃
」

灰
燼

（
19

11
～

12
）

〈
森

鴎
外

〉
一

五
「

ず
ぼ

ん
の

右
の

隠
し

に
入

れ
て

持
っ

て
ゐ

た
拳

銃
を

出
し

て
、

山
口

の
胸

に
衝

き
附

け
て

」

62



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

人
馬

春
秋

戦
国

『
呉

子
』

「
凡

行
軍

之

道
，

無
犯

進
止

之
節

，
無

失
飲

食
之

適
，

無
絕
人
馬
之
力
」

晋
『

古
今

注
·
魚

蟲
』

「
人

馬
，

有

鱗 甲
，

如
大

鯉
魚

，
但

手
足

耳
目

鼻
與

人
不

異
耳

」

①
傳

說
中

的
水

中
怪

物
。

②
人

與
馬

。
多

指
軍

隊
。

③
泛

指
爲

達
到

某
一

目
標

而
組

織
起

來
的

人
衆

。
④

指
某

個
組

織
的

成
員

。

人
和

馬
。

 吳
子

 治
兵

：
“無

絶
人

馬
之

力
。

”後
來

多
用

以
泛

指
人

衆
或

部
隊

。
 三

國
志

 吳
 孫

韶
傳

：
“（

孫
）

權
問

青
 徐

諸
屯

要
害

，
遠

近
人

馬
衆

寡
。

”

（
18

72
）

「
人

馬
皆

未
休

息
,卽

行
合

圍
」

（
18

72
）

「
因

討
關

未
遂

,已
率

領
大

群
人

馬
,對

關
施

放
洋

槍
」

（
19

29
）

「
西

青
隊

果
能

原
班

人
馬

、
出

場
應

戰
」

麥
都

思
18

48

1：
BA

N
D

a 
ba

nd
 o

f s
ol

di
er

s,一
彪

人
馬

、
一

設
、

行
伍 2：

CR
O

W
D

眾
多

擠
擁

、
一

堆
人

民
、

一
羣

人
馬

、
兟

兟
衆

多
3：

BA
TT

AL
IO

N
a 

bo
dy

 o
f m

en
,一

彪
人

馬
4：

GA
N

G
黨

、
一

夥
人

馬
、

群
5：

SQ
U

AD
RO

N
SQ

U
AD

RO
N

 o
f h

or
se

,一
彪

人
馬

、
一

起
兵

馬 6：
TR

O
O

P
a 

tr
oo

p 
of

 h
or

se
,一

軍
人

馬
、

駪

①
人

と
馬

。
ま

た
、

人
の

乗
る

馬
。

に
ん

ば
。

②
架

空
の

動
物

の
名

。
上

半
身

は
人

間
で

、
下

半
身

は
馬

の
形

を
し

た
も

の
。

海
道

記
（

12
23

頃
）

萱
津

よ
り

矢
矧

「
小

蟹
ど

も
お

の
が

穴
々

よ
り

出
て

蠢
き

遊
ぶ

。
人

馬
の

足
に

周
章

て
横

に
跳

り
平

に
走

て
己

が
穴

々
へ

迯
入

を
見

れ
ば

」
浮

世
草

子
・

日
本

永
代

蔵
（

16
88

）

一
・

三
「

杉
ば

へ
の

俵
物

山
も

さ
な

が
ら

動
き

て
人

馬
（

シ
ン

バ
）

に
付

お
く

れ
ば

大
道

轟
き

地
雷

の
ご

と
し

」

人
員

唐
『

通
紀

』
「

帝
乃

令
一

行
人

員
於

寨
地

内
築

室
，

分
耕

給
食

」
擔

任
某

種
職

務
或

從
事

某
種

工
作

的
人

。
未

収
録

（
18

72
）

「
請

將
出

力
人

員
獎

勵
一

摺
」

馬
禮

遜
18

23

CO
U

RT
1.

O
ffi

ce
rs

 o
f t

he
 c

ou
rt

 g
en

er
al

ly
 朝

內
行

走
的

人
員

ひ
と

か
ず

。
人

数
（

に
ん

ず
う

）
。

ま
た

、
あ

る
集

団
の

構
成

員
。

ま
た

、
そ

の
人

数
。

諸
国

風
俗

問
状

答
（

19
Ｃ

前
）

常
陸

国
水

戸
領

風
俗

問
状

答
・

正
月

・
二

「
す

は
り

餠
は

、
其

家
の

人
員

ほ
ど

の
田

作
、

か
ち

栗
、

ゆ
づ

り
葉

、
う

ら
白

な
ど

取
揃

、
紙

に
包

み
水

引
に

て
結

、
元

三
に

す
は

る
」

新
聞

雑
誌

‐
八

号
・

明
治

四
年

（
18

71
）

七
月

「
諸

藩
よ

り
宣

教
使

に
差

出
せ

し
人

員
七

月
上

旬
残

ら
ず

帰
藩

の
命

あ
り

」

肉
薄

南
北

朝
『

宋
書

』
「

又
遣

南
平

公
托

跋
嵩

三
萬

騎
至

，
遂

肉
薄

攻
營

」
唐

『
南

史
』

「
魏

人
以

蝦
蟇

車
塡

塹
，

肉
薄

攻
城

，
死

者
與

城
等

」

①
両

軍
迫

近
、

以
徒

手
或

短
兵

器
搏

闘
。

②
指

拼
搏

，
拼

闘
。

用
短

兵
或

徒
手

迫
近

敵
軍

。
宋

書
 臧

質
傳

：
“虜

乃
肉

薄
登

城
，

分
番

相
代

，
墜

而
復

升
，

莫
有

退
者

。
”元

 李
治

敬
齋

古
今

黈
 拾

遺
一

：
“肉

薄
攻

城
，

或
以

肉
薄

爲
裸

袒
，

或
以

肉
薄

爲
逼

之
使

若
魚

肉
，

然
皆

非
是

。
肉

薄
，

大
抵

謂
士

卒
身

相
帀

，
如

肉
相

迫
也

。
”

（
18

72
）

「
諸

營
弁

勇
肉

薄
以

登
,魚

貫
而

入
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Sm

ar
t

 sm
ar

t s
ki

rm
ish

es
, 猛

裂
之

小
戰

, 肉
薄

之
小

戰 2：
Sc

rim
m

ag
e

A 
cl

os
e,

 c
on

fu
se

d 
st

ru
gg

le
, 混

亂
之

競
爭

, 
肉

薄
相

爭
, 喧

嘩
, 喧

鬬
3：

Ha
lf-

sw
or

d
cl

os
e 

fig
ht

, 肉
薄

相
搏

肉
が

薄
い

こ
と

。
や

せ
て

い
る

こ
と

。

恋
慕

な
が

し
（

18
98

）
〈

小
栗

風

葉
〉

二
三

「
眉

に
愁

を
帯

（
お

）
ん

だ
、

神
経

質
ら

し
い

肉
薄

（
ニ

ク
ウ

ス
）

の
丸

顔
で

」
現

代
中

国
語

で
は

「
肉

搏
」

（
徒

手
或

用
短

兵
器

搏
闘

。
『

漢
語

大
』

）
の

表
記

に
変

え
、

そ
ち

ら
の

方
が

多
用

に
な

っ
て

い
た

と
思

わ
れ

る
。

肉
弾

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

09
）

「
有

以
自

已
之

四
大

爲
肉

彈
之

將
卒

」
未

収
録

肉
体

を
弾

丸
に

代
用

し
て

、
敵

陣
に

激
し

く
突

入
す

る
こ

と
。

そ
の

肉
体

。
ま

た
、

激
し

く
ぶ

つ
か

り
合

っ
た

り
す

る
肉

体
を

た
と

え
て

い
う

。

肉
弾

（
19

06
）

〈
桜

井
忠

温
〉

二
六

「
其

後
数

回
の

大
突

撃
も

、
肉

弾
又

た
肉

弾
を

投
じ

て
」

漫
才

読
本

（
19

36
）

〈
横

山
エ

ン
タ

ツ
〉

モ
グ

リ
の

大
将

「
肉

弾
（

ニ
ク

ダ
ン

）
相

搏
つ

日
本

の
真

の
国

技
で

す
」

入
隊

南
北

朝
『

宋
書

』
「

若
能

擊
賊

者
可

入
隊

」
①

謂
加

入
隊

列
。

②
特

指
參

加
中

國
少

年
先

鋒
隊

。
未

収
録

（
18

80
）

「
俄

而
有

兵
自

營
入

隊
者

,橫
過

馬
道

,猝
為

所
踏

」

顏
惠

慶
19

08
Ra

nk
To

 b
e 

pl
ac

ed
 in

 a
 ra

nk
, 入

隊
, 入

伍
軍

隊
に

は
い

り
、

兵
と

な
る

こ
と

。

惨
め

な
戯

れ
（

19
20

）
〈

岡
田

三

郎
〉

「
八

州
と

云
ふ

馬
が

、
私

が
入

隊
し

た
五

六
年

前
に

仔
を

生
ん

だ
と

の
こ

と
で

あ
っ

た
」

現
代

中
国

語
に

お
い

て
、

「
軍

に
入

る
」

こ
と

に
つ

い
て

は
「

入
伍

」
と

い
う

語
が

よ
り

多
く

使
用

さ
れ

て
い

る
。

入
寇

漢
『

漢
書

』
「

狐
蘭

支
與

匈
奴

共
入

冦
，

擊
車

師
」

指
外

敵
入

侵
進

犯
。

未
収

録
（

18
74

）
「

昔
兀

朮
入

寇
,朝

廷
趨

三
軍

往

禦
之

,師
久

不
行

,上
詰

之
,三

軍
譁

然
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Irr

up
tio

n
A 

su
dd

en
 in

va
si

on
 o

r i
nc

ur
si

on
, 突

然
攻

伐
, 侵

入
, 入

宼
2：

In
cu

rs
io

n
A 

ho
st

ile
 in

ro
ad

, 侵
伐

, 入
宼

, 入
敵

之
地

, 
入

敵
國

, 攻
入

敵
地

3：
In

va
sio

n
an

 a
tt

ac
k 

on
 th

e 
te

rr
ito

ry
 o

f a
no

th
er

, 攻
他

人
之

屬
地

, 入
寇

, 侵
伐

, 侵
入

4：
Ra

id
A 

pr
ed

at
or

y 
in

cu
rs

io
n,

 刧
掠

, 侵
掠

, 入
寇

攻
め

入
る

こ
と

。
ま

た
、

外
国

か
ら

攻
め

こ
ん

で
く

る
こ

と
。

来
寇

。

漢
書

帝
紀

（
14

77
〜

15
15

）
文

帝
紀

第
四

「
後

六
年

に
匈

奴
が

こ
と

な
う

入
寇

し
た

ぞ
」

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
二

「
入

冦
 ニ

ウ
コ

ウ
 テ

キ

ガ
セ

メ
イ

ル
」

入
営

春
秋

戦
国

『
尉

繚
子

』
「

將
軍

入

營
，

即
閉

門
」

唐
『

通
典

』
「

營
定

，
四

面
陣

者
，

引
騎

入
營

」

唐
『

北
史

』
「

乃
誘

岳
入

營
，

共
論

兵
事

」

未
収

録
未

収
録

（
18

77
）

「
投

入
撫

標
左

營
充

當
火

軍
,入

營
之

後
日

夜
習

練
弓

馬
刀

石
」

羅
存

德
18

69

1：
Ar

m
y

to
 e

nt
er

 th
e 

ar
m

y,
投

軍
、

投
營

、
入

營
、

從
戎

2：
En

te
r

 to
 e

nt
er

 th
e 

ar
m

y,
投

軍
、

入
營

3：
Ra

nk
to

 e
nt

er
 th

e 
ra

nk
s,
入

營
、

投
軍

、
投

營

4：
Re

-e
nt

er
to

 re
-e

nt
er

 th
e 

ra
nk

s,
再

當
兵

、
再

入
營

現
役

に
編

入
さ

せ
る

壮
丁

を
軍

隊
に

召
致

す
る

こ
と

。
ま

た
、

兵
務

を
営

む
べ

き
場

所
に

は
い

ら
せ

る
こ

と
。

補
充

兵
が

補
欠

と
し

て
現

役
兵

に
繰

り
上

げ
ら

れ
軍

隊
に

召
致

さ
れ

る
こ

と
も

い
う

。

開
化

の
入

口
（

18
73

〜
74

）
〈

横
河

秋
濤

〉
四

「
其

年
鎮

台
入

営
（

ニ
ウ

エ
イ

）
の

者
二

百
人

に
て

事
足

る
時

は
」

琵
琶

伝
（

18
96

）
〈

泉
鏡

花
〉

二

「
一

週
日

以
前

既
に

一
度

聯
隊

に
入

営
せ

し
が

」
古

代
語

に
お

い
て

、
「

営
舎

に
入

る
」

と
い

う
よ

う
な

文
字

通
り

の
例

が
ほ

と
ん

ど
、

「
服

役
さ

せ
る

」
の

意
味

と
し

て
の

例
は

未
見

。
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

鋭
気

周
『

六
韜

』
「

有
銳
氣
，
壯
勇
，
強

暴

者
，

聚
爲

一
卒

，
名

曰
陷

陳
之

士
」

①
旺

盛
的

氣
勢

。
②

指
氣

勢
旺

盛
。

未
収

録
(1

87
3)
「

且
使

一
戰

勝
敵

則
兵

士
足

以
長

其

銳
氣

」

麥
都

思
18

48

1：
C O

U
RA

G
E

鋭
氣

、
猛

氣
、

膽
勇

、
膽

量
、

大
膽

、
俠

胆 2：
VA

LO
U

R
 氣

力
、

鋭
氣

、
勇

氣
、

力
氣

、
掑

、
矯

矯
、

勇
敢

、
膽

勇
、

剛
毅

3：
BR

AV
ER

Y
毅

氣
、

鋭
氣

、
勇

心

鋭
い

気
性

。
激

し
い

気
勢

。
猗

蘭
台

集
‐

二
稿

（
17

57
頃

）
二

・

夜
過

古
戦

場
「

百
戦

遺
魂

余
鋭

気
、

一
時

赫
怒

震
天

威
」

散
兵

漢
『

史
記

』
「

栄
弟

横
収

斉
散

兵
，

得
数

万
人

」

南
北

朝
『

庾
子

山
集

注
』

「
歛

其
散

兵
，

屯
於

闕
下

」

唐
『

隋
書

』
「

其
馬

步
隊

與
軍

中
散

兵
，

交
爲

兩
番

，
五

日
而

代
」

①
潰

散
的

兵
士

。
②

指
舊

時
軍

隊
中

供
差

役
而

非
正

式
編

制
的

兵
士

。
③

軍
事

用
語

。
指

采
用

一
種

分
散

隊
伍

或
單

兵
進

行
作

戰
的

形
式

。

㊀
潰

散
之

兵
。

 史
記

九
五

夏
侯

嬰
傳

：
“漢

王
旣

至
滎

陽
，

收
散

兵
，

復
振

。
”

㊁
古

時
非

正
式

編
制

而
在

軍
中

服
役

的
人

。
 隋

書
 禮

儀

志
三

：
“其

安
營

之
制

，
…

…
其

馬
步

隊
與

軍
中

散
兵

，
交

爲
兩

番
，

五
日

而
代

。
”

（
18

73
）

「
其

餘
如

散
兵

游
勇

之
刧

掠
,軍

營
出

身
人

員
之

草
管

人
命

,外
府

州
縣

之
濫

刑
擅

殺
,俱

應
亟

為
禁

」

（
19

07
）

「
所

演
各

陣
及

散
兵

線
躍

進
向

前
等

,各
敎

練
純

熟
整

齊
」

衛
三

畏
18

44
DI

SB
AN

D
散

兵

①
四

方
に

散
っ

た
兵

士
。

散
乱

し
た

兵
士

。
②

軍
隊

組
織

を
解

体
し

て
兵

士
を

散
り

散
り

に
す

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
兵

士
。

③
（

─
す

る
）

軍
隊

で
、

敵
の

銃
火

に
よ

る
被

害
を

少
な

く
す

る
た

め
に

、
兵

士
を

密
集

さ
せ

な
い

で
、

適
当

な
距

離
を

と
っ

て
各

所
に

配
置

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

兵
士

。
④

勤
務

に
つ

い
て

い
な

い
兵

士
。

日
本

外
史

（
18

27
）

二
・

源
氏

正
記

「
又

会
石

橋
散

兵
来

帰
、

軍
大

振
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

一
〇

・
二

「
又

撒
兵

（
サ

ン
ペ

イ
）

に
ち

る
か

と
見

れ
ば

瞬
間

（
ま

た
た

く
ひ

ま
）

に
小

隊
に

纏
り

」

掃
攘

清
『

萬
花

樓
演

義
』

「
惟

同
心

協
力

，
掃

攘
外

敵
，

保
國

安
邦

」
未

収
録

未
収

録
な

し
未

収
録

は
ら

い
の

ぞ
く

こ
と

。
特

に
江

戸
末

期
、

異
国

の
侵

略
を

は
ら

い
の

ぞ
く

こ
と

を
い

う
。

ま
た

、
異

国
人

を
排

斥
す

る
こ

と
。

攘
夷

。

徳
川

禁
令

考
‐

前
集

・
第

二
・

巻
一

二
・

元
治

元
年

（
18

64
）

三
月

「
長

藩
処

置
并

外
国

制
禦

方
諸

藩
献

言
〈

略
〉

掃
攘

之
儀

に
就

而
者

素
よ

り
聖

明
之

勅
意

も
被

為
在

、
今

更
申

上
候

迄
も

無
之

候
得

共
」

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
掃

攘
 サ

ウ
ジ

ャ
ウ

 テ
キ

ヲ
ハ

ラ

フ
」

掃
射

な
し

用
機

槍
、

沖
鋒

槍
等

迅
速

左
右

移
動

，
連

続
射

撃
。

未
収

録
（

19
18

）
「

三
十

日
午

後
七

時
乘

夜
進

逼

敵
人

,卽
以

機
關

鎗
急

行
掃

射
」

未
収

録
機

関
銃

な
ど

で
、

な
ぎ

は
ら

う
よ

う
に

連
続

し
て

射
撃

す
る

こ
と

。
薙

射
（

ち
し

ゃ
）

。

肉
弾

（
19

06
）

〈
桜

井
忠

温
〉

一
九

「
南

山
の

地
形

は
、

敵
が

前
面

に
展

開
し

た
る

緩
斜

面
の

地
帯

を
扣

へ
て

、
我

が
攻

撃
部

隊
を

掃
射

し
た

も
の

で
あ

っ
た

」

山
砲

な
し

適
用

於
山

地
作

戰
的

一
種

輕
型

榴
彈

炮
。

舊
稱

過
山

炮
。

炮
身

較
短

，
彈

道
較

彎
曲

，
射

程
較

近
，

重
量

輕
，

便
於

搬
運

。

未
収

録

（
18

83
）

「
彚

譯
東

報
　

西
歴

三
月

十
四

甘
大

坂
報

云
（

略
）

回
京

時
,順

道
至

大
板

鎭
台

,查
閱

第
四

大
隊

山
砲

兵
隊

布
陣

對
壘

及
運

動
技

藝
」

未
収

録

山
地

で
の

使
用

に
適

す
る

よ
う

に
、

砲
を

い
く

つ
か

に
分

解
し

て
運

搬
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

し
た

火
砲

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Pi

èc
e 

de
 m

on
ta

gn
e 

〈
略

〉
山

砲
」

風
俗

画
報

‐
五

四
号

（
18

93
）

陸
軍

特
別

大
演

習
之

記
「

南
軍

機
を

見
て

野
砲

（
や

は
う

）
山

砲
（

サ
ン

ハ
ウ

）
に

命
じ

透
間

も
あ

ら
せ

ず
つ

る
べ

放
て

ば
」

傷
病

兵
清

『
平

定
兩

金
川

方
略

』
「

傷
病

兵

一
千

餘
名

，
亦

應
一

體
詳

查
」

未
収

録
未

収
録

（
19

05
）

「
俄

傷
病

兵
抵

烟
台

」
未

収
録

名
張

少
女

（
19

05
）

〈
田

山
花

袋
〉

一
「

傷
病

兵
の

母
と

呼
ば

れ
た

ナ
イ

チ
ン

ゲ
ー

ル
嬢

の
雄

々
し

さ
は

」

上
官

春
秋

戰
國

『
管

子
』

「
請

仕
上

官
，

授
禄

千
鍾

」
①

高
官

；
大

官
。

②
上

司
；

長
官

。
③

指
郡

府
。

㊀
大

官
。

 管
子

 小
問

：
“客

或
欲

見
於

齊
桓

公
，

請
仕

上
官

，
授

祿
千

鍾
。

”
㊁

舊
時

官
吏

對
長

官
的

稱
呼

。
 後

漢
書

七
六

任
延

傳
：

“拜
武

威
太

守
，

帝
親

見
，

戒
之

曰
：

‘善
事

上

官
，

無
失

名
譽

。
’”

（
18

72
）

「
納

曲
者

之
貨

賂
,實

入
私

囊
,以

爲
逢

迎
上

官
之

具
」

麥
都

思
18

48
TO

 P
RE

FE
R

 to
 p

re
fe

r a
 h

ig
h 

of
fic

e,
升

爲
上

官
上

級
の

官
。

高
い

官
位

の
人

。

日
葡

辞
書

（
16

03
〜

04
）

「
ゲ

ク
ヮ

ン
〈

略
〉

Io
qu

an
 （

ジ
ャ

ウ
ク

ヮ

ン
）

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

一
三

・
三

八
「

上
官

と
な

り
て

、
そ

の
下

僚
を

待
す

る
所

以
を

観
て

知
ら

る
べ

し
」

上
陸

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

87
）

「
日

報
載

（
略

）
各

駕
小

舟
赴

船
,接

兩
君

上
陸

」

（
19

13
）

「
聞

知
,卽

派
水

兵
上

陸
,爲

首
肇

事
之

人
與

帮
兇

一
併

拘
獲

」

顏
惠

慶
19

08

Di
se

m
ba

rk
To

 la
nd

 o
r r

em
ov

e 
fr

om
 a

 sh
ip

, 登
岸

, 上
陸

船
を

お
り

て
陸

地
に

上
が

る
こ

と
。

ま
た

、
陸

に
上

げ
る

こ
と

。

日
本

財
政

経
済

史
料

‐
七

・
経

済
・

外
国

通
商

・
外

船
外

人
取

扱
・

文
化

四
年

（
18

07
）

四
月

一
一

日
「

カ
ラ

フ
ト

の
内

、
東

之
方

ク
シ

ュ
ン

コ
タ

ン
と

申
所

へ
、

橋
舟

に
て

数
多

上
陸

」
西

国
立

志
編

（
18

70
～

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

四
・

二
一

「
僅

に
少

許
の

船
貨

を
上

陸
せ

し
比

、
大

風
吹

起
り

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

尚
武

漢
『

新
語

』
「

王
者

尚
武

於
朝

，
則

農
夫

繕
甲

兵
於

田
」

崇
尚

勇
武

或
武

事
。

崇
尚

武
勇

、
武

事
。

 詩
 小

雅
 鼓

鐘
“以

雅
以

南
”箋

：

“雅
，

萬
舞

也
。

…
…
周

樂
尚

武
，

故
謂

萬
舞

爲
雅

，
雅

，

正
也

。
”三

國
志

 吳
 陸

績

傳
：

“孫
策

在
吳

，
張

昭
 張

紘
 秦

松
爲

上
賓

，
共

論
四

海
未

泰
，

須
當

用
武

治
而

平
之

。
績

年
少

，
末

坐
遥

，
大

聲
言

曰
：

‘…
…
今

論
者

不
務

道
德

懷
取

之
術

，
而

惟
尚

武
。

績
雖

童
蒙

，
竊

所
未

安
也

。
’”

（
18

76
）

「
地

保
袖

手
旁

立
,非

但
無

可
彈

壓
,且

不
敢

發
一

語
,則

誰
爲

吳
人

不
尙

武

耶
」

顏
惠

慶
19

08

1：
M

ar
tia

l
m

ar
tia

l s
pi

rit
, 尚

武
精

神
2：

W
ar

lik
e

di
sp

os
ed

 fo
r w

ar
, 好

戰
的

, 尚
武

的
3：

So
ld

ie
rs

hi
p

m
ili

ta
ry

 q
ua

lit
ie

s,
 尚

武
之

性
質

, 軍
人

氣
質

, 武
道

, 武
風

, 勇
武

, 武
畧

4：
M

ili
ta

ris
m

a 
m

ili
ta

ry
 sp

iri
t, 
尚

武
心

, 尚
武

宗
旨

5：
M

ili
ta

nc
y

a 
m

ili
ta

ry
 sp

iri
t, 
尚

武
精

神
, 尚

武
心

6：
St

ra
to

tic
W

ar
lik

e,
 尚

武
的

, 如
爭

戰
的

7：
W

ar
lik

en
es

s
A 

w
ar

lik
e 

di
sp

os
iti

on
 o

r c
ha

ra
ct

er
, 勇

氣
, 

尚
武

之
性

武
道

、
軍

事
を

重
ん

ず
る

こ
と

。
ま

た
、

軍
備

を
さ

か
ん

に
す

る
こ

と
。

公
議

所
日

誌
‐

一
七

・
明

治
二

年
（

18
69

）
五

月
「

両
刀

を
帯

る
は

皇

国
尚

武
の

性
、

自
然

に
発

露
す

る
処

に
し

て
、

素
よ

り
嘉

尚
す

べ
き

所
な

り
」

焼
夷

弾
な

し
未

収
録

未
収

録
な

し
未

収
録

焼
夷

剤
と

少
量

の
炸

薬
（

さ
く

や
く

）
と

を
入

れ
た

砲
弾

あ
る

い
は

爆
弾

。
建

造
物

な
ど

を
焼

き
払

う
の

に
使

用
さ

れ
る

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Pr

oj
ec

til
e 

in
ce

nd
ia

ire
 

〈
略

〉
焼

夷
弾

」

少
将

な
し

軍
銜

。
將

官
的

一
級

，
低

於
中

將
。

未
収

録

（
18

74
）

「
東

船
來

滬
情

形
　

昨
列

來
滬

之
東

洋
兵

舶
兹

悉
船

名
日

進
（

略
）

內
有

文
武

官
三

員
一

爲
海

軍
少

將
兼

海
軍

大
丞

赤
松

則
良

」

顏
惠

慶
19

08

Ad
m

ira
l

1.
海

軍
大

將
, 水

師
提

督
, 水

師
總

兵
官

;
vi

ce
-a

dm
ira

l, 
海

軍
中

將
, 水

師
總

鎭
; r

ea
r-

ad
m

ira
l, 
海

軍
少

將
,

①
奈

良
時

代
に

置
か

れ
た

、
中

衛
府

・
近

衛
府

・
外

衛
府

、
お

よ
び

平
安

時
代

以
降

に
置

か
れ

た
左

右
近

衛
府

の
次

官
。

中
将

の
次

位
に

あ
る

も
の

。
左

右
近

衛
府

で
は

正
五

位
下

に
相

当
す

る
。

次
将

。
す

な
い

す
け

。
②

女
房

な
ど

に
つ

け
る

呼
び

名
。

③
中

世
以

降
、

大
将

の
下

で
、

一
部

隊
の

指
揮

・
統

率
を

つ
か

さ
ど

る
者

。
④

軍
隊

の
階

級
の

一
つ

。
将

官
の

最
下

位
。

中
将

の
下

。
大

佐
の

上
。

続
日

本
紀

‐
神

亀
五

年
（

72
8）

八

月
甲

午
「

又
置

中
衛

府
。

大
将

一
人

〈
従

四
位

上
〉

。
少

将
一

人
〈

正
五

位
上

〉
」

建
白

書
（

18
73

）
〈

山
田

顕
義

〉
上

「
聯

隊
を

合
す

る
者

を
『

ブ
リ

ガ
ー

ド
』

と
云

〈
略

〉
少

将
の

司
令

す
る

所
の

者
也

」

少
尉

宋
『

册
府

元
龜

』
「

衡
尉

，
少

尉
，

少
府

，
太

僕
漢

置
皆

隨
太

后
官

，
爲

官
號

」

軍
銜

。
尉

官
的

一
級

，
低

於
中

尉
。

未
収

録

（
18

74
）

「
海

軍
少

尉
泊

舟
於

廈
門

」

（
19

12
）

「
大

總
統

規
定

陸
軍

服
制

（
略

）
少

尉
,紅

地
一

金
線

,中
星

一
粒

」

顏
惠

慶
19

08

Su
bl

ie
ut

en
an

t
2.

A 
se

co
nd

 li
eu

te
na

nt
, 第

二
之

副
隊

長
, 把

總
, 少

尉

軍
隊

の
階

級
の

一
つ

。
尉

官
の

一
番

下
の

位
。

中
尉

の
下

位
。

将
校

の
最

下
位

に
あ

た
る

。

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

一
・

一
「

其
三

、
大

尉
〈

一
等

、
二

等
〉

中
尉

〈
一

等
、

二
等

〉
少

尉
」

少
佐

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

74
）

「
東

船
來

滬
情

形
（

略
）

籐
井

惟
利

－
為

陸
軍

少
佐

兼
駐

劄
厦

門
領

事
」

（
19

15
）

「
柏

林
電

（
略

）
駕

機
者

爲
一

英
國

陸
軍

少
佐

,受
㣲

傷
巳

被
俘

」

（
19

48
）

「
日

俘
中

有
少

將
三

名
，

大
佐

三
名

，
中

佐
一

名
，

少
佐

三
人

」

顏
惠

慶
19

08

M
aj

or
An

 o
ffi

ce
r n

ex
t i

n 
ra

nk
 a

bo
ve

 a
 c

ap
ta

in
, 

an
d 

be
lo

w
 a

 li
eu

te
na

nt
-c

ol
on

el
, 游

擊
, 少

佐

軍
隊

で
階

級
の

一
つ

。
佐

官
の

最
下

位
で

大
尉

の
上

位
、

中
佐

の
下

位
に

あ
た

る
。

建
白

書
（

18
73

）
〈

山
田

顕
義

〉
上

「
小

隊
を

合
す

る
者

を
大

隊
と

云
、

少
佐

の
司

令
す

る
所

の
者

也
」

現
代

中
国

語
で

は
日

本
軍

将
校

の
呼

び
か

け
以

外
は

使
用

し
て

い
な

い
、

つ
ま

り
中

国
語

と
し

て
の

「
少

佐
」

は
専

門
用

語
の

用
法

以
外

は
定

着
し

て
い

な
い

と
見

ら
れ

る
。

哨
兵

明
『

戰
守

全
書

』
「

雖
有

哨
兵

探
馬

，
恐

一
時

捜
索

不
到

」
①

舊
時

巡
邏

、
稽

查
的

士
兵

。
②

執
行

警
戒

任
務

的
士

兵
。

未
収

録
（

18
74

）
「

又
分

屯
哨

兵
於

島
内

各
處

」
羅

存
德

18
69

1：
W

ar
d

ga
rr

iso
n 
哨

兵
、

守
兵

2：
Pi

ck
et

a 
pi

ck
et

 o
f s

ol
di

er
s 一

隊
哨

兵

3：
Pi

ck
et

-g
ua

rd
一

隊
哨

兵

儀
杖

（
ぎ

じ
ょ

う
）

、
ま

た
は

警
戒

の
た

め
に

、
一

定
の

場
所

に
い

る
兵

士
。

見
張

り
の

兵
。

歩
哨

（
ほ

し
ょ

う
）

。
番

兵
。

国
対

照
兵

語
字

書
（

18
81

）
〈

参
謀

本
部

〉
「

Po
st

e 
〈

略
〉

哨
所

又
哨

兵
」

哨
所

明
『

安
楚

録
』

「
嚴

督
各

該
州

縣
并

各
哨

所
堡

巡
捕

巡
司

官
兵

人
等

，
粘

踪
追

勦
」

哨
兵

的
駐

所
。

未
収

録
（

18
89

）
「

添
募

兩
營

,計
共

四
營

,十
二

哨

所
」

未
収

録
歩

哨
の

立
つ

所
。

哨
兵

の
守

る
所

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Po

st
e 
〈

略
〉

哨
所

又

哨
兵

」

射
程

な
し

彈
頭

射
出

後
所

能
達

到
的

距
離

。
未

収
録

（
19

13
）

「
兩

軍
相

逼
甚

近
,而

砲
之

射
程

極
遠

,故
砲

彈
多

落
於

二
英

里
外

之
民

居
」

顏
惠

慶
19

08

Ra
ng

e
1.

(G
un

.) 
(a

) T
he

 h
or

iz
on

ta
l d

ist
an

ce
 to

w
hi

ch
 a

 sh
ot

 o
r o

th
er

 p
ro

je
ct

ile
 is

 c
ar

rie
d,

彈
距

, 射
程

, 射
距

離
, 彈

之
所

及
, 一

彈
之

路

①
発

射
し

た
弾

丸
の

銃
口

・
砲

口
か

ら
到

達
点

ま
で

の
水

平
距

離
。

特
に

そ
の

銃
砲

で
弾

丸
が

届
き

破
壊

力
を

有
す

る
最

大
距

離
。

②
（

比
喩

的
に

）
あ

る
理

論
な

ど
の

適
用

し
う

る
範

囲
。

ま
た

、
目

標
な

ど
に

届
き

う
る

範
囲

。

東
京

朝
日

新
聞

‐
明

治
三

九
年

（
19

06
）

一
月

二
〇

日
「

後
備

第
一

師
団

が
徒

歩
砲

兵
一

個
大

隊
を

具
し

て
、

臼
砲

十
二

門
を

以
て

、
其

射
程

を
誤

ら
ず

」
歩

兵
操

典
（

19
28

）
第

二
八

六
「

要

す
れ

は
射

程
上

に
於

て
も

其
範

囲
を

明
瞭

な
ら

し
む

へ
し

」

65



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

射
的

春
秋

戦
国

『
韓

非
子

』
「

人
之

有
狐

疑
之

訟
者

，
令

之
射

的
，

中
之

者

勝
，

不
中

者
負

」

①
用

箭
射

靶
。

②
指

箭
靶

。

㊀
射

擊
靶

心
。

 韓
非

子
 内

儲
上

：
“李

悝
爲

魏
 文

侯
上

地
之

守
，

而
欲

人
之

善
射

也
，

乃
下

令
曰

：
‘人

之
有

狐
疑

之
訟

者
，

令
之

射
的

；
中

之
者

勝
，

不
中

者
負

。
’”

也
指

靶
心

。
 宋

 高
承

事
物

紀
原

九
射

的
：

“虞
書

曰
：

 
‘侯

以
明

之
。

’注
云

：
‘作

射
侯

之
禮

以
明

善
惡

。
’則

射
侯

始
見

於
堯

 舜
矣

。
至

周
有

熊
虎

麋
豻

、
三

五
正

侯
。

後
世

就
𥳑𥳑

，
但

爲
射

的
，

蓋
侯

之
遺

意
也

。
射

以
暈

記
之

，
亦

三
正

五
正

之
遺

事
也

。
”

（
18

76
）

「
夫

矢
用

以
射

的
者

也
」

麥
都

思
18

48

1：
BU

LL
A

bu
ll'

s e
ye

 o
f t

he
 ta

rg
et

,正
革

、
射

的
、

的

質
、

槷
2：

CE
N

TR
E

th
e 

ce
nt

re
 o

f a
 ta

rg
et

,射
的

①
的

（
ま

と
）

に
向

か
い

、
弓

で
射

た
り

銃
で

撃
っ

た
り

す
る

こ
と

。
②

遊
戯

の
一

つ
。

空
気

銃
の

銃
口

に
コ

ル
ク

の
弾

丸
を

つ
め

、
人

形
、

タ
バ

コ
な

ど
の

的
（

ま
と

）
を

ね
ら

い
う

ち
し

、
命

中
し

て
下

に
落

ち
る

と
、

景
品

と
し

て
も

ら
え

る
遊

び
。

明
衡

往
来

（
11

Ｃ
中

か
）

上
本

「
被

択
射

的
之

輩
云

云
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Fa

ire
 l’

éc
ol

e 
〈

略
〉

射

的
ヲ

ナ
ス

」

射
法

漢
『

漢
書

』
「

彊
弩

將
軍

王
圍

射
法

五
卷

，
望

逺
連
弩
射
法
具
十
五
篇
」

未
収

録
未

収
録

（
18

95
）

「
二

號
令

三
軍

法
四

禁
令

五
禁

約
六

比
較

七
行

營
八

操
練

九
出

征
十

長
鎗

十
一

牌
筅

十
二

劍
經

十
三

射
法

十
四

十
二

段
拳

經
十

五
器

圖
十

六
六

丁
六

甲
旗

鼓
,以

上
皆

攻
戰

之
事

」

羅
存

德
18

69

Ar
ch

er
y

th
e 

ar
t o

f s
ho

ot
in

g 
w

ith
 a

 b
ow

 a
nd

 a
rr

ow
,

射
法

弓
、

鉄
砲

な
ど

を
上

手
に

う
つ

の
に

必
要

な
技

術
。

射
術

。

本
朝

武
芸

小
伝

（
17

16
）

三
・

射
術

「
至

今
学

射
者

無
不

倚
日

置
之

射
法

、
故

以
正

次
為

射
術

始
祖

」
文

明
論

之
概

略
（

18
75

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

一
・

三
「

射
者

固
（

も
と

）
よ

り
一

人
に

非
ず

、
其

射
法

も
亦

人
々

流
を

異
に

す
可

し
」

射
撃

宋
『

守
城

録
』

「
被

城
上

人
用

弓
弩

磗
石

射
擊

致
檯

者
，

止
於

十
步

外
不

能
前

進
」

①
用

火
器

向
目

標
發

射
彈

頭
。

②
體

育
運

動
的

一
種

。
主

要
包

括
手

槍
和

步
槍

等
的

訓
練

和
競

賽
。

射
擊

競
賽

分
成

各
種

項
目

，
以

命
中

的
環

數
或

靶
數

計
算

成
績

。

未
収

録
（

18
93

）
「

東
瀛

近
事

（
略

）
仙

臺
縣

第

二
師

團
步

兵
第

四
聯

隊
及

第
十

一
中

隊
本

月
十

號
在

同
縣

深
沼

練
習

射
擊

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Pe

pp
er

To
 p

el
t w

ith
 sh

ot
, 亂

發
小

彈
丸

; a
s,

 to
 

pe
pp

er
 w

ith
 sh

ot
, 以

小
彈

亂
射

擊

2：
Ra

ke
 T

o 
en

fil
ad

e,
 自

側
面

射
擊

, 縱
射

3：
G

un
sh

ot
Ac

t o
f f

iri
ng

 a
 g

un
, 放

礮
, 放

鎗
, 射

擊

4：
Fu

sil
la

de
A 

di
sc

ha
rg

e 
of

 fi
re

ar
m

s,
 一

齊
射

擊
, 排

鎗

之
開

放

銃
砲

か
ら

弾
丸

を
発

射
す

る
こ

と
。

銃
砲

を
う

つ
こ

と
。

銃
砲

で
標

的
を

ね
ら

い
う

つ
こ

と
。

東
潜

夫
論

（
18

44
）

覇
府

上
「

外
は

敗
席

弊
帆

の
類

に
て

大
熕

の
射

撃
を

防
ぐ

べ
し

」
日

誌
字

解
（

18
69

）
〈

岩
崎

茂
実

〉

「
射

撃
 シ

ャ
ゲ

キ
 ユ

ミ
イ

ル
 ウ

ツ
」

射
角

宋
『

禮
記

集
説

』
「

以
東

南
西

北
為

位
，

則
設

席
當

射
角

，
占

兩
面

」
明

『
術

堂
遺

詩
』

「
南

斗
當

軒
近

，
北

風
已

占
河

，
射

角
無

處
覓

飛
鴻

」

未
収

録
未

収
録

（
19

13
）

「
中

二
發

,均
離

命
中

點
不

遠
,後

放
大

射
角

,二
發

距
離

三
千

六
百

米
,均

着
紫

禁
山

山
腰

」

顏
惠

慶
19

08

In
ci

de
nc

e
Th

e 
di

re
ct

io
n 

in
 w

hi
ch

 a
 b

od
y,

 a
s a

 ra
y,

 
fa

lls
 o

n 
an

ot
he

r, 
射

角
, 投

射

①
弾

丸
の

射
線

と
水

平
線

と
の

な
す

角
度

。
②

光
な

ど
が

さ
し

こ
む

角
度

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
An

gl
e 

de
 p

ro
je

ct
io

n 
〈

略
〉

射
角

 軸
線

ト
地

平
線

ト
相

ナ
ス

角
度

ヲ
云

フ
」

江
戸

か
ら

東
京

へ
（

19
21

）
〈

矢
田

挿
雲

〉
六

下
・

一
七

「
月

落
ち

方
の

残
光

が
射

角
（

シ
ャ

カ
ク

）
の

工
合

で
ほ

ん
の

一
瞬

間
洞

の
奥

を
覗

く
事

が
あ

る
と

」
古

代
語

に
お

い
て

、
「

弾
丸

の
発

射
角

度
」

に
関

す
る

用
例

が
未

見
。

射
手

南
北

朝
『

宋
書

』
「

今
羽

林
射

手
，

猶
有

八
百

」
①

弓
箭

手
。

②
今

亦
指

使
用

槍
支

射
擊

者
。

弓
箭

手
，

掌
射

之
兵

。
南

朝
有

射
手

之
名

。
 南

齊
書

 崔
慧

景
傳

：
“虜

遣
鎧

馬
百

餘

匹
突

取
山

陽
，

山
陽

使
射

手
射

之
，

三
人

倒
馬

。
”

（
19

26
）

「
他

的
得

意
作

品
此

外
尚

有

「
自

由
射

手
」

及
「

奥
陪

隆
」

二
曲

」

顏
惠

慶
19

08

Sh
ar

p-
sh

oo
te

r
O

ne
 sk

ill
ed

 in
 sh

oo
tin

g 
at

 a
n 

ob
je

ct
 w

ith
 

ex
ac

tn
es

s,
 百

發
百

中
之

射
手

, 百
步

穿
楊

手
, 習

射
命

中
之

人
, 善

射
者

, 命
中

者
, 巧

射

手

弓
ま

た
は

銃
砲

を
発

射
す

る
人

。
う

ち
て

。
い

て
。

東
巡

録
（

18
76

）
〈

金
井

之
恭

〉

二
・

日
乗

「
射

手
は

皆
北

隅
に

屯
す

」

射
線

な
し

①
波

長
較

短
的

電
磁

波
，

包
括

紅
外

線
、

可
見

光
、

紫
外

線
、

愛
克

斯
射

線
、

丙
種

射
線

等
。

速
度

高
、

能
量

大
的

粒
子

流
亦

稱
射

線
，

如
甲

種
射

線
、

乙
種

射
線

和
陰

極
射

線
等

。
②

數
學

上
指

從
一

個
定

點
向

單
一

方
向

引
出

的
直

線
。

未
収

録
（

19
15

）
「

說
倫

德
根

射
線

文
名

（
愛

克

司
光

線
）

」

顏
惠

慶
19

08

Li
ne

1.
Co

ur
se

, 路
; d

ire
ct

io
n,

 方
向

; a
s,

 th
e 

lin
e

of
 m

ar
ch

, 進
行

之
方

向
; t

he
 li

ne
 o

f f
ire

, 射
線

, 射
鎗

礮
之

方
向

;

銃
身

軸
、

砲
身

軸
の

延
線

を
い

う
。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
一

九
八

「
之

が
為

射
線

の
方

向
に

関
す

る
風

向
、

風
速

等
に

注
意

す
る

を
必

要
と

す
」

殉
死

（
19

67
）

〈
司

馬
遼

太
郎

〉
要

塞
「

他
砲

塁
が

左
右

か
ら

横
ざ

ま
に

射
線

を
張

れ
る

よ
う

に
な

っ
て

お
り

」

設
営

周
『

六
韜

』
「

大
將

設
營

而
陳

，
立

表
轅

門
，

淸
道

而
待

」
未

収
録

未
収

録
（

18
75

）
「

曾
派

副
將

鄧
某

設
營

防
節

」
顏

惠
慶

19
08

Lo
dg

m
en

t
Po

sit
io

n 
ta

ke
n 

up
 b

y 
a 

be
sie

gi
ng

 p
ar

ty
, 

an
d 

th
e 

w
or

ks
 c

as
t u

p 
to

 m
ai

nt
ai

n 
it,

 把
守

之
處

, 據
守

之
處

, 設
營

, 據
壘

①
施

設
・

建
物

・
会

場
な

ど
を

前
も

っ
て

設
備

し
、

準
備

す
る

こ
と

。
②

俗
に

、
会

合
や

集
ま

り
な

ど
の

用
意

・
準

備
を

す
る

こ
と

。

帰
郷

（
19

48
）

〈
大

仏
次

郎
〉

無
名

氏
「

料
理

屋
か

何
か

を
設

営
す

る
の

だ
っ

た
ら

、
他

の
家

を
代

り
に

提
供

す
る

か
ら

」

66



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

勝
敗

春
秋

戦
国

『
孫

子
』

「
兵

者
，

修
道

而
保

法
，

故
能

爲
勝

敗
之

政
」

唐
『

北
史

』
「

疆
場

相
侵

，
互

有
勝

敗
」

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
夫

兩
國

勝
敗

之
道

果
安

在

哉
」

馬
禮

遜
18

23
DE

FE
AT

To
 c

on
qu

er
 a

n 
en

em
y,
勝

敗
仇

敵
勝

つ
こ

と
と

負
け

る
こ

と
。

か
ち

ま
け

。
勝

負
。

書
言

字
考

節
用

集
（

17
17

）
九

「
勝

敗
 シ

ョ
ウ

ハ
イ

」

和
英

語
林

集
成

（
初

版
）

（
18

67
）

「
Sh

o-
ha

i シ
ョ

ウ
ハ

イ
 勝

敗
（

カ

チ
ヤ

ブ
リ

）
」

花
柳

春
話

（
18

78
〜

79
）

〈
織

田
純

一
郎

訳
〉

一
「

屹
然

（
き

つ
ぜ

ん
）

立
て

以
為

ら
く

、
勝

敗
は

時
運

に
在

り
」

勝
算

南
北

朝
『

魏
書

』
「

願
思

勝
算

，
以

防
微

意
」

亦
作

“勝
筭

”。
猶

勝
計

。

足
以

克
敵

制
勝

的
計

謀
。

孫
子

 計
：

“多
算

勝
，

少
算

不
勝

，
而

況
於

無
算

乎
！

”
本

指
作

戰
中

以
多

算
勝

少

算
。

後
來

對
一

定
能
够

取
得

成
功

的
計

謀
，

叫
作

操
勝

算
。

 明
 唐

順
之
荆

川
集

八

答
曾

石
塘

總
制

書
二

：
“而

雄
略

勝
算

，
又

得
竊

聞
一

二
。

”

（
18

76
）

「
民

氣
一

旦
禍

作
,吾

不
敢

謂
西

人
必

操
勝

算
也

」

羅
存

德
18

69

1：
O

ut
fla

nk
to

 o
ut

fla
nk

 o
ne

, 打
贏

、
勝

算

2：
O

ut
m

an
eu

ve
r、

O
ut

m
an

œ
uv

er
to

, 設
勝

計
、

勝
算

3：
O

ut
w

it 
to

, 勝
算

、
勝

以
計

勝
つ

見
込

み
。

勝
ち

目
。

垂
加

文
集

（
17

14
〜

24
）

一
・

加
藤

家
伝

「
勝

算
莫

如
絶

糧
」

徳
川

禁
令

考
‐

前
集

・
第

一
・

巻
八

・
文

久
三

年
（

18
63

）
三

月
六

日

「
仮

令
御

兵
備

御
手

薄
御

勝
算

無
之

候
共

不
得

止
儀

」

施
条

銃
な

し
未

収
録

未
収

録
な

し
未

収
録

銃
身

の
内

腔
に

旋
条

を
刻

ん
だ

銃
。

ラ
イ

フ
ル

銃
。

ラ
イ

フ
ル

。

太
政

官
日

誌
‐

明
治

元
年

（
18

68
）

閏
四

月
二

六
日

「
雪

峠
戦

争
並

廿
七

日
小

千
谷

打
入

の
節

〈
略

〉
脇

差

七
本

 施
条

銃
 一

挺
」

師
団

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

88
）

「
日

本
長

畸
來

信
云

（
略

）
本

月
二

十
號

外
務

大
臣

大
隈

伯
乘

汽
車

至
大

坂
,小

駐
北

區
中

島
三

丁
目

花
屋

,翌
日

巡
視

大
坂

府
廳

師
團

及
砲

兵
工

廠
,造

幣
局

」
（

19
08

）
「

泰
西

各
國

以
海

軍
的

精
神

爲
富
强
的

基
礎

,故
每
增

一
兵

艦
,添

一
師

團
,由

議
會

决
定

後
,其

饟
糈

聽
之

於
民

間
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Di

vi
sio

n
a 

pa
rt

 o
f a

n 
ar

m
y 

or
 m

ili
tia

, 一
師

團

2：
Le

gi
on

an
 a

rm
y,

 師
團

, 軍
團

, 師
旅

陸
軍

の
常

備
的

な
編

制
を

と
る

最
大

の
部

隊
で

、
あ

る
程

度
の

独
立

し
た

作
戦

行
動

の
と

れ
る

諸
職

種
連

合
の

作
戦

部
隊

。
一

八
世

紀
末

、
ナ

ポ
レ

オ
ン

一
世

が
創

始
し

た
陸

軍
編

制
の

基
本

。

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

二
・

二
「

平
時

軍
管

に
軍

団
を

置
き

、
師

管
に

師
団

を
備

ふ
る

の
謂

に
非

ず
」

現
代

中
国

語
で

は
日

本
軍

の
部

隊
名

以
外

は
使

用
し

て
い

な
い

、
つ

ま
り

中
国

語
と

し
て

の
「

師
団

」
は

専
門

用
語

の
用

法
以

外
は

定
着

し
て

い
な

い
と

見
ら

れ
る

。

十
字

火
な

し
未

収
録

未
収

録

（
19

40
）

「
日

曾
逼

近
猛

犯
,被

華
配

備
嚴

密
之

十
字

火
,將

輕
進

之
日

軍
千

餘
,完

全
殱

滅
於

華
軍

陣
地

前
」

顏
惠

慶
19

08

Fi
er

y-
cr

os
s

A 
fla

m
in

g 
cr

os
s s

en
t r

ou
nd

 in
 th

e 
Hi

gh
la

nd
s t

o 
su

m
m

on
 th

e 
cl

an
s t

o 
w

ar
, 十

字
火

, 火
牌

, 火
票

「
じ

ゅ
う

じ
ほ

う
か

（
十

字
砲

火
）

」
に

同
じ

：
十

字
に

交
わ

る
よ

う
に

飛
び

か
う

砲
火

東
京

朝
日

新
聞

‐
明

治
三

七
年

（
19

04
）

一
〇

月
一

〇
日

「
午

前
十

時
半

我
歩

兵
一

小
隊

剣
山

西
南

稜
に

あ
る

旧
小

哨
の

位
置

を
恢

復
せ

ん
と

し
て

前
進

し
、

敵
の

十
字

火
に

陥
り

」

実
弾

な
し

真
槍

實
炮

所
裝

填
或

射
出

的
彈

藥
。

未
収

録

（
18

84
）

「
桑

特
邁

當
炮

四
尊

,每
重

五
百

三
十

五
,中

担
食

藥
八

十
三

,觔
放

實
彈

重
五

担
半

」

赫
美

玲
官

話
19

16

1：
Ba

ll
～

 c
ar

tr
id

ge
 (新

)實
彈

2：
Ca

rt
rid

ge
Ba

ll 
～

 實
彈

ほ
ん

も
の

の
弾

丸
。

ま
た

、
銃

砲
に

こ
め

ら
れ

た
弾

丸
。

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

一
一

・
二

「
十

八
斤

又
は

四
十

八
斤

の
大

砲
へ

実
弾

（
ジ

ツ
ダ

ン
）

或
は

発
裂

丸
を

込
替

々
々

放
ち

掛
た

る
」

愛
弟

通
信

（
18

94
〜

95
）

〈
国

木
田

独
歩

〉
威

海
衛

艦
隊

攻
撃

詳
報

「
実

弾
（

ジ
ツ

ダ
ン

）
を

発
す

る
前

に
艦

長
先

づ
各

砲
に

空
砲

一
発

づ
つ

を
打

た
し

む
」

実
戦

明
『

戰
守

全
書

』
「

學
戰

，
實

戰
皆

照
此

攻
擊

，
進

止
不

易
」

實
際

作
戰

；
實

際
戰

鬥
。

未
収

録

（
19

06
）

「
於

戰
術

兵
器

軍
制

敎
科

,加
以

野
外

演
習

行
軍

運
動

寔
戰

情
形

,朝
夕

研

究
」

未
収

録
実

際
の

戦
争

。
実

地
の

た
た

か
い

。

黴
（

19
11

）
〈

徳
田

秋
声

〉
四

二

「
危

険
が

な
い

と
言

っ
た

っ
て

、
何

し
ろ

実
戦

だ
か

ら
ね

」

士
官

春
秋

戦
国

『
書

』
「

準
人

，
平

法
，

謂
士

官
」

漢
『

漢
紀

』
「

皋
陶

作
士

官
，

正
五

刑
」

①
即

士
師

，
掌

刑
獄

之
官

。
②

監
獄

的
別

名
。

③
猶

言
作

官
。

士
，

仕
。

④
日

本
軍

隊
尉

官
的

統
稱

。

㊀
獄

官
。

 書
 立

政
“準

人
” 

傳
：

“準
人

，
平

法
，

謂
士

官
。

”疏
：

“平
法

之
人

，
謂

獄
官

也
。

”
㊁

監
獄

的
别

名
。

 漢
 蔡

邕

獨
斷

：
“四

代
獄

之
别

名
，

唐
虞

曰
士

官
。

史
記

曰
皋

陶
爲

理
，

尚
書

曰
皋

陶
作

士
。

夏
曰

均
臺

，
周

曰
囹

圄
，

漢
曰

獄
。

”

（
18

77
）

「
先

已
持

守
要

隘
,士

官
領

兵
連

攻
十

六
日

不
休

」
（

18
85

）
「

每
月

薪
水

在
四

百
元

以
上

者

謂
之

上
長

官
,三

百
元

以
上

者
謂

之
士

官
,三

百
元

以
下

者
謂

之
下

士
官

」

顏
惠

慶
19

08

1：
O

ffi
ce

r
A 

pe
rs

on
 c

om
m

iss
io

ne
d 

to
 p

er
fo

rm
 a

ny
 

pu
bl

ic
 d

ut
y,

 任
職

者
, 職

員
, 有

司
, 官

吏
, 武

官
, 士

官
, 將

校

2：
M

id
sh

ip
m

an
A 

na
va

l o
ffi

ce
r h

ol
di

ng
 a

 ra
nk

 
in

te
rm

ed
ia

te
 b

et
w

ee
n 

th
at

 o
f t

he
 

su
pe

rio
r o

ffi
ce

rs
 a

nd
 th

e 
co

m
m

on
 

se
am

an
, 海

軍
學

生
, 海

軍
士

官
候

補
生

①
兵

の
指

揮
を

と
る

武
官

の
通

称
。

②
旧

陸
軍

で
、

大
・

中
・

少
尉

お
よ

び
同

相
当

官
の

総
称

。
旧

海
軍

で
は

、
将

官
、

佐
官

、
尉

官
お

よ
び

同
相

当
官

の
総

称
。

③
船

員
の

う
ち

、
船

長
・

航
海

士
・

機
関

長
・

機
関

士
・

船
舶

通
信

士
な

ど
の

上
級

船
員

の
通

称
。

航
米

日
録

（
18

60
）

一
「

士
官

其
外

水
夫

に
至

る
迄

、
各

当
直

あ
り

て
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

九
・

一
「

日
本

の
士

官
（

シ
ク

ヮ
ン

）
た

る
者

刀
を

佩
（

お
び

）
て

外
国

人
の

居
留

地
に

入
る

事
を

禁
じ

」

現
代

中
国

語
の

「
士

官
」

は
、

日
本

語
の

『
下

士
官

」
の

意
味

に
相

当
す

る
。

市
街

戦
な

し
未

収
録

未
収

録

（
19

25
）

「
芝

罘
方

面
突

然
發

生
市

街

戰
」

（
19

45
）

「
馬

尼
刺

展
開

壯
烈

市
街

戰

日
軍

發
揮

鐵
血

眞
姿

態
」

（
19

48
）

「
鞍

山
攻

防
大

戰
進

行
一

週
後

,
十

八
日

被
匪

突
入

,立
即

展
開

市
街

戰
」

未
収

録
市

街
で

行
な

わ
れ

る
戦

闘
。

風
俗

画
報

‐
二

一
五

号
（

19
00

）
天

津
城

攻
撃

戦
闘

公
報

「
東

面
は

白
河

城
壁

に
接

す
る

の
み

な
ら

ず
家

屋
頗

る
櫛

比
す

る
を

以
て

終
始

市
街

戦
を

為
さ

ざ
る

べ
か

ら
ざ

る
の

不
利

あ
り

」

67



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

事
変

南
北

朝
『

宋
書

』
「

觀
兵

燿
威

，
實

在
茲

日
，

若
相

持
未

已
，

或
生

事
變

」

①
泛

指
事

物
的

変
化

。
②

特
指

突
然

発
生

的
重

大
政

治
、

軍
事

性
事

件
。

㊀
事

情
發

生
變

化
。

 詩
序

：
“吟

詠
情

性
，

以
風

其

上
，

達
於

事
變

，
而

懷
其

舊
俗

者
也

。
”荀

子
 富

國
：

“賞
行

罰
威

，
…

…
若

是
則

萬

物
得

宜
，

事
變

得
應

。
”

㊁
非

常
變

異
的

事
。

多
指

突
發

性
的

政
治

、
軍

事
事

件
。

管
子

 幼
官

：
“和

好
不

基
，

貴
賤

無
司

，
事

變
日

至
。

”
宋

書
 卜

天
與

傳
：

“元
凶

入

弑
，

事
變

倉
卒

，
舊

將
羅

訓

徐
罕

皆
望

風
屈

附
。

”

（
18

73
）

「
恐

因
此

激
成

事
變

也
」

麥
都

思
18

48
T U

RN
. a

 tu
rn

 in
 a

ffa
irs

 事
變

①
異

常
な

で
き

ご
と

。
天

災
な

ど
の

変
事

や
突

発
的

な
騒

動
。

事
件

。
②

事
態

の
変

化
。

世
事

の
変

易
。

③
特

に
近

代
、

警
察

力
で

は
し

ず
め

得
な

い
ほ

ど
に

拡
大

し
た

騒
乱

。
ま

た
、

宣
戦

布
告

未
収

録
に

行
な

わ
れ

る
国

際
間

の
武

力
行

為
。

愚
管

抄
（

12
20

）
六

・
土

御
門

「
こ

の
春

三
星

合
と

て
大

事
な

る
天

変
の

あ
り

け
る

。
〈

略
〉

そ
の

雨
晴

れ
て

後
は

犯
分

と
を

く
さ

り
て

、
こ

の
大

事
変

つ
い

に
消

え
に

け
り

」
養

生
訓

（
17

13
）

一
「

君
子

の
道

は

時
宜

に
か

な
ひ

、
事

変
に

随
ふ

を
よ

し
と

す
」

太
政

官
布

告
第

四
三

号
‐

明
治

一
五

年
（

18
82

）
八

月
一

三
日

・
一

条

「
徴

発
令

は
戦

時
若

く
は

事
変

に
際

し
、

陸
軍

或
は

海
軍

の
全

部
又

は
一

部
を

動
か

す
に

方
り

」
民

事
訴

訟
法

（
明

治
二

三
年

）
（

18
90

）
一

七
四

条
「

天
災

其
他

避

く
可

か
ら

ざ
る

事
変

の
為

に
」

守
備

周
『

六
韜

』
「

列
旌

旗
，

擊
鼙

鼔
，

完
爲

守
備

」

①
用

於
防

禦
的

設
施

、
器

物
。

②
防

守
；

防
備

。
③

明
清

時
武

官
名

。

㊀
防

守
，

設
防

。
也

指
用

於
防

禦
的

設
備

或
措

施
。

左
傳

襄
九

年
：

“巡
丈

城
，

繕
守

備
。

”莊
子

胠
篋

：
“將

爲
胠

篋
、

探
囊

、
發

匱
之

盜
而

爲
守

備
，

則
必

攝
緘

縢
，

固
扃

鐍
。

”

（
18

72
）

「
請

免
補

千
總

以
守

備
」

麥
都

思
18

48

1：
CA

ST
EL

LI
N

守
備

2：
M

AJ
O

R
守

備

①
自

軍
を

ま
も

り
、

敵
の

攻
め

に
そ

な
え

る
こ

と
。

そ
な

え
。

ま
も

り
。

②
合

、
競

技
な

ど
で

相
手

の
攻

め
に

そ
な

え
、

ま
も

る
こ

と
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
〇

・
足

利
氏

後
期

「
氏

規
不

得
已

、
撤

守
備

、
約

封
土

事
」

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
六

「
守

備
 シ

ュ
ビ

 ソ
ナ

ヱ
」

守
兵

漢
『

漢
書

』
「

漢
王

使
酈

食
其

說
齊
王

田
廣

，
罷

守
兵

與
漢

和
」

駐
防

的
軍

隊
。

未
収

録
（

18
72

）
「

省
城

守
兵

巳
嫌

單
薄

,而
上

游

泰
和

縣
土

匪
乘

機
起

事
」

馬
禮

遜
18

23
DE

FE
N

CE
Tr

oo
ps

 fo
r t

he
 d

ef
en

ce
 o

f a
 p

la
ce

,守
兵

①
守

護
の

兵
。

守
備

に
あ

た
っ

て
い

る
兵

士
。

②
旧

海
軍

で
、

儀
仗

ま
た

は
警

戒
の

た
め

、
守

所
に

あ
る

軍
人

。

国
史

略
（

18
26

）
一

・
皇

極
天

皇

「
環

木
柵

、
置

守
兵

」
暴

夜
物

語
（

18
75

）
〈

永
峰

秀
樹

訳
〉

受
戮

宰
相

の
伝

「
王

は
其

書
を

得
ん

と
欲

し
、

死
一

日
を

弛
べ

、
守

兵
を

附
け

て
家

に
帰

ら
し

め
た

り
」

守
勢

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
表

裏
相

維
，

然
後

粗
有

守
勢

」
未

収
録

未
収

録
（

19
08

）
「

今
之

談
海

戰
者

,曰
當

取
攻

勢
,

不
當

取
守

勢
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Pa

ss
iv

e
no

t o
pp

os
in

g,
 不

拒
的

, 雌
伏

的
, 守

勢
的

, 
不

背
的

2：
De

fe
ns

iv
e

 c
ar

rie
d 

on
 in

 d
ef

en
ce

, 守
勢

的
(與

攻
勢

對

待
)

①
敵

対
者

の
攻

撃
を

防
ぎ

、
現

状
を

維
持

す
る

た
め

に
と

る
態

勢
。

防
御

の
形

勢
。

②
自

陣
を

守
備

す
る

た
め

の
軍

勢
。

敵
の

攻
撃

を
防

ぐ
軍

勢
。

雲
は

天
才

で
あ

る
（

19
06

）
〈

石
川

啄
木

〉
一

「
攻

勢
守

勢
既

に
其

地
を

代
へ

た
後

で
あ

る
」

守
衛

漢
『

漢
書

』
「

有
事

則
以

設
守

衛
，

而
施

行
陣

」
漢

『
史

記
』

「
蓋

以
自

爲
守

衛
，

如
此

父
子

各
得

久
相

保
」

①
防

守
；

保
衛

。
②

擔
任

守
衛

的
人

。
未

収
録

（
18

73
）

「
又

分
兩

軍
,分

彊
畫

界
,一

作
守

衛
之

兵
,一

作
攻

圍
之

士
」

羅
存

德
18

69
Pr

es
er

ve
to

 p
ro

te
ct

, 保
守

、
保

護
、

保
衞

、
守

衞

①
（

─
す

る
）

ま
も

る
こ

と
。

警
固

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

人
。

番
人

。
し

ゅ
え

。
②

旧
制

の
、

貴
族

院
お

よ
び

衆
議

院
事

務
局

の
職

員
。

守
衛

長
・

守
衛

番
長

の
指

揮
の

も
と

に
、

院
内

を
取

り
締

ま
る

判
任

官
。

現
在

の
衛

視
。

③
官

庁
・

学
校

・
会

社
な

ど
の

警
備

に
当

た
る

職
務

の
人

。
門

で
出

入
り

の
人

を
監

視
し

た
り

、
敷

地
や

建
物

内
の

見
ま

わ
り

な
ど

を
す

る
。

太
平

記
（

14
Ｃ

後
）

一
一

・
正

成
参

兵
庫

事
「

凡
そ

路
次

の
行

粧
、

行
列

の
儀

式
、

前
々

の
臨

幸
に

事
替

は
っ

て
、

百
司

（
は

く
し

）
の

守
衛

（
シ

ュ
ヱ

）
厳

重
な

り
」

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
守

衛
 シ

ュ
ヱ

 マ
モ

ル
コ

ト
」

た
だ

し
、

現
代

中
国

語
の

「
守

衛
」

は
職

務
名

と
し

て
は

使
用

さ
れ

て
い

な
い

。

守
戦

春
秋

戦
国

『
管

子
』

「
以

守
戰

，
既

賞
信

罰
，

必
君

臣
合

體
，

莫
不

至
誠

」
①

防
守

與
進

攻
。

②
防

守
之

戰
。

㊀
防

守
和

進
攻

。
 韓

非
子

亡
徵

：
“無

守
戰

之
備

，
而

輕
攻

伐
者

，
可

亡
也

。
”

㊁
防

禦
性

的
戰

爭
。

 商
君

書
 兵

守
：

“四
戰

之
國

貴
守

戰
，

負
海

之
國

貴
攻

戰
。

”

（
18

83
）

「
督

民
丁

守
戰

,四
月

十
三

,城
陷

,
投

井
死

」
未

収
録

①
守

る
こ

と
と

戦
う

こ
と

。
②

守
っ

て
戦

う
こ

と
。

守
る

た
め

に
戦

う
こ

と
。

防
戦

。

史
記

抄
（

14
77

）
一

二
・

張
陳

「
范

陽
令

は
秦

の
た

め
に

は
よ

く
守

戦
せ

う
ず

も
の

な
れ

ど
も

、
性

が
を

く
び

ゃ
う

で
富

貴
に

な
り

た
が

る
も

の
ぢ

ゃ
ほ

ど
に

、
天

下
に

先
て

一
番

に
降

参
せ

う
と

思
ぞ

」
文

明
本

節
用

集
（

室
町

中
）

「
内

立
法

度
務

耕
織

修
守

戦
（

シ
ュ

セ
ン

）
之

具
（

過
秦

論
）

」

首
将

唐
『

太
白

陰
經

』
「

敵
近

城
壘

，
則

攢
弩

射
其

首
將

」
未

収
録

未
収

録
な

し
未

収
録

「
（

主
将

）
」

に
同

じ
：

全
軍

を
指

揮
す

る
総

大
将

。

武
家

名
目

抄
（

19
Ｃ

中
か

）
職

名

部
・

惣
軍

奉
行

「
按

惣
軍

奉
行

は
首

将
に

も
代

り
て

軍
務

を
摂

す
る

つ
か

さ
な

れ
は

」
近

世
紀

聞
（

18
75

〜
81

）
〈

染
崎

延

房
〉

九
・

一
「

此
隊

（
こ

の
て

）
の

首
将

（
シ

ュ
シ

ャ
ウ

）
と

聞
え

し
は

予
（

か
ね

）
て

勇
名

を
轟

か
し

た
る

近
藤

勇
と

言
ふ

者
に

て
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

殊
功

晋
『

三
国

志
』

「
將

建
殊

功
於

季
漢

，
參

尹
周

之
巨

勳
」

①
特

殊
的

功
績

。
②

不
同

的
功

用
。

特
異

的
功

勳
。

 三
國

志
 蜀

諸
葛

亮
傳

詔
策

：
“神

武
赫

然
，

威
鎮

八
荒

，
將

建
殊

功
於

季
漢

，
參

伊
 周

之
巨

勳
。

”梁
書

 張
緬

傳
附

張
纘

南
征

賦
：

“諒
殊

功
於

百

王
，

固
無

得
而

稱
矣

。
”

（
18

90
）

「
南

平
紅

巾
,北

削
捻

逆
,轉

戰
數

省
,建

立
殊

功
」

未
収

録
人

な
み

す
ぐ

れ
た

手
柄

。
抜

群
の

功
績

。
殊

勲
。

殊
績

。

明
衡

往
来

（
11

Ｃ
中

か
）

中
本

「
論

之
吏

途
何

可
不

謂
殊

功
。

若
有

事
次

令
奏

達
給

」
日

露
の

平
和

克
復

に
関

す
る

詔
勅

‐
明

治
三

八
年

（
19

05
）

一
〇

月
一

六

日
「

万
艱

を
冒

し
て

殊
功

を
奏

す
」

殊
勲

漢
『

尚
書

大
傳

』
「

太
公

言
，

其
翼

佐
文

武
，

身
有

殊
勛

」
特

出
的

功
勛

。

特
殊

的
功

勳
。

 三
國

志
 魏

 
荀

彧
傳

：
“董

昭
等

謂
太

祖
（

曹
操

）
宜

進
爵

國
公

，
九

錫
備

物
，

以
彰

殊
勳

。
”隋

書
 高

祖
紀

下
開

皇
十

七
年

詔
：

“申
明

公
 （

李
）

穆
、

鄖
襄

公
 
（

韋
）

孝
寬

…
…

等
，

登
庸

納
揆

之
時

，
草

昧
經

綸
之

日
，

丹
誠

大
節

，
心

盡
帝

圖
，

茂
績

殊
勳

，
力

宣
王

府
。

”

（
18

72
）

「
久

著
殊

勳
,素

負
盛

名
」

未
収

録
他

よ
り

き
わ

だ
っ

て
す

ぐ
れ

た
て

が
ら

。
抜

群
の

勲
功

。

漢
語

字
類

（
18

69
）

〈
庄

原
謙

吉
〉

「
殊

功
 シ

ュ
コ

ウ
 ナ

ミ
コ

ヘ
タ

テ

ガ
ラ

 殊
勲

 シ
ュ

ク
ン

 上
ニ

同
ジ

」

輸
卒

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

16
）

「
所

有
各

兵
站

需
用

輸
卒

,擬
即

臨
時

招
集

,以
節

虚
糜

」

（
19

33
）

「
本

縣
迭

奉
省

令
,飭

募
輸

卒
一

百
名

,調
送

贛
邊

剿
匪

軍
隊

應
用

」

未
収

録
輸

送
に

従
事

す
る

兵
卒

。

経
国

美
談

（
18

83
～

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
「

或
は

兵
器

製
造

の
職

工
と

な
り

、
或

は
糧

食
の

輸
卒

と
な

り
」

戍
兵

晋
『

三
国

志
』

「
發

江
邊

戍
兵

，
以

驅
麋

鹿
」

戍
守

邊
疆

的
士

兵
。

未
収

録
（

18
75

）
「

重
洋

旣
設

戍
兵

,內
境

亦
宜

防

堵
」

顏
惠

慶
19

08
Ca

st
le

-g
ua

rd
Th

e 
gu

ar
d 

of
 a

 c
as

tle
, 戍

兵
, 城

兵
, 城

衞
辺

境
や

国
境

を
守

っ
て

い
る

兵
。

輿
地

誌
略

（
18

26
）

一
「

魯
西

亜
よ

り
戍

兵
三

千
を

置
」

匏
菴

十
種

（
18

69
）

〈
栗

本
鋤

雲
〉

暁
窓

追
録

「
屯

営
は

三
十

日
を

限
り

交
換

し
戍

兵
は

半
歳

を
期

と
し

移
易

す
」

水
兵

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
丙

子
，

詔
荆

南
，
發
水
兵
三
千
人
，
赴
潭
州
」

舊
指

水
軍

士
兵

。
現

爲
海

軍
艦

艇
上

士
兵

的
統

稱
。

用
於

水
戰

的
士

兵
。

魏
書

崔
延

伯
傳

：
“願

聖
心

愍
水

兵
之

勤
苦

，
給

復
一

年
，

專
習

水
戰

。
”宋

史
 兵

志
一

禁

軍
上

：
“建

炎
初

，
李

綱
請

於
沿

江
 淮

 河
帥

府
置

水
兵

二
軍

，
要

郡
别

置
水

兵
一

軍
。

”

（
18

72
）

「
船

上
水

兵
理

直
,當

可
根
查

起

禍
之

人
」

羅
存

德
18

69

1：
Bl

ue
bl

ue
 ja

ck
et

s,
水

師
、

水
兵

2：
M

ar
in

e
m

ar
in

e 
tr

oo
ps

,水
師

、
水

兵
, a

 so
ld

ie
r t

ha
t 

se
rv

es
 o

n 
bo

ar
d 

of
 a

 sh
ip

,水
兵

、
水

師
、

舟
師

3：
M

an
-o

f-w
ar

's
M

an
-o

f-w
ar

's 
m

an
,水

師
、

水
兵

①
水

軍
の

兵
。

②
海

軍
で

、
平

時
は

諸
種

の
訓

練
に

服
務

し
、

戦
時

は
主

と
し

て
戦

闘
に

従
事

す
る

兵
士

。

本
福

寺
跡

書
（

15
60

頃
）

「
殿

原
も

全
人

衆
も

、
双

方
切

限
に

、
一

切
々

々
の

す
い

兵
、

一
艘

々
々

に
と

り
の

り
と

り
の

り
、

そ
の

た
た

か
い

、
名

を
末

代
に

残
と

」
新

体
詩

抄
（

18
82

）
カ

ム
プ

ベ
ル

氏

英
国

海
軍

の
詩

〈
矢

田
部

良
吉

訳
〉

「
イ

ギ
リ

ス
国

の
海

岸
を

 固
く

守

れ
る

水
兵

よ
」

水
夫

宋
『

太
倉

考
』

「
委

以
措

置
戰

艦
，

招
集

水
軍

，
水

夫
，

常
加

教
閱
」

①
縴

夫
，

船
工

。
②

挑
水

工
人

。
未

収
録

（
18

74
）

「
取

水
不

用
水

夫
該

水
夫

,豈
不

絕
謀

生
之

路
乎

」

（
18

79
）

「
號

軍
水

夫
青

衣
甲

首
,不

肯
巡

綽
」

盧
公

明
18

72
W

at
er

W
at

er
 b

ea
re

r,水
夫

①
船

乗
り

。
水

手
。

か
こ

。
ふ

な
こ

。
特

に
、

船
舶

乗
組

員
中

、
甲

板
部

に
属

し
、

雑
役

を
す

る
下

級
船

員
。

②
明

治
九

年
（

一
八

七
六

）
八

月
一

九
日

の
海

軍
省

通
達

以
前

の
水

兵
の

名
称

。

い
ろ

は
字

（
15

59
）

「
水

夫
 ス

イ

フ
フ

ナ
コ

也
」

西
洋

聞
見

録
（

18
69

〜
71

）
〈

村
田

文
夫

〉
前

・
下

「
此

日
を

以
て

休
日

と
し

放
飲

狂
逸

な
る

も
の

は
多

く
は

水
夫

或
は

傭
奴

の
遠

く
他

邦
に

在
る

も
の

な
れ

ば
」

水
雷

明
『

陣
紀

』
「

水
雷

入
水

丈
餘

，
沈

伏
港

底
」

布
設

在
水

中
的

一
種

爆
炸

武
器

。
用

以
炸

毀
敵

方
艦

艇
或

限
制

其
活

動
。

未
収

録
（

18
72

）
「

用
該

小
船

並
不

載
炮

,惟
在

水

底
安

置
水

雷
」

鄺
其

照
18

99

1：
O

ffe
ns

iv
e 

an
d 

W
ar

lik
e 

W
ea

po
ns

To
rp

ed
o 

(a
 m

ac
hi

ne
 in

ve
nt

ed
 fo

r b
lo

w
in

g 
up

 sh
ip

s b
y 

a 
su

bm
ar

in
e 

ex
pl

os
io

n.
),水

雷

炮 2：
Fo

re
ig

n 
ve

ss
el

 th
ei

r d
iff

er
en

t k
in

ds
 

an
d 

pa
rt

s
To

rp
ed

o-
bo

at
 (a

 b
oa

t c
on

st
ru

ct
ed

 fo
r 

la
un

ch
in

g 
to

rp
ed

oe
s.

),水
雷

鐵
甲

船

多
量

の
爆

薬
を

強
固

な
容

器
に

つ
め

、
水

中
で

爆
発

さ
せ

て
敵

の
艦

船
を

破
壊

す
る

兵
器

。
攻

撃
用

の
魚

雷
（

魚
形

水
雷

）
と

防
備

用
の

機
雷

（
機

械
水

雷
）

な
ど

が
あ

り
、

爆
雷

（
対

潜
用

水
中

爆
薬

）
を

含
め

て
い

う
場

合
も

あ
る

。
水

雷
火

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ca

ta
m

ar
an

 〈
略

〉
水

雷
」

た
だ

し
、

現
代

中
国

語
と

し
て

の
「

魚
雷

」
は

単
独

使
用

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

普
通

。
つ

ま
り

、
「

水
雷

」
は

主
に

「
機

雷
」

を
指

し
て

い
る

の
で

、
「

魚
雷

」
の

意
味

は
含

ま
れ

な
い

場
合

が
多

い
。

水
師

南
北

朝
『

宋
書

』
「

可
克

日
於

玄
武

湖
大

閱
水

師
」

①
古

代
以

水
爲

名
的

官
長

。
②

周
朝

官
名

。
③

指
水

神
。

④
水

軍
。

⑤
船

夫
；

漁
夫

。

㊀
官

名
。

1.
以

水
爲

官
名

的
百

官
。

左
傳

昭
十

七
年

：
“共

工
氏

以
水

紀
，

故
爲

水
師

而
水

名
。

”2
.周

官
名

。
國

語
 周

中
：

“火
師

監
燎

，
水

師
監

濯
。

”注
：

“水
師

掌
水

，
監

滌
濯

之
事

也
。

” 
㊁

水
兵

，
水

軍
。

宋
書

 武
帝

紀
大

明
七

年
詔

：
“可

克
日

於
玄

武
湖

大
閲

水
師

，
并

巡
江

右
，

講
武

校
獵

。
”

（
18

72
）

「
咨

江
蘇

山
東

直
隷

各
督

撫
臣

轉
飭

沿
海

水
師

」

衛
三

畏
18

44

1：
CO

M
M

O
DO

RE
水

師
副

將
2：

N
AV

AL
N

AV
AL

 o
ffi

ce
rs

,水
師

官

①
水

上
で

戦
う

軍
隊

。
水

軍
。

海
軍

。
②

船
頭

。
水

手
（

か
こ

）
。

水
夫

。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

一
〇

・
一

二
「

既
に

し
て

水
師

の
一

官
を

得
た

り
し

後
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

司
令

唐
『

北
史

』
「

司
令

三
人

，
掌

圖
籍

法
式

，
糾

察
宣

奏
」

①
官

名
。

隋
爲

內
官

。
②

官
名

。
元

爲
鹽

場
主

管
。

③
負

責
指

揮
所

屬
軍

隊
的

長
官

。
未

収
録

（
18

89
）

「
海

軍
省

下
令

,以
海

軍
大

佐
磯

邊
包

義
爲

佐
世

保
軍

港
司

令
官

」
（

19
11

）
「

以
軍

政
一

部
,應

設
陸

軍
總

司

令
一

員
」

顏
惠

慶
19

08

1：
He

ad
-q

ua
rt

er
s

Th
e 

qu
ar

te
rs

 o
f t

he
 c

om
m

an
de

r-
in

-c
hi

ef
 

of
 a

n 
ar

m
y,

 中
軍

帳
, 司

令
部

, 本
部

2：
Fl

ag
-o

ffi
ce

r
An

 a
dm

ira
l, 

of
 w

ho
m

 th
er

e 
ar

e 
th

re
e 

ra
nk

s, 
re

sp
ec

tiv
el

y 
in

di
ca

te
d 

by
 th

e 
m

as
t 

on
 w

hi
ch

 th
e 

fla
g 

is 
flo

w
n,

 三
等

水
師

提
督

, 艦
隊

司
令

官
3：

M
ar

sh
al

sh
ip

Th
e 

ra
nk

 o
r o

ffi
ce

 o
f a

 m
ar

sh
al

, 元
帥

之
職

位
, 儐

相
之

職
, 彈

壓
官

之
職

位
, 司

令
官

之
職

軍
隊

、
艦

船
、

消
防

な
ど

で
、

そ
の

全
体

ま
た

は
部

署
を

指
揮

・
統

率
す

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
人

。

日
誌

必
用

御
布

令
字

引
（

18
68

）

〈
四

方
茂

苹
〉

「
司

令
 シ

レ
イ

 サ
シ

ヅ
ヤ

ク
」

建
白

書
（

18
73

）
〈

山
田

顕
義

〉
上

「
歩

兵
隊

の
内

其
最

も
小

な
る

者
を

小
隊

と
云

、
大

尉
の

司
令

す
る

所
の

者
也

」

死
地

周
『

老
子

』
「

人
之

生
，

動
之

死

地
，

十
有

三
」

①
死

亡
之

地
。

②
絕

境
。

必
死

之
地

。
 孫

子
 九

地
：

“投
之

亡
地

然
後

存
，

陷
之

死
地

然
後

生
。

”孟
子

 梁
惠

王
上

：
“有

牽
牛

而
過

堂
下

者
，

…
…
王

曰
：

‘舍
之

，
吾

不
忍

其
觳

觫
，

若
無

罪
而

就
死

地
。

’”

（
18

72
）

「
如

有
告

發
,則

必
置

之
死

地
」

麥
都

思
18

48

1：
DE

AT
H

de
at

h 
ab

st
ra

ct
ed

ly
 死

地
、

死
勢

、
死

變

2：
AR

TI
CL

E
th

e 
ar

tic
le

 o
f d

ea
th

 死
之

情
形

、
死

地
、

臨

終

①
死

ぬ
べ

き
場

所
。

死
に

場
所

。
②

生
き

の
び

る
望

み
も

な
い

よ
う

な
危

険
な

場
所

。
ま

た
、

急
迫

し
て

い
る

境
遇

。
窮

地
。

史
記

抄
（

14
77

）
一

一
・

老
子

伯
夷

列
伝

「
祭

の
牛

羊
は

死
地

に
近

う
な

る
ぞ

」
文

明
論

之
概

略
（

18
75

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

二
・

四
「

楠
氏

を
し

て
死

地
に

陥
ら

し
め

た
る

も
の

は
別

に
こ

れ
あ

り
」

死
守

漢
『

孔
叢

子
』

「
某

人
不

道
，

侵
犯

大
國

，
二

三
子

尚
皆

同
心

比
力

死

守
」

①
拚

死
防

守
。

②
指

固
執

不
變

地
遵

守
。

未
収

録
（

18
72

）
「

賊
匪

佔
踞

廳
城

,官
兵

環
攻

數

月
,悍

賊
死

守
不

下
」

麥
都

思
18

48

1：
TO

 D
IE

to
 m

ai
nt

ai
n 

vi
rt

uo
us

 p
rin

ci
pl

es
 u

nt
il 

de
at

h,
死

守
善

道

2：
TO

 M
AI

N
TA

IN
to

 m
ai

nt
ai

n 
til

l d
ea

th
,死

守

死
ぬ

覚
悟

で
守

る
こ

と
。

命
が

け
で

守
る

こ
と

。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
〇

・
足

利
氏

後
記

「
秀

吉
更

遣
別

将
三

人
、

攻
館

林
城

。
〈

略
〉

城
兵

死
守

不
降

」
自

由
之

理
（

18
72

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

二
「

教
道

を
想

像
せ

ず
、

思
想

せ
ず

、
理

会
せ

ず
し

て
、

た
だ

死
信

死
守

す
る

の
み

な
る

は
何

に
ぞ

や
」

捜
索

春
秋

戦
国

『
韓

非
子

』
「

及
虎

抵
罪

於
魯

，
皆

搜
索

於
虎

也
」

尋
求

；
搜

查
。

搜
求

，
搜

查
。

 韓
非

子
 外

儲
左

下
：

“陽
虎

去
齊

走

趙
，

𥳑𥳑
主

問
曰

：
‘吾

聞
子

善
樹

人
。

’虎
曰

：
‘臣

居

魯
，

樹
三

人
，

皆
爲

令
尹

。
及

虎
抵

罪
於

魯
，

皆
搜

索
於

虎
也

。
…

…
虎

不
善

樹
人

。
’”

漢
 董

仲
舒

春
秋

繁
露

十
三

五
行

逆
順

：
“閉

門
閭

，
大

搜
索

。
”

（
18

73
）

「
復

欲
入

室
搜

索
其

母
及

其

子
」

麥
都

思
18

48

TO
 E

XP
LO

RE
打

探
、

探
討

、
從

狙
、

搜
索

、
尋

出
、

探
索

、
探

取
、

打
聽

、
搜

尋

①
さ

が
し

も
と

め
る

こ
と

。
さ

が
し

た
ず

ね
る

こ
と

。
②

裁
判

所
・

検
察

官
・

司
法

警
察

職
員

な
ど

が
、

証
拠

物
件

や
犯

人
を

発
見

す
る

た
め

に
、

人
の

身
体

、
家

宅
、

物
件

な
ど

を
強

制
的

に
取

り
調

べ
る

こ
と

。
ま

た
、

戦
時

、
交

戦
国

の
軍

艦
が

船
舶

を
捕

獲
す

る
際

、
船

内
を

検
査

す
る

こ
と

に
も

い
う

。

法
隆

寺
東

院
縁

起
‐

文
治

二
年

（
11

86
）

一
二

月
二

三
日

・
法

隆
寺

三
綱

等
請

文
（

鎌
倉

遺
文

一
・

一
九

九
）

「
以

十
九

日
官

使
到

来
。

即
官

使
寺

家
相

共
、

一
日

同
時

僂
捜

索
畢

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

四
・

一
五

・
「

近
処

を
捜

索
し

、
若

干
（

そ
こ

ば
く

）
の

尖
字

の
石

碑
を

看
出

し
て

」
雪

中
梅

（
18

86
）

〈
末

広
鉄

腸
〉

上
・

五
「

室
内

を
捜

索
し

て
書

面
数

通
を

取
押

へ
ら

れ
た

り
」

索
敵

宋
『

太
平

御
覽

』
「

軍
不

索
敵

，
數

行
賞

，
欲

士
卒

之
力

戰
者

，
此

恐
窘

者
也

」

未
収

録
未

収
録

（
19

11
）

「
軍

人
者

,或
臨

戰
索

敵
,或

射
擊

等
均

不
可

欠
未

収
録

敵
を

探
し

も
と

め
る

こ
と

。
敵

の
軍

隊
、

陣
地

、
艦

艇
な

ど
の

場
所

や
配

置
を

さ
ぐ

る
こ

と
。

東
京

朝
日

新
聞

‐
明

治
三

八
年

（
19

05
）

六
月

一
五

日
「

前
記

の
も

の
の

外
鈴

木
（

貫
太

郎
）

駆
逐

隊
及

び
自

余
の

水
雷

艇
隊

は
当

夜
他

方
面

に
索

敵
せ

し
が

」

弾
道

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

04
）

「
積

藥
彈

道
經

馬
尼

臘
直

入
旅

順
口

」

顏
惠

慶
19

08

Pr
oj

ec
til

e
A 

pa
rt

 o
f m

ec
ha

ni
cs

 w
hi

ch
 tr

ea
ts

 o
f 

bo
di

es
 d

riv
en

 th
ro

ug
h 

th
e 

ai
r, 
彈

道
學

, 抛
物

學
Tr

aj
ec

to
ry

Th
e 

cu
rv

e 
w

hi
ch

 a
 b

od
y,

 a
s a

 c
om

et
 o

r 
pr

oj
ec

til
e,

 d
es

cr
ib

es
 in

 sp
ac

e,
 u

nd
er

 th
e 

ac
tio

n 
of

 g
iv

en
 a

tt
ra

ct
iv

e 
fo

rc
es

, 抛
物

線
, 

軌
道

, 彈
道

(抛
射

物
之

彈
道

)

弾
丸

が
発

射
さ

れ
て

か
ら

目
標

ま
た

は
地

上
に

到
達

す
る

ま
で

の
経

路
を

い
う

。

改
正

増
補

物
理

階
梯

（
18

76
）

〈
片

山
淳

吉
〉

一
・

六
「

蓋
し

此
曲

線
路

は
擲

射
力

空
気

の
抗

抵
力

及
び

重
力

と
の

三
作

用
に

な
る

も
の

と
す

。
砲

術
家

之
を

弾
道

と
名

づ
く

」

弾
頭

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

93
）

「
各

種
彈

子
迥

乎
不

同
各

種
開

花
彈

銅
碰

火
皆

置
於

彈
前

其
彈

頭
平

式
」

未
収

録
砲

弾
の

さ
き

の
尖

っ
た

部
分

。
魚

雷
、

ミ
サ

イ
ル

な
ど

で
爆

薬
を

装
着

し
た

先
端

部
分

。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
五

七
「

弾
薬

盒
の

蓋
の

留
革

を
脱

し
其

蓋
を

開
き

弾
薬

を
撮

み
出

し
弾

頭
を

前
に

し
」

70



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

弾
丸

漢
『

漢
書

』
「

天
雨

草
，

而
葉

相
樛

結
，

大
如

彈
丸

」

①
供

彈
弓

發
射

用
的

泥
丸

、
石

丸
、

鐵
丸

。
也

指
子

彈
彈

頭
。

②
形

狀
、

大
小

如
彈

丸
之

物
。

③
比

喻
地

方
狹

小
。

㊀
供

彈
弓

射
擊

用
的

丸
。

韓
詩

外
傳

十
：

“黃
雀

方
欲

食
螳

蜋
，

不
知

童
子

挾
彈

丸
在

下
，

迎
而

欲
彈

之
。

”
㊁

比
喻

狹
小

。
 戰

國
策

 趙
三

：
“誠

知
秦

力
之

不
至

，

此
彈

丸
之

地
，

猶
不

予
也

。
”

（
18

72
）

「
蕞

爾
弹

丸
幾

如
黑

子
」

麥
都

思
18

48

BU
LL

ET
銃

子
、

彈
子

、
彈

丸
、

鳥
鎗

子
、

炮
子

、
炮

鉛
子

PE
LL

ET
，

 彈
丸

①
古

代
中

国
で

、
弾

弓
（

だ
ん

ぐ
う

）
の

た
ま

。
は

じ
き

弓
の

た
ま

。
②

（
「

た
ん

が
ん

」
と

も
）

銃
砲

に
つ

め
て

発
射

す
る

た
ま

。
銃

弾
、

砲
弾

な
ど

の
総

称
。

③
非

常
に

小
さ

い
地

域
の

た
と

え
。

④
銃

弾
・

砲
弾

の
飛

ぶ
よ

う
に

速
度

の
非

常
に

速
い

も
の

の
た

と
え

。

蔭
凉

軒
日

録
‐

文
正

元
年

（
14

66
）

閏
二

月
一

七
日

「
其

妙
手

如
流

弾
丸

乎
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
条

野
有

人
〉

初
・

三
「

一
発

の
弾

丸
（

ダ
ン

グ
ヮ

ン
）

突
然

と
飛

来
り

て
」

弾
薬

明
『

軍
器

圖
説

』
「

用
子

砲
五

門
,

并
彈

藥
逓

减
」

槍
彈

、
炮

彈
、

手
榴

彈
、

炸
彈

、
地

雷
等

具
有

殺
傷

能
力

或
其

他
特

殊
作

用
的

爆
炸

物
的

総
称

。
未

収
録

（
18

74
）

「
由

前
門

裝
用

彈
藥

至
開

後

門
」

鄺
其

照
18

99

O
ffe

ns
iv

e 
an

d 
W

ar
lik

e 
W

ea
po

ns
Ar

til
le

ry
 (c

an
no

n,
 o

r l
ar

ge
 g

un
s,

 w
ith

 th
ei

r 
ca

rr
ia

ge
s,

 a
m

m
un

iti
on

 a
nd

 a
pp

ar
at

us
; 

th
at

 p
ar

t o
f a

n 
ar

m
y 

w
hi

ch
 m

an
ag

es
 th

e 
ca

nn
on

.) 
大

砲
連

彈
藥

等
物

、
管

大
砲

兵

弾
丸

と
そ

れ
を

発
射

す
る

た
め

の
火

薬
。

弾
丸

と
火

薬
の

総
称

。
た

ま
ぐ

す
り

。

兵
士

懐
中

便
覧

（
18

68
）

〈
福

沢
諭

吉
訳

〉
「

或
は

弾
薬

武
器

を
棄

て
或

は
職

分
を

忘
れ

て
敵

の
物

を
掠

奪
し

た
る

者
」

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
二

「
弾

薬
 タ

ン
ヤ

ク
 テ

ッ

ハ
ウ

ノ
ク

ス
リ

」

弾
着

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

26
）

「
彈

着
地

處
在

老
爺

廟
後

,身
係

北
郊

警
署

轄
境

」
（

19
49

）
「

海
軍

不
但

砲
火

猛
烈

,而
且

射

擊
的

彈
着

點
,百

分
之

百
，

都
是

準
確

的
」

赫
美

玲
官

話
19

16

1：
G

ra
ze

of
 a

 p
ro

je
ct

ile
,彈

著

2：
Po

in
t

～
 o

f i
m

pa
ct

,彈
著

點

銃
砲

の
弾

丸
が

命
中

す
る

こ
と

。
ま

た
、

弾
丸

が
的

に
達

す
る

こ
と

や
達

す
る

地
点

。
着

弾
。

愛
弟

通
信

（
18

94
～

95
）

〈
国

木
田

独
歩

〉
威

海
衛

大
攻

撃
北

洋
艦

隊
全

滅
！

「
嘗

て
松

島
の

艦
尾

二
三

十
米

突
の

処
に

弾
着

せ
し

め
、

他
艦

の
人

を
し

て
手

に
汗

を
握

ら
し

め
た

る
は

則
ち

此
砲

台
な

り
」

探
知

春
秋

戦
国

『
韓

非
子

』
「

激
急

親

近
，

探
知

人
情

，
則

以
爲

譖
而

不

讓
」

①
探

測
而

知
；

刺
探

而
知

。
②

猶
言

瞭
解

情
況

。
未

収
録

（
18

72
）

「
某

氏
婦

與
某

少
年

情
密

後
,探

知
底

細
甚

為
之

危
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Di

sc
ov

er
ab

le
Th

at
 m

ay
 b

e 
di

sc
ov

er
ed

, o
r s

ee
n,

 o
r m

ad
e 

kn
ow

n,
 可

發
見

的
, 可

發
明

的
, 可

見
的

, 可
探

知
的

さ
ぐ

り
か

ぎ
つ

け
る

こ
と

。
様

子
を

し
ら

べ
だ

す
こ

と
。

明
六

雑
誌

‐
一

〇
号

（
18

74
）

真
為

政
者

の
説

〈
杉

亨
二

〉
「

深
く

我
機

密
を

匿
し

て
反

て
彼

の
胸

算
を

探
知

し
」

逃
亡

春
秋

戰
國

『
管

子
』

「
不

可
今

發

徒
，


而

作
之

則
逃

亡
」

①
逃

走
流

亡
。

②
指

逃
亡

的
人

。
未

収
録

（
18

72
）

「
上

海
娼

妓
每

年
從

良
者

幾
何

,
逃

亡
者

幾
何

」

衛
三

畏
18

44
DE

PO
PU

LA
TE

逃
亡

、
丢

空

①
逃

げ
て

身
を

隠
す

こ
と

。
の

が
れ

か
く

れ
る

こ
と

。
②

特
に

、
令

制
時

代
、

本
籍

地
や

任
地

・
居

所
な

ど
か

ら
不

法
に

離
れ

て
行

方
不

明
に

な
る

違
法

行
為

。
③

「
逃

亡
罪

」
の

略
。

続
日

本
紀

‐
和

銅
二

年
（

70
9）

一

〇
月

丙
申

「
容

隠
浮

浪
及

逃
亡

仕
丁

等
私

以
駈

使
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Dé

se
rt

er
 〈

略
〉

逃
亡

ス
ル

」

討
伐

漢
『

史
記

』
「

挟
王

室
之

義
以

討

伐
，

為
会

盟
主

」
征

伐
，

征
討

。

征
伐

。
 古

文
苑

一
秦

 李
斯

嶧
山

刻
石

文
：

“皇
帝

立

國
，

維
初

在
昔

，
嗣

世
稱

王
。

討
伐

亂
逆

，
威

動
四

極
，

武
義

直
方

。
”史

記
 十

二
諸

侯
年

表
：

“然
挾

王
室

之
義

，
以

討
伐

爲
會

盟
主

，
政

由
五

伯
，

諸
侯

恣
行

，
淫

侈
不

軌
，

賊
臣

篡
子

滋
起

矣
。

”後
漢

書
四

五
袁

安
傳

上
封

事
：

“大
將

軍
遠

師
討

伐
，

席
卷

北
庭

，
此

誠
宣

明
祖

宗
，

崇
立

弘
勳

者
也

。
”

（
18

73
）

「
所

云
欲

親
行

討
伐

之
舉

,則
按

之
事

勢
揆

之
,情

理
俱

有
,断

断
不

可
」

翟
理

斯
19

12
討 to

 re
du

ce
 to

 su
bj

ec
tio

n;
 to

 p
un

ish
,討

伐

兵
を

派
遣

し
て

、
罪

の
あ

る
者

や
、

従
わ

な
い

者
な

ど
を

討
つ

こ
と

。
征

伐
。

征
討

。

古
今

著
聞

集
（

12
54

）
二

・
三

五

「
軍

兵
を

起
さ

し
め

て
討

伐
せ

ん
と

す
」

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
初

「
討

伐
 ト

ウ
バ

ツ
 ウ

チ

ウ
ツ

コ
ト

」

特
科

宋
『

篔
窗

集
』

「
世

見
以

特
科

入
仕

者
，

徃
徃

競
狎

易
之

」
舊

時
於

常
科

外
選

拔
人

才
的

考
試

。
未

収
録

（
18

79
）

「
李

爵
相

請
設

洋
學

局
沈

制
軍

,
請

設
特

科
,查

禮
親

王
」

（
18

98
）

「
中

高
給

諫
亦

均
有

議
設

武
備

特
科

」
（

19
00

）
「

東
京

日
日

新
聞

云
,日

廷
以

中

國
北

方
有

警
,特

派
駐

守
宇

品
港

之
第

五
師

團
步

兵
第

十
一

聯
隊

第
二

大
隊

附
以

各
特

科
兵

航
海

赴
華

」

未
収

録

①
特

別
な

科
目

。
特

別
な

学
科

。
②

「
特

科
兵

」
旧

日
本

陸
軍

で
、

歩
兵

科
以

外
の

兵
科

の
兵

。
騎

兵
・

砲
兵

・
工

兵
・

鉄
道

兵
・

電
信

兵
・

航
空

兵
・

気
球

兵
・

輜
重

兵
・

憲
兵

を
い

う
。

舞
姫

（
18

90
）

〈
森

鴎
外

〉
「

政
治

家
に

な
る

べ
き

特
科

の
あ

る
べ

う
も

あ
ら

ず
」

東
京

朝
日

新
聞

‐
明

治
三

九
年

（
19

06
）

五
月

二
〇

日
「

特
科

兵
の

編
成

に
も

改
良

拡
張

の
必

要
あ

り
。

野
戦

砲
兵

隊
の

外
、

攻
城

砲
兵

、
重

砲
兵

、
〈

略
〉

の
新

編
成

、
電

信
電

話
隊

の
拡

張
は

最
も

急
務

な
り

」

特
務

明
『

吳
興
備
志
』
「
且
當
省
息
他
役
，

特
務

農
桑

，
以

廣
軍

資
」

①
經

過
特

殊
訓

練
，

從
事

刺
探

情
報

、
顛

覆
、

破
壞

等
活

動
的

人
。

②
軍

隊
中

指
擔

任
警

衛
、

通
訊

、
運

輸
等

的
特

殊
任

務
。

未
収

録

（
19

16
）

「
於

下
午

一
時

起
開

特
務

審
查

會
、

擬
定

審
查

結
果

」

（
19

41
）

「
其

先
遣

特
務

份
子

、
已

在
我

國
南

面
各

共
和

國
中

活
動

」

未
収

録

①
特

別
の

任
務

。
特

殊
な

任
務

。
②

「
と

く
む

そ
う

ち
ょ

う
（

特
務

曹
長

）
：

旧
日

本
陸

軍
で

各
兵

科
に

お
い

た
准

士
官

。
少

尉
と

曹
長

と
の

間
に

位
し

、
中

隊
長

を
補

佐
し

て
中

隊
内

の
人

事
に

関
す

る
仕

事
を

し
、

戦
時

に
は

小
隊

長
そ

の
他

の
任

務
に

つ
い

た
。

准
尉

。
特

務
。

」
な

ど
の

略
。

愛
弟

通
信

（
18

94
〜

95
）

〈
国

木
田

独
歩

〉
艦

隊
の

旅
順

攻
撃

「
而

し
て

特
務

艦
（

ト
ク

ム
カ

ン
）

な
る

八
重

山
は

、
前

日
已

に
威

海
衛

偵
察

の
た

め
先

達
せ

り
」

一
兵

卒
の

銃
殺

（
19

17
）

〈
田

山
花

袋
〉

二
「

特
務

ら
し

い
男

が
一

人
、

劔
を

が
ち

ゃ
が

ち
ゃ

さ
せ

て
、

門
か

ら
出

て
来

た
」

71



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

梯
隊

な
し

軍
隊

戰
鬥

或
行

軍
時

，
按

任
務

和
行

動
順

序
區

分
爲

幾
個

部
分

，
每

一
部

分
稱

爲
一

個
梯

隊
。

未
収

録

（
19

04
）

「
日

本
東

京
某

日
報

登
（

略
）

第
十

二
大

隊
,中

之
雲

梯
隊

第
一

哨
,定

於
西

歴
十

月
一

號
由

啞
迭

殺
開

赴
滿

洲
」

顏
惠

慶
19

08

Ec
he

lo
n

Th
e 

po
sit

io
n 

of
 a

n 
ar

m
y 

in
 th

e 
fo

rm
 o

f 
st

ep
s,

 o
r w

ith
 o

ne
 d

iv
isi

on
 m

or
e 

ad
va

nc
ed

 
th

an
 a

no
th

er
, (
軍

)梯
式

陣
, 梯

隊

行
軍

に
際

し
、

部
隊

を
前

衛
・

本
隊

・
側

衛
・

後
衛

に
分

け
て

、
順

次
に

配
列

し
た

時
の

、
各

々
の

隊
。

風
俗

画
報

‐
一

〇
一

号
（

18
95

）
尖

筆
山

附
近

の
攻

撃
「

九
 輜

重
第

一

梯
隊

は
南

雅
庄

に
あ

り
」

提
督

宋
『

敝
帚

稿
略

』
「

君
沿

城
提

督
，

雖
雪

霜
中

，
不

少
怠

」

明
『

皇
明

通
紀

法
傳

全
録

』
「

封
皇

子
橞

爲
谷
王
，
以
劉
璟
爲
谷
府
長
史
提

督
」

①
提

調
監

督
。

②
官

名
。

明
時

有
提

督
京

營
戎

政
諸

職
，

多
以

勛
戚

大
臣

及
太

監
充

任
。

清
時

於
重

要
省

份
設

提
督

，
職

掌
軍

政
，

統
轄

諸
鎮

，
爲

地
方

武
職

最
高

長
官

。
亦

用
於

武
職

以
外

官
員

。

官
名

。
明

時
有

提
督

京
營

戎
政

諸
職

，
多

以
勛

戚
大

臣
及

太
監

充
任

。
清

代
於

内
地

各
省

設
提

督
，

職
掌

軍
政

，
統

轄
諸

鎮
，

爲
該

地
綠

營
軍

最
高

長
官

，
其

不
設

者
由

巡
撫

兼
。

惟
專

用
提

督
二

字
爲

官
名

，
則

專
指

武
職

而
言

。
參

閲
明

史
 職

官
志

五
京

營
、

清
通

典
三

八
職

官
十

六
提

督
、

歷
代

職
官

表
十

一
禮

部
會

同
四

譯
舘

、
五

六
提

督
。

（
18

72
）

「
遇

有
提

督
總

兵
缺

出
,儘

先
題

奏
並

賞
」

（
18

72
）

「
如

長
江

水
師

提
督

黄
翼

升
浙

江
提

督
鮑

超
等

其
尤

卓
著

」

馬
禮

遜
18

23

1：
AD

M
IR

AL
or

 n
av

al
 le

ad
er

,水
師

提
督

;A
dm

ira
l, 
水

軍

的
提

督
2：

CO
M

M
AN

DE
R

N
av

al
 c

om
m

an
de

r,水
師

提
督

①
（

─
す

る
）

全
体

を
統

轄
し

て
取

り
締

ま
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

人
。

②
艦

隊
の

司
令

官
。

海
軍

の
将

官
。

③
明

治
四

年
（

一
八

七
一

）
八

月
に

置
か

れ
た

海
軍

提
督

府
（

後
の

鎮
守

府
）

の
長

官
。

中
・

少
将

を
補

し
た

。
④

中
国

の
官

名
。

武
官

の
最

高
位

を
い

う
。

明
代

で
は

巡
撫

・
総

兵
が

兼
ね

、
清

代
で

は
一

省
の

軍
政

を
つ

か
さ

ど
り

、
総

督
・

巡
撫

と
な

ら
ぶ

地
方

官
。

幕
末

御
触

書
集

成
‐

一
〇

一
・

安
政

元
年

（
18

54
）

五
月

二
八

日
「

亜
墨

利
加

船
下

田
港

入
津

之
節

、
手

続
き

取
極

め
書

〈
略

〉
東

印
度

、
唐

国
、

日
本

海
出

張
之

合
衆

国
水

師
提

督

ペ
ル

リ
」

新
令

字
解

（
18

68
）

〈
荻

田
嘯

〉

「
提

督
 テ

イ
ト

ク
 カ

シ
ラ

ヤ
ク

」

中
国

で
は

、
近

代
以

前
に

「
水

師
提

督
」

の
官

職
も

存
在

し
て

い
た

が
、

あ
く

ま
で

職
名

で
あ

っ
た

の
で

、
「

海
軍

の
司

令
官

」
の

意
味

に
相

当
す

る
で

は
な

い
。

ま
た

、
民

国
以

降
は

廃
止

し
て

い
た

た
め

、
こ

れ
以

降
艦

隊
司

令
官

に
対

し
て

「
〇

〇
提

督
」

の
よ

う
な

呼
び

か
け

は
存

在
し

な
い

。

挑
戦

周
『

六
韜

』
「

太
公

曰
，

令
我

前
軍

日
出

挑
戰

，
以

勞
其

意
」

①
激

使
敵

方
出

戰
。

②
謂

首
開

釁
端

。
③

鼓
動

對
方

與
自

己
競

賽
。

挑
動

敵
人

出
戰

。
 左

傳
宣

十
二

年
：

“趙
旃

求
卿

未

得
，

且
怒

於
失

楚
之

致
師

者
，

請
挑

戰
，

弗
許

；
請

召
盟

，
許

之
。

”國
語

 晉
三

：

“公
令

韓
𥳑𥳑

挑
戰

。
”注

：

“先
挑

敵
求

戰
。

”

（
18

74
）

「
長

崎
西

字
新

報
傳

曰
（

略
）

東
兵

挑
戰

,將
生

番
敗

退
,東

兵
陣

亡
者

一
,士

受
傷

者
又

一
名

」

麥
都

思
18

48

1：
TO

 P
RO

VO
KE

to
 p

ro
vo

ke
 to

 b
at

tle
 挑

戰
、

搦
戰

2：
TO

 S
TI

R
 to

 st
ir 

up
 st

rif
e 
挑

戰
、

挑
弄

、
挑

誜
3：

TO
 C

HA
LL

EN
G

E
to

 u
rg

e 
to

 fi
gh

t 搦
戰

、
挑

戰
、

招
以

争
鬬

戦
い

を
い

ど
む

こ
と

。
戦

い
を

し
か

け
る

こ
と

。
勝

負
す

る
こ

と
を

求
め

る
こ

と
。

ま
た

比
喩

的
に

、
困

難
な

事
業

や
記

録
更

新
な

ど
に

た
ち

む
か

う
こ

と
に

い
う

。
チ

ャ
レ

ン
ジ

。

八
幡

愚
童

訓
（

甲
）

（
13

08
〜

18
頃

）
上

「
先

皇
は

異
国

の
流

矢
に

当
て

崩
御

あ
り

。
母

后
は

手
自

挑
戦

し
遂

に
討

勝
給

き
」

明
暗

（
19

16
）

〈
夏

目
漱

石
〉

一
〇

二
「

挑
戦

（
テ

ウ
セ

ン
）

に
応

ず
る

気
色

を
見

せ
な

か
っ

た
」

跳
弾

な
し

射
彈

在
接

觸
地

面
或

其
他

物
體

表
面

時
又

跳
飛

起
來

的
現

象
。

未
収

録
（

19
43

）
「

敵
方

的
跳

彈
（

落
下

水
後

，

因
物

理
的

作
用

，
重

又
跳

起
的

砲
彈

）
掠

過
中

將
的

頭
上

，
砲

戰
之

烈
可

見
」

商
務

書
館

19
13

Ri
co

ch
et

跳
射

、
平

射
、

跳
彈

未
収

録

鉄
砲

宋
『

絜
齋

集
』

「
掘

城
基

者
，

擲
火

牛
以

燒
之

，
發

鐵
礮

者
，

張
皮

簾
以

障
之

」
舊

式
火

炮
的

一
種

。
未

収
録

（
18

74
）

「
船

上
置

有
鉄

炮
十

二
尊

,皆
自

炮
口

裝
藥

」
未

収
録

①
鉄

そ
の

他
の

金
属

で
作

ら
れ

た
、

火
薬

の
力

で
弾

丸
を

発
射

さ
せ

る
装

置
の

武
器

。
大

砲
・

小
銃

な
ど

の
総

称
。

②
特

に
小

銃
の

称
。

蒙
古

襲
来

絵
詞

（
12

93
頃

）
「

て
っ

は
う

」
石

山
本

願
寺

日
記

‐
私

心
記

・
天

文
二

〇
年

（
15

51
）

一
二

月
六

日

「
朝

、
北

殿
に

て
鴈

汁
給

候
。

中
務

銕
炮

に
て

射
て

進
上

候
」

停
戦

明
『

南
華

真
経

循
本

』
「

楚
與

宋

戰
，

宜
僚

披
胷
受
刃
於
軍
前
弄
丸
鈴
，

一
軍

停
戰

，
遂

勝
之

」

交
戰

雙
方

停
止

作
戰

。
未

収
録

（
18

78
）

「
俄

土
之

戰
已

將
一

年
,俄

土
之

和
又

經
數

月
,迄

今
雖

已
停

戰
,尙

未
撤

兵
」

衛
三

畏
18

44
TR

U
CE

暫
停

仗
、

停
戰

戦
争

中
、

一
時

的
に

局
地

ま
た

は
全

域
に

わ
た

る
敵

対
行

為
を

合
意

に
よ

り
中

止
す

る
こ

と
。

戦
場

に
お

け
る

負
傷

者
の

収
容

、
死

者
の

埋
葬

、
降

伏
・

撤
退

の
交

渉
な

ど
の

た
め

に
行

な
う

。

通
学

物
語

（
19

41
）

〈
渋

沢
秀

雄
〉

錆
び

た
銃

剣
「

停
戦

か
ら

一
年

半
も

た
っ

て
ゐ

た
の

に
」

通
牒

唐
『

華
嚴

經
疏

』
「

通
牒

上
文

並
顯

，
可

知
二

其
心

」

①
書

面
通

知
。

②
一

個
政

權
通

知
另

一
個

政
權

並
要

求
對

方
答

覆
的

文
書

。
未

収
録

（
18

88
）

「
接

西
京

信
,謂

暹
羅

國
出

使
日

本
全

權
大

臣
十

八
號

由
横

濵
乘

輪
到

神
户

,
卽

駕
汽

車
來

遊
,一

切
行

臺
供

帳
早

經
外

務

大
臣

通
牒

」
（

18
91

）
「

復
由

外
衙

門
發

公
文

通
牒

日

本
公

館
,以

防
誤

事
」

顏
惠

慶
19

08

M
es

sa
ge

1.
An

y 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
se

nt
 fr

om
 o

ne
pe

rs
on

 to
 a

no
th

er
, 消

息
, 音

信
; a

n 
of

fic
ia

l
co

m
m

un
ic

at
io

n 
by

 a
 m

es
se

ng
er

, 通
牒

, 公
文

, 文
書

;

①
（

─
す

る
）

文
書

で
通

知
す

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
文

書
。

②
（

─
す

る
）

「
つ

う
た

つ
（

通
達

）
」

に
同

じ
。

③
国

際
法

上
、

国
家

の
一

方
的

意
思

表
示

を
内

容
と

す
る

文
書

。
国

家
の

政
策

な
ど

を
表

示
す

る
場

合
に

用
い

ら
れ

る
。

郵
便

報
知

新
聞

‐
明

治
一

六
年

（
18

83
）

八
月

六
日

「
此

新
税

に
関

し
た

る
議

票
は

、
既

に
各

国
政

府
に

通
牒

し
あ

れ
ど

も
」

同
盟

春
秋

戰
國

『
孟

子
』

「
凡

我
同

盟
之

人
,旣

盟
之

後
言

歸
于

好
」

①
指

古
代

諸
侯

國
歃

血
爲

誓
，

締
結

盟
約

。
後

泛
指

國
與

國
、

人
與

人
共

締
盟

約
。

②
共

結
盟

約
者

。
③

指
爲

實
現

共
同

政
治

目
標

而
結

成
的

組
織

。
如

：
“中

國
民

主
同

盟
”、

“中
國

民
權

保
障

同
盟

”
等

。
④

泛
指

密
友

。
⑤

指
同

黨
。

古
代

結
盟

，
要

在
神

前
殺

牲
歃

血
發

誓
，

參
加

者
稱

同
盟

。
左

傳
僖

九
年

：
“齊

侯
盟

諸
侯

于

葵
丘

，
曰

：
‘凡

我
同

盟
之

人
，
旣

盟
之

後
，

言
歸

于
好

。
’”
後

泛
指

國
與

國
或

人
與

人
之

間
締

結
盟

約
。

全
唐

詩
六

六
七

鄭
啓

嚴
塘

經
亂

書
事

：
“雖

知
四

海
同

盟
久

，
未

合
中

原
武

備
空

。
”元

詩
選

房

皞
白

雲
子

集
憶

新
牆

劉
德

淵
：

“同
盟

鄂
渚

言
猶

在
，

偕

隱
廬

峯
興

未
忘

。
”

（
18

73
）

「
結

為
同

盟
之

邦
」

麥
都

思
18

48

CO
N

FE
DE

RA
TE

. 同
約

者
、

同
盟

之
人

、
勾

引
之

朋
、

同
行

事
者

、
磐

牙
、

繾
綣

、
結

黨
之

人
、

立
誓

之
朋

個
人

・
団

体
ま

た
は

国
家

が
、

互
い

に
共

同
の

目
的

を
達

す
る

た
め

同
一

の
行

動
を

と
る

こ
と

を
約

束
す

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

れ
に

よ
っ

て
で

き
た

な
か

ま
。

文
明

本
節

用
集

（
室

町
中

）
「

同
盟

ド
ウ

メ
イ

」
蘭

東
事

始
（

18
15

）
下

「
同

盟
の

人
々

、
毎

会
、

右
の

ご
と

く
寄

つ
ど

ゐ
し

事
」

道
程

（
19

14
）

〈
高

村
光

太
郎

〉
冬

の
詩

「
僕

の
体

力
は

冬
と

同
盟

し
て

歓
喜

の
声

を
あ

げ
る

」

72



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

統
帥

南
北

朝
『

宋
書

』
「

推
三

齊
之

鋒
，

爲
之

統
帥

」
宋

『
建

炎
以

來
繫

年
要

録
』

「
令

統
帥

精
騎

，
星

夜
前

来
應

援
」

①
統

率
武

裝
力

量
的

主
帥

。
②

統
轄

率
領

。
未

収
録

（
18

72
）

「
爲

統
帥

者
非

有
深

沉
六

略
,而

又
出

以
兢

業
小

心
志

誠
」

顏
惠

慶
19

08

Co
m

m
an

de
r

Co
m

m
an

de
r-

in
-c

hi
ef

, o
ne

 w
ho

 h
as

 th
e 

su
pr

em
e 

co
m

m
an

d 
in

 B
rit

ai
n 

ov
er

 a
ll 

th
e 

la
nd

 fo
rc

es
 o

f t
he

 k
in

gd
om

, 大
元

帥
, 統

帥

全
員

を
ま

と
め

ひ
き

い
る

こ
と

。
軍

隊
を

す
べ

ひ
き

い
る

こ
と

。
統

率
。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

八
・

一
八

「
そ

の
統

帥
（

〈
注

〉
ヒ

キ
ヰ

ル
）

す
る

三
軍

の
士

卒
を

し
て

」
大

日
本

帝
国

憲
法

（
明

治
二

二
年

）
（

18
89

）
一

一
条

「
天

皇
は

陸
海

軍

を
統

帥
す

」

統
御

漢
『

孔
叢

子
』

「
統

御
師

旅
，

則
有

介
冑

之
服

」
①

統
率

；
統

領
。

②
控

制
。

未
収

録

（
18

83
）

「
然

收
民

租
賦

而
無

統
御

土
著

之
權

,則
百

姓
不

親
附

,安
能

家
諭

戶
曉

,收
其

租
賦

」

顏
惠

慶
19

08
Re

in
 g

ov
er

nm
en

t, 
統

御
, 約

束
, 治

理
全

体
を

支
配

し
、

思
い

通
り

に
扱

う
こ

と
。

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
初

「
統

馭
 ト

ウ
ギ

ョ
 大

ゼ

イ
ヲ

ヒ
キ

マ
ワ

ス
コ

ト
」

投
降

南
北

朝
『

魏
書

』
「

鄧
艾

既
出

綿
竹

，
彼

即
投

降
」

停
止

抵
抗

，
向

對
方

屈
服

。
未

収
録

（
18

72
）

「
先

用
計

使
之

投
降

」
馬

禮
遜

18
23

1：
ST

RI
KE

St
rik

e 
th

e 
co

lo
ur

s,
 y

ie
ld

 to
 a

n 
en

em
y,
投

降

2：
SU

RR
EN

DE
R

To
 su

rr
en

de
r a

ct
ua

lly
,投

降

3：
YI

EL
D

to
 su

bm
it 

to
,投

降

敵
軍

に
降

参
す

る
こ

と
。

来
降

。

英
和

記
簿

法
字

類
（

18
78

）
〈

田
鎖

綱
紀

〉
「

Su
rr

en
de

rin
g 
投

降
ス

ル
」

突
貫

宋
『

何
博

士
備

論
』

「
皆

殊
死

突
貫

其
敵

之
陣

，
而

出
其

背
」

軍
事

用
語

。
突

破
而

穿
越

。
未

収
録

（
19

13
）

「
有

警
官

數
名

,拔
劍

突
貫

羣
衆

之
中

」
未

収
録

①
つ

き
つ

ら
ぬ

く
こ

と
。

激
し

い
勢

い
で

つ
き

や
ぶ

り
向

こ
う

へ
ぬ

け
る

こ
と

。
②

一
気

に
仕

事
を

完
成

さ
せ

る
こ

と
。

「
突

貫
工

事
」

③
鬨

（
と

き
）

の
声

を
あ

げ
て

激
し

く
敵

陣
へ

突
き

進
む

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

鬨
の

声
。

吶
喊

。

突
貫

紀
行

（
18

87
）

〈
幸

田
露

伴
〉

「
欲

あ
れ

ど
も

銭
な

く
、

望
み

あ
れ

ど
も

縁
遠

し
、

よ
し

突
貫

し
て

此
逆

境
を

出
で

む
と

決
し

た
り

」
軍

歌
・

露
営

の
夢

（
18

94
）

〈
永

井

建
子

〉
二

「
突

貫
な

せ
ば

忽
ち

に
難

な
く

陥
つ

る
敵

の
塁

」

突
撃

晋
『

三
国

志
』

「
舉

兵
攻

縣
，

齊
率

吏
民

開
城

門
，

突
擊

，
大

破
之

」

①
軍

隊
進

攻
時

集
中

兵
力

、
火

力
対

敵
人

進
行

急
速

而
猛

烈
的

打
撃

。
②

泛
指

突
然

的
打

撃
。

③
謂

集
中

力
量

、
加

快
速

度
、

在
短

時
間

内
完

成
任

務
。

未
収

録
（

18
77

）
「

萬
騎

星
馳

,左
右

突
擊

」
顏

惠
慶

19
08

1：
Br

un
t

a 
bl

ow
, 拳

, 擊
, 突

擊
2：

Da
b

to
 d

ab
 h

im
 in

 th
e 

ne
ck

, 突
擊

3：
Sa

lly
A 

so
rt

ie
, (
軍

)開
城

突
擊

, 出
城

攻
敵

4：
O

ns
la

ug
ht

At
ta

ck
, 突

擊
, 攻

打
5：

So
rt

ie
A 

sa
lly

,突
擊

, 突
然

出
攻

は
げ

し
く

突
き

進
ん

で
攻

撃
を

加
え

る
こ

と
。

比
喩

的
に

、
一

気
に

完
成

さ
せ

よ
う

と
全

力
を

投
入

す
る

こ
と

。

新
聞

雑
誌

‐
五

号
・

明
治

四
年

（
18

71
）

六
月

「
我

上
陸

兵
山

間
の

沼
沢

を
超

え
狭

路
を

渉
り

奮
迅

突
撃

（
ト

ツ
ゲ

キ
）

し
て

又
大

に
之

を
破

り
」

突
進

唐
『

北
史

』
「

羅
睺

躍
馬

突
進

，
莫

不
披

靡
」

清
『

亦
有

生
齋

集
』

「
衆

賊
已

突
進

北
門

，
入

縣
治

」

①
迅

猛
前

進
。

②
突

破
而

進
入

。
未

収
録

（
18

76
）

「
王

蘇
二

人
竟

突
進

櫃
内

意
圖

搶
物

」
（

18
84

）
「

上
書

奮
勇

突
進

死
而

後
止

等

字
」

羅
存

德
18

69

1：
In

tr
us

io
n

th
e 

in
tr

us
io

n 
of

 a
 p

er
so

n,
人

撞
入

去
、

人

之
突

進

わ
き

め
も

ふ
ら

な
い

で
激

し
く

つ
き

進
む

こ
と

。
た

め
ら

わ
な

い
で

進
む

こ
と

。
い

っ
き

に
進

む
こ

と
。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

七
・

四
「

或
日

一
隊

の
党

、
艙

板
（

か
ん

ぱ
ん

）
上

に
突

進
し

」
軍

歌
・

戦
友

（
19

05
）

〈
真

下
飛

泉
〉

「
真

先
か

け
て

突
進

し
 敵

を

散
々

懲
ら

し
た

る
」

突
破

南
北

朝
『

異
苑

』
「

豚
入

人
舍

，
突

破
主

人
甕

」

①
集

中
兵

力
向

一
點

進
攻

或
反

攻
，

打
開

缺
口

。
②

沖
破

；
超

過
。

未
収

録
（

19
13

）
「

呼
號

之
聲

四
起

,欲
以

突
破

警

官
隊

」
未

収
録

①
障

害
と

な
る

も
の

を
激

し
い

勢
い

で
押

し
込

ん
で

破
る

こ
と

。
特

に
、

戦
闘

行
動

で
、

敵
の

部
隊

や
艦

隊
を

正
面

か
ら

攻
撃

し
て

分
断

す
る

こ
と

。
②

あ
る

目
的

、
数

量
な

ど
に

達
し

、
そ

れ
を

超
え

る
こ

と
。

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
三

「
斯

艦
は

遂
に

同
盟

艦
隊

の
為

に
其

の
中

央
を

突
破

せ
ら

れ
て

」

突
入

漢
『

漢
書

』
「

知
事

迫
切

，
遂

自
將

吏
卒

，
突

入
丞

相
府

」
未

収
録

未
収

録
(1

87
2)
「

今
遭

其
突

入
肆

掠
,誠

爲
不

甘
」

麥
都

思
18

48
IR

RU
PT

IO
N

突
入

あ
る

場
所

や
あ

る
状

態
に

は
げ

し
い

勢
い

で
つ

き
入

る
こ

と
。

新
聞

雑
誌

‐
二

九
号

・
明

治
五

年
（

18
72

）
二

月
「

雲
集

し
居

け
る

中

へ
突

入
し

」

退
避

漢
『

漢
書

』
「

上
書

，
乞

骸
骨

，
欲

退
避

」

①
退

出
，

離
開

。
②

後
退

躲
避

。
③

猶
退

讓
。

謂
不

與
人

爭
。

④
猶

回
避

。
未

収
録

（
18

72
）

「
船

主
為

火
氣

所
偪

,不
能

耐
,不

得
巳

稍
稍

退
避

」

羅
存

德
18

69

 1
：

Re
tir

e
to

,避
、

退
、

廻
避

、
退

避
2：

Re
tir
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e
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t o

f,退
避

;d
itt

o,
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 a
 k

in
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of
 

re
tr

en
ch

m
en

t i
n 

th
e 

bo
dy

 o
f a

 fo
rt

,避
所

、
退

避
之

所

危
険

を
避

け
る

た
め

、
あ

る
場

所
か

ら
、

退
く

こ
と

。
退

い
て

危
難

を
避

け
る

こ
と

。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
・

源
氏

前
記

「
我

祖
桓

武
実

肇
此

都
、

後
降

為
武

臣
、

於
今

八
世

未
嘗

退
避

」
広

益
熟

字
典

（
18

74
）

〈
湯

浅
忠

良
〉

「
退

避
 タ

イ
ヒ

 ヒ
キ

コ
ム

」

退
軍

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
向

使
臣

退
軍

官
渡

，
紹

必
鼓

行
而

前
」

①
撤

退
軍

隊
。

②
指

撤
退

的
軍

隊
。

未
収

録
（

18
73

）
「

述
知

於
事

無
濟

,遂
傳

令
退

軍
」

顏
惠

慶
19

08

1：
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he
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g 
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m
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om
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fa
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f 
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m
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or
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n 
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va
nc

ed
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iti
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, 退

避
, 

退
軍

, 退
陣

;to
 re

tir
e 

fr
om

 a
n 

en
em

y,
 退

避
, 避

敵
, 退

軍

2：
Co

un
te

rm
ar

ch
To

 m
ar

ch
 b

ac
k 

ag
ai

n,
 退

行
, 退

軍

軍
隊

を
ひ

き
あ

げ
る

こ
と

。
軍

勢
を

ま
と

め
て

、
そ

の
陣

地
か

ら
し

り
ぞ

く
こ

と
。

退
陣

。

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
三

「
退

軍
 タ

イ
グ

ン
 グ

ン

ゼ
イ

ヲ
ヒ

カ
ス

」
経

国
美

談
（

18
83

〜
84

）
〈

矢
野

龍

渓
〉

後
・

四
「

敵
は

戎
事

に
長

ず
る

斯
国

の
将

卒
な

れ
ば

退
軍

殊
に

整
然

と
し

て
」

73



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

退
路

南
北

朝
『

魏
書

』
「

夔
於

城
內
鑿
地

道
，

南
下

入
澠

水
澗

，
以

為
退

路
」

①
退

卻
的

道
路

。
②

比
喻

回
旋

的
餘

地
。

未
収

録
（

18
74

）
「

我
國

稍
予

之
退

路
,則

戰
禍

必

終
」

赫
美

玲
官

話
19

16

1：
Li

ne
～

 o
f r

et
re

at
,退

路

2：
Re

tr
ea

t
w

ay
 o

f ～
,退

路
;T

o 
le

av
e 

a 
lin

e 
of

 ～
,留

個

退
路

退
却

す
る

道
。

に
げ

み
ち

。
青

年
（

19
10

〜
11

）
〈

森
鴎

外
〉

一

七
「

退
路

（
タ

イ
ロ

）
は

瀬
戸

の
方

向
へ

取
る

こ
と

に
な

っ
た

」

退
却

漢
『

神
異

經
』

「
獸

鬬
，
終
不
退
却
，

唯
死

而
已

」

①
卻

行
；

倒
退

。
②

畏
縮

後
退

。
③

謂
軍

隊
在

作
戰

中
向

後
撤

退
。

④
謂

迫
使

撤
退

。
未

収
録

（
18

72
）

「
官

軍
正

謀
堅

守
,該

匪
甫

近
城

關
,旋

卽
紛

紛
退

却
」

顏
惠

慶
19

08

 1
：
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, 退
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, 退
却

, 退
回

2：
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却
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歸

, 退
回

	

退
却

、
退

歸
、

退
回

こ
と

の
な

り
ゆ

き
が

不
利

に
な

っ
た

り
な

ど
し

て
し

り
ぞ

く
こ

と
。

あ
と

へ
ひ

く
こ

と
。

後
退

。
比

喩
的

に
、

発
展

し
て

い
た

物
事

が
衰

え
る

こ
と

や
、

事
業

か
ら

手
を

引
く

こ
と

な
ど

に
い

う
。

石
崎

直
矢

氏
所

蔵
文

書
‐

延
暦

一
二

年
（

79
3）

四
月

一
七

日
・

播
磨

国

坂
越

神
戸

両
郷

解
（

平
安

遺
文

一
・

九
）

「
所

作
塩

提
、

而
不

得
彼

堤
堅

、
無

所
治

事
大

炬
等

退
却

、
而

自
勝

宝
八

歳
与

少
墾

生
自

中
尾

立
堺

柱
」

小
右

記
‐

寛
仁

三
年

（
10

19
）

四
月

二
七

日
「

太
宰

府
解

文
事

〈
飛

駅
解

文
、

刀
伊

国
凶

賊
退

却
事

等
〉

今
日

可
定

申
」

退
役

明
『

度
支

奏
議

』
「

粘
单
上
控
，
乞
準

退
役

」

①
脫

離
服

役
；

終
止

某
項

工
作

。
②

比
喩

產
品

因
陳

舊
過

時
而

被
淘

汰
。

未
収

録

（
19

12
）

「
現

正
續

議
全

軍
官

佐
退

役
之

計
畫

」
（

19
20

）
「

政
府

各
部

所
用

之
退

役
兵

士

共
十

二
萬

一
千

一
百

三
十

三
人

」

未
収

録

①
軍

の
将

校
、

准
士

官
が

後
備

役
満

期
に

な
り

、
ま

た
は

、
傷

痍
、

疾
病

な
ど

の
た

め
軍

務
に

た
え

な
く

な
っ

て
兵

役
を

退
く

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

人
。

②
「

た
い

や
く

」
役

職
を

退
く

こ
と

。
役

を
や

め
る

こ
と

。

妙
好

人
伝

（
18

42
〜

58
）

二
・

上
・

江
戸

庄
之

助
「

日
頃

骸
を

惜
ま

ず
働

き
手

柄
も

お
ほ

け
れ

ば
、

皆
々

を
し

み
思

ふ
所

な
り

、
爾

る
に

何
の

所
由

も
な

く
退

役
せ

ん
と

申
さ

る
る

は
」

陸
軍

将
校

分
限

令
（

明
治

二
一

年
）

（
18

88
）

七
条

「
退

役
と

は
後

備
満

期
に

至
り

た
る

者
又

は
傷

痍
疾

病
の

為
め

〈
略

〉
現

役
又

は
予

備
又

は
後

備
を

退
き

た
る

者
を

云
ふ

」

古
代

語
に

お
い

て
、

「
官

僚
の

退
職

」
の

意
味

と
し

て
の

用
例

が
ほ

と
ん

ど
で

あ
る

。
「

軍
人

で
あ

る
こ

と
を

や
め

る
、

満
期

退
役

」
の

意
味

と
し

て
の

用
例

は
未

見
。

ま
た

、
旧

日
本

軍
で

は
、

兵
・

下
士

官
の

場
合

を
「

除
隊

」
と

呼
び

、
将

校
の

場
合

は
「

退
役

」
と

呼
ん

で
区

別
し

て
い

た
。

現
代

中
国

語
の

場
合

は
、

「
義

務
兵

の
満

期
除

隊
」

の
こ

と
も

「
退

役
」

と
い

う
語

を
用

い
っ

て
い

る
た

め
、

日
本

語
の

用
法

と
は

完
全

に
一

致
し

て
い

る
で

は
な

い

退
営

五
代

『
舊

唐
書

』
「

為
存

敬
所

敗
，

退
營

沙
河

」

宋
『

資
治

通
鑒

』
「

賊
死

者
什

二

三
，

乃
退

營
於

數
十

步
外

圍
守

」
明

『
皇

明
通

紀
集

要
』

「
南

軍
擾

亂
，

退
營

十
里

」

未
収

録
未

収
録

（
18

95
）

「
相

率
奔

逃
,退

營
至

數
百

餘

里
」

未
収

録

①
兵

役
を

退
き

、
兵

営
を

去
る

こ
と

。
②

通
勤

の
軍

人
な

ど
が

、
一

日
の

勤
務

を
終

え
て

兵
営

か
ら

帰
る

こ
と

。

初
年

兵
江

木
の

死
（

19
20

）
〈

細
田

民
樹

〉
四

「
た

う
と

う
検

閲
中

の
関

所
も

通
り

ぬ
け

た
。

こ
れ

で
こ

の
歳

暮
（

く
れ

）
に

は
無

事
退

営
や

」
古

代
語

か
ら

は
「

撤
退

し
て

、
陣

営
を

後
方

に
移

す
」

の
意

味
と

し
て

の
用

例
が

ほ
と

ん
ど

、
「

服
役

が
満

期
」

ま
た

は
「

勤
務

終
了

」
の

意
味

と
し

て
の

例
は

未
見

。

屯
営

晋
『

三
国

志
』

「
結

屯
營

，
多

聚
牛

馬
糞

然
之

」
①

軍
營

。
②

扎
營

。
未

収
録

（
18

73
）

「
備

論
其

所
經

之
道

路
橋

梁
村

鄉
城

市
河

海
平

原
,觀

其
何

處
可

以
進

兵
,何

處
可

以
屯

營
」

顏
惠

慶
19

08

1：
St
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n
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sig

ne
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fo
r t

he
 re

nd
ez

vo
us

 o
f 

tr
oo

ps
, 屯

兵
所

, 營
所

, 屯
所

, 屯
營

2：
G

ar
ris

on
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fo
rt

 o
r f

or
tif

ie
d 

to
w

n,
 fu

rn
ish

ed
 w

ith
 

tr
oo

ps
 to

 d
ef

en
d 

it,
 防

營
, 兵

營
, 屯

營
, 有

駐
防

之
城

, 衞
戍

之
堡

壘
或

鎭

兵
士

が
た

む
ろ

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

場
所

。
陣

営
。

軍
営

。

文
明

本
節

用
集

（
室

町
中

）
「

屯
営

ト
ン

ヱ
イ

」
鳥

追
阿

松
海

上
新

話
（

18
78

）
〈

久

保
田

彦
作

〉
「

諸
藩

の
兵

隊
大

名
小

路
に

屯
営

（
ト

ン
エ

イ
）

し
て

」

脱
剣

漢
『

禮
記

』
「

裨
冕

搢
笏

，
而

虎
賁

之
士

脱
劍

也
」

解
下

佩
劍

。
比

喻
棄

武
修

文
。

解
下

所
佩

之
劍

，
比

喻
棄

武

修
文

。
禮

 樂
記

：
“裨

冕
搢

笏
，

而
虎

賁
之

士
説

劍
也

。
”説

，
卽

“脱
”。

（
18

80
）

「
議

撤
,已

有
釋

甲
脫

劍
之

意
」

未
収

録
腰

に
お

び
た

剣
を

は
ず

す
こ

と
。

公
議

所
日

誌
‐

一
七

・
明

治
二

年
（

18
69

）
五

月
「

但
し

卑
者

尊
者

の

前
に

出
る

と
き

、
脱

剣
の

制
限

は
、

位
階

に
応

じ
、

厳
に

立
た

し
」

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
五

「
脱

剣
 ダ

ッ
ケ

ン
 カ

タ

ナ
ヲ

ヌ
ク

」

脱
営

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

11
）

「
旅

東
人

士
之

革
命

觀
（

略
）

决
係

民
軍

電
招

歸
國

,遂
脱

營
逃

走
云

」
未

収
録

兵
士

が
兵

営
を

抜
け

出
し

て
逃

げ
る

こ
と

。

琵
琶

伝
（

18
96

）
〈

泉
鏡

花
〉

二

「
も

う
今

か
ら

逢
ひ

ま
す

に
は

、
脱

営
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
」

外
囲

晋
『

三
国

志
』

「
開

門
直

出
外

圍
下

，
左

右
人

並
驚

」

①
指

外
層

包
圍

圈
。

②
指

外
界

的
氣

氛
。

③
指

圓
狀

物
外

圈
的

周
長

。
未

収
録

（
18

75
）

「
猝

聞
外

圍
屋

宇
傾

倒
,梁

糠
瓦

礫
紛

紛
交

下
,諸

客
無

不
失

措
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Co

nt
ou

r
Th

e 
lin

e 
th

at
 b

ou
nd

s o
r d

ef
in

es
 a

 fi
gu

re
, 

周
圍

, 外
圍

, 界
線

; C
on

to
ur

 li
ne

s,
 頂

界

線
, 等

高
線

, 外
圍

線
2：

Cl
os

ur
e

En
cl

os
ur

e,
 範

圍
, 外

圍
, 圍

牆
3：

Va
un

t-
m

ur
e

A 
w

or
k 

ra
ise

d 
in

 fr
on

t o
f t

he
 m

ai
n 

w
al

l, 
(築

)前
壁

, 外
圍

, 大
壘

前
之

堡
障

①
そ

と
ま

わ
り

。
そ

と
が

こ
い

。
②

あ
る

も
の

の
外

部
を

と
り

ま
い

て
い

る
も

の
。

ま
た

、
あ

る
も

の
の

外
側

を
か

た
ち

づ
く

っ
て

い
る

も
の

。

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

一
・

一
八

「
当

府
の

牢
獄

は
、

高
名

な
る

造
営

に
て

〈
略

〉
外

囲
に

は
石

を
以

て
高

廨
を

造
り

、
中

に
楼

門
を

開
く

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

望
楼

南
北

朝
『

魏
書

』
「

望
樓

射
窗

，
扉

開
即

入
，

應
箭

而
斃

」
瞭

望
守

禦
的

高
樓

。

望
遠

守
禦

之
樓

。
 全

唐
詩

六
〇

五
邵

謁
顯

茂
樓

：
“繁

華
朱

翠
盡

東
流

，
唯

有
望

樓
對

明
月

。
”宋

 路
振

九
國

志

九
南

漢
 蘇

章
：

“從
（

劉
）

隱
討

盧
延

昌
於

韶
州

，
…

…
翌

日
進

逼
其

城
，

城
上

望
樓

中
有

人
駡

隱
，

言
頗

穢
䙝
。

”

（
18

72
）

「
扼

要
處

所
限

十
里
內

,建
立

望

樓
,築

土
為

之
」

衛
三

畏
18

44

1：
TO

W
ER

TO
W

ER
,lo

ok
ou

t,望
樓

2：
LO

O
KO

U
T

LO
O

KO
U

T 
tu

rr
et

,望
樓

遠
く

を
見

渡
す

た
め

の
や

ぐ
ら

。
物

見
や

ぐ
ら

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Éc

ha
ug

ue
tt

e 
〈

略
〉

望
楼

 古
ノ

」

威
力

漢
『

史
記

』
「

威
力

輕
重

，
未

有
所

定
，

則
項

羽
力

勁
」

令
人

畏
懼

的
強

大
力

量
。

威
勢

權
力

。
 三

國
志

 魏
 田

疇
傳

“封
疇

亭
侯

，
邑

五
百

户
”注

引
先

賢
行

狀
曹

操
表

論
田

疇
功

：
“及

袁
紹

父
子

威
力

加
於

朔
野

，
遠

結
烏

丸
，

與
爲

首
尾

，
前

後
召

疇
，

終
不

陷
撓

。
”

（
18

74
）

「
且

中
國

雅
好

修
和

,從
未

嘗
有

自
誇

其
威

力
者

」

馬
禮

遜
18

23

IN
TI

M
ID

AT
E

pe
op

le
 b

y 
po

w
er

 a
nd

 st
re

ng
th

, 迫
脅

以
威

力
恐

人

他
を

押
え

つ
け

服
従

さ
せ

る
、

強
い

力
や

勢
い

。
い

り
き

。

霊
異

記
（

81
0〜

82
4）

上
・

六
「

誠

に
知

る
、

観
音

の
威

力
、

思
議

し
難

き
こ

と
を

」
浮

世
草

子
・

新
可

笑
記

（
16

88
）

二
・

五
「

今
又

此
両

人
が

命
を

と
ら

ば
、

寿
命

を
守

ら
せ

給
ふ

。
大

明
神

の
威

力
（

ヰ
リ

キ
）

う
す

し
」

威
嚇

元
『

元
典

章
』

「
打

發
錢

物
，

威
嚇

官
吏

」
以

威
勢

恐
嚇

。
未

収
録

（
18

72
）

「
突

遇
馬

賊
七

八
十

名
,多

係
軍

裝
,分

持
器

械
攔

車
,威

嚇
護

送
兵

役
,衆

寡
不

敵
,當

各
敗

退
」

馬
禮

遜
18

23

TH
RE

AT
EN

Ad
vi

se
 th

em
 a

nd
 a

lso
 th

re
at

en
 th

em
 

aw
hi

le
 ,勸

了
他

們
又

威
嚇

了
一

陣

威
力

を
相

手
に

示
し

て
お

ど
す

こ
と

。
お

ど
か

し
。

存
在

そ
の

も
の

が
示

す
威

圧
感

に
よ

る
脅

威
を

い
い

、
必

ず
し

も
行

為
を

伴
わ

な
い

。

英
和

外
交

商
業

字
彙

（
19

00
）

〈
篠

野
乙

次
郎

〉
「

In
tim

id
at

io
n 
威

嚇
 

示
威

」

尾
撃

漢
『

東
觀

漢
記

』
「

囂
尾

擊
諸

營
，

彭
師

殿
，

東
入

弘
農

界
」

未
収

録

隨
後

追
擊

。
 後

漢
書

十
七

岑
彭

傳
：

“（
吳

）
漢

軍
食

盡
，

燒
輜

重
，

引
兵

下
隴

，
（

蓋
）

延
 （

耿
）

弇
亦

相

隨
而

退
，

（
隗

）
囂

出
兵

尾
擊

諸
營

。
”

（
18

74
）

「
並

時
出

偏
師

尾
擊

各
属

,鄉
民

亦
預

爲
團

防
」

未
収

録
逃

げ
る

敵
を

追
い

か
け

て
討

ち
取

る
こ

と
。

お
い

う
ち

。
追

撃
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
九

・
徳

川
氏

正
記

「
城

兵
尾

撃
、

殿
軍

多
死

者
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

一
二

・
一

「
官

軍
は

尚
遁

さ
じ

と
尾

撃
（

ビ
ゲ

キ
）

す
る

事
最

（
い

と
）

急
な

れ
ば

」

尉
官

唐
『

唐
六

典
』

「
通

計
，

謂
尉

官
，

管
十

五
長

者
賸

駒
十

五
匹

」

宋
『

宫
教
集
』
「
與
之
江
左
一
尉
官
，

至
卑

且
甚

踈
逺

尉
級

軍
官

的
統

稱
。

實
行

軍
銜

制
的

國
家

，
陸

、
海

、
空

軍
軍

官
分

將
、

校
、

尉
三

級
。

尉
又

分
若

干
級

，
各

國
有

所
不

同
。

未
収

録

（
18

91
）

「
親

王
帶

領
二

船
佐

尉
官

五
名

面
見

日
皇

」
（

19
21

）
「

軍
界

自
尉

官
以

下
,八

月
一

日

起
發

給
全

餉
」

赫
美

玲
官

話
19

16
Su

ba
lte

rn
～

 o
ffi

ce
r,尉

官

も
と

陸
海

軍
の

大
尉

、
中

尉
、

少
尉

の
総

称
。

明
治

期
は

士
官

と
呼

称
し

た
。

金
鵄

勲
章

叙
賜

条
例

（
明

治
二

七
年

）
（

18
94

）
三

条
「

尉
官

の
初

叙

は
功

五
級

と
す

」
琵

琶
伝

（
18

96
）

〈
泉

鏡
花

〉
一

「
渠

（
か

れ
）

は
名

を
近

藤
重

隆
と

謂
ふ

陸
軍

の
尉

官
な

り
」

古
代

語
に

お
い

て
、

官
名

、
ま

た
は

「
下

級
官

僚
」

の
意

味
と

し
て

使
用

さ
れ

て
い

た
こ

と
が

あ
る

。

衛
兵

隋
『

歷
代

三
寳

紀
』

「
嘗

使
衛

兵
後

宫
治

園
」

負
責

警
衛

的
兵

士
。

㊀
唐

代
禁

衛
軍

名
。

 新
唐

書
 兵

志
：

“夫
所

謂
天

子
禁

軍
者

，
南

北
衙

兵
也

。
南

衙
，

諸
衛

兵
是

也
；

北
衙

者
，

禁
軍

也
。

”參
見

“南
北

衙

” 。

㊁
唐

代
藩

鎮
長

官
的

親
兵

也
稱

衙
兵

。
 舊

唐
書

一
四

一

田
承

嗣
傳

：
“仍

選
其

魁
偉

強
力

者
萬

人
以

自
衛

，
謂

之
衙

兵
。

”

（
18

73
）

「
多

派
捕

役
衛

兵
於

沿
路

防

護
」

羅
存

德
18

69
Co

rp
s.

 C
or

ps
 d

e 
ga

rd
e 
衞

兵
警

備
、

監
視

な
ど

の
任

務
に

つ
い

て
い

る
兵

士
。

衛
卒

。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
衛

兵
 ヱ

イ
ヘ

イ
 マ

モ
ル

ツ
ハ

モ

ノ
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

六
・

一
「

池
田

屋
の

義
挙

の
と

き
衛

兵
（

ヱ
イ

ヘ
イ

）
二

個
（

ふ
た

り
）

を
砍

仆
（

き
り

た
ふ

）
し

」

衛
戍

南
北

朝
『

宋
書

』
「

賦
命

乖
辰

，
自

違
明

世
，

敢
縁

衛
戍

請
名

之
典

」
①

指
帝

王
的

武
職

侍
從

。
②

保
衛

戍
守

。

保
衛

戍
守

。
 宋

書
 路

淑
媛

傳
：

“太
后

弟
子

撫
軍

參
軍

瓊
之

上
表

曰
：

‘先
臣

故
懷

安
令

道
慶

賦
命

乖
辰

，
自

違
明

世
。

敢
緣

衛
戍

請
名

之
典

，
特

乞
雲

雨
，

微
垂

灑
潤

。
’”
指

從
事

武
職

。

（
18

91
）

「
東

報
所

紀
屢

次
譯

列
（

略
）

及
儲

君
乘

車
入

境
,町

皆
排

立
衞

戍
步

兵
」

顏
惠

慶
19

08

G
ar

ris
on

A 
bo

dy
 o

f t
ro

op
s s

ta
tio

ne
d 

in
 a

 fo
rt

 o
r 

fo
rt

ifi
ed

 to
w

n,
 駐

防
, 衞

戍
兵

, 守
備

隊

A 
fo

rt
 o

r f
or

tif
ie

d 
to

w
n,

 fu
rn

ish
ed

 w
ith

 
tr

oo
ps

 to
 d

ef
en

d 
it,

 防
營

, 兵
營

, 屯
營

, 有
駐

防
之

城
, 衞

戍
之

堡
壘

或
鎭

 T
o 

de
fe

nd
 b

y 
fo

rt
re

ss
es

 m
an

ne
d 

w
ith

 
tr

oo
ps

, 築
堡

壘
置

兵
以

衞
之

, 駐
防

, 衞
戍

, 
鎭

守

旧
陸

軍
で

、
軍

隊
が

永
久

的
に

一
つ

の
場

所
に

配
備

、
駐

屯
す

る
こ

と
。

②
国

境
を

守
る

こ
と

。
戍

守
（

じ
ゅ

し
ゅ

）
。

戍
衛

（
じ

ゅ
え

い
）

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
G

ar
ni

so
n 
〈

略
〉

衛

戍
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

無
線

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

98
）

「
仿

照
海

爾
慈

無
線

電
報

法
」

馬
禮

遜
18

23

Te
le

gr
ap

h.
 A

n 
ap

pa
ra

tu
s f

or
 ra

pi
dl

y 
co

m
m

un
ic

at
in

g 
in

te
lli

ge
nc

e 
to

 a
ny

 
di

st
an

ce
, f

or
m

er
ly

 e
ffe

ct
ed

 b
y 

sig
na

ls,
 b

ut
 

no
w

 d
on

e 
th

ro
ug

h 
th

e 
ag

en
cy

 o
f e

le
ct

ro
-

m
ag

ne
tic

 w
ire

s, 
電

信
機

, 電
報

機
; a

s,
 a

 
w

ire
 te

le
gr

ap
h,

 用
線

電
報

; e
le

ct
ro

-
te

le
gr

ap
h,

 電
報

, 電
信

, 電
信

法
, 電

信
機

; 
M

or
se

's 
te

le
gr

ap
h,

 莫
而

司
電

報
, 點

畫
電

報
; H

ou
se

's 
te

le
gr

ap
h,

 印
字

電
報

; B
ar

ne
's 

te
le

gr
ap

h,
 燒

紙
電

報
; W

he
at

on
's 

te
le

gr
ap

h,
 指

字
電

報
; C

as
el

li'
s t

el
eg

ra
ph

, 
傳

筆
電

報
; B

ai
n'

s t
el

eg
ra

ph
, 變

色
電

報
; 

w
ire

le
ss

 te
le

gr
ap

h,
 無

線
電

報

(1
)電

線
を

ひ
か

な
い

こ
と

。
電

線

の
必

要
が

な
い

こ
と

。
(2

)「
む

せ
ん

で
ん

し
ん

（
無

線
電

信
）

」
「

む
せ

ん
で

ん
わ

（
無

線
電

話
）

」
の

略
。

吾
輩

は
猫

で
あ

る
（

19
05

〜
06

）

〈
夏

目
漱

石
〉

一
一

「
『

無
弦

の
素

琴
を

弾
じ

さ
』

『
無

線
の

電
信

を
か

け
か

ね
』

」

伍
長

漢
『

漢
官

舊
儀

』
「

五
人

為
伍

，
伍

長
一

人
，

十
人

為
什

，
什

長
一

人
」

南
北

朝
『

宋
書

』
「

五
家

為
伍

，
伍

長
主

之
」

古
代

軍
制

以
五

人
爲

伍
，

戶
籍

以
五

家
爲

伍
，

每
伍

有
一

人
爲

長
，

稱
爲

“伍
長

”。

古
代

軍
隊

以
五

人
爲

伍
，

户

籍
以

五
户

爲
伍

。
一

伍
之

長

叫
伍

長
。

 周
禮

 夏
官

序
：

“五
人

爲
伍

，
伍

皆
有

長
。

”
漢

舊
儀

下
：

“五
人

爲
伍

，

伍
長

一
人

。
”也

稱
軌

長
。

 
國

語
 齊

：
“五

家
爲

軌
，

故

五
人

爲
伍

，
軌

長
率

之
。

”

（
18

87
）

「
編

其
保

甲
伍

長
,卽

以
兵

輪
護

其
來

往
」

（
18

87
）

「
十

船
爲

一
伍

,立
正

副
伍

長
各

一
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Co

rp
or

al
Th

e 
lo

w
es

t o
ffi

ce
r o

f a
 c

om
pa

ny
 o

f 
in

fa
nt

ry
, n

ex
t b

el
ow

 a
 se

rg
ea

nt
, 額

外
外

委
, 伍

長
(官

名
)

2：
Fi

le
-le

ad
er

A 
so

ld
ie

r p
la

ce
d 

in
 th

e 
fr

on
t o

f a
 fi

le
, 伍

長
, 領

隊
兵

①
五

人
を

一
組

と
し

た
も

の
の

長
。

②
旧

陸
軍

の
階

級
の

一
つ

。
下

士
官

の
最

下
位

で
、

軍
曹

の
下

位
。

兵
長

の
上

位
。

江
戸

繁
昌

記
（

18
32

〜
36

）
初

・
富

沢
坊

旧
着

市
「

一
点

墨
を

抹
す

る
、

子
張

の
紳

、
数

痕
土

に
〓

る
伍

長
（

〈
注

〉
オ

オ
ヤ

サ
マ

）
の

袴
」

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

一
・

一
「

将
校

及
ひ

下
士

を
別

つ
こ

と
左

の
如

し
。

〈
略

〉
下

士
〈

略
〉

其
三

、
伍

長
（

一
等

、
二

等
）

」

武
官

漢
『

漢
書

』
「

古
者

重
武

官
，

有
主

射
以

督
課

之
」

①
擔

任
軍

職
的

官
員

。
②

指
軍

事
官

職
。

③
駐

外
使

館
的

組
成

人
員

的
一

種
。

通
常

由
一

國
的

軍
事

部
門

派
遣

軍
事

人
員

擔
任

。

未
収

録

（
18

73
）

「
在

京
王

公
文

武
官

員
,任

内
有

降
級

罰
俸

住
俸

者
,咸

與
開

復
又

在
京

官
員

現
在

議
降

議
罰

者
,悉

予
豁

免
」

馬
禮

遜
18

23
M

ili
ta

ry
 o

ffi
ce

r,武
官

①
軍

事
に

携
わ

る
官

人
。

軍
事

に
関

係
す

る
官

。
②

令
制

で
、

武
器

を
携

帯
す

る
と

定
め

ら
れ

た
官

。
③

旧
日

本
陸

海
軍

の
下

士
官

以
上

の
軍

人
。

続
日

本
紀

‐
文

武
二

年
（

69
8）

二

月
丙

午
「

賜
武

官
祿

各
有

差
」

随
筆

・
秉

燭
譚

（
17

29
）

二
「

し
か

れ
ば

客
将

と
云

は
、

武
官

に
て

賓
客

を
つ

か
さ

ど
る

役
人

な
り

」

武
庫

漢
『

漢
書

』
「

蕭
何

治
未

央
宫
，
立
東

闕
北

闕
前

殿
武

庫
太

倉
」

①
儲

藏
兵

器
的

倉
庫

。
②

泛
指

藏
器

物
的

倉
庫

。
③

掌
管

兵
器

的
官

署
。

（
18

72
）

「
國

家
偶

有
急

用
,武

庫
旣

有
儲

備
,民

間
亦

多
嫺

習
,何

必
求

諸
外

國
乎

」

麥
都

思
18

48

1：
AR

M
O

U
RY

甲
庫

、
兵

庫
、

武
庫

、
藏

兵
噐

之
室

2：
AR

SE
N

AL
武

庫

武
器

を
お

さ
め

る
蔵

。
兵

器
を

入
れ

て
お

く
倉

庫
。

武
器

庫
。

兵
庫

。

本
朝

文
粋

（
10

60
頃

）
一

三
・

臨
時

仁
王

会
咒

願
文

〈
大

江
朝

綱
〉

「
戎

旅
長

停
。

蔵
兵

武
庫

」

武
力

漢
『

淮
南

鴻
烈

解
』

「
多

聞
博

辯
守

之
，

以
儉

武
力

」
①

武
卒

。
②

軍
事

力
量

。
③

勇
力

。
④

強
暴

的
力

量
。

儲
藏

武
器

的
倉

庫
。

 
史

記
 

高
祖

紀
：

“
蕭

丞
相

營
作

未
央

宮
，

立
東

闕
、

北
闕

、
前

殿
、

武
庫

、
太

倉
。

”

㊀
兵

卒
。

戰
國

策
魏

一
：

“
今

竊
聞

大
王

之
卒

，
武

力
二

十
餘

萬
，

…
…

車
六

百
乘

，
騎

五
千

疋
，

此
其

過
越

王
勾

踐
、

武
王

遠
矣

。
”

史
記

六
九

蘇
秦

傳
作

“
武

士
”

。
也

指
軍

事
力

量
。

史
記

六
六

伍
子

胥
傳

：
“

悉
國

中
武

力
以

伐
齊

。
”

㊁
勇

猛
。

孔
子

家
語

九
本

姓
：

“
今

其
人

身
長

十
尺

，
武

力
絶

倫
。

”

（
18

75
）

「
皆

有
武

力
者

,互
相

攻
擊

」
商

務
書

館
19

13
Sw

or
d

刀
、

劍
、

殺
戮

、
戰

鬭
、

兵
力

、
武

力

武
勇

の
力

。
ま

た
、

兵
力

。
軍

隊
に

よ
る

力
。

軍
事

力
。

戦
力

。
ぶ

り
き

。

釈
氏

往
来

（
12

Ｃ
後

）
二

月
日

「
其

中
多

帯
甲

之
人

。
互

争
武

力
。

動
及

喧
嘩

」
花

柳
春

話
（

18
78

〜
79

）
〈

織
田

純

一
郎

訳
〉

二
四

「
武

力
（

ブ
リ

ョ
ク

）
を

藉
て

世
祿

を
食

み
」

武
器

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
修

武
器

，
以

存
守

戰
」

①
直

接
用

於
殺

傷
敵

人
有

生
力

量
、

破
壞

敵
方

設
施

的
器

械
、

裝
置

。
②

泛
指

進
行

非
武

裝
鬥

爭
的

工
具

和
手

段
。

未
収

録
（

18
83

）
「

其
近

兩
國

邊
境

地
方

擬
建

築

武
噐

庫
,且

於
兩

大
河

邊
多

增
軍

士
,以

資
征

調
」

麥
都

思
18

48
AR

TI
LL

ER
Y.

 w
ea

po
ns

 o
f w

ar
 武

噐

①
戦

場
や

軍
陣

で
使

用
す

る
種

々
の

道
具

や
器

具
。

特
に

、
敵

を
殺

傷
し

た
り

、
身

を
護

っ
た

り
す

る
た

め
に

用
い

る
兵

器
や

武
具

。
②

武
芸

に
秀

で
、

戦
い

に
関

す
る

才
能

が
あ

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
人

。
③

角
や

牙
・

爪
な

ど
、

動
物

が
闘

う
時

に
利

用
す

る
体

の
一

部
や

、
人

が
そ

れ
に

よ
っ

て
危

険
を

免
れ

た
り

、
有

利
な

状
況

を
作

り
出

し
た

り
す

る
、

持
ち

前
の

才
能

、
技

術
、

性
質

な
ど

を
い

う
。

書
言

字
考

節
用

集
（

17
17

）
七

「
武

器
 ブ

キ
 又

云
兵

器
」

露
小

袖
（

18
90

）
〈

大
橋

乙
羽

〉
四

「
先

祖
よ

り
伝

は
る

武
器

に
影

膳
据

ゑ
て

、
功

名
手

〓
に

御
帰

陣
あ

る
や

う
」

武
威

春
秋

戦
国

『
管

子
』

「
武

威
既

明
，

令
不

再
行

」
①

軍
事

威
力

。
②

古
代

將
軍

名
號

。
未

収
録

（
18

75
）

「
欲

增
兵

者
,蓋

非
此

不
足

以
示

武
威

而
止

外
侮

也
」

井
上

哲
次

郎
18

84

Ch
iv

al
ry

th
e 

pr
ac

tic
e 

of
 k

ni
gh

t-
er

ra
nt

ry
,英

雄
者

、

英
雄

之
行

爲
、

豪
氣

之
事

、
武

氣
、

武
威

た
け

だ
け

し
い

威
力

。
武

力
の

威
勢

。
ま

た
、

武
家

の
威

光
。

吾
妻

鏡
‐

元
久

元
年

（
12

04
）

一
一

月
四

日
「

伊
勢

国
三

日
平

氏
跡

新
補

地
頭

等
、

募
武

威
、

停
止

大
神

宮
御

上
分

米
之

由
、

本
宮

訴
申

之
」

将
来

之
日

本
（

18
86

）
〈

徳
富

蘇

峰
〉

一
〇

「
其

目
的

は
従

来
の

英
国

の
動

も
す

れ
ば

武
威

を
外

国
に

振
ひ

て
侵

掠
主

義
を

実
施

す
る

こ
と

あ
る

を
憂

ひ
、

成
る

可
く

其
弊

を
矯

め
て

四
海

皆
兄

弟
の

交
り

を
な

さ
し

め
ん

と
の

旨
に

て
」

76



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

武
勲

唐
『

北
史

』
「

以
武

勳
重

，
不

彰
其

過
」

未
収

録
未

収
録

（
19

23
）

「
故

棄
助

彼
成

功
,有

赫
赫

武
勳

之
烏

布
利

貢
將

軍
,而

推
荐

自
已

心
腹

波
尼

亞
士

,爲
次

期
後

補
大

總
統

」

顏
惠

慶
19

08

Fe
at

an
 e

xp
lo

it,
 功

, 功
業

, 事
業

, 功
績

, 武
勳

, 功
勞

戦
争

で
立

て
た

手
柄

。
武

功
。

将
来

之
日

本
（

18
86

）
〈

徳
富

蘇

峰
〉

九
「

武
勲

の
外

に
は

更
に

勲
業

な
し

と
の

迷
思

は
如

何
に

し
て

生
じ

た
る

乎
」

武
装

南
北

朝
『

魏
書

』
「

召
新

蔡
，

襄
城

蠻
魁

三
十

餘
人

，
禎

盛
武

裝
」

①
軍

裝
，

戎
裝

。
②

軍
事

裝
備

。

③
用

武
器

加
以

裝
備

。
 ④

用
物

質
的

、
精

神
的

東
西

來
裝

備
。

⑤
軍

隊
。

 ⑥
指

武
力

、
暴

力
。

未
収

録
（

19
05

）
「

操
演

武
裝

教
育

,爲
新

世
界

必

要
之

務
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ar

m
To

 ta
ke

 a
rm

s,
 拿

軍
器

, 執
干

戈
, 武

裝

2：
U

nd
er

 U
nd

er
 a

rm
s,

dr
aw

n 
up

 fu
lly

 a
rm

ed
 a

nd
 

eq
ui

pp
ed

, (
軍

)馬
銜

枚
弓

上
絃

, 擐
甲

執
兵

, 
武

裝
, 武

服
;

戦
闘

の
た

め
の

装
備

を
す

る
こ

と
。

武
器

や
防

具
で

身
を

固
め

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
装

備
。

比
喩

的
に

、
相

手
に

対
抗

す
る

た
め

に
、

自
分

の
強

み
に

な
る

よ
う

な
物

事
で

守
り

を
固

め
る

こ
と

を
も

い
う

。

東
京

新
繁

昌
記

（
18

74
〜

76
）

〈
服

部
誠

一
〉

四
・

臨
時

祭
「

一
女

は
妃

様
を

模
し

二
女

は
武

装
を

写
し

」

襲
撃

漢
『

漢
書

』
「

將
三

十
萬

衆
，

屯
馬

邑
谷

中
，

誘
致

單
于

，
欲

襲
擊

之
」

①
出

其
不

意
地

攻
打

。
多

用
於

軍
事

。
②

突
然

打
擊

；
侵

襲
。

出
敵

不
意

而
擊

之
。

 漢
書

武
帝

紀
元

光
二

年
：

“御
史

大
夫

韓
安

國
爲

護
軍

將
軍

…
…
將

三
十

萬
衆

屯
馬

邑
谷

中
，

誘
致

單
于

，
欲

襲
擊

之
。

”後
漢

書
十

九
耿

弇

傳
：

“昔
韓

信
破

歷
下

以
開

基
，

今
將

軍
攻

祝
阿

以
發

迹
，

此
皆

齊
之

西
界

，
功

足
相

方
。

而
韓

信
襲

擊
已

降
，

將
軍

獨
拔

勍
敵

，
其

功
乃

難
於

信
也

。
”

（
18

79
）

「
十

月
,疏

通
省

路
,從

鳥
江

下
流

襲
擊

,斃
賊

百
餘

人
」

顏
惠

慶
19

08

 1
：

At
ta

ck
To

 m
ak

e 
an

 o
ns

et
 o

r a
tt

ac
k,

 攻
, 侵

, 襲
擊

2：
Br

ea
ch

An
 a

ss
au

lt,
 攻

擊
, 襲

擊
3：

Ch
ar

ge
To

 m
ak

e 
an

 o
ns

et
, 進

攻
, 進

擊
, 襲

擊
, 衝

擊
；

At
ta

ck
 o

r o
ns

et
, 襲

擊
, 進

攻
, 進

擊
; 

as
, t

o 
so

un
d 

th
e 

ch
ar

ge
, 吹

號
出

令
襲

擊
；

 
To

 ru
sh

 o
n 

an
d 

at
ta

ck
, 襲

擊
, 突

然
進

攻
, 

衝
鋒

4：
De

sc
en

d
To

 fa
ll 

up
on

 o
r t

o 
in

va
de

, 襲
擊

, 攻
擊

; a
s, 

to
 d

es
ce

nd
 o

n 
th

e 
en

em
y,

 襲
擊

敵
軍

, 伐
敵 5：

De
sc

en
t

An
 a

tt
ac

k,
 攻

擊
, 襲

擊
6：

In
va

de
to

 a
tt

ac
k,

 攻
, 襲

擊
7：

O
ve

rt
ak

e
to

 ta
ke

 b
y 

su
rp

ris
e,

 不
意

而
至

, 襲
擊

8：
St

or
m

A 
vi

ol
en

t a
ss

au
lt 

on
 a

 fo
rt

ifi
ca

tio
n,
襲

擊
, 

衝
擊

, 撲
擊

, 急
擊

, 猛
攻

, 力
攻

；
 to

 a
tt

ac
k 

by
 o

pe
n 

fo
rc

e,
 攻

擊
, 襲

擊
9：

Su
rp

ris
e

To
 c

om
e 

up
on

 o
r t

ak
e 

su
dd

en
ly

 o
r 

un
aw

ar
es

, 突
然

而
來

, 不
料

而
至

, 襲
擊

, 襲
攻

, 偷
營

；
Th

e 
ac

t o
f s

ur
pr

isi
ng

, 不
意

之
襲

擊
, 襲

取

お
そ

い
か

か
る

こ
と

。
不

意
に

敵
を

攻
撃

す
る

こ
と

。
相

手
の

不
意

を
つ

い
て

せ
め

る
こ

と
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
三

・
徳

川
氏

前
記

「
分

兵
叡

山
、

毎
夜

襲
撃

」

＊
日

誌
字

解
（

18
69

）
〈

岩
崎

茂

実
〉

「
襲

撃
 シ

ウ
ゲ

キ
 ヲ

ソ
イ

ウ

ツ
」

襲
来

明
『

新
列

國
志

』
「

正
遇

樂
羊

親
自

引
兵

從
山

後
襲

來
」

未
収

録
未

収
録

（
19

08
）

「
現

赤
痢

虎
列

剌
等

惡
疫

亦
乘

虚
襲

來
,將

有
蔓

延
之

徽
」

未
収

録

①
は

げ
し

く
襲

い
か

か
っ

て
来

る
こ

と
。

不
意

に
攻

め
よ

せ
て

来
る

こ
と

。
来

襲
。

②
昔

か
ら

受
け

つ
い

で
来

る
こ

と
。

八
幡

愚
童

訓
（

甲
）

（
13

08
〜

18
頃

）
下

「
彼

上
人

遷
化

の
後

は
、

異
賊

襲
来

す
る

事
も

無
り

け
り

」
近

世
紀

聞
（

18
75

〜
81

）
〈

染
崎

延

房
〉

五
・

一
「

倘
（

も
し

）
も

敵
兵

襲
来

（
シ

フ
ラ

イ
）

せ
し

と
き

」

襲
取

晋
『

三
国

志
』

「
備

東
繫

術
，

布
襲

取
下

邳
」

①
猶

襲
奪

。
②

沿
襲

取
用

。
未

収
録

（
18

75
）

「
已

遂
襲

取
荊

州
之

計
,乃

作
當

頭
棒

暍
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Su

rp
ris

e
Th

e 
ac

t o
f s

ur
pr

isi
ng

, 不
意

之
襲

擊
, 襲

取

2：
De

pr
eh

en
d

To
 ta

ke
 b

y 
su

rp
ris

e,
 襲

捕
, 襲

取
, 捕

獲
, 捕

捉

不
意

に
襲

っ
て

と
る

こ
と

。
ま

た
、

従
来

の
も

の
を

そ
の

ま
ま

受
け

継
ぐ

こ
と

。

神
子

の
自

覚
を

宣
す

（
19

06
）

〈
綱

島
梁

川
〉

「
神

子
の

自
覚

は
予

が
径

ち
に

神
に

接
し

て
神

よ
り

得
た

る
も

の
、

前
人

の
意

識
を

襲
取

し
た

る
に

あ
ら

ず
」

77



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

下
士

春
秋

戦
国

『
老

子
』

「
上

士
聞

道
，

勤
而

行
之

，
中

士
聞

道
，

若
存

若

亡
，

下
士

聞
道

，
大

笑
之

」

春
秋

戦
国

『
孟

子
』

「
君

一
位

，
卿

一
位

，
大

夫
一

位
，

上
士

一
位

，
中

士
一

位
，

下
士

一
位

，
凡

六
等

」

①
官

名
。

古
代

天
子

、
諸

侯
都

設
有

士
，

分
上

士
、

中
士

、
下

士
。

秦
以

後
亦

沿
用

。
②

今
用

作
軍

銜
，

爲
軍

士
的

最
低

一
級

。
③

才
德

差
的

人
。

㊀
官

名
。

古
代

天
子

、
諸

侯
都

設
有

士
，

分
上

士
、

中
士

、
下

士
。

參
閲

孟
子

 萬
章

下
、

禮
 王

制
。

秦
以

後

也
沿

用
。

 漢
書

九
九

中
王

莽
傳

：
“更

名
秩

百
石

曰
庶

士
，

三
百

石
曰

下
士

。
”

㊁
最

差
一

等
的

人
。

 老
子

：
“下

士
聞

道
大

笑
之

。
”

此
指

理
解

力
高

下
而

言
。

周
禮

 考
工

記
 弓

人
：

“弓
長

六
尺

，
謂

之
下

制
，

下
士

服
之

。
”疏

：
“此

以
弓

有
長

短

三
等

，
人

亦
有

長
短

三
等

而
言

。
…

…
短

者
爲

下
士

。
”此

指
身

材
高

矮
而

言
。

謙
恭

對
待

賢
士

。
 史

記
七

七
魏

公
子

傳
：

“公
子

爲

人
，

仁
而

下
士

。
”

（
18

90
）

「
各

顧
問

官
警

謢
官

近
衛

將
校

下
士

」

馬
禮

遜
18

23

W
RA

N
G

LE
. A

 su
pe

rio
r m

an
 d

oe
s n

ot
 

w
ra

ng
le

; a
n 

in
fe

rio
r m

an
 lo

ve
s t

o 
w

ra
ng

le
 

上
士

無
爭

‧
下

士
好

爭

①
教

養
、

品
性

の
低

い
人

。
②

身
分

の
低

い
武

士
。

③
「

か
し

か
ん

（
下

士
官

）
軍

隊
で

、
准

士
官

と
兵

と
の

間
の

階
級

に
あ

る
武

官
の

総
称

」
の

略
。

拾
玉

得
花

（
14

28
）

「
仮

令
、

雑
木

な
ん

ど
の

花
を

ば
、

田
夫

、
野

人
等

の
面

白
と

見
ん

事
、

是
、

下
子

（
カ

シ
）

の
見

風
な

る
べ

し
。

上
三

花
を

面
白

や
と

見
ん

は
、

上
子

の
見

風
也

」
軍

制
綱

領
（

18
75

）
〈

陸
軍

省
編

〉

一
・

一
「

軍
人

の
内

将
校

下
士

及
び

右
同

等
の

輩
を

称
し

て
之

を
武

官
と

云
ふ

」
将

来
之

日
本

（
18

86
）

〈
徳

富
蘇

峰
〉

一
二

「
足

軽
よ

り
家

老
に

及
び

、
家

老
よ

り
城

主
に

及
び

、
城

主
よ

り
征

夷
大

将
軍

に
上

り
た

る
は

尚
今

日
に

於
て

兵
卒

よ
り

下
士

、
上

士
、

佐
官

将
官

に
上

る
な

り
」

陥
落

漢
『

漢
武

洞
冥

記
』

「
臣

小
時

掘

井
，

陷
落

地
下

」

元
『

戎
事

類
占

』
「

攻
城

，
有

鳥
落

羽
於

彼
軍

上
，

其
城

必
䧟
落
」

①
物

體
的

表
面

一
部

分
向

裡
面

凹
進

去
。

②
落

進
，

跌
入

。
③

淪
陷

，
國

土
淪

於
敵

手
。

未
収

録

（
18

83
）

「
約

有
一

條
餘

街
地

或
陷

落
一

尺
,餘

至
二

尺
高

低
不

等
」

（
18

95
）

「
旅

順
陷

落
,或

大
書

特
書

」

麥
都

思
18

48
TO

 E
N

TR
AP

陷
落

圈
套

、
誘

入
絆

絡

①
穴

な
ど

に
落

ち
込

む
こ

と
。

②
地

面
な

ど
が

落
ち

く
ぼ

む
こ

と
。

陥
没

。
③

城
や

要
塞

な
ど

が
敵

に
攻

め
落

と
さ

れ
る

こ
と

。
④

口
説

（
く

ど
）

き
お

と
さ

れ
る

こ
と

。
⑤

地
位

な
ど

が
さ

が
る

こ
と

。

不
如

帰
（

18
98

〜
99

）
〈

徳
富

蘆

花
〉

上
・

六
「

タ
ス

カ
ロ

ー
ラ

の
陥

落
（

カ
ン

ラ
ク

）
は

三
陸

に
海

嘯
（

か
い

せ
う

）
を

見
舞

ひ
」

一
年

有
半

（
19

01
）

〈
中

江
兆

民
〉

附
録

・
大

奮
発

を
要

す
「

近
々

北
清

の
乱

の
如

き
、

幸
に

天
津

北
京

速
に

帰
附

陥
落

し
」

現
役

明
『

度
支

奏
議

』
「

除
現

役
上

班

外
，

凡
納

班
者

分
為

春
秋

二
季

」

①
公

民
自

入
伍

之
日

起
到

退
伍

之
日

止
所

服
的

兵
役

。
②

正
在

服
兵

役
的

。
未

収
録

（
18

89
）

「
計

現
役

兵
四

萬
九

千
二

百
九

十
四

名
」

赫
美

玲
官

話
19

16
Ac

tiv
e

O
ffi

ce
r o

n 
th

e 
～

 li
st

 (新
)現

役
軍

官

①
も

と
、

軍
隊

で
常

備
兵

役
の

一
つ

。
所

属
部

隊
に

編
入

さ
れ

て
常

時
軍

務
に

服
し

、
戦

時
、

部
隊

の
中

心
と

な
る

役
。

ま
た

、
そ

の
人

。
②

名
目

的
で

な
く

、
実

際
に

活
動

す
る

、
あ

る
地

位
ま

た
は

職
務

に
つ

い
て

い
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

者
。

③
学

校
に

学
生

、
生

徒
と

し
て

籍
を

置
い

て
い

る
者

。

日
本

政
記

（
18

38
）

陽
成

天
皇

「
見

役
之

人
、

曾
無

潤
益

」
軍

制
綱

領
（

18
75

）
〈

陸
軍

省
編

〉

二
・

二
「

常
備

軍
 屯

営
に

在
て

現

役
に

服
す

る
者

と
す

」
西

堀
南

極
越

冬
隊

長
（

19
57

）
〈

桑

原
武

夫
〉

「
Ｏ

・
Ｂ

に
な

っ
て

か
ら

、
一

度
京

大
山

岳
部

の
現

役
（

ゲ
ン

エ
キ

）
と

伊
吹

山
へ

行
っ

た
こ

と
が

あ
る

」

憲
兵

な
し

某
些

國
家

中
的

軍
事

政
治

警
察

。
采

取
軍

事
組

織
形

式
，

在
國

家
內

部
和

軍
隊

內
部

執
行

警
衛

、
維

護
軍

紀
和

秩
序

等
任

務
。

未
収

録
（

18
88

）
「

東
報

雖
譯

　
西

曆
去

年
十

二

月
三

十
一

號
日

本
特

命
檢

閱
（

略
）

其
餘

衙
署

各
派

巡
查

合
憲

兵
巡

行
」

顏
惠

慶
19

08

G
en

da
rm

e
2.

A 
so

ld
ie

r o
f t

he
 g

en
da

rm
er

ie
, 警

兵
, 警

察
, 憲

兵
 警

兵
、

警
察

、
憲

兵

（
｛

フ
ラ

ン
ス

｝
ge

nd
ar

m
e 
の

訳

語
）

軍
隊

の
兵

科
の

一
つ

。
旧

日
本

陸
軍

で
は

陸
軍

大
臣

の
管

轄
に

属
し

、
主

に
軍

事
警

察
を

つ
か

さ
ど

り
、

行
政

警
察

、
司

法
警

察
を

も
兼

ね
た

。
明

治
一

四
年

（
一

八
八

一
）

制
定

。

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

一
・

一
「

此
外

憲
兵

あ
り

。
兵

卒
中

性
質

技
芸

の
優

等
な

る
者

を
精

撰
し

て
之

に
充

つ
」

憲
兵

条
例

（
明

治
三

一
年

）
（

18
98

）
一

条
「

憲
兵

は
陸

軍
大

臣

の
管

轄
に

属
し

主
と

し
て

軍
事

警
察

を
掌

り
兼

て
行

政
警

察
、

司
法

警
察

を
掌

る
」

霰
弾

な
し

炮
彈

的
一

種
。

彈
壁

薄
，

內
裝

黑
色

炸
藥

和
小

鉛
球

或
鋼

球
，

彈
頭

裝
有

定
時

的
引

信
，

能
在

預
定

的
目

標
上

空
及

其
附

近
爆

炸
，

殺
傷

敵
軍

的
密

集
人

馬
。

也
叫

榴
霰

彈
、

子
母

彈
、

群
子

彈
。

未
収

録
（

18
97

）
「

格
林

砲
名

曰
霰

彈
,蓋

開
放

時

羣
子

齊
飛

,如
空

中
之

密
霰

也
」

顏
惠

慶
19

08

Ca
ni

st
er

A 
ki

nd
 o

f c
as

e 
sh

ot
 fo

r c
an

no
n,

 霰
彈

, 箱
彈

(炸
彈

之
一

種
)

近
距

離
の

敵
、

あ
る

い
は

鳥
獣

な
ど

の
獲

物
に

対
す

る
殺

傷
効

果
を

大
き

く
す

る
た

め
、

発
射

す
る

と
多

数
の

こ
ま

か
い

弾
子

が
あ

ら
れ

の
降

り
そ

そ
ぐ

よ
う

に
発

射
さ

れ
る

銃
弾

。
ば

ら
だ

ま
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
M

itr
ai

lle
 〈

略
〉

霰

弾
」

福
翁

百
話

（
18

97
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

五
九

「
察

々
の

明
を

以
て

他
の

身
の

弱
点

を
狙

撃
す

れ
ば

霰
弾

（
サ

ン
ダ

ン
）

の
小

な
る

も
苦

痛
を

与
ふ

る
こ

と
大

な
る

が
故

に
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

嚮
導

春
秋

戦
国

『
孫

子
』

「
不

用
郷

導

者
，

不
能

得
地

利
」

①
引

路
。

②
引

路
的

人
。

帶
路

者
。

卽
嚮

導
。

 孫
子

軍
爭

：
“不

用
鄉

導
者

，
不

能
得

地
利

。
”三

國
志

 魏
 田

疇
傳

：
“太

祖
（

曹
操

）
令

疇
將

其
衆

爲
鄉

導
，

上
徐

無

山
，

出
盧

龍
，

歷
平

岡
。

”

（
18

73
）

「
近

因
南

鄙
囘

匪
變

亂
,出

沒
無

常
,擄

掠
牲

音
資

爲
寇

糧
,裹

協
人

丁
,俾

充
嚮

導
」

顏
惠

慶
19

08

 to
 le

ad
 th

e 
w

ay
, 領

路
, 引

路
, 導

路
, 倡

導
, 

嚮
導

2：
Pi

lo
t

Fi
gu

ra
tiv

el
y,

 to
 g

ui
de

, a
s t

hr
ou

gh
 d

an
ge

r 
or

 d
iff

ic
ul

tie
s,

 引
過

危
險

, 引
過

患
難

, 指
導

, 
嚮

導
, 引

領

3：
Sh

ow
to

 g
ui

de
, 帶

, 領
, 嚮

導

4：
Pi

lo
ta

ge
G

ui
da

nc
e,

 a
s b

y 
a 

pi
lo

t, 
如

受
領

港
者

引
導

, 
指

嚮
, 嚮

導
, 引

領

5：
Le

ad
in

g
G

ui
da

nc
e,

 嚮
導

, 指
導

, 先
導

6：
He

ad
m

an
Ch

ie
f o

r l
ea

de
r, 
頭

目
, 頭

人
, 首

領
, 頭

領
, 

酋
長

, 魁
首

, 嚮
導

 頭
目

、
頭

人
、

首
領

、

頭
領

、
酋

長
、

魁
首

、
嚮

導
7：

An
te

cu
rs

or
A 

fo
re

ru
nn

er
, 先

驅
者

, 前
行

者
, 淸

道
者

, 
向

導
 先

驅
者

、
前

行
者

、
淸

道
者

、
向

導

8：
Le

ad
er

sh
ip

Th
e 

of
fic

e 
of

 a
 le

ad
er

, 嚮
導

, 指
導

, 先
導

①
（

─
す

る
）

人
々

の
先

頭
に

立
っ

て
導

く
こ

と
。

指
導

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

人
。

道
し

る
べ

。
②

軍
隊

で
、

部
隊

が
縦

隊
編

成
の

時
に

先
頭

と
後

尾
（

横
隊

編
成

の
時

に
は

両
翼

）
に

位
置

し
、

整
頓

、
行

進
な

ど
の

基
準

と
な

る
人

。

和
漢

朗
詠

集
（

10
18

頃
）

下
・

酒

「
先

づ
阮

籍
に

逢
う

て
郷

導
と

為
す

漸
く

に
劉

伶
に

就
い

て
土

風
を

問
ふ

〈
橘

正
通

か
〉

」
現

実
暴

露
の

悲
哀

（
19

08
）

〈
長

谷

川
天

渓
〉

「
現

実
世

界
を

説
明

も
せ

ず
、

嚮
導

も
せ

ず
、

ま
た

之
と

契
合

も
せ

ざ
る

宗
教

或
は

理
想

の
幻

影
を

眺
む

る
は

」

小
銃

宋
『

夢
林

玄
解

』
「

火
器

：
噴

銅
火

箭
，

大
銃

，
小

銃
」

明
『

戚
少

保
年

譜
耆

編
』

「
賊

衝
來

，
先

小
銃

，
次

虎
蹲

，
次

大
將

車
，

火
箭

，
俱

聽
號

銃
舉

放
」

未
収

録
未

収
録

（
18

82
）

「
摘

錄
東

報
（

略
）

令
發

小
銃

彈
藥

各
二

萬
件

」

麥
都

思
18

48

 1
：

PI
ST

O
L

小
銃

、
手

鎗
、

對
面

、
笑

2：
CA

RA
BI

N
E

小
銃

、
馬

銃

一
人

で
携

帯
し

使
用

す
る

こ
と

の
で

き
る

小
型

の
軍

用
火

器
。

ふ
つ

う
口

径
八

ミ
リ

メ
ー

ト
ル

以
下

を
い

う
。

歩
兵

銃
・

騎
兵

銃
（

カ
ー

ビ
ン

）
・

狙
撃

銃
・

自
動

小
銃

な
ど

の
総

称
。

て
っ

ぽ
う

。

漂
荒

紀
事

（
18

48
〜

50
頃

）
六

「
我

急
に

小
銃

を
放

ち
導

火
す

れ
ば

、
忽

材
上

の
火

薬
線

に
移

り
て

、
激

発
閃

迸
」

兵
士

懐
中

便
覧

（
18

68
）

〈
福

沢
諭

吉
訳

〉
「

七
寸

二
三

分
の

焼
瓦

を
積

立
た

る
塀

は
小

銃
に

玉
を

防
ぐ

可
し

」

小
隊

唐
『

杜
詩

鏡
銓

』
「

元
戎

小
隊

岀
郊

坰
，

問
柳

尋
花

到
野

亭
」

①
人

數
少

的
隊

伍
。

②
部

隊
基

層
編

制
。

現
代

有
些

軍
警

支
屬

亦
稱

小
隊

，
人

數
不

等
。

③
少

年
先

鋒
隊

的
基

層
組

織
。

④
農

村
人

民
公

社
的

基
層

組
織

。

未
収

録

（
18

72
）

「
卓

午
軍

門
靜

於
水

,輕
舟

小
隊

出
郊

,坰
巳

下
毘

陵
三

十
里

」

（
18

74
）

「
昨

晚
東

兵
一

小
隊

入
山

,於
十

二
里

之
遠

宿
夜

」

羅
存

德
18

69

1：
Ec

he
lo

n
以

小
隊

擺
陣

、
笡

笪
擺

陳

2：
G

ue
ril

la
亂

打
、

亂
戰

、
小

戰
、

以
小

隊
難

敵
3：

Sq
ua

d
小

隊
兵

①
小

人
数

の
一

隊
。

②
軍

隊
編

制
上

の
一

単
位

。
三

個
な

い
し

四
個

で
中

隊
を

構
成

す
る

。
歩

兵
は

通
常

約
四

〇
名

か
ら

七
〇

名
内

外
。

数
個

の
分

隊
ま

た
は

班
で

構
成

さ
れ

て
い

る
。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
小

隊
 シ

ョ
ウ

タ
イ

 ス
コ

シ
ノ

ソ

ナ
ヘ

」
建

白
書

（
18

73
）

〈
山

田
顕

義
〉

上

「
歩

兵
隊

の
内

其
最

も
小

な
る

者
を

小
隊

と
云

」

中
国

の
軍

隊
の

編
制

面
で

は
、

「
小

隊
」

に
相

当
す

る
語

と
し

て
は

「
排

」
も

あ
る

。
そ

ち
ら

の
方

が
む

し
ろ

多
用

し
て

い
る

。

斜
射

唐
『

北
史

』
「

如
引

長
弓

，
斜

射
飛

烏
」

宋
『

存
雅

堂
遺

稿
』

「
天

日
之

光
，

斜
射

洞
中

石
崖

上
」

①
光

線
不

垂
直

地
照

射
到

物
體

上
。

②
謂

射
擊

方
向

與
目

標
正

面
成

角
度

的
射

擊
。

未
収

録

（
18

73
）

「
月

光
斜

射
凉

篩
碧

,燈
影

疏
搖

暗
漏

紅
」

（
19

15
）

「
斜

射
炮

之
口

徑
、

大
於

斜
射

炮
之

彈
、

程
苟

足
」

羅
存

德
18

69
Re

fr
ac

te
d

斜
射

了
目

標
に

対
し

て
斜

め
の

位
置

か
ら

射
撃

す
る

こ
と

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Co

up
 e

n 
éc

ha
rp

e 
〈

略
〉

斜
射

」

新
兵

晋
『

三
国

志
』

「
當

差
留

新
兵

之
温

厚
者

千
人

，
鎮

守
關

中
」

①
剛

入
伍

的
士

兵
。

②
比

喻
剛

參
加

某
種

工
作

的
人

。
未

収
録

（
18

74
）

「
至

安
祿

山
,反

而
宿

將
精

兵
鮮

有
存

者
,乃

命
哥

舒
翰

召
募

新
兵

以
禦

之
」

馬
禮

遜
18

23
RE

IN
FO

RC
EM

EN
T

RE
IN

FO
RC

EM
EN

T 
of

 tr
oo

ps
,以

新
兵

繼
之

①
新

し
く

兵
士

に
な

っ
た

も
の

。
新

募
の

士
。

②
旧

日
本

陸
軍

で
、

入
営

し
て

か
ら

第
一

期
の

教
育

（
一

二
月

上
旬

か
ら

翌
年

の
三

月
下

旬
ま

で
）

を
終

わ
る

ま
で

の
現

役
兵

を
い

う
。

初
年

兵
。

海
外

新
聞

別
集

（
18

62
）

下
「

日
本

同
勢

の
内

に
安

特
堤

に
行

か
ざ

り
し

者
あ

り
て

、
二

十
七

日
に

新
兵

、
民

兵
等

の
調

練
に

来
た

れ
り

」
五

国
対

照
兵

語
字

書
（

18
81

）
〈

参

謀
本

部
〉

「
Re

cr
ue

 〈
略

〉
新

兵
」

新
参

元
『

遼
史

』
「

臣
新

參
國

政
，

未
知

治
體

」

元
『

雲
陽

集
』

「
以

良
家

子
從

軍
，

戍
永

新
㕘
掌
軍
務
」

未
収

録
未

収
録

（
18

79
）

「
又

講
求

事
迹

,曰
,新

叅
也

」
未

収
録

太
平

記
（

14
Ｃ

後
）

三
六

・
清

氏
叛

逆
事

「
重

恩
、

新
参

の
郎

従
共

、
此

彼
（

こ
こ

か
し

こ
）

よ
り

馳
せ

参
て

七
百

余
騎

に
成

り
に

け
り

」
お

ぼ
ろ

夜
（

18
99

）
〈

斎
藤

緑
雨

〉

「
儂

（
わ

た
し

）
は

新
参

、
何

事
も

厭
と

は
い

へ
ず

端
か

ら
そ

っ
と

這
入

り
し

に
」

新
鋭

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
吾

欲
速

攻
，

賊
方

新
銳
，
坐
而
待
戰
，
彼
則

不

來
」

明
『

三
朝

遼
事

實
録

』
「

臣
雖

未
識

其
人

，
度

朝
氣

新
銳
，
必
能
獎
率
三

軍
」

①
年

青
氣

盛
。

②
新

而
銳

利
。

未
収

録
（

18
77

）
「

英
正

可
養

衍
新
銳

,靜
觀

其
變

,
以

收
緣

人
之

利
也

」
未

収
録

①
新

鮮
で

鋭
い

勢
い

。
②

そ
の

分
野

・
方

面
に

新
し

く
進

出
し

た
勢

い
が

鋭
く

盛
ん

な
人

。
新

進
気

鋭
。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
二

六
九

「
又

は
突

撃
に

際
し

新
鋭

の
威

力
を

加
ふ

る
に

在
り

」

79
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付
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典
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出
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華
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け
日
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国

語
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出

典

信
管

な
し

引
信

。
炮

彈
、

炸
彈

、
地

雷
等

爆
炸

物
上

的
一

種
引

爆
裝

置
。

未
収

録
（

19
04

）
「

炸
彈

之
廣

狹
,信

管
之

疾
徐

,一
切

程
度

均
與

泰
西

不
甚

懸
殊

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Fu

se
 A

 sm
al

l t
ub

e 
fil

le
d 

w
ith

 c
om

bu
st

ib
le

 
m

at
te

r, 
us

ed
 in

 b
la

st
in

g 
or

 d
isc

ha
rg

in
g 

a 
sh

el
l, 
信

子
, 引

信
, 信

管
, 藥

線
, 導

火
線

, 導
火

繩
, 導

火
管

, 引
火

管

2：
Fu

se
e

A 
fu

se
, 引

火
管

, 信
子

, 信
管

砲
弾

や
爆

弾
に

充
填

さ
れ

て
い

る
炸

薬
を

、
必

要
な

時
に

、
必

要
な

場
所

で
確

実
に

起
爆

さ
せ

る
点

火
装

置
。

弾
底

ま
た

は
弾

頭
に

取
り

付
け

る
。

着
発

信
管

、
遅

延
信

管
、

時
限

信
管

、
管

制
信

管
、

近
接

信
管

（
Ｖ

Ｔ
信

管
）

な
ど

に
分

類
さ

れ
る

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Fu

sé
e 
〈

略
〉

信
管

」

風
俗

画
報

‐
二

八
六

号
（

19
04

）
露

国
の

戦
時

禁
制

品
「

火
器

の
部

分
品

及
弾

薬
（

砲
銃

弾
、

信
管

、
銃

丸
、

雷
管

、
火

薬
〈

略
〉

硫
黄

等
）

」

信
号

宋
『

建
炎

以
來

繫
年

要
録

』
「

文
曰

，
招

納
信

寳
，

皆
有

使
押

字
，

以
爲

信
號

」

①
用

來
傳

遞
消

息
或

命
令

的
光

、
電

波
、

聲
音

、
動

作
等

的
統

稱
。

參
見

“信
號

彈
”、

“信
號

燈
”。

②

比
喻

某
種

現
象

行
將

出
現

的
預

兆
。

未
収

録
（

19
04

）
「

日
本

東
京

某
日

報
云

（
略

）

上
等

信
號

兵
曹

勳
七

等
小

野
光

長
叙

正
七

位
」

井
上

哲
次

郎
18

84
Ha

lli
ar

d
Ha

lly
ar

d.
 si

gn
al

 h
al

liy
ar

ds
,信

號
纜

①
（

─
す

る
）

隔
っ

て
い

る
双

方
の

間
で

、
一

定
の

光
、

形
、

色
、

電
波

、
音

な
ど

の
符

号
を

用
い

て
お

互
い

の
意

思
を

通
じ

さ
せ

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
方

法
、

符
号

や
合

図
。

サ
イ

ン
。

②
特

に
鉄

道
や

道
路

な
ど

で
、

赤
、

青
、

黄
な

ど
の

色
を

用
い

て
通

行
の

可
否

や
条

件
を

し
ら

せ
る

標
識

。
ま

た
、

そ
の

機
械

。
信

号
機

。
シ

グ
ナ

ル
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Si

gn
al

 〈
略

〉
信

号
」

永
日

小
品

（
19

09
）

〈
夏

目
漱

石
〉

霧
「

信
号

（
シ

ン
ガ

ウ
）

の
燈

光
は

青
で

も
赤

で
も

全
く

役
に

立
た

な
い

程
暗

く
な

る
か

ら
で

あ
る

」

胸
章

な
し

佩
在

胸
前

的
有

紀
念

或
獎

勵
意

義
的

徽
章

。
未

収
録

（
19

12
）

「
財

政
部

長
胸

章
二

个
,均

蓋
有

江
北

都
督

印
」

未
収

録
胸

に
つ

け
る

記
章

。
風

俗
画

報
‐

八
五

号
（

18
95

）
広

告

「
彼

の
帽

章
胸

章
の

如
き

は
畢

竟
標

識
た

る
に

止
ま

り
て

」

休
戦

唐
『

晋
書

』
「

使
輕

騎
挑

之
，

然
不

敢
動

，
於

是
休

戰
」

交
戰

双
方

暫
時

停
止

軍
事

行
動

。
未

収
録

（
18

99
）

「
兵

械
六

,禁
止

濫
用

休
戰

旗
,國

旗
,及

紅
十

字
徽

章
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ar

m
ist

ic
e

A 
te

m
po

ra
ry

 su
sp

en
sio

n 
of

 h
os

til
iti

es
 b

y 
ag

re
em

en
t o

f t
he

 p
ar

tie
s, 
休

戰
, 暫

止
干

戈
, 暫

停
干

戈
2：

Su
sp

en
sio

n
Su

sp
en

sio
n 

of
 a

rm
s, 

a 
sh

or
t t

ru
ce

 a
gr

ee
d 

up
on

 b
y 

co
nt

en
di

ng
 p

ar
tie

s,
 暫

時
罷

戰
, 

暫
息

干
戈

, 休
戰

3：
Tr

uc
e

 A
 s

us
pe

ns
io

n 
or

 t
em

po
ra

ry
 c

es
sa

tio
n 

by
 

m
ut

ua
l c

on
se

nt
 o

f 
ho

st
ili

tie
s,

 休
戰

, 暫
停

干
戈

, 暫
停

交
戰

①
戦

争
を

や
め

る
こ

と
。

ま
た

、
交

戦
者

同
士

が
、

双
方

の
合

意
に

よ
っ

て
、

あ
る

一
定

期
間

作
戦

行
為

を
中

止
す

る
こ

と
。

②
（

比
喩

的
に

）
勝

負
事

や
論

争
な

ど
を

一
時

中
止

す
る

こ
と

。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
休

戦
 キ

ウ
セ

ン
 タ

タ
カ

イ
ヲ

ヤ

ス
ム

」

宿
営

春
秋

戰
國

『
韓

非
子

』
「

於
是

乃
起

宿
營

之
甲

，
而

攻
成

王
」

①
猶

宿
衛

。
護

衛
王

宮
。

②
軍

隊
在

行
軍

或
戰

鬥
後

住
宿

。

宮
中

宿
衛

軍
住

的
兵

營
。

韓
非

子
 内

儲
下

：
“於

是
乃

起
宿

營
之

甲
，

而
攻

（
楚

）
成

王
。

”指
駐

守
太

子
宮

中

的
甲

兵
。

左
傳

文
元

年
作

“以
宮

甲
圍

成
王

”。
行

軍
或

作
戰

時
止

宿
也

叫
宿

營
。

水
經

注
二

七
沔

水
：

“山
東

名
高

平
，

是
（

諸
葛

）
亮

宿
營

處
。

”山
，

定
軍

山
。

（
18

82
）

「
臨

戰
之

時
驅

而
當

先
,則

堅
韌

可
以

禦
鎗

砲
,宿

營
之

時
列

而
成

圍
,則

高
大

可
以

當
石

」

赫
美

玲
官

話
19

16

Ca
m

p
宿

營
;S

ta
nd

in
g 
～

駐
留

宿
營

;T
o 

st
rik

e 
～

宿

營 Du
ty

Ca
m

p 
du

tie
s,
宿

營
勤

務

En
ca

m
p

宿
營

En
ca

m
pm

en
t

ca
m

p,
宿

營

①
陣

を
と

っ
て

宿
泊

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

営
所

。
陣

営
。

②
軍

隊
が

兵
営

外
で

宿
泊

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

営
所

。

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

一
二

・
一

「
官

軍
暁

霧
の

深
き

に
紛

れ
竊

に
木

古
内

の
宿

営
（

シ
ュ

ク
エ

イ
）

に
お

し
寄

せ
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
G

ite
 〈

略
〉

宿
営

」

宿
直

南
北

朝
『

南
齊

書
』

「
以

顒
有

辭

義
，

引
入

殿
內
，
親
近
宿
直
」

夜
間

值
班

。

夜
間

值
班

。
 南

齊
書

 周
顒

傳
：

“宋
 明

帝
頗

好
言

理
，

以
顒

有
辭

義
，

引
入

殿
内

，
親

近
宿

直
。

”文
苑

英
華

二

八
二

唐
 鄭

谷
送

吏
部

曹
郎

中
鄴

免
官

南
歸

詩
：

“遠
招

陪
宿

直
，

首
薦

向
公

侯
。

”

（
19

10
）

「
看

守
室

宿
直

室
書

籍
室
閱

覽

室
囚

人
接

見
所

調
所

扣
所

等
靡

,不
畢

具

此
」

未
収

録
そ

こ
に

勤
務

す
る

人
が

交
替

で
宿

泊
し

て
夜

の
番

に
当

た
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

人
。

正
倉

院
文

書
‐

宝
亀

二
年

（
77

1）
閏

三
月

九
日

・
中

室
浄

人
解

（
寧

楽
遺

文
）

「
自

今
以

後
、

恪
勤

不
怠

緩
、

昼
奉

仕
行

事
、

夜
宿

直
侍

」
広

益
熟

字
典

（
18

74
）

〈
湯

浅
忠

良
〉

「
宿

直
 シ

ュ
ク

チ
ョ

ク
 ト

マ

リ
バ

ン
」

宣
戦

宋
『

册
府

元
龜

』
「

寳
即

隨
戎

赴
之

未
至

，
而

賊
巳

與
宣

戰
」

①
一

国
或

集
団

宣
布

同
另

一
国

或
集

団
開

始
処

于
戦

争
状

態
。

②
謂

宣
布

与
某

一
事

物
作

闘
争

。
未

収
録

（
18

80
）

「
然

與
遠

國
宣

戰
,則

深
愜

其

意
」

顏
惠

慶
19

08

W
ar

n.
 T

o 
ad

m
on

ish
 o

f a
ny

 d
ut

y,
 勸

誡
; t

o 
no

tif
y 

be
fo

re
ha

nd
, 預

告
, 預

示
, 預

先
關

照
, 

預
先

通
知

; t
o 

no
tif

y 
by

 a
ut

ho
rit

y,
 告

示
; t

o 
su

m
m

on
, 召

喚
; a

s,
 to

 w
ar

n 
a 

te
na

nt
 to

 
le

av
e 

th
e 

ho
us

e,
 關

照
房

客
遷

出
; 

Co
rn

el
iu

s w
as

 w
ar

ne
d 

fr
om

 G
od

, 上
帝

默

示
哥

泥
流

; t
o 

w
ar

n 
of

 th
e 

en
su

in
g 

fig
ht

, 
宣

戰
, 下

戰
書

敵
国

に
対

し
て

戦
争

開
始

の
意

思
を

宣
言

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

宣
言

。
戦

争
宣

言
。

開
戦

宣
言

。

万
国

公
法

（
18

68
）

〈
西

周
訳

〉

三
・

一
「

又
時

と
し

て
は

宣
戦

告
知

を
な

す
こ

と
な

く
戦

争
を

始
む

る
こ

と
あ

り
」

80



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

勲
章

な
し

授
給

有
功

者
的

榮
譽

證
章

。
未

収
録

（
18

79
）

「
東

京
日

報
譯

得
其

詳
云

（
略

）
呈

進
本

國
土

產
數

稱
,并

德
皇

寄
贈

日
王

之
黑

鷲
勳

章
,大

約
卽

西
國

之
寶

星

也
」

顏
惠

慶
19

08

詞
目

 1
：

De
co

ra
te

1.
To

 d
ec

k 
w

ith
 th

at
 w

hi
ch

 is
 h

on
or

ar
y,

 加
恩

賞
, 授

勳
章

, 賞
寶

星
 加

恩
賞

、
授

勳
章

、
賞

寶
星

詞
目

 2
：

O
rd

er
2.

 T
he

 b
ad

ge
 o

f s
uc

h 
an

 o
rd

er
, 寶

星
, 勳

章
, 勳

位
表

章
; a

s, 
to

 w
ea

r a
n 

or
de

r, 
佩

勳
章

①
国

家
に

対
す

る
勲

功
・

功
労

を
表

彰
し

て
授

け
ら

れ
る

記
章

。
あ

る
い

は
、

公
共

の
た

め
に

つ
く

し
た

事
柄

や
国

民
的

栄
誉

を
た

た
え

て
国

家
か

ら
授

け
ら

れ
る

記
章

。
②

比
喩

的
に

、
そ

の
人

に
と

っ
て

名
誉

と
な

る
こ

と
。

太
政

官
布

告
第

五
四

号
‐

明
治

八
年

（
18

75
）

四
月

一
〇

日
「

勲
等

は
勲

績
及

功
労

あ
る

者
を

賞
す

る
為

め
に

設
く

る
所

の
階

級
に

し
て

位
階

と
異

な
る

故
に

各
種

の
勲

章
を

佩
用

せ
し

む
」

巡
航

な
し

①
巡

邏
航

行
。

②
航

空
中

指
發

動
機

耗
油

較
省

的
持

續
飛

行
。

未
収

録

（
19

10
）

「
神

户
電

稱
洵

貝
勒

於
陽

歷
八

月
二

十
九

日
視

察
川

崎
及

三
菱

造
船

所
,座

輕
舸

巡
航

内
海

,夜
赴

川
崎

别
邸

花
園

」

商
務

書
館

19
13

Cr
ui

se
巡

緝
、

在
洋

面
巡

邏
、

巡
航

、
巡

海
船

で
あ

ち
こ

ち
を

め
ぐ

る
こ

と
。

各
地

を
航

海
し

て
ま

わ
る

こ
と

。

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
三

「
此

の
近

海
を

巡
航

す
る

斯
国

の
艦

隊
に

」

巡
警

唐
『

唐
律

疏
議

』
「

不
能

固
守

，
棄

城
而

去
，

及
守

備
不

設
，

謂
預

備
有

闕
，

廵
警
不
嚴
」

①
亦

作
“巡

儆
”。

巡
查

警
戒

。
②

清
末

及
民

國
時

對
警

察
的

稱
謂

。

巡
視

警
戒

。
 梁

書
 太

祖
五

王
傳

 蕭
範

：
“遷

衛
尉

卿
，

每
夜

自
巡

警
，

高
祖

嘉
其

勞
苦

。
”唐

 白
居

易
長

慶
集

三

三
王

元
輔

可
左

羽
林

衛
將

軍
知

軍
事

制
：

“掌
勾

陳
而

護

建
章

，
備

巡
警

而
嚴

羽
衛

。
”

（
18

73
）

「
廵

防
委

員
亦

為
之

廵
警

」
顏

惠
慶

19
08

Co
p。

 A
 p

ol
ic

em
an

, 警
察

, 巡
警

, 巡
士

(俚
)
巡

回
し

て
警

戒
す

る
こ

と
。

み
ま

わ
り

。

日
本

外
史

（
18

27
）

三
・

源
氏

正
記

「
独

伊
勢

義
盛

虞
敵

来
襲

、
徇

警
徹

明
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

八
・

三
「

庄
内

藩
の

巡
警

（
ジ

ュ
ン

ケ
イ

）
な

す
屯

所
へ

砲
を

発
す

る
な

ど
」

巡
邏

宋
『

宋
九

朝
編

年
備

要
』

「
比

聞
有

旨
罷

修
城

役
夫

，
撤

廵
邏

之
卒

，
止

御
前

造
作

，
斥

退
近

習
之

無
狀

者
」

①
巡

查
警

戒
。

②
指

擔
任

巡
查

警
戒

的
兵

丁
。

巡
视

警
戒

。
 五

代
 和

凝
疑

獄
集

九
刃

傷
釋

福
兒

：
“民

夜
歸

，
巡

邏
者

執
之

，
繫

亭
下

。
”也

指
巡

邏
者

。
 宋

文

鑑
一

四
六

韓
維

曾
子

固
神

道
碑

：
“增

置
巡

邏
，

水
行

陸

宿
，

坦
如

在
郛

。
”

（
18

72
）

「
夜

閒
上

樓
敲

更
巡

邏
五

日
一

換
」

衛
三

畏
18

44
PA

TR
O

L.
 P

AT
RO

L,
to

 廵
更

、
廵

邏

①
巡

回
・

警
備

す
る

こ
と

。
警

戒
の

た
め

に
見

ま
わ

る
こ

と
。

見
ま

わ
り

。
②

江
戸

末
期

、
江

戸
市

中
を

警
固

す
る

た
め

に
見

ま
わ

っ
た

役
人

。
ま

た
、

そ
の

任
務

。
文

久
三

年
（

一
八

六
三

）
に

幕
府

が
そ

の
方

法
、

区
画

を
定

め
、

番
士

に
こ

れ
を

命
じ

元
治

元
年

（
一

八
六

四
）

巡
回

を
開

始
。

明
治

七
年

（
一

八
七

四
）

巡
査

と
改

称
。

邏
卒

（
ら

そ
つ

）
。

六
如

庵
詩

鈔
‐

二
編

（
17

97
）

六
・

峩
山

松
蕈

歌
「

竟
夜

槌
鼓

防
獣

暴
、

昼
間

巡
邏

護
狗

盗
」

万
国

新
話

（
18

68
）

〈
柳

河
春

三

編
〉

一
「

昼
夜

怠
ら

ず
巡

邏
し

て
市

街
の

非
常

を
警

し
め

」
匏

菴
十

種
（

18
69

）
〈

栗
本

鋤
雲

〉

鉛
筆

紀
聞

「
昼

間
は

巡
邏

の
も

の
怠

り
よ

り
起

る
こ

と
な

れ
ば

大
に

軽
重

あ
り

」

巡
洋

艦
な

し
一

種
裝

備
較

大
口

徑
火

炮
和

較
厚

裝
甲

，
主

要
在

遠
洋

活
動

的
大

型
軍

艦
。

未
収

録

（
18

89
）

「
東

報
彚
譯

　
日

本
海

軍
省

艦
政

局
此

次
着

橫
須

賀
造

船
廠

製
造

三
千

噸
巡

洋
艦

」
（

18
95

）
「

東
報

譯
登

　
日

本
某

日
報

紀

（
略

）
容

一
萬

二
千

九
百

噸
,皆

係
巡

洋
艦

,
已

由
本

國
出

口
矣

」

顏
惠

慶
19

08

Cr
ui

se
r

An
 a

rm
ed

 sh
ip

 th
at

 sa
ils

 to
 a

nd
 fr

o 
fo

r 
ca

pt
ur

in
g 

an
 e

ne
m

y'
s s

hi
ps

, 巡
洋

艦
, 巡

船
; a

s,
 a

 to
rp

ed
o 

cr
ui

se
r, 
魚

雷
巡

洋
艦

速
力

が
速

く
、

戦
艦

に
準

ず
る

戦
闘

能
力

を
備

え
た

軍
艦

。

浮
城

物
語

（
18

90
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

一
六

「
彼

れ
を

『
ク

ル
イ

ザ
ー

』
形

（
巡

洋
艦

）
と

称
す

。
即

ち
、

軍
艦

中
の

軽
快

な
る

も
の

な
り

」

訓
練

唐
『

白
氏

長
慶

集
』

「
此

皆
卿

訓
練

所
加

，
指

麾
有

素
，

永
言

明
効

，
實

屬
深

懐
」

①
教

授
並

使
之

操
練

，
以

掌
握

軍
事

紀
律

和
技

能
。

②
泛

指
教

授
並

使
之

練
習

某
種

技
能

，
掌

握
某

種
本

領
或

知
識

。

指
教

練
兵

士
。

 唐
 張

九
齡

曲
江

集
八

勑
河

西
節

度
牛

仙
客

書
：

“頃
聞

訓
練

士
馬

，
蓄

積
軍

儲
，

資
用

有
餘

，
動

不
無

備
。

”杜
甫

杜
工

部
草

堂
詩

箋
二

一
奉

寄
章

十
侍

御
…

…
：

“
指

麾
能

事
迴

天
地

，
訓

練
強

兵
動

鬼
神

。
”

今
泛

指
培

訓
鍛

煉
。

（
18

72
）

「
於

訓
練

巡
防

諸
事

宜
矢

愼
」

馬
禮

遜
18

23
EX

ER
CI

SE
。

So
ld

ie
rs

 n
ot

 e
xp

er
t i

n 
th

ei
r 

ex
er

ci
se

 訓
練

不
精

(1
)教

え
こ

ん
で

慣
れ

さ
せ

る
こ

と
。

特
に

、
習

慣
や

能
力

、
技

能
な

ど
を

体
得

さ
せ

発
展

さ
せ

る
組

織
的

な
教

育
の

活
動

を
い

う
。

(2
)軍

隊
や

工
場

な
ど

で
の

実
地

教

育
の

総
称

。
ま

た
、

軍
事

教
練

な
ど

の
類

。

音
訓

新
聞

字
引

（
18

76
）

〈
萩

原
乙

彦
〉

「
訓

練
 ク

ン
レ

ン
 オ

シ
ヘ

ナ

ラ
ス

」
思

出
の

記
（

19
00

〜
01

）
〈

徳
富

蘆

花
〉

五
・

九
「

吾
を

教
育

し
訓

練
し

啓
発

し
て

行
く

大
智

大
能

の
鞭

の
影

が
鮮

や
か

に
よ

ま
れ

る
」

訓
令

宋
『

宋
高

僧
傳

』
「

服
父

訓
令

，
秉

筆
便

畫
」

①
命

令
告

諭
。

②
舊

指
上

級
對

下
屬

機
関

有
所

曉
諭

或
差

委
時

所
用

的
公

文
。

未
収

録

（
18

89
）

「
東

報
彚

譯
（

略
）

現
在

陸
軍

大
臣

特
下

訓
令

,今
後

各
軍

准
聘

意
大

利
國

人
到

來
教

授
,以

杜
猜

忌
」

衛
三

畏
18

44

In
st

ru
ct

. T
o 

di
re

ct
, 指

示
, 指

揮
; t

o 
fu

rn
ish

 
w

ith
 o

rd
er

s o
r i

ns
tr

uc
tio

ns
, 與

以
命

令
或

訓
言

; t
o 

in
fo

rm
, 訓

令
; t

o 
or

de
r, 
吩

咐
, 囑

咐
; t

o 
co

m
m

an
d,

 命
, 命

令
; a

s,
 sh

e,
 b

ei
ng

 
be

fo
re

 in
st

ru
ct

ed
 o

f h
er

 m
ot

he
r, 

sa
id

, 女
爲

母
所

囑
卽

曰

①
訓

示
し

て
命

令
す

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
命

令
。

②
上

級
官

庁
が

下
級

官
庁

に
対

し
、

職
務

上
の

事
項

に
つ

い
て

、
こ

れ
を

指
揮

・
監

督
す

る
た

め
に

発
す

る
命

令
。

③
軍

隊
で

、
達

成
す

べ
き

目
的

の
み

命
令

し
、

手
段

は
命

を
受

け
る

も
の

に
一

任
す

る
命

令
の

形
式

。

中
外

商
業

新
報

‐
明

治
二

三
年

（
18

90
）

二
月

二
一

日
「

今
や

内
務

大
臣

訓
令

の
次

第
も

あ
り

」
各

省
官

制
通

則
（

明
治

二
六

年
）

（
18

93
）

五
条

「
各

省
大

臣
は

主
任

の
事

務
に

付
警

視
総

監
、

北
海

道
庁

長
官

、
府

県
知

事
に

指
令

又
は

訓
令

を
下

す
こ

と
を

得
」

訓
示

宋
『

資
治

通
鑒

』
「

躬
行

節
儉

，
以

訓
示

子
孫

」
訓

導
指

示
。

後
多

指
上

級
對

下
屬

或
長

輩
對

晚
輩

的
指

示
。

未
収

録
（

18
72

）
「

伏
乞

皇
太

后
皇

上
聖

鑒
訓

示

施
行

」

衛
三

畏
18

44
DI

RE
CT

IO
N

S。
訓

示

教
え

示
す

こ
と

。
ま

た
、

教
え

示
す

事
柄

。
特

に
、

上
位

の
者

が
下

位
の

者
に

対
し

て
示

す
、

執
務

上
の

指
示

や
心

得
。

ま
た

、
そ

の
言

葉
。

台
記

‐
保

延
二

年
（

11
36

）
一

〇
月

一
一

日
「

少
歩

入
之

時
、

知
信

、
可

令
垂

下
襲

尻
行

由
を

訓
示

也
」

少
年

行
（

19
07

）
〈

中
村

星
湖

〉
一

六
「

講
堂

で
校

長
代

理
の

一
場

の
訓

示
が

あ
っ

た
後

」

掩
堡

明
『

國
朝

列
卿

紀
』

「
廖

懼
濳

通
親

黨
四

百
餘

，
掩

堡
不

備
，

夜
奪

之

堡
」

未
収

録
未

収
録

（
19

05
）

「
卽

沿
此

高
地

脈
,各

處
施

行
堡

壘
掩

堡
等

各
種

防
禦

工
事

」
未

収
録

「
え

ん
ご

う
（

掩
壕

）
」

に
同

じ
（

守
備

の
兵

員
を

敵
弾

か
ら

守
る

た
め

、
穴

を
掘

り
、

土
を

敵
に

面
し

た
ほ

う
に

積
み

上
げ

た
壕

。
）

風
俗

画
報

‐
五

四
号

（
18

93
）

陸
軍

特
別

大
演

習
之

記
「

畠
地

の
間

に
掩

堡
（

エ
ン

ホ
ウ

）
を

急
造

し
て

、
陣

地
を

鞏
固

に
し

」

81



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

掩
蔽

漢
『

礼
記

』
「

是
察

阿
党

，
則

罪
無

有
掩

蔽
」

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
白

虹
春

見
，

掩
蔽

日
曜

」

①
遮

蔽
。

②
指

遮
蔽

之
物

或
地

方
。

③
蒙

蔽
；

隱
瞞

。
④

引
申

爲
袒

護
。

未
収

録
（

18
74

）
「

且
願

秉
明

上
司

又
加

刑
,以

掩

蔽
下

官
之

有
過

」

衛
三

畏
18

44
SH

EL
TE

R
SH

EL
TE

R,
to

,庇
禦

、
避

、
掩

蔽

①
お

お
い

か
く

す
こ

と
。

か
く

し
て

わ
か

ら
な

く
す

る
こ

と
。

「
掩

蔽
地

」
：

敵
の

展
望

を
さ

え
ぎ

る
立

木
や

岩
石

な
ど

の
地

物
（

ち
ぶ

つ
）

が
多

く
、

味
方

を
保

護
す

る
の

に
有

利
な

土
地

。
②

月
が

天
球

上
を

動
い

て
い

る
間

に
、

惑
星

や
恒

星
を

隠
す

現
象

。
星

食
。

太
平

記
（

14
Ｃ

後
）

二
四

・
依

山
門

嗷
訴

公
卿

僉
議

事
「

本
寺

本
山

之
威

光
、

白
日

空
被

掩
蔽

」
明

六
雑

誌
‐

一
三

号
（

18
74

）
米

国

政
教

〈
加

藤
弘

之
〉

「
自

己
の

罪
犯

を
掩

蔽
す

る
具

と
為

さ
ん

と
欲

す
る

が
如

き
は

決
し

て
許

さ
ざ

る
所

な
り

」

掩
蓋

春
秋

戦
国

『
荀

子
』

「
我

今
將

脩
飾

之
，

拊
循

之
，

掩
蓋

之
於

府
庫

」

晋
『

後
漢

紀
』

「
三

主
崩

沒
，

臣
子

掩
蓋

，
日

不
移

晷
，

旋
受

大
禍

」
明

『
新

列
国

志
』

「
軍

士
於

寨
內
暗

暗

將
竈

土
盡

皆
削

平
，

井
用

木
板

掩

蓋
」

明
『

儼
山

集
』

「
若

被
之

土
石

草
木

掩
蓋

之
，

而
已

其
有

不
跳

踉
而

投
擲

者
乎

」

①
收

藏
。

②
隱

瞞
。

③
遮

蓋
。

④
掩

埋
。

未
収

録

（
18

72
）

「
該

宅
伺

以
處

此
嗣

得
互

相
掩

蓋
之

法
」

（
18

78
）

「
意

在
串

供
移

抵
,卽

如
所

供
刼

去
之

賍
亦

必
爲

之
掩

蓋
」

麥
都

思
18

48

1：
TO

 C
O

VE
R

蓋
、

蓋
着

、
覆

、
遮

蓋
、

遮
蔽

、
罩

、
揜

、
盦

、
掩

蓋
、

掩
蔽

、
䔽

、
掞

、
𣥣𣥣

、

弇
、

奄
、

庰
、

宇
、

盍
、

苫
蓋

2：
TO

 S
CR

EE
N

掩
、

隱
、

遮
蔽

、
遮

掩
、

遮
着

、
𥶋𥶋

、
𥴨𥴨

、

揞
、

弇
、

蓋
、

彌
、

庇
、

蔽
、

蔽
當

、
掩

蓋
、

蔭
翳

、
翳

薈
、

遮
閑

、
闌

、
揂

、

搒
、

摢
、

撽
、

㩔
、

攔
、

遮
攩

、
庡

、
嗻

、

㙴
、

屏
、

庰
、

廕

物
の

上
に

か
ぶ

せ
る

覆
い

。
特

に
軍

隊
で

、
敵

弾
防

御
の

た
め

、
塹

壕
（

ざ
ん

ご
う

）
な

ど
の

上
を

覆
っ

た
も

の
を

い
う

。

官
報

‐
明

治
三

七
年

（
19

04
）

五
月

二
九

日
「

歩
兵

を
二

段
若

く
は

三
段

に
銃

眼
と

掩
蓋

を
有

す
る

散
兵

壕
を

配
備

し
」

肉
弾

（
19

06
）

〈
桜

井
忠

温
〉

一
八

「
榴

弾
を

爆
発

せ
し

め
て

、
敵

塁
の

掩
蓋

（
エ

ン
ガ

イ
）

を
砕

破
せ

な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
」

掩
壕

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

32
）

「
日

軍
不

斷
運

來
（

略
）

昨
午

又
載

來
開

掘
戰

壕
,布

置
防

禦
用

之
大

宗
軍

用
器

具
,以

及
掩

壕
鋼

板
等

」

（
19

34
）

「
突

繫
隊

在
掩

壕
内

,被
敵

人
投

入
手

溜
彈

」

赫
美

玲
官

話
19

16
Ca

se
m

at
e

待
避

掩
壕

守
備

の
兵

員
を

敵
弾

か
ら

守
る

た
め

、
穴

を
掘

り
、

土
を

敵
に

面
し

た
ほ

う
に

積
み

上
げ

た
壕

。

堕
落

論
（

19
46

）
〈

坂
口

安
吾

〉

「
屋

上
の

高
射

砲
陣

地
す

ら
も

掩
壕

（
エ

ン
ガ

ウ
）

に
隠

れ
て

人
影

は
な

く
」

掩
護

宋
『

續
資

治
通

鑒
長

編
』

「
彦

博
力

爲
掩

護
，

竟
以

幸
免

」

①
保

護
起

來
不

使
人

知
；

庇
護

。
②

指
袒

護
。

③
遮

蓋
。

④
對

敵
采

取
警

戒
、

牽
制

、
壓

制
等

手
段

，
保

障
己

方
部

隊
或

人
員

行
動

安
全

。

未
収

録

（
18

75
）

「
且

經
公

堂
懲

辦
盡

人
皆

知
,自

亦
不

必
代

爲
掩

䕶
」

（
19

06
）

「
溝

壘
爲

兩
軍

鏖
戰

時
掩

護
之

准
備

」

顏
惠

慶
19

08

Co
ve

r
To

 sh
el

te
r, 
掩

護
, 庇

護

pr
ot

ec
tio

n,
 庇

護
, 掩

護

味
方

の
行

動
や

施
設

な
ど

を
敵

の
攻

撃
か

ら
守

る
こ

と
。

転
じ

て
、

当
事

者
で

な
い

者
が

外
か

ら
援

助
す

る
こ

と
。

援
護

。

そ
れ

か
ら

（
19

09
）

〈
夏

目
漱

石
〉

一
四

「
酔

と
云

ふ
牆

壁
を

築
い

て
、

其
掩

護
に

乗
じ

て
、

自
己

を
大

胆
に

す
る

の
は

」

掩
撃

宋
『

敕
書

獎
諭

記
』

「
臣

既
陰

布
耳

目
，

察
其

所
在

，
又

預
募

將
兵

以
備

掩
擊

」
襲

撃
；

衝
殺

。
未

収
録

（
18

87
）

「
鄭

運
拔

等
率

眾
掩

擊
,退

距
龍

王
池

」
未

収
録

小
部

隊
で

、
敵

の
不

意
を

襲
い

討
つ

こ
と

。
ふ

い
う

ち
。

掩
襲

（
え

ん
し

ゅ
う

）
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
七

・
徳

川
氏

前
記

「
幸

村
曰

、
敵

新
和

而
懈

備
。

宜
掩

撃
之

」
玉

石
志

林
（

18
61

〜
64

）
二

「
メ

デ

ア
の

戦
に

、
バ

ヨ
ネ

ッ
ト

槍
を

用
て

掩
撃

を
行

ふ
時

」

掩
体

南
北

朝
『

水
經

注
』

「
夷

皆
裸

身
，

男
以

竹
筒

掩
體

，
女

以
樹

葉
蔽

形
」

明
『

致
富

奇
書

』
「

太
子

下
馬

入
民

舍
，

視
男

女
皆

衣
不

掩
體

」

①
遮

蔽
身

体
。

②
軍

事
上

個
體

用
的

掩
蔽

工
事

。
未

収
録

（
18

88
）

「
如

生
時

而
貧

益
甚

,蓬
首

垢
面

,
衣

不
掩

體
」

（
19

28
）

「
工

兵
構

築
機

關
槍

掩
體

」
未

収
録

射
撃

し
や

す
く

す
る

と
と

も
に

、
敵

弾
か

ら
射

手
を

守
る

た
め

の
 工

事
そ

の
他

の
諸

設
備

。

銃
後

（
19

13
）

〈
桜

井
忠

温
〉

一
一

「
訓

練
精

緻
に

し
て

勇
敢

な
る

敵
兵

は
、

か
か

る
最

後
の

時
期

に
至

る
ま

で
掩

体
（

エ
ン

タ
イ

）
に

占
拠

し
、

攻
者

の
銃

砲
弾

の
威

力
で

は
容

易
に

駆
逐

す
る

こ
と

が
出

来
ぬ

も
の

で
あ

る
」

演
習

宋
『

無
上

黄
籙

大
齋

立
成

儀
』

「
法

師
預

集
羽

流
，

登
壇

演
習

」

明
『

皇
明

名
臣

經
濟

録
』

「
毎

日
除

演
習

軍
馬

武
藝

外
，

仍
令

馬
步

官
軍

兼
習

陣
法

」

①
練

習
、

溫
習

使
熟

悉
。

②
按

照
設

想
方

案
進

行
實

地
訓

練
。

多
用

於
軍

事
方

面
。

事
先

練
習

使
熟

悉
。

元
 紀

君
祥

趙
氏

孤
兒

四
：

“適
才

孩
兒

往
教

塲
中

演
習

弓
馬

去
了

。
”明

 張
居

正
張

文
忠

集

三
請

定
面

奬
廉

能
儀

注
疏

三
：

“且
遠

方
外

吏
，

從
來

未
覩

朝
廷

之
禮

，
若

不
先

示
以

儀
節

，
使

之
演

習
，

恐
一

旦
震

怖
天

威
，

倉
皇

失
措

。
”

（
18

72
）

「
幷

令
强

壯
水

手
平

日
演

習
」

（
18

73
）

「
命

西
國

教
師

指
授

演
習

」

馬
禮

遜
18

23

PR
AC

TI
SE

Pr
ac

tis
e,

 o
r t

o 
ex

er
ci

se
 in

 th
e 

us
e 

of
 a

rm
s,

演
習

①
学

問
、

技
芸

な
ど

を
繰

り
返

し
て

習
う

こ
と

。
け

い
こ

。
練

習
。

②
軍

隊
で

、
実

戦
に

慣
れ

、
ま

た
、

平
素

訓
練

し
た

戦
闘

能
力

を
た

め
す

た
め

に
、

実
戦

の
状

況
を

想
定

し
て

行
な

う
、

軍
事

行
動

の
練

習
。

③
大

学
な

ど
の

授
業

方
法

の
一

つ
。

学
生

に
研

究
発

表
を

さ
せ

た
り

、
全

員
で

討
議

を
行

な
っ

た
り

す
る

も
の

。
ゼ

ミ
ナ

ー
ル

。
セ

ミ
ナ

ー
。

通
俗

赤
縄

奇
縁

（
17

61
）

二
・

四
回

「
街

に
出

、
斯

文
の

模
様

を
演

習
（

ヱ
ン

シ
ウ

〈
注

〉
ケ

イ
コ

）
し

」
将

来
之

日
本

（
18

86
）

〈
徳

富
蘇

峰
〉

六
「

演
習

の
為

と
し

て
は

奴
隷

を
襲

撃
せ

し
む

る
も

可
な

り
」

佯
攻

宋
『

虎
鈐

經
』

「
欲

敵
之

要
地

，
則

不
攻

，
而

佯
攻

其
鄰

」
虛

張
聲

勢
地

假
進

攻
。

未
収

録

（
18

95
）

「
乃

以
一

軍
與

之
佯

攻
城

池
,而

自
引

精
銳

弁
勇

,在
於

城
外

濠
溝

之
外
挖

通

隧
道

」

衛
禮

賢
19

11
Sc

he
in

an
gr

iff
fe

ig
ne

d 
at

ta
ck

,佯
攻

、
佯

擊
み

せ
か

け
の

攻
撃

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Fa

us
se

-a
tt

aq
ue

 
〈

略
〉

陽
攻

」

陽
動

春
秋

戰
國

『
子

華
子

』
「

南
方

陽
極

而
生

熱
，

熱
生

火
，

東
方

陽
動

以
散

而
生

風
，

風
生

木
」

唐
『

晋
書

』
「

故
陽

動
而

外
，

陰
靜

而
內
」

宋
『

易
象

意
言

』
「

非
謂

陽
動

爲
變

陰
動

爲
化

也
」

宋
『

石
堂

先
生

遺
集

』
「

陽
動

陰
静

合
一

」

未
収

録
未

収
録

（
18

75
）

「
陽

動
陰

靜
夫

倡
婦

隨
是

固
一

定
之

經
也

」
（

19
16

）
「

今
之

湘
黨

人
又

突
然

襲
擊

軍

民
,兩

署
聲

勢
洶

洶
,此

所
謂

陽
動

也
」

（
19

39
）

「
現

除
以

一
部

向
我

佯
動

外
,似

無
向

我
進

犯
之

力
量

」

未
収

録
敵

の
注

意
を

そ
ら

す
た

め
に

、
わ

ざ
と

目
立

つ
よ

う
に

本
来

の
目

的
と

は
違

っ
た

動
き

を
す

る
こ

と
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Dé

m
on

st
ra

tio
n 

〈
略

〉
陽

動
」

古
代

語
に

お
い

て
、

易
の

用
語

と
し

て
多

用
し

て
い

て
。

積
極

的
・

能
動

的
な

も
の

の
意

味
が

あ
る

と
思

わ
れ

る
が

、
「

陽
動

作
戦

」
の

意
味

と
は

無
関

係
で

あ
ろ

う
。

82



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

揚
陸

な
し

未
収

録
未

収
録

な
し

未
収

録

(1
)船

の
積

荷
を

陸
上

に
揚

げ
る

こ

と
。

り
く

あ
げ

。
(2

)人
が

船
か

ら
陸

地
に

上
が

る
こ

と
。

上
陸

。

捕
影

問
答

（
18

07
～

08
）

前
「

四
人

端
舟

に
て

乗
組

、
釜

山
浦

近
所

、
牛

岩
浦

と
申

所
の

近
所

、
出

崎
へ

乗
付

、
致

揚
陸

」
海

に
生

く
る

人
々

（
19

26
）

〈
葉

山

嘉
樹

〉
二

六
「

水
夫

達
は

ボ
イ

ラ
ー

揚
陸

の
準

備
前

に
、

朝
食

を
す

る
た

め
に

、
お

も
て

へ
帰

っ
て

来
た

」

仰
角

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

09
）

「
測

得
塔

頂
仰

角
十

五
度

,又
向

湖
面

,測
得

塔
頂

反
射

影
之

俯
角

三
十

度
」

（
19

30
）

「
除

前
電

所
報

外
,尙

包
含

下
列

諸
項

（
一

）
提

高
主

力
艦

備
砲

之
仰

角
」

顏
惠

慶
19

08

El
ev

at
io

n
 T

he
 a

ng
le

 w
hi

ch
 th

e 
lin

e 
of

 d
ire

ct
io

n 
m

ak
es

 w
ith

 th
e 

pl
an

e 
of

 th
e 

ho
riz

on
, 仰

角
, 仰

視
角

(向
線

與
地

平
面

所
成

之
角

)

目
の

高
さ

よ
り

上
に

あ
る

地
点

や
物

体
と

目
と

を
結

ん
だ

直
線

と
、

水
平

線
と

の
成

す
角

。
見

上
げ

て
で

き
る

と
こ

ろ
か

ら
い

う
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
An

gl
e 

d’
él

év
at

io
n 

ou
 

de
 ti

r 〈
略

〉
仰

角
」

要
撃

漢
『

漢
書

』
「

匈
奴

使
右

大
都

尉
與

衛
律

將
五

千
騎

，
要

擊
漢

軍
於

夫
羊

句
山

」
攔

擊
；

截
擊

。

阻
擊

，
截

擊
。

 左
傳

襄
三

年
：

“以
侵
吳

，
吳

人
要

而

擊
之

。
”漢

書
九

四
上

匈
奴

傳
：

“匈
奴

使
右

大
都

尉
與

衛
律

將
五

千
騎

要
擊

漢
軍

於
夫

羊
 句

山
狹

。
”

（
18

74
）

「
然

水
戰

不
足

,陸
戰

有
餘

,我
苟

能
堅

持
各

口
,俟

其
來

而
要

擊
之

」
未

収
録

（
「

要
」

は
待

ち
伏

せ
る

の
意

）
待

ち
伏

せ
し

て
攻

撃
す

る
こ

と
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
・

源
氏

前
記

「
将

門
要

撃
之

信
濃

」
坊

っ
ち

ゃ
ん

（
19

06
）

〈
夏

目
漱

石
〉

一
一

「
お

れ
と

山
嵐

は
二

人
の

帰
路

を
要

撃
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」

要
塞

漢
『

礼
記

』
「

固
封

疆
，

備
辺

竟
，

完
要

塞
」

明
『

韜
略

世
法

存
』

「
津

梁
未

發
，

要
塞

未
修

，
城

險
未

設
」

軍
事

上
的

険
要

処
、

防
御

重
地

。

形
勢

險
要

處
的

設
防

要
地

。

禮
 月

令
孟

冬
之

月
：

“備
邊

竟
，

完
要

塞
。

”注
：

“要
塞

，
邊

城
要

害
處

也
。

”尉
繚

子
 攻

權
：

“津
梁

未
發

，
要

塞
未

修
，

城
險

未
設

，
渠

答
未

張
，

則
雖

有
城

無
守

矣
。

”

（
18

93
）

「
卽

日
赴

門
司

逹
馬

,關
巡

閲
各

要
塞

砲
兵

營
」

赫
美

玲
官

話
19

16

 1
：

Ar
til

le
ry

G
ar

ris
on

～
,要

塞
砲

隊

2：
Fo

rt
re

ss
～

gu
n,
要

塞
砲

3：
G

un
Fo

rt
re

ss
～

,要
塞

砲

4：
G

ar
ris

on
～

ar
til

le
ry

,要
塞

砲
隊

①
国

境
な

ど
で

、
攻

守
に

好
都

合
の

地
に

設
け

ら
れ

た
と

り
で

。
②

国
防

上
重

要
な

場
所

に
設

け
ら

れ
た

軍
事

的
な

防
備

施
設

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Pl

ac
e 
〈

略
〉

要
塞

」

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
〇

「
隙

を
窺

て
斉

境
に

侵
入

し
、

各
地

の
要

砦
を

抜
て

以
て

大
軍

進
入

の
路

を
作

る
べ

し
と

」

薬
包

明
『

兵
録

』
「

只
對

包
藥

所
縳

處

燃
，

外
線

入
藥

包
，

藥
包

自
燃

」
未

収
録

未
収

録
（

18
79

）
「

挂
麫

乘
間

將
藥

包
暗

給
嘱

令

下
手

」
未

収
録

①
薬

の
つ

つ
み

。
粉

薬
を

紙
に

包
ん

だ
も

の
。

②
円

筒
形

の
紙

包
み

に
し

た
爆

薬
。

③
薬

嚢
に

納
め

た
火

薬
。

火
砲

用
の

発
射

薬
を

適
量

に
分

け
て

包
ん

だ
も

の
。

明
六

雑
誌

‐
三

九
号

（
18

75
）

人
世

三
宝

説
二

〈
西

周
〉

「
途

に
一

人
の

病
者

に
逢

ひ
其

平
素

蓄
ふ

る
所

の
懐

裏
の

薬
包

を
採

り
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ca

rt
ou

ch
e 
〈

略
〉

薬

包
」

野
堡

明
『

魯
文

恪
公

文
集

』
「

野
堡

明
弓

刀
，

風
船

泓
笳

鼓
」

未
収

録
未

収
録

（
19

24
）

「
陝

西
連

年
以

來
,軍

隊
擴

張
,甚

至
山

谷
野

堡
,無

處
無

兵
」

商
務

書
館

19
13

Fi
el

d-
w

or
ks

壘
、

營
障

、
野

堡
野

戦
に

お
い

て
、

敵
の

接
近

を
防

ぐ
歩

兵
用

の
堅

固
な

建
造

物
。

慶
応

再
版

英
和

対
訳

辞
書

（
18

67
）

「
Re

do
ub

t 野
堡

」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
O

uv
ra

ge
 d

e 
ca

m
pa

gn
e 

〈
略

〉
野

堡
」

野
砲

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

82
）

「
彚
譯

東
報

（
略

）
陸

軍
省

特
派

太
田

遊
擊
前

赴
大

坂
兵

工
廠

,督
造

山
野

砲
數

十
門

,以
便

應
用

」
（

18
84

）
「

東
瀛

近
事

　
日

報
譯

西
報

云
（

略
）

又
部

師
納

船
,現

裝
野

炮
二

門
,陸

砲
八

十
門

,砲
兵

一
百

六
十

名
」

顏
惠

慶
19

08

Fi
el

d-
pi

ec
e

A 
sm

al
l c

an
no

n 
m

ou
nt

ed
 o

n 
a 

lig
ht

 
ca

rr
ia

ge
 a

nd
 d

ra
w

n 
by

 h
or

se
s,

 過
山

礮
, 野

砲
, 輕

砲

野
戦

砲
の

一
種

。
師

団
の

編
制

内
で

歩
兵

支
援

用
に

用
い

ら
れ

る
口

径
七

五
な

い
し

一
〇

五
ミ

リ
メ

ー
ト

ル
の

榴
弾

砲
。

砲
兵

の
標

準
主

力
火

砲
。

風
俗

画
報

‐
五

四
号

（
18

93
）

陸
軍

特
別

大
演

習
之

記
「

南
軍

機
を

見
て

野
砲

（
ヤ

ホ
ウ

）
山

砲
に

命
じ

透
間

も
あ

ら
せ

ず
つ

る
べ

放
て

ば
」

野
営

唐
『

杜
詩

鏡
銓

』
「

戰
場

冤
魂

每
夜

哭
，

空
令

野
營

猛
士

悲
」

①
在

野
外

住
宿

的
營

帳
。

②
到

野
外

搭
了

營
帳

住
宿

。
③

指
在

野
外

行
軍

住
宿

以
進

行
軍

事
訓

練
。

未
収

録
（

19
03

）
「

次
曰

參
謀

本
部

,專
司

編
制

軍

隊
及

演
習

野
營

築
壘

軍
器

戰
馬

論
功

行
賞

諸
事

」

商
務

書
館

19
13

Bi
vo

ua
c

全
軍

防
守

者
、

野
營

、
露

營
野

外
に

宿
営

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

陣
営

。
露

営
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ca

m
p 
〈

略
〉

野
営

」

万
朝

報
‐

明
治

三
七

年
（

19
04

）
一

二
月

一
日

「
選

者
曰

く
、

之
を

一
吟

す
れ

ば
満

洲
に

野
営

す
る

勇
士

の
風

貌
眼

前
に

浮
ぶ

が
如

き
を

覚
ゆ

」

野
戦

春
秋

戦
国

『
管

子
』

「
野

戰
不

能
制

敵
，

侵
伐

不
能

威
四

鄰
，

而
求

國
之

重
，

不
可

得
也

」

元
『

宋
史

』
「

爾
勇

智
才

藝
，

古
良

將
不

能
過

；
然

好
野

戰
，

非
萬

全

計
」

明
『

國
朝

列
卿

紀
』

「
慷


好

野

戰
，

不
拘

陣
略

，
一

切
裁

决
自

將
」

①
交

戰
於

曠
野

。
②

不
按

常
法

作
戰

。
③

喻
不

按
棋

譜
對

弈
。

㊀
交

戰
於

曠
野

。
 墨

子
 兼

愛
中

：
“今

諸
侯

獨
知

愛
其

國
，

不
愛

人
之

國
，

…
…

是
故

諸
侯

不
相

愛
，

則
必

野
戰

。
”

㊁
不

依
常

法
作

戰
。

 
宋

史
三

六
五

岳
飛

傳
：

“
（

宗
澤

）
曰

：
‘

爾
勇

智
才

藝
，

古
良

將
不

能
過

，
然

好
野

戰
，

非
萬

全
計

。
’

因
授

以
陣

圖
 
”

（
18

81
）

「
奮

勇
野

戰
而

不
自

審
量

」
馬

禮
遜

18
23

SE
A-

FI
G

HT
。

To
 fi

gh
t i

n 
th

e 
fie

ld
 is

 
co

m
pa

ra
tiv

el
y 

ea
sy

; a
 se

a-
fig

ht
 is

 m
or

e 
di

ffi
cu

lt 
野

戰
尚

易
水

戰
尤

難

①
平

野
で

戦
う

こ
と

。
山

野
で

の
戦

闘
。

ま
た

、
攻

城
戦

、
市

街
戦

、
要

塞
戦

以
外

の
陸

上
戦

。
②

戦
地

。
戦

場
。

特
に

大
陸

の
戦

場
。

玉
葉

‐
文

治
四

年
（

11
88

）
二

月
一

四
日

「
彼

義
顕

偸
赴

奥
州

、
先

日
之

毀
符

、
称

当
時

之
勅

命
、

相
語

辺
民

、
欲

企
野

戦
」

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
「

斯
国

の
大

軍
に

対
し

野
戦

を
以

て
之

に
当

る
は

固
よ

り
斉

人
の

能
く

す
可

き
所

に
あ

ら
ず

」

83



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

曳
火

弾
な

し
未

収
録

未
収

録
（

19
40

）
「

復
遭

英
機

曳
火

彈
射

中
,致

火

勢
蔓

延
益

熾
」

未
収

録
弾

底
か

ら
火

を
放

ち
な

が
ら

飛
び

、
弾

道
が

わ
か

る
よ

う
に

し
た

砲
弾

。

風
俗

画
報

‐
二

八
九

号
（

19
04

）
第

一
軍

の
活

動
「

敵
の

砲
兵

は
発

射
速

度
大

に
し

て
其

曳
火

弾
は

確
実

に
七

千
五

百
米

突
以

上
に

達
す

」

夜
襲

漢
『

史
記

』
「

父
令

夜
襲

，
取

臨
濟

攻
壽

張
」

夜
間

襲
擊

。
未

収
録

（
18

73
）

「
或

夜
襲

賊
寨

不
克

,彼
戕

」
顏

惠
慶

19
08

Ca
m

isa
de

、
Ca

m
isa

do
 A

n 
at

ta
ck

 b
y 

su
rp

ris
e,

 a
t n

ig
ht

, 暗
攻

, 乘
夜

襲

夜
、

敵
を

襲
う

こ
と

。
夜

間
の

奇
襲

攻
撃

。

新
令

字
解

（
18

68
）

〈
荻

田
嘯

〉

「
夜

襲
 ヤ

シ
ウ

 ヨ
ウ

チ
」

社
会

百
面

相
（

19
02

）
〈

内
田

魯

庵
〉

台
湾

土
産

・
八

「
今

晩
小

生
方

へ
夜

襲
有

之
候

や
う

偵
知

致
し

候
に

就
き

」

夜
戦

春
秋

戦
国

『
孫

子
』

「
故

夜
戰

多
火

皷
，

昼
戦

多
旌

旗
」

夜
間

進
行

的
戰

闘
。

未
収

録
（

18
77

）
「

土
俄

夜
戰

詳
紀

」
赫

美
玲

官
話

19
16

1：
N

ig
ht

～
 o

pe
ra

tio
ns

,夜
戰

2：
O

pe
ra

tio
n

N
ig

ht
 ～

	夜
戰

夜
間

戦
う

こ
と

。
夜

の
戦

闘
。

よ
い

く
さ

。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
夜

戦
 ヤ

セ
ン

 ヨ
ル

タ
タ

カ
フ

」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
染

崎
延

房
〉

一
二

・
一

「
殊

に
夜

戦
（

ヤ
セ

ン
）

の
事

な
れ

ば
官

兵
漸

次
に

打
破

ら
れ

」

儀
仗

唐
『

晋
書

』
「

儀
仗

生
華

如
蓮

華
」

指
用

於
儀

衛
或

賽
會

的
武

器
、

旗
幟

、
傘

、
扇

等
。

儀
衛

的
兵

仗
。

 晉
書

 五
行

志
上

：
“王

敦
在

武
昌

，
鈴

下
儀

仗
生

華
如

蓮
華

。
”

（
18

72
）

「
瞥

見
向

置
儀

仗
多

半
紅

綠
,始

知
為

關
聖

帝
君

大
顯

」

衛
三

畏
18

44
PR

O
CE

SS
IO

N
儀

仗
、

執
事

①
夫

役
（

ぶ
や

く
）

に
つ

く
こ

と
。

転
じ

て
、

召
し

使
わ

れ
る

こ
と

。
仕

事
に

つ
く

こ
と

。
②

旧
兵

役
法

で
兵

役
に

服
す

る
こ

と
。

③
刑

務
所

で
懲

役
の

労
役

に
従

う
こ

と
。

令
義

解
（

83
3）

職
員

・
兵

部
省

条

「
兵

器
。

儀
仗

。
〈

謂
。

用
之

征
伐

曰
兵

器
。

用
之

礼
容

曰
儀

仗
也

〉
」

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

二
・

三
七

「
壱

丁
堡

（
エ

デ
ン

ボ
ル

ク
）

の
裁

判
所

に
て

見
た

る
、

裁
判

官
の

儀
飾

、
及

び
髢

（
か

つ
ら

）
と

、
此

に
て

見
た

る
、

市
尹

（
し

い
ん

）
の

儀
仗

な
ど

、
み

な
古

き
よ

り
伝

は
る

、
礼

儀
の

も
の

と
見

へ
た

り
」

伊
藤

特
派

全
権

大
使

復
命

書
附

属
書

類
（

18
85

）
天

津
談

判
筆

記
・

四

「
且

つ
該

新
聞

紙
は

当
時

国
王

の
儀

仗
途

次
の

実
況

を
報

道
す

る
こ

と
甚

た
詳

な
り

」

義
勇

漢
『

漢
書

』
「

策
慮

愊
億

，
義

勇
奮

發
」

①
見

義
勇

爲
的

精
神

。
②

指
義

勇
的

人
。

③
南

北
朝

時
州

郡
鄉

里
自

募
的

兵
。

④
指

爲
抗

暴
而

自
願

組
織

的
武

裝
力

量
。

㊀
見

義
勇

爲
的

精
神

。
漢

書
七

十
陳

湯
傳

谷
永

上
疏

訟
湯

：
“策

慮
愊

億
，

義
勇

奮
發

。
”文

選
舊

題
漢

 李
少

卿
(陵

)答
蘇

武
書

：
“陵

先
將

軍
，

功
略

蓋
天

地
，

義
勇

冠
三

軍
。

”
㊁

民
兵

。
宋

 康
定

 慶
曆

年
間

，
登

記
河

北
 河

東
 陝

西
三

路
強

壯
之

民
，

三
丁

選

一
，

以
爲

鄉
弓

手
，

屯
戍

邊
境

，
是

爲
徵

調
義

勇
之

始
。

見
宋

史
 兵

志
四

。
參

見
“義

兵
㊁


”

（
18

73
）

「
公

急
集

紳
士

,募
得

沿
海

義
勇

千
」

麥
都

思
18

48

BR
AV

E
a 

br
av

e 
fe

llo
w

,義
勇

ve
ry

 b
ra

ve
,義

勇
已

極

①
正

義
と

勇
気

。
②

正
義

に
基

づ
い

て
発

す
る

勇
気

。
③

進
ん

で
国

や
主

君
の

た
め

、
力

を
尽

く
す

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

軍
勢

。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

一
三

・
四

「
或

は
尽

く
失

敗
喪

亡
に

至
る

と
難

ど
も

、
そ

の
義

勇
は

却
（

か
へ

っ
）

て
益

大
い

に
顕

（
あ

ら
）

は
れ

出
（

い
）

づ
る

事
な

り
」

応
戦

宋
『

虎
鈐

經
』

「
若

敵
先

來
，

不
可

應
戰

」
①

謂
迎

戰
來

敵
。

②
接

受
挑

戰
。

未
収

録
（

18
74

）
「

彼
國

示
戰

,於
我

而
我

國
顧

未

應
戰

者
,此

則
又

有
區

别
也

」

顏
惠

慶
19

08

W
al

ky
rs

A 
se

t o
f m

ai
de

ns
 w

ho
se

 b
us

in
es

s i
t w

as
 to

 
se

le
ct

 th
os

e 
w

ho
 w

er
e 

w
or

th
y 

to
 fa

ll 
in

 
ba

tt
le

, a
nd

 e
nt

er
 W

al
ha

lla
, 選

擇
應

戰
死

而
進

天
堂

之
士

卒
之

神
女

相
手

の
攻

撃
に

応
じ

て
戦

う
こ

と
。

敵
か

ら
い

ど
ま

れ
て

相
手

に
な

っ
て

争
う

こ
と

。

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
応

戦
 ヲ

ウ
セ

ン
 テ

キ
ニ

ヲ
ウ

ジ

タ
タ

カ
フ

」

迎
撃

漢
『

漢
書

』
「

大
怒

，
以

齊
兵

迎
擊

田
都

」
対

着
敵

人
来

的
方

向
攻

擊
。

未
収

録
（

18
72

）
「

適
會

捕
局

緝
盗

兵
輪

船
廵

海

遇
之

因
奮

力
迎

擊
」

翟
理

斯
19

12
 迎

敵
 o

r 迎
擊

,to
 e

nc
ou

nt
er

 in
 fi

gh
t

攻
め

て
来

る
相

手
を

迎
え

撃
つ

こ
と

。
要

撃
。

邀
撃

（
よ

う
げ

き
）

。

東
京

日
日

新
聞

‐
明

治
三

四
年

（
19

01
）

一
一

月
一

三
日

「
以

て
北

軍
を

迎
撃

（
ケ

イ
ゲ

キ
）

せ
ん

と
欲

し
」

迎
戦

漢
『

戦
国

策
注

』
「

願
渡

河
踰

漳
，

據
畨

吾
，

迎
戰

邯
鄲

之
下

」
朝

着
敵

人
来

的
方

向
上

前
去

作
戰

。
未

収
録

（
18

74
）

「
八

月
十

二
日

,城
䧟

,率
隊

迎
戰

,
力

竭
陣

亡
」

未
収

録
敵

を
迎

え
撃

っ
て

戦
う

こ
と

。

漢
語

字
類

（
18

69
）

〈
庄

原
謙

吉
〉

「
迎

戦
 ゲ

イ
セ

ン
 デ

カ
ケ

テ
タ

タ

カ
フ

」

営
倉

宋
『

新
唐

書
』

「
十

日
，

糧
進

營
倉

」
明

『
四

鎮
三

關
志

』
「

糧
二

百
八

十
七

石
，

米
豆

俱
猪

圈
頭

營
倉

收
貯

」

未
収

録
未

収
録

（
18

82
）

「
查

附
近

游
擊

衙
署

,右
側

舊
有

營
倉

一
所

,前
後

兩
進

一
廳

二
房

」
未

収
録

旧
軍

隊
で

、
罪

を
犯

し
た

軍
人

を
拘

禁
す

る
、

兵
営

内
の

建
物

。
ま

た
、

そ
こ

に
入

れ
ら

れ
る

罰
。

重
営

倉
と

軽
営

倉
と

が
あ

っ
た

。

葬
列

（
19

06
）

〈
石

川
啄

木
〉

「
軍

隊
な

ら
営

倉
ぢ

ゃ
」

中
国

古
代

語
は

文
字

通
り

「
軍

営
の

倉
庫

」
の

意
味

と
し

て
の

使
用

例
し

か
発

見
で

き
ず

、
「

牢
屋

」
の

意
味

は
含

ま
れ

て
い

な
い

と
思

わ
れ

る
。
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

営
舎

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
遂

焚
營

舍
，

燒
殺

吏
士

」
未

収
録

未
収

録
（

18
85

）
「

照
錄

日
高

和
約

條
（

略
）

第

五
欵

護
衞

日
公

使
舘

兵
弁

營
舍

附
近

擇
定

設
置

兵
員

若
干

」

未
収

録
兵

隊
な

ど
が

住
む

兵
営

の
建

物
。

兵
舎

。

風
俗

画
報

‐
一

七
五

号
（

18
98

）
永

楽
町

「
明

治
十

八
年

頃
ま

で
は

、
近

衛
騎

兵
、

歩
兵

第
三

聯
隊

の
営

舎
（

エ
イ

シ
ャ

）
等

あ
り

し
が

、
今

や
之

を
一

掃
し

去
り

て
悉

く
岩

崎
家

の
所

有
に

帰
せ

り
」

営
庭

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

15
）

「
日

使
旅

行
到

津
記

（
略

）
其

中
央

營
庭

駐
屯

之
步
兵

,歸
二

中
隊

丸
野

中
佐

指
揮

」
未

収
録

兵
営

内
の

広
場

。
衛

庭
。

一
兵

卒
の

銃
殺

（
19

17
）

〈
田

山
花

袋
〉

一
「

門
の

中
に

は
大

き
な

建
物

と
広

い
営

庭
と

が
見

え
た

」

用
兵

周
『

詩
序

』
「

衛
州

吁
用

兵
暴

亂
」

①
使

用
兵

器
。

②
調

兵
遣

將
，

指
揮

戰
爭

。
③

使
用

武
力

，
進

行
戰

爭
。

未
収

録
（

18
72

）
「

為
用

兵
之

利
器

,古
今

之
鉅

製

矣
」

顏
惠

慶
19

08

1：
St

ra
te

gy
 th

e 
sc

ie
nc

e 
or

 a
rt

 o
f c

om
bi

ni
ng

 a
nd

 
em

pl
oy

in
g 

m
ili

ta
ry

 re
so

ur
ce

s,
 o

r o
f m

an
œ

uv
rin

g 
an

 a
rm

y,
 韜

畧
, 軍

畧
, 兵

法
, 策

畧
, 

用
兵

學
2：

Ta
ct

ic
M

od
e 

of
 o

pe
ra

tio
n,

 戰
法

, 戰
術

, 用
兵

學
, 

兵
法

い
く

さ
で

兵
を

用
い

る
こ

と
。

軍
隊

を
動

か
し

て
い

く
さ

を
進

め
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

兵
力

の
使

い
方

。

三
村

晴
山

宛
佐

久
間

象
山

書
簡

‐
嘉

永
三

年
（

18
50

）
四

月
二

七
日

「
治

国
用

兵
の

事
等

」
西

洋
事

情
（

18
66

〜
70

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

初
・

一
「

君
将

も
用

兵
の

新
法

を
発

明
し

て
敵

に
勝

た
ん

と
欲

し
」

遊
弋

宋
『

宋
季

三
朝

政
要

』
「

游
弋

射

之
，

娛
禽
獸
狗
馬
之
玩
有
一
於
此
」

清
『

權
制

』
「

西
人

商
埠

莫
不

以
水

師
游

弋
，

爲
保

護
之

資
」

「
遊

弈
」

亦
作

“遊
弋

”。
猶

巡

邏
。

未
収

録

（
18

75
）

「
近

有
欄

路
搶

截
賊

犯
,三

五
成

群
,騎

馬
持

械
,在

布
勒

罕
河

一
帶

遊
弋

,居
無

定
所

,出
沒

靡
常

」

未
収

録

定
ま

っ
た

ル
ー

ト
を

も
た

ず
、

徘
徊

す
る

こ
と

。
特

に
、

軍
艦

が
、

徘
徊

・
航

行
し

て
、

敵
に

備
え

る
こ

と
。

佳
人

之
奇

遇
（

18
85

〜
97

）
〈

東
海

散
士

〉
一

一
「

英
国

を
し

て
灘

江
河

畔
に

遊
弋

し
て

専
横

の
猟

獲
者

た
ら

し
め

」

誘
致

漢
『

漢
書

』
「

將
三

十
萬

眾
屯

馬
邑

谷
中

，
誘

致
單

于
，

欲
襲

擊
之

」
引

誘
使

之
來

；
用

欺
詐

手
法

招
致

。
未

収
録

（
18

79
）

「
稱

客
民

搶
刧

,已
誘

致
劉

雲
渏

在
局

交
案

」

顏
惠

慶
19

08
Le

ad
to

 h
av

e 
a 

te
nd

en
cy

 to
, 誘

致

①
さ

そ
い

寄
せ

る
こ

と
。

招
き

寄
せ

る
こ

と
。

ま
た

、
企

業
な

ど
に

働
き

か
け

て
そ

の
土

地
へ

来
る

よ
う

に
し

む
け

る
こ

と
。

②
結

果
と

し
て

あ
る

事
態

を
ひ

き
起

こ
す

こ
と

。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
・

源
氏

前
記

「
我

兵
踵

上
大

戦
、

佯
郤

上
舟

、
以

誘
致

義
経

、
幾

獲
而

逸
之

」
日

本
風

景
論

（
18

94
）

〈
志

賀
重

昂
〉

三
「

其
の

浸
蝕

は
即

ち
岩

石
の

霉
敗

を
誘

致
し

」

迂
回

南
北

朝
『

南
齊

書
』

「
雖

存
巧

綺
，

終
致

迂
回

」

①
曲

折
回

旋
。

②
不

直
捷

；
牽

強
。

③
指

繞
向

敵
側

或
敵

後
進

攻
敵

人
。

回
旋

曲
折

。
 南

齊
書

 文
學

傳
史

臣
曰

：
“今

之
文

章
，

作
者

雖
衆

，
總

而
爲

論
，

略
有

三
體

。
一

則
啓

心
閑

繹
，

託
辭

華
曠

，
雖

存
巧

綺
，

終
致

迂
回

。
…
…

此
體

之
源

，
出

(謝
)靈

運
而

成
也

。
”又

作
 “
迂

迴
”。

 唐
 王

勃
王

子
安

集
六

還
冀

州
别

洛
下

知
己

序
：
“登

鄂
坂

而
迂

迴
，

入
邙

山
而

北
走

。
”

（
18

84
）

「
其

間
迂

廻
曲

折
,須

穿
過

徒
駭

等
河

九
道

」
（

18
99

）
「

如
此

迂
廻

繞
道

,且
使

運
費

加

昻
,是

誠
謬

論
」

麥
都

思
18

48

VA
G

U
E

蕩
蕩

、
迂

迴
、

迂
遠

、
越

、
靡

漫
、

週
遧

、
慌

惚
、

恍
、

𨑥𨑥
、

迂
、

茫

物
を

避
け

て
遠

回
り

す
る

こ
と

。
ま

た
、

回
り

道
に

な
っ

て
い

る
こ

と
。

史
記

抄
（

14
77

）
五

・
秦

始
皇

本
紀

「
回

辟
と

は
、

迂
回

邪
辟

な
ぞ

」
経

国
美

談
（

18
83

〜
84

）
〈

矢
野

龍

渓
〉

前
・

三
「

若
し

此
辺

に
迂

回
す

べ
き

道
あ

ら
ば

石
橋

を
避

く
る

に
如

か
ざ

る
べ

し
」

魚
雷

な
し

一
種

能
在

水
中

航
行

的
武

器
。

略
呈

圓
筒

狀
，

內
裝

引
信

、
炸

藥
、

燃
料

和
操

縱
裝

置
等

。
由

艦
艇

或
飛

機
發

射
、

投
擲

，
用

以
摧

毀
敵

方
艦

船
或

其
他

目
標

。

未
収

録
（

18
77

）
「

自
岸

上
握

舵
,使

魚
雷

自
走

,直
碰

於
敵

船
」

顏
惠

慶
19

08

. A
n 

en
gi

ne
, o

f t
he

 n
at

ur
e 

of
 e

ith
er

 a
 

st
at

io
na

ry
 o

r a
 lo

co
m

ot
iv

e 
bo

m
bs

he
ll,

 
in

ve
nt

ed
 fo

r t
he

 p
ur

po
se

 o
f b

lo
w

in
g 

up
 

sh
ip

pi
ng

, 魚
雷

, 水
雷

; a
s,

 a
 to

rp
ed

o 
bo

at
, 

魚
雷

艇
; t

or
pe

do
 c

at
ch

er
, 水

雷
驅

逐
艦

; 
to

rp
ed

o 
cr

ui
se

r, 
水

雷
巡

洋
艦

; t
or

pe
do

 
de

st
ro

ye
r, 
水

雷
驅

擊
艦

; t
or

pe
do

 g
un

bo
at

, 
水

雷
砲

艦
; t

or
pe

do
 g

un
ne

ry
 sh

ip
, 水

雷
習

練
艦

; t
or

pe
do

 g
un

 v
es

se
l, 
水

雷
砲

艦

「
ぎ

ょ
け

い
す

い
ら

い
（

魚
形

水
雷

）
」

の
略

。

新
し

き
用

語
の

泉
（

19
21

）
〈

小
林

花
眠

〉
「

魚
雷

（
ギ

ョ
ラ

イ
）

 魚
形

水
雷

の
略

。
魚

形
水

雷
発

射
器

に
よ

っ
て

発
射

せ
ら

れ
る

も
の

」

予
備

役
な

し
隨

時
准

備
根

據
國

家
需

要
應

徴
入

伍
的

兵
役

。
未

収
録

（
19

14
）

「
役

期
自

二
十

一
歲

起
到

四
十

五
歲

止
,在

伍
役

三
年

,第
一

豫
備

役
六

年
,第

二
預

備
役

九
年

,最
後

預
備

役
七

年
」

未
収

録

常
備

兵
役

の
う

ち
、

現
役

を
終

え
た

軍
人

が
一

定
期

間
服

す
る

兵
役

。
平

常
は

市
民

生
活

を
送

っ
て

い
る

が
、

非
常

時
お

よ
び

演
習

の
際

は
召

集
さ

れ
、

軍
務

に
服

す
る

。

徴
兵

令
（

明
治

二
二

年
）

（
18

89
）

三
条

「
常

備
兵

役
は

分
て

、
現

役
及

予
備

役
と

す
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

元
帥

周
『

春
秋

左
伝

』
「

子
為

元
帥

，
師

不
用

命
，

誰
之

罪
也

」
三

国
『

國
語

韋
氏

解
』

「
文

公
問

元
帥

於
趙

衰
」

①
主

帥
，

統
率

全
軍

的
首

領
。

②
官

稱
。

從
隋

唐
時

開
始

。
③

軍
銜

的
一

級
。

高
於

將
官

的
軍

官
。

全
軍

的
主

將
。

 左
傳

僖
二

七
年

：
“晉

作
三

軍
，

謀
元

帥
。

”國
語

 晉
四

：

“（
文

）
公

問
元

帥
於

趙

衰
，

對
曰

：
‘郤

縠
可

。
’”
韋

昭
注

：
“元

帥
，

上
卿

。
”當

時
元

帥
還

不
是

專
名

。
唐

代
設

立
天

下
兵

馬
元

帥
、

副
元

帥
和

行
軍

元
帥

，
元

帥
纔

成
爲

官
名

。
開

始
都

以
親

王
充

任
，

由
文

武
官

統
率

的
，

稱
總

管
。

參
閲

唐
六

典
五

兵
部

尚
書

、
唐

會
要

七
八

元
帥

。
後

來
，

資
望

高
深

的
武

臣
也

稱
元

帥
。

 唐
 杜

甫
杜

工
部

草
堂

詩
箋

二
四

八
哀

詩
 贈

司
空

王
公

思
禮

：
“偏

裨
無

所
施

，
元

帥
見

手
格

。
”元

代
在

各
行

省
置

都
元

帥
府

、
元

帥
府

，
前

者
秩

正
二

品
，

後
者

秩
正

三
品

，
職

位
比

前
代

降
低

。

（
18

72
）

「
攻

矛
刺

毆
僞

元
帥

於
馬

下
」

（
19

00
）

「
日

本
陸

軍
大

元
帥

會
同

陸
軍

大
臣

及
海

軍
大

元
帥

,召
集

廷
臣

,在
陸

軍
省

密
議

」
（

19
19

）
「

奉
廣

東
軍

政
府

孫
中

山
元

帥
,

委
充

爲
護

法
軍

第
一

路
總

司
令

」

馬
禮

遜
18

23
CO

M
M

AN
DE

R 
of

 tr
oo

ps
 元

帥

①
諸

将
の

統
率

者
。

全
軍

の
総

大
将

。
②

旧
日

本
軍

の
陸

海
軍

大
将

の
う

ち
、

元
帥

府
に

列
せ

ら
れ

た
も

の
に

対
し

て
の

称
号

。
外

国
で

は
、

陸
・

海
・

空
軍

の
最

高
の

階
級

で
、

大
将

の
上

に
位

す
る

も
の

。

職
原

鈔
（

13
40

）
下

「
外

武
官

〈
略

〉
大

将
、

謂
之

元
帥

」
西

国
立

志
編

（
18

70
〜

71
）

〈
中

村

正
直

訳
〉

一
・

一
九

「
法

国
の

歩
卒

は
、

元
帥

の
持

て
る

杖
を

、
衣

糧
袋

に
帯

べ
き

望
を

以
て

」
五

国
対

照
兵

語
字

書
（

18
81

）
〈

参

謀
本

部
〉

「
Co

nn
ét

ab
le

 〈
略

〉
元

帥
」

独
和

兵
語

辞
書

:
H
e
e
r
f
ü
h
r
e
r
司

令
長

官
、

大
将

、
首

将

援
兵

南
北

朝
『

十
六

国
春

秋
』

「
塞

其
運

道
，

絶
其

援
兵

」
增

援
部

隊
。

未
収

録
（

18
72

）
「

城
多

破
爛

,尤
為

遼
闊

,兼
之

外

無
援

兵
,勢

甚
危

急
」

麥
都

思
18

48

1：
AU

XI
LI

AR
Y

au
xi

lia
ry

 tr
oo

ps
援

兵
、

客
兵

2：
RE

IN
FO

RC
EM

EN
T

援
兵

、
以

新
兵

繼
之

3：
RE

LI
EF

(a
rm

y 
of

)援
兵

、
助

兵

救
い

の
兵

隊
。

応
援

の
軍

兵
。

援
軍

。

細
川

勝
元

記
（

15
Ｃ

後
）

「
細

川
竊

に
召

援
兵

、
固

城
壁

掘
湟

」
西

洋
事

情
（

18
66

〜
70

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

二
・

三
「

仏
蘭

西
と

条
約

を
結

び
援

兵
を

出
だ

し
た

れ
ど

も
」

遠
射

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
大

木
爲

弓
，

羽
矛

爲
矢

，
引

機
發

之
，

遠
射

千
餘

步
」

未
収

録
未

収
録

（
18

79
）

「
不

料
龍

喉
迸

裂
,不

能
遠

射
,致

成
大

災
」

羅
存

德
18

69
Fa

r-
be

am
in

g
遠

射
的

矢
で

遠
方

の
目

標
を

射
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

矢
。

色
葉

字
類

抄
（

11
77

〜
81

）
「

遠
射

 
ト

ホ
ナ

ケ
」

運
歩

色
葉

集
（

15
48

）
「

遠
射

 ト
ヲ

イ
」

遠
戦

漢
『

漢
紀

』
「

漢
兵

逺
戰
窮
冦
，
其

鋒

不
可

當
」

未
収

録
未

収
録

（
18

74
）

「
火

鎗
以

遠
戰

固
有

益
於

大
局

,
然

以
刀

血
爭

是
心

所
樂

極
也

」
未

収
録

両
軍

が
互

い
に

遠
く

離
れ

て
た

た
か

う
戦

争
。

作
戦

要
務

令
（

19
39

）
二

・
二

五

「
対

砲
兵

戦
及

其
の

他
の

遠
戦

、
陣

地
設

備
の

破
壊

等
に

任
ず

」

越
境

漢
『

三
略

』
「

故
將

無
還

令
，

賞
罰

必
信

，
如

天
如

地
，

乃
可

御
人

，
士

卒
用

命
，

乃
可

越
境

」
越

過
省

界
或

國
境

。
未

収
録

（
18

72
）

「
懇

拿
日

久
,杳

無
蹤

跡
,或

謂
其

越
境

乃
免

,或
謂

蹈
海

自
沈

,疑
莫

能
明

也
」

罗
存

德

18
69

1 ：
O

ve
r

1.
to

 c
ro

ss
 o

ve
r t

he
 b

or
de

rs
 過

交
界

、
過

境
、

越
境

2：
Pa

ss
2.

to
 p

as
s o

ve
r a

 b
ou

nd
ar

y 
過

境
、

越
境

、

踰
境

界

境
界

を
越

え
る

こ
と

。
特

に
国

境
を

越
え

、
不

法
に

他
国

に
侵

入
す

る
こ

と
を

い
う

場
合

も
あ

る
。

庭
訓

往
来

抄
（

16
31

）
中

「
越

境
違

乱
之

際
、

欲
致

参
訴

」
布

令
字

弁
（

18
68

〜
72

）
〈

知
足

蹄

原
子

〉
五

「
越

境
 エ

ッ
キ

ャ
ウ

 サ
カ

ヒ
ヲ

コ
ス

」

閲
兵

南
北

朝
『

十
六

国
春

秋
』

「
儁

疾
少

差
，

大
閲

兵
於

鄴
」

検
閲

軍
隊

。

漢
於

立
秋

日
郊

禮
畢

，
皇

帝
執

弩
射

牲
，

武
官

肄
習

戰
陣

，
號

曰
貙

劉
。

魏
 晉

於
立

秋
擇

日
大

閲
車

騎
，

號
曰

閲
兵

。
自

惠
帝

後
廢

不
行

。
見

晉
書

 禮
志

中
。

參
見

“貙
劉


” 。

後
泛

指
檢

閲
軍

隊
。

 宋
 王

安
石

王
荆

公
詩

注
二

五
射

亭
：

“因
射

搆
兹

亭
，

序
賢

仍
閲

兵
。

”

（
18

74
）

「
連

日
撫

憲
出

靈
橋

門
,至

大
教

塲
閱

兵
」

馬
禮

遜
18

23

1：
RE

VI
EW

Re
vi

ew
 o

f t
ro

op
s,

 閱
兵

2：
SU

RV
EY

 T
o 

su
rv

ey
 o

r r
ev

ie
w

 tr
oo

ps
,閱

兵

軍
隊

を
整

列
さ

せ
て

、
元

首
、

司
令

官
な

ど
が

見
回

る
こ

と
。

観
兵

。
巡

閲
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Fa

ire
 la

 re
vu

e 
〈

略
〉

閲
兵

ヲ
ナ

ス
」

伝
令

晋
『

三
国

志
』

「
卞

太
后

遣
黃

門
詣

府
傳

令
」

唐
『

隋
書

』
「

執
儀

，
齋

帥
，

殿
帥

，
典

儀
帥

，
傳

令
，

執
刀

戟
，

主
蓋

扇
麾

傘
」

五
代

『
舊

唐
書

』
「

傳
令

四
人

，
掌

儀
二

人
，

贊
者

四
人

」

傳
達

命
令

。
未

収
録

（
18

72
）

「
月

十
四

日
夜

,傳
令

四
面

備
齊

雲
梯

攻
撲

」

羅
存

德
18

69
He

ra
ld

,傳
令

之
官

、
遒

人
命

令
を

伝
え

る
こ

と
。

軍
隊

な
ど

で
命

令
を

伝
達

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

人
や

兵
士

。
伝

令
使

。

新
聞

雑
誌

‐
二

号
・

明
治

四
年

（
18

71
）

五
月

「
米

船
忽

伝
令

（
デ

ン
レ

イ
）

し
て

即
時

に
対

砲
せ

し
む

」
た

だ
し

、
現

代
中

国
語

と
し

て
の

「
伝

令
」

は
、

上
記

の
う

ち
の

「
命

令
を

伝
え

る
役

割
を

す
る

人
」

の
意

味
は

含
め

て
い

な
い

。

再
役

宋
『

建
炎

以
來

繫
年

要
録

』
「

是
月

，
金

主
亮

再
役

諸
路

夫
匠

，
造

軍
器

於
燕

京
」

明
『

歷
代

名
臣

奏
議

』
「

百
姓

貧
弊

，
不

可
再

役
」

未
収

録
未

収
録

（
19

38
）

「
現

充
一

〇
七

師
六

四
二

團
勤

務
兵

,均
係

再
役

軍
人

」
未

収
録

兵
役

な
ど

に
再

び
服

す
る

こ
と

。

東
京

曙
新

聞
‐

明
治

一
二

年
（

18
79

）
八

月
一

六
日

「
面

白
さ

の

忘
れ

難
し

と
て

、
広

島
鎮

台
へ

再
役

願
ひ

に
出

た
り

と
」

古
代

語
に

お
い

て
、

「
再

び
人

夫
な

ど
を

徴
発

、
動

員
す

る
」

、
「

再
び

戦
争

を
行

う
」

な
ど

の
意

味
と

し
て

の
用

例
が

あ
る

が
、

「
兵

役
」

と
し

て
の

用
例

は
未

見
。

86



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

増
援

明
『

度
支

奏
議

』
「

覆
昌

平
陳

總
兵

請
增

援
」

增
加

人
力

、
物

力
來

支
援

(多
用

於
軍

事
)。

未
収

録
（

18
84

）
「

至
宼

增
援

斷
,久

頓
兵

疲
,軍

情

瞬
息

萬
變

,臣
旣

制
於

洋
,例

不
能

先
發

」
未

収
録

人
員

を
ふ

や
し

て
援

助
す

る
こ

と
。

人
数

を
増

加
し

て
加

勢
す

る
こ

と
。

基
督

教
と

は
何

ぞ
や

（
19

05
）

〈
内

村
鑑

三
〉

「
恰

か
も

火
に

油
を

注
ぐ

や
う

に
、

軍
隊

に
増

援
軍

を
送

る
や

う
に

」

炸
裂

明
『

軍
器

圖
説

』
「

另
造

子
砲

，
中

毋
身

到
底

完
好

，
永

無
炸

裂
之

虞
」

未
収

録
未

収
録

（
18

72
）

「
其

力
旣

猛
,必

有
炸

裂
之

患

也
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Bl

ow
to

 b
ur

st
 o

r s
ca

tt
er

 b
y 

th
e 

ex
pl

os
io

n 
of

 
gu

np
ow

de
r, 
轟

散
, 炸

裂
2：

Bu
rs

t
to

 e
xp

lo
de

, 爆
開

, 炸
裂

;A
n 

ex
pl

os
io

n,
 爆

散
, 炸

裂
3：

Ex
pl

od
e

To
 c

au
se

 to
 e

xp
lo

de
, 使

炸
裂

, 使
爆

裂
;T

o 
bu

rs
t w

ith
 v

io
le

nc
e 

an
d 

a 
lo

ud
 re

po
rt

, 
炸
裂

, 轟
爆

, 轟
發

, 崩
裂

4：
Sp

lit
to

 b
ur

st
, 爆

裂
, 拆

裂
, 炸

裂

爆
弾

、
砲

弾
な

ど
が

破
裂

す
る

こ
と

。

明
六

雑
誌

‐
一

七
号

（
18

74
）

地
震

の
説

〈
津

田
真

道
〉

「
人

の
火

薬
を

用
ひ

て
巖

石
を

炸
裂

し
」

炸
薬

明
『

戰
守

全
書

』
「

鑿
以

孔
。

内
入

以
炸

藥
，

築
之

以
土

」

在
一

定
的

外
界

能
量

作
用

下
，

由
其

本
身

的
能

量
發

生
爆

炸
的

物
質

。
未

収
録

（
18

77
）

「
忽

聞
艙

底
炸

藥
聲

響
,登

時
烟

焰
滿

」

鄺
其

照
18

99

炸
藥

,D
yn

am
ite

 (a
n 

ex
pl

os
iv

e 
su

bs
ta

nc
e 

of
 

gr
ea

t e
ne

rg
y,

 c
om

po
se

d 
of

 n
itr

o 
gl

yc
er

in
e 

m
ix

ed
 w

ith
 p

ul
ve

riz
ed

 si
lic

a 
or

 in
fu

so
ria

l 
ea

rt
h 

in
 th

e 
pr

op
or

tio
n 

of
 th

re
e 

pa
rt

s o
f 

th
e 

fo
rm

er
 to

 o
ne

 p
ar

t o
f t

he
 la

tte
r.)

	

爆
破

に
よ

る
破

壊
を

目
的

と
す

る
爆

薬
の

う
ち

、
砲

弾
や

爆
弾

な
ど

に
詰

め
て

炸
裂

さ
せ

る
火

薬
を

い
う

。

現
代

大
辞

典
（

19
22

）
〈

木
川

・
堀

田
・

小
堀

・
阪

部
〉

科
学

用
語

「
炸

薬
（

サ
ク

ヤ
ク

）
〈

略
〉

炸
薬

は
火

綿
に

酸
化

剤
を

混
和

し
た

も
の

で
」

戦
敗

漢
『

漢
書

』
「

陳
王

戰
敗

，
未

知
其

死
生

」
①

打
敗

仗
，

在
戰

爭
中

失
敗

。
②

犹
戰

敗
。

戰
勝

了
敵

人
。

未
収

録
（

18
74

）
「

或
華

人
不

幸
而

爲
東

人
戰

敗
,

退
入

租
界

,則
東

人
勢

必
窮

追
」

麥
都

思
18

48

TO
 D

EF
EA

T
to

 b
e 

de
fe

at
ed

 in
 b

at
tle

 ,戰
輸

、
打

輸
、

折

陳
、

戰
敗

、
負

、
衄

、
敗

北

戦
い

に
負

け
る

こ
と

。
戦

っ
て

敗
れ

る
こ

と
。

敗
戦

。

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

一
・

一
三

「
千

八
百

六
十

一
年

『
カ

ラ
ミ

ヤ
』

の
戦

敗
に

懲
り

、
欧

地
自

由
論

の
感

触
を

う
け

」

戦
備

春
秋

戰
國

『
荀

子
』

「
謹

畜
積

，
修

戰
備

，
齺

然
上

下
相

信
」

①
軍

事
裝

備
；

軍
用

器
械

。
②

爲
對

付
戰

爭
所

作
的

准
備

。

軍
事

裝
備

。
 荀

子
 王

霸
：

“鄉
方

略
，

審
勞

佚
，

謹
畜

積
，

脩
戰

備
，

齺
然

上
下

相
信

，
而

天
下

莫
之

敢
當

也
。

”左
傳

哀
十

六
年

：
“吳

人
伐

慎
，

白
公

敗
之

，
請

以
戰

備
獻

，
許

之
。

”

（
18

78
）

「
蘇

郡
各

營
兵

弁
自

軍
興

來
,所

習
戰

備
悉

以
鎗

炮
爲

宗
」

赫
美

玲
官

話
19

16
Pr

ep
ar

at
io

n
M

ili
ta

ry
 ～

,戰
備

戦
争

に
関

す
る

諸
種

の
設

備
。

ま
た

、
戦

争
の

準
備

。
軍

備
。

新
論

（
18

25
）

守
禦

「
故

修
戦

備
、

峙
軍

実
、

其
重

儲
糧

、
常

如
凶

荒
之

後
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ap

pa
re

il 
de

 g
ue

rr
e 

〈
略

〉
戦

備
」

戦
場

漢
『

戦
国

策
注

』
「

厚
養

死
士

，
綴

甲
厲

兵
，

效
勝

於
戰

場
」

①
兩

軍
交

戰
的

地
方

。
②

比
喩

考
場

及
其

他
鬥

爭
的

場
所

。

交
戰

的
地

方
。

 戰
國

策
 秦

一
：

“綴
甲

厲
兵

效
勝

於
戰

場
。

”也
比

喻
試

場
。

 唐
李

山
甫

詩
集

 下
第

獻
所

知
之

三
：

“十
年

磨
鏃

事
鋒

鋩
，

始
逐

朱
旗

入
戰

場
。

”

（
18

72
）

「
英

國
新

造
一

鎗
,名

狠
里

馬
抵

尼
,頗

爲
佳

製
,甚

利
戰

場
」

衛
三

畏
18

44
FI

EL
D

FI
EL

D 
of

 b
at

tle
,陣

塲
、

戰
塲

戦
闘

の
あ

る
場

所
。

い
く

さ
の

行
な

わ
れ

て
い

る
土

地
。

い
く

さ
ば

。
戦

地
。

合
戦

場
。

本
朝

文
粋

（
10

60
頃

）
一

三
・

朱
雀

院
平

賊
後

被
修

法
会

願
文

〈
大

江
朝

綱
〉

「
況

隋
高

祖
之

建
仁

祠
、

変
戦

場
於

頗
梨

之
閣

」
五

国
対

照
兵

語
字

書
（

18
81

）
〈

参

謀
本

部
〉

「
Ch

am
p 

cu
lti

vé
 〈

略
〉

戦
場

」

戦
闘

周
『

春
秋

左
伝

』
「

喜
有

施
舍

，
怒

有
戰

鬭
，

喜
生

於
好

，
怒

生
於

惡
」

春
秋

戰
國

『
管

子
』

「
管

子
對

曰
，

即
以

戰
鬭

之
道

與
之

」

①
敵

對
雙

方
所

進
行

的
武

裝
沖

突
。

②
泛

指
爭

鬥
，

鬥
爭

。
③

喻
艱

苦
的

工
作

。

作
戰

，
爭

鬥
。

 左
傳

昭
二

五
年

：
“哀

有
哭

泣
，

樂
有

歌
舞

，
喜

有
施

舍
，

怒
有

戰
鬭

。
”國

語
 晉

四
：

“戰
鬭

直
爲

壯
，

曲
爲

老
。

”

（
18

73
）

「
而

將
帥

其
徵

調
發

,遣
與

臨
陣

戰
鬥

,無
以

異
也

」

羅
存

德
18

69

1：
W

ar
to

 w
ar

 w
ith

 o
ne

 a
no

th
er

 相
戰

、
相

鬥
、

亙
相

戰
、

互
相

戰
鬥

2：
Sk

irm
ish

co
nt

es
t 戰

鬥

た
た

か
い

。
い

く
さ

。
特

に
、

作
戦

の
個

々
の

場
面

で
、

攻
撃

、
防

御
、

追
撃

な
ど

を
行

な
う

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

行
動

。

塵
袋

（
12

64
〜

88
頃

）
八

「
大

刀
の

中
に

霊
劔

二
あ

り
、

〈
略

〉
一

を
ば

三
公

戦
闘

の
劔

と
名

く
、

又
将

軍
の

劔
と

も
、

破
敵

の
劔

と
も

云
」

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

一
・

一
一

「
欧

洲
立

君
国

の
人

人
は

、
傍

観
し

て
米

国
の

民
が

、
昇

平
の

日
に

戦
闘

す
る

を
笑

ひ
、

共
和

国
の

民
な

ら
ざ

る
を

幸
と

す
る

と
な

り
」

戦
犯

な
し

發
動

非
正

義
戰

爭
或

在
戰

爭
中

犯
嚴

重
罪

行
的

人
。

未
収

録
（

19
19

）
「

德
國

東
境

之
德

奥
戰

犯
,巳

有

處
置

」
未

収
録

「
せ

ん
そ

う
は

ん
ざ

い
（

戦
争

犯
罪

）
」

「
せ

ん
そ

う
は

ん
ざ

い
に

ん
（

戦
争

犯
罪

人
）

」
の

略
。

朝
日

新
聞

‐
昭

和
二

〇
年

（
19

45
）

一
二

月
二

八
日

「
戦

犯
第

一
回

判
決

下
る

」

戦
機

唐
『

丁
卯

集
』

「
舊

精
鳥

篆
諳

書
體

，
新

授
龍

韜
識

戰
機

」
五

代
『

題
淮

陰
侯

廟
』

「
能

扶
漢

代
成

王
業

，
忍

見
唐

民
陷

戰
機

」
明

『
陣

紀
』

「
撼

山
易

，
撼

岳
家

軍
難

，
謂

其
散

漫
有

制
，

而
更

握
戰

機
者

也
」

①
用

兵
作

戰
的

謀
略

。
②

泛
指

戰
爭

。
③

作
戰

的
有

利
時

機
。

用
兵

作
戰

的
時

機
。

 唐
李

昌
符

詩
集

 秋
中

夜
坐

：
“爲

應
金

門
策

，
多

應
説

戰
機

。
”也

泛
指

戰
爭

。
 前

蜀
 

韋
莊

浣
花

集
四

題
淮

陰
侯

廟
詩

：
“能

扶
漢

代
成

王
業

，
忍

見
唐

民
陷

戰
機

。
”

（
19

04
）

「
俄

日
戰

機
日

漸
急

迫
」

（
19

13
）

「
戰

機
之

變
幻

、
正

難
逆

料
」

未
収

録
①

戦
う

べ
き

機
会

。
戦

う
の

に
都

合
の

よ
い

機
会

。
②

戦
争

の
機

密
。

戦
闘

上
の

計
画

。

日
本

外
史

（
18

27
）

二
〇

・
徳

川
氏

正
記

「
何

沮
戦

機
乎

」
日

誌
字

解
（

18
69

）
〈

岩
崎

茂
実

〉

「
戦

機
 セ

ン
キ

 タ
タ

カ
ヒ

ノ
コ

ト

ニ
ダ

イ
ジ

ナ
ル

コ
ト

」

87



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

戦
記

宋
『

經
進

東
坡

文
集

事
略

』
「

晋
戰

記
云

，
慕

容
垂

奔
于

符
堅

」
未

収
録

未
収

録
（

18
74

）
「

王
紫

詮
先

生
所

撰
普

法
戰

記

一
書

,於
兩

國
情

形
瞭

如
指

掌
」

未
収

録
戦

争
に

関
す

る
記

録
。

戦
争

の
有

様
を

記
録

し
た

書
物

。
軍

記
。

布
令

字
弁

（
18

68
〜

72
）

〈
知

足
蹄

原
子

〉
六

「
戦

記
 セ

ン
キ

 グ
ン

シ
ョ

ボ
ン

」
国

文
学

読
本

緒
論

（
18

90
）

〈
芳

賀

矢
一

〉
三

「
源

平
盛

衰
記

、
平

家
物

語
、

保
元

平
治

物
語

等
の

諸
戦

記
相

踵
い

で
世

に
い

で
た

り
」

戦
艦

南
北

朝
『

南
齊

書
』

「
裝

治
戰

艦
數

百
千

艘
，

沈
之

靈
溪

裏
」

大
型

戰
船

。
今

海
軍

艦
艇

統
稱

戰
艦

。

大
型

戰
船

。
 梁

書
 馮

道
根

傳
：

“及
淮

水
長

，
道

根
乘

戰
艦

，
攻

斷
魏

連
橋

數
百

丈
。

”北
周

 庾
信

庾
子

山
集

一
哀

江
南

賦
：

“排
青

龍
之

戰
艦

，
鬭

飛
燕

之
船

樓
。

”
宋

 葉
適

水
心

集
十

七
蔡

知

閤
墓

誌
銘

：
“修

巢
湖

西
口

閘
以

通
漕

，
且

造
戰

艦
於

巢
湖

，
並

湖
民

願
爲

水
軍

者
籍

焉
。

”

（
18

72
）

「
且

彼
時

兵
械

戰
艦

均
尚

未

精
」

（
19

05
）

「
昨

有
英

德
意

粤
四

國
巡

洋
戰

艦
各

一
艘

,又
德

國
砲

艦
三

艘
駛

抵
吳

淞
」

羅
存

德
18

69
W

ar
-ju

nk
la

rg
e 

di
tt

o,
大

艨
、

艨
艟

、
巨

艦
、

戰
艦

①
戦

争
に

用
い

る
船

。
い

く
さ

ぶ
ね

。
軍

艦
。

②
特

に
、

第
二

次
世

界
大

戦
ま

で
海

上
兵

力
の

中
心

で
あ

っ
た

大
型

の
軍

艦
の

一
つ

。
大

口
径

砲
を

搭
載

し
、

攻
撃

力
、

防
御

力
と

も
に

最
も

す
ぐ

れ
、

艦
隊

指
揮

艦
と

な
っ

た
。

和
漢

船
用

集
（

17
66

）
七

・
軍

船
之

部
「

要
船

〈
船

〉
晉

の
陶

侃
（

と
う

か
ん

）
、

運
船

を
以

、
戦

艦
（

セ
ン

カ
ン

）
と

す
と

見
へ

た
り

」
日

本
開

化
小

史
（

18
77

〜
82

）
〈

田

口
卯

吉
〉

二
・

四
「

大
風

あ
り

て
元

の
戦

艦
を

漂
没

す
。

我
兵

之
に

乗
じ

奮
戦

し
て

之
を

殲
す

」
別

天
地

（
19

03
）

〈
国

木
田

独
歩

〉

上
・

三
「

『
三

笠
』

、
『

初
瀬

』
以

下
一

万
噸

以
上

の
六

隻
の

戦
艦

（
セ

ン
カ

ン
）

を
初

と
し

て
」

日
本

語
狭

義
面

の
意

味
、

つ
ま

り
b
a
t
t
l
e
s
h
i
p
の

意
味

に
相

当
す

る
部

分
で

は
、

中
国

語
の

「
戦

列
艦

」
と

「
戦

闘
艦

」
に

相
当

す
る

。

戦
況

な
し

作
戰

的
情

況
。

未
収

録

（
18

95
）

「
日

臺
紀

要
　

客
有

周
知

日
本

時
事

者
返

櫂
回

滬
,語

本
館

執
筆

人
云

（
略

）
時

聞
新

竹
附

近
砲

聲
震

地
,不

知
戰

况
若

何
」

赫
美

玲
官

話
19

16
St

at
e

 o
f a

n 
ac

tio
n,
戰

况
戦

争
の

状
況

。
た

た
か

い
の

有
様

。
戦

状
。

軍
歌

・
橘

中
佐

（
19

04
）

〈
鍵

谷
徳

三
郎

〉
「

我
が

戦
況

は
今

い
か

に

聯
隊

長
は

無
事

な
る

か
」

戦
歴

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

14
）

「
接

演
後

本
連

台
好

戲
　

征
北

蒙
宋

　
戰

歷
　

事
史

」
未

収
録

戦
い

に
参

加
し

た
期

間
や

度
数

、
ま

た
、

そ
の

間
の

武
功

な
ど

の
履

歴
。

風
俗

画
報

‐
三

三
三

号
（

19
06

）

「
第

十
二

師
団

の
戦

歴
」

戦
略

南
北

朝
『

宋
書

』
「

授
以

兵
經

戰
略

，
軍

部
舟

騎
之

容
，

挽
強

擊
刺

之
法

」

①
作

戰
的

謀
略

。
②

指
導

戰
爭

全
局

的
計

劃
和

策
略

。
對

戰
術

而
言

。
③

比
喻

在
一

定
歷

史
時

期
指

導
全

局
的

方
略

。

作
戰

的
方

略
。

 唐
 高

適
高

常
侍

集
二

自
淇

涉
黃

河
途

中
作

詩
之

六
：

“當
時

無
戰

略
，

此
地

卽
邊

戍
。

”

（
18

95
）

「
謂

以
軍

門
之

戰
略

,在
越

時
尙

能
勝

法
,今

日
本

之
强

不
及

法
國

,若
以

軍
門

制
之

,不
啻

以
狸

搏
鼠

耳
」

顏
惠

慶
19

08

詞
目

 1
：

St
ra

ta
ge

m
1.

An
 a

rt
ifi

ce
, p

ar
tic

ul
ar

ly
 in

 w
ar

, 運
籌

幃

幄
決

勝
千

里
, 軍

機
, 戰

畧
, 軍

畧
, 韜

畧
, 機

謀
, 謀

畧
, 猷

, 術

①
い

く
さ

の
は

か
り

ご
と

。
特

に
、

戦
い

に
勝

つ
た

め
の

大
局

的
な

方
法

や
策

略
。

戦
術

よ
り

上
位

の
概

念
。

②
あ

る
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
大

局
的

に
事

を
運

ぶ
方

策
。

特
に

、
政

治
闘

争
、

企
業

競
争

な
ど

の
長

期
的

な
策

略
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
一

・
足

利
氏

後
記

「
氏

康
乃

談
其

戦
略

」
五

国
対

照
兵

語
字

書
（

18
81

）
〈

参

謀
本

部
〉

「
O

pé
ra

tio
n 

m
ili

ta
ire

 
〈

略
〉

戦
略

」

戦
勝

周
『

六
韜

』
「

戰
勝

於
外

，
功

立
於

内
」

①
在

戰
爭

中
取

勝
；

經
戰

鬥
而

獲
勝

。
②

喩
指

一
種

思
想

克
服

另
一

種
思

想
。

未
収

録
（

18
73

）
「

或
乘

戰
備

不
齊

,軍
兵

未
備

擾

集
深

山
窮

谷
,黨

類
蜂

擁
而

至
,則

戰
勝

也
」

馬
禮

遜
18

23
VI

CT
O

RY
 T

o 
ob

ta
in

 a
 v

ic
to

ry
 in

 b
at

tle
, 戰

勝
戦

争
に

勝
つ

こ
と

。

文
明

本
節

用
集

（
室

町
中

）
「

戦
勝

セ
ン

シ
ョ

ウ
」

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

八
・

一
八

「
戦

勝
を

得
ん

と
欲

せ
ば

、
大

将
た

る
も

の
、

全
幅

の
心

力
を

戦
闘

に
用

ふ
べ

し
」

戦
時

宋
『

詩
林

廣
記

』
「

脫
我
戰
時
袍
，

著

我
舊

時
裳

」
戰

爭
時

期
。

未
収

録
（

18
74

）
「

盖
船

邊
之

鐵
頗

厚
使

於
戰

時
,

而
不

低
去

八
尺

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Q

ua
rt

er
 (N

av
al

) P
os

ts
 in

 a
ct

io
n,

 (水
軍

)戰
時

兵
官

水
手

派
定

駐
立

之
地

位
2：

Sh
ip

an
 a

rm
ed

 s
hi

p,
 帶

礮
之

商
船

, 礮
火

船
, 軍

裝
船

, 戰
時

裝
軍

器
或

礮
火

之
商

船
3：

Ti
m

e
in

 ti
m

e 
of

 w
ar

, 動
干

戈
之

時
, 戰

時
4：

Fo
em

an
An

 e
ne

m
y 

in
 w

ar
, 戰

時
敵

人
, 敵

將
, 敵

兵
, 

敵
軍

戦
争

が
行

な
わ

れ
て

い
る

と
き

。
戦

争
中

の
時

期
。

万
国

公
法

（
18

68
）

〈
西

周
訳

〉

二
・

七
「

輸
送

を
禁

じ
た

る
物

品
（

戦
時

禁
物

）
を

装
す

る
こ

と
無

き
や

否
や

を
査

覈
す

る
は

権
の

許
す

所
な

り
」

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

三
・

一
「

戦
時

出
征

の
際

に
於

て
人

々
被

服
装

具
等

の
全

備
を

要
す

る
の

み
な

ら
ず

」

戦
術

南
北

朝
『

宋
書

』
「

並
有

賢
才

狡
算

，
妙

識
兵

權
，

深
通

戰
術

」
①

作
戰

的
策

略
、

方
法

。
②

比
喻

在
鬥

爭
和

工
作

中
使

用
的

方
法

。

作
戰

的
方

法
計

謀
。

 宋
書

 
索

虜
傳

：
“自

木
末

以
來

，
並

有
賢

才
狡

算
，

妙
識

兵
權

，
深

通
戰

術
。

”太
平

廣
記

三
七

一
唐

 李
隱

瀟
湘

錄
馬

舉
：

“叟
曰

：
方

今
正

用
兵

之
時

也
，

公
何

不
求

兵
機

戰
術

，
而

將
禦

寇
讎

？
”

（
18

98
）

「
並

有
陸

軍
少

佐
松

川
恒

吉
兩

氏
,以

戰
術

圖
上

呈
御

覽
」

羅
存

德
18

69

詞
目

 1
：

Ta
ct

ic
s

1.
韜

畧
、

計
策

、
戰

法
、

戰
術

、
戰

知

詞
目

 2
：

Ta
ct

iti
an

2.
善

於
戰

術
者

①
作

戦
お

よ
び

戦
闘

を
最

も
効

果
的

に
遂

行
す

る
た

め
の

術
策

。
「

戦
略

」
の

下
位

の
概

念
。

戦
法

。
②

あ
る

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

取
る

手
段

、
方

法
。

書
言

字
考

節
用

集
（

17
17

）
九

「
戦

術
 セ

ン
ジ

ュ
ツ

」

余
興

（
19

15
）

〈
森

鴎
外

〉
「

畑
は

快
男

子
で

あ
る

。
戦

略
戦

術
（

セ
ン

ジ
ュ

ツ
）

の
書

を
除

く
外

、
一

切
の

書
を

読
ま

な
い

」

戦
線

な
し

①
敵

對
雙

方
軍

隊
交

戰
時

的
接

觸
線

。
②

比
喻

其
他

工
作

領
域

。
未

収
録

（
18

74
）

「
東

洋
亂

事
（

略
）

加
之

以
兵

士
戰

船
,陸

兵
在

岸
,戰

綫
在

水
」

（
19

04
）

「
第

一
期

撤
兵

之
處

畫
在

戰
線

之
外

」

顏
惠

慶
19

08

Li
ne

Li
ne

 o
f b

at
tle

, t
he

 d
isp

os
iti

on
 o

f a
n 

ar
m

y 
or

 fl
ee

t, 
戰

線
, 排

陣
, 列

陣

(1
)（

「
せ

ん
と

う
せ

ん
（

戦
闘

線
）

」
の

略
）

戦
場

で
敵

を
前

に
し

た
戦

闘
部

隊
の

配
置

さ
れ

て
い

る
地

点
を

連
ね

た
仮

想
の

線
。

戦
闘

の
第

一
線

。
交

戦
の

区
域

。
戦

場
。

戦
闘

線
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Li

gn
e 

de
 b

at
ai

lle
 o

u 
de

 
co

m
ba

t 〈
略

〉
戦

線
」

88



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

戦
役

唐
『

李
太

白
集

』
門

有
車

馬
客

行

「
生

苦
百

戰
役

，
死

托
萬

鬼
鄰

」
宋

『
莊

子
口

義
』

「
賦

功
於

諸
侯

，
戰

役
之

事
，

既
皆

得
免

」

爲
實

現
一

定
的

戰
略

目
的

，
按

照
統

一
的

作
戰

計
劃

，
在

一
定

的
作

戰
方

向
和

時
限

內
所

進
行

的
一

系
列

戰
鬥

的
總

和
。

未
収

録

（
19

05
）

「
宣

誓
不

再
與

現
在

之
戰

役
,卽

准
回

國
否

則
作

爲
捕

虜
」

（
19

25
）

「
而

東
江

及
廣

州
近

郊
兩

戰
役

,
農

民
能

利
用

其
在

地
方

上
之

能
力

」

顏
惠

慶
19

08

W
ar

A 
co

nt
es

t b
et

w
ee

n 
na

tio
ns

 o
r s

ta
te

s,
 o

r 
pa

rt
ie

s i
n 

th
e 

sa
m

e 
st

at
e,

 c
ar

rie
d 

on
 b

y 
fo

rc
e 

of
 a

rm
s,

 打
仗

, 戰
鬬

, 交
戰

, 戰
爭

, 戰
役

た
た

か
い

。
戦

争
。

役
。

異
人

恐
怖

伝
（

18
50

）
下

「
此

時
諸

将
既

に
異

国
に

在
て

、
劬

労
な

る
戦

役
の

艱
難

を
経

て
大

に
疲

倦
し

、
財

宝
涸

竭
し

」
一

年
有

半
（

19
01

）
〈

中
江

兆
民

〉

一
「

一
戦

役
や

皆
被

む
ら

す
に

綽
名

を
以

て
し

て
、

以
て

之
を

詬
罵

せ
ざ

る
な

し
」

戦
友

な
し

在
一

起
戰

鬥
或

在
一

起
戰

鬥
過

的
人

。
未

収
録

（
19

09
）

「
夏

間
在

立
豐

船
送

客
,幸

遇
战

友
沈

君
德

敏
」

未
収

録

同
じ

部
隊

に
属

し
て

、
戦

闘
に

従
事

す
る

兵
士

。
戦

闘
の

場
、

生
活

な
ど

を
と

も
に

過
ご

し
た

仲
間

。
ま

た
、

同
じ

部
隊

に
属

す
る

兵
士

。

大
全

字
林

玉
篇

（
18

82
）

〈
市

岡
正

一
〉

「
戦

友
 兵

卒
ノ

ク
ミ

ア
ヒ

」

風
俗

画
報

‐
八

二
号

（
18

94
）

旅
順

口
占

領
「

勇
敢

な
る

我
歩

兵
第

三
聯

隊
は

〈
略

〉
戦

友
（

セ
ン

イ
ウ

）
の

屍
を

踏
み

て
猛

進
し

」

戦
争

漢
『

史
記

』
「

人
人

自
安

樂
，

無
戰

爭
之

患
」

唐
『

北
史

』
「

昔
晋

室
播

遷
，

天
下

喪
亂

，
四

海
不

一
，

以
至

周
齊

戰
爭

」

①
民

族
、

國
家

、
階

級
、

集
團

之
間

的
武

裝
鬥

爭
。

②
泛

指
爭

鬥
，

鬥
爭

。

國
家

或
集

團
之

間
的

武
裝

鬥
爭

。
 史

記
 秦

始
皇

紀
三

四

年
：

“以
諸

侯
爲

郡
縣

，
人

人
自

安
樂

，
無

戰
爭

之
患

，
傳

之
萬

世
。

”

（
18

72
）

「
兩

國
戰

爭
勝

負
未

分
」

馬
禮

遜
18

23

N
EG

O
TI

AT
IO

N
S。

N
EG

O
TI

AT
IO

N
S 

fo
r 

pe
ac

e 
be

in
g 

fin
ish

ed
 h

os
til

iti
es

 c
ea

se
d 
則

和
議

成
而

戰
爭

息

①
軍

隊
と

軍
隊

と
が

、
兵

器
を

用
い

て
戦

う
こ

と
。

特
に

、
国

家
が

他
国

（
交

戦
団

体
を

含
む

）
に

対
し

、
政

治
的

意
思

を
貫

徹
す

る
た

め
に

と
る

最
終

的
か

つ
暴

力
的

手
段

。
比

喩
的

に
、

①
を

思
わ

せ
る

よ
う

な
激

し
い

競
争

や
混

乱
。

「
受

験
戦

争
」

書
言

字
考

節
用

集
（

17
17

）
九

「
戦

争
 セ

ン
サ

ウ
」

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

八
・

二
三

「
こ

の
時

、
英

国
支

那
の

間
に

戦
争

起
り

」
浮

雲
（

18
87

〜
89

）
〈

二
葉

亭
四

迷
〉

二
・

一
〇

「
度

胸
を

据
ゑ

て
、

戦
争

が
初

ま
る

前
の

軍
人

の
如

く
に

思
切

っ
た

顔
色

を
し

て
、

文
三

は
縁

側
へ

廻
り

出
た

」

招
降

漢
『

漢
書

』
「

欲
以

威
信

招
降

䍐
，

開
，

及
劫

略
者

」
號

召
、

勸
諭

敵
人

投
降

。

招
使

歸
附

。
 史

記
一

〇
九

李
將

軍
傳

：
“（

李
）

陵
食

乏
而

救
兵

不
到

，
虜

急
擊

招
降

陵
。

”後
漢

書
七

三
公

孫
瓚

傳
：

“瓚
志

埽
滅

烏
桓

，
而

劉
虞

欲
以

恩
信

招
降

，
由

是
與

虞
相

忤
。

”

（
18

72
）

「
統

領
劉

藝
齋

夾
攻

,大
獲

全
勝

,
所

得
軍

裝
馬

匹
不

計
其

數
,幷

招
降

囘
匪

頭

目
二

名
」

馬
禮

遜
18

23

SU
RR

EN
DE

R
To

 c
al

l u
po

n 
en

em
ie

s o
r r

eb
el

s t
o 

su
rr

en
de

r, 
招

降

敵
を

さ
と

し
て

降
参

さ
せ

る
こ

と
。

敵
に

降
参

を
す

す
め

る
こ

と
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
一

・
足

利
氏

後
記

「
信

長
招

降
三

河
将

奥
平

信
昌

」
五

国
対

照
兵

語
字

書
（

18
81

）
〈

参

謀
本

部
〉

「
So

m
m

at
io

n 
〈

略
〉

招

降
」

召
募

晋
『

三
国

志
』

「
因

縁
召

募
，

得
数

百
人

」
招

募
；

募
集

。

招
集

徵
求

。
三

國
志

 吳
 呂

岱
傳

：
“召

募
精

健
，

得
千

餘
人

。
”後

來
多

指
募

兵
。

唐
 韓

愈
昌

黎
集

十
九

與
鄂

州
柳

中
丞

書
：

“若
召

募
土

人
，

必
得

豪
勇

。
”宋

史
 兵

志
一

：
“其

軍
政

則
有

召
募

、
揀

選
、

廩
給

、
訓

練
、

屯
戍

、
遷

補
、

器
甲

、
馬

政
八

者
之

目
。

”

（
18

72
）

「
趙

宋
以

後
,兵

農
既

分
,則

兵
始

用
召

募
成

矣
」

衛
三

畏
18

44
VO

LU
N

TE
ER

,召
募

兵
人

、
特

に
兵

を
募

集
す

る
こ

と
。

よ
び

あ
つ

め
る

こ
と

。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

九
・

二
六

「
林

登
（

ウ
ヱ

リ
ン

ト
ン

）
招

募
（

〈
注

〉
ツ

ノ
リ

）
せ

し
生

疎
な

る
兵

を
教

練
し

」

照
尺

な
し

未
収

録
未

収
録

な
し

顏
惠

慶
19

08

St
ad

iu
m

A 
gr

ad
ua

te
d 

ro
d 

us
ed

 to
 m

ea
su

re
 th

e 
di

st
an

ce
 o

f t
he

 p
la

ce
 w

he
re

 it
 st

an
ds

, (
測

量
)視

距
照

尺

銃
の

照
準

具
の

一
部

品
。

銃
身

の
尾

筒
上

に
取

り
付

け
た

装
置

で
、

表
尺

板
・

遊
標

・
照

門
の

三
部

品
か

ら
な

り
、

目
標

と
の

距
離

に
よ

っ
て

遊
標

を
上

下
し

て
照

門
を

銃
口

の
照

星
、

目
標

と
連

ね
て

ね
ら

い
を

定
め

る
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ha

us
se

 〈
略

〉
照

尺
」

不
如

帰
（

18
98

～
99

）
〈

徳
富

蘆

花
〉

下
・

一
「

『
四

千
米

突
（

メ
ー

ト
ル

）
』

の
語

は
、

遍
ね

く
右

舷
及

艦
の

首
尾

に
伝

は
り

て
、

照
尺

（
セ

ウ
シ

ャ
ク

）
整

ひ
、

牽
索

握
ら

れ
つ

」

照
門

明
『

軍
器

圖
説

』
「

須
用


眼

看
後

照
門

，
對

前
照

星
，

前
照

星
對

所
射

擊
之

人
」

未
収

録
未

収
録

な
し

顏
惠

慶
19

08

Si
gh

t
A 

sm
al

l p
ie

ce
 o

f m
et

al
 o

n 
th

e 
br

ee
ch

 o
f a

 
rif

le
, p

ist
ol

, e
tc

., 
to

 g
ui

de
 th

e 
ey

e 
in

 
ai

m
in

g,
 星

斗
, 照

星
, 描

頭
, 描

準
, 照

門
, 照

準
機

小
銃

の
射

撃
照

準
装

置
。

照
尺

に
つ

け
、

先
端

に
あ

る
照

星
に

合
わ

せ
て

ね
ら

い
を

定
め

る
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ha

us
se

 〈
略

〉
照

門
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

照
星

明
『

軍
器

圖
説

』
「

須
用


眼

看
後

照
門

，
對

前
照

星
，

前
照

星
對

所
射

擊
之

人
」

未
収

録
未

収
録

な
し

顏
惠

慶
19

08

1：
Pa

tc
h

A 
bl

oc
k 

on
 th

e 
m

uz
zl

e 
of

 a
 g

un
 to

 d
o 

aw
ay

 
w

ith
 th

e 
ef

fe
ct

 o
f d

isp
ar

t i
n 

sig
ht

in
g,

 (軍
)

照
星

2：
Si

gh
t

A 
sm

al
l p

ie
ce

 o
f m

et
al

 o
n 

th
e 

br
ee

ch
 o

f a
 

rif
le

, p
ist

ol
, e

tc
., 

to
 g

ui
de

 th
e 

ey
e 

in
 

ai
m

in
g,

 星
斗

, 照
星

, 描
頭

, 描
準

, 照
門

, 照
準

機
(鎗

上
準

頭
之

一
鐵

塊
)

銃
の

照
準

を
定

め
る

た
め

、
銃

身
の

先
端

の
上

部
に

固
着

さ
れ

た
突

起
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Bo

ut
on

 d
e 

m
ire

 
〈

略
〉

照
星

」

照
準

明
『

戰
守

全
書

』
「

另
建

之
犄

角
相

望
，

照
准

對
擊

」
明

『
太

函
集

』

「
臣

據
此

案
，

照
准

本
部

咨
前

事
」

①
對

准
。

②
舊

時
公

文
用

語
。

謂
同

意
下

級
的

請
求

。
未

収
録

（
18

72
）

「
特

旨
照

准
,以

彰
激

勸
」

（
18

94
）

「
大

砲
照

准
左

帥
連

擊
,左

帥
受

傷
墮

地
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ai

m
Th

e 
po

in
tin

g 
of

 a
 w

ea
po

n 
to

w
ar

d 
th

e 
ob

je
ct

 in
te

nd
ed

 to
 b

e 
st

ru
ck

, 照
準

, 指
向

2：
Be

ar
To

 b
ea

r u
po

n,
 照

準
, 直

指
3：

La
y

To
 se

t, 
定

, 照
準

; a
s,

 to
 la

y 
a 

gu
n,

 照
準

礮
門 4 ：

Le
ve

l
Th

e 
lin

e 
of

 d
ire

ct
io

n,
 指

方
向

之
平

線
, 照

準
線

;T
o 

ai
m

 a
t, 
指

向
, 照

準
, 望

準
; t

o 
be

 
ai

m
ed

, 被
指

向
, 被

照
準

5：
Pr

ic
k

To
 a

im
 a

t a
 p

oi
nt

 o
r m

ar
k,

 照
準

, 對
鵠

, 照
準

目
的

6：
Ap

pr
ob

at
e

To
 sa

nc
tio

n 
of

fic
ia

lly
, 准

行
, 批

准
, 給

照
; 

as
, a

pp
ro

ba
te

d 
to

 k
ee

p 
a 

pu
bl

ic
 h

ou
se

, 
領 照

准
開

酒
肆

①
照

ら
し

合
わ

せ
る

こ
と

。
的

を
合

わ
せ

る
こ

と
。

②
射

撃
で

、
弾

丸
が

目
標

に
命

中
す

る
よ

う
に

ね
ら

い
を

定
め

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
ね

ら
い

や
、

そ
の

操
作

。
転

じ
て

一
般

に
、

ね
ら

い
。

新
聞

雑
誌

‐
四

七
号

報
告

・
明

治
五

年
（

18
72

）
六

月
「

是
を

以
て

今
日

進
歩

の
医

術
に

照
準

（
シ

ョ
フ

ジ
ュ

ン
）

す
る

、
豈

嘆
す

可
き

の
大

甚
し

き
に

非
ず

や
」

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Aj

us
te

r 〈
略

〉
照

準
ス

ル
（

携
帯

火
兵

ヲ
）

」

着
発

な
し

未
収

録
未

収
録

な
し

顏
惠

慶
19

08

Pr
im

in
g

Th
e 

po
w

de
r i

n 
th

e 
pa

n 
of

 a
 g

un
, 門

藥
, 鎗

管
著

發
口

之
藥

①
到

着
と

出
発

。
発

着
。

②
弾

丸
が

目
標

物
に

届
い

た
瞬

間
に

爆
発

す
る

こ
と

。

海
軍

省
達

丙
二

号
‐

明
治

一
七

年
（

18
84

）
一

月
九

日
（

法
令

全
書

）

「
海

軍
三

等
技

師
肥

後
盛

良
の

発
明

に
係

る
着

発
信

管
は

」

着
剣

な
し

未
収

録
未

収
録

な
し

未
収

録
歩

兵
銃

、
騎

兵
銃

に
銃

剣
を

つ
け

る
こ

と
。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
五

三
「

著
剣

及
脱

剣
は

停
止

、
行

進
間

如
何

な
る

姿
勢

と
場

合
と

を
問

は
ず

之
を

行
ふ

」

着
陸

な
し

指
(飛

機
等

)從
空

中
到

達
陸

地
。

未
収

録
（

19
24

）
「

暫
不

著
陸

,郵
件

自
機

擲
下

」
未

収
録

飛
行

し
て

き
た

航
空

機
が

地
上

に
降

り
着

く
こ

と
。

新
し

き
用

語
の

泉
（

19
21

）
〈

小
林

花
眠

〉
「

着
陸

（
チ

ャ
ク

リ
ク

）

飛
行

機
が

空
中

か
ら

低
下

し
て

、
陸

地
に

着
す

る
こ

と
を

云
ふ

」

偵
察

漢
『

後
漢

書
』

「
烏

桓
於

上
谷

，
漁

陽
，

右
北

平
，

遼
西

，
遼

東
五

郡
塞

外
，

爲
漢

偵
察

匈
奴

動
靜

」

①
爲

察
明

敵
情

及
其

他
有

關
作

戰
的

情
況

而
進

行
偵

視
探

查
活

動
。

②
泛

指
察

看
。

偵
視

，
探

察
。

 後
漢

書
九

十
烏

桓
傳

：
“爲

漢
偵

察
匈

奴
動

靜
。

”

（
18

77
）

「
該

管
道

府
密

加
偵

察
,一

經
訪

獲
得

實
,立

卽
痛

加
懲

治
」

（
19

23
）

「
交

京
師

地
方

檢
察

廳
、

依
法

拘
押

、
實

行
偵

察
起

訴
」

（
19

25
）

「
金

佛
郎

一
案

搆
成

犯
罪

、
請

立
飭

偵
察

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Re

co
nn

oi
te

r、
Re

co
nn

oi
tr

e
to

 e
xa

m
in

e 
by

 th
e 

ey
e 

pr
io

r t
o 

op
er

at
io

ns
, 

偵
察

, 探
視

, 偵
探

2：
Re

co
nn

ai
ss

an
ce

A 
re

co
nn

oi
tr

in
g,

 偵
察

, 偵
探

; E
xa

m
in

at
io

n 
or

 su
rv

ey
 p

re
lim

in
ar

y 
to

 o
pe

ra
tio

ns
, 考

察

地
勢

, 窺
探

, 偵
察

, 探
察

, 預
測

, 考
察

, 探
查

敵
や

相
手

の
様

子
・

動
き

な
ど

を
ひ

そ
か

に
探

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
人

。
探

察
。

斥
候

。
偵

伺
。

経
国

美
談

（
18

83
〜

84
）

〈
矢

野
龍

渓
〉

後
・

一
三

「
執

政
党

は
早

く
も

此
の

企
を

偵
察

し
」

東
西

南
北

（
18

96
）

〈
与

謝
野

鉄

幹
〉

朱
染

亭
「

お
も

き
務

を
身

に
お

ひ
て

 あ
ま

た
探

り
し

偵
察

の
 そ

の

復
命

も
為

さ
ず

し
て

」

「
犯

罪
事

件
を

調
べ

る
」

の
意

味
と

し
て

の
現

代
中

国
語

で
は

「
偵

査
」

の
表

記
が

多
用

。
日

本
語

の
「

捜
索

」
に

相
当

し
て

い
る

。

陣
地

宋
『

武
經

總
要

』
「

左
右

廂
皆

擊
鉦

息
鼓

，
各

還
本

布
陣

地
立

定
」

①
軍

隊
爲

了
進

行
戰

鬥
而

占
據

的
地

區
，

通
常

設
有

工
事

。
②

比
喻

工
作

、
鬥

爭
的

場
所

。
未

収
録

（
19

04
）

「
午

後
二

點
鐘

,爲
日

軍
第

末
次

之
攻

擊
,突

然
衝

入
,俄

軍
遂

棄
其

陣
地

而

却
」

顏
惠

慶
19

08

Fi
el

d
A 

pl
ac

e 
w

he
re

 a
 b

at
tle

 is
 fo

ug
ht

, 戰
地

, 戰
塲

, 沙
塲

, 陣
地

戦
い

を
す

る
た

め
に

軍
隊

、
装

備
を

配
置

し
て

あ
る

地
。

陣
を

構
え

た
場

所
。

防
御

陣
地

・
掩

護
陣

地
・

砲
兵

陣
地

・
機

関
銃

陣
地

・
歩

兵
砲

陣
地

・
防

空
陣

地
な

ど
。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Po

sit
io

n 
〈

略
〉

陣
地

又
陣

勢
」

陣
形

宋
『

皇
畿

賦
』

「
俄

而
旗

影
霞

亂
，

陣
形

星
羅

」
軍

陣
的

隊
形

。
未

収
録

（
18

90
）

「
此

孫
子

言
陣

形
陣

法
也

」
未

収
録

戦
闘

の
隊

形
。

ま
た

、
陣

地
の

形
。

陣
立

て
。

別
天

地
（

19
03

）
〈

国
木

田
独

歩
〉

下
・

三
「

砲
声

海
を

翻
へ

す
。

互
の

陣
形

（
ヂ

ン
ケ

イ
）

す
ら

殆
ど

乱
れ

終
っ

た
」

陣
営

宋
『

蘇
門

六
君

子
文

粹
』

「
論

兵
者

，
止

知
重

將
帥

之
選

急
，

士
卒

之
練

講
，

器
械

陣
營

之
所

宐
究

」
明

『
武

編
』

「
殊

不
知

古
人

陣
營

本
同

一
法

」

①
軍

營
，

兵
營

。
②

比
喻

爲
了

共
同

的
利

益
和

目
標

而
聯

合
起

來
進

行
鬥

爭
的

集
團

。
未

収
録

（
19

11
）

「
拘

置
俘

虜
於

城
鎭

村
寨

陣

營
」

（
19

32
）

「
以

爲
國

際
間

只
有

兩
大

陣
營

,
而

歐
洲

大
陸

之
反

蘇
聯

運
動

,法
蘭

西
實

爲

其
主

動
力

」

未
収

録

①
作

戦
お

よ
び

戦
闘

を
最

も
効

果
的

に
遂

行
す

る
た

め
の

術
策

。
「

戦
略

」
の

下
位

の
概

念
。

戦
法

。
②

あ
る

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

取
る

手
段

、
方

法
。

書
言

字
考

節
用

集
（

17
17

）
一

「
陣

営
 ヂ

ン
エ

イ
」

近
世

紀
聞

（
18

75
〜

81
）

〈
条

野
有

人
〉

初
・

一
「

浦
賀

及
び

諸
所

の
陣

営
（

ヂ
ン

エ
イ

）
よ

り
時

々
刻

々
の

注
進

」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

陣
中

春
秋

戦
国

『
周

礼
』

「
伝

王
命

於
陣

中
，

会
同

充
革

車
」

宋
『

九
國

志
』

「
再

用
躍

馬
徑

入
陣

中
，

斬
首

數
十

」

未
収

録
未

収
録

（
18

73
）

「
有

好
事

者
訛

麥
馬

韓
之

戰
大

捷
,生

擒
普

太
子

於
陣

中
」

未
収

録

①
陣

屋
の

な
か

。
軍

隊
の

な
か

。
ま

た
、

戦
場

。
②

内
裏

の
内

部
。

近
衛

府
が

警
衛

を
管

轄
す

る
。

陣
。

北
山

抄
（

10
12

〜
21

頃
）

九
・

陣
中

事
「

大
都

陣
中

雑
事

、
近

衛
府

可
糺

行
也

、
〈

略
〉

糺
察

殿
上

陣
中

事
、

已
為

近
衛

府
職

韋
」

太
平

記
（

14
Ｃ

後
）

六
・

赤
坂

合
戦

事
「

若
叶

ふ
ま

じ
き

と
の

御
定

に
て

候
は

ば
、

力
無

く
一

矢
仕

て
、

屍
を

陣
中

に
曝

（
さ

ら
）

す
べ

き
に

て
候

」
広

益
熟

字
典

（
18

74
）

〈
湯

浅
忠

良
〉

「
陣

中
 チ

ン
チ

ウ
 ヂ

ン
ノ

ウ

チ
」

争
闘

漢
『

礼
記

』
「

郷
飲

酒
之

礼
廃

，
則

長
幼

之
序

失
，

而
争

闘
之

獄
繁

矣
」

①
爭

奪
；

鬥
毆

。
②

奮
鬥

，
戰

鬥
。

未
収

録
（

18
72

）
「

故
民

間
極

畏
訟

寂
無

爭
鬥

之

聲
」

羅
存

德
18

69

1：
Bl

ow
to

 e
xc

ha
ng

e 
bl

ow
s,
交

拳
、

交
拳

爭
鬥

、
空

拳
相

打
2：

Co
nt

es
t

to
 c

on
te

st
 w

ith
 o

ne
,相

鬥
、

相
爭

、
共

人

爭
鬥

、
與

人
爭

鬥
、

爭
競

3：
Fi

gh
t

fr
ay

,爭
鬥

、
鬥

毆
者

4：
Q

ua
rr

el
to

 h
av

e 
a 

di
tt

o,
嗌

交
、

爭
鬥

、
閙

交
、

爭

閙
、

爭
嗌

、
鬥

嗌
、

爭
競

、
鬥

嘴
、

口
角

、
角

嘴
、

鬥
口

、
呼

、
㗴

5：
Sq

ua
bb

le
to

 sc
uf

fle
,打

交
、

爭
鬥

、
毆

打
、

打
架

6：
St

rif
e

co
nf

lic
t,嗌

交
、

爭
嗌

、
爭

鬥
、

爭
競

、
閙

交
、

相
嗌

、
相

爭

あ
ら

そ
い

た
た

か
う

こ
と

。
た

た
か

い
。

闘
争

。

大
学

要
略

（
16

30
）

下
「

主
人

の
利

を
好

む
こ

と
専

な
れ

ば
、

下
た

る
も

の
い

よ
い

よ
利

を
好

て
争

闘
（

ソ
ウ

タ
ウ

）
し

て
乱

る
る

ぞ
」

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

三
・

三
「

互
に

争
闘

し
て

已
（

や
む

）
時

な
け

れ
ば

、
兵

隊
を

置
き

、
そ

の
乱

を
鎮

む
る

に
至

れ
り

」

征
服

宋
『

詩
集

傳
』

「
王

將
以

力
征

服
之

」

①
用

武
力

使
別

的
國

家
或

民
族

屈
服

。
②

施
加

影
響

或
運

用
力

量
、

手
段

使
對

方
就

範
、

折
服

。
未

収
録

（
18

74
）

「
荷

人
卽

能
征

服
亞

全
,然

亦
必

曠
日

持
久

矣
」

衛
三

畏
18

44
SU

BD
U

E,
征

服
、

降
服

、
克

、
壓

服
、

平
服

征
伐

し
て

服
従

さ
せ

る
こ

と
。

強
い

勢
力

が
弱

い
勢

力
に

と
っ

て
か

わ
る

こ
と

。
ま

た
、

相
手

を
自

分
の

力
の

も
と

に
お

く
こ

と
。

転
じ

て
、

困
難

な
こ

と
を

未
収

録
と

げ
る

こ
と

。
制

服
。

西
国

立
志

編
（

18
70

〜
71

）
〈

中
村

正
直

訳
〉

九
・

二
四

「
後

に
は

新
に

征
服

せ
し

普
魯

社
（

プ
ラ

ッ
シ

ャ
）

の
軍

あ
り

」

徴
兵

唐
『

通
典

』
「

於
驪

山
之

下
征

兵
二

十
萬

」
①

徴
調

軍
隊

。
②

謂
徴

集
百

姓
服

兵
役

。
③

指
被

徴
入

役
的

兵
士

。

㊀
徵

召
調

集
軍

隊
。

 史
記

九
一

黥
布

傳
：

“項
王

往
擊

齊
，

徵
兵

九
江

，
九

江
王

布
稱

病
不

往
，

遣
將

將
數

千
人

行
。

”
㊁

徵
集

百
姓

服
兵

役
。

 唐
李

白
李

太
白

詩
二

古
風

之
三

十
四

：
“借

問
此

何
爲

？
答

言
楚

徵
兵

。
”

（
18

75
）

「
籌

餉
征

兵
,日

不
暇

給
」

（
18

96
）

「
三

,編
制

陸
軍

及
徴

兵
規

則
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Be

at
 T

o 
be

at
 fo

r r
ec

ru
its

, 尋
幫

手
, 求

援
, 募

兵
, 

徵
兵

2：
Le

vy
Th

e 
ac

t o
f l

ay
in

g 
fo

r t
ha

t w
hi

ch
 is

 le
vi

ed
, 

w
he

th
er

 in
 m

en
 o

r t
ax

es
, 徵

集
, 徵

募
, 起

兵
, 徵

兵
, 課

稅
, 賦

課
, 征

斂
;

3：
So

ld
ie

r
as

, t
o 

en
lis

t s
ol

di
er

s,
 招

兵
, 徵

兵
, 募

兵
; 

4：
M

ob
ili

za
tio

n
Ac

t o
f m

ob
ili

zi
ng

, 徵
兵

, 整
兵

, 秣
馬

厲
兵

, 
整

備
出

師
5：

Co
ns

cr
ip

tio
n

A 
co

m
pu

lso
ry

 e
nr

ol
m

en
t o

f i
nd

iv
id

ua
ls 

fo
r 

m
ili

ta
ry

 o
r n

av
al

 se
rv

ic
e,

 强
迫

當
兵

, 徵
兵

民
を

徴
集

し
て

、
兵

役
に

つ
か

せ
る

こ
と

。
国

家
が

法
律

に
基

づ
い

て
、

成
年

に
達

し
た

国
民

に
兵

役
の

義
務

を
課

し
、

一
定

期
間

、
強

制
的

に
兵

役
に

つ
か

せ
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

兵
。

峡
中

新
聞

‐
四

号
附

（
18

72
）

一
一

月
「

徴
兵

（
ち

ょ
う

へ
い

）
告

諭

我
朝

上
古

の
制

、
海

内
挙

て
兵

な
ら

ざ
る

は
な

し
」

徴
発

五
代

『
舊

唐
書

』
「

征
發

百
端

，
財

力
殫

竭
」

謂
徴

集
調

遣
人

力
或

物
資

。

官
府

徵
集

動
用

民
間

的
人

力
和

物
資

。
 史

記
 平

準
書

：

“兵
革

數
動

，
民

多
買

復
及

五
大

夫
，

徵
發

之
士

益
鮮

。
”漢

書
 刑

法
志

：
“及

至
孝

武
卽

位
，

外
事

四
夷

之
功

，
内

盛
耳

目
之

好
，

徵
發

煩
數

，
百

姓
貧

耗
。

”

（
18

78
）

「
如

土
有

兵
事

,則
埃

及
厲

兵
秣

馬
,聽

候
征

發
」

衛
禮

賢
19

11
Ko

ns
kr

ip
tio

n
co

ns
cr

ip
tio

n 
徵

發

①
呼

び
だ

す
こ

と
。

兵
士

な
ど

を
強

制
的

に
召

し
だ

す
こ

と
。

ま
た

、
召

さ
れ

て
で

る
こ

と
。

②
民

の
所

有
す

る
も

の
を

強
制

的
に

と
り

た
て

る
こ

と
。

特
に

軍
需

物
資

な
ど

を
人

民
か

ら
駆

り
集

め
る

こ
と

を
い

う
。

続
日

本
紀

‐
慶

雲
二

年
（

70
5）

一

一
月

己
丑

「
徴

発
諸

国
騎

兵
、

為
迎

新
羅

使
也

」
日

本
外

史
（

18
27

）
一

・
源

氏
前

記

「
殷

富
百

姓
、

才
堪

弓
馬

者
、

専
習

武
芸

以
応

徴
発

」

91



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

整
備

唐
『

李
詩

選
注

』
「

畜
馬

蕃
息

，
散

蒲
郊

原
，

而
軍

容
整

備
，

可
以

懾
四

夷
也

」
准

備
。

未
収

録
（

18
72

）
「

馬
橋

地
方

創
建

吳
會

書
院

,仿
照

在
城

書
院

章
程

整
備

」

羅
存

德
18

69

1：
Ar

m
ed

fu
rn

is
he

d 
w

ith
 w

ea
po

ns
 o

f o
ffe

ns
e 

an
d 

de
fe

ns
e 
軍

器
齊

備
、

人
馬

齊
備

、
預

備
、

整
備

傢
伙

、
帶

便
兵

器
2：

M
ak

e
to

 m
ak

e 
re

ad
y 
齊

備
、

整
備

、
備

3：
Pr

ep
ar

e
to

 備
、

預
備

、
豫

備
、

備
辦

、
齊

備
、

整
備

、
防

備
、

預
防

、
預

便
、

整
便

、
弄

便
、

安
排

4：
Pr

ep
ar

in
g

預
備

、
齊

備
、

整
備

整
え

そ
な

え
る

こ
と

。
す

ぐ
役

立
つ

よ
う

に
、

準
備

、
装

備
、

機
能

な
ど

を
整

え
る

こ
と

。
準

備
が

整
っ

て
い

る
こ

と
。

家
伝

（
76

0頃
）

下
（

寧
楽

遺
文

）

「
台

鼎
之

任
、

未
有

其
人

。
以

公
行

甚
整

備
、

含
章

可
貞

、
叙

従
二

位
、

陟
為

右
大

臣
」

新
令

字
解

（
18

68
）

〈
荻

田
嘯

〉

「
整

備
 セ

イ
ビ

 ト
ト

ナ
ヒ

ソ
ナ

ヘ

ル
」

日
本

開
化

小
史

（
18

77
〜

82
）

〈
田

口
卯

吉
〉

六
・

一
三

「
其

事
情

の
憐

む
べ

き
と

其
進

退
の

整
備

し
た

る
に

因
り

て
海

内
一

般
其

人
と

な
り

を
慕

へ
り

」

正
攻

法
な

し
未

収
録

未
収

録

（
19

14
）

「
日

人
言

,此
次

攻
青

島
,持

人
道

,
用

正
攻

法
,不

用
奇

攻
法

,故
不

必
有

速
效

或

劇
戰

」
（

19
35

）
「

日
陸

軍
省

發
表

（
略

）
得

鞏

固
正

攻
法

陣
容

之
處

,實
可

謂
為

得
宜

」

未
収

録
奇

計
、

謀
略

な
ど

を
用

い
な

い
で

正
々

堂
々

と
攻

撃
す

る
や

り
方

。

銃
後

（
19

13
）

〈
桜

井
忠

温
〉

三
〇

「
軍

は
其

の
後

正
攻

法
（

セ
イ

コ
ウ

ハ
フ

）
に

よ
り

、
攻

路
を

掘
開

し
つ

つ
〈

略
〉

第
二

回
の

総
攻

撃
を

行
ふ

に
至

っ
た

」

支
隊

明
『

南
京

都
察

院
志

』
「

支
隊

哨
長

教
習

缺
，

或
於

本
隊

哨
或

於
别
隊
哨
」

①
部

隊
作

戰
時

的
臨

時
編

組
。

②
爲

現
代

軍
隊

中
相

當
於

團
或

師
一

級
組

織
，

如
獨

立
支

隊
、

游
擊

支
隊

、
艦

艇
支

隊
等

。

未
収

録

（
18

95
）

「
八

月
三

十
號

,東
京

得
臺

灣
公

報
略

云
,二

十
六

號
,近

衛
師

圑
派

左
側

支
隊

進
攻

」

赫
美

玲
官

話
19

16
De

ta
ch

ed
～

 fo
rc

e,
支

隊

本
隊

か
ら

分
か

れ
た

部
隊

。
通

常
、

独
立

し
た

戦
闘

行
動

を
と

る
。

風
俗

画
報

‐
一

〇
一

号
（

18
95

）
大

姑
の

攻
撃

「
枝

隊
（

シ
タ

イ
）

は
牛

欄
河

の
敵

を
撃

退
し

午
前

九
時

軍
を

龍
潭

坡
に

還
せ

り
」

支
隊

明
『

南
京

都
察

院
志

』
「

支
隊

哨
長

教
習

缺
，

或
於

本
隊

哨
或

於
别

隊
哨

」

①
部

隊
作

戰
時

的
臨

時
編

組
。

②
爲

現
代

軍
隊

中
相

當
於

團
或

師
一

級
組

織
，

如
獨

立
支

隊
、

游
擊

支
隊

、
艦

艇
支

隊
等

。

未
収

録
（

18
95

）
「

東
報

雜
譯

（
略

）
二

十
六

號
,

近
衛

師
圑

派
左

側
支

隊
進

攻
」

赫
美

玲
官

話
19

16
De

ta
ch

ed
～

 fo
rc

e支
隊

本
隊

か
ら

分
か

れ
た

部
隊

。
通

常
、

独
立

し
た

戦
闘

行
動

を
と

る
。

風
俗

画
報

‐
一

〇
一

号
（

18
95

）

「
枝

隊
（

シ
タ

イ
）

は
牛

欄
河

の
敵

を
撃

退
し

午
前

九
時

軍
を

龍
潭

坡
に

還
せ

り
」

直
進

春
秋

戦
国

『
管

子
』

「
忠

臣
直

進
，

以
論

其
能

」
未

収
録

未
収

録
（

18
73

）
「

必
以

戰
艦

駛
臨

普
國

海
口

,閉
遏

要
害

,長
驅

直
進

,圍
攻

其
都

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Di

re
ct

G
oi

ng
 in

 a
 st

ra
ig

ht
 li

ne
 o

r c
ou

rs
e,

 直
往

前

的
, 直

進
的

2：
Di

re
ct

ly
In

 a
 st

ra
ig

ht
 li

ne
 o

r c
ou

rs
e,

 直
前

, 直
進

之

狀 3：
O

nw
ar

d
in

 a
dv

an
ce

, 直
進

, 前
進

之
狀

4：
St

ra
ig

ht
fo

rw
ar

d
Pr

oc
ee

di
ng

 in
 a

 st
ra

ig
ht

 c
ou

rs
e,

 直
前

的
, 

直
進

的
, 直

行
的

①
た

め
ら

わ
な

い
で

進
む

こ
と

。
②

ま
っ

す
ぐ

に
進

む
こ

と
。

真
理

一
斑

（
18

84
）

〈
植

村
正

久
〉

一
「

欧
西

の
学

術
は

駸
々

乎
と

し
て

宇
宙

の
原

因
論

に
直

進
し

て
止

ま
ず

」

直
射

南
北

朝
『

文
選

箋
證

』
「

後
漢

書
張

衡
傳

注
遺

，
光

言
光

彩
直

射
也

」
宋

『
續

資
治

通
鑒

長
編

』
「

軍
馬

六
事

者
，

一
曰

順
騌

直
射

，
二

曰
背

射
，

三
曰

盤
馬

射
」

未
収

録
未

収
録

（
18

74
）

「
以

後
每

値
夏

秋
汎

漲
,江

水
直

射
入

境
,城

垣
卽

被
漫

」

（
18

92
）

「
遙

望
電

光
一

道
直

射
炮

台
,震

動
藥

房
第

二
門

,台
頂

火
光

迸
出

後
,牆

登
時

倒
塌

」

顏
惠

慶
19

08

1：
En

fil
ad

e
A 

fir
e 

of
 m

us
ke

tr
y 

or
 a

rt
ill

er
y 

ra
ki

ng
 a

 li
ne

 
of

 ra
m

pa
rt

 o
r t

ro
op

s f
ro

m
 e

nd
 to

 e
nd

, 直
射

, 直
擊

, 縱
射

(向
一

帶
牆

或
向

一
行

兵
自

頭
至

尾
用

槍
砲

縱
擊

)
2：

G
un

sh
ot

th
e 

di
st

an
ce

 o
f t

he
 p

oi
nt

bl
an

k 
ra

ng
e 

of
 a

 
ca

nn
on

 sh
ot

, 礮
彈

直
射

之
遠

近

3：
Po

in
t-

bl
an

k
Ho

riz
on

ta
l, 
直

射
的

, 正
射

的
; a

s,
 a

 p
oi

nt
-

bl
an

k 
sh

ot
, 直

射
;S

po
t a

im
ed

 a
t i

n 
sh

oo
tin

g,
 直

射
點

①
ま

と
も

に
射

る
こ

と
。

ま
っ

す
ぐ

射
る

こ
と

。
ま

た
、

ま
っ

す
ぐ

に
う

ち
上

げ
る

こ
と

。
②

ま
っ

す
ぐ

に
そ

そ
ぐ

こ
と

。
じ

か
に

照
ら

す
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
光

。
③

低
く

直
線

に
近

い
弾

道
で

弾
丸

を
発

射
す

る
こ

と
。

近
古

史
談

（
18

64
）

三
・

徳
篇

上
避

雷
符

「
独

雷
公

之
降

、
直

射
旁

激
、

無
有

定
処

」
米

欧
回

覧
実

記
（

18
77

）
〈

久
米

邦

武
〉

一
・

一
四

「
烟

火
の

技
は

支
那

日
本

の
長

技
な

り
と

、
蓋

し
仰

空
直

射
の

式
な

く
、

弾
発

す
る

毎
に

、
鉛

直
に

上
騰

す
る

こ
と

な
く

」

志
願

唐
『

周
書

』
「

企
臨

發
，

密
誡

子
元

禮
，

仲
遵

曰
，

吾
生

平
志

願
不

過
令

長
耳

」

①
志

向
和

願
望

。
②

期
望

，
願

意
。

志
向

願
望

。
 文

選
三

國
 魏

嵇
叔

夜
（

康
）

與
山

巨
源

絶
交

書
：

“今
但

願
守

陋
巷

，

教
養

子
孫

；
時

與
親

舊
敘

闊
，

陳
説

平
生

，
濁

酒
一

杯
，

彈
琴

一
曲

，
志

願
畢

矣
。

”

（
18

73
）

至
日

行
合

卺
禮

方
謂

志
願

巳
遂

羅
存

德
18

69

Ex
pr

es
s

to
 e

xp
re

ss
 o

ne
's 

w
ish

es
 講

出
心

願
、

說
出

志
願

あ
る

事
を

こ
こ

ろ
ざ

し
願

う
こ

と
。

望
み

願
う

こ
と

。
ま

た
、

こ
こ

ろ
ざ

し
て

願
い

出
る

こ
と

。
自

ら
の

意
志

に
基

づ
き

す
す

ん
で

願
い

出
る

こ
と

。
志

望
。

希
望

。

性
霊

集
‐

一
〇

（
10

79
）

叡
山

澄
和

上
啓

返
報

書
「

即
承

遊
化

北
院

、
便

疑
就

謁
、

縁
客

中
煩

砕
、

不
遂

志
願

」
明

六
雑

誌
‐

一
二

号
（

18
74

）
西

学

一
斑

・
三

〈
中

村
正

直
訳

〉
「

今
は

君
主

た
る

も
の

民
の

父
母

と
な

り
、

そ
の

志
願

を
達

し
、

そ
れ

を
し

て
福

祉
を

享
け

し
め

」

92



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

制
服

春
秋

戰
國

『
管

子
』

「
度

爵
而

制
服

，
量

禄
而

用
財

」
漢

『
呉

越
春

秋
』

「
諸

侯
相

伐
，

兵
刄

交
錯

，
弓

矢
之

威
不

能
制

服
」

①
古

時
依

社
會

地
位

的
高

低
規

定
服

飾
樣

式
。

②
指

喪
服

。
③

軍
人

、
幹

部
、

學
生

等
穿

着
的

有
規

定
式

樣
的

服
裝

。
④

用
強

力
使

之
馴

服
。

㊀
古

代
依

社
會

地
位

的
高

低
規

定
服

飾
樣

式
。

 管
子

 立
政

：
“度

爵
而

制
服

，
量

祿

而
用

財
。

”
㊁

喪
服

。
 後

漢
書

三
九

劉

般
傳

附
劉

愷
：

“鄧
太

后
詔

長
吏

以
下

不
爲

親
行

服
者

，
不

得
典

城
選

舉
。

…
…
詔

下

公
卿

，
議

者
以

爲
不

便
。

愷
獨

議
曰

：
‘詔

書
所

以
爲

制

服
之

科
者

，
蓋

崇
化

厲
俗

，
以

弘
孝

道
也

。
’”
後

稱
有

定

制
的

服
裝

爲
制

服
。

㊂
用

強
力

使
之

馴
服

。
 吳

越
春

秋
 勾

踐
陰

謀
外

傳
：

“當
是

之
時

，
諸

侯
相

伐
，

兵
刃

交
錯

，
弓

矢
之

威
不

能
制

服
。

”

（
18

74
）

「
惟

有
以

無
數

精
兵

以
制

服

之
」

（
19

05
）

「
各

學
堂

學
生

制
服

均
用

長
衣

大
袖

束
帶

草
帽

」

衛
三

畏
18

44
CO

U
N

TE
RA

CT
. 阻

止
、

免
、

制
服

、
壓

止

①
令

制
で

、
無

位
の

者
、

庶
民

が
朝

廷
の

儀
式

に
参

列
す

る
と

き
着

用
す

る
と

規
定

さ
れ

た
服

装
。

衣
は

黄
色

。
有

位
者

の
朝

服
に

相
当

す
る

。
②

喪
服

を
着

る
こ

と
。

ま
た

、
喪

服
着

用
の

期
間

。
③

正
規

の
服

。
定

め
ら

れ
た

服
装

。
学

生
、

駅
員

、
警

察
官

な
ど

、
あ

る
集

団
に

属
す

る
人

が
着

る
、

色
や

形
が

き
め

ら
れ

た
衣

服
。

ユ
ニ

フ
ォ

ー
ム

。
④

（
─

す
る

）
相

手
の

力
を

制
し

、
つ

き
従

わ
せ

る
こ

と
。

征
服

。

令
義

解
（

83
3）

衣
服

・
制

服
条

「
制

服
。

无
位

〈
謂

。
庶

人
服

制
亦

同
也

〉
皆

皀
縵

頭
巾

。
黄

袍
」

日
本

外
史

（
18

27
）

一
・

源
氏

前
記

「
是

以
大

権
在

上
、

能
制

服
海

内
」

新
聞

雑
誌

‐
一

〇
号

・
明

治
四

年
（

18
71

）
八

月
「

散
髪

制
服

（
セ

イ

フ
ク

）
略

服
脱

刀
等

自
今

勝
手

た
る

べ
く

」
日

本
開

化
小

史
（

18
77

〜
82

）
〈

田

口
卯

吉
〉

五
・

九
「

豊
臣

氏
の

海
内

を
連

合
せ

し
め

た
る

は
、

実
に

外
面

の
連

合
に

し
て

其
内

実
は

未
だ

能
く

之
を

制
服

す
る

の
力

あ
る

に
あ

ら
ざ

る
な

り
」

制
圧

明
『

南
廱

志
』

「
借

之
以

制
壓

君
於

上
，

威
服

人
於

下
」

猶
壓

制
。

未
収

録
（

19
09

）
「

其
目

的
在

防
政

府
爲

制
壓

反

對
黨

之
勢

力
」

羅
存

德
18

69

1：
Su

pp
re

ss
or

壓
者

、
壓

服
者

、
制

壓
者

2：
U

nr
ep

re
ss

ed
未

制
壓

過
、

未
壓

服
過

、
未

壓
的

3：
U

ns
up

pr
es

se
d

未
彈

壓
過

、
未

克
服

、
不

制
壓

、
未

靖
、

未
遏

威
力

を
も

っ
て

相
手

の
力

や
気

持
な

ど
を

お
さ

え
つ

け
、

自
由

に
さ

せ
な

い
こ

と
。

お
さ

え
と

ど
め

る
こ

と
。

幕
末

御
触

書
集

成
‐

六
・

元
治

元
年

（
18

61
）

正
月

二
七

日
「

宸
翰

写

〈
略

〉
如

何
せ

ん
昇

平
二

百
有

余
年

、
威

武
の

以
て

外
寇

を
制

圧
す

る
に

足
ら

ざ
る

こ
と

を
」

文
明

論
之

概
略

（
18

75
）

〈
福

沢
諭

吉
〉

二
・

四
「

大
社

の
神

力
を

も
、

概
し

て
こ

れ
を

制
圧

し
、

自
由

自
在

に
こ

れ
を

御
し

て
」

擲
射

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

08
）

「
先

令
工

科
將

校
與

目
兵

築
造

平
射

砲
台

,擲
射

砲
台

」

（
19

45
）

「
擲

射
距

離
由

筒
身

的
傾

斜
角

度
和

火
藥

量
等

而
定

」

顏
惠

慶
19

08

M
iss

ile
An

y 
w

ea
po

n 
th

ro
w

n,
 b

y 
th

e 
ha

nd
 o

r a
n 

in
st

ru
m

en
t, 
擲

射
物

, 飛
射

具
, 投

器
, 箭

, 
錐

, 鏢
, 彈

丸
等

弾
丸

な
ど

を
う

ち
放

つ
こ

と
。

物
を

勢
い

よ
く

空
中

に
ほ

う
り

出
す

こ
と

。
な

げ
出

す
こ

と
。

具
氏

博
物

学
（

18
76

～
77

）
〈

須
川

賢
久

訳
〉

一
「

山
の

絶
頂

に
孔

穴
あ

り
て

、
間

々
焼

石
即

火
奮

石
を

噴
き

出
し

、
之

と
共

に
石

、
灰

、
泥

等
を

擲
射

す
る

者
あ

り
之

れ
を

火
山

と
名

つ
く

」

中
隊

唐
『

通
典

』
「

合
三

小
隊

，
為

一
中

隊
」

①
軍

隊
的

一
種

編
制

。
②

今
軍

隊
中

亦
有

中
隊

，
相

當
於

連
的

一
級

組
織

。
③

隊
伍

編
制

的
一

種
。

由
若

干
小

隊
或

分
隊

組
成

，
屬

大
隊

管
轄

。

未
収

録

（
18

82
）

「
初

二
,日

花
房

公
使

偕
同

近
藤

領
事

前
赴

仁
川

府
,隨

帶
護

衞
兵

二
中

隊
,計

濟
物

浦
距

仁
川

府
約

中
國

十
里

之
遙

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Pl

at
oo

n
A 

sm
al

l s
ub

di
vi

sio
n 

of
 so

ld
ie

rs
, (
軍

)步
兵

之
半

中
隊

2：
Sq

ua
dr

on
A 

di
vi

sio
n 

of
 a

 re
gi

m
en

t o
f c

av
al

ry
 

co
nt

ai
ni

ng
 tw

o 
tr

oo
ps

, (
軍

)騎
兵

中
隊

(二
小

隊
爲

一
中

隊
, 約

一
百

二
十

至
二

百
騎

)

軍
隊

の
編

制
上

の
単

位
。

ふ
つ

う
、

三
な

い
し

四
小

隊
か

ら
成

り
、

さ
ら

に
三

、
四

中
隊

で
一

大
隊

と
な

る
。

漢
語

便
覧

（
18

71
）

〈
横

山
監

〉
軍

旅
「

中
隊

 チ
ウ

タ
イ

 小
隊

二
ツ

ガ

ケ
」

中
国

の
軍

隊
の

編
制

面
で

は
、

「
中

隊
」

に
相

当
す

る
語

と
し

て
は

「
連

」
も

あ
る

。
そ

ち
ら

の
方

が
む

し
ろ

多
用

し
て

い
る

。

中
将

漢
『

呉
越

春
秋

』
「

牛
為

中
將

，
主

內
裹

」

唐
『

北
史

』
「

贈
尚

書
右

僕
射

，
武

平

中
將

」

①
中

等
才

能
の

将
領

。
②

軍
銜

名
。

將
官

的
一

級
，

低
於

上
將

、
高

於
少

將
。

未
収

録

（
18

74
）

「
東

洋
兵

臨
臺

灣
一

節
（

略
）

統
軍

前
來

之
陸

軍
中

將
所

部
兵

船
已

經
抵

口
」

（
19

12
）

「
政

府
陸

續
任

命
中

將
少

將
等

官
太

多
,名

器
過

濫
」

顏
惠

慶
19

08

1：
G

en
er

al
al

so
 th

e 
se

co
nd

 in
 ra

nk
, o

r l
ie

ut
en

an
t-

ge
ne

ra
l, 

th
e 

co
m

m
an

de
r o

f a
 d

iv
isi

on
, o

r 
m

aj
or

-g
en

er
al

, a
nd

 th
e 

co
m

m
an

de
r o

f a
 

br
ig

ad
e,

 o
r b

rig
ad

ie
r-

ge
ne

ra
l-a

ll 
ge

ne
ra

l 
of

fic
er

s b
ei

ng
 a

bo
ve

 th
e 

ra
nk

 o
f c

ol
on

el
, 

陸
軍

大
佐

以
上

之
各

項
將

官
, 如

陸
軍

中
將

,
陸

軍
少

將
, 大

隊
中

將
之

類

2：
Vi

ce
-A

dm
ira

l
A 

ci
vi

l o
ffi

ce
r, 

ex
er

ci
sin

g 
ad

m
ira

lty
ju

ris
di

ct
io

n,
 副

水
師

提
督

, 海
軍

二
等

提
督

, 
海

軍
中

將

①
奈

良
・

平
安

時
代

以
降

、
少

将
と

と
も

に
左

右
近

衛
府

の
次

官
。

②
女

房
の

呼
び

名
。

③
能

面
の

一
つ

。
④

軍
隊

の
階

級
の

一
つ

。
将

官
の

第
二

位
。

大
将

の
下

、
少

将
の

上
。

続
日

本
紀

ー
天

平
神

護
元

年
二

月
甲

子
（

76
5）

「
改

授
刀

衛
為

近
衛

府
、

其
官

員
、

大
将

一
人

、
為

正
三

位
官

、
中

将
一

人
、

為
従

四
位

下
官

」
建

白
書

（
18

73
）

〈
山

田
顕

義
〉

上

「
聯

隊
を

合
す

る
者

を
『

ブ
リ

ガ
ー

ド
』

と
云

〈
略

〉
『

ブ
リ

ガ
ー

ド
』

を
合

す
る

者
を

『
ジ

ビ
ジ

ョ
ン

』
と

云
〈

略
〉

中
将

の
司

令
す

る
所

の
者

也
」

日
中

両
国

ど
も

古
代

の
官

職
名

と
し

て
も

使
わ

れ
て

い
た

記
録

が
あ

る
。
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

中
立

三
國

『
國

語
韋

氏
解

』
「

通
復

故

交
，

吾
不

敢
。

中
立

其
免

乎
」

①
中

正
獨

立
。

②
在

對
立

的
各

方
之

間
，

不
傾

向
於

任
何

一
方

。
③

指
使

中
立

，
不

傾
向

於
一

方
。

㊀
獨

立
。

 禮
 中

庸
：

“中
立

而
不

倚
，

強
哉

矯
!”
史

記
一

二
三

大
宛

傳
：

“昆
末

乃
率

其
衆

遠
徙

，
中

立
，

不
肯

朝
會

匈
奴

。
”㊁

在
對

立
的

雙

方
之

間
，

不
偏

袒
一

方
。

國
語

 晉
二

：
“里

克
曰

：
‘吾

秉
君

以
殺

太
子

，
吾

不
忍

；
通

復
故

交
，

吾
不

敢
。

中
立

，
其

免
乎

？
’”
注

：
“中

立
，

不
阿

君
，

亦
不

助
太

子
也

。
”戰

國
策

 齊
一

：
“楚

將
伐

齊
，

魯
親

之
，

齊
王

患
之

。
張

丐
曰

：
‘臣

請
令

魯

中
立

。
’”
㊂

居
中

央
位

置
。

立
，

今
字

作
“位

”。
 大

戴

禮
 保

傅
：

“故
成

王
中

立
而

聽
朝

，
則

四
聖

維
之

。
”

（
18

73
）

「
天

下
無

中
立

之
事

,有
去

必
有

留
有

怒
必

有
喜

,此
一

定
不

移
之

理
」

（
18

82
）

「
着

廷
臣

速
擬

局
外

中
立

條
例

,
頒

發
沿

海
各

圻
臣

謹
守

法
度

」

馬
禮

遜
18

23

1：
EV

ID
EN

CE
He

 b
rib

ed
 T

un
g-

ch
un

g 
to

 st
an

d 
up

 a
nd

 b
e 

a 
fa

lse
 w

itn
es

s f
or

 h
im

; s
o 

th
at

 th
e 

be
gi

nn
in

g 
an

d 
en

d 
of

 h
is 

ev
id

en
ce

 d
id

 n
ot

 
ag

re
e,
睹

董
中

立
代

爲
誣

証
以

致
前

後
供

詞

俱
屬

不
符

2：
PA

SS
IO

N
S

If 
a 

m
an

's 
m

in
d 

ce
as

es
 fo

r a
 m

om
en

t t
o 

be
 u

nd
er

 th
e 

in
flu

en
ce

 o
f h

ea
ve

nl
y 

pr
in

ci
pl

es
, i

t i
s f

or
th

w
ith

 u
nd

er
 th

e 
in

flu
en

ce
 o

f h
um

an
 p

as
sio

ns
; t

he
re

 is
 n

o 
su

ch
 th

in
g 

as
 it

s o
cc

up
yi

ng
 a

 m
id

dl
e 

pl
ac

e,
 

be
tw

ee
n 

he
av

en
ly

 p
rin

ci
pl

es
 a

nd
 h

um
an

 
pa

ss
io

ns
人

心
一

息
之

頃
不

在
天

理
便

在
人

欲
未

有
不

在
天

理
人

欲
而

中
立

者
也

①
（

─
す

る
）

ど
ち

ら
に

も
片

寄
ら

な
い

で
そ

の
中

間
に

立
つ

こ
と

。
あ

る
特

定
の

思
想

・
立

場
・

意
見

な
ど

に
片

寄
ら

な
い

で
、

中
正

の
道

に
立

つ
こ

と
。

②
（

─
す

る
）

反
対

・
敵

対
し

て
い

る
も

の
の

ど
ち

ら
の

味
方

も
し

な
い

こ
と

。
③

国
家

間
の

紛
争

お
よ

び
戦

争
に

参
加

し
な

い
国

家
の

国
際

法
上

の
地

位
。

双
方

の
交

戦
国

に
対

し
て

、
公

平
と

無
援

助
を

原
則

と
す

る
。

日
本

外
史

（
18

27
）

七
・

足
利

氏
正

記
「

良
基

歴
仕

六
朝

、
中

立
自

全
、

最
与

義
満

親
善

」
経

国
美

談
（

18
83

〜
84

）
〈

矢
野

龍

渓
〉

前
・

四
「

又
曖

昧
中

立
に

し
て

時
と

し
て

は
右

と
な

り
時

と
し

て
は

左
と

な
る

が
如

き
会

員
は

」

中
尉

漢
『

史
記

』
「

中
尉

条
侯

周
亜

夫
」

漢
『

漢
書

』
「

中
尉

掌
武

職
，

丞
相

綂
衆

官
」

①
官

名
。

戰
國

時
趙

置
，

負
責

選
任

官
吏

。
秦

、
漢

時
爲

武
職

，
掌

管
京

師
治

安
。

漢
武

帝
時

更
名

執
金

吾
，

漢
諸

王
國

皆
置

中
尉

。
唐

後
期

爲
宦

官
領

禁
兵

的
專

職
。

②
軍

銜
的

一
級

。
低

於
上

尉
、

高
於

少
尉

的
下

級
軍

官
。

官
名

。
1.
戰

國
時

趙
國

設

置
，

負
責

選
任

官
吏

。
秦

漢
時

是
武

職
，

掌
管

京
師

治
安

。
武

帝
時

，
改

稱
執

金
吾

。
漢

各
諸

侯
王

國
也

設
置

中
尉

，
維

持
治

安
。

元
時

，
内

史
府

置
中

尉
。

2.
主

爵
中

尉
之

𥳑𥳑
稱

。
秦

置
，

掌
管

列

侯
。

漢
沿

置
。

武
帝

改
爲

右
扶

風
。

3.
御

史
中

尉
之

𥳑𥳑
稱

。
北

朝
 魏

置
，

卽
御

史
中

丞
，

負
責

監
察

官
吏

。
4.
護

軍
中

尉
之

𥳑𥳑
稱

。
唐

後

期
用

宦
官

任
護

軍
中

尉
，

統
領

神
策

軍
，

爲
皇

帝
禁

軍
，

防
守

京
師

。
參

閲
通

典
二

八
職

官
十

左
右

金
吾

衛
。

（
18

74
）

「
東

船
來

滬
情

形
（

略
）

內
有

文
武

官
三

員
,一

爲
海

軍
少

將
兼

海
軍

大
丞

赤
松

則
良

一
,爲

海
軍

中
尉

籐
井

惟
利

」

（
19

13
）

「
三

等
軍

官
仍

分
三

級
（

卽
上

尉
中

尉
少

尉
）

」

顏
惠

慶
19

08

Li
eu

te
na

nt
A 

co
m

m
iss

io
ne

d 
of

fic
er

 n
ex

t b
el

ow
 a

 
ca

pt
ai

n,
守

備
, 副

隊
長

, 陸
軍

中
尉

①
旧

軍
隊

の
階

級
の

一
つ

。
尉

官
の

第
二

位
。

大
尉

の
下

位
、

少
尉

の
上

位
。

②
古

代
の

中
国

で
、

京
師

を
警

護
し

た
官

。

制
度

通
（

17
24

）
一

〇
「

北
軍

は
中

尉
是

を
主

ど
り

、
京

城
門

内
の

兵
を

掌
り

、
京

師
を

巡
徼

す
」

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

一
・

一
「

将
校

及
び

下
士

を
別

つ
こ

と
左

の
如

し
〈

略
〉

大
尉

（
一

等
、

二
等

）
中

尉
（

一
等

、
二

等
）

少
尉

」

中
佐

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

84
）

「
游

熊
雜

詠
　

甲
申

五
月

請
假

游
熊

本
（

略
）

日
本

陸
軍

分
作

六
鎭

（
略

）
其

官
有

少
將

有
參

謀
長

,有
大

佐
,中

佐
,少

佐
及

諸
校

尉
」

（
19

09
）

「
倫

敦
電

云
,英

國
殖

民
部

次
官

,
陸

軍
中

佐
西

萊
在

下
議

院
答

告
自

山
黨

議
員

台
納

君
之

問
」

顏
惠

慶
19

08

 1
：

Li
eu

te
na

nt
on

e 
in

 ra
nk

 n
ex

t, 
as

 li
eu

te
na

nt
-c

ol
on

el
, 都

司
, 海

軍
中

佐

軍
隊

の
階

級
の

一
つ

。
佐

官
の

第
二

位
。

大
佐

の
下

、
少

佐
の

上
。

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

一
・

一
「

其
二

、
大

佐
中

佐
少

佐
」

現
代

中
国

語
で

は
日

本
軍

将
校

の
呼

び
か

け
以

外
は

使
用

し
て

い
な

い
、

つ
ま

り
中

国
語

と
し

て
の

「
中

佐
」

は
専

門
用

語
の

用
法

以
外

は
定

着
し

て
い

な
い

と

重
囲

晋
『

三
国

志
』

「
像

召
募

通
使

，
越

蹈
重

圍
，

冒
突

白
刃

」
層

層
包

圍
。

層
層

包
圍

。
 文

選
晉

 潘
安

仁
（

岳
）

關
中

詩
：

“重
圍

克
解

，
危

城
載

色
。

”注
：

“班
固

耿
恭

守
疏

勒
城

賦

曰
：

‘日
兮

月
兮

阨
重

圍
。

’”
唐

 劉
長

卿
劉

隨
州

集
四

從

軍
詩

六
首

之
一

：
“手

中
無

尺
鐵

，
徒

欲
突

重
圍

。
”

（
18

73
）

「
三

更
時

分
,當

軍
一

齊
吶

喊
,闖

出
重

圍
,且

戰
且

走
」

翟
理

斯
19

12
殺

出
重

圍
,h

e 
da

sh
ed

 o
ut

 fr
om

 h
is 

do
ub

le
 

en
tr

en
ch

m
en

t
い

く
え

に
も

取
り

囲
む

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

囲
み

。

日
本

外
史

（
18

27
）

五
・

新
田

氏
前

記
「

正
成

曰
、

不
頼

陛
下

威
霊

、
臣

安
得

脱
重

囲
再

覩
天

日
哉

」
経

国
美

談
（

18
83

〜
84

）
〈

矢
野

龍

渓
〉

前
・

二
〇

「
斉

、
阿

の
二

国
を

離
間

す
巴

氏
路

を
失

て
重

囲
に

陥
る

巴
氏

三
百

の
神

武
軍

（
サ

ク
レ

ツ
ト

、
バ

ン
ド

）
を

率
ゐ

て
重

囲
を

突
き

国
都

に
返

る
」

舟
橋

元
『

金
史

』
「

上
聞

之
，

從
六

七

騎
，

出
端

門
，

至
舟

橋
」

用
船

隻
架

設
的

浮
橋

。
未

収
録

（
19

10
）

「
自

本
星

期
起

,擬
實

行
架

設
架

柱
舟

橋
」

顏
惠

慶
19

08

Po
nt

oo
n-

br
id

ge
A 

br
id

ge
 fo

rm
ed

 w
ith

 p
on

to
on

s,
 艁

橋
, 船

橋
, 筏

橋
, 舟

橋
, 浮

橋

未
収

録

諸
兵

漢
『

東
觀

漢
記

』
「

帝
不

敢
取

財

物
，

但
合

會
諸

兵
爲

之
計

策
」

晋
『

後
漢

紀
』

「
使

參
乘

高
舉

帷
，

諸
兵

何
敢

逼
至

」

未
収

録
未

収
録

（
18

74
）

「
須

兩
面

商
妥

,且
約

束
諸

兵
,使

不
縱

悍
」

未
収

録
多

く
の

さ
ま

ざ
ま

な
兵

。

謙
信

家
記

（
15

80
）

輝
虎

公
越

中
発

向
「

川
立

を
五

三
人

向
へ

越
候

て
、

敵
に

横
目

を
付

、
其

相
図

を
以

て
、

諸
兵

を
御

越
被

成
尤

と
存

候
」

日
誌

字
解

（
18

69
）

〈
岩

崎
茂

実
〉

「
諸

兵
 シ

ョ
ヘ

イ
 モ

ロ
モ

ロ
ノ

ツ

ハ
モ

ノ
」
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漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

主
計

漢
『

史
記

』
「

一
月

，
更

以
列

侯
，

爲
主

計
」

①
漢

代
官

名
。

主
管

國
家

財
賦

。
②

主
管

財
賦

出
入

的
工

作
。

③
主

持
籌

劃
。

官
名

。
主

管
國

家
財

政
，

計
算

出
入

，
故

名
。

 史
記

九

六
張

丞
相

傳
：

“（
張

蒼
）

遷
爲

計
相

，
一

月
，

更
以

列

侯
爲

主
計

四
歲

。
”索

隱
：

“謂
改

計
相

之
名

，
更

名
主

計
也

。
”

（
18

84
）

「
主

計
者

通
盤

籌
算

,以
爲

虚
糜

也
」

衛
禮

賢
19

11
M

ar
in

ez
ah

lm
ei

st
er

海
軍

主
計

①
会

計
を

つ
か

さ
ど

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
役

目
。

会
計

官
。

勘
定

方
。

②
旧

日
本

陸
軍

の
経

理
部

、
旧

日
本

海
軍

の
主

計
科

で
、

会
計

・
経

理
な

ど
の

事
務

を
取

り
扱

っ
た

武
官

。

英
和

外
交

商
業

字
彙

（
19

00
）

〈
篠

野
乙

次
郎

〉
「

Ac
co

un
ta

nt
 主

計
、

会
計

方
、

管
財

人
」

不
在

地
主

（
19

29
）

〈
小

林
多

喜

二
〉

五
「

後
で

主
計

が
廻

っ
て

く
る

ん
だ

か
ら

、
そ

の
時

申
告

す
れ

ア
い

い
ん

だ
」

助
攻

五
代

『
旧

唐
書

』
「

鎔
懼

乞
盟

，
請

以
兵

糧
，

助
攻

邢
州

，
許

之
」

用
部

分
兵

力
在

次
要

方
向

上
進

攻
，

以
配

合
主

攻
，

稱
“助

攻
”。

未
収

録

（
18

80
）

「
中

國
旣

有
此

二
利

而
復

邀
日

本
助

攻
日

本
,乘

此
機

會
與

中
國

合
,則

琉
球

之
事

,中
國

可
以

釋
然

於
心

」

未
収

録
本

攻
撃

を
助

け
る

攻
撃

。
ま

た
、

助
勢

し
て

攻
撃

す
る

こ
と

。
な

し

祝
砲

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

83
）

「
照

譯
東

報
（

略
）

陞
朝

鮮
旗

幟
,祝

炮
十

三
聲

」

（
19

46
）

「
本

日
學

習
時

,莫
斯

科
及

全
國

各
大

都
會

,均
將

鳴
祝

砲
二

十
響

」

未
収

録
祝

意
を

あ
ら

わ
す

た
め

に
放

つ
空

砲
。

礼
砲

。

幕
末

御
触

書
集

成
‐

一
〇

一
・

安
政

元
年

（
18

54
）

二
月

九
日

「
亜

墨
利

加
人

江
明

十
日

応
接

有
之

候
に

付
、

船
中

に
而

祝
炮

数
発

打
放

候
旨

申
立

候
に

付
」

近
世

紀
聞

（
18

75
～

81
）

〈
条

野
有

人
〉

初
・

一
「

亜
船

よ
り

祝
砲

（
シ

ュ
ク

ハ
ウ

）
三

発
に

及
び

使
節

ペ
ル

リ
を

始
と

し
て

上
官

の
者

」

駐
軍

晋
『

三
国

志
』

「
詔

宣
王

駐
軍

，
逵

東
與

休
合

進
」

①
駐

扎
軍

隊
。

②
駐

扎
的

軍
隊

。
未

収
録

（
18

72
）

「
曾

國
藩

駐
軍

徐
州

,每
有

書
問

皖
事

,猶
諄

諄
以

安
民

察
吏

爲
要

務
」

顏
惠

慶
19

08

1：
G

ar
ris

on
～

ho
sp

ita
l,駐

軍
醫

院

2：
Ha

lt
to

 h
al

t a
n 

ar
m

y,
 歇

兵
, 駐

軍

あ
る

場
所

に
、

軍
隊

が
進

駐
し

、
駐

屯
す

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

の
軍

隊
。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
八

・
徳

川
氏

正
記

「
駐

軍
于

大
樹

寺
三

日
、

駿
河

戍
兵

棄
城

去
」

太
政

官
布

告
第

四
十

三
号

‐
明

治
一

五
年

（
18

82
）

八
月

一
二

日
「

駐
軍

三
日

以
上

に
至

る
と

き
」

駐
留

晋
『

後
漢

紀
』

「
陛

下
因

行
田

野
，

見
稼

穡
，

經
覽

河
山

，
逍

遙
駐

留
，

弭
節

周
旋

」
停

留
。

未
収

録
（

18
74

）
「

又
追

億
瑣

意
西

馬
駐

留
敝

國

日
久

,會
晤

燕
談

,非
止

一
次

」

赫
美

玲
官

話
19

16

1：
Ca

m
p

St
an

di
ng

 ～
,駐

留
宿

營

2：
St

an
di

ng
～

 c
am

p	,
駐

留
宿

營

と
ど

ま
っ

て
い

る
こ

と
。

特
に

、
軍

隊
が

一
時

あ
る

所
に

滞
在

す
る

こ
と

。

音
訓

新
聞

字
引

（
18

76
）

〈
萩

原
乙

彦
〉

「
駐

留
 チ

ウ
リ

ウ
 ト

ド
マ

リ

ヰ
ル

」

駐
屯

宋
『

吳
越
備
史
』
「
行

宻
乃
先
歸
，
而

安
仁

義
，

田
頵

駐
屯

于
北

郊
」

駐
扎

。
未

収
録

（
18

75
）

「
此

事
非

法
人

必
主

治
安

南
,而

將
見

法
兵

駐
屯

於
雲

南
邊

界
之

左
矣

」
未

収
録

陸
軍

部
隊

が
、

あ
る

目
的

で
一

時
期

、
ま

た
は

時
期

を
定

め
な

い
で

、
あ

る
土

地
に

と
ど

ま
る

こ
と

。
兵

営
を

有
す

る
点

で
駐

留
、

駐
軍

な
ど

と
異

な
り

、
ま

た
国

内
の

常
置

部
隊

で
あ

る
衛

戍
と

も
異

な
る

。

衛
戍

条
例

（
明

治
二

一
年

）
（

18
88

）
一

条
「

陸
軍

々
隊

の
永

久

一
地

に
配

備
駐

屯
す

る
を

衛
戍

と
称

し
」

築
城

春
秋

戰
國

『
文

子
』

「
飲

濬
川

而
爲

池
，

築
城

而
爲

固
」

建
城

。
多

指
構

築
城

寨
、

城
堡

、
城

池
和

要
塞

等
。

未
収

録
（

18
72

）
「

其
邊

人
弗

戢
潛

入
雅

克
薩

築

城
,以

處
擾

我
屬

部
獵

戶
」

麥
都

思
18

48
to

 b
ui

ld
 a

 c
ity

, 築
城

①
城

を
き

ず
く

こ
と

。
②

地
形

の
も

つ
防

護
力

を
増

強
す

る
た

め
、

障
害

物
、

掩
体

、
掩

蔽
、

攻
撃

用
の

拠
点

な
ど

各
種

の
構

築
物

を
つ

く
る

こ
と

。

続
日

本
紀

‐
文

武
二

年
（

69
8）

八

月
丁

未
「

修
理

高
安

城
〈

天
智

天
皇

五
年

築
城

也
〉

」
日

誌
字

解
（

18
69

）
〈

岩
崎

茂
実

〉

「
築

城
 チ

ク
ジ

ョ
ウ

 シ
ロ

ヲ
キ

ヅ

ク
」

転
進

南
北

朝
『

魏
書

』
「

故
稚

驟
得

轉

進
，

出
為

撫
軍

大
將

軍
，

領
揚

州
刺

史
」

宋
『

象
山

集
』

「
詣

濟
南

府
扈

從
至

南
京

，
轉

進
武

校
尉

」

元
『

剡
源

集
』

「
進

保
重

慶
，

轉
進

義
副

尉
」

明
『

名
臣

經
濟

録
』

「
帶

領
楊

三
等

呈
送

梧
州

軍
門

，
轉

進
于

朝
廷

」

明
『

隋
史

遺
文

』
「

低
頭

急
走

，
轉

進
城

來
」

未
収

録
未

収
録

（
18

85
）

「
由

大
内

奏
事

處
轉

進
所

貢
之

物
」

（
19

28
）

「
優

勝
之

勢
已

成
,我

國
民

軍
始

向
西

轉
進

」

顏
惠

慶
19

08

Ru
n

he
nc

e,
 to

 fl
ow

, g
lid

e,
 o

r r
ol

l o
nw

ar
d,

 a
s a

 
st

re
am

, a
 sn

ak
e,

 a
 w

ag
on

, e
tc

., 
如

河
之

下

流
, 蛇

之
游

行
, 車

之
轉

進

①
方

向
を

変
え

て
進

む
こ

と
。

他
の

目
的

地
に

進
む

こ
と

。
②

太
平

洋
戦

争
中

の
旧

軍
隊

で
は

、
実

情
が

作
戦

失
敗

に
よ

る
退

却
で

あ
る

と
き

に
も

、
「

退
却

」
の

語
を

避
け

て
そ

の
か

わ
り

に
用

い
た

。

和
漢

三
才

図
会

（
17

12
）

三
三

「
輪

（
わ

）
 〈

略
〉

輪
車

脚
所

以
転

進

者
也

」
米

欧
回

覧
実

記
（

18
77

）
〈

久
米

邦

武
〉

一
・

一
二

「
各

紙
に

番
号

を
印

す
る

に
は

、
十

歯
の

輪
を

た
た

み
、

単
十

、
百

、
千

と
、

毎
輪

に
て

位
を

定
め

、
其

転
輪

に
従

ひ
、

一
度

印
す

れ
ば

、
一

字
づ

つ
位

を
か

へ
、

転
進

す
べ

き
器

械
を

用
ふ

」
古

代
語

に
は

「
官

吏
の

昇
進

と
転

任
」

の
意

味
と

し
て

使
用

さ
れ

て
い

た
例

が
あ

る
。

装
備

明
『

練
兵

實
紀

』
「

即
將

各
軍

應
得

行
糧

就
於

該
倉

，
總

領
委

官
裝

偹
，

或
收

折
色

」
清

康
熙

年
間

『
豆

棚
閑

話
』

「
那

下
山

的
打

扮
，

先
已

裝
備

停
當

」

①
謂

給
軍

隊
配

備
武

器
、

軍
裝

、
器

材
、

技
術

力
量

等
。

②
指

爲
工

礦
、

企
業

配
備

機
器

和
技

術
力

量
等

。
③

指
給

軍
隊

配
備

的
武

器
、

軍
裝

、
器

材
、

技
術

力
量

等
。

④
指

爲
工

礦
企

業
配

備
的

各
種

機
電

設
施

。

未
収

録

（
18

82
）

「
大

瓶
者

一
元

小
瓶

者
半

元
均

有
裝

備
也

」
（

19
12

）
「

新
募

之
兵

,訓
練

裝
備

種
種

困

難
,又

不
適

急
用

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ap

po
in

tm
en

t
 E

qu
ip

m
en

t, 
軍

需
, 需

用
之

物
, 裝

備
, 器

具
；

2：
Fi

t
To

 fi
t o

ut
, t

o 
eq

ui
p,

 裝
備

, 備
辦

①
備

品
・

付
属

品
な

ど
あ

る
目

的
に

必
要

な
も

の
を

と
り

つ
け

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

れ
ら

が
と

り
つ

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
②

行
軍

・
登

山
・

旅
行

な
ど

で
、

そ
の

目
的

に
か

な
っ

た
服

装
を

し
た

り
、

必
要

な
物

品
を

と
と

の
え

た
り

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

も
の

。
特

に
軍

隊
に

い
う

。

百
鬼

園
随

筆
（

19
33

）
飛

行
場

漫
筆

「
飛

行
機

は
三

発
動

機
装

備
の

フ
ォ

ッ
ケ

ル
で

あ
っ

た
」

古
代

語
に

お
い

て
、

備
品

、
付

属
品

な
ど

の
準

備
を

整
え

る
の

意
味

の
例

し
か

発
見

で
き

な
い

。
軍

事
面

で
の

「
武

器
を

装
備

す
る

」
ま

た
は

「
武

器
装

備
そ

の
も

の
」

の
意

味
と

し
て

は
使

用
さ

れ
て

い
な

い
と

見
ら

れ
る

。

95



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

装
甲

明
『

續
資

治
通

鑒
』

「
置

御
前

軍
器

局
於

建
康

府
，

歲
造
裝
甲
五
千
，
矢

百

萬
」

①
指

裝
備

人
馬

所
用

的
鎧

甲
。

②
裝

在
車

輛
、

船
隻

、
飛

機
、

碉
堡

等
上

面
的

防
彈

鋼
板

。
未

収
録

（
18

97
）

「
裝

甲
巡

洋
艦

二
號

,各
容

積
七

千
五

百
噸

」

顏
惠

慶
19

08
De

ck
 T

o 
fu

rn
ish

 a
 v

es
se

l w
ith

 a
 d

ec
k,

 裝
甲

板

①
よ

ろ
い

を
身

に
つ

け
る

こ
と

。
武

装
す

る
こ

と
。

②
敵

弾
を

防
ぐ

た
め

、
船

体
、

車
体

な
ど

に
鉄

板
を

張
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

も
の

。

東
京

日
日

新
聞

‐
明

治
二

一
年

（
18

88
）

一
月

五
日

「
葛

城
艦

は
同

時
に

全
く

竣
工

の
試

運
を

為
し

、
装

甲
水

雷
船

小
鷹

を
構

成
し

」

装
具

南
北

朝
『

後
漢

書
』

「
廉

感
動

悲

涕
，

令
易

脂
澤

裝
具

，
左

右
皆

泣
莫

能
仰

視
焉

」

宋
『

繡
萬

花
谷

』
「

隋
文

帝
賜

張
文

淵
緑

沉
槍

，
甲

獸
文

裝
具

」

①
妝

具
，

婦
女

梳
妝

時
所

用
的

鏡
匣

等
物

。
②

盛
物

的
器

具
。

③
指

行
裝

，
出

遠
門

用
的

衣
服

。

婦
女

使
用

的
梳

妝
用

具
。

後
漢

書
 光

烈
陰

皇
后

紀
：

“帝
從

席
前

伏
御

床
，

視
太

后
鏡

奩
中

物
，

感
動

悲
涕

，
令

易
脂

澤
裝

具
。

”

（
18

83
）

「
併

婦
女

裝
具

香
粉

肥
皂

一
應

需
用

之
物

,莫
不

奇
巧

鮮
明

」

（
19

08
）

「
會

計
經

理
兵

器
被

服
裝

具
糧

秣
等

頂
之

各
簿

,記
十

二
砲

隊
工

程
隊

之
官

長
目

兵
研

究
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Eq

ui
pa

ge
eq

ui
pm

en
t, 
軍

需
, 軍

裝
, 裝

具
2：

Eq
ui

pm
en

t
fu

rn
itu

re
s, 
裝

具
, 器

具
, 器

械
, 什

物
, 所

需
用

者
3：

Fi
xt

ur
e

Th
at

 w
hi

ch
 is

 p
er

m
an

en
tly

 a
tt

ac
he

d 
to

 
so

m
et

hi
ng

 a
s a

n 
ap

pe
nd

ag
e,

 連
繫

之
物

, 
不

能
移

開
之

物
, 裝

置
, 裝

具
, 生

財
物

4：
Fu

rn
itu

re
eq

ui
pa

ge
, 裝

具
5：

Ge
ar

Ac
co

ut
re

m
en

ts
, 裝

具
, 軍

裝
, 甲

冑

①
化

粧
の

道
具

。
②

武
装

の
と

き
身

に
つ

け
る

、
弾

丸
入

れ
、

帯
剣

な
ど

の
道

具
。

ま
た

、
身

に
帯

び
る

さ
ま

ざ
ま

な
道

具
。

軍
制

綱
領

（
18

75
）

〈
陸

軍
省

編
〉

三
・

一
「

戦
時

出
征

の
際

に
於

て
人

々
被

服
装

具
等

の
全

備
を

要
す

る
の

み
な

ら
ず

」

装
弾

明
『

兵
録

』
「

西
洋

裝
彈

用
藥

法
」

明
『

武
備

志
』

「
以

鐵
打

造
，

兩
頭

如
鉛

彈
銃

大
，

中
間

隔
斷

，
一

頭
裝

火
，

一
頭

裝
彈

，
最

利
於

戰
」

未
収

録
未

収
録

（
18

74
）

「
西

人
所

言
執

器
,皆

後
門

裝
彈

之
鎗

也
」

顏
惠

慶
19

08
1：

Ch
ar

ge
to

 c
ha

rg
e 

a 
gu

n,
 裝

彈
銃

砲
に

弾
薬

を
詰

め
込

む
こ

と
。

装
填

（
そ

う
て

ん
）

。

旅
‐

昭
和

九
年

（
19

34
）

一
一

月

号
・

猟
場

あ
ち

ら
こ

ち
ら

〈
小

坂
新

夫
〉

「
装

弾
（

サ
ウ

ダ
ン

）
は

八
号

位
で

も
結

構
、

あ
へ

て
五

号
の

必
要

は
な

い
位

の
射

距
離

で
す

よ
」

装
填

な
し

未
収

録
未

収
録

（
18

88
）

「
東

瀛
秋

報
（

略
）

設
法

於
各

要
港

並
配

置
潛

伏
水

雷
數

個
,以

便
裝

塡
」

顏
惠

慶
19

08

Pa
ck

To
 a

rr
an

ge
 c

lo
se

ly
 a

nd
 se

cu
re

ly
 in

 a
 p

ac
k,

 
裝

緊
, 裝

塡

①
銃

砲
に

弾
薬

を
詰

め
込

む
こ

と
。

た
ま

を
こ

め
る

こ
と

。
②

一
般

的
に

、
中

に
詰

め
込

む
こ

と
。

つ
め

て
穴

を
ふ

さ
ぐ

こ
と

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
Ch

ar
ge

r 〈
略

〉
装

填

ス
ル

」
不

如
帰

（
18

98
～

99
）

〈
徳

富
蘆

花
〉

下
・

一
「

右
舷

速
射

砲
の

装
填

（
サ

ウ
テ

ン
）

を
終

り
た

る
武

男
は

」

装
薬

明
『

明
經

世
文

編
』

「
乃

自
裝

藥
舉

火
，

卻
立

十
餘

步
」

明
『

練
兵

實
紀

』
「

以
銃

之
大

小
，

裝
藥

不
多

不
少

為
式

」

未
収

録
未

収
録

（
18

74
）

「
船

上
置

有
鉄

炮
十

二
尊

,皆
自

炮
口

裝
藥

」

顏
惠

慶
19

08

1：
F i

re
-p

an
th

e 
pr

im
in

g 
pa

rt
 o

f a
 g

un
, 火

皿
, 鎗

礮
內

之

火
藥

房
, 鎗

礮
內

裝
藥

之
處

弾
丸

を
発

射
す

る
た

め
、

銃
砲

の
薬

室
内

に
火

薬
を

装
填

（
そ

う
て

ん
）

す
る

こ
と

。
ま

た
、

そ
の

火
薬

。
発

射
薬

。

舎
密

開
宗

（
18

37
〜

47
）

内
・

五
・

一
一

三
「

按
に

装
薬

の
方

は
各

国
の

風
習

、
銃

砲
の

大
小

に
従

て
異

な
り

」
慶

応
再

版
英

和
対

訳
辞

書
（

18
67

）

「
ch

ar
ge

, -
ed

, -
in

g 
荷

積
す

る
。

襲

ふ
。

罪
す

る
。

托
す

る
。

命
ず

る
。

装
薬

す
る

（
銃

に
）

。
積

む
。

詰
め

る
」

壮
丁

唐
『

觀
象

玩
占

』
「

宗
廟

有
火

，
有

休
色

，
壯

丁
多

死
于

兵
」

①
舊

時
稱

達
到

服
勞

役
年

齡
的

青
壯

年
男

子
。

猶
言

丁
壯

。
②

舊
時

稱
達

到
服

兵
役

年
齡

的
青

壯
年

男
子

。
亦

指
由

民
籍

轉
入

軍
籍

者
。

舊
時

指
可

以
擔

任
勞

役
的

青
壯

年
男

子
。

 舊
唐

書
一

二

○
郭

子
儀

傳
：

“天
子

以
禁

軍
屯

苑
内

。
京

城
壯

丁
，

并
令

團
結

。
城

二
門

塞
其

一
。

”宋
史

 食
貨

志
上

六
役

法
下

：
“其

五
曰

：
壯

丁
，

皆
按

户
版

簿
名

次
，

實
輪

充

役
，

半
年

而
更

。
”

（
18

72
）

「
舉

紳
耆

老
二

三
人

為
董

事
,先

選
派

壯
丁

,限
五

日
內

自
行

造
冊

」

麥
都

思
18

48

An
 A

DU
LT

a 
fu

ll 
gr

ow
n 

m
an

,壯
丁

、
大

人
、

成
丁

、

勭
、

大
漢

的
人

①
成

年
に

達
し

た
男

子
。

血
気

さ
か

ん
な

働
き

ざ
か

り
の

男
子

。
壮

年
の

男
子

。
②

特
に

、
夫

役
（

ぶ
や

く
）

ま
た

は
軍

役
に

あ
た

る
壮

年
の

男
子

。
旧

制
で

、
徴

兵
検

査
の

適
齢

者
。

満
二

〇
歳

の
男

子
。

改
正

増
補

和
英

語
林

集
成

（
18

86
）

「
So

te
i ソ

ウ
テ

イ
 壮

丁
（

サ
ッ

カ

ン
ナ

ル
 ヒ

ト
）

」

追
撃

漢
『

漢
書

』
「

楚
又

追
擊

，
至

靈

辟
」

跟
蹤

攻
擊

。
未

収
録

（
18

72
）

「
鄉

人
忒

窮
宼

之
戒

,不
敢

肆
然

追
擊

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Pu

rs
ue

 to
 c

ha
se

, 追
趕

, 追
擊

2：
Pu

rs
ui

t
Th

e 
ac

t o
f p

ur
su

in
g,

 追
從

, 追
趕

, 追
隨

, 追
擊

敗
走

す
る

敵
を

追
い

か
け

て
う

つ
こ

と
。

劣
勢

に
あ

る
相

手
を

さ
ら

に
攻

め
る

こ
と

。

日
本

外
史

（
18

27
）

一
・

源
氏

前
記

「
追

撃
斬

義
清

幸
広

、
獲

首
千

二
百

級
」

新
令

字
解

（
18

68
）

〈
荻

田
嘯

〉

「
追

討
〈

略
〉

ヲ
ヒ

ウ
チ

 追
撃

 ツ
イ

ゲ
キ

 同
上

」

輜
重

周
『

老
子

』
「

聖
人

終
曰

，
行

不
離

輜
重

」
春

秋
戦

国
『

孫
子

』
「

故
軍

無
輜

重
則

亡
，

無
糧

食
則

亡
，

無
委

積
則

亡
」

①
外

出
時

攜
載

的
物

資
。

②
指

隨
軍

運
載

的
軍

用
器

械
、

糧
秣

等
。

行
者

攜
載

的
物

資
。

常
指

軍
用

物
資

。
 孫

子
 軍

爭
：

“是
故

軍
無

輜
重

則
亡

。
”漢

書

五
二

韓
安

國
傳

：
“王

恢
 李

息
别

從
代

主
擊

輜
重

。
”

注
：

“輜
，

衣
車

也
；

重
謂

載
重

物
車

也
。

故
行

者
之

資
，

總
曰

輜
重

。
”

（
18

72
）

「
遂

思
一

逃
遁

之
策

,將
輜

重
細

軟
盡

數
收

拾
,僱

一
海

舶
乘

夜
下

船
」

麥
都

思
18

48

1：
BA

G
G

AG
E

of
 a

n 
ar

m
y 
輜

重

2：
W

AG
G

O
N

fo
r b

ag
ga

ge
 載

衣
物

車
、

輜
重

3：
LU

G
G

AG
E

行
李

、
輜

重

①
荷

車
。

転
じ

て
、

旅
人

の
荷

物
。

行
李

。
②

戦
地

で
必

要
な

糧
食

・
衣

類
・

武
器

な
ど

の
軍

需
品

。
ま

た
、

そ
れ

を
運

ぶ
道

具
や

人
。

③
旧

陸
軍

で
、

戦
闘

部
隊

に
続

行
し

、
そ

の
部

隊
の

糧
食

、
被

服
、

武
器

、
弾

薬
な

ど
を

輸
送

・
補

充
す

る
兵

科
。

ま
た

、
そ

の
部

隊
。

輜
重

科
。

輜
重

兵
。

漢
書

列
伝

竺
桃

抄
（

14
58

〜
60

）

「
輜

車
は

、
輜

重
を

載
す

る
雑

車
ぞ

」
西

洋
事

情
（

18
66

〜
70

）
〈

福
沢

諭

吉
〉

二
・

四
「

数
万

の
兵

卒
隊

伍
を

乱
た

り
。

輜
重

を
棄

て
大

砲
を

奪
は

れ
氷

を
踏

て
溺

る
る

者
あ

り
」

96



漢
籍

文
献

の
出

典
漢

語
大

詞
典

意
味

付
け

辞
源

の
意

味
付

け
と

出
典

申
報

の
用

例
英

華
字

典
の

初
出

英
華

字
典

の
記

述
例

日
本

国
語

大
辞

典
意

味
付

け
日

本
国

語
大

辞
典

の
出

典

自
衛

漢
『

漢
書

』
「

昌
猛

見
單

于
民

衆
益

盛
，

塞
下

禽
獸

盡
，

單
于

足
以

自
衛

」
保

衛
自

己
。

保
衛

自
己

。
史

記
一

〇
九

李
將

軍
傳

：
‘及

出
擊

胡
，

而

廣
行

無
部

伍
行

陳
，

就
善

水
草

屯
，

舍
止

，
人

人
自

便
，

不
擊

刀
（

刁
）

斗
以

自
衛

。

（
18

72
）

「
以

民
自

衛
則

輔
車

相
倚

」
羅

存
德

18
69

1：
Fo

rt
ify

to
 fo

rt
ify

 o
ne

's 
se

lf 
自

保
、

自
衞

、
自

固

2：
De

fe
ns

iv
e

to
 b

e 
or

 st
an

d 
on

 th
e 

de
fe

ns
iv

e 
自

保
、

自

守
、

自
衞

、
自

固
、

預
防

、
防

備
、

預
備

抵
敵

自
分

の
力

で
守

り
ふ

せ
ぐ

こ
と

。

雪
中

梅
（

18
86

）
〈

末
広

鉄
腸

〉

上
・

二
「

平
時

は
自

衛
の

不
充

分
な

る
所

あ
る

も
の

に
て

も
、

外
面

よ
り

之
れ

を
刺

衝
す

る
に

逢
へ

ば
」

総
員

元
『

元
典

章
』

「
總

員
一

萬
六

千
六

百
九

十
員

」
未

収
録

未
収

録
（

19
06

）
「

目
不

丁
者

,最
居

國
民

總
員

之

多
數

」
未

収
録

全
体

の
人

員
。

全
部

の
人

。
全

員
。

米
欧

回
覧

実
記

（
18

77
）

〈
久

米
邦

武
〉

一
・

四
「

同
行

の
米

人
七

十
名

、
総

員
百

六
名

の
大

会
な

り
」

縦
隊

な
し

①
縱

長
的

隊
形

。
②

軍
隊

編
制

單
位

之
一

。
相

當
於

軍
。

未
収

録
（

19
00

）
「

日
本

報
云

（
略

）
第

一
縱

隊

由
天

津
進

發
,歸

少
將

拔
伊

賢
氏

統
領

」

顏
惠

慶
19

08

1：
Co

lu
m

n
A 

la
rg

e 
bo

dy
 o

f t
ro

op
s d

ra
w

n 
up

 in
 d

ee
p 

fil
es

, 縱
隊

2：
Di

sp
la

y
To

 e
xt

en
d 

th
e 

fr
on

t o
f a

 c
ol

um
n,
展

開
, 展

列
, 縱

隊
展

列
致

成
橫

隊

縦
列

に
並

ん
だ

隊
形

。
た

て
に

長
く

並
ん

だ
隊

形
。

吾
輩

は
猫

で
あ

る
（

19
05

～
06

）

〈
夏

目
漱

石
〉

八
「

是
か

ら
先

は
縦

隊
総

が
か

り
と

な
っ

て
吶

喊
（

と
っ

か
ん

）
の

声
を

揚
げ

る
」

縦
射

な
し

未
収

録
未

収
録

（
19

15
）

「
德

軍
爲

北
面

縱
射

之
砲

火
所

阻
,不

能
沿

大
路

而
進

」

（
19

27
）

「
敵

利
用

堅
固

工
事

頑
强

抗
抵

,
被

我
砲

兵
縱

射
步

兵
猛

擊
」

顏
惠

慶
19

08

1：
Ra

ke
To

 e
nf

ila
de

, 自
側

面
射

擊
, 縱

射

2：
En

fil
ad

e
A 

fir
e 

of
 m

us
ke

tr
y 

or
 a

rt
ill

er
y 

ra
ki

ng
 a

 li
ne

 
of

 ra
m

pa
rt

 o
r t

ro
op

s f
ro

m
 e

nd
 to

 e
nd

, 直
射

, 直
擊

, 縱
射

;T
o 

ra
ke

 w
ith

 sh
ot

 in
 th

e 
di

re
ct

io
n 

or
 th

ro
ug

h 
th

e 
w

ho
le

 le
ng

th
 o

f a
 

lin
e,

 ( 軍
)縱

射
, 直

擊

前
後

に
か

さ
な

っ
て

迫
る

敵
や

行
軍

隊
形

の
敵

を
縦

貫
す

る
よ

う
に

射
撃

す
る

こ
と

。

銃
後

（
19

13
）

〈
桜

井
忠

温
〉

二
三

「
正

射
、

縦
射

（
ジ

ウ
シ

ャ
）

、
斜

射
─

大
砲

の
頭

さ
へ

向
け

れ
ば

ど
こ

で
も

打
て

る
仕

掛
で

あ
る

」

縦
深

清
『

畿
輔

通
志

』
「

海
子

在
遵

化
州

西
南

四
十

里
，

縱
深

十
數

里
」

①
軍

隊
作

戰
地

域
縱

向
的

深
度

。
②

用
於

其
他

地
區

的
縱

向
長

度
或

深
度

。
未

収
録

（
19

08
）

「
病

根
縱

深
去

已
過

半
」

（
19

37
）

「
搬

運
鋼

版
麻

袋
等

軍
需

品
,構

成
縱

深
配

備
之

工
事

」

未
収

録

軍
隊

で
、

戦
線

に
配

置
さ

れ
た

部
隊

の
最

前
線

か
ら

後
方

の
部

隊
ま

で
の

縦
（

た
て

）
の

深
さ

の
距

離
。

縦
隊

の
場

合
は

最
先

頭
の

兵
士

か
ら

最
後

尾
の

兵
士

ま
で

の
距

離
を

い
う

。
敵

に
向

か
っ

て
垂

直
の

線
を

さ
し

、
水

平
の

線
は

正
面

と
称

す
る

。

歩
兵

操
典

（
19

28
）

第
二

七
五

「
突

入
に

引
続

き
通

常
敵

の
縦

深
あ

る
配

備
を

突
破

す
る

を
要

す
る

に
至

る
を

以
て

」

古
代

語
に

お
い

て
、

「
軍

事
面

の
配

置
」

と
し

て
の

用
例

は
未

見
。

作
戦

春
秋

戰
國

『
孫

子
』

「
卷

上
　

作
戰

第
二

」
軍

隊
之

間
的

對
敵

行
動

。
通

常
指

打
仗

。
未

収
録

（
19

00
）

「
英

兵
部

觀
戰

紀
實

,作
戰

紀
官

書
華

使
美

使
電

報
,作

和
戰

定
論

條
約

」

衛
禮

賢
19

11

1：
O

pe
ra

tio
n

作
戰

2：
O

pe
ra

tio
ns

ba
sis

ba
sis

 o
f o

pe
ra

tio
n,
策

源
、

作
戰

根
據

3：
O

pe
rie

re
n

to
 o

pe
ra

te
,動

作
、

行
手

術
、

作
戰

①
よ

い
結

果
を

得
る

た
め

に
、

当
面

す
る

相
手

に
対

し
て

め
ぐ

ら
す

、
戦

う
方

法
に

つ
い

て
の

策
略

。
は

か
り

ご
と

。
②

旧
日

本
陸

軍
で

、
師

団
以

上
の

部
隊

の
あ

る
機

関
に

お
け

る
対

敵
行

動
の

総
称

。
広

義
に

は
、

軍
隊

に
よ

っ
て

遂
行

さ
れ

る
あ

ら
ゆ

る
軍

事
行

動
を

い
い

、
訓

練
、

兵
站

（
へ

い
た

ん
）

を
も

含
む

。

五
国

対
照

兵
語

字
書

（
18

81
）

〈
参

謀
本

部
〉

「
O

pé
ra

tio
n 
〈

略
〉

作

戦
」
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